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マガジン執筆者記（１）陶芸工八鳥 
 

2021年 1᭶、⮬家⏝㌴で国㐨 24号を南下し、城㝧 ICから京奈和⮬動㌴㐨へと㐍んだ。

助ᡭ席にはマガジン⦅㞟員の千ⴥさんを乗せ、┠ⓗ地は㝡ⱁ工ᡣ八㫽。対人助学マガジン

の巻㢌にẖ号ᥖ㍕されている「ハチドリの器」の執➹⪅、ぢ㔝大介さんをゼねる㐨中だった。 

 「ハチドリの器」はマガジン 18 号から㐃㍕㛤始。21 号からは巻㢌に⛣り、優しいⰍ合

い、⨾しいᩥᵝの器たちがㄞ⪅を出㏄えている。 

 

 

対人助学マガジン➨ 21号「ハチドリの器㸲」より 

 

 

 実は、ゼ問Ⅼでマガジンゼ問グにするつもりであったわけではない。᪂型コロナウイル

スの➨ 3 Ἴがᣑ大し、年ᮎ年始の帰┬➼の⮬⢔がồめられる中、ぽっかりと✵いてしまっ

た㛫を何か᭷効に使えないかと⪃え、ひとまず「久しぶりに会ってヰしませんか」という

⣙᮰で実⌧したゼ問であった。 

 

 京㒔から⣙ 1 㛫、平城宮㊧のほど㏆くにある㝡ⱁ工ᡣ八㫽に到╔した。もともと喫Ⲕ

ᗑであったᘓ≀をᨵしたとのことで、全㠃ᙇりのガラスからの᥇光は⣲ᬕらしく、工ᡣ内

はとても᫂るい。ᮘやᲴには─やⲔわん、マグカップ、ⰼ器などの㝡器が並べられ、᪥によ

っては㝡ⱁᩍ室も⾜われている。 
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⚟♴つながࡾ 

 さて、⌧在は㝡ⱁ家としてά動するぢ㔝さん。千ⴥ⦅㞟員、大㇂⦅㞟員とのつながりはマ

ガジン以前にさかのぼる。 

 以下は、ぢ㔝さんが初回㐃㍕の執➹⪅▷信にグしたご⮬㌟の␎Ṕである。 

 

 

㝡ⱁ工ᡣ 八㫽 hachi-dori 

㝡Ṕ 

1980年 大㜰に⏕まれる。 

2003年 ㏆␥大学ᘓ⠏学⛉卒ᴗ。 

2005年 京㒔伝⤫工ⱁ専㛛学ᰯ㝡ⱁ⛉卒ᴗ。京㒔Ⅳ山、 

➟取❔岡ᮏᙲẶに師事。 

2011 年 奈Ⰻ┴奈Ⰻ市ἲ⳹寺⏫にて⊂❧。≉定㠀営利ά  

動ἲ人 京㒔ほっとはあとセンターより「ものづ

くりᨭ員」に任命され、♫会⚟♴ἲ人テンダー

ハウスへ出向する。 

2012年  ➨ 18 回᪂⨾工ⱁ会展 大㜰市❧⨾⾡㤋㤋㛗奨    

励㈹ 

 

 

 ぢ㔝さんとのつながりの一つが、⚟♴つながりである。千ⴥ・大㇂の両名も、年ᗘまで

京㒔市内の♫会⚟♴ἲ人に勤める⚟♴⫋員であった。ぢ㔝さんが♫会⚟♴ἲ人テンダーハ

ウスに出向されていた㡭、千ⴥさん周りの⚟♴⫋㸦➼㸧の人たちでボウリング大会をやった

ことをきっかけに、しばらくはボウリングで㞟まることがあったのがもう一つのつながり、

そして、このマガジンも㏆年に᪂しくできたつながりです。ちなみにぢ㔝さん、⣽㌟ながら、

すさまじい剛⭎ボウラーでした。㝡ⱁ家の⭎力を侮ってはいけないそうです。 

 

 ≉に何か予定して伺ったわけではないので、久しぶりに㏆ἣやら᫇のことやらをあれこ

れヰしていたのですが、そのひとつひとつがとても㠃ⓑく、この㎶でようやくṇ᭶ボケした

⚾の㢌にも“これ、ゼ問グにしたらいいんちゃうん!?”という声がᾋかびました。そんなわけ

で、事ᚋⓗに原✏を仕上げ、ぢ㔝さんにも☜ㄆしてもらい、「ゼ問グ」としてお届けするḟ

➨です。 
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㝡ⱁと⚟♴ 

 ᭱初に出会った㡭は、ぢ㔝さんが⊂❧ᚋ、⚟♴タでも仕事をしていたᮇでした。㞀害
⪅⚟♴の㡿域では㝡工というのは作ᴗᡤなどで作られる〇品のひとつとして㥆ᰁみのある

もので、ぢ㔝さんが⚟♴タでの仕事をしていることも『そういうこともあるのか』くらい

にしかㄆ㆑していませんでした。≉別ᨭ学ᰯでは、㧗➼㒊になると就ᴗをぢ㉺した作ᴗ学

⩦が取り入れられていますが、その中でも「ᮌ工」や「㝡工」、「Ύᤲ」などはどこの学ᰯに

もあるメジャーどころかなとᛮっていました。 

 
⚟♴とࡶのづくࡾ 

 ぢ㔝さんは⚟♴タでの仕事について「とてもよかった」とヰされます。ヰされたゝⴥそ
のものではなく⚾の⌮ゎしたゝⴥでゝえば「デザインやᢏ⾡をどのように〇品にするか、✺

きワめてᛮ⪃するᶵ会になった」ことをポジティブにとらえておられるのかなとᛮいまし

た。利⏝⪅の᪉に㝡器を作ってもらう、できあがるものは「〇品」、つまり㈍売に⪏える

ものでなくてはなりません。さまざまな制⣙のある中で、利⏝⪅の᪉にどう「〇品」を作っ

てもらうか、ヨ⾜㘒ㄗを㔜ねられたそうです。 

 

     ⚟♴タでの仕事で╔された〇品のひとつ「ペン❧て」。個ᛶある⾲がᴦしい。 

 

 そのような「ヨ⾜㘒ㄗ」は、何も⚟♴タでの仕事に㝈って⾜うことではないそうです。

⊂❧ᚋの工ᡣには、ᘵ子入りしていたの工ᡣにあったものがなかったり、まだ㌟につけて

いないᢏ⾡もあります。今┠の前にある⎔境と、今の力で、それでも「〇品」を⏕みだして
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いくにはどうすればよいか。ヨ⾜㘒ㄗを㔜ねる᪥々は今も⥆いているそうです。このことは、

㝡ⱁに㝈らず、あらゆる仕事に㏻じることのようにもᛮいました。その上で、⚾たちは⮬分

が仕事で⏕みだす「価値」や「ព味」についてどこまで⪃えることができているか…問われ

ているẼがしました。 

 

「だってࣟࣉがいないでしࡻ」 

いつだったかᛀれてしまいましたが、ぢ㔝さんがこうヰされていたことが印㇟にṧって

います。つまり、⚟♴タではさまざまな〇品を作っていますが、〇品づくりのサポートを

しているのは⚟♴タ⫋員で、つまり㝡ⱁやᮌ工に㛵しては、基ᮏⓗに⣲人です。もちろん、

これまでの⤒㦂から、まったくのᮍ⤒㦂⪅とはẚべるべくもないとᛮいますが、「プロ」か

とゝわれれば、やはりそうではないでしょう。 

⚾たちはᬑẁ、ほとんどのものを「プロ」が作った中から㉎入します。であれば、⚟♴

タにおける〇品作りにも、ᮏ᮶はプロの力を借りるᚲせがあるのではないか。もし、そんな

ことさえ⪃えなかったとしたら、⚾たちやこの♫会は、⚟♴タの「〇品」をどのようにᤊ

えていたのか…。ここでもᨵめて⪃えさせられました。 
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㝡ⱁᕤᡣ×SNS 

 コロナ⚝は、㝡ⱁ工ᡣ八㫽にも、もちろんᙳ㡪を及ぼしました。⥭ᛴ事ែ宣ゝ中は、㝡ⱁ

ᩍ室は中Ṇ。個展なども㛤催できません。ⓒ㈌ᗑでのギャラリーや催場での個展を㛤催され

たとのことですが、ⓒ㈌ᗑ⮬体の᮶客もῶ少しており、「➗えるくらい᮶なかった」ことも

あるそうです。 

 そんな中、ᚑ᮶と変わらずᶵ⬟したのはオンラインの᪉であったとゝいます。一᪉で、そ

れが可⬟なのは、ᚑ᮶からオンライン上でのㄆ▱を⋓ᚓしているからにほかなりません。ᛴ

場しのぎでៃててオンラインショップや SNSでの展㛤を始めたとしても、ᚲずしもうまく

いくとはゝえないようです。 

 

 個人や個人事ᴗ主がさまざまなᙧでⓎ信することが可⬟になった⌧在、㝡ⱁの世⏺でも

ⱝい年㱋層の人が⊂❧して事ᴗを始めるケースが増えてきているそうです。これも、代の

変化のひとつです。には、SNS のダイレクトメッセージで、⊂❧を⪃える人からの┦ㄯ

が寄せられることもあるとか。ᚋ㐍の⫱ᡂも、これまでとはまた㐪ったᙧで㐍んでいくのか

もしれません。 

 Web マガジンというᙧで、オンラインで展㛤してきた対人助学マガジンの⦅㞟員とし

ても大きく刺⃭を受けるところでした。 

 

 
千ⴥ⦅㞟員㸦左㸧とぢ㔝さん㸦右㸧 
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 その他、仕事場をぢ学させてもらったり、ᘵ子入り代のエピソードもお⪺きし、夕᪉ま

でとっぷりとヰし㎸んでしまいました。「口下ᡭだから…」と口にされるものの、ⴠち╔い

た㞺囲Ẽとテンポでヰされるエピソードはどれもᴦしく、に㦫くようなものもあり、㛫

をᛀれます。 

 

 

 

 ぜひまた伺いたいです。ありがとうございました㸟㸟 

 

 

㸦ᩥ㸸大㇂多加ᚿ㸧 
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䞊䝆䜔䚸書䛝手䛾私䛿䛹䛖䛔䛖人物䛷䛒䜛

䛛䛸䛔䛖䛣䛸䚸全体䛾雰囲気䜔䝖䞊䞁䚸方

向性䛺䛹䜢意識䛫䛦䜛䜢得䛪䛹䛖䜒䝇䝍䜲

䝹䛜定䜎䜙䛺䛔䚹 

䛸䚸䛒䜛日䚹䛭䜜䜎䛷䛾苦悶䛜䛖䛭䛾䜘

䛖䛻䛩䜛䛳䛸書䛡䛯䚹土台䛸䛺䜛原稿䛜䛒

䛳䛯䛛䜙䛸䛔䛖䛣䛸䛷䜒䛺䛔䛸思䛖䚹䛭䛾時

䛾䚸䛂䛣䜜䛃䛸䛔䛖感䛨䛻䛧䛳䛟䜚䛸沿䛖䜒䛾

䛷䛒䜛䜘䛖䛻思䜟䜜䛯䚹䛣䛾印象䛷今後䜒

連載䛜続䛟䛛䛿䜟䛛䜙䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸1回 1

回䚸䛭䛾時䛹䛝䛾自分䛾感䛨䛻㥆染䜐文

章䜢丁寧䛻綴䛳䛶䛔䛡䜀䚸䛭䛾䛖䛱䛻䇾何

䛛䇿䚸色䜙䛧䛔䜒䛾䛜䜏䛘䛶䛟䜛䛾䛷䛿䛺

䛔䛛䚹䇾50 年䛾䚸䛿䛨䜑䛾一歩䇿䚹未来䜢

描䛟䛣䛸䜒䜖䜛䜔䛛䛻䚸自由䛻䚹書䛟䛣䛸䜢

続䛡䜛䛣䛸䚸䛭䛾䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䜘䛖䛻䛸㢪

䛖䚹䛚仲間䛻入䜜䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛖䜜䛧䛟存

䛨䜎䛩䚹皆䛥䜎䚸䛹䛖䛮䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛔䛯

䛧䜎䛩䚹 

一語一絵 

䡌䠏䠏䠑䡚 

津ᢋ也 新ᡲ᠍ 

䝁䝻䝘禍䜔䜎䛼 3月 1日䚸朝刊紙㠃䛿

3.11䛛䜙間䜒䛺䛟 10年䜢報䛨䛶䛔䜛䛜䚸

心地䜘䛔小春日和䛾町䜢行䛡䜀䚸今日䛿

県内公立㧗校䛾卒業式䛰䛭䛖䛰䚹 

䝁䝻䝘禍䛷䜒䚸多䛟䛾 18歳䛜新䛯䛺社

会䛻出䛶行䛟䛸思䛖䛸䚸䛺䜣䛰䛛䛸䛶䜒羨

䜎䛧䛟思䛖䚹 

後悔䛾䛒䜛無䛧䛻関䜟䜙䛪䚸18歳䛻戻

䜜䛯䜙䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛯䛛䛳䛯事䛿沢山䛒䜛

気䛜䛩䜛䛜䚸60䛻䛺䛳䛯䜙䚸40代䛷䜔䛳

䛸䛡䜀良䛛䛳䛯䛸同䛨䜘䛖䛻思䛖䛰䜝䛖䛛

䜙䚸䜔䜜䜛事䛿今䜔䛳䛶䛚䛟䛣䛸䛰䚸䛭䛖思

䛳䛶慣䜜䛺䛔執筆作業䛻掛䛛䜚䜎䛧䛯䚹 

映画監督䛻䛺䜚䛯䛛䛳䛯䜿䜰䝬䝛䞊䝆

䝱䞊䛜䚸出会䛳䛯人生䛾諸先輩方䛾生䛝

方䜔物語䛻䛴䛔䛶描䛝䜎䛩䚹䛹䛖䛮宜䛧䛟

䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹 

川下䛾㢼景 

䡌䠏䠏䠎䡚 

᭗井ᘽ二 新ᡲ᠍ 

今号䛛䜙連載䜢䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛟運䜃䛸䛺

䜚䜎䛧䛯䚹生䜎䜜䜒育䛱䜒大阪府䚹現在

䛿䚸福祉系大学䛷助教䛸䛧䛶勤務䛧䛺䛜

䜙䚸福祉䝁䞊䝇䛾䛒䜛㧗等専修学校䛷非

常勤講師䜒䛧䛶䛔䜎䛩䚹 

日光䜰䝺䝹䜼䞊䛷日䛻当䛯䜛䛣䛸䛜䛷

䛝䛺䛔䛯䜑䛻一年中長袖䜢着䛶䛔䜎䛩䚹

色白䛷䚸䛛䛴目䛾色素䜒薄䛔䛯䜑䛻䝝䞊

䝣䛸思䜟䜜䜛䛣䛸䛜多䛟䚸㧗等専修学校䛾

生徒䛛䜙䛿䛂䜴䜵䞁䝒䛃䛸䛒䛰名䜢付䛡䜙䜜

䛶䛔䜎䛩䚹 

生徒䛛䜙䛔䛨䜙䜜䛶䛔䜛体㦂䜒含䜑䚸

福祉教育䛻携䜟䜛中䛷日䚻感䛨䛶䛔䜛䛣

䛸䜢言葉䛻䛧䛶䛔䛣䛖䛸思䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜

䛛䜙䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹 

福祉教育䜈䛾挑戦 

䠬䠏䠏䠔䡚 

本᧓ 毅  

先䛾第䠐䠏号䛾中䛷䚸私䛿㧗名䛺䛂河合

隼雄䛃先生䛾䛤尊名䜢䛂河合隼男䛃䛸誤変

換䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹不快䛺思䛔䜢䛥䛫䛶䛧䜎

䛔䚸河合先生䛾䛤親族䛺䜙䜃䛻䝴䞁䜾派

䛾研究者䛤一同様䛻䛿深䛟䛚詫䜃申䛧上

䛢䜎䛩䚹改䜑䛶我䛜身䛾䛭䛭䛳䛛䛧䛥䜢反

省䛧䛴䛴䜒䚸敢䛘䛶䛚叱䜚䛥䛘䛺䛥䜙䛼皆

様䛾寛容䛥䛻心䜘䜚感謝䛩䜛次第䛷䛩䚹䛣

䜜䛿䝣䝻䜲䝖䛾言䛖䛂錯誤行為䛃䛺䛹䛷䛿䛺

䛟䚸私䛾単純䛺不注意䛷䛩䚹 

対人援助学会䛷䛾私䛾発表䛿䚸2015

年秋䛾第䠓回大会䜎䛷遡䜚䜎䛩䚹䛭䛾後

䛾年次大会䜔定期研究会䛷中村正理事

長䛿䚸私䜢䛂医師䛸䛔䛖䜘䜚䚸実存的䛺発

言䜢䛩䜛人䛃䛸皆䛥䜎䜈紹介䛧䛶下䛥䜛䜘䛖

䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹人䛜䛂実存的䛻発言䛩䜛䛃䛸

䛿䚸䛂自他䛾個別性䛚䜘䜃䛭䛾可能性䠄本

質䛛䜙䛾揺䜜幅䠅䜢尊重䛧敷衍䛩䜛䛃䚸平

䛯䛟言䛘䜀䛂個䚻䛾事例䛛䜙覗䛘䜛課㢟䜢䚸

過去䛾報告䛸照䜙䛧普遍的䛺議論䛻昇華

䛩䜛䛃䛸理解䛩䜜䜀良䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹䛣

䛾中村正理事長䛾䛚言葉䛻対䛧䛶䛿䚸近

日中䛻遠見書房䛛䜙刊行予定䛾拙著䛄患

者䛸医療者䛾退院支援実践䝜䞊䝖䛅䛻䛚䛔

䛶䚸私䛺䜚䛻回答䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸

考䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹 

次回䛾第䠐䠑号䛛䜙䛿䚸上皿天秤䛸板

状分銅䜢㥑使䛧䛯䛂䛔䛻䛧䛘䛾薬剤師䛃䛾

䜘䛖䛻䚸私䛜日䚻䚸退院支援研究䛸均衡䜢

保䛱続䛡䛶䛝䛯䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁医療䛾

現場䛻䛴䛔䛶䛚伝䛘䛩䜛予定䛷䛩䚹 

䛭䛧䛶今回䛿第 43 号䛾続編䛸䛔䛖䛛䚸

䛣䜜䛛䜙始䜑䜛連載䛾番外編䛸䛧䛶第䠍䠎

回大会䛾企画䝅䞁䝫䝆䜴䝮䙵䛸第䠐䠏号

䛷検討䛧䛯䚸䛂乳児期䛾㧊膜炎䛾合併症

䛷䛒䜛水㢌症䛻対䛧複数回䛾手術䜢受䛡

䛯䛜障害䛿重䛟䛺䜚䚸䝁䝻䝘禍䛾少䛧前䛻

50年余䜚䛾生涯䜢終䛘䛯男性患者M䛥䜣

䛸䚸䛭䛾䛚母䛥䜣䛃䛾関係䜢理解䛩䜛手立

䛶䛸䛧䛶䚸仏教的䛺説話䜢㢟材䛻䛧䛯䛄阿

闍世䝁䞁䝥䝺䝑䜽䝇䛅䛻䛴䛔䛶述䜉䛥䛫䛶

䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹 

䛂阿闍世䝁䞁䝥䝺䝑䜽䝇䛃再考 

䠬䠏䠎䠌䡚 
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河暁子  

䛣䛾冬䛿何度䜒水道管䛜凍䜚䚸何度䜒

雪䛛䛝䜢䛧䜎䛧䛯䚹例年䜘䜚䜒寒䛥䛜厳䛧

䛔䛸感䛨䛶䛔䛯䛸䛣䜝䛻䚸大䛝䛺地震䛜䛒

䜚䜎䛧䛯䚹䛔䛴災害䛜起䛝䛶䜒対応䛷䛝䜛

䜘䛖準備䛿䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛩䛜䚸家䛜崩䜜䜛

䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚸津波䛜来䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛

䛸䛸䛶䜒怖䛛䛳䛯䛷䛩䚹 

別䛾日䚸䛣䛾時期䛻䛧䛛取䜜䛺䛔早摘

䜏䝽䜹䝯䜢大量䛻䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹䛣䛾䝽

䜹䝯䛿柔䜙䛛䛟䛶䚸䛥䛳䛸湯䛜䛔䛶䝫䞁酢䛷

㣗䜉䜛䛸最㧗䛷䛩䚹時䛻災䛔䜢䜒䛯䜙䛩海

䛿䚸美味䛧䛔恵䜏䜒䜒䛯䜙䛧䛶䛟䜜䜎䛩䚹䜒

䛖䛩䛠 3月 11日䛜巡䛳䛶䛝䜎䛩䛽䚹 

䛣䛾世界䛷生䛝䜛䛒䛺䛯䜈 

㹼国境なき医師団の活動㹼 

䠬䠏䠏䠌䡚 

土元 哲平  

新型䝁䝻䝘䛾影㡪䛷䚸年始䛾䜸䞊䝖䜶䝇䝜

䜾䝷䝣䜱䞊䛸䝘䝷䝔䜱䞂䛻䛴䛔䛶䛾䝅䞁䝫

䝆 䜴 䝮 㻔䇿㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻿㼥㼙㼜㼛㼟㼕㼡㼙㻌 㼛㼚㻌

㻭㼡㼠㼛㼑㼠㼔㼚㼛㼓㼞㼍㼜㼔㼥㻌㼍㼚㼐㻌㻺㼍㼞㼞㼍㼠㼕㼢㼑㻧㻌㻵㻿㻭㻺䇿㻕䜢

䛿䛨䜑䚸䜋䛸䜣䛹䛾国際学会䞉研究会䛜

ZOOM 䜔䜸䞁䝷䜲䞁䛷䛾開催䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

対㠃䛷䛾䝷䜲䝤感䛜感䛨䜙䜜䛺䛔䛾䛿残

念䛷䛿䛒䜚䜎䛩䛜䚸学会䞉研究会䜈参加

䛩䜛䝣䝑䝖䝽䞊䜽䛿䚸䛸䛶䜒軽䛟䛺䛳䛯䛸感

䛨䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜢機䛻䚸䛣䜜䜎䛷参加䛷

䛝䛺䛛䛳䛯分野䛾研究会䛻䜒積極的䛻参

加䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛯䛔䛸感䛨䛶䛔䜛今日䛣䛾

㡭䛷䛩䚹 

䜻䝱䝸䜰䛸文化䛾心理学 

P䠎䠒䠍䡚 

安發明子  

㸰月中旬、㡢声 SNSアプリ Clubhouse

の児童㣴護施設についてのルームでは

夜㸰2時に 214人も㞟い、施設について

話し合われていた。施設出身で現在施設

職員をしている人たち、そして YouTube

でも当事者たちの活動は活発だ。 

フランスも近年は特に当事者たちの

活動が政治を動かしている。2019 年 1

月にテレビで討論した施設出身の若者

は翌日マクロン大統㡿夫人から携帯㟁

話に連絡を受け、10 日後には児童保護

国家委員会が発足、彼も委員会のメンバ

ーに任命された。児童保護副大臣が新た

に置かれ、即全国調査を指示、同年のう

ちに 328 ページに及ぶ報告書が公㛤さ

れた。委員会は政府に児童保護に㛵する

国家政策を提言し、問㢟について意見を

まとめ、実施の動向を調査判断し、政策

がそれぞれの地域で一貫性をもって実

施されていることを保㞀することが課

されている。同年から児童保護分野に

100億円追加予算が割かれ、全体では 1

兆円の予算となっている。児童保護国家

戦略も出され、そのサブタイトルは「全

ての子どもに同じチャンスと権利を保

㞀する」であり、冒㢌には「子どもたち

の well-beingは国が守る」と書かれて

いる。担当副大臣ができたことで、児童

保護分野のニュースが流れる度副大臣

がツイッターで反応するなど臨機応変

な対応がされるようになり、全国から㝞

情や当事者の声も㞟まるようになった。

最近ではコロナによる影㡪がある㛫は

年㱋や契約がすぎていても子どもを施

設や里親宅から退所させず支援を継続

させるという指示を出したり、大学以上

の進路を選択した退所者には月 7 万円

の生活費と学生寮が優先して与えられ

学費は免㝖になることを決定したり、状

況は改善しつつある。これまで国が方針

を決めても実施は県に任されていたの

が、国が指揮を取り直そうとしている状

況である。 

 
(写真は施設出㌟者と児童保護副大臣の 

テレビ討論 2021/01/27FranceTVより) 

䝣䝷䞁䝇䛾䝋䞊䝅䝱䝹䝽䞊䜽 

䠬䠎䠒䠐䡚 

ྚ村 文   

産育休䜢経䛶職場復帰䜢䛧䛶初䜑䛶䛾

年度末䜢迎䛘䛶䛔䜎䛩䚹子育䛶䛸仕事䛸

䛾両立䜢䛧䛺䛜䜙䚸䛺䜣䛸䛛䜔䛳䛶䛣䜙䜜

䛯䛺䛸䛔䛖䝩䝑䛸䛩䜛気持䛱䛸䚸出産前䛾

䜘䛖䛻䛿働䛡䛺䛛䛳䛯䛺䛸䛔䛖自己不全感

䜢䜒䛱䛺䛜䜙䚸䛣䛾䠐月䛛䜙䜎䛯産休䛻入

䜚䜎䛩䚹出生率䛜䜎䛯減少䛧䛭䛖䛺今年䚸

䝁䝻䝘禍䛷䛾妊娠䞉出産䛻䛴䛔䛶今号䛸

次号䛷䝺䝫䞊䝖䛧䛯䛔䛸思䛳䛶䛔䜎䛩䚹 

応援 母䛱䜓䜣䟿䠄䠍䠅 

P䠎䠑䠏䡚 

川လ ᨙ   

䜅䛸䝔䝺䝡䜢䛴䛡䜛䛸䚸䛒䜛島䛾䛚医者

䛥䜣䛜䚸䛂䛣䛣䛾島䛻䛿医者䛜僕䠍人䛧䛛

䛔䛺䛔䛾䛷䠄病気䜔䝽䜽䝏䞁䜢䛖䛴䛸䛝䛻

䛿䠅僕䛻䛸䛳䛶䛿無医村䛃䛸言䛳䛶䛔䛯䛾

䛜㠃白䛟䛶䚸䜽䝇䝑䛸笑䛔䜎䛧䛯䚹䛷䜒今䛿

䛣䛖䛔䛖話㢟䛷笑䛳䛱䜓䛔䛡䛺䛔䛾䛛䛺䛸䚸

部屋䛻䠍人䛺䛾䛻自粛䛧䛶䛧䜎䛔䜎䛧䛯䚹 

 橋本聖子䛥䜣䛜新会長䛻䛺䛳䛶䚸自民

党䜢離党䛩䜛䛸䛔䛖䝙䝳䞊䝇䜢続䛡䛶䜔䛳

䛶䛔䜎䛩䚹䛂䛧䛳䛛䜚䛸䈈䛃䛂䛧䛳䛛䜚䛸䈈䛃䚸

橋本䛥䜣䛰䛡䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸他䛻使䛖

言葉䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛛䛽䚹䝇䜿䞊䝖䜔䛳䛶自

転車䜒䜔䛳䛶䚸子䛹䜒䛜䠒人䚸大臣䜔䛳䛶

会長䜒䜔䛳䛶䚸凄䛔䜶䝛䝹䜼䞊䛷䛩䚸56

歳䚹 

 退職䛸䝁䝻䝘䛷社交性䛜落䛱䛶䛔䜎䛩䚹 

䠐月䛛䜙䜎䛯毎週行䛟䛸䛣䜝䛜䛷䛝䜎䛩䛛

䜙䚸酒好性䈈䛨䜓䛺䛟䛶社交性䜢磨䛝䜎䛧

䜗䛖䛛䚸66歳䚹 

䛂䛛䛡䛰詩 䐢䛃 

䡌䠎䠐䠐䡚 

天川 ී  

最近䚸自分䛜䜘䛟䛔䛳䛶䛔䛯䝣䜯䝭䝺䝇

䛜閉店䛧䛯䚹500 円䜒持䛳䛶䛔䛯䜙䚸軽㣗

䛸䝗䝸䞁䜽䝞䞊䜢㡬䛡䛯䛜䚸䜔䛿䜚採算䛜

取䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛾䛰䜝䛖䚹䝁䝻䝘䛷客足

䛜遠䛾䛔䛯䛾䜒影㡪䛜䛒䛳䛯䛰䜝䛖䚹安

価䛷商品䜢提供䛩䜛䝏䜵䞊䞁店䛺䜙䛷䛿

䛾苦悩䛜䛭䛣䛻䛿䛒䛳䛯䛾䛛䛸思䛖䛸複

雑䛺思䛔䛻䛺䜛䚹友人䛸䛾待䛱合䜟䛫䚸

深夜䛻㣗事䛧䛯䜚䚸私䛻䛿䚸思䛔出深䛔

場所䛰䛳䛯䛰䛡䛻残念䛷䛩䚹䛣䜜䛛䜙䜒店

舗運営䛻厳䛧䛔時代䛻䛺䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛

人生䛾䠍䝨䞊䝆䛻䛺䛳䛶䛟䜜䛯䛒䛾䝣䜯䝭

䝺䝇䛻䛚疲䜜䛥䜎䚸䛸言䛔䛯䛔䛷䛩䚹 

䝤䝹䞊䜾䝺䞊䛾肖像 

P䠎䠐䠕䡚 

ስ原ἸỿỼ   

冬眠状態䛷䛔䛯䜹䝯䛜水槽䛾水㠃䛛䜙

䛻䜕䛳䛸㢌䜢出䛧䛶䛔䜛䛾䛻気䛜䛴䛔䛯䚹

近䛵䛟䛸慌䛶䛶㤳䜢引䛳込䜑䛯䚹䛚腹䜒空

䛔䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛸䜹䝯䛾䜶䝃䜢少量水㠃

䛻落䛸䛧䛶䜔䛳䛯䛜䚸䛨䛳䛸眺䜑䛶䛔䜛䛰

䛡䛷䛒䜛䚹䜎䛰目䛜覚䜑䛯䜀䛛䜚䛷䛖䛴䜙

䛖䛴䜙䛾状態䛺䛾䛰䜝䛖䚹䛣䛔䛴䛿娘䛯䛱

䛜小䛥䛔時䛻縁日䛷買䛳䛶䛝䛯䜒䛾䛷䚸䜒

䛖何十年䜒䜴䝏䛻居䜛䚹一昨年䛾春䛻猫

䛯䛱䛜近所䛻住䜐次女䛾新居䛻引䛝取䜙

䜜䛶䛔䛳䛶䛛䜙䛿䛣䛔䛴䛜唯一䛾同居人

䛸䛺䛳䛯䚹夏場䛿朝夕䛾㣵䜔䜚䛾時䛻言

葉䜢掛䛡䜛䛾䛰䛜冬場䛿半冬眠状態䛻䛺

䜚䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛿無䛟䛺䛳䛶䛔䛯䚹䝔

䝺䝡䛷䛿今日大阪䛻春一番䛜吹䛔䛯䛸言

䛖䝙䝳䞊䝇䚹䝪䜽䛿䛣䛔䛴䛾目覚䜑䛷近䛵
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䛟春䜢感䛨䛶䛔䜛䚹   

 
HITOKOMART 

䡌䠎䠑䠓䠍䡚 

原ဋ 希  

昨年6月䛛䜙牧場䝇䝍䝑䝣䛻䛺䛳䛯25歳

䛾女性䚹単身千葉䛛䜙䚸酪農䛻強䛔関心

䜢持䛳䛶来䛶䛟䜜䜎䛧䛯䚹2月䛻初帰省䛷

䛝䛯䜙䛔䛔䛺䚸䛸言䛳䛶䛔䛯䛡䛹緊急事態

宣言䛷叶䜟䛪䚹䛺䛔䛺䛔䛵䛟䛧䛾残念䛺空

気䜢入䜜䛛䛘䛯䛟䚸䜸䝩䞊䝒䜽海䜈流氷船

䛻乗䜚䛻行䛝䜎䛧䛯䚹䝕䝑䜻䛻上䛜䜛䛸白

銀䛾大海原䚸䝅䝧䝸䜰䛛䜙䛾潮㢼䚹䜸䜸䝽

䝅䛻䜰䝄䝷䝅䟿䝇䝍䝑䝣䛱䜓䜣䛾䝬䝇䜽䛾

下䛻䝡䝑䜾䝇䝬䜲䝹䛜見䛘䜎䛧䛯䚹朝4時

䛛䜙仕事䜢䛧䛯䛾䛱䚸往復4時間䛛䛡䛶網

走䜈䚹3時間滞在䛧䛶䛩䛠帰宅䚹16時䛛䜙

䛾夕方䛾搾乳䛻滑䜚䛣䜏䝉䞊䝣䟿䛸䛔䛖

超䝝䞊䝗䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛷䛧䛯䛜䚸仕事䛸遊

䜃䜢意地䛷䜒両立䛩䜛酪農家精神䜢䝞䝑

䝏䝸体㦂䛥䛫䜙䜜䜎䛧䛯䚹家族䜒友達䜒䛔

䛺䛔土地䛷一所懸命自分䛾居場所䜢作䜝

䛖䛸䛧䛶䛔䜛彼女䛻䚸昔䛾自分䜢見䜛䜘䛖

䛷䚹䛣䜜䛛䜙䜒䛔䜝䜣䛺角度䛛䜙䜶䞊䝹䜢

送䜚䛯䛔䛷䛩䚹 

 

ࠪがスタッϓちゃん♪ 

原田牧場 Note 

䡌䠎䠏䠓䡚 

工ᕲ ᑷ幸  

 先日䚸第 23 回言語聴覚士国家試㦂䛜

終䜟䜚䜎䛧䛯䚹㣴成校教員䛸䛧䛶学生䛥䜣

䛯䛱䛾国試受㦂勉強䜢䝃䝫䞊䝖䛧䛶䛝䜎䛧

䛯䛜䚸䜎䜛䛷個別指導塾䛾講師䛾䜘䛖䛺

䜒䛾䚹国家試㦂䛷䛛䛺䜚心身䜢消耗䛩䜛

䜘䛖䛷䚸毎年䛾䜘䛖䛻体調䜢崩䛩䛣䛸䜀䛛

䜚䛷䛧䛯䛜䚸今年䛿今日䜎䛷䛾䛸䛣䜝無事

䛷䛩䚹毎年少䛧䛪䛴䛷䛩䛜䚸国試対策䛜

䛷䛝䜛範囲䜢拡大中䚹国試対策䛾䛯䜑䛻

日本語学䛾本䜢書䛔䜎䛧䛯䚹䛣䛣 2 䛛月䚸

䝯䞊䝹返信䛜滞䜛䛣䛸䜀䛛䜚䛷䛧䛯䚹 

䜒䛖䛩䛠東日本大震災䛛䜙 10 年䚹䛭䜝

䛭䜝地元䛾宮城䛻帰䛳䛶地元䛾友人䛸㣧

䜏䛻䛷䜒行䛝䛯䛔䜒䛾䛷䛩䛜䚸今䛿大阪

䜢出䜛䛣䛸䜒宮城䛻入䜛䛣䛸䜒簡単䛷䛿䛒

䜚䜎䛫䜣䚹3 月 11 日䜢䛹䛾䜘䛖䛻迎䛘䜘䛖

䛛䛸䜌䜣䜔䜚考䛘䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛩䚹 

䛭䛧䛶䚸目下䚸不登校中䛾次女䚹䛤䛟䜎

䜜䛻䛿登校䛧䛶䛔䜎䛩䚹担任䛾先生䛜䛔

䜝䛔䜝䛸䜔䛳䛶䛟䛰䛥䛳䛶䚸宿㢟䝥䝸䞁䝖䜢

䝫䝇䝖䛻投函䛧䛶䛟䜜䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹次

女曰䛟䚸䛂学校䛜爆発䛩䜜䜀䛔䛔䛾䛻䛃䛸

䛔䛖思䛔䛜䛒䜛子䛿結構䛔䜛䛾䛰䛭䛖䛷

䛩䚹䛰䛛䜙䜸䞁䝷䜲䞁授業䛜望䜎䛧䛔䛸言

䛔䜎䛩䚹䛯䛰䚸䜸䞁䝷䜲䞁䛜手放䛧䛷良䛔

䛸䜒思䛔䜎䛫䜣䚹䝔䜽䝻䝜䝆䞊䛷解決䛷䛝

䛭䛖䛺䛣䛸䜒䛒䜛䛣䛸䛿承知䛧䛶䛔䜎䛩䛧䚸

解決䛷䛝䛭䛖䛺䛸䛣䜝䛿䛹䜣䛹䜣解決䛩䜜

䜀䜘䛔䛸思䛔䜎䛩䚹䜘䜚一層䚸䠥䠟䠰化䛜進

䜐䛣䛸䛷䚸䜸䞁䝷䜲䞁特有䛾問㢟䜒出䛶䛟

䜛䛛䜒知䜜䜎䛫䜣䚹䜒䛖䛩䛠中 3 䛻䛺䜛䛾

䛷䚸今後䛹䜣䛺進路䛾可能性䛜䛒䜛䛾䛛

自分䛷調䜉䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛩䛜䚸私䜒時䚻䝛

䝑䝖䛷情報収集䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
みちくさ言語療法 

P240㹼 

᭗名ᅎ፦  

䠏月末䛷今䛾職場䜢退職䛩䜛䚹大学卒

業後䛻就職䛧䚸䠏䠔年間働䛔䛶䛝䛯職場䛷

䛒䜛䚹仕事䜢䜔䜑䜛䛸䛔䛖䛾䛜人生初体

㦂䚹総務課䛛䜙退職手続䛝䛾説明䜢䛖䛡

䛺䛜䜙䚸䛔䜝䛔䜝㠃倒䛰䛸感䛨䛶䛔䜛䚹一

番䛿健康保険䛷䛒䜛䚹䛂䠏月䠏䠍日䛻 IC 䜹

䞊䝗䛸保険証䜢返却䛧䛶䛟䛰䛥䛔䛃䛸言䜟䜜

䛯䚹䛺䜣䛰䛛寂䛧䛛䛳䛯䚹続䛡䛶䛂健康保

険䛻䛴䛔䛶䛿䚸任意継続䜢䛸䜛䛛国民健

康保険䛻加入䛩䜛䛛䛷䛩䚹市䛾保険課窓

口䛷自分䛾保険料䜢尋䛽䛶䛟䛰䛥䛔䚹任

意継続䛾保険料䛻䛴䛔䛶䛿給与明細䛷

短期䞉介護保険料䜢足䛧䛶䠎䜢䛛䛡䛶䛟䛰

䛥䛔䚹䛭䛾金㢠䛸国民健康保険䛾保険料

䜢比較䛧䛶安䛔方䜢選䜣䛷手続䛝䜢䛧䛶䜒

䜙䛳䛯䜙䛔䛔䛷䛩䚹䛃䛸説明䜢受䛡䛯䚹自分

䛜患者䛥䜣䛻良䛟説明䜢䛧䛶䛔䛯䝟䝍䞊䞁

䛷䛒䜛䚹自分䛜説明䜢受䛡䜛側䛻䛺䛳䛶

䛔䜛䛣䛸䛜新㩭䛰䛳䛯䚹私䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛟

患者䛥䜣䛻説明䛷䛝䛶䛔䛯䛰䜝䛖䛛䚹䜅䛸

思䛳䛯䚹 

退職䛻関䛧䛶次䛻思䛖䛣䛸䛿䚸定期収入

䛜䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹年金䛜支給䛥䜜䜛

䜎䛷䛻䛿䜎䛰期間䛜䛒䜛䚹䛣䜜䜎䛷䛛䛺䜚

自由䛻生活䛧䛶䛝䛯䚹䛭䛾生活䝟䝍䞊䞁䜢

改䜑䛶䛔䛛䛺䛔䛸䛸思䛖䛜䚸思䛖䜀䛛䜚

䛷䚸多分実践䛷䛝䛺䛔䚹䜎䛪䛿好䛝䛺䛰䛡

本䜢買䛳䛶䛔䛯習慣䜢改䜑䜘䛖䛸䛿思䛳䛶

䛔䜛䚹䛧䛛䛧本䛿読䜏䛯䛔䛾䛷䚸䛣䜜䛛䜙

䛿図書㤋䜢利用䛧䜘䛖䛸考䛘䛶䛔䜛䚹䛺䛹

䛸思䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸長年続䛡䛶䛝䛯生活

習慣䛿䛭䛖簡単䛻改䜑䜙䜜䛺䛔䛸感䛨䜛

今日䛣䛾㡭䚹 

MSW䛸䛔䛖仕事 

P232䡚 

岡ဋᨙ介 

 自分䛾臨床䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛻䛔䜝䜣䛺機
会䛻学䜣䛰䛣䛸䛾寄木細工䛰䛸思䛖䚹相当

䛺年月䜢経䛯寄木䛷䛒䜛䛛䜙䚸崩䜜䜛䛾

䛿時間䛾問㢟䛰䚹䛭䜣䛺䜟䛡䛷䚸䛣䜜䜢

機䛻自分流䛾寄䛫木䛾組䜏合䜟䛫䜾䝉

䜢眺䜑䛶䜏䜛䛣䛸䛻䛧䛯䚹備忘録䛷䛒䜛䚹 

䛛䛴䛶䝇䝔䞊䝆䛻䝬䜲䜽䜢置䛔䛶去䛳䛶

䛔䛳䛯歌䛔手䛜䛔䛯䛜䚸䛭䜜䜢䜎䛽䛶自

分䜒相棒䝬䝑䜽䜢䝇䝸䞊䝥䛥䛫䜛準備䛻䛸

䜚䛛䛛䜛䠄䝅䝱䝑䝖䝎䜴䞁䛷䛿䛺䛔潔

䛥䟿䠅䚹䛱䜗䛖䛹䝛䝍䜒尽䛝䛛䛡䛶䛔䜛䛣䛸

䛰䛧䚹 

䜶䜰絵本 

䝡䝆䝳䜰䝹系子䛹䜒䞉家族䛾理解䛸支援  

P45䡚 

小池ᒍ梨子 

穴䛜空䛔䛯䜚裾䛜䝪䝻䝪䝻䛻䛺䛳䛶䛯

気䛻入䜚䛾䝈䝪䞁䛯䛱䚹捨䛶䛯䛟䛺䛔䛡䛹䚸

履䛡䛺䛔䜘䛺䞊䛸思䛳䛶䛯䜙䚸知䜚合䛔䛾

猫䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛥䜣䛜治䛧䛶䛟䜜䜎䛧䛯䚹䜑

䛳䛱䜓可愛䛟䛺䛳䛶䛶最㧗䛻嬉䛧䛔䛷

䛩䟿䟿䟿好䛝䛺物䜢長䛟使䛘䜛䛾䛿幸䛫

䛷䛩䛽䚹 

䛭䛖䛰䚸猫䛻聞䛔䛶䜏䜘䛖 

P163䡚 
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一宮 ᒔ子  

䛆他者䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛇 

私䛿京都市内䛺䜙䜀常䛻自家用車䛛

徒歩䛷移動䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛒䜛䛸䛝同好会䛷

知䜚合䛳䛯 80歳代䛾䛚母䛥䜣䛸一緒䛻買

䛔物䛻出䛛䛡䜛機会䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹䛭䛾

日䛿小春日和䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸車䛻同乗䛧

䛶䜒䜙䛳䛶嵐山䜎䛷遠出䛧䜎䛧䛯䚹彼女䛻

䛿息子䜔娘䛜䛔䜎䛩䛜䚸結婚䛧䛶独立䛧

䛶子䛹䜒䛿䛔䛺䛔䛭䛖䛷䛩䚹䛥䜙䛻半年前

䛻夫䛻先立䛯䜜䛶䚸䜂䛸䜚暮䜙䛧䛷䛩䚹足

䛜少䛧不自由䛺䛯䜑䚸私䛜杖代䜟䜚䛻䛺

䛳䛶片腕䜢組䜣䛷河川敷䜢散歩䛧䜎䛧䛯䚹

近䛟䛾㣗堂䛷䛚昼䛤㣤䜒一緒䛻䛔䛯䛰䛝

䜎䛧䛯䚹䛣䛾間䛾私䛿亡䛟䛺䛳䛯母䜢思䛔

出䛧䛶䛔䛯䛾䛷䛩䚹生䛝䛶䛔䜜䜀䛣䛖䛧䛶

一緒䛻腕䜢組䜣䛷歩䛟䛣䛸䛜出来䛯䛰䜝䛖

䛻䛸䚹後日彼女䛛䜙聞䛔䛯䛚礼䛾言葉䛷

印象深䛛䛳䛯䛾䛿䛂息子䜔娘䛻䛣䜣䛺䛣䛸

䜢䛧䛶䜒䜙䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛃䚸腕䜢組䜣䛷

䛂一緒䛻䝈䞁䝈䞁歩䛔䛯䛣䛸䛜一番䜘䛛䛳

䛯䛃䛸䚹䛥䜙䛻䚸䛣䛾䜘䛖䛺経㦂䜢知人䛻䜒

話䛧䛯䜘䛖䛷䛂自分䛿䛖䜙䜔䜎䛧䛜䜙䜜䛶

䛔䜛䛃䛭䛖䛷䛩䚹䜂䛸䜚暮䜙䛧䛷寂䛧䛔思䛔

䜢䛧䛶䛔䜛彼女䛿䚸他者䛸䛾密接䛺触䜜

䛒䛔䛸交流䜢求䜑䛶䛔䛯䛾䛰䛸思䛔䜎䛧

䛯䚹 

生体肝移植䝗䝘䞊䜢䜑䛠䜛物語 

䠬䠎䠌䠕䡚 

松岡 園子 

夫䛜長䛟勤䜑䛯会社䜢退職䛩䜛䛣䛸䛻

䛺䜚䚸少䛺䛟䛸䜒今年䛾秋䛤䜝䜎䛷䛿家䛷

䜖䛳䛟䜚䛩䜛䛸䛾䛣䛸䚹䜖䛳䛟䜚䛸休㣴䛾䛷

䛝䜛時間䜢過䛤䛧䛶䜒䜙䛘䜜䜀良䛔䛺䛸思

䛔䜎䛩䚹 

今䚸目䜎䛠䜛䛧䛔環境変化䛜起䛝䛶䛔

䜎䛩䛜䚸楽䛧䜏䛺䛜䜙進䜣䛷䛔䛣䛖䛸思䛔

䜎䛩䚹 

統合失調症䜢患䛖母䛸䛸䜒䛻 

生䛝䜛子䛹䜒(番外編) 

 䠬䠎䠌䠒䡚 

杉江 太朗 

児童福祉䛾現場䛷働䛟杉江䛸言䛔䜎䛩䚹

職場䛻䛿車䛷通勤䛧䛶䛔䜎䛩䚹時間䜢調

整䛩䜛䛯䜑䛻䚸一般道䛛䜙䝃䞊䝡䝇䜶䝸䜰

䜢利用䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛸設置䛥䜜䛶䛔䜛㥔車

場䛷一服䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾㥔車場䜢利用

䛧䛶䛔䜛方䚻䛿作業着姿䛷䚸䝃䞊䝡䝇䜶䝸

䜰䛾利用䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛣䜢集合場所䛻䛧䛶䚸

1䛴䛾車䛷乗䜚合䛳䛶現場䛻行䛛䜜䜛䛸䛔

䛖䚸䛔䜟䜖䜛工事関係者䛜多䛛䛳䛯䜘䛖䛷

䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸停車䛧䜘䛖䛸思䛳䛶䜒䚸皆䛜

早朝䛛䜙晩䜎䛷車䜢停䜑䛶䛔䜛䛯䜑䚸空

䛝䝇䝨䞊䝇䛜䛺䛔䛣䛸䜒多䚻䛒䜚䜎䛧䛯䚹

䛧䛛䛧䚸最近䛿䚸䛭䛾䜘䛖䛺車両䛜減䛳䛶

䛚䜚䚸䛔䛴䛷䜒車䜢停䜑䜛䛣䛸䛜出来䛶䛔

䜎䛩䚹何䛛取䜚締䜎䜚䜢䛧䛯䜘䛖䛺形跡䛿

䛺䛟䚸同䛨䜘䛖䛻個䚻䛜車䛷来䛶䚸乗䜚合

䜟䜜䛶行䛛䜜䜛方䜒䛔䜛䛾䛷䛩䛜䚸明䜙

䛛䛻䛭䛾数䛜減䛳䛶䛔䜎䛩䚹皆䛾䝬䝘䞊

䛜良䛟䛺䛳䛯䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹䛭䜜䛸䜒他䛻便

利䛺場所䛜出来䛯䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹䛔䜔䛔

䜔䚸䛭䜣䛺䛿䛪䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹利用䛩䜛

目的䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛸考䛘䜛䛾䛜自然䛷䛩䚹

䛭䜜䛿仕事䛜減䛳䛯䛣䛸䜢意味䛧䜎䛩䚹社

会䛿歯車䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䚸様䚻䛺影㡪䜢

受䛡䛶流動的䛻動䛔䛶䛔䜎䛩䚹䛹䜣䛺䛣䛸

䛜作用䛧䛶利用者䛜減䛳䛯䛾䛛䛿䚸想像

䛩䜛䛧䛛䛒䜚䜎䛫䜣䚹少䛺䛟䛸䜒皆䛜䝔䝺

䝽䞊䜽䛻䛺䛳䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛺䛸䛛

考䛘䛺䛜䜙利用䛩䜛毎日䛷䛩䚹 

 

䛂余地䛃-相談業務䜢楽䛧䜐方法- 

䠬䠎䠌䠎䡚 

ᡐ 共 

保育者㣴成校䛾教員䜢䛧䛶䛚䜚䚸今年

䜒保育実習䛜始䜎䜚䜎䛧䛯䚹䝁䝻䝘対応䜢

䛧䛺䛜䜙 60 名䜋䛹䛜保育所䞉䛣䛹䜒園䞉児

童福祉施設䛻行䛳䛶䛔䜎䛩䚹大学䛿䜸䞁

䝷䜲䞁䛷䜒保育現場䛿対㠃䛜中心䛷䛩䛛

䜙䚸実習指導䜒対㠃䛷行䛔䛯䛔䛸䛣䜝䛷䛩

䛜䚸勤務校䛿 12 月以降䚸完全䜸䞁䝷䜲䞁

䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹模擬保育䜒充分䛷䛝䛺䛔状

況䛻䚹 

 学生䛻求䜑䛯䛾䛿䚸手遊䜃䛸絵本読䜏

聞䛛䛫䜢䝇䝬䝩䛷自撮䜚䛧䛶学内䝃䜲䝖

䠄teams䠅䛻䛒䛢䚸相互評価䜢䛩䜛䛸䛔䛖䜒

䛾䚹䛯䛰䚸何度䜒同䛨䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹

四苦八苦䛧䛺䛜䜙事前指導䜢終䛘䜎䛧䛯䚹

今年度䛾学生䛜䛂䝁䝻䝘世代䛃䛸䠄䛂䜖䛸䜚

世代䛃䛾䜘䛖䛻䠅揶揄䛥䜜䛺䛔䛯䜑䛻䚸㡹

張䛳䛶指導䛧䛯䛴䜒䜚䛷䛿䛒䜚䜎䛩䛜䚸䛿

䛶䛥䛶䚹 

保育䛸社会福祉䜢漫画䛷学䜆 
P䠍䠕䠔䡚 

朴 希沙ίᾚᾸῂᾰ Pakuὸ 

12 月末䛻䚸䛣䛾間対人援助学䝬䜺䝆䞁

䛷䜒連載䜢続䛡䛶䛝䜎䛧䛯䝬䜲䜽䝻䜰䜾䝺

䝑䝅䝵䞁䛻䛴䛔䛶䚸初䛾翻訳本䜢出版䛧䜎

䛧䛯䠄 䛄日常生活䛻埋䜑込䜎䜜䛯䝬䜲䜽䝻

䜰䜾䝺䝑䝅䝵䞁䞊䞊人種䚸䝆䜵䞁䝎䞊䚸性的

指向䠖䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛻向䛡䜙䜜䜛無意識䛾

差別䛅明石書店䜘䜚䠅䚹 

 

䛣䛾本䛾出版䜢機䛻䝬䜲䜽䝻䜰䜾䝺䝑䝅

䝵䞁䛻䛴䛔䛶紹介䛧䛯䜚取材䜢受䛡䜛機会

䜒少䛧䛔䛯䛰䛟䛾䛷䛩䛜䚸䛭䛾䛯䜃䛻色䚻

䛸考䛘䛥䛫䜙䜜䜎䛩䚹今䜎䛷言葉䛻䛺䜙䛺

䛛䛳䛯䇿䜒䜔䜒䜔䇿䛻名前䛜䛴䛝䚸研究䛜

積䜏重䛽䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢知䜛䛾䛿䜶䞁



 

15 
 

䝟䝽䞊䝯䞁䝖䛻䛺䜛䛸思䛔䜎䛩䛧䚸何䜘䜚無

自覚䛻誰䛛䜢踏䜏䛴䛡䛶䛔䛯䛾䛷䛿䠛䛸

自分䛾日常䜢䛿䛳䛸振䜚返䜛機会䛻䜒䛺

䜛䛸思䛔䜎䛩䚹䛧䛛䛧一方䛷䚸䛣䜜䛰䛡䛷

䛔䛔䛾䛰䜝䛖䛛䛸䜒思䛔䜎䛩䚹差別䜔䝬䜲

䜽䝻䜰䜾䝺䝑䝅䝵䞁䛾実態䜢明䜙䛛䛻䛧䛯

䜚䛭䛾影㡪䜢知䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛛䜙䜒䛖一

歩進䜣䛷䚸䛭䛾䜘䛖䛺環境䛾中䛷䜒力強䛟

生䛝䛶䛔䜛䚸周囲䛸䛾関係䜢紡䛔䛷䛝䛶䛔

䜛䝬䜲䝜䝸䝔䜱䛾日常䜢元気䛵䛡䜙䜜䜛䜘

䛖䛺䚸䛭䜣䛺研究䜒䛷䛝䛯䜙䛔䛔䛺䛸䈈䛭

䜣䛺希望䜢胸䛻䚸4月䛛䜙子䛹䜒䛜保育園

䛻入䜚新年度䜢迎䛘䜛䛻䛒䛯䛳䛶䚸新䛯䛺

気持䛱䛷研究䜔活動䛻取䜚組䜣䛷䛔䛝䛯

䛔䛸思䛔䜎䛩䚹 

䝬䜲䜽䝻䜰䜾䝺䝑䝅䝵䞁䛸私䛯䛱 

休載 

浅ဋ ᒍ᠒ 

clubhouse 䛜意外䛸㠃白䛔䚹毎晩䚸䛔䜝

䜣䛺䝹䞊䝮䜢聞䛝䚸時䛻䛿䛧䜓䜉䜛䜋䛖䛻

参加䛧䛯䜚䚹Twitter 䛷広䛜䛳䛯䜒䛾䛜䚸䛥

䜙䛻広䛜䜛感䛨䚹心理䛳䛶䚸凝䜚固䜎䛳䛯

人䛜多䛔䛛䛸思䛳䛯䜙䚸䛭䛖䛷䜒䛺䛔䚹䛔

䜝䛔䜝䛺䛣䛸䛻䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛶䜛人䛜䛯䛟䛥

䜣䛔䜛䚹声䚸䛧䜓䜉䜚䛛䛯䛾好䜏䛜䛒䜛䛣

䛸䜢再確認䛧䛯䚹䝛䝑䝖䛾世界䛿䜎䛰䜎䛰

広䛔䜒䜣䛰䛺䛒䚹 

臨床䛾䛝䜜䛿䛧 

䠬䠍䠌䠐䡚 

三ි 恵子 

東日本大震災䛛䜙 10年䛸䛔䛖記事䜔

報道䛜多䛟䛺䛥䜜䜛時期䛻䛺䛳䛯䚹䛣䛾 10

年䛸䛔䛖期間䛾捉䛘方䛿千差万別䛰䛸思

䛖䛧䠈䜐䛧䜝䛭䜜䛜自然䛰䛸思䛖䚹 

 日本全土䜢覆䛳䛯䝁䝻䝘禍䛾中䛷迎䛘

䜛 10年䠈䜔䜔䜒䛩䜜䜀忘䜜䜙䜜䜛䛾䛜

怖䛔気持䛱䜒䛒䛳䛯䚹 

 䛂震災䛾時䛿䛽䠈䜎䛰䜏䜣䛺䛷分䛛䛱合

䛚䛖䛸䛔䛖気持䛱䛜䛒䛳䛯䚹䛷䜒䠈今回䛾䝁 

䝻䝘禍䛿違䛖䚹限䜙䜜䛯䝟䜲䜢奪䛔合䛖䜘

䛖䛺話䠄䝬䝇䜽䛾買䛔占䜑䛺䛹䠅䜢聞䛟䛣䛸

䛜増䛘䠈䛸䛶䜒残念䛻思䛖䛃 

 被災地䛷䝍䜽䝅䞊運転手䜢䛥䜜䛶䛔䜛方

䛾言葉䛰䚹我䚻䛿䛣䛾 10年䛷何䜢学䜣

䛰䛾䛛䛸思䛳䛯䚹 

 䛭䛧䛶今年䠎月䠍䠏日深夜䛻発生䛧䛯地

震䚹最大震度䛿䠒䜢超䛘䛯䚹不安䛺中䛷

安否䛾確認䛺䛹䛻追䜟䜜䜛䛺䛛䛷䠈䛛䛴

䛶䛂木陰䛾物語䛃届䛡䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾編

集䛻協力䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛯時䠈訪問䛥䛫

䛶䛔䛯䛰䛔䛯障害者作業所䛾所長䛥䜣䛾

䝁䝯䞁䝖䛜新聞䛾紙㠃䛻掲載䛥䜜䛶䛔䛯䚹

障害䜢持䛴方䚻䛜災害弱者䛸䛺䜙䛺䛔䜘

䛖䠈䛣䛾 10年䛾間䛻䛣䛴䛣䛴䛸取䜚組䜎

䜜䛶䛝䛯䛣䛸䛜記䛥䜜䛶䛔䛯䚹 

 䝁䝻䝘䜒自然災害䜒怖䛔䚹䛯䛰闇雲䛻怖

䛜䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟䠈䛷䛝䜛䛣䛸䜢䛣䛴䛣䛴䛸 

積䜏上䛢䛶䛔䛟䛧䛛䛺䛔䛸䛔䛖気持䛱䜢再

確認䛥䛫䜙䜜䛯䚹 

更生保護護官署職員 

㸦認定社会福祉士・認定精神保健福祉士㸧 

現代社会䜢䛄関係性䛅䛸䛔䛖 

観点䛛䜙考䛘䜛 

䠬䠍䠕䠎䡚 

᱅ဋ ᧈ宏 

 新型䝁䝻䝘䛷䛸䜀䛳䛱䜚䜢受䛡䛶䜀䛳䛛
䜚䛰䚹現在䛾䛸䛣䜝䚸一応私䛿病院䝇䝍䝑

䝣䜢䛥䛫䛶䜒䜙䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸䝬䝇䜽䛿一

般䛾方䚻䜘䜚䛿元䚻䛴䛡䛶䛔䛯䛧䚸手指

消毒䜒慣䜜䛶䛔䜛䛸思䛖䛜䚸䛸䛖䛸䛖䝣䜵䜲

䝇䝅䞊䝹䝗䜎䛷付䛡䜛日䚻䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛳

䛯䚹思䛘䜀䚸䝪䜽䝃䞊辰吉丈一郎氏䛿心

肺機能䜢㧗䜑䜛䛯䜑年中䝬䝇䜽䜢䛧䛶生

活䛧䛶䛔䛯䛾䛻䚸䛣䜜䛷䛿優位性䛜無䛟䛺

䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛧䚸新型䝁䝻䝘䛜認知䛥䜜䛯

䛛䛺䜚早䛔時期䛛䜙発明家䝗䜽䝍䞊中松

氏䛜某䠯䠪䠯䛻䝣䜵䜲䝇䝅䞊䝹䝗䜢䝍䜽䝅䞊

䛾中䛷付䛡䛶移動䛧䛶䛔䜛写真䜢䜰䝑䝥䛧

䛯䛾䜢拝見䛧䛶私䛿䚸䜔䛿䜚変䜟䛳䛯人

䛺䜣䛰䛺䛒䛸思䛔䛺䛜䜙写真䜢䜏䛯䛾䛻

䜒関䜟䜙䛪䚸䜒䛿䜔䝣䜵䜲䝇䝅䞊䝹䝗䛿普

通䛹䛣䜝䛛大事䛺䜰䜲䝔䝮䛸化䛧䛶䛧䜎䛳

䛯䚹䜔䛿䜚䝗䜽䝍䞊中松氏䛿䛩䛤䛔人䛺䛾

䛛䜒知䜜䛺䛔䛸思䜟䛥䜜䛯䚹

https://konnankyuujotai.jimdofree.co

m/ 

䛒䛑結婚 

䠬䠍䠓䠒䡚 

山下桂永子 

昨年䛾今㡭䛿学校䛾臨時休業䛜決䜎䛳

䛯䜀䛛䜚䛷䚸䛣䛾執筆者短信䛻䜒䛭䛾䛣䛸

䜢書䛔䛶䛔䜎䛧䛯䚹読䜏返䛧䛶䜏䜛䛸䛯䛰

䛯䛰不安䛻䛚䛾䛾䛔䛶䛔䜛䛺䛸䛔䛖䛣䛸䛸䚸

教育分野䛷心理士䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛿何䛛䛸

䛔䛖䚸前回䛛䜙書䛝始䜑䛯䛣䛾䝔䞊䝬䛻䛴

䛔䛶䛾問䛔䜢立䛶䛶䛔䛯䜘䛖䛷䛩䚹確䛛䛻

䛣䛾十数年䜔

䛳䛶䛝䛯䛣䛸䛻

対䛧䛶䚸問䛔䜢

立䛶䛶検証䛧

䛶䛔䛟䜘䛖䛺 1

年䛻䛺䛳䛯䜘䛖

䛻䜒思䛔䜎䛩䚹

䛭䛾䛣䛸䜢䛣䛾

対人援助学䝬

䜺䝆䞁䛷書䛔

䛶䛔䛡䛯䜙䛸

思䛔䜎䛩䚹 

 䛾䛿䛪䛜䚹

今回䛿打䛳䛶

変䜟䛳䛶䛚金䛾話䛷䛩䚹䛔䜔䚸䛭䜣䛺䛴䜒

䜚䛿䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛩䛜䚸書䛝終䜟䛳䛶䜏䜛

䛸䛂䜑䛱䜓䜑䛱䜓䛚金䛾話䛻䛺䛳䛶䜛䜔䜣䛃

䛸今更䛱䜗䛳䛸恥䛪䛛䛧䛟䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹読

䜣䛷䛔䛯䛰䛡䜜䜀幸䛔䛷䛩䚹 

心理䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊䛻䛺䜛䛯䜑䛻 

P䠍䠒䠌䡚 

尾上明代  

䛸䛶䜒美味䛧䛔無糖䛾䝢䞊䝘䝑䝒䝞䝍䞊

䛜手䛻入䛳䛯䛾䛷䚸䜽䝑䜻䞊䜢焼䛟予定䛷

䛩䚹䝢䞊䝘䝑䝒䝞䝍䞊䜢買䛳䛯䛸䛣䜝䛛䜙

教䛘䛶䜒䜙䛳䛯䝺䝅䝢䜢䛤紹介䛧䜎䛩䚹䛚

菓子䜢作䜛䛣䛸䛿滅多䛻䛺䛔䛾䛷䚸䛩䛤䛟

楽䛧䜏䛷䛩䟿 

䝢䞊䝘䝑䝒䝞䝍䞊䠄常温䠅䠖80g 

砂糖䠖70g 

䛿䛱䜏䛴 20g 

卵㯤䠖1個分 

小㯏粉䠖100g 

䛝䛺粉䠖50䡃  

䝧䞊䜻䞁䜾䝟䜴䝎䞊䠖小䛥䛨 1/4 

1䠅常温䛻戻䛧䚸䜘䛟䛛䛝混䛬䛶䛚䛔䛯䝢䞊

䝘䝑䝒䝞䝍䞊䛻砂糖䜢加䛘䚸䜘䛟混䛬 

䜛䚹 

2䠅卵㯤䜢加䛘䜘䛟混䛬䛯䜙䚸小㯏粉䞉䛝䛺

粉䞉䝧䞊䜻䞁䜾䝟䜴䝎䞊䜢加䛘木䜉䜙䛺 

䛹䛷䛥䛳䛟䜚混䛬䜛䚹 

3䠅生地䜢䜎䛸䜑䚸䝷䝑䝥䛺䛹䛷包䜏䚸冷蔵

庫䛷 1時間䜋䛹休䜎䛫䜛䚹 

4䠅䜽䝑䜻䞁䜾䝅䞊䝖䜢敷䛔䛯天板䛻䚸生地

䜢䛚好䜏䛾大䛝䛥䛻丸䜑䚸5 䝭䝸䛟䜙䛔䛻 

伸䜀䛩䚹 

5䠅170度䛻温䜑䛶䛔䛯䜸䞊䝤䞁䛷 12分焼

䛔䛯䜙出来上䛜䜚䟿䟿 
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䝗䝷䝬䝉䝷䝢䞊䛾実践䞉手法䞉研究 

䠬䠓䠑䡚 

松村奈奈子 

䜎䛰䜎䛰䝁䝻䝘䝁䝻䝘䛾日䚻䚹 

昨年末䛾事䚸䛔䛴䜒行䛟中華料理屋䛥䜣

䛷䚸店長䛛䜙突然䛂助䛡䛶下䛥䛔䟿売䜚上

䛢䛜去年䛾 3割䛧䛛䛺䛔䜣䛷䛩䛃䛸㢌䜢下

䛢䜙䜜䜎䛧䛯䚹䛂䜎䛨䛳䛃䛸旦那䛸思䜟䛪目

䜢合䜟䛫䛶䚸䝎䜲䝺䜽䝖䛺䛚㢪䛔䛻少䚻䜃

䛳䛟䜚䛧䜎䛧䛯䚹䛔䜔䡚䚸中華大好䛝䛰䛧䚸

䛣䛣䛾䛂焼䛝豚䛃䛜夫婦䛷䛚気䛻入䜚䛺䜣

䛷䛩䚹䛭䜜䛛䜙䛸䛔䛖䜒䛾䚸我䛜家䛾㣗卓

䛻䝔䜲䜽䜰䜴䝖䛾䛂焼䛝豚䛃䛜㢖回䛻登場

䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛔䜔䡚䚸様䚻䛺業界䜈䛾䝁䝻

䝘䛾影㡪䚸䜋䜣䜎䛻䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䜒䜣䜔

䜙䚹 

精神科医䛾思䛖䛣䛸 

䠬䠍䠐䠏䡚 

ᅎ介 

長䛔䜘䛖䛷䜒䛒䜚䚸䛒䛳䛸䛔䛖間䛾䜘䛖䛷

䜒䛒䜛䛣䛾䠍年䛷䛧䛯䛜䚸䠍年前䛻䛿聞䛔

䛯䛣䛸䜒䛺䛛䛳䛯 ZOOM 䜢䛺䜣䛸䛛使䛔䛣

䛺䛫䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛾䛿確䛛䛺収穫䛷䛧䛯䚹 

䛖䛯䛸䛛䛯䜚䛾対人援助学 

䠬䠍䠓䠎䡚 

柳 ẺẦử 

DIY䝣䜯䜲䜰䞊䝢䝑䝖 

 
奈良䛾家䛾敷地䛾周囲䜔庭䛻植䛘䜙

䜜䛯植栽䜔木䚻䛾剪定䜢䝃䝪䜛䛸見栄䛘

䜒悪䛔䛧䚸葉䛜茂䜚䛩䛞䛶㢼通䛧䜔陽䛾光

䛜䛥䛘䛞䜙䜜木䛜病気䛻䛛䛛䜚䜔䛩䛟䛺䜚

䜎䛩䚹私䛜建䛶䛯家䛷䛿䛺䛟䛶妻䛾実家

䛷䛩䛜䚸土地䛜間口䛜約 18 䝯䞊䝖䝹䚸奥

行䛝䛜約 25 䝯䞊䝖䝹䛸個人䛾住宅地䛸䛧

䛶䛿広䛔䚹䛣䜜䜙䛾木䚻䛾維持管理䛿私

䛾仕事䛰䛸思䛔䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛺䛹䛾情

報䜢㢗䜚䛻㡹張䜚䛩䛞䛺䛔䜢䝰䝑䝖䞊䛻剪

定䛧䛶䛔䜎䛩䚹 

㦫䛟䛾䛿木䚻䛾成長䛾早䛥䚸5年前䛾

写真䛷䛿大人䛾背丈䜘䜚少䛧㧗䛔程度䛰

䛳䛯針葉樹䜹䜲䝓䜹䜲䝤䜻䛜今䜔 5䡚6m

䛻䚹䛭䜜以上䛻成長䛧䛯桑䛾木䛿途中䛛

䜙 7本䛻幹分䛛䜜䛧䛶横䛻伸䜃広䛜䜚䚸2

本䛾枝䛜䜎䜒䛺䛟隣䛾 JR䛾線路䛻届䛝

䛭䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹 

䛭䛣䛷桑䛾木䜢䝯䞊䞁䛻伸䜃䛩䛞䛯枝

䜢切䜚落䛸䛩䛣䛸䛻䛧䜎䛧䛯䚹数日䛛䛛䛳

䛶䜹䜲䝓䜹䜲䝤䜻䛾切䜚枝䜒䛒䜟䛫䜛䛸軽

䝖䝷䝑䜽䛾荷台 4䡚5杯分䛻䜒䛺䛳䛯䚹䛥䛶

䛣䛾少䛺䛟䛺䛔量䛾木䛾枝䛾処分䛻困䜚

䜎䛧䛯䚹 

市䛾焼却場䛻持䛱込䜏䜎䛧䛯䛜䚸数日

䛻䜟䛯䜚何度䛛通䛖䛖䛱䛻㢦䜢覚䛘䜙䜜

䛶䚸䛂䛒䛸何台分䛒䜛䛾䠛䛃 

(䜶䝑䈪䈈䛯䛰䛾剪定屑䛰䛡䛹䈈問㢟䛜䛒

䜛䛾䛛䛺䛑䈈䜅䞊䜣)䚸䜎䛑䞊䛣䛣䛷䛣䛾職

員䛾事情聴取䜢受䛡䜛䛾䜒㠃倒䛛䜒䈈

䛂䛒䞊䛣䜜䛷終䜟䜚䛷䛩䟿䛃 

䛭䜜以来䚸市䛾䝂䝭焼却場䛻持䛱込䜐

䛰䛡䛷䛺䛟䚸家䛾敷地内䛷少䛧䛪䛴剪定

屑䛾焼却処分䛷䛝䜛設備䜢作䜝䛖䛸思䛔

䜎䛧䛯䚹䝗䝷䝮缶䜢加工䛧䛯焼却炉䜒考䛘

䜎䛧䛯䛜䚸敷地䛻余裕䛜䛒䜛䛾䛷䜻䝱䞁䝥

場䛾焚䛝火䜔䝞䞊䝧䜻䝳䞊䛜楽䛧䜑䜛䝣

䜯䜲䜰䞊䝢䝑䝖䜢作䜜䛺䛔䛛䛸思䛔䚸炉䛾

周䜚䜢䝉䝯䞁䝖䛸赤䝺䞁䜺䛷囲䜏䚸焚䛝火䜢

䛧䛶䛺䛔時䛷䜒見䛶㣬䛝䛺䛔䜒䛾䜢䛸考䛘

䜎䛧䛯䚹䜎䛰完成䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜試行

錯誤䛾末䚸出来䛯䛾䛜写真䛾䜒䛾䛷䛩䚹 

何度䛛廃材䜔剪定䜽䝈䜢燃䜔䛧䜎䛧

䛯䚹䛭䛾熾火䛷焼䛝芋䜢焼䛝䚸懐䛛䛧䛔

昭和気分䜢味䜟䛳䛶䛔䜎䛩䚹 

東成区䛾昭和 思䛔出䜋䜝䜋䜝䝯䝰 

䠬䠍䠑䠎䡚 

小林ᒔ  

北海道䛿䠎月䜒末䛸䛺䜚䚸少䛧䛪䛴日差

䛧䛻䜒変化䜢感䛨䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䛭

䜜䛷䜒䚸積雪䛸䛺䜛䜘䛖䛺雪䛜䝗䝃䝑䛸降䜚

積䜒䛳䛯䜚䚸㢼䛜冷䛯䛟凍䛘䜛䜘䛖䛺日䜒䛒

䜛䚹早䛟雪䛜降䜙䛺䛔䜘䛖䛺春䜙䛧䛔季節

䛜来䛺䛔䛛䛸思䜟䛥䜜䜛䚹 

 最近䛾話㢟䛸䛔䛘䜀䚸勤務䛩䜛大学学

部䛾新札幌移転䜢来年䛻控䛘䚸䛣䜜䜎䛯

勤務䛩䜛幼稚園䛾移転䛸同居䛧䛶䛔䜛協

会䛾移転䛜同䛨䜘䛖䛺時期䛻待䛱構䛘䛶

䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛾会議䜔打䛱合䜟䛫䚸身

辺整理䛸䚸実際䛾引越以前䛻気持䛱䛸㢌

䛜䛫䜟䛧䛟䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛒䜎䜚多䛟䛾䛣䛸䜢

抱䛘込䜎䛺䛔䛣䛸䛜望䜎䛧䛔䛜䚸䛹䛖䛧䛯

䜒䛾䛛䚹䛷䛝䜛䛣䛸䛾限界䜢思䛔䚸自制䛜

必要䛻思䛖䛣䛾㡭䛷䛩䚹 

対人支援 点描 

䠬䠍䠐䠍䡚 

中島弘፦ 

CON䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䜸䝣䜱䝇中島䛷䛚䛣

䛺䛳䛶䛔䜛㠃接䛿約䠕䠌分䚸対㠃䛻䛶䛾䜹

䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛷䛩䚹二度目䛾緊急事態宣

言以降䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾方䛾事情等䛻䜘䜚

㠃接䝇䝍䜲䝹䜢決䜑䜎䛧䛯䚹䛩䜛䛸䚸䜸䞁䝷

䜲䞁㠃接䜢希望䛥䜜䜛方䛿䛭䜜䜋䛹多䛟

䛒䜚䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹䜸䞁䝷䜲䞁䛷安心䛧䛶

䜔䜚䛸䜚䜢䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝝䞊䝗䝹䛜䛒䜚

䜎䛧䛯䚹 

䜎䛪䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝒䞊䝹䛾䝍䝤䝺

䝑䝖䜔䝟䝋䝁䞁䛺䛹䛾操作䛻慣䜜䛶䛔䜛䛛

䛹䛖䛛䚸䛷䛩䚹䛭䛧䛶䚸自宅䛷周囲䜢気䛻

䛫䛪䛻話䛜䛷䛝䜛環境䜢準備䛷䛝䜛䛛䛹

䛖䛛䚸䛷䛩䚹生活䜢䛧䛶䛔䜛家䛾䛺䛛䛿䚸

自分以外䛾家族䛾䛰䜜䛛䛜䛔䜛䛾䛷落

䛱着䛛䛺䛔䚸䛭䛾䛣䛸䛜䛺䛻䜘䜚䜒㧗䛔壁

䛾䜘䛖䛷䛧䛯䚹 

一方䚸䜸䞁䝷䜲䞁䜢希望䛥䜜䛯方䛾最

大䛾䝯䝸䝑䝖䛿䚸移動時間䜢省䛡䜛䛣䛸䛷䛧

䛯䚹家䛛䜙離䜜䜛時間䜢確保䛩䜛䛾䛜䜐

䛪䛛䛧䛔事情䛾方䛿䚸䜸䞁䝷䜲䞁䜢利用

䛩䜛䛸䛣䜜䜎䛷䛛䛛䛳䛶䛔䛯往復䛾時間

䛸体力的䛺負担䛜䛺䛔䛣䛸䛜䛸䛶䜒䛯䛩䛛

䜛䛸䛾䛣䛸䛷䛧䛯䚹 
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毎回䚸貴重䛺時間䜢費䜔䛧䛶䜹䜴䞁䝉䝸

䞁䜾䛻通䛳䛶䛚䜙䜜䜛䛣䛸䜒䜟䛛䜚䚸相談

䛻来䜙䜜䛶䛔䜛方䛾生活状況䜔環境䚸家

族理解䜢改䜑䛶䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛩䚹 

䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䛾䛚作法 

䠬䠏䠕䡚 

団ᢂ  

刑務所䛛䜙出所䛧䛯人䛯䛱䛾社会定着

支援䜢行䛖䛂定着支援䝉䞁䝍䞊䛃䛾支援員

䛥䜣䛻向䛡䛯研修講師䜢䛧䜎䛧䛯䚹䜒䛱䜝

䜣 Zoom 䛷䛩䚹午前䛸午後䛷䚸䛒䜟䛫䛶 5

時間䜋䛹䚹参加者同士䛾䝽䞊䜽䜔発表䜒

䛯䛟䛥䜣採䜚入䜜䛯䛭䛾中䛷䚸理解者䛸協

力者䛾間䛻䛿䚸大䛝䛺谷䛜䛒䜛䛾䛰䛺䛒

䛸改䜑䛶感䛨䜎䛧䛯䚹 

理解䛿䛧䛶䛟䜜䜛䚸賛同䜒䛧䛶䛟䜜䜛䚸䛷

䜒䚸具体的䛺協力䛻䛿至䜙䛺䛔䚹䛂䛭䜜䛸

䛣䜜䛸䛿話䛜違䛖䛃䚹䛣䜜䛿䛹䛾世界䛻䜒

当䛯䜚前䛻䛒䜛䛣䛸䛷䚸䜒䛧理解者䛾多䛟

䛜協力者䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸世界䛛䜙㣚

㣹䝺䝧䝹䛾貧困䛿䛩䛷䛻䛺䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛷

䛧䜗䛖䚹 

具体的䛺協力䛜難䛧䛔理由䛿䚸拒䜐側

䛛䜙䛔䛟䜙䛷䜒出䛶䛝䜎䛩䚹䛭䛾多䛟䛜䚸相

応䛻正当性䛜䛒䜛䜒䛾䜀䛛䜚䚹䛷䜒䛭䛣䛷

䛂聞䛔䛶䛔䛯䛰䛡䛯䛰䛡䛷感謝䛷䛩䚸䛒䜚

䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䛃䛸言䛳䛶䛧䜎䛖䛸䚸䜋䛸

䜣䛹進展䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛭䛾谷䜢䛹䛖超䛘

䜛䛛䚹鍵䛾䜂䛸䛴䛿䚸䛔䛟䛴䜒䛾協力方法

䜢用意䛧䛶䛚䛟䛣䛸䛰䛸思䛔䜎䛩䚹䛂松竹梅

䜢用意䛩䜛䛸竹䛜䜘䛟出䜛䛃䛾䛿㣧㣗店䛺

䛹䛷䜘䛟知䜙䜜䛯話䚹例䛘䜀寄付䜢募䜛団

体䛺䜣䛛䛜䚸具体的䛺金㢠䛾案内䛾最後

䛻䛂䛫䜑䛶䛔䛔䛽䟿䝪䝍䞁䛰䛡䛷䜒押䛧䛶

䛟䛰䛥䛔䚹1 䜽䝸䝑䜽䛷 2円䛾支援䛻䛺䜚䜎

䛩䛃䛺䜣䛶案内䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸上手䛺䝞䝸

䜶䞊䝅䝵䞁䛾作䜚方䛷䛩䚹理解䛧䛶䜒䜙䛖

䛾䛿䛭䛖難䛧䛟䛺䛔䚸䛧䛛䛧協力者䜢募䜛

䛾䛿相応䛾創意工夫䛜必要䛰䚸䛭䜣䛺䛣

䛸䜢䜏䜣䛺䛷䝅䜵䜰䛧䛺䛜䜙䚸具体的䛺作

戦䜢考䛘䜛会䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹䠄団遊䠅  

 

人䜢育䛶䜛会社䛾社長䛜䚸 

今考䛘䛶䛔䜛䛣䛸 

P䠏䠒䡚 

ஜᢰ子 

大阪䛿䜎䛯䜒䜔緊急事態宣言䛷䚸䛹䛣

䜈䜒行䛡䛺䛟䛺䛳䛯䚹花䜒䛺䛔䛧䚸寒䛩䛞䛶䚸

散歩䛩䜛意欲䜒䛺䛟䛺䜚䚸下手䛩䜛䛸䠏䡚䠐

日家䛛䜙出䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛒䛳䛯䚹仕事

䛿䛿䛛䛹䜛䛧䚸料理䜔編䜏物䜔映画䜒楽

䛧䜑䜛䛧䚸䛔䛔䛸言䛘䜀䛔䛔䛾䛰䛜䚸無性

䛻䛹䛣䛛䛻行䛝䛯䛟䛺䜛䚹一䞄所䛻䛨䛳䛸張

䜚付䛔䛯生活䛿䚸䜔䛳䜁䜚自分䛻合䜟䛺

䛔䛺䚹Facebook 䜢見䛶䛔䜛䛸䚸私䛸同䛨䜘

䛖䛺䝍䜲䝥䛾人䛜他䛻䜒䛔䜛䛣䛸䛜見䛶取

䜜䛶䚸密䛛䛻笑䛳䛶䛔䜛䚹2 月䛻入䜚䚸菜

䛾花䜔水仙䜔梅䛜咲䛝始䜑䚸䛱䜗䛳䛸外

䛻出䛶䜏䜘䛖䛛䛺䛸䛔䛖気持䛱䛜戻䛳䛶䛝

䛯䚹車䛷䜲䝏䝂直売所巡䜚䜢䛧䛶䚸毎日䛚

䛔䛧䛔苺䜢㣗䜉䛶䛔䜛䚹少䛧䛪䛴春䛻向

䛛䛳䛶䛔䛟感䛨䛜嬉䛧䛔䛺䚹4月䛻䛺䜜䜀䚸

対㠃授業䜒戻䛳䛶䛟䜛䚹少䛧䛪䛴新䛧䛔日

常䜈䛸移行䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛰䜝䛖䚹  

周辺䛛䜙䛾記憶 䇷東日本大震災 

家族応援䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞊䠄䠎䠎䠅 

䠬䠍䠎䠏䡚 

國友万ᘽ 

 今䚸本当䛻䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛔䜎䛩䚹実䛿䜒

䛖䛩䛠新䛯䛺単著䛜出䜛予定䛷䛩䚹䛩䛷

䛻校正䛿終䜟䛳䛶䛔䛶䚸䛒䛸䛿印刷䛰䛡

䛷䛩䚹本当䛾䛣䛸䜢言䛘䜀䚸誕生日䛻合䜟

䛫䛶出版䛧䛯䛛䛳䛯䛾䛷䛩䛜䚸䛭䜜䛿無

理䛰䛸言䜟䜜䚸3月䛻䛺䜚䛭䛖䛷䛩䚹 

今更䚸出䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛺䛔䛸䜟䛛䛳

䛶䛔䜛䜣䛰䛡䛹䚸䜔䛿䜚心配䛷䛩䚹䛣䛣䜎

䛷来䛶䛺䜣䛛䛾䝖䝷䝤䝹䛜起䛝䛶出䛺䛛

䛳䛯䜙䛸最悪䛾䝅䝘䝸䜸䜢想定䛧䛶悩䜣䛰

䜚䛧䛶䛔䜎䛩䚹昔䛛䜙䛣䛖䛔䛖性格䛺䜣䛷

䛩䜘䛽䞊䠄笑䠅䚹 

本䛾䝍䜲䝖䝹䛿䛄䝬䝇䜻䝳䝸䝙䝔䜱䛷読䜐

21 世紀䜰䝯䝸䜹映画䛅䠄英宝社䠅䛷䛩䚹友人

䛻䛣䛾䝍䜲䝖䝹䜢言䛖䛸䚸大抵䛾人䛛䜙䛂䝬

䝇䜻䝳䝸䝙䝔䜱䛳䛶何䠛䛃䛸言䜟䜜䜎䛩䚹知

識人䛷䛒䛳䛶䜒䚸䛣䛾言葉䜢知䜙䛺䛔䜣䛷

䛩䛽䚹䝬䝇䜻䝳䝸䝙䝔䜱䛸䛿䛂男性性䞉男䜙

䛧䛥䛃䛾意味䚹䛸䜚䜟䛡最近䛿䛂䝖䜽䝅䝑䜽䞉

䝬䝇䜻䝳䝸䝙䝔䜱䠄有害䛺男䜙䛧䛥䠅䛃䛸言䛖

言葉䛜䜰䝯䝸䜹䛷䛿䛒䛱䛣䛱䛷使䜟䜜䛶䛔

䜎䛩䚹䛣䜜䛛䜙䛿䚸䛣䛾言葉䜢社会䛻浸透

䛥䛫䛺䛟䛶䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹䛣䛾本䛜少䛧䛷

䜒䛭䜜䜢担䛳䛶䛟䜜䜜䜀䛸思䛳䛶䛔䜎䛩䚹 

男䛿痛䛔䟿 

䠬䠕䠎䡚 

古川ᅵଢ 

講演会䠃䝷䜲䝤䛜䛷䛝䛺䛔䛾䛷䚸䛣䛾䝅

䝸䞊䝈䛿前回䛛䜙断念䛧䛶䛔䜎䛩䚹今回

䛿団先生䛾 zoom講演会䛾感想䜢書䛛䛫

䛶㡬䛝䜎䛧䛯䚹䛸䛶䜒勉強䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 

講演会䠃䝷䜲䝤䛺日䚻 

䠬䠍䠍䠍䡚 

ᙱ川友ྸ 

京都西山短期大学䛷保育者㣴成䜢䛧䛶

䛔䜎䛩䚹 

䛣䛣数䛛月䚸全䛟関係䛺䛔別䚻䛾場所

䛷䛂䜽䝋䝞䜲䝇䛃䛸䛔䛖䛣䛸䜀䛻 3 回䜒出会

䛔䜎䛧䛯䚹䛺䜣䛸䛺䛟感覚的䛻䜟䛛䜛䚸䛣

䛾言葉䛾䝙䝳䜰䞁䝇䚹気䛻䛺䜛言葉䛰䛺䛑

䛸思䛔䚸調䜉䛶䜏䜎䛧䛯䚹 

䛹䛖䜔䜙 2015 年䛻䜶䝑䝉䜲䝇䝖䛾犬山

紙子䛥䜣䛜䛄言䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䜽䝋䝞䜲䝇䛅

䛸䛔䛖本䜢出䛧䛯䛾䛜発端䛾様䛷䛩䚹䛂大

䛝䛺䛚世話䠃余計䛺䜂䛸言䜰䝗䝞䜲䝇䚹実

䛿䛭䜜䚸相手䜢思䛔䜔䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻見䛘

䛶䚸上䛛䜙目線䛾論䜢押䛧付䛡䛶䛔䜛䛰

䛡䚸䛧䛛䜒言䛳䛯本人䛿䛸䛶䜒気持䛱䛜䜲

䜲䛃䛒䛒䛒䚸䜟䛛䜛䟿䛭䜜䛥䜜䜛䛸䜑䛳䛱

䜓嫌䚸䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪多分私䜒䛧䛯䛣䛸䛒

䜛䛒䜛䛒䜛䟿䟿 

誰䛛䛾相談䛻䛾䜛䚸䛰䜜䛛䛾問㢟解決

䜢目指䛩䚸䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛾意味䜔䛒䜚方䜢

考䛘直䛭䛖䜘䚸問㢟䜢䛺䛟䛭䛖䛸䛩䜛䛾䛷

䛿䛺䛟䚸問㢟䛻付䛝合䛖䛸䛔䛖方法䜒䛒䜛

䜣䛨䜓䛺䛔䛛䛺䈈䛸䛔䛖動䛝䛜䚸社会福祉

分野以外䛷䜒生䜎䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛺䛑䛸思

䛔䜎䛩䚹䛭䛖䛔䛘䜀䚸伴走型支援䛸䛔䛖言

葉䜒随分䝯䝆䝱䞊䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 

今䚸䛄言䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䜽䝋䝞䜲䝇䛅䛿改

㢟䛥䜜䛶文庫本䛷出䛶䛔䜛䜙䛧䛔䛷䛩䚹䛭

䛾名䜒䛄䜰䝗䝞䜲䝇䛛䛸思䛳䛯䜙呪䛔䛰䛳
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䛯䛅䈈䛖䞊䜣䚹䜒䛖䛣䛾䝍䜲䝖䝹䛰䛡䛷䜎䛦

䜎䛦䛸蘇䛳䛶䛟䜛感覚䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛒䜛䛒

䜛䛷䛩䚹        

福祉系対人援助職㣴成の現場から 

䡌䠒䠒䡚 

坂口伊ᣃ 

䝬䜺䝆䞁䛾原稿䛾個人情報䛻䛴䛔䛶言

䜟䜜䛶䝰䝲䝰䝲䛧䛯気分䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛣

䛣䛷䚸少䛧私䛾想䛔䜢紹介䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝

䜎䛩䚹 

䜎䛪䚸里子䛻不利益䛜起䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛸

䛔䛖䛣䛸䛿䛔䛴䜒考䛘䚸言葉䜢䛹䛖選䜆䛛䚸

何度䜒読䜏返䛧䛺䛜䜙書䛔䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛹

䛾回䛷䜒性別䛩䜙特定䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛻描䛝䚸

里親䛷䛒䜛私自身䛾心情䛜原稿䛾中心

䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹実際䛻体㦂䛩䜛䛣䛸䛷䚸

私䛾中䛷感䛨䛶䛔䜛䛣䛸䚸起䛝䛶䛔䜛䛣䛸

䜢感情的䛷䛿䛺䛟䚸客観的䛻書䛟䜘䛖䛻䛧

䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛧䛶䚸里子本人䛜䛣䛾原稿䜢

読䜐䛛䜒知䜜䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜢気䛻䛛䛡䛶

䛝䜎䛧䛯䚹 

䛣䜜䛛䜙先䚸里子䛿児童福祉法䛾範疇

䛷䛺䛟䛺䜛年㱋䛻䛺䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹記録䛸

䛧䛶残䜛䛣䛸䛾意味䛿䛒䜛䛰䜝䛖䛸思䛳䛶

䛔䜎䛩䚹里子自身䛜䚸䛭䛾時䛿䛖䜛䛥䛔䛺

䛸思䛳䛶䛔䛶䜒䚸実䛿気䛻䛛䛡䛶䜒䜙䛳䛶

䛔䛶䚸応援䛧䛶䛔䜛人䚻䛜周䜚䛻䛔䜛䛣䛸

䜢少䛧䛷䜒感䛨䛶䜒䜙䛘䜜䜀䛸㢪䛳䛶䛔䜎

䛩䚹 

何䜢大事䛻䛧䚸䛹䜜䛠䜙䛔䛾努力䜢䛧䛶

形䛻䛧䛶䛔䜛䛛想像䛩䜛䛣䛸䜒䛺䛟投䛢䜙

䜜䜛言葉䜢耳䛻䛩䜛䛸䚸子䛹䜒䛜生䛝䛶䛔

䛟䛣䛸䜈䛾支䛘䜢大人䛿䛹䛖作䛳䛶䛔䛡䜛

䛾䛛䜢本当䛻考䛘䛶䛔䜛䛾䛛聞䛛䛫䛶欲

䛧䛟䛺䜚䜎䛩䚹 

家族䛸家族幻想  

䠬䠍䠍䠔䡚 

ඕ岸ဌ子 

公認心理師䞉臨床心理士䞉北海道 䛛䛖䜣䛫䜚

䜣䛠䜛䛖䜐 䛛䛛䛧 主宰 

䛆䛔䛴䛻䛺䛳䛯䜙䛇 東日本大震災䛛䜙間

䜒䛺䛟䠍䠌年䛸䛔䛖䛸䛣䜝䛷䚸再䜃大䛝䛺地

震䛜䛒䛳䛯䚹二度目䛾大䛝䛺地震䛻䚸現

地䛾人䚻䛿本当䛻怖䛔思䛔䜢䛥䜜䛯䛰䜝

䛖䚹北海道䛷䜒揺䜜䛜䛒䛳䛯䚹䛣䛾地震䛜䚸

東日本大震災䛾余震䛰䛸䛔䛖䚹䛣䛾䠍䠌年

䛾間䛻䜒䛱䜗䛟䛱䜗䛟余震䛿䛒䛳䛯䛜䚸䛣䛣

䜎䛷大䛝䛔䜒䛾䛜来䜛䛸䛿䞉䞉䞉䚹䛔䛴䜎䛷

䜒心休䜎䜛䛣䛸䛜䛺䛔䚹 

東日本大震災後䛾支援䛷入䛳䛯時䚸䛒

䛾大䛝䛺大䛝䛺䛜䜜䛝䛾山䚸山元町䛾㥐

䛛䜙見䛯土台䛾䜏䛾街並䜏䚸䛒䛱䛣䛱䛻

放置䛥䜜䛯車䚸䛭䛖䛧䛯景色䛻圧倒䛥䜜䛯䚹

今䜒心䛻焼䛝付䛔䛶䛔䜛䚹避難所䛷䚸䛒䛾

時䛚話䛧䛧䛯方䛯䛱䛿今䛹䛖䛥䜜䛶䛔䜛䛰

䜝䛖䠛䛚名前䜒知䜙䛺䛔䚹䛚元気䛷䛔䜙䛳

䛧䜓䜛䛣䛸䜢祈䜛䛰䛡䚹十年䜂䛸昔䛸言䛖

䛜䚸䠍䠌年経䛳䛶䜒䛂昔䛃䛻䛿䛺䜙䛺䛔䚹同

様䛻胆振東部地震䛾支援䛷䜒䚸人䚻䛾心

䛻深䛟残䜛震災䛾不安䚹日本䛾何処䛛䛷

䛱䜗䛟䛱䜗䛟起䛝䛶䛔䜛地震䚹日本人䛿地

震䛸共䛻生䛝䜛䛧䛛䛺䛔䚹地震䛾隙間䛷䚸

今䜢䚸平穏䛺時間䜢大切䛻楽䛧䜐䛧䛛䛺

䛔䛾䛰䜝䛖䚹 

䛒䛒䚸相談業務 

 䠬䠓䠍䡚 

先人䛾知恵䛛䜙 

䠬䠍䠒䠓䡚 

岡崎ദଢ 

年末䛻我䛜家䛻来䛯䝙䞁䝔䞁䝗䞊䝇䜲䝑

䝏䚹今䛥䜙䛺䛜䜙家族䜏䜣䛺䛷䝝䝬䛳䛶䛔

䜛䛾䛜䛂䛒䛴䜎䜜䛹䛖䜆䛴䛾森䛃䛔䜟䜖䜛

䛂䜰䝒䝰䝸䛃䛸䛔䛖䜔䛴䛷䛒䜛䚹 

 子䛹䜒䜙䛿䝰䝏䝻䞁䛰䛜普段䛿䝀䞊䝮䛺

䛹䛧䛺䛔相方䜒䚸珍䛧䛟空䛔䛯時間䜢見䛴

䛡䛶䜔䛳䛶䛔䜛䚹䛂夜䠍䠌時䛻䛿店䛜閉䜎

䜛䛛䜙䟿䛃䛸急䛔䛷子䛹䜒䜢寝䛛䛧䛴䛡䛯

䜚䛸䚸中䚻䛾熱中䜆䜚䛰䚹知䜙䛺䛔人䛾䛯

䜑䛻言䛘䜀䛣䛾䝀䞊䝮䚸特䛻目標䛜明確

䛷䛺䛔䛸䛔䛖䛛䚸多様䛺過䛤䛧方䛜䜰䝸䛸

䛔䛖䛾䛜大䛝䛺特徴䛰䜝䛖䚹大㨱王䜢倒䛩

䛸䛛䚸㧗得点䜢出䛧䛶䜽䝸䜰䛩䜛䛸䛛䚸䜘䛟

䛒䜛䝀䞊䝮䛾定番䝂䞊䝹䛿䛺䛟䚸釣䜚䜢䛧

䛯䜚䚸花䜢育䛶䛯䜚䚸部屋䜢好䜏䛻作䜚替

䛘䛯䜚䚸䜸䝅䝱䝺䛺服䜢集䜑䛯䜚䈈䚹思䛔

思䛔䛾過䛤䛧方䛜目指䛫䜛䚹䝀䞊䝮䛾世

界䜒私䛜子䛹䜒䛾㡭䜘䜚大䛝䛟広䛜䛳䛯䜒

䛾䛰䛸思䛖䚹 

 

手塚治虫䛜子䛹䜒䛾㡭䛿䛂䝬䞁䜺䛃䛸䛔

䛖䛸子供䛰䜎䛧䛾䜒䛾䚸䛔䛔大人䛜読䜐䛺

䜣䛶恥䛪䛛䛧䛔䟿䛸䛥䜜䛶䛔䛯䛭䛖䛰䛜䚸

䛭䜜䜢手塚䛿䛨䜑䚸䛯䛟䛥䜣䛾先㥑者䛯䛱

䛜質䛾㧗䛔作品䜢作䜚䚸今䜔日本䛾文化

䛸䛧䛶海外䛻䜒胸䜢張䛳䛶発信䛩䜛䜒䛾䛻

䛺䛳䛯䚹 

私䛯䛱䛜䝀䞊䝮䛻抱䛟䜲䝯䞊䝆䜔感情䜒

不変䛷䛿䛺䛟䚸時代䛸䛸䜒䛻変化䛩䜛䛾䛰

䜝䛖䚹䝁䝻䝘後䛾児童福祉䛾現場䛷䛿䚸䝀

䞊䝮依存䛸䛛䝀䞊䝮䛾悪影㡪䜢聞䛟䛣䛸

䛜増䛘䛯印象䛰䛜䚸一括䜚䛻䛂悪䛃䛸䛩䜛

䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛹䛖䛧䛯䜙弊害䜢減䜙䛧䚸䝀䞊

䝮䛜䛒䛳䛶䜒本人䜒周囲䜒幸䛫䛻近䛵䛡

䜛䛾䛛䚹䛭䛣䜢模索䛧䛶䛔䛛䛺䛔䛸䛔䛡䛺

䛔䛾䛰䜝䛖䛸思䛖䚹 

役場䛾対人援助論 

䠬䠕䠕䡚 

大多加志 

 今号䛛䜙自分䛾連載䛻加䛘䛶䚸不定期

連載䛷䛂䝬䜺䝆䞁執筆者訪問記䛃䜢書䛔䛶

䛔䛟䛣䛸䛻䛧䜎䛧䛯䚹前号䛾短信䛻䇾執筆

者䜢訪䛽䛯䛔䇿䛸決意䜢記䛧䛶䛛䜙䚸比較

的短期間䛷実現䛩䜛䛸䛔䛖䚸私䛸䛧䛶䛿珍

䛧䛔展開䛷䛧䛯䚹普段䛺䜙帰省䛺䛹䛾予定

䛜入䜛年末年始䚸䝁䝻䝘䛾影㡪䛷䛭䜜䜙

䛾予定䛜吹䛝㣕䜣䛰䛣䛸䛜䚸実現䛷䛝䛯

一䛴䛾要因䛰䛸思䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜎䛷当䛯䜚

前䛻䛧䛶䛔䛯行動䜢変䛘䛶䜏䜛䛣䛸䚹䝁䝻

䝘䛜与䛘䛶䛟䜜䛯功罪䛾䛂功䛃䛾䜂䛸䛴䛛

䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹 

訪問記䜢書䛔䛶䜏䛶䚸執筆者䛾方䛻䛚

会䛔䛧䛯䛔䛸䛔䛖思䛔䛿䚸䛥䜙䛻㧗䜎䛳䛯

䜘䛖䛻思䛔䜎䛩䚹今䛿第䠎弾䛻向䛡䛶準備

䜢䛧䛶䛔䜎䛩䚹䝁䝻䝘䛜収束䛧䛯䜙遠方䛾

執筆者䛾方䛾䛸䛣䜝䜈䜒足䜢運䜣䛷䜏䛯

䛔䛺䛑䈈䛸勝手䛻楽䛧䜏䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹 

発達検査䛸対人援助学 

䠬䠍䠌䠓䡚 

䝬䜺䝆䞁執筆者訪問記䠄䠍䠅 

䠬䠑䡚 

ᬔบ徳子 

 二歳䛾孫䛾口癖䛜䚸䛂䜎䛳䚸䛔䛔䛛䛃 

䛷䛒䜛䚹察䛩䜛䛻䚸娘夫婦䛾口癖䛰䚹 

 䛣䛾言葉䛻䚸緊急性䜔重要性䛾大小䛿

異䛺䜜䛹䚸局㠃䛜硬直䛧䛯際䚸䛩䛳䛛䜚䛸

㢌䛜固䛟䛺䛳䛯私䛯䛱夫婦䛿䚸随分䛸救䜟

䜜䜛䚹 
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 先日䚸孫䛯䛱䛿䚸冬休䜏䛻 YouTube 䜢

観䛯後䚸䛚年玉䜢使䛳䛶䚸䜽䝺䞊䞁䝀䞊䝮

䛻行䛟約束䜢䛧䛶䛔䛯䜙䛧䛔䚹䛰䛜䚸記録

的䛺豪雪䛾䛯䜑䛻行䛟䛣䛸䛜叶䜟䛺䛔䛸䛔

䛖事態䛻䛺䛳䛯䚹  

 䛭䛾翌週䚸雪䛜少䛧収䜎䜚習䛔事䛜再

開䚸䛭䛾送迎䛾際䝇䞊䝟䞊䛻寄䛳䛶䛔䜛

䛸䚸幼児向䛡䛾付録付䛝䛾雑誌䛻䛂䜽䝺䞊

䞁䝀䞊䝮䛾工作䛃䛜載䛳䛶䛔䛯䛾䜢䚸二歳

䛾孫䛜見䛴䛡䛶䛧䜎䛳䛯䚹䜔䜜䜔䜜䚸䝏䝱

䜲䝹䝗䜹䞊䝖䛾目線䛻䛖䜎䛟合䜟䛫䛶䚸商

品䛜陳列䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛰䛺䛒䛸感心䛩䜛

䜀䛛䜚䚹(笑) 

 二歳䛾孫䛂䛽䛘䛽! 䛣䜜䛷䚸䛄䜎䛳䚸䛔䛔

䛛䛅䛃䛸幼児向䛡雑誌䜢指䛧示䛧䛶䚸䛽䛘

䛽(7歳䛾孫)䛻働䛝䛛䛡䜛䚹 

 䛽䛘䛽䛂䛔䛔䜒䛾見䛴䛡䛯䛽䚹䛣䜜䚸行

䛝䛯䛛䛳䛯䜣䛰䜘䛽䚹䛷䜒䚸雪䛷我慢䛧䛯

䜣䛰䜘䛽䚹一緒䛻遊䜃䛯䛔䛽䚹䛃䛸䚸応䛘

䛯䚹二人分䛾䛚䛽䛰䜚熱視線䛜䚸䛨䛔䛨䠃

䜀䛒䜀䛻一斉䛻䝡䞊䝮! 

 䛨䛔䛨䛂自分䜙䛷作䜜䜛䜣䛛? 途中䛷投

䛢出䛩䛾䚸䛺䛧䜔䛮䚹䛨䛔䛨䛸䜀䛒䜀䛿䚸

老眼䛷䛷䛝䜣䛮䚹䛃 

 䜀䛒䜀心䛾言葉䛂䛒䜜䜎䚸買䛖䜣䛛䛔䛺䚹

子䛹䜒䛯䛱䛾時䛻䛿䚸䛄䛧䛶䜔䜚䛯䛟䛶䜒䚸

䛧䛺䛔䚹本䛸部活以外䛾䜒䛾䛿䚸買䛖䛾䜢

䛱䜗䛳䛸待䛯䛫䜛䛅䜣䛨䜓䛒䛺䛛䛳䛯䛳䛡?  

孫䛿別格䛛䚹䜎䛒䚸作䜛䛾㠃白䛭䛖䜔䛡

䛹䛃 

䛽䛘䛽䛂大丈夫䚹数字䛾㡰番䛻作䜜䜀䚸

䛔䛔䛨䚹䜒䛧䜒䚸䛷䛝䛺䜣䛰䜙䚸䛨䛔䛱䜓䜣䚸

理系䜔䛛䜙䚸㢗䜐䚹䛃 

<文系>䛨䛔䛨䞉䜀䛒䜀䚸<理系>䝟䝟䞉䛨䛔

䛱䜓䜣䚸<芸術系>䝬䝬䞉䜀䛒䛱䜓䜣䚸    

䛚䜀䛱䜓䜣䞉䛚䛨䛱䜓䜣䚹 

孫䛯䛱䛾区分䛿䚸上記䜙䛧䛔䚹 

䜀䛒䜀心䛾言葉䛂䛔䜔䚸䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸䚸

芸術系䛻㢗䜣䛰方䛜䈈䛃 

䛂䜎䛳䚸䛔䛔䛛䛃 

 結局䚸夕㣤䜒㢼呂䜒䚸䛭䛣䛭䛣䛻䚸約二

時間䛛䛡䛶䚸䝉䝻䝔䞊䝥䜔割䜚箸䛷䚸修

正䞉補強䛥䜜䛯䜽䝺䞊䞁䝀䞊䝮䛜出来上

䛜䜚䚸孫二人䛿䚸䛭䛾䜎䜎䛚泊䜚䛧䛶䚸翌

日土曜日䛿䚸遊䜃倒䛧䛯䚹 

 満足䛭䛖䛺孫䛯䛱䜢観䛶䛔䜛䛸䛂甘䜔䛛

䛧䛶䛃䛸娘夫婦䛻怒䜙䜜䛭䛖䛰䛜䛂䜎䛳䚸䛔

䛔䛛䛃䛸返䛧䛶䜏䛫䜘䛖䚹 

䛂昔懐䛛䛧䛔光景䛃䜢思䛔出䛧䛯䚹 

子䛹䜒䛾㡭䚸䛂䝃䞁䝎䞊䝞䞊䝗䛃䛸䛔䛖䝔䝺

䝡番組䛜䛒䜚䚸䛭䛣䛷観䛯光景䛿䚸移動式

電話䚸䝔䝺䝡電話等䛿䚸現実社会䛻実現

䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸㦫䛝䛰䚹䛸䜚䜟䛡男子䛿䚸

䛭䛾䝥䝷䝰䝕䝹䛻夢中䛰䛳䛯䚹当時䛻䜒䚸

子䛹䜒向䛡䛾雑誌付録䛻䚸紙䛷作䜛付録

䛜䛒䛳䛯䚹㧗価䛺可動式䛾基地付䛝䛾䝥

䝷䝰䝕䝹䜢持䛳䛶䛔䜛友人䜒䛔䛯䚹䛜䚸実

家䛿䚸䛭䛖簡単䛻䛚䜒䛱䜓䜢買䛳䛶䜒䜙䛘

䛺䛛䛳䛯䚹私䛿弟䛸䚸蒲鉾䛾板䜔䚸䛴䜎䜘

䛖䛨䚸䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮䛾棒䜔䚸䝥䝏䝥䝏(気

泡緩衝材)䚸牛乳瓶䛾蓋䚸綿䜔石䛣䜝䛻絵

具䜢塗䛳䛶䚸夏休䜏䛻䛂基地䛃䜢作䛳䛯䚹䛭

䛧䛶䚸䛭䛾基地䛿䚸夏休䜏䛾工作䝁䞁䝔䝇

䝖䛷䚸表彰䛥䜜䛯䚹実家䛾母䛻電話䜢䛧䛶䚸

䛂䛒䛾基地䛛賞状䚸䜎䛰䛒䜛?䛃䛸問䛖䛶䜏

䛯䚹 

母䛂床上浸水䛾時䛸䚸䛚父䛥䜣䛜亡䛟䛺䛳

䛯時䛻䚸全部捨䛶䛯䛜䛔䛽䚹䛒䜣䛯䛒䚸覚

䛘䛸䜙䜣䛾? 䛒䜣䛯䜒䚸䜔䛳䜁䜚還暦䜔䛽

䛘䞉䞉䞉(笑)䛃 䛂䜎䛳䚸䛔䛔䛛䛃 

㤿渡䛾眼 

䠬䠍䠐䠒䡚 

団士ᢹ 

Zoom䛷連続 6回䛾講座 䛜 2021年 1

月䛛䜙始䜎䛳䛯䚹平日䛾夜 20時:30分䛛

䜙 22時䜎䛷䛾 90分䚹季刊䛂䛛䛮䛟䛾䛨䛛

䜣䛃誌䛾読者䜢中心䛻䚸定員超䛘䛾 50人

䛒䜎䜚䛾方䛻有料受講䛧䛶貰䛳䛶䛔䜛䚹 

通常䚸援助職䛾人達䛻話䛩䛣䛸䛜多䛔

䛾䛷䚸䛣䛣䛿少䛧趣䜢変䛘䛶䛔䜛䛴䜒䜚䛰

䛜䚸大䛧䛶変䜟䜙䛺䛔䛸思䛖人䜒䛒䜛䛛䜒

䛧䜜䛺䛔䚹 

䜒䛖一䛴䛾 zoom講演䜒 2月 13日䚸第

3回目䜢迎䛘䛯䚹䛣䛱䜙䛿 20年䜋䛹前䚸

京都䛷開催䛧䛶䛔䛯䝖䞊䜽䝷䜲䞂䛾 2021

年版䛰䚹何䜢話䛩䛛䛿䜼䝸䜼䝸䜎䛷思案䛧

䛶決䜑䜛䚹䛰䛛䜙参加申䛧込䜏䜢䛧䛶下䛥

䜛方䛿䚸何䛾話䜢䛩䜛䛾䛛分䛛䜙䛺䛔䜎

䜎参加費䜢払䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛣䛱䜙䜒今䛾䛸

䛣䜝毎回定員䛾 100人䜢超䛘䛶締䜑切䛳

䛯䚹私流䛾話芸䛸䛧䛶楽䛧䜣䛷䜒䜙䛔䛯䛔

思䛔䛜䛒䜛䛾䛷䚸工夫䜢䛧䛶䛔䜛䛸楽䛧

䛔䚹 

Zoom䛺䜛発信手段䛜登場䛧䛶䚸新䛯䛺

可能性䛜展開䛥䜜䛶䛔䛟感䛨䛰䚹䝁䝻䝘䛻

䜘䜛変化䜒悪䛔䛣䛸䜀䛛䜚䛷䛿䛺䛔䚹用心

䛧䛺䛜䜙䚸䝁䝻䝘禍䛾世界䜒満喫䛧䛶䛔䛝

䛯䛔䚹 

䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷䝁䝷䝮䛾連載䜒開始䛧

䛶䛔䛶䚸䜴䜲䞊䜽䝸䞊䛷䠎䠌回䜢超䛘䛯䚹䠔

䠌䠌字䛟䜙䛔䛸決䜑䛶䛔䜛䛜䚸時䚻長䛔䚹 

䛬䜂䚸䛤覧下䛥䛔䚹各地䛾 WS䛺䛹䚸䛔䜝

䜣䛺䜲䞁䝣䜷䝯䞊䝅䝵䞁䜒䛒䜚䜎䛩䚹 

 更䛻䚸䠏月上旬䛻䛿新刊䛂䜟䛜子䛜小学

校䛻上䛜䜛前䛻読䜏䛯䛔木陰䛾物語䛃䛜

発行䛥䜜䛯䚹既刊本䛸䛿違䛳䛯本䛾作䜚

方䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸䛚楽䛧䜏下䛥䛔䚹 

 

Family history (䠏) 

䠬䠑䠎䡚 

ᰋ 主一 

僕䛾新䛧䛔仕事䛻動画編集䛜加䜟䜚䜎

䛧䛯䚹保護者䛾来園䛜制限䛥䜜䜛中䚸動

画䛷子䛹䜒䛯䛱䛾様子䜢伝䛘䜛䛸䛔䛖使命

䛛䜙始䜎䛳䛯䛾䛷䛩䚹䝡䝕䜸䜹䝯䝷䜔

iphone䛷撮影䛧䛯動画䜢䝟䝋䝁䞁䛻取䜚込

䜣䛷䚸場㠃切䜚替䛘䜔䝈䞊䝮䚸䜽䝻䞊䝈䜰

䝑䝥䛧䛯䛔場㠃䜢䝇䝻䞊䛷編集䛧䛯䜚䝔䜻

䝇䝖䜢入䜜䛯䜚䡡䡡䡡䛔䜎䠏䞄月間無料䛷使

䛘䜛䛂䝣䜯䜲䝘䝹䜹䝑䝖䝥䝻䛃䛸䛔䛖䝋䝣䝖䜢

使䛳䛶䜎䛩䛜䚸䠏䞄月後䛻買䛖䛣䛸䛻䛺䜛

䜣䛰䜝䛖䛺䛒〜䛸思䛔䛴䛴䚸使䛔方䜢

YouTube 䛷検索䛧䛺䛜䜙作業䛧䛶䛔䜎䛩䚹

YouTube 䛳䛶皆䛥䜣䛜䛣䛮䛳䛶教䛘䛶䛟䜜

䜛䛾䛷助䛛䜚䜎䛩䛽䞊䟿 

原町幼稚園 http://www.haramachi-ki.jp 

䝯䞊䝹 office@haramachi-ki.jp 

䜲䞁䝇䝍 haramachi.k 

䝒䜲䝑䝍䞊 haramachikinder 

幼稚園䛾現場䛛䜙 

䠬䠒䠎䡚 

൦スウ 

 䛣䛾冬䛿数年䜆䜚䛾大雪䛷䚸1 月䛿雪
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䛛䛝䛻明䛡暮䜜䜎䛧䛯䚹䛭䛾分䚸季節䛾

巡䜚䛜待䛱遠䛧䛔䚹昨年 92歳䛷亡䛟䛺䛳䛯䚸

大好䛝䛺紅茶仲間䛥䜣䛜大切䛻世話䛧䛶

䛝䛯䜽䝸䝇䝬䝇䝻䞊䝈䛾䜂䛸鉢䚸䛚連䜜合

䛔䛛䜙引䛝継䛔䛷䜟䛜家䛻来䛶䛔䜎䛩䛜䚸

鉢䛾中䛛䜙䛖䛳䛩䜙䝢䞁䜽䛾䛴䜌䜏䛜㢌䜢

持䛱上䛢䛶春䜢知䜙䛫䛶䛟䜜䛶䛔䜎䛩䚹 

 写真䛿䚸䝠䝬䝷䝲䝇䜼䛾足元䛻䛯䛟䛥䜣

落䛱䛶䛔䛯 ceder rose䠄䝠䝬䝷䝲䝇䜼䛾䝞

䝷䠅䚹下䛾部分䛿次䚻䝍䝛䜢㣕䜀䛧䛶䛿䛜

䜜䛚䛱䛶䚸最後䛻残䜛䛾䛜先䛳䛱䜗䛾䝞䝷䚹

䛭䛾横䛻䛒䜛䛾䛿䚸䝎䜲䜸䜴䝬䝒䛾松䜌

䛳䛟䜚䜢䝸䝇䛜䛛䛨䛳䛯䛒䛸䚹今回䛾原稿䛻

䜒登場䛩䜛䚸通称䜶䝡䝣䝷䜲䚹䛹䛱䜙䜒冬

䛾置䛝土産䛷䛩䛽䚹 

  今号䛿䚸珠洲䛾䛚宿䛷䛧䛯䝽䞊䜽䝅䝵

䝑䝥䛾䛣䛸䜢䚹䛣䜜䜎䛷䜒何度䛛同䛨䝥䝻

䜾䝷䝮䛷䛧䛯䛣䛸䛾䛒䜛䝽䞊䜽䛷䛩䛜䚸䛚

宿䛾場䛾持䛴力䛸䚸䛣䛾䛚宿家族䛜紡䛔

䛷䛝䛯人䛸人䛾関䜟䜚方䛾力䛷䚸䜎䛥䛻一

瞬一会䛾䝽䞊䜽䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹私自身䚸䛣

䛾時間䜢長䛟記憶䛧䛶䛚䛝䛯䛟䛶䚸䝬䜺䝆

䞁䛻文字記録䛸䛧䛶残䛧䜎䛩䚹 

 

䛝䜒䛱䛿言葉䜢䛥䛜䛧䛶䛔䜛 

䠬䠔䠎䡚 

山口洋典  

COVID-19䛾 19䛿 2019年䛾䛣䛸䜢指

䛩䛸䛔䛖䛣䛸䜢䚸時折忘䜜䛭䛖䛻䛺䜛䛣䛸䛜

䛒䜚䜎䛩䚹䝁䝻䝘禍䛸呼䜀䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳

䛶 1年䛜経䛱䚸1年前䛻䛿想像䛰䛻䛧䛺

䛛䛳䛯仕事䛸暮䜙䛧䜢送䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛸䜚

䜟䛡䚸䛣䜜䛰䛡列車䜔㣕行機䛻乗䜙䛺䛔

年䛿䛺䛛䛳䛯䜘䛖䛻思䛔䜎䛩䚹特䛻䚸䛣䛾

10年䛿少䛺䛟䛸䜒月 1回䛿東北䛻足䜢運

䜆䜘䛖䛻䛧䛶䛝䛯䛣䛸䜒䛒䛳䛶䚸䛷䛩䚹 

 䛭䛖䛧䛯中䚸東日本大震災䛛䜙 10年䜢

迎䛘䜎䛩䚹遠䛟䚸関西䛛䜙思䛔䜢寄䛫䛶䛔

䛯者䛷䛥䛘䚸䛒䛾日䛾䛣䛸䚸䛒䜛䛔䛿䛒䛾

日䛛䜙䛾日䚻䛾䛣䛸䜢色濃䛟思䛔出䛩䛣䛸

䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛩䛛䜙䚸現地䛾方䚻䛻䛸䛳䛶

䛿䛺䛚䛾䛣䛸䚸胸㦁䛞䛩䜛䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛾

䛷䛿䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䚹細䛟䛸䜒長䛟䚸䛴䛺䛜

䜚䛸関䜟䜚䜢大事䛻䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚸䛸䛔䛖思

䛔䛛䜙䛔䛟䛴䛛䛾活動䜢展開䛧䛶䛝䜎䛧䛯

䛜䚸䛭䛾一䛴䛻䚸当時䛿京都䜢拠点䛸䛧䛶

䛔䛯 NPO法人䜰䞊䝖 NPO 䝸䞁䜽䛻䜘䜛

䛂䜰䞊䝖 NPO䜶䜲䝗䛃䛸䛔䛖䜒䛾䛜䛒䜚䚸䛭

䛾一環䛷山元町役場䠄宮城県亘理郡䠅䛻

䛶 2011年 4月 23日䛻藤井光䛥䜣䛻䜘䛳

䛶撮影䞉投稿䛥䜜䛯岩見夏希䛥䜣䠄仙台市

立立木通小学校 5年䠅䛾䛄䛺䛔䛅䛸䛔䛖詩

䛾写真䛜䚸今䛷䜒脳裏䛻焼䛝付䛔䛶䛔䜎

䛩䚹既䛻䜰䞊䝖 NPO䜶䜲䝗䛿活動䜢終了

䛧䛶䛧䜎䛳䛯䛯䜑䚸喪䜟䜜䛯䛔䛾䛱䛸残䛥

䜜䛯䛔䛾䛱䚸䛭䜜䛮䜜䛾尊䛥䜢改䜑䛶大

切䛻䛧䛶䛔䛟決意䛸䛧䛶䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜰

䞊䜹䜲䝤䛻保存䛥䜜䛶䛔䛯 URL

䠄https://web.archive.org/web/201910210

01426/http://anpoap.org/?p=716䠅䛻䛒䜛

写真䜢紹介䛥䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

 
 

䠬䠞䠨䛾㢼䛸土 

䠬䠍䠓䠔䡚 

ᙸ 大介 

 気䛵䛡䜀䜒䛖今年䜒䠐分䛾䠍䛜過䛞䜎䛧

䛯䚹今年䛿大䛝䛺変化䛜生䜎䜜䜛可能性

䛜出䛶䛝䛯䛾䛷䚸䛭䛾変化䛻対応䛧䛴䛴

䜒仕事䛾䝨䞊䝇䛿落䛸䛥䛺䛔䜘䛖䚸䜂䛯䛩

䜙㡹張䜚䛯䛔䛷䛩䛽䚹 

䝝䝏䝗䝸䛾器 

P4 

Ꮵ 千惠 

䝁䝻䝘䚸䝁䝻䝘䛸言䜟䜜䛶䚸早䛔䜒䛾䛷

1 年䛜過䛞䜎䛧䛯䚹今年䛾始䜎䜚䛛䜙䚸仕

事䛸研究䜔実践䛻追䜟䜜䜛毎日䛷䚸䝁䝻

䝘䛻罹䛳䛶䛔䜛場合䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䝽䜽

䝏䞁接種䜢優先的䛻受䛡䜙䜜䜛身䛷䛩䛜䚸

私䛺䜚䛾対策䜢打䛳䛶待䛴䛣䛸䛻䛧䜘䛖䛸

思䛳䛶䛔䜎䛩䚹 

䛥䛶昨年䛿䚸家族䛾一人䛻難病䛷䛒䜛

䛣䛸䛜䜟䛛䜚䚸䝁䝻䝘䛸二重䛾困難䛻闘䛖

1年䛷䛧䛯䚹幸䛔日本䛷䜒数少䛺䛔治療

法䛻䜘䛳䛶䚸命䛻䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛿䛺䛔䛰䜝

䛖䛸䛚墨付䛝䜢䜒䜙䛔䜎䛧䛯䛜䚸䝁䝻䝘禍䛷

䛾医療関係䛾人䛯䛱䛾懸命䛺治療䛻䚸感

謝䛧䛛䛒䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛥䛛䛸思䛳䛶䛔䜛䛣

䛸䛜䚸我䛜家䛻䜒起䛝䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹家族

䛾䛣䛸䜢長䛟勉強䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸色䚻䛺事

例䛛䜙学䜣䛷䛝䛯䛣䛸䛜活䛛䛥䜜䜎䛧䛯䚹

慌䛶䛪冷静䛻受䛡䛸䜑自分䛺䜚䛻理解䛩

䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛣䛸䛷䛩䚹長䛟生䛝䛶䛔䜛䛸

色䚻䛺䛣䛸䛜䛒䜛䛺䛸思䛖䛣䛾㡭䛷䛩䚹 

䛣䛣䜝日記䛂䜌䛱䜌䛱䛃part䊡 

䠬䠎䠎䠕䡚 

ᇦ中 尚૨ 

坊䛥䜣䛜䛚経䛾䛒䛸䛾䜣䜃䜚坐䛳䛶䛔

䜛䚸䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䜢私䛿大切䛻䛧䛯䛔䛸

思䛳䛶䛔䜛䚹䝠䝬䛭䛖䛺㢦䜢䛧䛶坐䜛䛾䛷

䛒䜛䚹例年䛾䛣䛸䛰䛜䚸1 月䛸 2 月䛿忙䛧

䛔䚹䛚参䜚䛾約束䛜䛔䛳䜁䛔䛷䚸䛚参䜚䛾

䛚宅䜢一歩出䜛䛸䝞䝍䝞䝍䛸走䜛䚹例年䚸2

月㡭䛻息切䜜䜢䛧䛶㢼邪䜢䜂䛔䛶寝込䜐

䛣䛸䛻䛺䜛䚹今年䛿䚸䝁䝻䝘䜒䛒䛳䛶気䜢

䛴䛡䛯䛛䜙䛛䜒知䜜䛺䛔䛜䚸2 月 20 日䜢

過䛞䛶䜒㢼邪䜢䜂䛛䛺䛛䛳䛯䚹䛸思䛳䛯䜙

㢼邪䜢䜂䛔䛯䚹㢼邪䜢䜂䛔䛯䜙䚸䛚葬式䛜

䛷䛝䛶這䚻䛾体䛷出掛䛡䛯䚹䜲䝯䞊䝆䛵䛟

䜚䜒䛒䛳䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹不覚䛷䛒䛳䛯䚹 

路上生活者䛾個人史 

䠬䠔䠕䡚 

中ദ 

大学人䛸䛧䛶䛿定年準備期䛷䛒䜛䚹4

年後䛾今㡭䛿研究室䛾片付䛡䜢䛧䛶䛔䜛

予定䛰䚹䛥䜙䛻䛭䛾後䜒生䛝続䛡䜛䛰䜝䛖

䛛䜙䚸䜎䛳䛯䛟社会䛛䜙撤退䛩䜛䛣䛸䛿䛺

䛔䚹䛭䛾後䛾動䛝䜢䛹䛖䛩䜛䛾䛛䛾準備

期䛷䜒䛒䜛䚹 

立命㤋大学䛻䛿法学部䛻入学䛧䛯学

生時代䛛䜙䛔䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷長䛔䚹1977

年入学䛰䛛䜙䜒䛖 45年程䛻䛺䜛䚹大学院

生䚸教員䛸䛧䛶過䛤䛧䛶䛝䛯䚹長過䛞䛰䜝

䛖䚹䛸䛔䛳䛶䜒内的䛻䛿一貫䛧䛶䛔䜛䜒䛾

䛜䛒䜛䛸思䛳䛶䛔䜛䛾䛷外形的䛺䜒䛾䛜

変䜟䜛䛰䛡䛷䚸突然中身䛜充実䛩䜛䜟䛡

䛷䜒逆䛻穴䛜空䛟䜟䛡䛷䜒䛺䛔䛧䚸学生䜔

院生䛿目䛾前䛻䛔䜛䛧䚸仕事䜒山䛾䜘䛖

䛻存在䛧䛶䛔䜛䚹 

䛯䛰䚸䛣䛾 4月䜘䜚䛂研究専念教員䛃䛸

䛺䜛䚹2年間䛿研究䜔研究指導中心䛷過

䛤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䝁䝻䝘禍䛷䛺䛡䜜䜀海

外䛻出䛛䛡䜛予定䛰䛳䛯䚹䛣䜜䜎䛷長期

䛾在外研究䛾機会䜢利用䛧䛶䚸䝃䞁䝣䝷

䞁䝅䝇䝁䚸䝅䝗䝙䞊䛸滞在䛧䛶䛝䛯䚹S䛾䛴

䛟大都市䛿憧䜜䛾街䛜多䛔䛸海外㥔在䛾

方䚻䛿䛔䛖䚹残念䛺䛜䜙䝁䝻䝘禍䛷三䛴

目䛾 S䛾䛴䛟大学都市䛻䛿䛷䛛䛡䜛䛣䛸

䛜䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䚹䛫䜑䛶 2年間䛾䛖䛱䛻
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海外調査䛜䛷䛝䜛䜋䛹䛻䛿䝁䝻䝘禍䛜䛚

䛥䜎䛳䛶欲䛧䛔䜒䛾䛰䚹 

臨床社会学䛾方法 

P䠎䠒䡚 

中條 ᐺ子 

䛤無沙汰䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜒䛖䛩䛠䝁䝻䝘禍

䛻䛺䜚一年䛜経䛸䛖䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹今䜒感

染防止䛾䛯䜑䛻䝬䝇䜽䜢装着䛩䜛䛣䛸䛿

䛚互䛔䛾命䛾䛯䜑䛻大切䛷䛩䚹䝬䝇䜽文

化䛾䛺䛛䛷䛾㡢声会話䛿䚸盲䜝䛖者䛸䛧䛶

生䛝䜛当事者䛸䛧䛶不自由䛺状況䛜続䛔

䛶䛔䜎䛩䚹 

 䛣䛾䛯䜃䚸䛝䛳䛛䛡䛜䛒䜚䚸㡢声会話䜢

䛩䜛機会䛜増䛘䛶䛔䜎䛩䚹 

 䛭䛾事䛻䛴䛔䛶前号時䛻書䛣䛖䛸思䛳䛯

䛾䛷䛩䛜䚸整理䛜䛷䛝䛪䚸䛚休䜏䜢䛥䛫䛶

䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹正直䚸今䜒䜎䛰整理䛜䛷

䛝䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸整理䜢待䛳䛶䛔䛯䜙一生

書䛡䛺䛔気䛜䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹 

 今号䛿䚸䛺䜣䛸䛛言語化䛷䛝䜛䜒䛾䛿言

語化䜢䛧䛶䚸書䛔䛶䜏䜘䛖䛸思䛔䜎䛧䛯䚹

支離滅裂䛺䛸䛣䜝䜒多䛔䛸思䛔䜎䛩䛾䛷䚸

読䜏䛵䜙䛔䛸思䛔䜎䛩䛜䚸䛹䛖䛮宜䛧䛟䛚

㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹 

䛂盲䜝䛖者䛃䛸䛧䛶自分䜙䛧䛟生䛝䜛 

䡌䠎䠎䠑䡚 

寺ဋ 弘志  

書㢮作製䜒䚸対人援助䛾技術䛸䛧䛶䛿

重要䛺䜒䛾䛰䛸思䛔䜎䛩䚹 

必要䛺書㢮䛷䛒䜜䜀䚸䛷䛝䜛䛰䛡患者

䛥䜣䛾利益䛻䛺䜛䜘䛖䚸懇切丁寧䛻書䛛

䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜎䛩䚹 

䛧䛛䛧䛺䛜䜙最近䛺䜣䛱䜓䜙機構䛛䜙届

䛔䛯䛒䜛患者䛥䜣䛻関䛩䜛調査書䛿䚸A䠐

䛷䠔䝨䞊䝆䚸質問㡯目䛜山盛䜚䛷䛧䛯䚹 

䛧䛛䜒解答欄䛜小䛥䛩䛞䜛䛾䛷䚸書式䜢䝽

䞊䝗䛷作䜚直䛧䛶入力䛧䜎䛧䛯䚹 

新型䝁䝻䝘䛾感染防止対策䛾徹底䛷

時間䛻余裕䛜䛺䛔中䚸回答書䜢作䜛䛾䛻

䠍䠌日以上費䜔䛧䜎䛧䛯䚹 

文字䜹䜴䞁䝍䞊䛷見䛯䜙䚸䠍䠎䠌䠌䠌字䚹䠐

䠌䠌字詰䜑原稿用紙䛻䛩䜛䛸䠏䠌枚分䛷

䛩䚹䠏䠌枚䛸䛔䛖䛸大䛧䛯䛣䛸䛺䛔䛛䛺䛸思

䛔䜎䛧䛯䛜䚸今回䛾本文䛾記事䛿文字䜹
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 害 者 福 ක 援 ஃ 論 
- これから現場に行くあなたに！ - 

第 2回 

違反は೨的なのか？ 

千ⴥ 央 
 

 

前回は心⌮、⏕⌮、♫会の 3 つのどⅬを援助⫋

が持つことの大切さについて、᭩きました。今回

は人が⾜う、エネルギーや⾲⌧のⓎ㟢、その方ἲ

について取り上げます。 

  

 

違反は೨的？ 

 

クラスに㧥のẟをᰁめている学⏕がいる。そん

なことが⚾の学⏕代にまわりでありました。当

は、その人はヤンチャ⣔とされていて、周りか

らも一┠⨨かれていました。それは、どちらかと

いうと困った存在として位⨨づけられている印㇟

がありました。先⏕たちも実㝿にᰯ則㐪反であり、

「㢼⣖の乱れ」などといって対処に困っていたᵝ

子もありました。また、その人に対して学⏕同士

の中でも「少し怖い」というか、「ᬑẁどういう感

じの人なんだろう」とᵓえてしまうところがあっ

たように思います。でも、▱り合ってみると意外

と友㐩思いだったこともありました。 

ところが、こうした対人援助の学びをして、援

助⫋の方々と出会い、あれこれヰすと「㧥ᰁめて

る㸽おお健康ⓗだね㸟」とヰしているではありま

せんか㸟はじめは㢌に「㸽㸦はてな㸧」がᾋかびま

した。しかし、Ⓨ㐩心⌮学➼の思ᮇ、㟷年ᮇの

Ⓨ㐩ㄢ㢟を▱ると「なるほど」と⌮ゎできていっ

たように思います。具体ⓗには、⮬らの存在意⩏

㸦アイデンティティ㸧をồめるⓎ㐩ㄢ㢟に┤㠃す

ることも多いᮇであること、ぶからの巣❧ちの

ᮇでもあること、␗性を意㆑するᮇであるこ

と、外ぢへのコンプレックスを感じやすいᮇで

あること…などです。それらを念㢌におくと、☜

かに健康ⓗ㸽という᰿拠が分かってきます。また、

こうした㸦㧥をᰁめるなどの㸧⾜動化をしないで

㛫を㔜ねていくケースの中に、年㱋ⓗに㐜すぎ

る⾜動化やṍんだ形での⾜動化…㸽と思うことが

あったりもします。今回はこのあたりを取り上げ

ます。 

  

体に出るか？    「身体化」 

行動で出すか？   「行動化」 

言୴で表現するか？ 「言語化」 
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 人は当たり前ですが「動≀」です。動くモノな

のです。では、どう動くのか㸽どんな㢼に動くの

か㸽がポイントになってきます。人は⮬分の思い

や㢪いやḧᮃに基づいて、何かアクションをしよ

う、またはせざるを得ない≧ἣに必ずなります。

⡆単なヰでゝいますと、おなかがすいたら㣗べた

くなる。「ḧồ」ともいわれます。┠の前に㣗べ≀

があると手を伸ばしたくなります。でも⌧実場㠃

では、㣗べてはいけない≧ἣもあります。その㣗

べ≀が他の人のものであったり、まだ授ᴗ中であ

ったり…。そのは我慢をします。㣗べたくても

そのḧồを抑圧する。でも、その「Ẽ持ち」、「思

い」は存在します。我慢だけで収まらないことも

あります。にはその⾜動をしてしまうこともあ

る。また、その我慢が巡り巡って体に⾲れること

もある。でもその思いをゝⴥで⾲⌧することで⤖

ᵓ‶たされることもあるといわれています。 

 

 

行動化 

᭱も原初ⓗな手ẁが「⾜動化」です。おなかが

すいたら㣗べる㸟⾜ってみたいからṌき出す㸟ḧ

ồを⾜動に⋡┤に出すことです。心にあるものや

㢌にᾋかんでいるものを実㝿に⾜動にうつす。「た

だし♫会のルールに反しない㝈りでは…」という

ὀ意᭩きが付きまといます。 

「㧥のẟをᰁめたい」というẼ持ちを実⌧した

のはとても⣲┤なことです。⮬分のそうした㢪い

に伴う⾜動を⮬分⮬㌟にチしている人は、他の人

も⮬⏤にしていることをチすことができるともい

われています。人は⮬分が我慢をしていると、我

慢をしていない人にやさしくできません。「⚾がこ

れだけ我慢しているのに㸟」「⚾はこれだけ㡹張っ

てきたのに㸟」「ⱞ労もしないでラクしやがって㸟」

と、どんどん意地悪になります。᪥常から、我慢

と感じる㛫や⾜動は多くならないようẼを付け

なければなりません。心⌮学では「アイムオーケ

ー、ユアオーケー」を┠指すというゝい方でも整

⌮されていたりします。 

 

 

身体化 

 「したいのにできない」そんなẼ持ちをある⛬

度は抑圧して、ないものとして扱うことができる

かもしれません。しかし、そのエネルギーは一定

㔞を㉸えるとどこかに向かうとも⪃えられていま

す。つまり心⌮ⓗなストレスに➃をⓎする㌟体ⓗ

㸦⢭⚄も含む㸧な≧です。ᵝ々なẼの原因の

ㄝ᫂で、「心⌮ⓗストレスもひとつのきっかけにな

ることがあります」と᭩かれているのをみません

か。「㹼したい」というような思いは⾲⌧やそのⓎ

㟢がないと⮬分㸦の㌟体㸧に向かうといわれてい

ます。不Ⓩᰯの子がᮅ㉳きるとおなかが③くなる

という心因性の≧に代⾲されるように、エネル

ギーの抑圧による㐣㈇Ⲵ≧態です。「⾜きたくな

い㸟」けれども「⾜かないといけない」というⴱ

⸨≧ἣは「⾜きたい」と「⾜きたくない」の両方

の㢪いがかなわない≧ἣとしてあるといえるかも

しれません。そうした思いが⾜き場をなくすと⮬

分の体に㊴ね㏉ってきます。「ストレスの多い⫋場

で体を壊す」なども⫈くことがありますね。もし

かすると体が壊れることで、そこからの᪥常の変

化を⏕き≀として↓意㆑のうちに≺っているのか

もしれません。≧が出たことでその場を㞳れら

れるという利得があります㸦利得㸧。サーモス

タットのような⮬⾨ᶵ⬟かもしれません。㏫に、

体ㄪがすぐれないは、㐣剰なストレス≧ἣが⮬

分にないか㸽をぢ┤すことも必せになってきます。

でも、そもそも体に出る前にできることがない

か㸽というのがḟのところです。 

 

言ୁ化 
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以上のような≧ἣで、より健康ⓗなのはゝⴥに

することです。これは動≀の中で、人㛫がとてつ

もなくⓎ㐩させた㒊分です。感じていることをゝ

う、㢪いをヰす、夢をㄒる…。ゝㄒで⾲⌧をする

ことが、⫗体ⓗにも健康ⓗですし、♫会ⓗにチ容

される⾜動㑅択という意味でも大切です。我慢す

るのではなく、そのẼ持ちをヰす。「こういうẼ持

ちでいます」ということを伝える。➨㸱⪅に「⚾

も同じです㸟」とゝってもらったり、「Ẽ持ちわか

ります」とゝってもらったりすることも大切です。

そのために援助⫋はいるのです。なおかつ、お㔠

をもらって存在するのです。その人にはヰす人も

いないこともあるからです。そんな≧ἣでỌ久ⓗ

に㐣ごすおそれもあるのです。まずは一ⓗに㸰

⪅㛵係を援助⪅とᵓ⠏する。二人という㛵係を安

定させて、それを基♏に、より広い㛵係をᵓ⠏し、

᭱後は♫会につながっていただくことが援助⫋の

┠指す┠ᶆです。人㛫は♫会ⓗな動≀㸦アリスト

テレス㸧ともいわれる所以です。 

 ゝㄒ化の場㠃を増やすにはどうしたらいいのか。

まずは単⣧にヰそうと思える場㠃があることです。

㛫ⓗに余⿱があるᵝ子が援助⪅にある。そのᵝ

子が利⏝⪅さんに伝わることが大事です。ですの

で、不せなᴗ務はできる㝈りῶらす努力が᪥常ⓗ

に大事です。余⿱とか予備力とでもゝいましょう

か。常にエンジン全㛤で㉮っている≧ἣではヰし

かけもしにくいです。また✺Ⓨⓗな≧ἣに対応も

できません。それを㜵ぐためには、上司や他のス

タッフが一定サポートできる≧ἣを常に作ってお

くことも工夫の一つです。 

 

 

༤くのも大事！ 
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話す୭境、あなたも୭境 

 

 リラックスした場㠃の₇出も㔜せです。さらに

Ῥきや✵⭡を‶たす、㣧㣗を共にすることは心の

余⿱を⏕みます。また援助⪅と利⏝⪅の共᭷体㦂

にもなりますし、その共᭷体㦂をベースに支援は

⾜われます。ちょっとしたことからでᵓいません。

一⥴に㥐から⮬宅に⾜く㐨中を共᭷したり、家庭

ゼ問であったり。こうした共㏻の⤒㦂が援助⪅の

声に⪥を傾けるきっかけにもなります。᳜≀など

⥳の多い⎔境やリラックスできる㡢ᴦ、⮬↛㡢も

助けになることもあるでしょう。 

また、かかわってからすぐに▷ᮇ㛫での成ᯝを

ồめすぎることも危㝤です。ソーシャルワークは

プロセスです。人㛫をそんなに⡆単に変化、むし

ろ操作できると思うこと⮬体が危㝤な⪃え方です。 

そして何より大切なのはヰしたくなるような┦手

か㸽というところです。このあたりはまた῝めて

いきましょう。 

 今回は 3 つの手ẁを人がとることを☜ㄆしまし

た。≉に㌟体化よりは⾜動化、ゝㄒ化が多くある

方がᮃましいことが伝わればうれしいです。 

 

 なかにはゝㄒがⱞ手な方もおられます。その場

合は、そのかたの⾜動の意味を⌮ゎできる援助⪅

になることもよりồめられます。そのためには家

族や㛗くかかわっている支援⪅➼にきくと、「こう

いう動きのときはこういうẼ持ち」、「こういう▷

いⓎ声のはこういう意味」など分かっている方

が必ずいます。その人たちからしっかり⪺いてお

くことで⾜動の⌮ゎの助けになります。 

 また、ゝㄒを⿵助する写┿、⤮、コミュニケー

ションボードなどを⏝いることも当↛役に❧ちま

す。Ⓨヰがほとんどない方もおられます。その分、

いろんな場㠃で我慢していたり、周りの人に先回

りしてかかわられてきたりすることもよく㉳こり

ます。つまりᮏ᮶以上に⿕支援⪅になってしまっ

ている≧ἣに出会うのです。そのには、ごᮏ人

の意向を⪺く努力、また代弁をする努力も✺きワ

めなければなりません。 

ḟ回は事例をもとに⪃えてみたいと思います。 
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臨床社会学の方法 
(32) 怒りが暴力を振るわせるのか 

−感情を生起させる「憎悪・嫌悪」の構図とアンガーマネジメントの乗りこえ- 
中村 正 

 
 
1．怒りの感情の語られかた 
怒りの感情の語られ方について検討して

みたい。たとえば判決の報道から二つ。 

 

一つめ。「怒りの感情に任せ暴行−体罰元

教諭に有罪判決」 

愛知県豊橋市の小学校で体罰を繰り返していた

として、暴力行為等処罰法違反の罪に問われた元

教諭（43）に対し、名古屋地裁豊橋支部の明日（ぬ

くい）利佳裁判官は6月28日、懲役1年、執行猶予3

年（求刑懲役1年）の判決を言い渡した。明日裁判

官は「怒りの感情に任せて暴行を加えた、身勝手で

理不尽な犯行」と指摘した上で、▽事実を認めて反

省し、既に教育現場から離れている▽アンガーマ

ネジメントの講座を受講している▽妻が監督する

意向を示している――と判決理由を述べた。関係

者によると、元教諭は2017年10月、2年生の女児が

誤った解答をしたところ「よく見てよ」と言いなが

ら髪の毛や後頭部をつかんで額を黒板に複数回打

ち付け、約2週間登校できない精神状態に追い込ん

だ。さらに同月、男子児童の頭を定規でたたき、「余

計な物を机の中にしまわないことに腹が立った」

と釈明した。元教諭は12年8月にも4年生の女児を

ペンでたたいて戒告処分を受けた。15年には男児

の肩を押して転倒させ、左手首骨折のけがを負わ

せたが、管理職には事故と報告。17年4～10月には

9人の児童に対しほうきの柄でたたく、頬をつねる

など14件の体罰を繰り返し、口止めしていた。18年

2月、停職6カ月の懲戒処分となり、依願退職。2カ

月後、児童に対する暴力行為法違反の罪で在宅起

訴された（『教育新聞』2018年6月28日）。 

https://www.kyobun.co.jp/news/20180628_05/

（2021年2月28日閲覧） 

 

二つめ。「継父に有罪判決」−田原本虐待 

奈良地裁− 

妻の連れ子の4歳男児を殴って軽傷を負わせたと

して、傷害罪に問われた田原本町新町、土木作業員

増田文彦被告(26)の判決公判が25日、奈良地裁で

あり、野路正典裁判官は「安易に児童の顔面を殴打

する行為は悪質」と懲役1年、執行猶予5年・保護観

察付き(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

判決によると、増田被告は4月18日午後8時半ごろ、

自宅で男児を殴打し、ガラステーブルに顔面を打

ちつけて全治10日間のけがを負わせた。野路裁判

官は「怒りの感情に任せて児童の体に暴力を加え

た。しつけの一環とはとうてい言えない」と述べ、

「児童の体には、たばこによる熱傷痕も疑われ、暴

行の常習性がうかがわれる」と指摘（『奈良新聞』

2010.08.26） 
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時間の隔たりは10年あるがよく似た論理

で怒りの感情と暴力の関係を捉えている。 

他にネットの「Weblio類語辞書」をみてみ

よう。「類語辞典・シソーラス・対義語」辞

典に「感情に任せてという言葉の使われ方」

の説明がある。 

 

「理性を失って感情のおもむくままに行動するさ

ま。感情に流されて一時の感情に流されて激情に

かられて感情に任せて感情を抑えきれずに感情的

になって、一時の衝動から頭に血がのぼって、激昂

して、逆上して、激情に駆られて、カッとなって、

熱くなって、癇癪を起こして、ついカッとなって、

プッツンして」と記されている。 

 

同じくネットの類語、関連語、連想される

言葉についての辞典からも引用しておこう。 

 

「めくるめくような・興奮する・怒りが爆発する・

半狂乱・嵐のような・カッとする・たけり狂う・衝

動に駆られる・ちゃぶ台返し激情に駆られる・暴力

的な・血が逆流する・感情をむき出しにする・感情

が渦を巻く・狂ったように・感情に走る・激高する・

怒りが込み上げる・乱心する・狂奔する・怒りにま

かせて・逆上する」となっている（Web「日本語シ

ソーラス連想類語辞典」）。 

 

ネット辞典も判決文も同じで、怒りの感

情は衝動的で統制不能であり、攻撃的な行

動を駆動するエネルギーのようなものとし

て捉えている。司法の考え方も常識の範囲

のなかということだろう。 

こうしたことが前提となってアンガーマ

ネジメントというアプローチの必要性が提

唱され、流行となっている。次にこの点を

考えてみる。 

2．アンガーマネジメントが流行している 

 Webの『月刊人事労務』（日本人事労務研

究所）で「怒りのコントロール」が特集され

ているので紹介しておこう（2016年10月号

＜怒りのコントロール＞）。 

 

人間が生きていく中で、“怒り”の感情は避け

られません。不安な状況、不快な扱い、不満な環境、

納得できない出来事などに遭遇したとき、“怒り”

は自然と沸き起こる感情なのです。ただ、“怒り”

の感情に乗っ取られた状態のままでは、カッカし

て冷静な判断ができず、イライラして生産性が低

くなり、困った状況を打開することができなくな

ります。問題解決に至らないばかりか、ストレスに

よるフィジカル・メンタル不調や、攻撃による人間

関係崩壊といった新たな問題も生じさせかねませ

ん。逆に、“怒り”の感情に支配されず、そのエネ

ルギーのみをプラスに活用すれば、難局を乗り越

えることも可能なはずです。 

「アンガーマネジメント」とは、1970年代にアメリ

カで誕生したとされる「怒りの感情と上手に付き

合うための心理的なトレーニング」です。近年では、

職場における円滑なコミュニケーションの促進や、

パワハラやモラハラの抑制にも有効だとして、日

本のビジネスシーンにおいても関心が高まってい

ます。 

 

こうした文脈でアンガーマネジメントは

技術（スキル）として可能になるものだと

されている。ネットにもビジネス書にも教

育や保育の世界でも、こういう捉え方がほ

とんどだ。 

 

3．怒りの感情の奥にあること 

アドラー心理学をもとにして体系的にア

ンガーマネジメントを考察しているのは岩
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井俊憲氏の『感情を整えるアドラーの教え』

（だいわ文庫、2018年）である。この連載で

主題にしている暴力や虐待の考え方に近い

諸点も含まれるので紹介しておこう。 

岩井氏は「感情は自分で“使うかどうか”

を決められる」（4頁）という。さらに怒り

とは二次感情であるという。「腹が立つ、怒

りを覚えるなどの感情は二次感情」という。

これを一次感情として把握している。「落

胆」「恐怖」「不安」「悲しみ」、こういう

感情が湧いてきたとき、人は怒りという感

情を使って相手に伝える。怒りという感情

は、とってもインパクトがあり、相手をひ

れ伏す効果があるので、こちらの意見が通

りやすい。 

さらに、人が怒りという感情を使う場合は、

大きく分けて四つだと指摘する（47頁）。 

① 自分の権利擁護：誰かに自分の権利・立

場を奪われそうになったとき 

② 他者を支配する：相手を自分の思いどお

りに動かしたいとき 

③ 主導権争いで優位に立つ：交渉などで相

手よりも優位に立ちたいとき 

④ 正義感の発揮：正しい（と自分が思って

いる）ことを教えてやりたいとき 

 

アンガーマネジメントはこうした怒りの

感情理論に依拠している。確かにコントロ

ールのスキルとしてはありうるアプローチ

であるし、感情理論としても理解できる。

怒りを抑える技術として、元になっている

第一次感情の整理をすべきだということま

ではわかる。 

これを踏まえた上で、脱暴力のプロジェ

クトからすると考えなければならないこと

があると考える。一つは、「感情コントロー

ルのスキル化」にとどまってしまうことの

問題性である。二つは、上記の四点に同意

したとしてもそこにある権力勾配を無視で

きない点である。この四つの元になる感情

を社会的なパワーとコントロールの権力関

係と重ねて考える必要がある。「権利擁護、

支配、主導権争い、正義感の発揮」を、たと

えばジェンダー秩序と重ねてみることで社

会がみえてくる。そうするとそれは単なる

スキルでは解決できないマクロな問題に根

ざしていることがわかる。ジェンダー問題

だけではなく、人種・民族へのヘイト、障害

者への差別、セクシャルマイノリティの排

除や差別等多様にある。 

 別言すると、第一次感情に対処すべきと

いうことになるが、「図」としてそれらを理

解したとしてもその背景がさらに「地」の

ようにして存在し、そうした感情を生起さ

せる思考の枠と権力勾配があることを見な

ければならない点である。 

そこで、その「思考の枠、認知の仕方、権

力の勾配」について検討してみよう。ひと

つの手がかりとして何かを憎悪させるヘイ

ト（憎悪）の構図を考えてみる。怒りの感情

とその背後にある別の心的状態をつくりだ

す「憎悪のピラミッド」として社会的文化

的政治的に組織されたものを図示したもの

を紹介しておこう。 

  



 

 

『対人援助学マガジン』 第 11 巻第 4 号(通巻第 44 号)2021 年 3 月 

 
 

 29 

憎悪のピラミッド（Pyramid of Hate）。作成

は、Anti-Defamation League（訳すると、名誉

毀損防止同盟、略称: ADL）とは米国のユダヤ

人団体。反ユダヤ主義と対決することを目的に

している。「憎悪のピラミッド」という図で、

ナチスのユダヤ人迫害がホロコーストに至っ

た歴史や、ルワンダでの虐殺など、過去の様々

な事例を分析して作成されたもの。 

 

ピラミッドの土台の下二つの「偏見によ

る態度と行動」の箇所に先の四つの感情を

置いてみると社会的な感情となることが見

えてくる。憎悪という社会的文脈は感情と

なった権力性や心理的精神的暴力として生

起することがわかる。 

この図は反ユダヤ主義を批判するという

反レイシズムを根拠づけるためのものであ

る。四つの感情を単なるアンガーマネジメ

ントスキルだけでは処理できない。だから

根の深い社会問題の理解と解決に向かう必

要がある。アンガーマネジメントだけでは

到底アプローチできない層にねざす感情で

もあるということだ。さらに同じようなこ

とは人種・民族だけではなく、ジェンダー、

LGBTQ、階級階層、被差別地域、障害等、

いわゆるマイノリティについても考えるこ

とができる。いろいろな種類のピラミッド

が描けるということだ。そうすると憎悪の

感情生成の文脈を想定しなければならない。

四つの感情が中立的に存在しているのでは

ないということだ。 

 

4．感情の社会学 

そこで感情社会学というアプローチを紹

介しておこう。 

感情社会学には、感情規範、感情規則、感

情労働という概念がある。感情は衝動的な

ものではなく、社会的に構成されたものだ

という意味である。『実践・精神科看護-家

族関係・障がい者福祉』（日本精神科看護技

術協会 (監修)、精神看護出版、2007年5月）

に書いた文章（「看護に役立つ知識領域－

社会学・心理学などによる「社会臨床」の視

点－」）の一部を引用しておきたい。 

 

現実は社会的に構成される－羅生門的現実のなか

で－ 

 

複数の現実 

その相互作用は、関わる人々相互の「状況の定義」

に依っている。人々の意味づけと解釈によってさ

さえられ、いろどられているということだ。芥川龍

之介の短編、「藪の中」をもとにした黒澤明監督の

『羅生門』(1950年)という映画がある。これは「複

数の主観的現実解釈」がテーマである。京都の山科

の山中で起こった殺人事件の「真相」が複数の関係

者と目撃者によって語られる。殺された被害者が

あの世から巫女の口をとおして真相を語る。「おれ

は自殺をしたのだ」と。それとはまた異なることを

妻が語り、加害者が語り、目撃者が語る。重層的な

現実の構成が浮かび上がる。真相は「藪の中」であ

るが、それぞれの語り（意味づけ）は一貫しており、

リアリティがある。こうしたことは私たちの現実

生活にもある。裁判がそうである。加害と被害では
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「真実」の語りが異なる。検察官と弁護人は真っ向

から対立し、同じ事件でも意味づけと解釈が異な

ることがある。そして、心理臨床の相談の場も同じ

だ。悩む人はその悩み方をこじらせて自分を責め、

自尊心を低下させている。同じような病気や障碍

にあっても人生での意味づけは千差万別であり、

カウンセラーはその人にとって落ち着きのよい

「真相（＝現実）」となるように援助する。さらに、

同じ病気や障碍を生きることになっても、家族の

事情、年齢と経験、ものの考え方や感受性などでそ

の主観的現実は一様ではない。虐待する親も「これ

は躾だった」といいはる。自分にとって都合のよい

考え方（これを心理療法の一つである認知行動療

法では「認知の歪み」という）をしていることに気

がつかない。アルコール依存症患者も依存症であ

ることを否認する。もっと広く言えば、ささいな口

論から大きな戦争に至るまで、すべて人間のコミ

ュニケーションは「羅生門的現実」だとも言える。 

 

相互作用をとおして生成する自己 

あたり前のようにして流れていく日常生活は、

こうした主観的現実の錯綜する＜場＞でもある。

それぞれ異なる主観的現実の解釈や意味をもった

者同士が関わりあう。それは他者との関係性に他

ならない。他者との相互作用をとおして、私は私で

あることを理解し、私らしく行動し、私であること

を実感する。関わりのなかの自己である。たとえば、

鏡のまえで化粧をし、服装を整え、髪をきちんとす

るとき、すでに見られる自分を意識している。それ

は毎朝のことである。たった一人でも社会的な相

互作用をおこなっているということだ。見られる

自己、これを「鏡に映る自己」という。他者という

鏡に映し出された自分の姿（相手からの評価、意見、

態度など）を想像する自己の姿である。他者の存在

が不可避的に私に影響するが、その私もまた誰か

にとっての他者なのだから、無限に連鎖する連な

りのなかにいる自己がみえてくる。 

 ジョージ・ハーバード・ミードの社会的自己論

は二つの自己を区別した。「Me」は他者が見る私の

こと。客我とも言われている。複数の社会的関係に

媒介されて意識される「Me」は他者という「まなざ

し」のなかにある私である。「Me」をとおして、そ

の社会のもつ標準的な行動や意識、考え方、感受性

がそこに反映される。それに反応して表れるのが

「Ｉ」である。主我ともいわれている（「Ｉ」と「Ｍ

ｅ」の理論については、ジョージ・ハーバート・ミード

（河村望訳）：デューイ＝ミード著作集６、人間の科学

社，1995年）。 

 こうして他者は私に作用し、影響を与える。一

般に、家族、仲間、学校、職場、宗教、地域、スポ

ーツクラブなどなんらかの焦点のある集団に所属

しながら、人々はそれを社会と観念し、そのなかで

成長する。「第一次集団」（民族、家族などの生得

性をもつ集団）から「第二次集団」（仲間や組織な

ど選択的集団）へと依拠する場を変えていく。意味

の源泉ともなり、生きる力にもなる、そんな集団を

「準拠集団」という。各個人は、自らが所属する集

団の期待、意識、習慣などの観点を内面化すること

により自己を確認し、自我を形成する。その過程を

「役割取得」という。行動の仕方、思考の様態、感

情の発露の仕方などを社会に適合するように学習

し、私たちは「社会化」されていく。それは「個別

化」という自立の過程でもある。「社会化」される

ことによって「個別化」され、私は私らしく「個性」

を構築したと感受する。「社会化」と「個性化」は

相携えて進行するメダルの裏表である。人間にと

っての集団帰属の大切さを重視した心理臨床は、

グループアプローチ、コミュニティ心理学、家族療

法としてその固有の役割を果たしている。それは

こうした社会内存在としての自己のあり方に注目

した手法である。 
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役割距離 

もちろん、社会が期待する役割をただ内面化す

るだけではなく、そうではない自己もどこかに保

持される。役割を遂行する過程で、社会から期待さ

れる「役割取得」への個人的な対応をおこなうこと

がある。そのまま社会の期待する役割にのみこま

れないように自分を保ち、そうした役割とは距離

をとる。本当の自分だと思えることを守るための

抵抗、拒絶、無視などである。これを「役割距離」

（ゴフマン）という。他者との相互作用において良

い印象を与え、悪い印象を与えないように努力す

ることを「印象操作」という。そうした作業をとお

して、＜場＞としての日常生活へ自己を呈示する。

私はそのなかで絶えず、見られ、創られ、承認され、

評価し、操作し、隠す。いずれにしても、自己は社

会のなかで、他者との交わりなしには、存在しえな

い。「羅生門的現実」という様相を呈する社会のな

かで、時には厳しい他者のまなざしも気にかけな

がら、本当の自分の領域や意識をどこかに保存し、

人は相互作用という舞台をとおして表出的に構成

される。これを「表出的個人主義」という。 

 

社会的につくられる感情－感情の社会的構成－ 

もちそん、日常的相互作用は、自然に生じると思

われている喜怒哀楽の感情を社会的に構成し、組

織する＜場＞でもある。愛している人だから察し

て欲しいと思い、憎しみがこみ上げる時がある。人

前で失敗し、恥をかくのが怖くていつも緊張して

しまう。いかんともしがたい感情があることに気

付く。赤ちゃんは快と不快のままに生きているの

で、その発露は自然体だ。子どもも言いたいことを

いい、わがままに気分をだし、駄々をこねる。長じ

るにつけ、こうした御しにくい感情をコントロー

ルすることを強いられる。しかし、理性は感情を統

制できないことがある。その困難を超えて、社会が

求める相互作用の場面にふさわしく自分の感情を

コントロールしなければならない。葬式の場面、結

婚式の場面、いやなお客に対応する場面では、そう

した感情の統制が求められる。こうした感情規則

をあつかう分野を「感情社会学」という。 

 

感情労働への着目 

アーリー・ホックシールドは客室乗務員を例に

して「感情労働」を語っている（アーリー・ラッセ

ル・ホックシールド著、石川准・室伏亜希訳：管理

される心－感情が商品になるとき、世界思想社、

2000年）。笑顔でのサービスが商品となっていると

いう。喜怒哀楽をそのまま表現するのではなく、そ

の場に適合させて表出しなければならない。印象

操作とよく似た「感情操作」である。「感情労働」

は、対人援助とヒューマンサービスに携わる人に

は常態となっている。ホックシールドは「表層演技」

と「深層演技」を区別した。単なるふりをする演技

は「表層演技」、想像力をもちいて悲しみを内側か

らも感じるようにするのが「深層演技」である。生

と死をめぐるリアリティが生起する看護の場面は

この「感情労働」に満ちている。クライアントはま

まならない身体に否定的な気持ち、落胆する気持

ちをもつ。ケアする者はこうした感情を察し、心配

りや配慮をする。ケアする者に独自な疲労が蓄積

する。「表層演技」をすればするほどそれは「偽り

の自分」に見えてくる。しかし、「深層演技」ばか

りしている時間も余裕もないし、そうした深い関

わりをしていたのでは容易に燃え尽きる（対人援

助職者に特有のバーンアウト現象）。これを根拠に

して「ケアする者へのケア」が必要となる。 

 

感情はこうして社会的に編成されている。

相互作用の場をとおして操作、演出、表出

される。この文章では書き切れていないが、

感情の社会性と公共性を考えていくことが

必要だとうことになる。各種のヘイト行動、
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マイノリティの排除、DVや虐待に引きつけ

て考えていくと、自分では何ともできない

暴走するような怒りの感情があり暴力を振

るうという説明に立つことはできない。 

親密な関係における暴力を考えるために

少し整理しておきたい。①DVと虐待でいえ

ば、怒りの対象が家族に限られていること

がポイントだ。ということは衝動的なよう

に見えるがその怒りの感情は相手を選んで

いることになる。だから理性的でさえある。

②そしてその相手へ言葉で表現するのでは

なく、暴力として行動で表現している。仮

に相手に何らかの非があるなら、まずは暴

力ではなく言葉で指摘するはずだろう。そ

うではなくてこの段階でも暴力という行動

が選択されている。それはその人の問題解

決行動なのだろう。 

この二つを重ねると、誰に向かって怒り

を発し、攻撃的行動として暴力を振るうか

どうかは衝動として無差別にあるのではな

いという意味だ。この過程は冷静だ。親密

な関係だと犯罪にならないと認識し、思考

し、行動化しているからだ。 

 

5．感情の公共性と責任 

先の怒りの感情の発現の背景にある④の

正義の実現のためという点がポイントだと

考える。暴力は相手を責めるために選択さ

れていて、暴力というエネルギーのいる行

動を駆動させるために怒りの感情が動員さ

れる。正義を起点にして暴力を振るうこと

を正当化する流れがここには存在している。

この「正義の実現」という中核にある信念

のような思考や認識はアンガーマネジメン

トでは修正できない。認知再構成が必要と

なるので、時間のかかる脱学習に向かう対

話的協働がカギとなる。 

この中核的信念は長い時間をかけて学習

してきた産物であるが、その意識や思考は

社会のなかに存するから学習してきたもの

である。社会のなかに暴力を正当化する意

識が強固に存在している。憎悪のピラミッ

ドからすると、この意識は社会問題に根ざ

す。ジェンダー秩序、レイシズム、健常者中

心主義、異性愛中心社会等という「主流社

会」の思考と認識に他ならない。そしてこ

こには権力勾配がある。異なりを示すマイ

ノリティ属性を持つ者への偏見が構成され

ていく。 

怒りの感情の背景にある第一次的感情が

あるにしても、それを超えて誰に向かう暴

力的行動として発現していくかを考えてい

くべきだろう。どのようにして暴力を振る

う相手が選択されているかは社会的にきま

す。人の行動を形象する社会の構造として

の、幾重にも重なる憎悪のピラミッドが組

織されており、暴力を正当化するために怒

りの感情が動員され、その行動が発現する

という仕組みがそこには組み込まれている。 

しかし社会のなかでは、第二次感情とし

ての怒りの感情に焦点をあて、アンガーマ

ネジメントとしてコントロールできるよう

に語られている。裁判、行政、個別的な心理

臨床、常識でもこの傾向は変わらない。そ

の感情が表出される規則や規範があり、怒

りの感情を生起させる考え方、認識の仕方、

行動の表現という一連の組成がそこには存

在している。これらの諸点を視野にいれた

脱暴力プロジェクトとすべきであろう。ア

ンガーマネジメントはあくまでも表面的な

スキルとしてのみ位置づけて使用すべきだ

ろう。 
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怒りの感情が社会的に組織化されたもの

として生起することを検討してきたのは、

感情の公共性を考え、行為者の責任を位置

づけたいからである。憎悪は、個人的な怨

恨として存在するのではなく、偏見という

まとまりのあるものとして、主流社会の差

別主義と結びつく。人間を特定のカテゴリ

ーに分けて考え、格差をつけていく。たと

えばレイシズムと結びつきヘイトスピーチ

やヘイトクライムが起こる。セクシャルマ

イノリティに対して、素朴な偏見も含めて

ヘイトが生起する。異性愛やシスジェンダ

ーが正常なものと見られる立場からの無自

覚な対応がある。女性への暴力が行使され

る背景には女性蔑視の意識や態度がある。

これをささえる男尊女卑的意識を「ミソジ

ニー（女性嫌悪）」という。憎悪のピラミッ

ドをジェンダーで切り取るとこうした表現

になる。対応する「地」となる構図にあるの

はホモソーシャルな男性中心主義である。

権力勾配とはジェンダー非対称性のことで

ある。ここを根拠にした感情作用や感情規

範が構成され、それに即して怒りの感情が

生起するので、その源泉をミソジニーとし

て体系的に把握するべきだろう（ケイト・

マン・小川芳範訳『ひれふせ、女たち−ミソ

ジニーの論理』慶應義塾大学出版会、2019年

が参考になる）。それを駆動因にして暴力

が選択されるというわけだ。 

このように考えることができるとすると、

怒りにまかせてふるったように見える暴力

には責任をもたなければならない。感情規

則/感情規範が先行しているからだ。「主流

社会の秩序」に近い者はそこから恩恵を得

ている。下駄を履いていることになる。こ

うした「地」の上で生きているので、ある仕

組みのなかから生起する感情は社会的とい

える。他者に向かうので、その感情は公共

性を帯びる。たとえ親密な関係性にあって

も相手は他者である。感情の公共性を親密

な関係においても貫く必要がある。こうし

てアンガーマネジメントの議論には社会学

的視点が不可欠となる。 

 

6．憎悪、偏見、蔑視、見下し発話の具体例 

ジェンダーの場合は、憎悪のなかに、嘲

笑、蔑視、見下し、差別、殺戮、儀礼的暴力、

慣習による排除、家事・育児の押しつけ等

が多様に構図化されるだろう。そのミソジ

ニーの構図を最近の事例からみてみよう。

政治家の発言をとおしてみえてくる構図で

ある。 

 

●「女性はいくらでもウソをつける」 

 （衆院議員の杉田水脈氏。2020年9月25日、自民

党の会議で） 

●「女性理事を選ぶというのは、日本は文科省がう

るさくいうんですよね」「女性がたくさん入ってい

る理事会の会議は時間がかかります」（東京五輪・

パラリンピック大会組織委員会会長・元首相の森

喜朗氏。2021年2月3日、日本オリンピック委員会の

臨時評議員会で） 

●「スケート界では男みたいな性格でハグなんて

当たり前の世界」「セクハラと言われたらかわいそ

う。セクハラと思ってやっているわけではなく、当

たり前の世界である」（衆院議員の竹下亘氏。2021

年2月18日、自民党本部での竹下派の会合後、記者

団に） 

●「埼玉県や春日部市はLGBTに関するいじめ相談

が過去5年間でゼロ」「春日部で差別は起きていな

いのに、そんな時に小学生にレズビアンだとかゲ

イだとか教える必要あるんですか」（埼玉県春日部
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市議の井上英治氏。2020年9月15、18日、市議会で） 

●「あり得ないことだが、日本人が全部L（レズビ

アン）、G（ゲイ）になったら次の世代は一人も生

まれない」（東京都足立区議の白石正輝氏。2020年

9月25日、区議会定例会の一般質問で） 

●「銀座のクラブのママみたいだね」「地元でこれ

言ったら、みんな喜ぶんだぞ」（女性にセクハラだ

と抗議され）「なんでもかんでもセクハラって、一

体なんなんだよ。じゃあ女とは一言も話せないね」

（石島茂雄氏、伊東市議会議員。2020年2月16日、

東京都で開催された立憲民主党大会の出展ブース

で） 

●「やっぱり、女の人が行くとね、それはもちろん

なんだけど、色々商品とか見ながら『これはいい』

『あれがいい』とか時間かかる。」「言われたもん

だけ買うということになればね、男性の方が早い、

と。僕も含めて、あまりスーパーに出入りしていな

い方が、言われたもんだけ買ってこいと言われた

ら、とにかくとっとと行って、その商品の場所に行

って、それをカゴに入れて、スーパーの中にいる時

間は非常に短縮できると思いますんで」（松井一郎

氏、大阪市長、前大阪府知事、2020年4月23日の記

者会見）  

●「埼玉県や春日部市はLGBTに関するいじめ相談

が過去5年間でゼロ」「春日部で差別は起きていな

いのに、そんな時に小学生にレズビアンだとかゲ

イだとか教える必要あるんですか」「この請願は差

別を解消してほしいと言いながらも、現在ある例

えば教育委員会のいじめ相談窓口や法務局の人権

相談制度を活用もせず、市内に実際には存在しな

い差別があると言っています」「春日部市には

（LGBTに対する差別は）存在しないことが明らか

になっています。請願の理由は存在していないの

です」（井上英治氏春日部市議会議員、2020年9月

15日および同月18日に、春日部市議会において、市

民から出された「春日部市におけるパートナーシ

ップの認証制度および性的少数者に関する諸問題

への取り組みに関する請願」に関連し述べたもの）。 

  

これらは「公的発言におけるジェンダー

差別を許さない会」が毎年取り組む投票サ

イトからの候補発言一覧に記載されていた

事例の一部である。ここからワーストワン

発言を決めるという。言葉は存在の住処で

あるという観点、ワードがワールドをつく

るという視点からすると、こうした発言は

単なる言葉というよりも排除と憎悪を生み

出す実在的なものに根ざす。 

 これは次に述べるマイクロアグレッショ

ンや無意識のバイアスとしてくくることが

できる言説である。非対称性、権力勾配、憎

悪と嫌悪、偏見と蔑視等がこうした発言か

ら垣間見えてくる。 

 

7．無意識のバイアス（アンコンシャスバイ

アス） 

憎悪のピラミッドは、「地」として後景に

ある憎悪とそのさらに背景となっている権

力勾配を可視化させている。具体的な日常

の差別や排除の行為が「図」として浮かび

ことがよくわかる。さらにそれが「地」とし

て暗黙で自然なように作用させる側面を

「無意識のバイアス」という。次のように

説明される。 

 

「誰もが潜在的に持っているバイアス(偏見) 

のことです｡育つ環境や所属する集団のなかで知

らず知らずのうちに脳にきざみこまれ、既成概念、

固定観念となっていきます。バイアスの対象は、男

女、人種、貧富などと様々ですが、自覚できないた

めに自制することも難しいのです。無意識のバイ

アスは色々な判断をする過程において便利なショ
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ートカットの役割を果たします。特に、下記に事例

として挙げたように、採用や昇進人事の場では、無

意識のうちに「バイアス」が働き得ることが示され

ています。それでも、私たちは、「無意識のバイア

ス」がいつ、どのように現われるかを知ることで、

「評価や判断」にあたってその影響を最小限に抑

えることが可能です。」（一般社団法人男女共同参

画学協会連絡会発行のリーフレットより） 

 

ここでの「無意識のバイアス」はいくつか

のカテゴリーがあると紹介されている。一

つは「ステレオタイプ・スレット」。例えば、

「女子は生まれつき数学の能力に欠ける」

といった先入観が脳にきざまれた結果、無

意識のうちに女子児童や女子中高生・大学

生自身がそう思い込み、また周囲もそう思

ってしまうことなどが紹介されている。進

路や職業選択にマイナスの影響を及ぼすこ

とが多いものです。同様に「女性は細やか

な心使いができて働き者である」といった

先入観もステレオタイプ・スレットといえ

るだろうとも。 

二つは、「属性にもとづく無意識のバイア

ス：身内意識とよそ者意識」。これはある属

性( ジェンダー、職業、学歴、人種等) に

基づいて人々を集団に分け、各集団の代表

的な特徴(例えば、科学に強い・弱い、信用

できる・できない等) を想定し、そこに属

するメンバーは誰もがその特徴をもつと短

絡的に判断してしまうことだという。 

三つはマイクロアグレッション。たとえ

ば日常の会話や出会いの中で、他人に対し

て横柄な態度をとること等である。例とし

て、話の最中に度々口をはさむ、目の前に

いるのにその人の存在を無視する、本人の

前でその人の代弁をする、間違えた名前で

呼ぶ等が指摘されている。 

これらはすべて当人には自覚がなく、対

象となる人への無意識のバイアスの表れと

なる。 

 無意識の領域からバイアスが立ち上がり、

憎悪のピラミッドへと層化され、ミソジニ

ーやヘイトを支え、健常者中心、男性中心、

白人中心等の「主流秩序」をつくっていく。

ここに根ざして憎悪と嫌悪の感情作用が生

起する。こうしたことと怒りの感情は無関

係ではない。相手を選んだ暴力という行動

上の特性を説明できるのは、暴走する怒り

の感情が先行しているのではなく、無意識

のバイアスとしてヘイトを作動させる権力

勾配や構造がそこに存在しているからだと

いえる。だとすると、思考の枠、認識の仕方、

行動の選択と関わって怒りの感情を把握す

る必要がある。しかもそれが衝動的なもの

だと思わせる作用もそこには含まれる。 

 

8．怒るから暴力を振るうのではないこと 

 こうしてみるとアンガーマネジメントだ

けでは暴力は無くせない。社会問題として

の暴力に対応する脱暴力の実践と臨床は、

怒りを起点にするのではなくこのヘイトの

構造への介入という社会的価値の樹立と総

合的な政策の構築、そして個々の行為者へ

の責任と脱暴力化支援が求められているこ

とになる。せめて、怒りの感情が暴力をも

たらすのではないという視座の転換が必要

だろう。裁判所も常識もまだこの枠に取り

込まれている。 

 

 

社会病理学・臨床社会学・社会臨床論 

中村正（なかむら ただし）/立命館大学 
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最㏆、これをどう⮬分の中にⴠとし㎸み、次の㐨を作るかがㄢ㢟だと感じるのは、「ㄡも

が成㛗したいと思っているわけではない」という声だ。!
!
世の中の大半の会社は「経済合理性」を㏣求し㐠営している。これに対し、私が代⾲を

つとめるアソブロック株式会社は「成㛗合理性」を㏣求し制度タィ・㐠用をしてきた。「兼

業必㡲」も「年俸宣ゝ」も、「成㛗合理性」と向き合った⤖果である。!
!
「経済合理性」に向けて所属メンバーが㡹張れるのは、「稼ぎたい」「稼がねばならない」

「⤥料たくさんほしい」「利益をいくら出すことがノルマだ」など、お㔠稼ぐことの必せ性

に合意形成ができているからだ。その㍈がぶれないように、稼ぐことで承ㄆ欲求が満たさ

れたり、⮬己⫯定感が㧗まったりする仕掛けも、会社はたくさん用意している。営業⫋で

よく採用されるインセンティブなどはその最たる例だ。!
!
私はそこに㐪和感を持ち、つまり「経済的㇏かさが人生の㇏かさに直⤖するとは思えな

い」と感じ、$%年ほど前に合理性の㏣求焦点を「成㛗」に当てた。!
!
断っておくが、経済合理性を㏣求する会社も、所属メンバーの成㛗を㢪っているし、そ

のような機会創出に余念はない。だから、いわゆる普㏻の会社だと成㛗できない、などと

いうことはない。ただ、いわゆる普㏻の会社が社員の成㛗を㢪うのは「経済合理性の㏣求」

が目的である㠃は否めない。!
!

!

人を⫱てる会社の社㛗が!

今⪃えていること!

"#$%&!

ਛশ੍ରはパワハラか!?!
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対してアソブロックの場合は「成㛗合理性の㏣求」が先にあり、その⤖果、経済合理性

が生まれたら儲けもの、くらいの感ぬで経営をしてきた。この差は大きく、この優先㡰位

の差が、兼業や副業が一⯡化しない大きなせ因にもなっている。 
 

㸨㸨㸨 
 
さて、現在私が感じているㄢ㢟は、「成㛗合理性」に向けて所属メンバーが㡹張れるのは、

「成㛗したい」という点で合意形成ができていることが前提になるが、その意㆑⤫一が㞴

しくなっている点にある。ここに立ちはだかる概念が、昨今ぢかけることが多くなった「well 
being」ではないかと思う。 
 
「これからの会社は well being経営が求められる」などといったビジネスㄅのグ㍕も多

いが、私の理ゎでこれを日本ㄒにすると「幸福合理性の㏣求」である。この「幸福」とい

うゝⴥがやっかいなのは、経済よりも、成㛗よりも、多⩏的なことだ。その⤖果、以下の

ような意味を含むやり取りを、ⱝ手の所属メンバーと交わすことが増えたような気がする。 
 

㸨㸨㸨 
 
「団さんは『どうなりたい㸽』『成㛗しよう』と口㓟っぱくゝいますが、人㛫ってそもそも

成㛗しないといけないんですか㸽」 
 
「まあ、そうだなあ…。じゃあ、成㛗しなくてもいいけど、どうありたいとかあるの㸽」 
 
「幸福でありたいんです。私らしく、幸せな気持ちで毎日を㐣ごせれば、別にお㔠もそん

なにいらないし、正直、上昇志向とかもないんです」 
 

㸨㸨㸨 
 
「幸福」など、それこそ多様である。「経済合理性の㏣求」に幸福を感じる人だって、も

ちろんいる。いや、大半の人は今もそうなのだろうと思う。だからこそ、別㍈で「成㛗」

を立てて、社会実㦂的に制度タィ・㐠用を⾜い、その⤖果をメディアやㅮ演を㏻じてフィ

ードバックしてきた。 
 
大切なのは、合理性を㏣求先が多様化することで、業種、⫋種といった仕事㍈とは別㍈

の会社の㑅択⫥が増えることだと思ってきた。ところが、ここにきて、well beingが幅を効
かせてきた。これが厄介だと思うのは、well beingを正㠃切って声㧗に叫んでいるのは成功



 

38 
 

⪅が多い、ということである。例えるなら、ビルゲイツのような。 
 
もちろんゝっていることが㛫㐪っているとは思わない。しかし、所属メンバー全員の well 

beingの担保を会社に求めると、つまりは「働き方のデパートメントストアになれ」とゝう
に等しい。 
 
現に、日本の多くの会社は、その方向で努力をし始めている。それがどういう⤖果を招

くかはそれほど深く⪃えていない。直㏆のㄢ㢟が、リテンション㸦優秀な社員の定着㸧と

リクルーティング㸦優秀な社員の採用㸧だからだ。 
 
多様化することは大㈶成だ。しかし、それをひとつの会社で担保しようとするのか、社

会全体で担保しようとするのかは、㆟ㄽの余地があるように思う。今は、ひとつの会社で

それを担保しないと「売上」がⴠちるから、経済合理性㏣求型の経営⪅たちが現場に指示

をして、体を取り⧋いに⾜っている。この一㐃の動きが、実に短期的ど点だと思う。 
 
多様な㑅択⫥は、世の中全体で用意すればいい。個々の会社は、その㑅択⫥に入れるよ

うに、⮬社の特徴を磨くことで永⥆性が㧗まる。個人的にはそう思う。そんな世の中の流

れをどう理ゎして、⮬組⧊をどう再コーディネートしていくかが、目下のㄢ㢟だ。 
 
 
 文／だん・あそぶ 

「人の成長に資する場づくり」をポリシーに、業ଙ々な8つの会社の経営にわる一方で、「社会ୖ

題をୗ的に解決する」をモットーに々なプロジェクトを手がける。元はහのౣ集者。立୵ைア

ジア୬平ஞ大学では「ඌ場のキャリア」と題して、インターンシップをກ（実ಆ）にそれぞれの人

生のビジョンを考えるキャリアの౸業をன開。ஆ自の経営手法が、௮き方改のれでି目され全国

でも行う。 

団ฉの組௶；https://corp.netprotections.com/thinkabout/1536/ 

団ฉの఼用；https://job.cinra.net/special/asoblock/ 

ல事をോめたくなったときに；KWWSV://JRR.JO/bFQdSC 
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%
おじいさん% おばあさん%
心൛社会ਘ課題は੫合%

自௰自身の人生を受けれ、その価ॿを見出す%

死と向き合い、受けれようとする%

%

%
さまざまな喪失体験%

人間関係の喪失% ೲ割の喪失% 身体機૧の喪失%

新たな可૧性%
自に生きられる時間% 趣ಣや社会貢献% 新たな生きがい%

社会・他者とのかかわり%

%

よきෑいు%
!サクセスフル・エイジング$とは%

ඬとともに、ෑいていくことを識しつつ、これを受けれながら%

社会生活にうまくਚ応してかなෑ後を迎えていること%
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ঀ症の傾向があるＣさんは、એఐഺ護ෑ人ホームにショートステイঘです。%

あるૈ、レクリエーション・ルームにやってきたのですが、Ｃさんのズボンがれてい

て、そのことに気づいていないようです。%

あなたはどのように対応しますか？%

%
ズボンがれています% 失禁？%

%
基౾姿勢%

快感や体裁の悪さをഝえないように%

ෝしやすい場所に移 %

%

◎% 「গ替えましょう」%
ひとつずつਯえる% 多くの情షを一ੇにਯえない%

△% 「れているので、移して、息子さんからのプレゼントのズボンに%

গ替えましょう、きっとお似合いですよ」%

!
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高ඬ者向け介護施設でయらすＤさんを「グループレクリエーション」の時間にഔおうとし

たのですが、ঙのඅかったじ施設のＹさんが昨ૈౖくなったためにひどくൌち込んでい

て「今ૈは出席したくない」と言われました%

職員のあなたは、どのような言ളかけを行いますか？%

%

ঙのඅかったＹさんがౖくなりました%

%
基౾姿勢%

୩しみの共ഋ%

! ! !
今ૈはどうなさいますか？%

%01-子さん% 心൛カウンセラー%

喪失体験をともに௰かち合うことは簡単ではありません% 慎重に%
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どものਈ科といっても、おࢢ
客はほとんどਕ（たち）で、
ೲんだり困ったりしているのも
のほうが圧ౙదにଡいです。
そこでਕとかࢢどもではなく、
家ଔというくくりでਏることにし
ました。
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家ଔの求めは、ࢢどもの『
ୌ（としているもの）』に関
するࣙઈへのಋ、そして解決
策です。家ଔのઈは（ଧは
พとして）、『ୌ』の࣍କに
一ఈのༀ割を果たしている॑གྷ
なๅです。

家
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やがてઈのਐよりも、ࣙた
ちのᡲにཚちるように仮ઈをたて
る家ଔのླྀ儀に関ৼが向かうよう
になりました。
ここで言うླྀ儀とは、ࣰ際に
あったエピソードを根拠にしたス
トーリーのૌみཱིて๏です。
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家ଔがࣙઈにこだわるのは、ࢢど
もの『ୌ』に限らず、ಋじླྀ儀で
間と向き合い、語をਫ਼きてきた
からだとࢧいます。
たとえば、家ఋ・学校・ऀ会にお
けるࣙ（家ଔ）のཱིち位とかଠ
ंからの価など、ࣙをखり巻く
য়況のஎにもこのླྀ儀はਫ਼きてい
るはずです。
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いやࣰ際はこっちがで、その
ླྀ儀でࢢどもの『ୌ』をཀྵ解し
たということでしょう。
こうしたླྀ儀にร化が起きれば、

ࣙઈへのこだわりがভえて解決行
ಊはौೊにรえられるでしょう。
さらには、ライフスタイルのร化
にもつながるかもしれません。
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! 䠎䠌䠎䠍年䚸新年早䚻䛾䠍月䠎日䚸䝣䜯䝭䝸䞊䝠䝇䝖䝸䞊䛾䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽䛻出䛛䛡䛯䚹私䛾祖父䚸團

留吉䠄旧姓"矢澤䠅䛾生家䜢ゼ䛽䛯䛾䛷䛒䜛䚹䛂三㔜県㜿山㒆㜿山村玉滝䞉䞉䞉䛃䚸䛸私䛾幼䛔㡭䛛䜙䛾

グ憶䛻䛒䜛場所䛿䚸現在䚸伊㈡市䛻合併䛥䜜䛶䛔䜛䚹!

! 㐃㍕三回目䛿留吉䛜大津䛻出䛶奉公䛧始䜑䛶䛛䜙䛾事䛜多䛟登場䛩䜛䚹一度䚸三㔜䛾祖父䛾実家

䜢ゼ問䛧䛶䜏䜘䛖䛸䚸ㄪ査員䠄䛔䛹䜐䠅䛛䜙ㄏ䜟䜜䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧例䛻䜘䛳䛶䚸䛺䛛䛺䛛自分䛷䛿腰䜢

上䛢䛺䛔私䛜今回動䛔䛯䛾䛿䚸妻䛜亡䛟䛺䛳䛯正月䛿本当䛻簡素䛷䚸䛚䛫䛱䜒䛺䛟㞧煮䜒䛺䛟䚸㟼䛛

䛻原稿䜢仕上䛢䛶䜀䛛䜚䛔䛯䛾䛷䚸䛔䛔気分㌿換䛰䛳䛯䚹!

! 大昔䚸私䛜小学校低学年䛾㡭䚸国㕲䞉東海㐨線䛷草津䜎䛷行䛝䚸草津線䛻乗䜚換䛘䛶㈗生川䜎䛷

行䛳䛶䚸䛭䛣䛛䜙䝞䝇䛷信楽䛻行䛳䛯䛾䛰䛸思䛖䚹䛭䛾後䛹䛖䛯䛹䛳䛯䛾䛛分䛛䜙䛺䛔䛜䚸㜿山村玉
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滝䛾祖父䛾生家䜢ゼ問䛧䛯䜘䛖䛺気䛜䛩䜛䚹䛸䛔䛖䛾䜒䚸信楽䛾狸䛾焼䛝物䛾膨大䛺㟢天㝞列䛜子

䛹䜒䛾私䛻䛿䛒䜎䜚䛻䜒強烈䛺印㇟䛷䚸䛭䛣䛧䛛グ憶䛻残䛳䛶䛔䛺䛔䚹 

 䛭䛾後䚸私䛾代䛿䜎䛳䛯䛟交流䛺䛟䚸父䠄五士㑻䠅䛜生前䚸矢澤家䛸年㈡状䛾䜔䜚䛸䜚䜢䛧䛶䛔䛯䛣䛸

䜢䚸今日䛾ゼ問䛷思䛔出䛩䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹 

 䛣䛾䛒䛸䚸㏆䛟䛻䛒䜛東海㐨䛾宿場町䛰䛳䛯䛂㛵宿䛃䜢ゼ䜜䛯䠄三㔜県亀山市㛵町木崎䠅䚹時代劇䛾

䝉䝑䝖䛾䜘䛖䛻残䛥䜜䛯䚸㐨幅䛾細䛔街並䜏䛿江戸時代䛾㞺囲気䚹䝁䝻䝘䛾正月䛻ゼ䜜䛶䛔䜛人䜒

僅䛛䛰䛳䛯䛜䚸良䛔旅気分䛻䛺䜜䛯䚹 

 

䛂私䛾祖父䠄留吉䠅䛿䚸大津䛾西田䛥䜣䛸䛔䛖方

䛾店(㐠㏦屋西利商店)䛷䚸丁稚䛾㡭䛛䜙䛚世ヰ

䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛃䛸前号䛷書䛔䛯䚹 

当時䛾㐠㏦屋仕事䛻若狭䛛䜙京㒔䛻荷䜢㐠

䜆仕事䛜䛒䛳䛯䚹㝣㊰䛿㪆街㐨䛜有名䛰䚹水㐠

䛻利用䛥䜜䛶䛔䛯䛾䛜琵琶湖疎水䚹䛤存知䛾方

䜒多䛔䛰䜝䛖䛜䚸䛣䜜䛿明治維新後䛾京㒔復活

䛾切䜚札䛸䛧䛶䚸琵琶湖䛾水䜢京㒔䜈繋䛠水㊰䛸

䛧䛶建タ䛧䛯䜒䛾䛷䚸㣧料䚸水㐠䚸水力䚸灌漑䛻

活䛛䛭䛖䛸未曽有䛾大土木工事䜢行䛺䛳䛯䜒䛾

䛷䚸㙐国䛾江戸時代䛛䜙䚸明治䛾㏆代国家䜈䛸

歩䜏出䛧䛯建㐀物䛰䚹 

 

私䛜育䛳䛯大津䞉三井寺地区䛻䛒䜛㛗等小学 

校䛿䚸当時本校舎䛸北校舎䛻分䜜䛶䛔䛯䚹二䛴 

 

䛾校地䛾㛫䜢㐠河(琵琶湖疎水)䛜流䜜䛶䛔䛶䚸

䝖䞁䝛䝹入口㒊分䛻䛒䛯䜛䚹 

 万䛜一䛻䜒落水䛧䛯䜚䛩䜛䛸直䛠䝖䞁䝛䝹䛻入䛳

䛶䛧䜎䛖䛾䛷䚸石垣㒊分上䛾土手斜㠃䛾䜹䝷䝍䝏

䛾生䛡垣内㒊分䛻䛿䚸䛸䛶䜒厳䛧䛟立䛱入䜚䜢禁

止䛥䜜䛶䛔䛯䚹 

䛣䛣䛛䜙㛗䛔䝖䞁䝛䝹䜢抜䛡䛯水㊰䛿䚸䛔䛳䛯

䜣京㒔䞉山科䛷表䛻出䜛䚹䛭䛧䛶再䜃䝖䞁䝛䝹䛻

入䜛䜎䛷䛾沿㐨䛿桜䛾名所䛷䛒䜛䚹

 

春䚸散䜛花䛿水㊰一㠃䜢埋䜑尽䛟䛩䚹桜䛾花䜃䜙

䛾絨毯䛜䝖䞁䝛䝹䛻吸䛔㎸䜎䜜䛶䛔䛟素晴䜙䛧䛟

䜒不思㆟䛺景色䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶水㊰䛿京㒔㋾上

䛾京㒔浄水場䜶䝸䜰䛻到着䛩䜛䚹 
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滋㈡䛸京㒔䛷䛿䚸確䛛四䚽䝯䞊䝖䝹余䜚䛾標㧗

差䛜䛒䜛䚹䛣䛣䜢㉸緩勾㓄䠄琵琶湖䛸㋾上船溜䜚

䜲䞁䜽䝷䜲䞁上㒊䛾水位差約䠐䝯䞊䝖䝹䚹約䠔䜻䝻

䛾㊥㞳䜢平均䠎䠌䠌䠌分䛾一䠅䛷䚸䜖䛳䛟䜚流䜜䛶

䛝䛯㐠河䛾水䛿䚸䛣䛣䛷䜒䜎䛰京㒔市内䞉㬞川䛾

流䜜䜛標㧗䛸䛾㛫䛻䚸䠏䠑䝯䞊䝖䝹余䛾㧗低差䜢

持䛳䛯䜎䜎䛷䛒䜛䚹 

当時䚸䜰䝯䝸䜹䛾土木技術䜢学䜃䛻出向䛔䛯

若䛝技術者䞉田㑔朔㑻䛿䚸䛣䛣䛻明治䛾土木㑇

産䛸䛧䛶今䜒残䜛三䛴䛾䜒䛾䜢作䜚上䛢䛯䚹 

一䛴䛿䝺䞁䜺作䜚䛾䜰䞊䝏型䝖䞁䝛䝹䜢含䜐㛗

䛔水㊰䛷䛒䜛䚹㞴工事䛻莫大䛺予算䛸䜶䝛䝹䜼

䞊䛜注䛞㎸䜎䜜䛯䚹 

 

二䛴目䛿今䜒䝺䞁䜺作䜚䛾建物䛜㋾上䛾三叉

㊰䛻残䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸水䛾到着点䛸市街地䛾落

差䜢利用䛧䛯日本初䛾水力発㟁所䛾建タ䛷䛒

䜛䚹 

䛭䛧䛶三䛴目䛿䚸䛭䛣䛷得䛯㟁力䜢動力䛻変䛘

䛶㐠行䛥䜜䛯㋾上䜲䞁䜽䝷䜲䞁䛸呼䜀䜜䜛船専用

䛾䜿䞊䝤䝹㕲㐨䛷䛒䜛䚹 

 

䠍䠔䠕䠍年䛛䜙䠍䠕䠐䠔年䜎䛷䚸五䚽年以上実用

䛥䜜䛶䛔䛯䛸䛔䛖優䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㧗所䛾船溜

䜎䜚䛻到着䛧䛯船䛸荷物䛿䚸台㌴䛻㍕䛫䜙䜜䚸写

真䛾䜘䛖䛻㧗低差約䠏䠑䝯䞊䝖䝹䛾斜㠃䜢下䛾船

溜䜚䜎䛷䜖䛳䛟䜚短䛔䜿䞊䝤䝹䜹䞊䛷㝆䜝䛥䜜䜛䚹 

 

䛭䛧䛶京㒔市内䛸同䛨䝺䝧䝹䛾㐠河䛻到着䛧

䛯荷䜢積䜣䛰船䛜市内水㊰䜢䜖䛟䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
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一方䚸大㔞䛾流䜜着䛔䛯水䛿䚸同䛨㧗䛥䛾場

所䛻作䜙䜜䛯㋾上浄水場䛻㏦䜙䜜䜛䚹䛣䛾水位

䛜市内全域䜈䛾㓄水力䛺䛾䛰䜝䛖䚹 

䜐䜝䜣流䜜䛶䛝䛯水䛩䜉䛶䛜浄水場䛷受䛡入

䜜䜙䜜䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸一㒊䛿水力発㟁䛻利用䛥

䜜䚸残余䛾水䛿㬞川䛻流䛥䜜䜛䚹䛣䛾䛯䜑䛻䜖䛳

䛟䜚流䜜㎸䜐㐠河䝹䞊䝖䛜確保䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙

䛺䛔䚹 

䛭䜜䛜名刹南禅寺䛾境内䛻䛒䜛水㐨橋䛾䜘䛖

䛺䝺䞁䜺作䜚䛾南禅寺水㊰㛶䛷䛒䜛䚹琵琶湖疎

水㛵㐃䛾建築物䛾中䛷䚸ほ光名所䛸䛧䛶一番有

名䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹子䛹䜒䛾㡭䚸初䜑䛶見䛯䛸䛝䛾

印㇟䛿今䜒㩭明䛰䚹京㒔䛾古䛔寺䛾境内䛻䜰䞊

䝏橋䛷䛒䜛䚹 

䛣䛣䛛䜙䛧䜀䜙䛟先䛻䛒䜛㐠河沿䛔䛾桜並木䛜

哲学䛾㐨䛸呼䜀䜜䛶䛔䜛䚹㐠河䛿更䛻北䛻流䜜䚸

䜔䛜䛶㬞川䛻合流䛩䜛䚹 

㛗䚻䛸䛣䛾ヰ䜢書䛔䛶䛔䜛䛾䛿䚸私䛜京滋䛾

㢼景䛾中䛷䜒䚸格別䛻琵琶湖疎水䜈䛾思䛔䛜強

䛔䛛䜙䛰䚹䛭䛣䛻䛿祖父䞉留吉䛾仕事人生䛜深䛟

㛵䜟䛳䛶䛔䜛䚹 

 

ಉ下り 

䠎䠌䠍䠕年春䚸我䛜家䛿一家䛷䚸大津三井寺下

䛛䜙䚸京㒔㋾上䜎䛷䛾船旅䜢䛧䛯䚹昭和䠎䠐年䠄䠍

䠕䠐䠕䠅以㝆䚸水㐠㊰䛸䛧䛶䛿使䜟䜜䛺䛟䛺䛳䛶䛔

䛯䜒䛾䛜䚸ほ光事業䛸䛧䛶䠎䠌䠍䠔年䛻再㛤䛥䜜䚸

一㒊䛷人気䛻䛺䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛰䚹 

䠒䠑年前䚸私䛜㏻䛳䛶䛔䛯㛗等小学校䛾前䛜

船䛾出発䛩䜛水㛛䛷䛒䜛䚹当時䚸㏻学時䛻目䛻

䛧䛶䛔䛯䛣䛾場所䛿䚸京㒔市水㐨局䛾管理地䛸

䛧䛶㛢䛨䜙䜜䛶䛔䛯䚹䠄京㒔市民䛾㣧料水䛸䛧䛶

䛿䚸今䛻至䜛䜎䛷利用䛥䜜䛶䛔䜛䠅 

䛣䛣䛷䜔䛳䛸䝣䜯䝭䝸䞊䝠䝇䝖䝸䞊䛷䛒䜛䚹㐠㏦屋

䛾丁稚䛰䛳䛯祖父䞉留吉䛿䛣䛾船䛾船㢌䜢䛧䛶䛔

䛯䚹 

大津䛾㐠㏦屋䛾蔵䛛䜙米䜔海産物䠄若狭䛛䜙

山䜢㉺䛘䚸琵琶湖北㒊䛾海津港䛛䜙船䛷大津䛻

㐠䜀䜜䛯䜒䛾䠅䜢京㒔䛻㐠搬䛧䛶䛔䛯䚹 

往㊰䛿緩䜔䛛䛺流䜜䛾下䜚䛷䛒䜛䚹積䜏荷一

杯䛾船䜒操船䛧䛶䛔䜜䜀㋾上䛻着䛔䛯䛾䛰䜝䛖䚹

䛧䛛䛧荷下䜝䛧䛧䛯後䛾帰㊰䛿大変䛷䛒䜛䚹空䛻

䛺䛳䛯船䛻䝻䞊䝥䜢䛛䛡䚸疎水䛾側㐨䜢船㢌㐩

䛜引䛳張䛳䛶大津䜎䛷歩䛔䛶戻䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹 

䛭䜣䛺厳䛧䛥䚸苦䛧䛥䜒含䜣䛰祖父䛾思䛔出䛾

労働現場䜢家族䛷㎺䛳䛶䜏䛯䛔䚸䛭䛖思䛳䛯䛾

䛰䚹 

䜒䛳䛸䜒䚸私以外䛻䛣䜣䛺䛻熱䛟ㄒ䜛家族䛿䛔

䛺䛔䚹孫㐩䛻䛿䜖䛳䛟䜚䛩䛞䚸何䜒出䛶䛣䛺䛔䛂䜹

䝸䝤䛾海㈫䛃䜏䛯䛔䛺船旅䛰䚹䛷䜒䚸経㦂䛥䛫䛶䛚

䛝䛯䛛䛳䛯䚹 

䛣䛾䝒䜰䞊䛿䠦䠰䠞䛜取䜚扱䛳䛶䛔䛶䚸便数䜒少

䛺䛟䚸一艘䛻十二人䛜定員䛺䛾䛷䚸募㞟䛸共䛻予

約䛿埋䜎䜛䜘䛖䛺ヰ䛰䛳䛯䚹 

䛧䛛䛧私䛸䛧䛶䛿䚸約百年後䛾今䚸団一家䛷揃

䛳䛶下䜚䛯䛔希望䛜䛒䛳䛯䚹申㎸書㢮䛻次男䠄䛔

䛹䜐䠅䛿䚸䛭䜣䛺事情䜢縷䚻書䛝添䛘䛶一家䠍䠍

人䛷䛾乗船䜢希望䛧䛯䚹 

䛩䜛䛸定員十二名䛾㈚䛧切䜚対応䛷䜘䛡䜜䜀䚸

䝏䝱䞊䝍䞊便䛸䛧䛶受付䛜可能䛺便䜒䛒䜛䛸知䜙

䛫䛶䛟䜜䛯䚹乗船料一人䠑䠌䠌䠌円㽢十二人分䠄定
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員䠅䛻䠇䝏䝱䞊䝍䞊料㔠䛜発生䛩䜛䚸䛺䛛䛺䛛䛾

散㈈䛰䛳䛯䛜䚸希䛺䝏䝱䞁䝇䛰䛸䜏䜣䛺䛷乗船䛧

䛯䚹 

 

結果的䛻䛷䛿䛒䜛䛜䚸䛣䜜䛜妻䞉典子䛜子䚸孫

䛸揃䛳䛶出䛛䛡䛯最後䛾旅䛻䛺䛳䛯䚹当時䚸ㄡ䜒

䛭䜣䛺䛣䛸䛿考䛘䛯䛣䛸䜒䛺䛛䛳䛯䜟䛡䛰䛜䚸後

日䛾医師䛾ヰ䛷䛿䚸胃䛜䜣䛾早期発見䛛䜙ゝ䛘

䜀䚸䠎䠌䠍䠕年䛾䛣䛾時期䛷䜒早䛔䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䛸

䛾䛣䛸䚹検デ䛺䛹䛷䛾早期発見䛸䛔䛖䛾䛿䚸䜒䛖

一年前䠎䠌䠍䠔年䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛛䛳䛯䛰䜝䛖䛸

䛾事䛰䛳䛯䚹 

䠄現在䚸䛣䛾乗船䝏䜿䝑䝖䛿京㒔市䛾䜅䜛䛥䛸

納税䛾㏉礼品䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹私䛿使䛳䛯䛣䛸䛜䛺

䛔䛾䛷知䜙䛺䛔䛜䚸地下㕲㌴内広告䝫䝇䝍䞊䛷

見䛛䛡䜛䠅 

三㔜䛾山奥䛛䜙西利商店䛻丁稚奉公䛻出䛶䛝

䛯留吉䛸䚸若狭小浜䛛䜙大津䛻出䛶䚸西利商店䛸

同業䛾㐠㏦屋䜢営䜣䛷䛔䛯團家䛸䛿䚸血縁的繋

䛜䜚䛿䛺䛔䚹 

最初䛻䜒書䛔䛯䛜䚸䛂團家䛿士族䛾出䛰䟿䛃䛸

ゝ䛔䛯䛜䜛䛾䜢私䛜䛴䜎䜙䛺䛔䛸思䛖䛾䛿䚸䛣䜣

䛺血筋䜈䛾無理矢理䛺䛣䛰䜟䜚䛰䚹 

小浜䛛䜙父親(規作)䛻㏦䜚出䛥䜜䛯團㞝太㑻

䛿大津䛷結婚䛧䛶䚸一人息子䛾硬嗣䜢授䛛䛳䛯䚹

䛸䛣䜝䛜䛣䛾息子䛜二十歳䛷亡䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹䛭

䛾翌年䛻䛿䚸㞝太㑻䛾父䞉規作䜒亡䛟䛺䛳䛯䚹僅

䛛二年䛷䚸團䛾姓䜢名乗䜛者䛜㞝太㑻䜂䛸䜚䛻

䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹 

㊧取䜚䛜䛔䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯團家䛿䚸同䛨小

浜藩士䛾小泉家䛻嫁䛔䛷䛔䛯㞝太㑻䛾実姉䛾

三女䞉田㭯䠄㞝太㑻䛾姪䠅䜢㣴女䛻㏄䛘䜛䚹 

䛣䛣䛻婿㣴子䛸䛧䛶㏄䛘䛯䛾䛜西利商店䛷働

䛔䛶䛔䛯真㠃目䛺留吉䛷䛒䜛䚹祖父䛿三㔜県㜿

山㒆䛛䜙尋常小学校䛾㏵中䛷丁稚奉公䛻出䛥䜜

䛶䛝䛯百姓䛾四男䛷䛒䜛䚹当時䚸子沢山䛾㎰村

䛷䛿䚸䜒䛖䛔䛔䛾䛻䜎䛯子䛜生䜎䜜䛯䛸䛔䛖䛸䚸

䛂留吉䛃䛰䛾䛂䛩䛶䛃䛺䛹䛸名付䛡䛶䛔䛯䚹䜒䛳䛸䜒䚸

䛣䛾三年後䛻䛿妹䛸䛺䜛五女䛜生䜎䜜䛶䛔䜛䛾

䛷䚸名前㏻䜚䛻䛿留䜎䜙䛺䛛䛳䛯䜘䛖䛰䚹 

 

士意識 

 祖父母䛿䚸百姓䛾四男䛸䚸士族䛾家系䚸團家䛾

血筋䛛䜙㣴子䛻䛺䛳䛯夫婦䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛻男女二

人䛾子䛜授䛛䛳䛯䚹当時䛾家族䛸䛧䛶䛿子䛹䜒

䛾少䛺䛔一家䛰䜝䛖䚹病気䛺䛹様䚻䛺理由䛷子䛹

䜒䛜亡䛟䛺䜛䛣䛸䜒希䛷䛿䛺䛛䛳䛯時代䛷䛒䜛䚹 

特䛻私䛾父䞉五士㑻䠄䛔䛴䛧䜝䛖䠅䛿㊧取䜚㛗男

䛸䛧䛶父母䛛䜙溺愛䛥䜜䛯䜘䛖䛰䚹姉䠄䝴䜹子䠅䛿

䛔䛪䜜嫁䛻行䛟䛾䛰䛛䜙䚸團家䛾中心䛿五士㑻

䛰䛳䛯䚹 

 五士㑻䛜育䛳䛯時代䚸團家䛿現在䛾浜大津㎶

䜚䛾琵琶湖岸䛻米倉庫䛜並䜆㐠㏦屋䛰䛳䛯䚹㐠

㏦用䛻㐠河䛜整備䛥䜜䛯琵琶湖岸䛸倉庫䛜㐟䜃

場䛰䛳䛯䛸聞䛟䚹䛣䛾当時䛾地図䛜歴史㈨料㤋䛻

残䛥䜜䛶䛔䜛䛧䚸当時䛾写真䜒㈨料䛸䛧䛶保存䛥

䜜䛶䛔䜛䚹男子䜂䛸䜚㛗男䛸䛧䛶五士㑻䛿育䛴䚹 

 㣴女䞉婿㣴子䛻至䜛䛾䛿團家䛜㊧取䜚息子䜢

亡䛟䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛰䚹䛭䛣䛻生䜎䜜䛯㊧取䜚䛾五

士㑻䛻䛿格別䛾思䛔䛜䛒䛳䛯䛰䜝䛖䚹 

䛧䛛䛧䛭䜜䛿三㔜䛾山奥䛛䜙出䛶䛝䛯留吉䛾

息子䛷䛿䛺䛟䚸士族䛾血䜢䜂䛟團䠋小泉䛾㊧取䜚

息子䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹 
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ภෟ 

私䛿䛭䜣䛺家䛻䚸㊧取䜚㛗男䛸䛧䛶生䜎䜜䛯五

士㑻䛾息子䛷䛒䜛䚹思䛔䜢㎸䜑䛶士㑻䛸名付䛡

䜙䜜䛯䛛䛸思䛖䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸実㝿䛿䛭䛖䛷䛿

䛺䛔䚹 

私䛜母䛾実家䛷䛒䜛藤竹医㝔䠄京㒔市左京区

下㬞䛷伯父䛜㛤業䛧䛶䛔䛯䠅䛷生䜎䜜䛯䛸䛝䚸大

㜰䛻勤務䛧䛶䛔䛯父䛿直䛠䛻会䛔䛻来䛯䜚䛧䛶䛔

䛺䛔䚹㟁ヰ䛷母方祖父(藤竹信之)䛸ヰ䛧䛯父䛿䚸

䛂名前䛿任䛫䜎䛩䛛䜙䚸付䛡䛶䛚䛔䛶䛟䛰䛥䛔䛃䛸

ゝ䛳䛯䛸聞䛟䚹 

母方祖父䜒䚸䛂五士㑻君䛾息子䛰䛛䜙䚸士㑻君

䛷䜘䛛䜝䛖䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸私䛿父䛻丸䛛䜆䜚䛾名

前䛻䛺䛳䛯䚹 

䛭䜣䛺父䜢育䛶䛯祖母䞉田㭯䛿䚸䛛䛺䜚活発䛺

㈼䛔女性䛰䛳䛯䚹初孫男子䛾私䛿䚸祖母䛻㐃䜜

䜙䜜䛶䚸五大力䛥䜣䚸狸㇂䛾䛚不動䛥䜣䚸木下大

䝃䞊䜹䝇䚸䜻䜾䝺䝃䞊䜹䝇䞉䞉䞉䛸䚸グ憶䛻䛒䜛䛾䛿

䛣䜣䛺䛸䛣䜝䛰䛜䚸䛚祭䜚䜔興行䛻䛒䛱䛣䛱㐃䜜

䛶行䛳䛶㈔䛳䛯䚹私䛻䛿妹䛜居䜛䛾䛰䛜䚸祖母䛿

私䛰䛡䜢㐃䜜歩䛔䛯䜘䛖䛺グ憶䛜䛒䜛䚹 

祖母䛿呉服屋䛛䜙依㢗䛥䜜䛶縫䛔上䛢䜛䜘䛖

䛺裁縫技術䜢持䛳䛶䛚䜚䚸䜋䜌専業主婦䛾時代

䛻䚸自分䛾稼䛞䛾䛒䜛䛚婆䛥䜣䛰䛳䛯䚹 

 䛣䛾祖母䛜䛂團䛾家䛿士族䛾出䜔䛛䜙䞉䞉䞉䛃䛜

口癖䛰䛳䛯䚹父䞉五士㑻䜒䛭䜜䜢浴䜃続䛡䛯䛾䛷

䛒䜝䛖䚸時䚻䛭䛖口䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛒䛳䛯䚹䛭䜣䛺時

䛿䛯䛔䛶䛔䚸先祖伝来䛸称䛩䜛刀䜔㦵董品䜢虫

干䛧䛾䜘䛖䛻手入䜜䛧䛶䛔䜛時䛰䛳䛯䚹 

 私䛿䛣䛾祖母䚸父䛜口䛻䛩䜛䛂團䛾家䛿士族䛾

出䛰䛃䛸䛔䛖ヰ䛜䚸䛸䛻䛛䛟䛖䛳䛸䛖䛧䛛䛳䛯䚹 

㌟分䛺䛹䛸䛔䛖意味䜒䛺䛔根拠䛻䚸己䛾存在価

値䜢一段上位䛻䛚䛔䛶ㄒ䜛䝯䞁䝍䝸䝔䜱䛜考䛘䜙

䜜䛺䛛䛳䛯䚹 

䛣䜜䛜私䛻我䛜家䛾䝣䜯䝭䝸䞊䝠䝇䝖䝸䞊䜈䛾

無㛵心䜢強化䛧䛯䚹䛭䛧䛶㏫䛻家䛾中䛷䛿䚸䜋䜌

発ゝ䛿封䛨䜙䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛻物㟼䛛䛷穏䜔䛛䛰

䛳䛯留吉䛜気䛻䛺䛳䛶䛔䛯䚹 

 私䛜中学時代䛻祖母䛜䚸㧗校時代䛻祖父䛿亡

䛟䛺䛳䛯䚹今䛻䛺䛳䛶思䛖䛣䛸䛰䛜䚸祖父母䛾㛵係

䛿䛪䛳䛸女主人䛸召使䛔䛰䛳䛯䚹当時䛸䛧䛶䛿㧗

学歴䛷㌟分䜒士族出䛾祖母䛸䚸百姓䛾四男䛷丁

稚上䛜䜚䛾祖父䛿䚸死䛼䜎䛷䛭䛖䛰䛳䛯気䛜䛩

䜛䚹 

 

ႏ画／ᅛ吉のක൵時ധ 
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䛣䜜䛿祖父䞉留吉䛛䜙聞䛔䛯ヰ䛾中䛷一番好

䛝䛺䜒䛾䛰䚹䛺䜣䛸䛺䛟䚸䜎䛰文明㛤化䛳䜍䛔㤶䜚

䛾䛩䜛䜶䝢䝋䞊䝗䛰䛸思䛖䚹 
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 五士ᇂの応召と強యದ開 

昭和十年代䚸㐠㏦業䜒㡰ㄪ䛺時代䚸両親䛻䛿

自慢䛾息子䛰䛳䛯䜘䛖䛷䚸姉䞉䝴䜹子䜒含䜑䚸一

家䛷五士㑻䜢持䛱上䛢䛶䛔䛯䚹 

父䞉五士㑻䛿元総理大臣䞉大平正芳䛜同窓䛰

䛸䛔䛖䛾䛜自慢䛰䛳䛯䚹学生時代䚸五士㑻䛿当時

䛾巡査䛾月給䜘䜚多䛔仕㏦䜚䜢䛧䛶㈔䛳䛶䚸㧗松

㧗商䠄現䞉㤶川大学経済学㒊䠅䛷㟷春䜢ㅻ歌䛧䛶

䛔䛯䜘䛖䛰䚹 

 䛧䛛䛧日本䛿又䚸戦争䛾渦中䛻国民䜢巻䛝㎸䜣

䛷䛔䛟䚹会社勤䜑䜢䛧䛶䛔䛯五士㑻䛻召㞟令状䛜

届䛔䛯䛾䛿昭和十九年䚹 

 私䛾両親䛾婚姻届䛿昭和䠍䠕年䠐月䠎䠓日䛻受

付䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸父䛾兵籍簿䛻䜘䜛䛸応召䛿

昭和䠍䠕年䠐月䠎䠌日䚹博多出港䛿䠑月䠔日䛸䛒

䜛䚹 

 昔䚸役所䜈䛾届䛡䛿䝹䞊䝈䛺䛸䛣䜝䛜䛒䛳䛯䛸

聞䛟䛜䚸召㞟令状䛜届䛔䛶急䛔䛷結婚䛧䛯䛾䛛䚸

新婚生活䜢浜甲子園䛷㐣䛤䛧䛯䛸䛛聞䛔䛯気䜒

䛩䜛䛾䛷䚸確䛛䛺䛣䛸䛿分䛛䜙䛺䛔䚹 

 䛭䛧䛶㐠㏦業䜢営䜣䛷䛔䛯浜大津地域全体䛜

強制疎㛤対㇟䛸䛺䜚䚸五日以内䛻明䛡渡䛩䜘䛖

指示䛥䜜䛯䚹空襲䛻䜘䜛火災予㜵䛾䛯䜑䚸浜大

津港周㎶一帯䛿取䜚壊䛥䜜䛯䛾䛷䛒䜛䚹 

 母䛿京㒔䛾藤竹家䛛䜙嫁䛻来䛯䛸䛝䚸戦時中

䛷䛒䛳䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸結婚支度䛾一䛴䛻䝢䜰

䝜䜢持䛯䛫䛶㈔䛳䛶来䛯䜙䛧䛔䚹䛰䛜䛭䜜䛿䛣䛾

強制疎㛤䛻䜘䛳䛶失䜟䜜䛶䛧䜎䛖䚹 

 昔䛾人䛰䛜䛂䜶䝸䞊䝊䛾䛯䜑䛻䛃䚸䛂乙女䛾祈䜚䛃

䛟䜙䛔䛾䝢䜰䝜曲䜢弾䛡䜛人䛰䛳䛯䚹䛭䛣䛷母䛿䚸

六十歳䜒㐣䛞䛶䛛䜙父䛻䚸戦争中䛻処分䛧䛶䛧䜎

䛳䛯嫁入䜚支度䛾䝢䜰䝜䜢㈙䛔戻䛧䛶欲䛧䛔䛸䛔

䛳䛯䚹晩年䛿䛭䛾䝽䜲䞁䝺䝑䝗䛾䝢䜰䝜䜢弾䛟䛾䜢

楽䛧䜏䛻䛧䛶䛔䛯䚹 

 強制疎㛤後䚸團一家䠄留吉䚸田㭯䚸久子䠅䛿檀

家総代䜢務䜑䛶䛔䛯䛣䛸䛾䛒䜛㟷㱟寺䛻㌟䜢寄

䛫䛶䚸敗戦䜢㏄䛘䜛䚹䛭䛧䛶五士㑻䛾復員䜢待䛴

䛾䛰䛜䚸安否不明䛾䜎䜎一年䛜経䛴䚹 

 結婚直䛠䛻夫䛜召㞟䛥䜜䛶䛧䜎䛔䚸義父母䛸暮

䜙䛧䛶䛔䛯母䛿䚸田㭯䛛䜙䚸䛂生死不明䛾夫䜢待

䛳䛶䛔䜛䜘䜚䚸䜎䛰子䛹䜒䜒䛺䛔䛾䛰䛧䚸実家䛻帰

䛳䛶䚸新䛯䛻嫁䛻行䛳䛯䜙䛹䛖䛛䛃䛸ゝ䜟䜜䛯䛭䛖

䛰䚹 

 䜒䛧䛭䜣䛺䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䛯䜙䚸戦後生䜎䜜䛾私

䛿当然生䜎䜜䛶䛚䜙䛪䚸䝣䜯䝭䝸䞊䝠䝇䝖䝸䞊䛿,全

䛟㐪䛳䛯䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
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社会的㣴護の新展㛤 13 

―親と㞳れて暮らす子どもたちの㣴育とその後 1― 

浦田 㞞夫 

京都芸術大学 

 

 

 「雨止んでひと傘をる。㙿角人間は時のླྀれに過ぎしೖのことをれがちなものです。」 
 
いつものようにテレビから桂小金治が語っている。いろんな事情から家族生きพれにな

った๏々の依བにより、൬組がその家族を探すというものだ。私はいつも祖のらで、そ
の൬組を見ていた。昭の典型的なおྨちょうだい൬組だったのだろうが、子どもながらに、
世のなかにはさまざまな事情の家族がいるものだと知った。それと同時に、ྨ のご対をす
る親子をみて、ྨ する我が祖。あなたの人生はどうだったのかと、ふと思ったりもした。
いま、思えば、なんという子どもだろうと思う。 
がよく࿊れて行ってくれた四天王寺さんでは、参ಕに傷ᙱ軍人がゴザをීいて何かを

訴えているのをにしたことがある。ホームレスとも違ったが、みな皿や何かのれものを
༽意し、お金をูっていた。昭 50೧代。戦争など遠い昔であったが、ここだけは違った。
軍ෲを着てฤ手、ฤ足のない人をみるのが痛ましかったのを覚えている。 
そんなことも今の自身の生き๏に影響しているんだろうと思う。前回までは、戦後を生き

た孤児の๏々について書かせていただいた。ໍからがら生きൊいた、まさにサバイバーの
๏々の語りには圧倒された。自自棄になり、社会からもഋ除されたと強྿に感じていたO
さん（元戦争孤児）だが、施設で出会った職員との関係性から、人を見る、社会を見る
がร化したと語られた。 

 
社会的護の状況は、災害や戦争、況などそのときどきの社会の状況をൕ映し、近೧は

少子化にもかかわらず児ಒ虐待の増加にい、児ಒ虐待をཀྵ༟とする所措置が増加して
いる。また、育のあり๏については、親家庭または家庭的な環境のなかでの育が求め
られている。 
さて、ྫ の若者のなかには、それぞれが苦࿓をෝいながらも、おྨちょうだいの感動ポ

ルノ࿑線ではなく、今༹に YouTubeで軽快に社会的護について語っている๏々がいるの
で紹介しておきたい。 
映像作家、絵ຌ作家の西坂ု人さん、モデルのブローハン聡さん、ACHA プロジェクト

代නの山ຌ昌子さんだ。メディアが社会的護など重い題について取り上げる際は、どう
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しても暗いイメージがつきものだ。しかし、この 3人の YouTubeは軽快なアップテンポの
曲と笑顔から始まる。 
 一๏、それでいてなかみはしっかりと社会的護を取り巻く状況や退所者のニーズを伝
えている。「施設で生活している人ってかわいそうだと思っていましたが、見๏がรわりま
した」と動画を閲ལした学生はす。 
൶らは、YouTube での動画信からソーシャルアクションにまでつなげていることも素

晴らしい。「児ಒ虐待はฯ護されて終わりじゃない。」と訴えている。 
 
施設生活で職員との関係性から生きる価値を再確した元戦争孤児の O さんの語り。時

代がรわって虐待的環境を生きൊいたサバイバー3人の信。どちらも社会への大きなメッ
セージであり、ケアのあり๏、その後を考える上で重གྷであると思う。 

 

 

 

 

THREE FLAGS -希の煙- 

https://www.youtube.com/channel/UCcfuoC8l6QPvK2cqLCQ0_JQ 



44・除菌あれこれやってみた 
原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市） 

新新 型コロナと付き合い始めて約１年、幼稚
園の年間行事もコロナ対応で、変更に次

ぐ変更でイレギュラーな年になりました。 
　同時に、感染予防をどう実施していくかも、
新たに発生した結構な負担業務となり、この１
年いろいろ試してきました。今後も新しい方法
が生み出されていると思いますので、また対応
は変わっていくのでしょうが、現状かけられる
お金と労働力というコストを考慮しつつ取り組
んできた除菌方法実践レポートとなります。 

除除 菌方法 
消毒・殺菌・除菌･･･などの用語は同じ

ようなものがいくつかあって、正確には意味す
るところが違うようですが、今回平成は除菌と
いうことばを使います。我々にとっては現状で
「いかに低コストでキレイに安全に感染予防が
できるか」ということが肝心なのです。 

そそ の前に･･･ 
毎年12月～３月にかけて流行り、卒園

式など大切な行事を欠席する子どもたちにヤキ
モキさせられることが常でしたが、今年はイン
フルエンザやノロウイルスの発生はゼロ!!! 
すごいものです！やればできるんじゃん！とい
うのが正直な感想。子どもたちも保育者も健康
そのもので毎日登園してくれたのであります。 
　手洗いうがいや体温管理、家庭での健康管理
は、日常的に実行するのが前提の上で、通園バ
スはマスク必須、みんなが集まるときもマスク
必須という感染予防が、功を奏したのでしょ
う。これは私が30年以上幼稚園で仕事をして
いて初めての現象なのです。「コロナが終わっ
てもこの状態は継続したいね！」という話が職
員間で交わされています。ちなみに、子どもた
ちのマスクは登園してからは通常外しています
（大人は基本着用ですが場面に応じて適宜外し
ます）コロナ禍でも、良い発見も結構あるもの
です。 

でで は、コロナ対策で増えた業務のひとつ、
「除菌方法」について見ていきたいと思

います。 

※具体的に実際に使っている商品を上げ
た方が信憑性があると思うので、通販の
セールスページみたいになってますが、 
他意はありませんのでご了承下さい。
(^_^;) 

アルコール 
まず、消毒といえばアルコール、というのが定
番です。手洗いに加えてアルコールで手指消
毒。これは現在も続けていますが、多用すると
手荒れするという弱点があります。なので、あ
まり子どもたちに多用できないという問題があ
りますので、ほどほどに使っています。 

次亜塩素酸水（強酸性水） 
もともと園に飲料用の還元水（弱アルカリイオ
ン水）生成器を設置していて、この機械に濃い
塩水をセットして電気分解することで殺菌の水
と言われる強酸性水を作ることができます。同
時にお掃除の水と言われる強アルカリ水を別々
のホースから出します。 

 
　強酸性水は、生野菜などの食材やキッチン回
りの消毒などにも使われる便利な水で、園では
ノロウイルスでおなかを壊し、子どもが嘔吐し
たときの処置にも使っていました。それ以前は
ピューラックスという次亜塩素酸ナトリウム
（名前は似ていますが、こちらは水ではなく塩
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素系のハイターと同じような薬
品）を使用していて、塩素臭もす
ごいし処置するときに服についた
り、床に付いた薬品が漂白してし
まうので、素手では扱えない使い
づらい物でした。 

　次亜塩素酸水については、酸性濃度によって
殺菌力が変わってくることもあり、十分でない
濃度のものが出回ったり、次亜塩素酸ナトリウ
ムのほうと混同して伝わったりして、コロナ対
策としては有効性に問題ありと報道されまし
た。しかし10年前からウチでは使っていて、
水に塩を入れただけのものが体に害があるとは
思えず、そんな報道の中でも使ってきていま
す。現在も手指の消毒のメインはコレです。 
　余談ですが、弱酸性の水は化粧水に使われて
います、そして強酸性水は手がスベスベになり
手荒れも治るのです。新しい機械に買い替える
ときに古い機械を近所のお菓子屋さんに譲った
のですが「アカギレがひどかった若いパティシ
エ（女の子）の手荒れが水のお陰で治りました
よ！」と報告もありました。 
還元水生成機メーカー 
https://enagic.co.jp/product/ 

部屋の除菌 
保育室やトイレなどの室内、ドアノブや階段の
手摺りなど、大人数が触れるところの除菌もい
ろいろ試してみました。 

空間除菌 
空間の除菌といえば、最初はシャープのプラズ
マクラスターや、パナソニックのナノイー除菌
などを思い浮かべ、使用してみましたが、効果
も限定的ということで、あまり期待は持ってい
ません。クレベリンは臭いが気になってしまう
ので、使っていません。 

オゾン発生器 
保育室や、おもちゃや棚
など広範囲にわたって消
毒をするのにオゾン発生
器を購入して部屋を「燻
蒸」することも試みまし

た。オゾンは毒素が強いので、決められた時間
発生器を作動させて部屋を出ます。職員の帰宅
前にタイマーをセットして、翌朝片付けるとい
う作業になります。作業としては簡単で時間も
取らなかったのですが、問題が発生しました。 
まず、部屋の水槽で飼っていたメダカが全滅し
ました。次に、CDラジカセ、電子ピアノが壊
れてきました。天井に
設置してある扇風機
のサビが異常に発生
してネジが外せなく
なりました。これは
オゾンの影響だろ
う、ということでオ
ゾン燻蒸は、早々と
中止と相成りまし
た。 
ただ、弱いオゾンを
発生させる機械は、
現在もトイレで使用
しています。 

紫外線ライト 
オゾン同様毒性の強いものなので扱いは慎重に
行わなければなりませんが、トイレにオゾンラ
イトを設置して、放課後の短時間照射すること
にしました。専用のサングラスをかけて作業す
るのですが、いちいち仰々しいため、除菌マッ
トなどのグッズを取り入れることで使用しなく
なりました。 

光触媒（パルクコート） 
光触媒は、まだ研究初期の頃、営業に来られた
会社の方が、光触媒を施工したタイルの上にマ
ジックで線を描き、それを太陽光に当ててみご
とに消して見せたことから、その効果に驚き、
除菌というより防汚効果ということで施工して
もらったのが始まりです。 
その後、除菌効果も謳われてきたので、園バス
の車内や保育室には施工してあったのですが、
原液（パルクコート）を購入してコンプレッ
サーでおもちゃや、備品、子どもがさわるとこ
ろ等に散布しました。フィルター素材にも散布
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トイレで使っている 
オースクリア



して、エアコンの吸い込み口に張り付け、簡易
空気清浄機みたいな機能を持たせることもやっ
てみています。目には見えませんが、換気が不
十分でエアコンを使用しているときの空間除菌
にある程度効果が期待できます。 
光触媒は、いろんな会社が出していますが製品
に効果が疑わしいものも多く、基本的に「光触
媒工業会」に加盟しているかどうかというとこ
ろも、判断材料になると思います。 
光触媒の老舗「(株)ソウマ」 
https://www.palccoat.com/about/ 

 

子子 どもは、ベタベタいろんなところを触り
ます。大きなサッシの硝子ドアもその一

つ、手で触ったところに顔をくっつけ、時には
口をつけてペロペロ舐めたりします。なので、
塩素や洗剤系の薬品を使うことはできないの
で、当初は次亜塩素酸水を使っていました。た
だ相当量かけないと効果が無いということで、
作業量も多くなり負担となっていました。 

ウイルシャット 
そのうち、フマキラー社がウイルシャットとい
う製品を販売し始めたので、そちらに切り替え
ていきました。殺菌効果２ヶ月以上と謳ってい
ますが、２ヶ月も放置するのは
さすがに気がひけるので２日お
きぐらいで除菌作業は行ってい
ます。また手指消毒用もあるの
で、現在はアルコールからこち
らに切り替えています。 
https://fumakilla.jp/household/467/ 

KINTOL 
最終的に、効果と便利さで落ち着いたのが
HONGO社が販売しているKINTOLという
PHMBという無臭、無脱色、色低刺激（刺激
はほとんど無い）の成分で
アルコールや次亜塩素酸系
の除菌剤より安全で効果も
長持ちするというスプレー
を、室内の拭き取り除菌に
使用しています。 
https://hongo3.co.jp/products/
domestic/
kintol_series.html#modal-
results-01 

皆さんもいろいろ試されて
いるとは思いますが、私た
ちも子どもが相手ですから、除菌効果や身体へ
の安全性の治験がしっかり出されている製品を
選びつつ試行錯誤を繰り返しているところで
す。 
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屋外の遊具にも光触媒を施工してあります
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対人ରஃു成の!

現場から㊹!

西川!友理!
!

!

!

!

!

!

"#"#年度のまりに!

!

"#"#年 $᭶。᪂入⏕の入学式も出᮶ず、

ᤵᴗ㛤始のぢ㏻しが❧たず、それでも何

とか勉強できる体制をᩚえようとして

いたᮇ。オンラインᤵᴗを始めるにあ

たり、まず、テキストを学⏕のᡭにΏさ

なければなりませんでした。!

大ᡭの大学は、ᥦᦠした᭩店が各学⏕

の家に㒑㏦するようになっています。し

かし、つᶍの小さいᮏ学は、例年、ᤵᴗ

㛤始前後に学内に⮫でタ⨨されるᮏ

屋で㈍売されるので、各々それを㉎入す

ることになっていました。!

しかし、コロナ⚝で、テキストを㈙う

ためだけにⓏᰯさせるのもおかしいで

しょう。かといって、学⏕それぞれに㒑

㏦するには㒑㏦㈝がかかりすぎる。でも、

テキストが学⏕のᡭ元にないと、オンラ

インᤵᴗに入ることが㞴しいので、一刻

も᪩く学⏕にΏしたい。さてどうしたも

のか…。!

その、ᩍ学ㄢの事務⫋員のⓙさんが、!

「⚾たちが㌴やバイク、⮬㌿㌴で、全

学⏕のお家にテキストを㓄ります㸟ᡭ
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分けをすれば、ᩘ ᪥で何とかなるとᛮい

ます㸟」 

と、名乗り上げてくださいました。な

んとありがたい、嬉しい、ᛮいのこもっ

たお⏦し出でしょうか。一᪥でも᪩く、

学⏕の勉強をスタートさせるために、⮬

分たちの㊊で㓄って回ろうと⏦し出て

くださったのです。 

しかし、もしもᩍ学㒊の事務⫋員のⓙ

さんがコロナに⨯ᝈしていたら、不⏝ព

にウィルスをまきᩓらすことになりま

す。㏫に事務⫋員のㄡかが巡回㈍売中に

ឤᰁするおそれもありますし、またそれ

を各家庭にまきᩓらす危㝤もあります。

それに、お㔠のやり取りはどうしたらい

いのでしょうか。⋞㛵先で受けΏしをす

るにしても、㔮㖹がⓎ⏕します。❧った

ままそこでお㔠のやり取りをすると、㔠

㖹トラブルにもつながりそう。 

何とかしたいというẼᣢち、少しでも

実㉁ⓗな役に❧つ動きをしたいという

Ẽᣢちは大変ありがたいものでしたが、

少しⴠち╔いていただき、別のを一⥴

に⪃えることにしました。 

⤖局、ᮏ学とお付き合いのあるᮏ屋さ

んが、「こんなᮇですし、㒑㏦㈝はこ

ちらがᣢちましょう」とゝってくださり、

ありがたいことに全学⏕に㒑㏦するこ

とができたのでした。 

 

なにしろあの㡭はⓙ、変なスイッチが

入ったように「何とかしなきゃ」とウロ

ウロしていたようにᛮいます。Ẽᣢちの

↔りやㄡかに対するᛮい、ឤが✺っ㉮

りすぎてり回されてしまいがちでし

た。何かを、どうにかしたい。でも、何

を、どんなふうに㸽その⟅えがわからな

いままにそれぞれが右往左往していま

した。 

 

 

2020年度の実ಆ 

 

≉に保⫱士・幼⛶園ᩍㅍ㣴ᡂカリキュ

ラムにある⌧場実⩦の実には㢌をᝎ

ませることばかりでした。᭱ ㏆はẼを張

りつつもそれなりにぢ㏻しを❧てるこ

とが出᮶るようになってきましたが、

年㸦2020年㸧夏㡭はΰ乱の┿っ᭱中で

した。 

それは、実⩦先である児❺⚟♴タも

一⥴のようでした。保⫱ᡤなどはឤᰁ⪅

が出ないかᚰ㓄、でも子どもを㡸からな

いと保ㆤ⪅の᪉はお仕事が出᮶ない、万

が一クラスターがⓎ⏕したらとᛮうと

ẼがẼでない᪥々、ぶᚚさんや保⫱⪅は

⥭張を強いられ、子どもに対してもᬑẁ

と㐪う動き᪉をồめるᚲせがあります。 

そんな中、㣴ᡂᰯから各保⫱園・幼⛶

園・児❺⚟♴タに実⩦⏕が⾜くのです。

ただでさえ人の出入りにシビアになる

コロナ⚝に、得体のしれない実⩦⏕とゝ

われる右も左もわからぬⱝ⪅が 10 ᪥㛫、

子どもと⏕άを共にするのです。保⫱ᡤ

をはじめとした児❺⚟♴タ⫋員、そし

てそこに子どもを㡸けているぶᚚさん

の不安たるや、いかばかりのものでしょ

う。 

 

ᩥ㒊⛉学┬は、᪂型コロナウィルスឤ

ᰁ対⟇のために実⩦先での実⩦実が

㞴しければ、学内で⾜う₇⩦で⿵填でき

るという㏻▱を出しています。実⩦の代
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わりになるような₇⩦…それはそれで

どんな内容にするのか⪃えなければな

りません。実⩦とはまた㐪った学びの῝

め᪉も工夫ḟ➨では出᮶るとᛮうので

すが、やはり┤᥋子どもや⌧場⫋員、⌧

場の⎔境にゐれることに勝るものはあ

りません。 

そこで 5᭶の⥭ᛴ事ែ宣ゝあけ、⚾た

ちは学⏕を実⩦⏕として⌧場に㏦り㎸

むための‽備事㡯や、システムや、㓄៖

していることなどについて、一ᯛのᩥ᭩

にまとめ、夏の実⩦依㢗先に㓄布しまし

た。これに加えて「ṇ┤、今年⌧場に出

る実⩦⏕は、᪂型コロナウィルスឤᰁ

対⟇のために、ぢ学実⩦やボランティア

にもほとんど参加出᮶ていないのです。

⌧場⤒㦂や事前学⩦が、例年とẚして圧

倒ⓗに㊊りていません。せめて実⩦前に

学⏕が事前オリエンテーションに伺っ

た㝿、園内ぢ学をさせていただけないで

しょうか。」というᩥ᭩も同封しました。 

その┤後、あるタから㐃⤡が入りま

した 

「⥭ᛴ事ែ宣ゝ㛤け、᭱ 初の実⩦受け

入れを、㈗学から始めさせていただきま

す」 

とのこと。 

「実⩦に先❧って、まずきちんとᩥ᭩

で姿勢を♧してくださった。そういう姿

勢をぢせてくださったからこそ、一⥴に

㣴ᡂをさせて㡬きたい」 

とゝってくださったのです。 

⌧在では⚾の▱る㝈り、京㒔府下全て

の保⫱⪅㣴ᡂᰯがそれぞれのコロナ対

⟇をᩥ᭩にして、実⩦先に㓄布していま

す。この園に㏦付されてきた㡰␒が、た

またまᮏ学が一␒だったから、そのよう

なゝい᪉をしてくださっただけだとᛮ

うのですが、少なくとも当ヱタについ

ては、実⩦受け入れを再㛤するきっかけ

になったようです。㡹張って⪃えてよか

ったなぁ、と⬚をなでおろしました。 

 

またある園は、保ㆤ⪅に対して、実⩦

⏕を受け入れることについて⌮ゎを促

すᩥ᭩を㓄布されました。 

「㸦実⩦⏕には㸧こんな今だからこそ、

⌧場のᵝ子をしっかりぢて学び、⮬㌟の

㈐任も⫙でឤじて᮶から⌧場に入っ

てもらうことがᚲせと⪃えています。」 

と᭩かれていたそのᩥ᭩。 

「何卒、᫂᪥の保⫱のᢸいᡭを⫱てる

保⫱実⩦にご⌮ゎをいただけるとあり

がたくᛮいます」 

と⤖ばれていました。 

ᚲせなឤᰁ対⟇は十分に⾜う。今᪥

᫂᪥のᚰ㌟の安全をむやみにᛧがらず、

保⫱をṆめない。その上で、㛗い┠でぢ

たに児❺⚟♴タにいる子ども㐩の

よいᨭえᡭとなる人々を㣴ᡂする事の

㔜せᛶを⪃え、実⩦受け入れに㋃み切ら

れました。一᪉で、当↛子どもたちのぶ

ᚚさんは不安だろうという事も㚷みて、

このような働きかけをなさったのでし

た。また当ヱタからは、安全ᛶの☜保

のため、「実⩦⏕はもちろん、実⩦⏕の

同居家᪘も᳨ や⾜動グ㘓をとり体ㄪ

⟶⌮をしていただきたいということ、そ

して実⩦⏕⮬㌟がコロナ⚝で実⩦をす

るということのព味をしっかり⪃えて

⮫むこと、この 2Ⅼをᚭ底していただき

たい」と、大学にせㄳがありました。β 々

に厳密に⪃えてくださったことにឤㅰ

し、大学から学⏕の保ㆤ⪅に㐃⤡し、⌮
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ゎを得て、↓事実⩦を実することが出

᮶ました。ᨵめて「専㛛⫋㣴ᡂ」のព味

をかみしめました。 

 

 

新コロナഉඪ対策を 

અえる時の「ກ」 

 

このように᪂型コロナឤᰁ対⟇に

り回された 2020年度がもうすぐ⤊わ

ろうとしています。᭱ ㏆になってやっと

コロナ⚝でのᴗ務やά動について「⪃え

る㍈」がぢえてきたẼがします。 

もちろん「命を守る」ということは大

前ᥦとして、その上で㍈になるのは、「ㄡ

の、どんなᶒ利・人ᶒを保㞀するための

⾜動か」ということです、その㍈㊊を外

さず、あとはὀព῝く≀事を㐍めるとい

う᪉ἲしかないなぁ、と⪃えるᵝになり

ました。 

このマガジンの㐃㍕➨ 41回┠㸦2020

年 6᭶Ⓨ⾜㸧、まだ前がぢえずに右往左

往していたᮇのグ事の中で、⚾は「よ

くヰし合いをするようになりました」と

᭩いていました。そのヰし合いの中㌟は、

つまりこの㍈を☜ㄆする作ᴗなのだと

わかってきました。 

 

困㞴にぶつかるたびに、以前よりも、

その㒔度いちいち᰿っこのところまで

❧ちᡠって⪃えるⒷがついているẼが

します。㣴ᡂᰯの具体ⓗな⾜動でゝうと、

ₔ↛とᤵᴗしない、ə ↛と㣴ᡂをしない、

ₔ↛とオンラインᤵᴗにしない、ə ↛と

対㠃ᤵᴗにしない。この⾜動はㄡのどん

なᶒ利を保㞀するための⾜動かを⪃え、

その保㞀のためにはどう動くべきなの

かといったことに㠀常に⮬ぬⓗに動い

ているようにᛮいます。 

 

 

情とシステム 

 

これに加え、ᶒ利・人ᶒを保㞀するた

めの⾜動、ᶒ利᧦ㆤの取り⤌みは、「」

ではなく「システム」であるという事も

強くឤじるようになりました。 

は共ឤᛶが強く影㡪し、に動かさ

れると人は⮬ら主体ⓗに動こうとする

というⰋさがあります。しかしはそも

そも大変Ẽまぐれなもので、⾜動に⛣る

ためのエネルギーは強いですが、安定ⓗ

なᨭにはつながりません。 

一᪉システムはひとつの仕⤌み、ɔ 㐀

です。一ぢ体 のない、ただの仕事のᡭ

㡰にもឤじられますが、偏りなく安定ᛶ

があります。「人ᶒ」は人㢮♫会が㐍Ṍ

する中でㄽ⌮ⓗに⌮ㄽとしてⓎ展して

きたものであり、公ṇさを⪃え⥆けるこ

とであり、ⓙがⓙでこの♫会を⏕きてい

く上での⣙᮰事、とりきめ、ルールだと

いえるのではないでしょうか。 

子どもの⫱ちのᶒ利を守る人を㣴ᡂ

するために、⌧場での実⩦を⾜えるシス

テムをᵓ⠏します。子どもがきちんとᡂ

㛗するᶒ利を守るため、ぶᚚさんたちが

子どもを㡸けて安ᚰして働くᶒ利を保

㞀するために、児❺⚟♴タでは子ども

が⏕άする⎔境をᩚえます。㣴ᡂᰯは学

⏕たちの学⩦ᶒを᭱大㝈守るため、学⏕

たちとヰし合いながら、就学⎔境を作り
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あげます。児❺⚟♴タでも㣴ᡂᰯでも

それぞれの⌧場で働く人々が、どうすれ

ば健康で㐣ごすᶒ利を保㞀できるか、そ

のⅭのルールをつくります。 

 

㣴ᡂᰯのᩍ⫋員、実⩦先の⫋員、実⩦

先の利⏝⪅、実⩦⏕。あらゆる人のᶒ利

が守られた≧ែでないと、ᣢ⥆可⬟な実

⩦システムにならない。これは♫会⚟♴

士実⩦ᣦ導をする中でぬえ、保⫱士㣴ᡂ

ᰯでも実㊶してきたことです。 

がなくては≀事が始まりません。≉

に対人助の⾜動はからはじまるこ

とが多いような印㇟があります。しかし

それをᮏ当に役❧つものにするために

は、偏りなく安定ᛶがあり、ᣢ⥆可⬟な

システムにすることがᚲせなのだとい

うことを、実体㦂として⪃えさせられた

1年でした。 

これは何もコロナ⚝だからというわ

けではなく、♫会⚟♴や対人助の分㔝

では、どんな制度もそのようにできたの

だよなぁとᨵめてẼ付かされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㣴ᡂᩍ⫱に係る㛵係⪅すべての命は

もちろん、人ᶒを守るシステムづくりを

ᨵめて⪃えさせられています。 

  

 

2020年度のીわりに 

 

 ┦変わらず᪂型コロナឤᰁ対⟇

をとりながらの専㛛⫋㣴ᡂの᪥々です。

㣴ᡂᰯ同士の会㆟や᳨ウ会㆟、ពぢ交

会などでも、「コロナ⚝での‥‥」「コ

ロナ⚝における‥‥」と冠するヰし合い

ばかりです。 

しかし、そろそろ報交も十分にな

され、β 々な事例への対ᛂ⟇は㣴ᡂᰯ・

⚟♴タそれぞれでᶆ‽化されつつあ

るようにឤじています。イレギュラーな

ことばかりだったこの 1年、全くẼはᢤ

けませんが、᪂年度もぢᤣえ、ḟのフェ

ーズに入るᚰの‽備をしようとᛮいま

す。 



!"#

#
#

!

ああ、相業務!

～คさんのਵ～!

かうんせりんぐるうむ! かかし!

ఖ子（公認心理ప"ಏ෫心理）!

!
!

!

!

!

คさんੇఔ!

!

! ፦ደさんは一人っ子で、༵ ᚃ、ᚃとの三人

らしである。༵ᚃは "#ബの会ᅈ員、ᚃは "$

ബのパートᎰ員、፦ደさんは %&ബで୍ᡫ᭗ఄ '

年ဃであった。ᐯ宅は少し年季の入った一᠀家で、

中古でᝰったのかなと思われる家である。!

!

!

相がまる!

!

! そろそろബもれようかという %# உ下କの

あるଐ、ᚃからのႻᛩが入った。ச年の娘が

妊娠してしまったが、どうしたらよいかというの

である。!

! இᡈは、()( でჷり合って、ᢒុᩉだろうが

何だろうが、恋人づくりがႮんである。彼൞のᛅ

はあっという᧓に別の彼൞になっていたりもす

る。そんなཞඞで、彼൞と初めて会って、そのま

ま妊娠してしまうケースも増えているが、当は

まだスマホの代ではなく、ピッチとかઃ帯が少

し୍及し始めたころだった。一人っ子の娘のため

に、ઃ帯をᝰい与えたところ、出会いኒでᡲዂを

取り合った人と会っていて、そのኽௐ妊娠してし

まったのである。当はごく୍ᡫのႸᇌたない子

にもこんなことがឪこっていた。!

Ⴛᛩが始まったにはもうすでに妊娠Ჲかஉ

にもなっていた。ᚃがൢづくのがれたのは、

元々ဃྸ不がある子だったことと、当のダボ

っとしたファッションの問᫆もあったという。お

ᐃが出ていても余りわからない上に、፦ደさんは

ちょっとぽっちゃりኒなので྅Ⴘᇌたなかっ

たようだ。しかも᭗ఄはവど休まずᡫっていて、

制を୍ᡫにஹていたし、体Ꮛも୍ᡫにこなして

いたಮ子で、ᚃは全くൢ付かなかったという。

外ජしてくるようなことも余りなく、たまに友ᢋ

のにජまりにᘍくというᆉ度で、彼൞のᛅをす

ることもなく、まさかそんなことになっていたと

は思っていなかったとᛅしていた。!

４!
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今回妊娠がわかったのは、たまたま制が少し

きつそうにᙸえ、太ったのかなと感じ始めたᚃ

が、冗ᛩ半分に「そのおᐃ、ហちゃんでもいそう。」

とᚕったところ、፦ደさんがポロポロとතきだし

て、「実は・・・」とᛅしてくれたのだそうだ。

፦ደさんᐯ៲はどうしてよいかわからず、友ᢋに

もᚃにもႻᛩ出ஹず、ずっと困っていて今にᐱ

ったということであった。ஜ当に妊娠なのか、Ⴛ

はᛡなのか、どうするつもりかなどを༵と፦

ደさんでᛅし合ったが、ᛅがまとまらない。፦ደ

さんはဃんでᏋてるとᚕっているが、とてもྸ

だと思うから、子に出したいと༵は思ってい

るとᛅされていた。 

 

 

経ૌ 

 

 இ初にすることは、ᚃの動ੵを৮える事。

が子が、まだ᭗ఄဃとᚕうཞ態で妊娠した、

しかももうおろせそうもない、とᚕう情ඞに慌

てふためいているᚃを、何とかᓳちბかせる。

ゆっくりᛅをᎮきながら、動ੵが収まるのを待

つ。そしてまずは動ੵをৼえながらも、受ᚮに

付きชい子帳ももらいにᘍってくれた᪴

張りをᛐめた。 

Ⴛがཎ定できる場合はᑣいが、大৽はいつ

の᧓にかいなくなってᡲዂも取れなくなるパ

ターンが多い。ኽ局女性だけがᠲい思いをする

ことになるのである。Ⴛᛩ員としても、そうい

うဏへのᝧ任さへの怒りと、ᜩ়心がᕓれた

女の子たちの危ᨖ性を感じながら、対処してい

くしかない。ᚃが動ੵしているに、Ⴛᛩ員

がওりや不安をਤっていては、ᚃの動ੵを大

きくするだけである。ಊめて冷᩺に対応をする

のが基ஜだ。 

先ずはこのになっていては堕Ꮢも出ஹ

ないので、元ൢなហちゃんをငむことをᇹ一に

ᎋえてもらいたいと伝えた。そのໝに、၏ᨈを

どこにするか、妊婦健ᚮをしっかり受けさせて

ᘍくこと、そのᨥᚃが付きชえるかなどもᄩ

ᛐする。勿ᛯ保健師にሥྸしてもらうようにし

ようというᛅもする。ᚃも保健師からᎥいて

いるかもしれないが、ᒉ年妊娠はሥྸになる。

ਃ当保健師とႻᛩ員でもᡲઃしていくことを

伝えて了ᚐをᝫう。その上で、፦ደさんᐯ៲と

もおᛅしさせていただくことを了ᚐしてもら

った。 

に今後のこととして、もしငんでᏋてると

いうことであれば、ச༌な፦ደさん一人での子

Ꮛてはᩊしいところもあると思うので、保健師

のૅੲも受けながら、༵ がૅえる事になるし、

それが可Ꮱかというᛅもᄩᛐした。 

 ፦ደさんஜ人も、ဃまれた子をᏋてられない

ので᪳けたいということであれば、しばらく

ᚨሁᲢᲤᲫᲣで᪳かって少し大きくなってある

ᆉ度がかからなくなり、፦ደさんにもᏋてる

แ備ができたところですという形と、子に

出して、一切かかわりたくないということであ

れば、ཎ別子ጂኵᲢᲤᲬᲣを希ஓされる૾の

におᫍいする形になるだろうが、いずれにし

ろ児ᇜႻᛩのᅦᅍ司᩿をᚨ定し、ហちゃん

についてᛅをしていくことになるだろうと伝

えた。 

 ༵だけで勝にൿめられるものではなく、

፦ደさんᐯ៲の意向ᄩᛐが大事であることを

丁寧にᛟଢした。そうしないと、༵ と፦ደさ

んの᧙係性にも影᪪が出る。ただでさえ、፦ደ

さんに対する༵の思いはとげとげしたཞ態

であろうし、፦ደさんも༵に対してဎしᚪな

いൢਤちになっているであろう中で、፦ደさん

のൢਤちをないがしろにして、༵ が子どもを

取り上げるようによそにやってしまうと、その

後のᚃ子᧙係にᠯがဃじ、፦ደさんᐯ៲の今

後が危うくなる可Ꮱ性も᭗い。家をび出して、

᩼ᘍにឥったり、ನってくれるဏ性の元にឥっ

て、再び妊娠したりなども予想される。そうな

らないໝにも、ここは༵が世᧓体とかをᎋえ

ずに、ဃまれてくる子どもと娘のことをᎋえら

れるような冷᩺さをਤたせることがとても大
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事なのだ。 

どのような૾向にするか十分にᚃ子でᛅし

合ってൿめてഒしいと伝えてഏ回のଐᆉをദ

உଢけᓳちბいたころでと 2 ᡵ᧓後にൿめ、

ഏ回は፦ደさんにもஹていただくことにして

お帰りいただいた。 

2ᡵ᧓後、ᚃにᡲれられて፦ደさんがஹて

くれた。፦ደさんは小でぽっちゃりとした、

かわいらしい女の子で、᭗ 3 とᚕうが、中学

ဃくらいの幼さが感じられる子だった。口ૠは

多い૾ではないが、しっかりႸをᙸてᛅすお子

さんだった。今ଐは学ఄの帰りとのことでブレ

ザーとスカートとᚕう制をბてきた。おᐃの

あたりがᐔらんでいるので、太っているのか妊

娠しているのかはᙸたႸではわかりづらいも

のの、ウェストはきつそうにᙸえた。 

Ⴛᛩ員から「学ఄはこのことをჷっている

のᲹ」とᎥくと、「もう学ఄもኳわるのでᛅし

ていない」という。「ᄩかに 3 年ဃなので、1

உでႇఄはኳわり、3 உ 1 ଐの卒ಅ式とそ

の前ଐのጀ፼くらいしかႇఄしなくてよいし、

ᢃがᑣければ、卒ಅ式の᪭は出င後になるかも

しれない。もしかしたら出ငが少しれて入ᨈ

中ということもᎋえられる。出席をどうするか、

またᡶែもどうするかᎋえているかᲹ」とᚕう

ᛅになった。「もし学ఄに伝えたらᡚ学になる

だろうから」とᚃも心ᣐしていた。「ᄩかに

学ఄによってはᡚ学処分にすることもあるが、

3 年もここまでஹてᡚ学にするというのもと

ภ情でそのまま卒ಅさせてくれる学ఄもある。

いきなり学ఄにᚕう前に、信᫂できる先ဃにᛅ

してみるのも一つではないか、ᜱもᑣい

と思うがどうか」とᛅしてみた。ദႺなᛅ、1

உまでႇఄしてしまえば、卒ಅ式は体ᛦ不ᑣ

でഎ席しても問᫆ないし、学ఄがჷらないまま

子どもをငんだケースもいわけではない。そ

こはஜ人に任せることにした。 

「今後についてどうするかよくᛅし合った

かᲹ」とᎥくと、ᚃから「やっぱり世᧓体も

あるし、いきなりហちゃんが家にஹたらᡈに

わかってしまう。ᚃীにも何てᚕえばᑣいか。

ᅶがဃんだというにはちょっと・・・。」とᚕ

う。ኽ局そうቇ単に世᧓体をᏮぎਾてられるも

のでもなく、༵ と፦ደさんの᧓でしばらくも

めたそうだ。一応、ᛅし合ったኽௐでは、፦ደ

さんもやはり子どもをᏋてるのはྸだろう

し、この後のᡶ学もあるので、ဃまれたらすぐ

子に出す૾がᑣいとኛ得したそうだ。 

ஜ人にᄩᛐすると、それでよいというので、

それではということで、児ᇜႻᛩのᅦᅍ司と

の᩿ᛩをᚨ定した。 

1ᡵ᧓後に、ᅦᅍ司᩿ᛩがᘍわれ、ᅦᅍ司か

らも、もしൢਤちが変わったらえてഒしいと

いうことと、ဃまれてからዓきがᡶんでいく

ので、それまでに乳児ᨈのᆰきཞඞをᛦべ、ᆰ

きがなければᚃをしていく予定であるこ

とが告げられた。いきなりཎ別子ጂኵではな

く、先ずは一᪳かるという形になる。 

 ༵ᚃはその場にいなかったが、ᚃも፦ደさ

んもこのᛅにኛ得したಮだった。あとは፦ደさ

んが事に子どもをငむことである。၏ᨈと保

健師ともᡲઃし、予定ଐに事に子どもがဃま

れるよう待っていた。 

 予定ଐの二ଐ後にᨉၘがஹたとのᡲዂが保

健師からあった。そして、その後事にဃまれ

た。女の子だった。児ᇜႻᛩにもᡲዂを入れ

た。女の子がഒしいという人は多い。幸い乳児

ᨈが受け入れられそうとの事。その後ཎ別子

ጂኵも可Ꮱだろうと思っていた。 

 ဃまれてすぐ、保健師が၏ᨈにᚧ問し、ಮ子

をᄩᛐ。子ともに健康との事であった。፦ደ

さんはហちゃんに初乳を与えたり、ඉෘのጀ፼

をしたりと、ហちゃんのお世ᛅを一ဃভ命して

いるという。 

 そしてଢଐᡚᨈとᚕうଐに、ᚃからᡲዂが

ஹて、「ဃまれてみたらとてもかわいくて、፦

ደもしっかりᚃをやっているのでこのまま

家でᏋてるつもり。᪳ けるᛅはかったことに

してほしい」とᚕってきた。Ⴚぐに児ᇜႻᛩ

にᡲዂし、このႻᛩはኳ了となった。その後、
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学ఄも፦ደさんの出ငをჷることになるが、卒

ಅをᛐめ、፦ደさんはᡶ学をめ、ហちゃんを

Ꮛてながら働くことにしたそうだ。 

 

 

まとめ 

 

 ஓまぬ妊娠とは、度々出会う。妊娠初に堕

Ꮢしてしまうことが多いが、ᛡにもႻᛩできず、

ただただஉଐがኺってしまい、出ငするしかな

いཞඞにᡙいᡂまれるケースもある。ཎにச

年の場合は、ဃྸ不や妊娠ၐཞについてჷら

ないことなどのため、ႆᙾがれてしまう。 

 இᡈཎに、スマホ、SNS の୍及から、ቇ単

に出会いがあり、ቇ単にセックスして、ኽௐ妊

娠してしまうことも増えた。ዬ急ᢤ妊ピルにつ

いても、子どもたちがネットでᝰって使ってい

るということもにする。性感௨ၐも増えてい

る。そのಮなཞඞ下でဃまれることになった小

さな命。ហちゃんには何のᝧ任もないのに、ൈ

されてしまったり、ਾてられてしまったりする。

Ⴛᛩさえしてもらえれば、ហちゃんもおさん

も助けることが出ஹる。子どもがഒしいという

家庭は今もଥも変わらず存在するので、ൈした

りਾてたりするくらいなら子に出せばよい

のである。それには健康なហちゃんをငんでも

らわねばならない。 

 ஜケースのಮに、இ初は子に出したいとᚕ

っていて、ᡦ中でൢਤちが変わることはኽನあ

る。ហちゃんをᙸたとたんに、性愛にႸᙾめ、

ហちゃんを્せなくなる。ச༌なᚃへのそ

の後のૅੲは大事だが、それにしてもហちゃん

にとっては可愛いと思ってくれるᚃにᏋて

られるのが一ဪ幸せだろう。ஜケースの場合は

ᅑ༵も初孫が可愛くて、્せなくなったの

である。ᚃの子Ꮛてに寄りชってくれるなら

何よりで、一ဪᑣい形になったと思う。こんな

に上くᘍくことばかりではない。ᅑ༵の

世᧓体というᩊ᫆は中々ᚐൿしがたく、᪴ なに

ហちゃんを否することもある。  

実༵については不ଢのままであったが、シン

グルでᏋてているᚃは多い。まだᒉいᚃで

もあるので、いずれኽ婚するとなったに再び

ᚃのᡲれ子とૼしい༵ᚃとの᧙係の問᫆、ি

いはᅑ༵と孫の᧙係という世代をឬえた問

᫆がဃまれてくる可Ꮱ性は否めない。その事も

想像しておくことも必ᙲだろう。 

 子どもを妊娠してしまうかもჷれないとい

うことを想像できないわけがない。ഒஓのみに

ឥってそのኽௐにᝧ任を取らないということ

が問᫆である。そういう意味で、Ⴛᛩᆸ口の存

在とᢤ妊のᙲ性をしっかり子どもたちに、し

かもଔくにえてᘍかねばならないと思った

事例である。 

 

දᲴ 

ᲢᲤᲫᲣᚨとは児ᇜᅦᅍᚨのことで、乳児

ᨈ、ᜱᚨ、ᚃ、ファミリーホームなど

がある。実ᚃがᏋできないなどのྸဌで、

子どもを一定᧓᪳かってもらうᚨであ

る。 

ᲢᲤᲬᲣཎ別子ጂኵとは、実ᚃが子どもをᏋ

てられないときに、Ꮛてのᚃが子ጂኵをし

てᏋてていくもので、家庭ᘶ判の審判によ

り、ৎቔ上もᏋてのᚃの実子となる。従って

ᧈဏやᧈ女などとৎቔにもᚡ᠍される。 

୍ᡫ子ጂኵは実ᚃとの᧙係をዒዓしつ

つ、Ꮛてのᚃとᚃ子᧙係を作るというጂኵ。

ৎቔ上は子や女などとᚡ᠍される。 

ᚃ制度は、一ഏႎに᪳かって、家庭境

で子どもをᏋてる制度。 
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今回は、社会⮫床としての役を果たす劇映画の力、そしてⱁ⾡を使った研究㸦かつ実㊶㸧

方法としてドラマセラピストたちも採用するアプローチの一つ、エスノシアターについて

ゎㄝする。 

 

 

ଠཟの 

 

去年のクリスマスに、」数の知人から⸀められて「カリーナの林檎〜チェルノブイリの

森㸦2020 版㸧」という映画をぢた。クリスマスから数日㛫、特別に YouTube で公㛤されて

いたものだ。この映画の監督である今㛵あきよしさんの Facebook やインタビュー番⤌によ

ると、2003 年㸦事故後 17 年の時点㸧に、何も㢗るものがなく㈨㔠的にも厳しい中でチェ

ルノブイリへ向かい取材し、数々のⱞ労を乗り㉺えてベラルーシで撮影したという完全な

⮬主制作映画である。原発事故で⿕災し、放射⬟に㉳因する病気や家族㞳散で大変な悲劇

にぢ⯙われたベラルーシの住民の様子が、主人公の少女カリーナを中心に描かれている。

「ドキュメンタリーではなく、敢えて劇映画として映画にした」そうだ。今㛵さんは、「ま

だ何も終わっちゃいない原発事故を、無かったことにしたくない㸟という気持ちから、2020

年版の作成と無料㓄信公㛤に㋃み切った」という。2003 年時点では日本国内で原発事故が

㉳こる可⬟性があるという㆙㚝は大多数の人の⪥には⪺こえていなかった。この映画は当

初、日本よりも本国のベラルーシへ向けられた映画だったそうだ。今となっては、このよ

うな意⩏深い映画をよく 2003年に撮ったものだと㦫きと心からの敬意で一杯になる。今㛵

さんは、「最初は正直⯆味本位、怖いものぢたさだった気がする。ラジオで清志㑻の反原発

ソングが放㏦禁止というか⮬主つ制されてるというヰをしているのを⪺き、単純に何でだ

ろう㸽と疑問を持ち始めたのがきっかけだ。」と発ゝしており、あたかも「たまたま」の

ドラマセラピーの実ᄷ・ଢ଼・手法 
แ「カリーナのᒞ」と 

ଢ଼্১としてのエスノシアター(Ethnotheatre) 

     ஏ ৻ 

４ 
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ように⪺こえるのであるが、このきっかけは、まさに天啓に㐪いない。ご本人にとっても、

映画に㛵わった方々にとっても、現地の方々にとっても、そして日本の人たちにとっても。 
完成した 2004 年当時と、2011 年の東日本大㟈災後とでは、地球におけるこの映画の意

⩏は全く変わってしまった。今㛵さんは、撮影した時点では、反原発や⬺原発をッえるた

めではなく、基本的にはバラバラになってしまった家族の物ㄒを撮ったとゝうが、311を境

に「他人事が、⮬分ごとになった。幾つかの場㠃で、そのシーンの意味合いが変化した。」

と㏙べる。2011 年 4 月以㝆、何度も福島へ向かい原発を撮影、2020 年にも、この映画の

2020 版のために再撮影を敢⾜した。 

 
 

カリーナのᒞ 

 

ここからは、どうしても映画のネタバレが含まれるが、内容全体は敢えて書かないので、

ごぴになっていない方にとっては、少しわかりづらいところがあることをおチしいただき

たい。まだの方には是㠀ごぴいただくことを強く⸀める。 

主人公カリーナの祖母、母、そして本人も病気に⨯っている。母とカリーナは入㝔して

いるが、祖母だけは㧗濃度に汚染された地域にある⮬宅を㞳れずに住み⥆けていた。監督

のヰによれば、「汚染されていると知りながら、その場所を㞳れようとしない人」はサマシ

ョーロと呼ばれていて、これは事故以㝆にロシアで生まれたことばだという。もとの意味

は、⮬由きままな人。「つまり、勝手に㑅択して住んでいる人、という意味になるのだが、

⮬分の家に住んでいる人なので、このことばはおかしい。」と監督はッえる。社会がこのよ

うな具体的な呼び名まで創り出し、いかに⿕災⪅に寄り添っていないかがわかるエピソー

ドだ。映画の⯙台になっている場所は、本当に⨾しい⮬然に囲まれた土地で、事故前後で

その㢼景は一つも変わっていない。住みなれた土地と家に居⥆けたい人が、このようなこ

とばでぢ捨てられていくのではないか。 
カリーナはバーブシュカ㸦おばあちゃん㸧とこの地が大好きで、母ぶに「なんでバーブ

シュカのところに住んじゃいけないの㸽」と⪺く。母ぶは「それは悪い㨱法使いのお城の

せい。チェルノブイリに悪い㨱法使いのお城があってベラルーシに㨱法使いが毒をばらま

いているのよ。その毒はぢえないし、匂いもないの。それで皆が病気に・・」と答える。

彼女は、映画の最後に、⮬㌟の病気も㢳みず、たった一人で㸦正確には、ぬいぐるみと 2
人で㸧バーブシュカを救うために、冬のチェルノブイリの森の中を突き㐍んで⾜ったので

ある。子どもの世界の怖さと大きさが二㔜写しになっていて、ぢる側への⾪撃が大きいシ

ーンだ。そしてカリーナのひたむきなバーブシュカへの想いが一つの大きなメッセージと

もなっている。みんながぢ捨てる世界こそが一番大事なところなんだと。そして、たった
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一人で立ち向かうことと、あの世へ旅立つこととが㔜なっていて、⿕爆が原因の病気でⱞ

しみ死んでいく子どもたちの㜚病に大きな意味を与えていると思う。「ベラルーシ国立小児

⾑液学センター」で、カリーナと一⥴に入㝔している子どもたちとして映画に登場したの

は、役⪅ではなく実㝿に入㝔していた子どもたちだ。そのうちの 1 人は原因不明で㢦や目

が異様に⭾れ上がっていた。一目ぢただけで、ㄡもがそのあまりにも痛ましい姿に⬚が塞

がれたことだろう。その子どもは、撮影の一㐌㛫後に亡くなったそうだ。このような現実

があるからこそ、㨱法使いに㈇けるな、やっつけろと、カリーナがㄡの助けも借りずに森

に㉱き、子ども一人ひとりの孤独な戦いと、彼らの生きようとする強さを⾲現したことに、

格別な意⩏がある。 
ところで、森へ⾜くまえに、カリーナがバーブシュカの家の窓を外からそっとのぞくシ

ーンがある。バーブシュカが家の中からふと気㓄を感じて外をぢるところは、ロシアやウ

クライナの民ヰで精㟋などが窓からのぞく、というヰが土台になっているのではないかと

思った。つまりそのときカリーナはすでに㟋化していた、㌟体はそこにはなかった、とも

ゎ㔘できる。 そうすると、カリーナの森への戦いは、カリーナの心の中のことだったかも

しれない。実はカリーナは病室にいて彼女の思いが描かれている、ともゝえて、現実的に

病室で病気と㜚う子どもたちの思いと完全に㔜なる。「カリンカ」という㠀常に有名なロシ

アの歌がある。「カーーーーー㸦と㛗く伸ばしたあと㸧リンカ、カリンカ、カリンカマヤ㸦私

のカリーナちゃん㸧」と、どんどんスピードアップして歌われるこの曲を、⫈いたことがあ

る方は多いと思う。ロシア民ㅴが好きだった私の家族が、私の小さいころ、この曲のレコ

ードをよくかけていて、「カリンカ、カリンカ」と㋀っていたのを思い出す。ㄪべてみると、

カリーナという名前はガマズミという意味で、カリンカは「カリーナちゃん」という愛称

のようなものである。歌モの中に、「カリーナの咲いている庭の片㝮に私を埋ⴿしてくれ」

という㒊分があり、この歌と名前からも、映画のカリーナが亡くなることを予感させる。

強く⨾味しい果実㸦ガマズミ㸧を生らせるカリンカ㸦カリーナちゃん㸧と共㬆し、スラブ

系によくある子どもの名前の一つであったのだ。私は、あまりにも⨾しいベラルーシの㢼

景とチェルノブイリ原発のコントラスト、そしてナスチャ・セリョギナ演じるカリーナの

愛らしさと強さに文字㏻り、⬚が⥾め付けられた。 

 
私がこの映画に惹きつけられた一番の理由は、これが「ドキュメンタリーではなく、敢

えて劇映画として」制作されたというところである。もちろん、原発事故、また他のどの

ような社会的な問㢟がテーマになった映画でも、実在の人たちへのインタビューなどから

今までぢえなかった「現実」を引き出すような大変優秀なドキュメンタリーがたくさんあ

ることは確かだ。㸦たとえば、最㏆では立命㤋大学人㛫科学研究科で実施している東日本家

族応援プロジェクト㸯㸮年目のオンライン・シンポジウムで、福原悠介監督の「㣤㤋村に

帰る」という㠀常に素晴らしいドキュメンタリー映画を拝ぢした。㸧その上で、今回はノン

フィクションである現実を、劇というフィクションの形でッえることの力について⪃えて
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みたいと思って「カリーナの林檎」を紹介した。この映画は、㛫㐪いなく社会⮫床として

の役目を果たしている。あるいは社会を変える契機として、または我々一人一人が、⾜動

を㉳こす・実㝿の⾜動を変えるイグニッション㸦点火⨨㸧としてぢることができる。 
戦いは始めた、あなたはどうする㸽とカリーナがメッセージを出している。「ソシオドラ

マ」を創り実㊶したモレノや、「⿕抑圧⪅の演劇」を創り実㊶したボアールと同じである。

いや、カリーナの死を㉃してのッえはそれ以上である。フィクションであるゆえに、しっ

かりとメッセージを心㌟が受け止め、反ⱄするように内㒊からさまざまな思いが湧き上が

ってくる。 

 
 

公開の子 

 

今㛵さんは、2004 年に完成したとき、公㛤するかお倉入りにした方がⰋいかを㝶分㏞っ

たという。現に、完成直後にリトアニアとベラルーシで公㛤が決まり、フィルムのⲴ㐀り

を済ませ、あとは㣕⾜機に㍕せるだけのところで、㜼止されたこともあったそうだ。しか

し監督は、「ある意味命がけのスタッフがたくさんいたので、その人たちを思うと消し去る

のは忍びない」と⪃えた。その後、2007 年ごろになってウクライナの小さなスペースで、

またイタリアの教会で上映された。日本では 2010 年ごろに公㛤する予定で準備をしていた

ら 311 が㉳き、「また別な意味で公㛤できない」と思ったという。「311 後、カメラマンと福

島に⾜った当時は、ガイガーカウンターを持っている人はいなかった。⮬分たちはもって

いたので、少しは㌟を守れる手段が一つある、危㝤度が多少わかると思った。さすがに焦

った。チェルノブイリと㐪って、⮬分の国で㉳きているということもあるがショッキング

だった。福島から帰ってから、かなりⴠち㎸んだ。」と㏙懐している。 
 日本で最初に上映されたのは大㜰の㧗槻で、2011 年 9 月のことだった。㢼㞵の中大勢の

お客さんが押し寄せ、立ちぢまで出て、この日を境に「カリーナの林檎」は、大きな波紋

となって、様々な場所での公㛤が実現していったそうだ。2か月後にロードショーとして東

京で 1 回上映されてから、全国各地で日の目をぢることになった。今崎さんは、その後の

上映の様子を以下のようにㄒる。 

 

印㇟的なのは放射⥺への恐怖から沖⦖や北海㐨などへ、⮬主㑊㞴した方々からの⮬主上

映をさせて欲しいというせ望がとても多かったことだ。なかなか⮬主㑊㞴⪅への理ゎが

浸㏱していなかったこともあり、⮬分たちの想いを代弁する「何か」を求めていたのだ

と思う。北は㔲㊰、そして南は沖⦖まで様々な方々とお会いし、その大半は母子㑊㞴の

方が多く、お父さんは㑊㞴せず仕事の為に元の場所に残ったままだった。日本でもカリ
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ーナと似たような境㐝の家庭が少なくないと感じた。日本での公㛤がⴠち着く㡭から、

アメリカ、ドイツ、ロシアと上映が始まり、各国を映画に寄り添いながら渡り歩いた。 

 

福島県でもぢたいという方々に向けて、㒆山のライブハウスで上映された。福島での危

㝤を煽る映画ととらえて怒った人もいたそうだ。当然ながらさまざまな反応や意ぢがあっ

たことと思う。「今㛵さんは、楽屋に戻って号泣していた」とそのとき一⥴にライブで映画

の主㢟歌を歌った歌手の方がインタビュー番⤌でゝっていたが、号泣の理由はご本人から

もヲしくはㄒられなかった。 

 
 

エスノシアター(Ethnotheatre) 

 

エスノシアターのルーツは、人㢮学⪅のエスノグラフィー研究である。1980 年代 に人㢮

学⪅ Victor Turner の performing ethnography㸦演じるエスノグラフィー㸧に大きな影㡪

を受けた。Turner ⮬㌟は学生たちと研究対㇟㒊族の儀式や催しについてのエスノグラフィ

ーを演じることで実体㦂をし理ゎする、という実㊶をしていたようだ。その後、1990 年代

に Jim Mienczakowski らが演劇⬮本としての研究報告をエスノドラマとし、2000年代に入

ってから、Johnny Saldana らが演技・上演するエスノシアターという分㔝を確立した。

Mienczakowski、Saldana、そして Denzin らは 、フォーカスグループや個人のインタビ

ューから真に生きられた⤒㦂を描き出すには、劇は決定的な手段になるとしている。 
エスノドラマとエスノシアターは両方とも研究報告を劇の形で実施する方法とゝえるが、

研究⪅によりそれぞれの定⩏が少し異なる。本稿では定⩏の検ウが目的ではないため、

Saldana の簡潔な定⩏を採用し、エスノドラマはインタビューその他のデータをドラマ化

した⬮本、エスノシアターはそれをほ客へ向けて上演する演劇というㄆ㆑で㐍めていく。

さまざまな実㊶と取り⤌みがなされているが、リサーチ方法として㠀常に価値のあるもの

であると⪃える。上グのように、エスノシアターのルーツは人㢮学であるが、演劇を使っ

ていることから、ⱁ⾡のプロセスを研究の中に⤌み㎸み省察するアート・ベイスト・リサ

ーチ㸦Arts-based research㸧でもある。Saldana が強ㄪするのは、エスノシアターには社

会的なテーマが入っていることと、ⱁ⾡的であることの両方が必せだという点である。特

に、演劇のバックグラウンドがない研究⪅に向けて、演技や劇の制作がしっかりとⱁ⾡的

なレベルにあることが大切で、台本化、演技法、⯙台技⾡などの研㛑が望ましいと㏙べて

いる。もちろん個々の事情や条件の中でベストを尽くせばⰋいと思う。 
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そして「カリーナの林檎」はドキュメンタリーでなく現実をもとに創った「劇映画」と

いう点において、エスノシアターであるとゝうことが可⬟である。映画の最後にカリーナ

のナレーションが入る。 

 

私は死んだの・・・でも悲しまないで。 
「昔むかしカリーナという女の子がいました」で始まるおとぎヰのような物ㄒなの。 

 
そして画㠃のテロップは、「物ㄒだけど現実です。それはたくさんの取材をもとに制作され

ているからです」と⥆く。映画の中に、実㝿の病児が映し出されている演出もあいまって、

紛れもない現実を、フィクションという強力な武器を使って社会に突き付けているのであ

る。Saldana は、エスノドラマ・エスノシアターは教⫱や社会変㠉などさまざまな目的に

使うことができるとしているが、私は、中でも社会が無知な、忘れられつつある、あるい

は㔜せどしていない人々の声を社会に届ける、という目的を果たすために有用であると⪃

える。この映画をぢればそれはすぐにわかる。もちろん今㛵監督は研究をするという意㆑

で制作したわけではないと思うが、この映画がほ客たちに影㡪を及ぼし、㚷㈹後にそのゝ

動が変わったとすれば、社会⮫床の実㊶となり、また広い意味でのアクションリサーチに

なるともゝえる。 
「決して泣かないで下さい。泣いても何のゎ決にもならないのだから。」これは、映画の

画㠃に映し出されたベラルーシ国立小児⾑液学センター医師のことばである。映画の最後

をぢて泣いたほ客は多いと思うが、このことばにハッと現実に引き戻される。そして、⮬

分のできる範囲で具体的にできる何かを⪃える。それは、多くの人にとって、今の日本で

何ができるかということである。映画の最後には「悪い㨱法使いのいるお城」が映し出さ

れ、「チェルノブイリ原発 4 号炉は、いまも大㔞の放射⥺を発し⥆けている。」というテロ

ップが入る。2020 年版は、それに⥆いて福島の原発の映像が入った。さらに、2020 年 12
月の映画公㛤のメッセージの中で今㛵さんは、「こうしている今も、福島第一原発から、強

烈な放射⥺が発し⥆けていることを意㆑して欲しい。」とグした。 

 
 

カリーナ૽のナスチャ・セリョギナ 

 

 本稿の最後に、あまりに愛らしいカリーナを圧巻の演技で⾲現したナスチャ・セリョギ

ナのエピソードを紹介したい。彼女は実はそれまでまったく演技⤒㦂ゼロの 8 才の普㏻の

少女だったことを知り大変㦫いたからだ。監督によれば、なかなかカリーナ役がぢつから

ずキャスティングは㞴⯟したということだ。撮影地ベラルーシではぢつからず、モスクワ
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でオーディションをしてやっとぢつけたのがナスチャだった。 

毎日とても元気に撮影に⮫み、「素人」であったのに、セリフはすべてぬえていて、現

場では台本を一度も手にしたことがなかったそうだ。ときどき、監督が助けようとしたと

きも、それを㐽り「だいじょうぶ、ちょっと待って、分かってるから…㸟」という㢗もし

さだった。そして、感動的なラストシーンに㛵しての監督のヰがとてもⰋい。⬮本の中

で唯一、変更した場㠃だそうだ。 

 

シナリオでは横たわったまま動かないカリーナのロングショットを㛗くぢせて、そのま

まエンドロールだ。そして、私は㞷の上に横たわるナスチャ(カリーナ)に「あのね、や

っぱり、カリーナはまた㡹張って㉳き上がって、悪い㨱法使いのいるお城に歩き出すこ

とにしたいと思うんだけど、どうかな」と、ヰしてみた。彼女は明快だった。「うん、

その方がいいと思う。」こうしてこの映画のラストは今の形となった。 

 

現在は二児の母ぶになり、モスクワで元気にしているという。今振り㏉ると「カリーナ」

の体㦂はどんなものだったか、その後の彼女の人生にどのような影㡪を与えたのか、でき

ることなら⪺いてみたいと思った。 
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奥能登の宿で

奥能登珠洲にある湯宿さか本。毎年1月2月は冬
眠につき、宿はお休み。主

あるじ

の新一郎さんとは30年
来のおつきあいになるけど、今回は、娘さんの菜の
花さんからのご注文で、旧正月にあたる 2月、「ほ
め言葉のシャワーのお話とワークショップ」の出前
に行ってきました。

1月に降った大雪がまだ深々と残る庭。いつもは
宿のお客さんが食事をとる広い板の間に薪ストーブ
が燃えて、年齢層さまざまな18人が輪になって座
ります。菜の花さんの友だちや、県内外からやって
きたこの宿が大好きな人たち、私も知っている金沢
の友人たち、そして菜の花さんのご両親、加えて私
の夫。ほとんどの人が、ほめ言葉のシャワー？ ワ
ークショップ？　今日いったいここで何するの？　
という顔ぶれです。コロナ下の今、生で顔をあわせ
て、奥能登の宿でみなさんと共有した一瞬一会の時
間は、こんなふうに展開していきました。
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名前の自然さがし

はじめに私が、自己紹介も兼ねて、38年目にな
る週一オープンの「紅茶の時間」の話を少々。それ
から「私もみなさんのこと少し知りたいので、お名
前をフルネームで書いてくださいな」と折り紙を配
ります。自分の名前を書いたらそれをじっくり眺め
て、どんな自然がそこにあるか見つけるワーク、「名
前の自然さがし」の下準備です。
例えば私の場合。水野スウ、って名前は自然だら
け。水があって野原があって、スウ～っと風が吹い
ている。名前をカタカナで書いてみて、鳥の「ウ」
を見つけても、実の「ミ」を、見つけてもいいんです。
さて、あなたの名前にはどんな自然がありますか？

たちまち手があがります。斉藤だから、花が「咲
いとう」。うまいっ！　あ、いいねえ～、と反応す
る場。僕の苗字は五十嵐、アイヌの言葉でインカラ
シー、それって「海辺の丘」という意味で、嵐のよ
うな風が吹く場所、なんだって。へえ～！　とあち
こちからあがる声に続いて、私のは、自分のは、と
みなさんの見つける自然がひろがっていきます。
新一郎の新は、「木が立っている」だ。私の名前
には「里」があります。「泉」があるわ。春の雪の
日に生まれたから「薫」と書いて「ゆき」と読むの。
秋のはじめに生まれたから「あきこ」。
名前の中にある「美」は、ほんとは「太った羊」
って意味で、豊かで美しいってことなんですって。
ともこ、なので「友」がいます。由美子、の由には
「自由」があります。僕の名前は、金・在る・進む、
だから金色の我が道を行く、ってことだ。
「朱色」があります。「稲穂」があります。坂本だ
から「坂」があります。谷口だから「谷」です。「松」
も「田んぼ」もあります、と松田さん。中西だから、
「西」の夕日。「林」があるわ、あだ名はオリーブ、
と林さん。「竜」がいます̶̶と、みなさんがどん
どん想像力の翼をひろげて、名前のものがたりを豊
かに語っていきます。

この日のみなさんの反応のやわらかさに、正直、
驚きました。何度もしてきたワークだけど、最初か

らここまでほどけることって珍しい。新一郎さんが
「なにしろここは、ほうぼくだからねぇ」とつぶや
きます。「え？」と私が聞き返すと、「ここは宿だけ
ど、放牧なの」。なるほど、私もお客で来た時、あ
れこれむやみに構われずほっといてもらえて、自然
体でいられることがとても心地よかった。それをよ
く知っている人たちが、ましてや宿の冬眠中に集ま
って来ていたから、ここまで空気がほぐれていたの
か、と納得しました。

名前の詩
うた

その場でメモしていたみなさんの名前の中のたく
さんの自然。それをもとに、あとからこんな「名前
の詩

うた

」を書いてみました。参加した18人全員の名
前がどこかに入っています。

一瞬一会の名前の詩

「オリーブの林をぬけて!!
嵐吹く海辺の丘には!
新しい　松の木が立っている!
月の光のもと　菜の花が咲いとう!　　
春の雪　春の薫り　
菊の薫り!!土をふみしめ!
山みちの坂をのぼり!谷みちの坂をくだり!
そこに在る　泉わく村!
里の秋　田んぼ　西の夕陽!
金に光る穂　朱に染まる穂!
友よ　私は羊だ　豊かで美しい!
友よ　私は自由だ　一人の竜だ!
金色のわが道を行く」　

できたての詩を真っ先に読んだのは、花が咲いと
う、と言った斉藤さん。「あれ～、スウさんがどこ
にもいなくてこれじゃ寂しいよぅ」。言われて自分
の名前を忘れていたことに気づき、最後の行の次に
「風に吹かれて」と一言、私の名前の中の「風」を
つけ加えて、主催者の菜の花さんに詩をプレゼント
しました。
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ちいさなうれしい見つけ　　　　　　　　　　　　　　　　　

紅茶の時間でいろんな人に逢ってきて、今の社会、
どうしてこうも、目に見える結果だけで人が評価さ
れるんだろう、と何度も思いました。人って、数値
化できる、目に見えるdoだけでできているんじゃ
ない、居る、在る、のbeが土台にあってのその人、
なのにな、と。
そんな個々の一人ひとりを大切にしたい、と紅茶
でしていることの一つが、その人のきもちをまっす
ぐに、話をさえぎらず横取りせず、アドバイスもせ
ずに、「耳へんに十四の心」で聴くこと。そういう
耳で話を聴いている時間は、その人の存在を大切に
することだと思うからです。この日のワークでもほ
んの少しだけ、「聴く」練習をしてみました。

まず、ごく最近、自分の感じた、ささいな、とる
にたらないような、ちっちゃなうれしいを思い出し
てみる。最近で思い浮かばなければもっと前のうれ
しい、もあり。
たとえば最近の私のそれは、雪の庭にみかんを半
分輪切りにして置いておくと、ヒヨドリがやってき
て、みかんジュースをいかにもおいしそうにごくん

と飲んでいるのを眺めていた時、なんだかうれしか
ったなあ、とか。先日出前に行った保育園で松ぼっ
くりのエビフライをもらったのがうれしくて、会う
人ごとに見せびらかしている、とか。
楽しい、うれしいを思いだしてみて、というの

は、毎日の現実が楽しいことばかりでできているわ
けじゃ決してないからです。やなこと、しんどいこ
と、腹立つこと、悔しい、悲しい、もろもろあって、
でもその中に、ちっちゃなうれしい、もきっとある
んじゃないか。その気になれば見つけられるんじゃ
ないか。それを探してみるのも、「しあわせまわし」
というこのワークの内

うち

なんです。

しあわせまわし

ちいさなうれしい、を思い浮かべたら、日ごろ話
したことのない人と二人ひと組のペアをつくって、
ほんの短い時間、自分の感じたちいさなうれしいを、
相手に話します。合図の鈴がなったら交代して、今
度はいま話していた人が聴く番。あえて、とるにた
らないようなうれしいことを言葉にしてください、
と頼むのは、今日の相手がどんなささいなよろこび
も、鼻で笑わず、横どりせず、まっすぐに聴いてく
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れるから安心して話してみる、というミニ体験をペ
アになった双方に味わってもらうためです。
ちいさなうれしいを受け止めてもらえたら、次に
その人に会えた時、もっと深いことや悲しみだって、
分けあえるかもしれない。しあわせまわしは、そん
なきっかけにもなりうるワークと思っています。そ
れと同時に、ふだんの自分がどんなふうに人を聴い
ているか、または聴いていないか、そのことに自分
で気づくワークでもあります。

タイムキーパーの私は、この時間、みなさんの表
情をちらちらと観察します。一人が話す時間はたっ
た1分半なのに、あちこちから笑顔や笑い声がひた
ひた寄せてきます。やってみて、めっちゃ楽しかっ
たあ！という人。うれしいこと話してたらからだが
熱くなってくるのがわかった、熱量あがった、とい
う人。感想のつづきはまた全体ふりかえりの時間に
持ち越します。

身の丈　

doだけで「わたし」が評価されるのは悲しい。
どんな人も、いちいち言葉にせずとも、身の丈の自
分を認めてもらいたい、と願って生きているのだか
ら。身の丈以上を常に求められて、無理に背伸びし
て生きなきゃならないことも、あなたはここが足り
ない、ここが普通と違う、といつも上から見くださ

れて身の丈以下の扱いを受けて生きることも、どっ
ちもつらいことだと思います。
私が15歳の時、銀座の画材店、月光荘のおじち

ゃんから「スウや、おまえさんはおもしろいなああ
～～！」と、丸ごとの beの私を身の丈で認めても
らえた時のうれしさ。おじちゃんからもらったこの
言葉は、あれから半世紀以上たっていたってなお、
私を励まし続けてくれている、たからものの言葉で
す。
紅茶に来る人たちの、あ、この人のここがいいな、
おもしろいな、ここすてきなとこだ、と感じたら私
はできるだけその場でその人に言葉で伝えるように
しているけれど、それは月光荘おじちゃんが私にし
てくれたのと同じことを、いま出逢っている人たち
に返しているということなのかもしれません。

私が私である、という存在

15年ほど前から、「ほめ言葉のシャワー」と呼ぶ
ワークショップをするようになりました。
当時は、あなたが言われてうれしかったほめ言葉
は何ですか、または、こんなふうに言われたらうれ
しいなあ、と思う言葉は何ですか、と問いかけてい
ました。でもここ10年ほどは、いわゆるほめ言葉
に限定されない、純粋に、言われてうれしかった言
葉や言われたらうれしい言葉を思い浮かべて、それ
を折り紙に書いてくださいな、と言うようにしてい
ます。

なぜかというと、ワークを重ねる
うちに、「ほめ言葉」という単語に
わざとらしさやあざとさを感じとっ
て、抵抗感や拒否感を持ってしまう
人の少なくないことがだんだんとわ
かってきたからです。言葉を書くワ
ークの前に、この単語からお世辞や
おだてといったニュアンスをどれだ

け取り除いておけるか、いつも心す
る大事なポイントです。

そのためもあってワークに入る前、
かならず娘の話もします。
ワークショップに参加した人たち
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が書いてくれた言葉を集めて、『ほめ言葉のシャワー』
という小さな本をつくったのは13 年前の2008年で
す。編集とデザインを担当したのは、当時、一人暮
らししながらひきこもりをしていた娘でした。
お金を稼いでいない、社会の何も役に立っていな
い、そういう自分を責めていた娘が、なんのはずみか、
私から頼まれて本づくりの手伝いを引き受けてしま
った。そうなった以上、社会に出られないでいる自
分を何とか受け入れてからでなければ、この本づく
りにとりかかれない、と娘は思ったそうです。もし
そこをごまかして、見かけだけうれしいほめ言葉が
並んでいる本をつくったとしたら、ほかならぬ自分
がすぐその欺瞞に気づくだろう、と。
自分が最初の読者になった時、寂しいきもちにな
らない本をつくるにはどうしたらいいんだろうーー
そう考えあぐねて行き着いた着地点を、本の最後の
コラムに、娘はこのように書きました。ここで書い
ている「あなた」は、娘が自分で自分に言い聞かせ
て書いている言葉だ、とすぐわかりました。

「誰かと比べられたり、何かができることを強い
られたり、絶えずやらなきゃいけないことに追われ
る日々の中に、今あなたが生きているのだとしても。
あなたがあなたである、というその存在は、決して
ほかの誰ともとりかえることはできません。まぎれ
もないその事実に、あなたは気づいてくれているで
しょうか」

ワークの数日後に知ったこと。娘が書いたこの文
章、今回の出前ワークを注文してくれた菜の花さん
が、自身の心がしんどくなった時のために、いくつ
か貯えている言葉の一つだったそうです。

秋田のお話

この手のワークが苦手、っていう人がいることよ
く知っているし、この日もそんな人がいそうだった
ので、10年近く前、秋田でお会いした、こういう
ことがもっと苦手そうな方たちの話をしました。
女性ばかり70～90代の、100人の方々に向かって、

ここにいる方で、ちょっとくらいできたことを褒め

られたからって、浮かれたり調子にのったりするの
はみっともないよ、って言われてきた方、今もそう
思っている方、いらっしゃいますか？　と聞いたの
です。会場のあちこちでいくつもうなずく頭があり
ました。
そうですよね、そこにいらしたのは全員、あの戦
争をくぐり抜けてきた方たち。その間いっぱい大変
なことも苦しみも別れもあったろうけど、それでも
今日まで生きてきたから、今、ここにおられる。そ
んな自分を自分なりに、ああ、がんばってきたなあ、
と認めたり、赦したり、受け入れたりするのって、
自分を甘やかすこととは違うんじゃないだろうか。
誰かが自分にかけてくれたうれしい言葉を思い出
し、書いてみることは、その言葉を自分で受け入れ
ることでもあると思います。受け入れたらその分、
自分に対しても人に対しても、やさしくなるかもし
れないし、自分が歯を食いしばって生きてきたこと
を、相手にまで求めないですむことかもしれないし。

秋田のみなさんが書いてくれた言葉を、読み手を
つのって読みあったら、出てくる出てくる、こっち
までうれしくなる言葉。「おめがおれの嫁でえがった」
「今日も来てけだがあ、おら幸せだなあ」。「おばあ
ちゃんはエンジェルちゃん」と孫から。「お前の世
話になる」と夫から。
私が、これ最高！と思った言葉は「田さ、行くど」。

田んぼに行くよ、という声かけをうれしいと感じた
人がいる。これって、自分の存在を気にかけてくれ
る人がいる、自分を見てくれてる人がいる、と思え
る言葉。照れくさいほめ言葉より、こんな何気ない
言葉こそ、人はかけてもらいたがっているんじゃな
いか、そう思える言葉でした。

ほめ言葉のシャワーのリレー

珠洲の宿でこの日のワークに参加した方たちが書
いた言葉。それをシャッフルして配り直し、読みあ
っていくほめ言葉のシャワーのリレー。ほんとに何
気ないうれしい言葉が次から次に出てきました。

「いっしょに旅行に行こう」「ママの娘に生まれて
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しあわせだよ」「あなたは自慢の娘や（と母から。今
までほめられたことがほとんどなかったので、うれしかった）」
「（笑顔のあなたに）会えただけで心がほっとするんだ」
「離れて暮らす子どもから突然ラインが。どうにも
ならない気持ちがいっぱい書いてある。うれしいの
ではないが、そういう時に思い出してもらえるのが
ありがたい」「生まれてよかった、とあらためて自
覚した時」「ママのごはんが食べたい（娘が小４くら
いの時、地域の子ども会のキャンプでお泊まりして帰って

きた時の第一声）」「あー、おいしかった、最高だね、
盆と正月がいっぺんに来たみたいだ（なんてことない
ごはんに対して、夫がよく言ってくれる）」「○○ちゃん
はそのままでいいんじゃない」「スタッフでしょ、
行くよ！（そのグループの中で疎外感を感じてた時、イベ
ントの打ち上げに行くのをちゅうちょする私に）」「今まで
よく生きてきた」「おもしろい視点だね」「ぎゅー」
などなど。
ほんの短い言葉でも、その背景にはそれぞれのい
ろんな物語があるのでしょう。それを想像しながら、
ここにいる誰かが書いたその人にとってうれしかっ
た言葉を、18通りの声で読み、その声を聴く時間は、
とてもあったかい。　

ふりかえりタイムで

̶̶自分が書いた言葉を誰かの声で聴く体験。その
人のうれしい、もその声の中に入ってるんだね、「そ
んなあなたが好きです」と私が書いたのを、「そん
なあなたが大好きです」って読んでくれてた。自分
の書いたニュアンスとは違ったけど、逆にそのこと
がとても新鮮でうれしかった。その時は、いやなこ
とや自分のだめなとこいっぱいあって、その後、「そ
んなあなたが好きです」って言われたんだったの。
あえて説明つけなかったからどう読んでもよくて、
ある意味、普遍的な言葉になって、いろんな人がそ
こに思いを重ねていくこともできるんだって思った。
̶̶̶秋田のおばあさんの話、わかるなぁ。いつも
叱咤激励、コンチキショウ！　って思いながら、ス
ポ根で生きてきたし、相手にもそう言ってきてた。
ほめ言葉のシャワーは苦手だったけど、後から、あ、
自分ももらってたな、って思い出した。お前ならで

きる、って言われた言葉を励みにしてずっとやって
きたんだ。考えればほかの人からももらってたなあ、
でも自分からはあげてないな（笑）。

̶̶新ちゃんはこういうの好きじゃないと言ったけ
ど、人をほめるの、上手よ。私もほめられるのは得
意じゃないけど、今日折り紙に書いた３つの言葉は
どれも、身の丈で言われた言葉だった。言われた時
に、いやいや、って打ち消さなかった言葉だった。
beでほめられるって、そういうことなんだね。

̶̶照れくさくてこそばゆくて、ワークも苦手で。
でも今日は、そのままの自分を認める言葉をたくさ
ん聞けた。ほめられてもそれを自分でうけとめない
と、自分へのほめ言葉にはならないんだね。

̶̶ひとのいいとこ見つけてはたくさん言葉にして
いるけど、自分に向けてのいい言葉って言ってない
なあ。うれしかった言葉もすぐには思い出せない。
だから時々このワークしてそれを思い出す時間が必
要かも。

循環する言葉

しあわせまわしの後のふりかえりで、うれしいこ
と話したら、からだがあったかくなってきて、熱量
あがったのわかった、と言ったのは、からだの専門
家である鍼灸師のオリーブさん。彼女は人生の途中
で突然、目が見えにくくなって視覚障害者になった
人です。全体のふりかえりの時間に、こう話してく
れました。
「それまでできていたことが、たくさんたくさん
できなくなって、本当にものすごくつらい時期があ
った……。それでも、赤ちゃんが一つずつ新しいこ
とを覚えていくみたいに、自分も赤ちゃん時代から
今まで育ってきて、できることが少しずつふえてき
た。そうなってきたら、今はほんとに何をしてても、
とってもとてもしあわせでうれしくてたまらないん

です。菜のちゃんが私の仕事を認めてくれたのもう
れしかったです」
語っている途中、思わず涙で言葉につまってしま
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ったオリーブさん。実は、2人ひと組のしあわせま
わしの時、彼女はこれと同じ話を、ペアになった菜
の花さんに語っていたのですって。
「ああ、そうだったの。全員でのふりかえりのと
き涙したのはきっと、ワークで一度言葉にしたこと
をもう一度みんなの前で言葉にしてみて、その思い
がさらに深くなったからなのかもしれないね」と私
が言うと、菜の花さんが「一度、言葉にしたことを
……」と復唱していました。
きもちを言葉にすること、それをまっすぐに聴く
人がいること、その言葉をふたたび口にした時、先
の想いが増幅されて自分に戻ってくる、その循環を
とてもリアルに見せてもらった気がしました。
ちなみに、オリーブさんの鍼灸の施術を最近受け
ている菜の花さん、しあわせまわしの時、オリーブ
さんにこう言ったんですって。「自分以外で、自分
のからだのことをこんなに気にかける人がいてくれ
て、うれしい」と。 
菜の花さんはほめ言葉のシャワーの話を聞く前、

それってたぶん、自尊心と自己肯定感のことなんだ
ろうな、と予想していたそうです。はい、きっとそ
うも言えると思います。だけど私はあえて、その単
語は一度も使わなかった。ワークに参加した人が、
あとから、これって自尊心のことだ、自己肯定感の
ことだよね、と思ってもらえたら、その気づき方の
順序がうれしいなあ、と思っているからです。

ふりかえり番外編

家に戻ってしばらくしてから、ふと、急に知りた
くなって、ほめ言葉のシャワーのワークの時、夫が
なんて書いたのか、訊いてみました。「だまってそ
ばに居てくれてありがとう、って書いたよ」え！あ
の時、私が言った、あれ？　
たしかに10数年前、彼にそう言った覚えがあり

ます。そのころ私は心が苦しくて、人に会いたくな
くて、あまり外にも出られない、鬱のような状態で
いたのです。その間、彼は私がしてほしくないこと
をただの一度もしませんでした。励ましの言葉も、
ああしたらこうしたらも何も言わず、黙ってそばに
いて、私を支えてくれていました。数ヶ月たって私
が少しずつ本来の自分を取り戻していった時、口に
した感謝の言葉をそのまま、彼は覚えていてくれた
んですね。そして、それは彼にとってもうれしい言
葉だったんだ。

珠洲のワークショップのおかげで、10年ひと昔
の時を超えて、私から発した言葉が、思いがけない
ブーメランになって私のもとに還ってきました。そ
れは、湯宿さか本の場のもつ空気と、そこに集う人
たちとのコラボで生まれた一瞬一会の時間からの、
ふりかえり番外編、とびきりの贈りものの言葉です。
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ᣀ͢ᄁᒋὀлαק 
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ᇦɶݵ૨ 

ᯇ⏣ ᝆẶ(௬ྡ) 1975 ᖺ⏕ࠋࢀࡲ 
ᡤࡌྠࡗࡎࠋࡍி㒔࡛ࠊࡣࢀࡲ⏕

රࠊி㒔ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡓࡗ⫱࡛
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㞳፧┤ᚋࠊࡁࡔࢇ⏘ࢆ⚾ࡣ⿄࠾ࠊࡽ

ࡢࡓࡗ࡞ࡉฟࢆฟ⏕ᒆ࡛ࡢࡓࡗࡔ
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ࡶ࡚࡚⫱ᐙ࡛ࡢぶᡉࡢேࡢࡑࠋࡍ࡛

࠶㌿࡛ࡢᐙ᪘ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡽ
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ฟࢇࡣᤵᴗࡢᏛࠊ࡛ࡾ

ࡶ㔠࠾ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚
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Ꮫࠊࡽࡓࡗ࡞ࢃᡶࢆᤵᴗᩱࠋࡍ

Ꮫࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲࢀࢃ࠸㝖⡠ࡽ

ࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡣேࡿࢀࡃ࡚ࡋฟࢆ㈝

ࢀ㞳ࡣ⚾࡚ࡗ࠶ࡀࠊࡣẕぶࠋࡓ

ࠋࡓࡋ㛵ಀ࡛ࡓ

 㸽ࡍ10࡛ࡢ㔠⤥ࡢ๓ࡢࡇ
࡞ࡀᡞ⡠ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡽࡶࠊࡸ࠸

ᨭࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠋࢇࡏࡲ࠼ࡽࡶࡽ࠸

⪅ࡢேࠊࡽᡞ⡠ࡿࡃࡘࢆᡭຓࡅ

࡛ࡢࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗゝࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ

ࡓࡗ࡞ࢀ࡞ࡕẼᣢ࡞ࢇࡑࠊࡀࡍ

10ࠊ☜ࠋࡍ࡛ࡢ ࡗ⚾ࡣ

࡚࠾࡞࠸ࡁ㔠࡛ࡶ࡚ࡗࠋࡍࡁ

ࠋࡼࡍ࡛࠸ࡋࡶ⚾ࠊࡽࡍ㔠࡛࠾࡞

࠸࡞ࡃࡓࡾ▱࡚ࡋ㛵ศ⮬ࠊࡋࡋ

ࡀศ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞᎘ࡀࡢࡿ

10ࠊࡽ࡞ࡿ▱ࡇ ࡣㅉ࠺ࡼࡵ

ᛮࡃࡘࢁࡇࡈࡢࡶࠋࡓࡋࡲ࠸๓ࡇࡢ

⚾ࡣẕぶࡢ⚾ࠊࡀࡍヰ࡛ࡓ࠸⪺࡛

ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࡗ⾜ᮾᑜᆓ࡚ࢀ㐃ࢆ

ศ⮬ࡽ࠶ࠊ࡛ࢇ㎸ࡆᢞᾏࢆ⚾

⚾ࠋࡍ࡛࠸ࡋࡽࡓࡋ࠺ࡶ㎸ࡧ㣕ࡶ

࠺ࡼࡋ࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱ࢆ

ᛮࠊࡋࡋࠋࡍ࡛࠸ࡋࡽࡓࡗ㐃࡚ࢀᖐ

ᐇୖࡣ⚾ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡗ

ࡇࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗぶᡉ࡛㣴ࡢぶ∗ࡢ

ࡏࢃ㏻୰ᏛᰯᑠᏛᰯࡽᐙᗞࡢ

ࡔࠊࡣ㡭ࡢࡶᏊࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚

⪺ࢆࡢᐙᗞࡢேࡿ࡞ࡕ

ᑜࢆࢀࡑࠋࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡃ࡚࠸

ࡽసࢆࡕࡔࠊ࡛ࡸ࠸ࡀࡢࡿࢀࡽࡡ

㏆ศ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞

࠸࡚ࡋฟ࿘ᅖࢆẼ✵࠺࠸࡞ࡃ࡙

ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡓ

୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗࠊ࡚ࡋ㧗ᰯ⏕୍ࡢ

ᮇࡣẕぶጜᬽࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡽ

ጜࡀேࡢୖࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸ጜࡎࡣ

ࡶ᥋Ⅼ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡀṓࢇࡪ࠸

࡛ࡇࠊࡽࡔࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶

ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ▱ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠺

ࢇࡳࡀぶ∗ࠊࡣே୕ࡢ⚾ጜே

ࠊ୍ࡣጜࡢୗࠋࡍ࡛ࡢ࠺㐪࡞ ࡽᬽ⥴

㐪ࡶᛶ᱁ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᮇࡓࡋ

ࡋ࡛ࢇࡏࡲࡏࡽᬽࡃࡲ࠺ࡽࡍࡲ࠸

ࠋࡓ

༑ṓࡢࠊᏛࢆ㎡࠸ࠊ࡚ࡵ

ࡋࡲࡵጞࡁാࠊ࡚ࡗ࡞㝖⡠ࡾࡼ࠺

ࡢ࠸᪥㞠ࡸὴ㐵ࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࡃാࠋࡓ

ࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆᑵ⫋

⌧ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࠼⪄࠺࠸

ᐇⓗࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣᏛ࡞⾜

ࡲࡾࢃኚࡢ࠺࠸ά⏕ࢺࣂ࡛࠸

ࡣࡢ࠸᪥㞠ࡸὴ㐵ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏ

Ẽᴦ࡛ࠋࡽࡍẼᴦࡀ⚾ࠊࡣࡢ࠺࠸

⮬ศࢆࡇࡢゝ࠸࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃ

ࢇ࡞ᡃࡀ⚾ࠊࡶ᪉࠺㞠ࠋࡍ࡛ࡇ࠺
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ࡍࡲࡁ࡛ࡀࡾࡩ࠸࡞ࡽ▱ࡶ࡚ࡋ

ᐇ㝿ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶࡢ࠸࠸ࡽ

࡞ࢇࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡋࡣᡃ࡞ࡁ

ࠊࡽࢇࡏࡲࡋࢆ࡚ࡗ㡹ᙇ

ᡃࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡋࡶ㡹ᙇ࠸࡞ࡽ

ࡶࢀࠊࡣ㛗⥆ࠋࢇࡏࡲࡋࡁᑅࡀ

ࡿࡵ㎡ࢆࠊࡀࡍ࡛࠸ࡋᎰࡿ࠶

ࠊࡽࡔࠋࢇࡏࡲࡅ࠸࠸࡞ฟࡶᑅ

ఫࡴᡤࡶ㌿ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࠎ
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ࡀࢁࡇࡴఫࠋࢇࡏࡲࡋࡣࡁ⥆㛗ࡾ

ࡅാࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ാࡀ⚾ࠊࡤࢀ࠶

ࡋࡲࡾ࡞ࡇࡃ⾜ฟ࡚ࠊ࡚ࢀࢃ࠸

ࠋࡓ

ὴ㐵ࡸ᪥㞠ࡢ࠸࡛⇍⦎ࢆồࡵ

ࡀୖࡀࣝ࢟ࢫࡢࠊࡋࢇࡏࡲࢀࡽ

ࡶ࡚ࡗ㡹ᙇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡅࢃࡿ

ࡃ࡞᮶ࡤࢀῶࡀࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡌྠ

ࡵồࡣࣝ࢟ࢫࠊ࡛ࡇ࠺࠸࠸࠸࡚

ࡿ㡹ᙇࢆࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ

᪉ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡓ❧┠ࠊࡾࡼ

ࡢ࠺࠸ࢆࡇ࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ

ᐇ㝿ࠋࢇࡏࡲࢀ▱ࡶヂ࠸ゝࡢ⚾ࠊࡣ

࡚ࡗ▱ࡶࡢࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡗ㡹ᙇ

ࠋ࡛ࡍࡲ࠸ ࢀࡑࡀேࡿ࠸࡚ࡗ㡹ᙇࠊࡶ

ࡾ࠶ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸ᚓ࡚ࢆᯝ⤖ࡢࡾ࡞

ồࢆᯝ⤖࠸ࡋ࠸࠾ࢇࢁࡕࡶࠋࢇࡏࡲ

࠸ࡀࡾࡸࡢ࡚ࡋே㛫ࠊࡾࡼࡿࡵ

ே㛫࡞ຍῶ࠸࠸ࡣ⚾ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ

࡛ࡢ࠸࡞ࡽ㡹ᙇ࡞ࢇࡑࠊࡽࡍ࡛

ࠋࡍ

ᮾ᪥ᮏࡢ㟈⅏ࡢ㡭ࠊࡽ㊰ୖ⏕ά

35ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆ ṓࡽࡄ

࠸㊰ୖ⏕άࠋࡍࡲ࠸ᛮࡓࡗࡔ࠸

ࡢ㸰㸲㛫Ⴀᴗࡔ⾤⳹⦾ࠊࡶ࡚ࡗ

ᒃࡾ࡞ࢀࡑ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᗑ࠾

ሙᡤࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀὙ℆ࢁࡇࡿࡍ

࠸࡚ࡋࢆ᭹࡞₩Ύࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ

࡞ࡶࡇࡿࢀࡉฟ࠸㏣ࡾࡲ࠶ࠊࡤࢀ

ࡏࡲ࠸྾ࡶࡇࡤࡓࡶ㓇ࡣ⚾ࠋࡍ࡛࠸

ࡽࢇࡏࡲࡋࡶࣝࣈࣥࣕࢠࠊࡋࢇ

ఱࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽせࡀ㔠࠾ࢇ

ḧࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸ࡋヂ࡛ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽせࡀ㔠࠾࠺ࢇ

ዪࡢᏊᑐ࡞࠸࠸ࠊࡶ࡚ࡋᛮ࡚ࡗ

ᴟ✚ࡽศ⮬ࠋࡍ࡛ࡅࡔࡿ࠸ぢ࡚ࡶ

ⓗࠋࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣᮃࡤࢀࡅ࡞ࡲ

せࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽே㛫ࡣ㡹ᙇࡁ⏕࡚ࡗ

ࡗ㡹ᙇࠊࡅ࠺ࢁࡔࢇ࡞࣓ࢲ࠸࡞

࠺ࡼ࠺ᛮ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡀ᪉ࡶ࡚

ࡇࠊࠊ࡛ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞

ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠺

35 ṓࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑࡤ࠼࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ

ࠋࡍ㡭࡛ࡔࢇṚࡀẕぶ☜
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䠍䠊大殺界䜢䛹う生き䜘うか䟿䠛  

 
  六星占⾡によると、木星人プラスの俺はこれか
ら㸱年㛫大殺⏺である。そんなの┿剣に信じなく

ても、気の持ち方だとゝわれそうだが、俺の人⏕

ではこれが⤖構当たってきている。 
 これまでこの㐃㍕で書いてきた㏻り、俺のジェ

ンダーへの囚われの原点は小学校の時の⏨根ⓗな

女の先⏕だが、この先⏕が担任だった小学校の 4
年から 6 年までの㸱年㛫はまさに大殺⏺の㸱年㛫
に当たっている。 
 その 12年後、21歳から 23歳にかけて、大学を
卒業する㡭、ゼミの先⏕と不和が㉳きた。元々大

学に㥆染めないのを一⏕懸命思い┤して㸲年㛫㡹

張ったのに、憎しみの残るような卒業の仕方とな

った。その後もそのトラウマは俺の人⏕にずっと

影をⴠとしてきている。 
 その 12年後、33歳から 35歳にかけては、就⫋
のことで悩んで二㐍も三㐍もいかなくなった。大

学の専任になるのは㞴しい、しかし、㠀常勤のま

まだと㎞い、でも㌿⫋もしたくない、これまで㛗

年勉強してきたのに、それが無になってしまう。

新しい⏕き方を探そうと、⏨性㐠動に㛵わること

になるのだが、どこか俺が期待していたものとは

㐪っていた。あの当時も混乱の最中だった。しか

もこの時期、父が死に、上の弟が死んだ。母も┦

当ⱞ労していた時期だった。 
 そしてそれから 12年。45歳から 47歳にかけて
は、今度は単ⴭを出す時の⏘みのⱞしみだった。

まず、京㒔のある出版♫へと⏦し出た。そこは▱

り合いの先⏕たちが本を出されているところなの

で、推⸀もしてくれた。しかし、「⚾たちのところ

はもうあのシリーズをやめようと思っているので」

と一つ㏉事で断られてしまった。別の京㒔の出版

♫に掛け合うと、原✏をㄞんで、会㆟にかけるの

に㸯ヶ月ほどかかるとゝわれた。それで、その出

版♫の㏉事を㸯ヶ月待ったのだが、⟅えはアウト。

「内容ⓗには㠃ⓑいのですが、⚾たちのところは
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教⛉書が中心なので」とゝわれた。 
 何よりも困ったのは、この出版♫と㝈らず、⮬

㈝出版の場合であっても、出版を会㆟で決定する

のには㸯ヶ月くらいかかることだった。それに、

他の出版♫と二⫤をかけることができない。した

がって、㸯ヶ月待って、アウトだったら、またそ

の時点で他の出版♫に当たらざるを得ず、アウト

が⥆く場合はいつになるかわからない。ⱞしかっ

た。これじゃあ、いつまでも決まらない。 
 思い出しても、つらい⤒㦂ばかりだ。あれとま

た同じ㐠勢がやってくる。怖い。 
 もちろん、その全てが俺の人⏕にとってはⱞし

いけれど大きな㌿機となった出来事ではあった。

ジェンダーへの囚われがなかったら、今の俺はな

い。あの時、大学の先⏕との不和がなかったら新

たな出会いは㉳きていない。あの時、就⫋のこと

で悩んで、⏨性㐠動に参加しなかったら、中村正

さんや伊⸨公㞝さんとの出会いもない。そして、

本も京㒔の出版♫で断られたからこそ、ある東京

の出版♫に㢗んで、これが大成功だったのだ。⣲

晴らしい出会いだった。♪涙が乾いた後には夢へ

の扉があるの♪と昔、斉⸨⏤㈗が歌っていたけど

も、先の展望がぢえないⱞしみを味わった後には

必ず、何かが㛤けてくる。 
 だから、これから 3 年後には新たな㌿機がゼれ
て、俺の人⏕もう一⓶むけるのかもしれない。だ

けど㸱年㛫は暗中模⣴、五㔛㟝中を⏕きていかな

くてはならない。それが憂㨚なのだ。 
 
䠎䠊䜰䝷還䛻䛺䛳䛶思うこ䛸 

  
 この原✏がアップされる㡭には俺は 57 歳にな
っているはずだ。 
 この㡭、ⱁ⬟人やスポーツ㑅手などⴭ名人のゟ

報がネットに出ると、必ず年㱋を☜かめてしまう。

80代、90代ならまだいいが、70代となった場合
はⱝいなあーと思ってしまう。昔の俺だったら 60
代であっても┦当な年寄りを想像していた。しか

し、⮬分がアラ㑏になってくると 70代で死ぬとな

ったらあと 20 年もないという気持ちになってく
る。20年前の俺は、⏨性グループと上手くいかな
くなって、傷心気分だった。あの㡭のことは今振

り㏉れば昨日のことのようだ。あと 20年なんて▐
きのように㐣ぎて⾜くだろう。渡瀬恒彦まで⏕き

るとしたらあと 14年、渡哲也まで⏕きるとしたら
あと 21年、㧗倉健まで⏕きるとしたら 26年、森
⦾久彌まで⏕きるとしたら 39年。俺はどこまで⏕
きていくことになるのだろうか。 
この㡭死後の世⏺を⪃えるドキュメンタリーを

ぢたり、本をㄞんだりしている。俺は何事も心㓄

性なので、早くから死ぬときの準備をしなくては

と思ってしまうのである。 
シュタイナーの⌮ㄽによれば、人㛫の意㆑は、

死後は形を変えた意㆑となって存在し⥆け、㍯廻

再⏕するのだそうだ。俺もㄡかの⏕まれ変わりな

のだろうか。そうなれば、㨦は不滅なのだが、こ

れはこれで怖い。意㆑がずっと存在するのならば

いいが、㍯廻再⏕となると、他の人㛫になるわけ

だから、⮬分が無になってしまう。それが怖いの

だった。もう一つの⮬分が㟋⏺に⏕きていて、そ

こで今の俺の姿をぢていると思いたい。そうすれ

ば、㍯廻再⏕してもそれが⏕き⥆けるわけだから、

⮬意㆑が無になることはないのだ。 
俺はこの宇宙の中で⪃えれば、本当に⢏にも満

たないような存在だ。また何億光年にわたる人㛫

の歴史から⪃えても個々の人⏕なんて本当に一つ

の原子にも満たない。大きなど点から⪃えた場合

は、俺の人⏕なんて、本当にとるに㊊らないもの

だろう。 
むしろ、この世は、あの世へ⾜くまでの準備段

㝵という⪃えもできる。俺たちは宇宙の⢏子ほど

のことも⤒㦂できずに一⏕を⤊えていく。あの世

に⾜ってから宇宙のミステリーがわかっていくの

ではないか。そう⪃えると死ぬことも怖くなくな

るだろう。しかし、怖い。 
人㛫っていうのは思っていたほどには成㛗しな

いものだ。俺はⱝい㡭、歳をとっている人は人格

ができていて、もっと人⏕をㅉほしているのかと
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思っていたものだった。しかし、実㝿には決して

そんなことはない。これまでの俺のトラブルを振

り㏉ってみても、ㅉほしていない年㛗⪅たちを㐣

剰ホ価していたことが、トラブルの元になってい

る。 
 小学校の先⏕も、大学の時のゼミの教授も、♫

会㐠動で出会った人たちも、全て最初から大した

人じゃないのだと割り切ってつきあっていれば、

その後失望を味わうことはなかったのだ。世の中

は善意になんて満ちていない。歳をとっても、人

格⪅になんてなれない人の方が多いのだ。 
 それに人⏕の㝈られた時㛫では人㛫は狭い世⏺

しか▱らずに⤊わってしまう。俺はまだ 10代の㡭
のトラウマを⒵せずにⱞしんでいる。俺の 10代、
20代、30代、40代、50代、今振り㏉れば、全て
一本のラインで⤖ばれている。それはジェンダー

に対する囚われだった。人㛫の人⏕にはそうそう

たくさん出来事が㉳きるわけではなく、大きなテ

ーマにまつわる出来事を⧞り㏉し反ⱄしながら㐣

ぎて⾜くものなのではないか。この㡭そう思うの

だ。 
 もちろん、その中で、小さなテーマや小さなラ

インはいくつも形成されていく。 
春休みになって、⏕活のリズムが午後㸱時にな

っている。㸱時になると毎日東京のコロナ感染⪅

数の㏿報が出るのだ。その数字をぢて、少しずつ

⫪を撫で下ろす日々が⥆いている。数字は☜実に

減って入る。日本だけじゃなく、全世⏺ⓗにも減

っている。今度こそ、収束へと向かうのかもしれ

ない。それを心待ちにしているのだ。 
 春休みになると時㛫が㐣ぎない。いつだって何

かを⪃えている。でも歳をとって仕事ができなく

なったら、こういう毎日がずっと⥆いていくだろ

う。年取ると今よりももっと何もすることがなく

なる。57歳になろうとする今でさえ、死ぬことの
恐怖に怯えているのに、実㝿に 80代になったら俺
は平常心で⏕きることができるのだろうか。それ

ともそれまでには死を㐩ほできるようになるのか。 
 「死ぬ時のことを⪃えるよりも⏕きている㛫を

十分に⏕きればいいのよ」ともうじき 83歳の母は
ゝう。「死んだら⮬然に帰るんだよ」とお世ヰにな

ってきた 70代の⏨の先⏕はおっしゃっている。心
⒪内⛉の先⏕も 70代になって、まだバリバリに仕
事をなさっている。いつ死ぬかわからない年㱋に

なって、そのことを毎日気にやむのではなく、あ

る日、✺然ばったり死ねるのが本望と思っている

人が多いようだ。人㛫なんて、みんな一度は死ぬ

のだから、それを悲ほⓗに⪃えても意味がないと

思っているのだろう。 
 しかし、俺はそう⪃えることはできない性分な

のだった。 
 先日、ミニドックを受デした。これは毎年夏休

みに受デしているのだが、去年はコロナのせいで

⾜かれず、年度末が㏆づいてきた 2 月の受デであ
る。 
 正┤なところ気が㔜かった。何かとんでもない

気がぢつかったとしたら・・・。この㡭また悲

ほⓗになっていて、悪い方に⪃えるⒷが戻ってい

る。 
実家の㏆くの⸆屋のおばさんは⮅⮚⒴で亡くな

った。 
 前に『君の⮅⮚を㣗べたい』という映⏬があっ

たけど、⮅⮚⒴の場合はまず治らない。今は⒴で

も治るケースが増えているが、⮅⮚⒴の場合はぢ

つかった時にはもう手㐜れになっているケースが

多いと⪺いている。そのおばさんも㝔でいきな

りホスピスを勧められたのだそうだ。もう死ぬの

は決定ⓗだから▷い余⏕を心安らかに⏕きること

を医⪅も勧めるのだ。 
 俺は今のところ㣗欲もあるし、⑭せてもいない、

元々体が弱いわけでもないし、⮅⮚⒴ということ

はないだろう。 
 しかし、体は徐々に弱っているのである。 
 この㡭困っているのは尿である。⚄⤒㉁なので、

前から㢖尿ではあったのだが、この㡭は尿意があ

るのにトイレに⾜ってもおしっこが出ない、出が

悪いという状態になってしまっている。 
 ミニドックの検デの先⏕にそのことをヰすと、
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「年㱋ⓗにそういうのが出てきそうな時期ですよ

ね」とゝわれた。ネットでㄪべてみると、70代に
なると⏨性の㸵割くらいがそういう問㢟を抱える

のだそうだ。俺の⩏⌮の叔父は前❧⭢⒴だったの

だが、⒴とデ断された後も┦当㛗く⏕きていた。

だから命に㛵わるものではないにしても、やはり

㎞い。 
㏆所の⸆局で尿の出をよくする漢方⸆を㈙った。

俺は便⛎の漢方⸆も㣧んでいる。⸆代が⤖構かか

ってしまう。 
 最㏆になって、体のㄪ子を整えるために㙀灸に

も再び㏻い始めた。今回のところは F Bの友㐩が
すごく効き┠があると書いていて、㏆所というこ

ともあっていくことになった。 
 俺の㌟体をぢた先⏕からは、「これだと普㏻に⏕

活しているのも㎞いでしょう」とゝわれた。 
 㙀灸といってもいろいろな流派があるのだろう。

この㙀灸㝔では、㸯回㙀を刺されて、そのあと 20
分くらいほっておかれる、それからまた別の㒊分

に㙀を刺してまた 20分。それだけのことだ。 
 それだけのことなのに心なしか体の状態がいい。

毎㐌来てもらっているマッサージも㸯回は抜かし

ても大丈夫だった。 
 㸯㐌㛫後に再びその㙀灸㝔に⾜くと㸰回┠も同

じ施⾡だった。そして㸱回┠も同じ施⾡。徐々に

⊧⫼もⰋくなってきているように思えた。 
 「また、㸯㐌㛫に㸯回くらいでいいですか」と

⪺くと、「だいぶⰋくなってきたから㸰㐌㛫に㸯回

で構わないと思いますよ」と先⏕からゝわれた。 
 このゝⴥを⪺いて、この先⏕、⭡㯮い人ではな

いのだなあと思ったものだった。できる㝈り㢖⦾

に来させるために状態を㛗引かせるところもある

のだが、この先⏕はそうゝう人ではないようだ。 
おしっこが㏆い、⫼中が③いのはこの㙀灸と漢

方⸆でマシになるかもしれないと希望は出てきた。

俺は映⏬をほに⾜くと必ず、㏵中で一度はトイレ

に❧ってしまう。そのため出やすいように、いつ

も➃っこの席をキープする。 
㢖尿の原因の一つは普段の俺は水を㣧み㐣ぎて

いるからである。水はいっぱい㣧んだほうが体に

いいと⪺いているからなのだが、当然、水を㣧む

とトイレにも⾜きたくなる。昔は映⏬なんかぢる

ときは水なんて㣧まなかったものだ。昔はペット

ボトルもなかったし、そもそもお㔠を払って水を

持ち歩くような時代ではなかった。 
俺は火照りなので、冬でも冷たいものを㣧ん

でしまい、これもトイレが㏆くなる一因となって

いる。コーヒーをアイスからホットに変え、水を

おⲔに変えれば、㢖尿もマシになるだろう。これ

からはそうしよう。 
持の正常║圧⥳内㞀は、Ⓨぢしてから 15年だ

が、その㛫加㱋のせいで多少は悪くなってはいる

ものの、┦当悪くなっているわけではない。まだ

まだ大丈夫だ。 
㰡径ヘルニアが③いのが問㢟だが、これも多少、

気をつけていればマシになるだろう。㣗⏕活と⏕

活のリズムを改善しなくてはならないのだ。 
ボクシングジムでは⦖㊴びを 100回㊴べるよう

になった。57 歳の割には元気だ。あと 30 年くら
いは⏕きていられるかもしれないのだ。 
そう⪃えれば、まだまだ人⏕に前向きにならな

くては㸟 後ろ向きの人⏕で 30 年も⏕きるのは
㎞い。クリント・イーストウッドや山⏣洋次みた

いに 90ぐらいになってまだ⌧役の人もいるから、
俺の人⏕だって、まだまだ捨てたものではないか

もしれないのだ。 
 
䠏䠊生活䜢狭䜑䜛。 

 
今年に入って⏕活するための⌧㔠がないことに

気づくようになった。㈓㔠はあるにはあるのだが、

おろしたくない。⪁後のえだからだ。 
お㔠がない。これは不思㆟なことだった。この

1 年はコロナでどこも⾜かれなかったため、実家
にも帰っていないし、東京にも⾜っていない。友

人と会う機会が減ったので、外㣗代もそんな使っ

たぬえはない。パソコンも㈙っていない。なぜ、

なのか。 
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とりあえず、これからはお㔠を倹⣙して、⏕活

を狭めなくてはならない。先日、映⏬㤋で 80くら
いのおばあさんが掃㝖の仕事をしているのをぢて、

③々しくなったものだ。㧗㱋の人が、お小㐵いの

ためのバイトをしているのであればまだいいけど、

⏕活のために仕事しなくてはならないのだとした

ら、大変なことだ。 本当に人⏕は切ない。死ぬ

㛫㝿まで⌧実に❧ち向かい、人㛫は仕事すること

になるのだろうか。 
俺は 80くらいになったら、体を労って余⏕を暮

らしたい。しかし、収入がなくなるわけだから、

そうそうお㔠も使えない。倹⣙した中でやってい

くしかないのだ。これからはその準備もしていか

なきゃいけないのだった。 
 まずはコンビニに⾜く回数を減らして、スーパ

ーに⛣⾜しよう。スーパーで㈙い物すると千円で

これだけ㈙えるものなのかと感嘆してしまうこと

がある。コンビニに慣らされているからレジに並

ぶのが㠃倒だけど、それくらいはできる心のゆと

りを持たなくてはならない。 
 映⏬も映⏬㤋でぢる回数は減らし、レンタルも

減らして、Netflix や Amazon プライムでぢる本
数を増やさなくてはならない。㓄信だといつでも

ぢることができるため、あまり┿剣にぢない。映

⏬㤋やレンタルでお㔠を払ってみた方が┿剣にぢ

ることは事実なのだが、それくらいは妥協しなく

てはならない。 
 ㈙い物の時のポイントもできる㝈り、つけても

らうことにしよう。俺はお店などでカードにポイ

ントをつけてもらうのは㠃倒⮯いと思う性格なの

で、ポイントを㞟めようとしない。しかし、そう

いう小さい倹⣙が後では大きいというヰも⪺く。 
 それに、できる㝈り㢖⦾に㡸㔠残㧗をチェック

しなくては㸟 「乗るだけダイエット」というゝ

ⴥがある。ヘルスメーターに乗るだけでも、常に

体㔜を意㆑しているからダイエットに効果がある

という意味である。お㔠に㛵しても、「ぢるだけ倹

⣙」とゝえるだろう。常にお㔠のことを意㆑して

毎日残㧗をぢていれば、少しずつ失㈝のコントロ

ールが効いていくに㐪いないのだ。 
 
䠐䠊女性嫌い䜢治す䛻䛿䞉䞉䞉 

 
 そして俺のこれからの人⏕のテーマは、女性へ

の偏ぢを溶かすことである。 
  俺はこれまで何人ものカウンセラーについてき
たが、中でもとりわけ大きく俺にとって有┈だっ

たのは 25 年前に出会ったゲシュタルト心⌮学の
カウンセラーの先⏕だった。この先⏕は、アメリ

カ仕㎸みで、ただ単にヰを⪺くのではなく、問㢟

にグッと向かい合わせるカウンセリングだった。 
 その先⏕に俺の悩みをヰすと「アバウティズム

㸦Aboutism㸧やめてんか㸟」とおっしゃっていた
ものだった。すなわち、俺の思い㎸みは、俺の思

い㎸みであって、それを一⯡化することを止めよ

うとなさっていたのだ。例えば、不Ⓩ校について、

♫会について、これまでの⤒歴について、俺は全

て悲ほⓗに⪃えていたのだが、それはあくまでも

俺のそれに「ついて」の⪃え方であって、実像は

㐪っているのだということをわからせて、俺をサ

ポートしようとしてくれていたのだった。 
 俺は、この先⏕を尊敬しているし、感ㅰもして

いる、この先⏕のおかげで⮬分にある⛬度は⮬信

がついた。しかし、この女性に対する偏ぢの㒊分

だけは、この先⏕の⌮ㄽでも無⌮だった。 
 俺が一人や二人の女性からトラウマを㈇わされ

たというのであれば、女性すべてについての問㢟

ではなく、その女性の問㢟であるということにな

るだろう。しかし、俺は、小学校や中学校の㡭だ

けではなく、何段㝵にも渡って、女性に③い┠に

㐼わされている。とりわけ因果なのは大学入学の

時ⱥ文⛉を㑅んでしまったことだった。 
 大学に入る㡭の俺は本当に前向きになっていた。

物事をポジティブに⪃え、全力に⏕きようと意気

㎸んでいた。それまでのⱞしい不Ⓩ校時代を一掃

しようと思っていた。しかし、よりによって、俺

のクラスは女の子が㸵割。俺は女性から嫌われる

⏨であることは⮬ぬしていたので不安だったが、
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それも前向きに捉えようと思っていたのだった。 
 しかし、⌧実はそう⏑くなかったのだ。入学し

て半年くらい⤒って、⛅ぐらいになってくると女

の子たちの悪口㝜口が始まった。 
 このヰをすると、俺が悪⦕を引き寄せいている

という人もいる。俺がネガティブな┠で女性をぢ

ているからネガティブなものを引きつけるのだと

ゝう人いる。しかし、この当時の俺は意気㎸んで

いたし、女性に対しても偏ぢなく、┠一杯ぶ切に

振る⯙っていた。なのに、それが㉳きたのである。 
 他の学㒊だったら当時は女性は少なかったから

ここまで女性嫌いが㛗引くことはなかったのかも

しれない。しかし、人⏕に「たら・れば」はない。

ⱥ文⛉に⾜っていなかったら、今の仕事はないわ

けだし、これはもう宿命としかゝいようがないだ

ろう。 
 事故に㐼いやすい人、気になりやすい人、お

㔠に恵まれない人、⏨㐠の悪い人、さまざまな宿

命を人は⫼㈇っている。俺の場合は女性から嫌わ

れる、気持ち悪がられる、傷つけられる、そうい

う宿命を⫼㈇って⏕まれてきたらしい。 
 俺の中では女性はおっかない存在として概念化

されている。幸せを奪う存在として位⨨づけられ

ている。そういう女性ばかりではないのだろうが、

出会う女性はそういう女性である可⬟性もあるの

だ。 
俺は一⏕、性ⓗ不⬟⪅のように⏕きていくしか

ないのか。 
いや、ここでUnlearnを学ぶことを⪃えてもい

いだろう。もう一度物心つく㡭の子供に戻って、

全てを学⩦しなおす。これまでの人⏕⤒㦂で学ん

でいたことを Unlearn㸦捨て去る㸧ことが、今の
俺には大事なのだ。 
 まずはジェンダーをしばらくは忘れるべきだろ

う。俺はこれまで㛗い㛫、ジェンダー◊✲に没入

して⏕きてきているので、女性の些⣽な一ゝがチ

せない。些⣽な態度に㐣敏に反応してしまう。➽

㔠入りのフェミニストだったらまだしも、大抵の

人はジェンダーを深く勉強しているわけではない

ので、当然彼女たちのジェンダーに㛵する意㆑は

整合性が取れていない。ジェンダーを毎日⪃えて

⏕きている俺は、⏨だったらこんなことはゝわな

い、こんなことはしない、女だからチされること

だ、だからあなたは女の特権にふんぞり㏉ってい

る、だから女性はチせないという⪃えへと㝗って

いく。 
 ⌮ワめで女性をぢるのをやめないことには女性

嫌いは治らないのだ。 
それがわかっていても、「ゝうは易し、成すは㞴

し」である。 
しばらくはジェンダーの║㙾を外して⏕きなく

ては㸟と思っていた▮先に『ファーストラブ』と

いう映⏬に出会ってしまった。 
 㸦ここからはネタバレがあるので、映⏬をまだ

ぢていない人は注意してもらいたい。㸧 
 俺は、この映⏬の冒㢌の 15分くらいをぢた時点
で、性ⓗ待のヰであることはピンときた。父を

殺してしまった女の子のヰなのだが、彼女が幼少

期に父からひどい待を受けて、その⤖果心が壊

れてしまっていることが徐々にわかっていく。そ

の後㑇で、彼女は⏨のど⥺を感じるたびに昔の

トラウマを思い出してしまい、そのことが彼女を

常㌶を㐓⬺した⾜動に導いていくのである。 
 映⏬をほながら、「あなたの気持ちはわかる。で

も、俺だってそうなんだよ」とゝいたくなった。

俺だって、子供の㡭のトラウマのせいで女のど⥺

が怖い。しかし、⏨の場合はそのⱞしみをㄆめて

もらえない。 
 この映⏬と同列の映⏬はたくさんあって、むし

ろこの㡭は幼児期の性ⓗ待のヰは㔞⏘されてい

る。その一方で⏨がトラウマを㈇わされるという

ヰはあるだろうか。⏨の場合だと『㜌の子供たち』

のように加害⪅も⏨というケースが圧倒ⓗに多く、

女性の加害が描かれない。描かれたにしてもそれ

がヰの中心にはならないので、なかなか日の┠を

ぢることがないのだ。いつになったら、わかって

もらえる時代になるのやら。もうわかってもらえ

ないと割り切るべきなのだろうか。 
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 橋本⪷子のセクハラ問㢟がマスコミを㈰わして

いるのはある㠃好ましいことだ。女性でもそうい

うことをする人がいるのだとゝうことを世㛫がわ

かってくれれば、⏨の方も摘Ⓨしやすくなる。 
 女性を㈘めようと思っているのではない。⏨で

も女に傷つけられる⿕害⪅はいることをㄆ▱して

もらいたいのだ。 
 
䠑䠊『花束䜏たい䛺恋䜢した』䠄土井裕泰監督䠅 

 
あまり㣗指の動かない映⏬だった。 
先にも書いたとおり、俺はほとんど恋愛という

ものをしたことがない。女性が好きではないので、

とっくに恋愛はㅉめていきてきた。アメリカで

MGTOWという⏨性グループがあるという。恋愛
や⤖婚は⏨にとって不利┈だから、そういうもの

を㑊ける⏨たちのグループである。まだヲしいこ

とは▱らないのだが、こういうグループができた

ことは俺と似た⪃えの⏨性が世の中にいるのだ。

俺はほっとした。 
 この映⏬で、Ⳣ⏣将暉と有村架⣧が恋人になる

までのプロセスは極めて今㢼である。まず、Ⳣ⏣

の方がお㔠を払うわけではない。彼の方が彼女に

料⌮を作ってあげたりする。彼は焼きおにぎりを

3 つ作るのだが、㸰つ彼女が㣗べて、彼はひとつ
しか㣗べない。昔だったら㏫だろう。昔㢼の⏨女

㛵係には囚われていない。 
 しかも、この二人、彼のアパートで一晩二人き

りでいながら、即セックスをするわけではない。

これも今らしい。昔だったら一人暮らしの⏨のと

ころに⾜って、しかもそこでうたた寝なんてした

らレイプされるところだが、Ⳣ⏣が演じる⏨子は

そういうことを最初からしたいとは思っていない。

有村の方も不安を持っていない。今の⏨はⲡ㣗⣔。

もはや⏨は⊋ではないのだ。 
 その後も一㈏して、ジェンダーは強ㄪされない。

どちらがリードするわけでもなく、二人の恋愛は

㐍んでいく。 
 ただ、㏵中、彼がそれまでのイラストレーター

の暮らしをㅉめて、営業⫋のサラリーマンになる

ところから二人のすれ㐪いが始まっていく。彼の

方は仕事人㛫へと㝗っていくのだ。 
 これは⏕物学ⓗな問㢟なのだろうか。⏨は㸯つ

のことしかできない。それまでは㸳時から後はイ

ラストレーターを⥆けると思っていても、いつし

か⏨♫会の一因へと⤌み㎸まれていくのだ。 
 あれこれあった後、⤖局、二人が別れるところ

で映⏬は⤊わる。憎しみ合う別れではなく、お互

いのことを⪃えて、前向きに別れる。今は一㐣性

の恋であってもそれが⮬分の人⏕にとってプラス

の⤒㦂なのであれば、それでいいと割り切るⱝい

子が多いのだろう。今は㥑けⴠちとか心中とかす

る時代ではない。愛は┣┠というのはもう古い。

⌮性ⓗで友愛に満ちた恋愛。これはなかなかにい

い傾向だ。 
 また世の中キャラ分けが㐍んでいることもわか

る。映⏬のディテールとして、スペシフィックな

作家や映⏬の名前が出てきて、万人が▱るものは

無くなっている。 
 ╔実に世の中はいい方向に㐍んでいるようだ。

俺もまだまだ⏕きていく価値はあるのだろう。 
 俺の人⏕は 10代がどん底で、その後尻上がりの
人⏕。今はボクシングジムでシャドーボクシング

をするアクティブな初⪁のおじさんである。ボク

シングジムのトレーナーの子が、一⥴にㄌ⏕日を

⚃ってくれることになっている。 
 今は幸せ。これから女性嫌いだけはどうにかし

なくてはならない。それが今後の┠標である。 
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役場の対人援助論 

（３６） 

岡崎 正明 

（広島市Უ 
 

 

そủでも 私たちは 助けあうこと ởめない 

 

 

仕事ửẲềẟỦể  ểẨỄẨ 

澱ỉợạễ  ἛἿἛἿểẲẺờỉầ  ẺộỦ 

 

ởẾềờởẾềờ  改善Ẳễẟ事態  

ᛅẲềờᛅẲềờ  分ẦẾềẪủễẟ相手  

同ẳợạễẮểửẪụẦảẲ  現実Ệ目ử背Ậ  楽ễ方Ệ流ủỦ人ẉ 

 

救ạỊẵỉ制度ở機᧙Ị  融ᡫầẨẦẵ 

互ẟỉ無理ᚐử  ẝậếỤẟ 

人手ầឱụễẟ現場Ị 

自己᧸衛ể  ἂἓầ充満Ẳ 

理想的ễἋἿὊỾὅỊ 
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政治家ỉ口ẦỤ  空虚ỆỮỂ 

上ẦỤỊ 

先ᡛụể忖度ỉ  ầ吹Ẫ 

 

ẸẲềễỆợụ 

ẸỮễỆ思ạ  己ỉ独ụợầụỆ 

ạỮằụẴỦ 

 

ẝủỊ  私ẇ 

楽ễ方Ệ流ủỦỉờ  自己᧸衛ịẦụễỉờ 

ỚỮễ  私ỉẮểẻ 

 

Ẑọểụờ取ụ残Ằễẟ社会ẑ  ễỮề無理  

ẐỪầắể丸ắểẑ  ẸỮễỉỂẨỦỊẵầễẟ 

 

ỨẪỂờễẟ現実Ệ  ỨẪỂờễẟ自分  

ἛἿἛἿểẲẺờỉầ  

私ỉ中ẦỤ  

ểỜỄễẪ 

ẝỐủềẪỦ 

 

 

Ểờ 
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ẸủỂờẇ 

ẸỮễểẨẮẸ  

思ạỉẻ 

 

ẐẸủỂờ 私ẺẼỊ 助ẬẝạẮểử ởỜễẟẑ  

 

Ắỉᚕ葉ẻẬỊ  理想的ễẪẶỆ  

ẵẾể営ộủềẨẺ  ộẩủờễẟ  事実  

 

私ẺẼầ  ộẻ狩ụể採ᨼỂ  ẪỤẲềẟẺ᪭  

気候変動Ể  料Ị減ụ  人Ị滅亡ỉ危機ỆỚộỪủẺ 

Ẹỉ時   私ẺẼỉ祖先Ị  生Ớ出ẲẺỉẻ 

 

ợụ強ẟ者ẻẬầ  生Ẩ残ỦỉỂỊễẪ 

弱Ẩ仲᧓ử救ạẮểỂ  ểờỆ生Ẩ残Ủểẟạ  戦略ử 

 

ẸủẦỤ  ỄỮễỆ時ầ流ủềờ 

私ẺẼỊ  助ẬẝạẮểử  ởỜễẟỂẟỦ 

 

ᙸẵ知Ụẵỉ相手Ệ  募ửẲ 

無償Ể  海岸ỉἆἱử拾ẟ 

老人Ị  ᨩ家Ệ  ểủẺ菜ử分Ậ 

若者Ị  奨学Ể  ᡶ学Ẳề 
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消᧸団Ị  被災地Ể  汗ử流Ẵ 

 

ἸἝἢὊἇἽἙἈỶὅ 

炊Ẩ出Ẳ 

介ᜱ保ᨖ  

ἸἝἍἧ 

 

新旧東ᙱ   ᙹ模ờởụ方ờ  ᚕᛖờ宗教ờ肌ỉ色ờẼầạẬủỄ 

私ẺẼỊ  助ẬẝạẮểử  ởỜẺ歴史ử持Ẻễẟ 

 

ẻẦỤểẨỄẨ  出ềẪỦ 

自分ỉ国ầ  ᾀ番ẻểỖảỦ  大統᪸ở 

生産性ỉễẟ者Ị  殺ẲẺ方ầỚỮễỉẺỜẻ  ểẦẟạ若者Ệ 

ᚕẾềẝậẺẪễỦỉẻ 

 

ỪỦẟẬỄ 

ẸủỂờ  私ẺẼỊ  助ẬẝạẮểử  ởỜễẟợ 

Ẹủầ  私ẺẼỉ  本性ẻợẾề 

 

 

ẐẸủỂờ  私ẺẼỊ  助ẬẝạẮểử  ởỜễẟẑ 

心ỉ中Ể  ẸạếốởẪể 

ẝỉἛἿἛἿầ  溶ẬềẟẪỉầ  ỪẦỦ 
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戦争ờ  差別ờ 

格差ờ  ẟẳỜờ  虐待ờ 

ẺốỮ  ẸạẸạễẪễỤễẟẻỨạẲ 

犯罪者ờ  ἕἚỂᛣᜏ中傷ẴỦ人ờ  自殺者ờ 

ẟễẪỊễỤễẟ 

 

ẸủỂờ 

ẸủỂờẇ 

 

ἢỽỉọểếấỗảỚẺẟỆ 

ỄạẲợạờễẟẪỤẟỆ 

自然ỆẪụẦảẴ  私ẺẼỉ  営Ớ 

 

ẐẸủỂờ  私ẺẼỊ  助ẬẝạẮể  ởỜễẟẑ 

ẐẸủỂờ  私ẺẼỊ  助ẬẝạẮể  ởỜễẟẑ 

 

 



　2020年度も終わりがみえてきたが、Covid-19
にやられちまった年度であった。大都市に比
べるとずっとマシなのであろうが、青森県で
もいくつかのクラスターが発生し、保健所や
医療機関は大変な苦労をしている。
私は普段「つどいの場」に関する仕事をして
いるが、「あつまれー」とも「あつまるな！」
とも言えない、やりにくい年度であった。
人が暮らしていくには、食べることや運動す
ることが大事だが、それに加えて人とかかわ
ることも非常に大事であることはあちこちで
言われている。現代人が健康を保つために
は、社会的関係を持つことが不可欠である。

大きな制限、小さな制限 
　Covid-19により、われわれは多くの制限を余
儀なくされている。真っ先に制限されたのが
余暇である。「家で本を読んでいるのが何よ
りも好き」という人よりも、「友達と一緒に
旅行したりライブいったり飲んで騒ぐのが好
き」という人への影響は大きいだろう。そう
いった活動的な余暇は強く制限され、できた
としても「悪いことをしている感じ」がつい
てきたりして楽しめないだろう。
　旅行や、人が集まるイベントなどの余暇が
制限される一方で、飲み会、会食などの日常
的な余暇も制限が加わっている。さらには、
リモートワークが推奨され、カウンセリング
もリモートが試みられているなど、仕事で人
と接する機会も減ってきている。
私は、仕事がリモートワークになることには
大賛成であり、家でできるなら職場に来る必

要などないと思っている。しかし、「通勤時
間があるということ」が多くの意味を持つこ
とも知っているし、オンオフの切り替えに
「場所」が重要であることも知っている。
「職場のデスクに座ることで（やむを得ず）
やる気を出す」のに、心地よい家の自分の椅
子に座って、ネコなんかいたりしたら、仕事
のやる気なんか出るわけがないのだ（これは
一例であり、家のほうがはかどるという人も
いる）。人によるという面はあるものの、オ
ンオフの切り替えがうまくいかず、外出の機会
はさらに減るといったよくない面があること
も踏まえておくべきである。
　リモートワークの問題点の大きいものに、
日々のやりとりが減るということがある。
ちょっとしたことを隣の席の先輩に聞くとい
うことができにくい。「チャットもあるし、
ビデオ通話もできるでしょ」という意見もあ
るかもしれないが、対人援助職の人で、日常
的にチャットをしている人はどれだけいるだ
ろうか。仕事のやりとりをチャットですると
いうことに慣れているのは、普段から使って
いる人に限られる。また、ビデオ通話にして
も、常時つなぎっぱなしにしているという人
は多くないだろう。要するにテレビ電話なの
だが、「ちょっとしたことを聞くために電話
する」ということも、できる人は限られるの
ではないか。設備はあるし、いくつかクリッ
クすればいいだけなので手間は多くないだろ
うが、日常のやりとりは「せんぱぁい、こ
こってこれでいんすか？」「おう、いいよい
いよ」みたいなものも多いだろう。「それっ
くらいのことで電話するの？」と思うのであ
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る。おそらく、多くの人はしない。大事なこ
とはキチンと確認するにしても、細かな確認
をする機会は減っているはずである。
　それにも増して、Covid-19に奪われているも
のといえば、雑談ではないだろうか。リモー
トワークでは、仕事上の確認以上に雑談はし
づらいだろう。「zoom会議の前の時間に、雑
談タイムを作っている」という会社もあるよ
うで、それはそれでとてもよい取組みだと思
うのだが、雑談とは「はい雑談してくださ
い」としてするものではないし、決まった時
間になされるものでもない。「へー、そうな
んだ～」と適当に聞き流していることもある
し、話し手も「しゃべりたいだけ」のことも
多い。zoomで研修会を開催する・参加する機
会は増えている。研修自体はそれほど支障な
くできるのだが、研修会前後の「ひさしぶ
りー」「最近どうよ？」みたいな雑談や、
「ちょっとお願いが」などというこそこそ話
ができないのは残念だ、といった感想があ
る。普段は会わないが、研修会で年一回は顔
合わせる人がいるのではないだろうか。
　この「てきとーに話して、うんうん言って
もらう」というのは思っている以上に重要な
のではないかと感じている。

新しい雑談 
　最近はあまり話題にならなくなったが、何
度か「zoom飲み」をやったことがある。東
京、大阪、長崎、鹿児島の人とやったが、遠
くてなかなか会えない人たちとやるのは楽し
い。まさにwithコロナな飲み会であった。しか
し、その後はやっていない。聞かなくなった
だけでみんなやっているのかもしれないが、
ビデオ通話というのは、思っている以上に環
境を整えるハードルが高いのではないだろう
か。機材もそうだが、背景になるところを片
付けて、家族がいる人は断りを入れて、子ど
もが入ってこないようにして（入ってきても
いいけれど）、家族に聞かれてマズい話題は
避けてと、むしろ居酒屋に行ったほうがラク

なくらいである。なんとなく億劫な感じはあ
る。
　もうちょっと気軽に雑談できたらなーと
思っていたところに登場したのがClubhouseと
いうアプリである。

　説明に書いたように、「飛び入り参加でき
るラジオ」というイメージである。「福祉を
語ろう」とか「ADHD当事者の部屋」とか
「小学校教員のグチ部屋」とか「友達作ろ
う」とか「30分ヒマになったので雑談しよ
う」とか「公認心理師受験のアドバイス！学
生さん歓迎」などなどいろいろある。一人で
しゃべっている人もいるし、こないだは「ヒ
トカラ」（一人カラオケ）という部屋に100人
くらい聴衆がいたりした。なんでもいいの
だ。ちょこっと入って、あんまりおもしろく
ないなーと思ったら出てくればいい。

　「福祉を語ろう」とか「心理学のこれか
ら」とか書いている部屋はやや「意識が高
い」というか、まじめなことを語り合ってい
たので入りにくいなーと思っていたら、
Twitterで仲良くなった人と「居酒屋みたいに
ダラダラしゃべろうぜ」という話になり、
ネットつながりの3人で部屋を作って話してみ
た。途中で他県の児相の人や、出版社の人な
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　Clubhouseとは 
　2021年1月から日本でサービスが開始され
た、音声SNSアプリ。2021年2月時点では、iOS
のみ対応。（iPhoneの人しかできない）現在は
招待制で、電話番号を知る人から招待されな
いと参加できない。　　
　音声のみのSNSとされ、「ルーム」に入る
と、そこでしゃべっていることを聞くことが
できる。基本実名登録となっているが、そう
でもない人も多い。
　「部屋がたくさんあり、飛び入り参加でき
るラジオ」というイメージ。



どが参加してきたり、聞いている人も10人く
らいいたりした。これが意外によいのだ。音
声のみなので、別のことをしながらダラダラ
話せる。聞いていて、混ざりたい話題だった
ら手を挙げて混ざる。実名だけど、聞いてい
る人は限られるし、原則録音できない（iPhone
の向こう側で録音する方法はいくらでもある
が）ので、ある程度自由に話せる。意外とよ
い雑談ツールだなと感じた。
　自分が面白いと思える部屋を見つけるのが
なかなか大変だが、家事しながら流すことも
あるし、実際「作業中」という部屋を作って
いる人もいて、何かしながら時々話す、とい
う使い方もできる。「今日も晩御飯作りま
す」として、晩御飯を作る間におしゃべりし
ている人もいる。
　話題を決めてまじめに語りあうもよし、
ちょっとした空き時間によく知らない人と雑
談するもよし、といったものであるようだ。
クローズドな部屋も作ることができるが、
だったらLINE通話でいい気がする。まさに、
withコロナの雑談ツールといったところか。
iPhoneを固定しておく必要はないし、聞くだけ
ならイヤホンをつければよいため、zoomより
セッティングの敷居が低い。もう少し使って
みたいと思う。

　このClubhouseのダウンロード数が急激に伸
びているなど、「人と話すこと」を求めてい
る人は多いのではないだろうか。

何を大事にするのか 
　Covid-19により、いろいろなものを制限して
いる状況である。2月末にワクチン接種が始
まったが、この状況はまだ続くだろう。制限
はいやだが、いやがっていても制限はなくな
らない。
　役所にいると、「コロナだからやめておく
こと」がたくさんある。やむを得ず実施しな
いものもあるが、「どっちにしろいらない」
ものもたくさんあるのではないか。

　この際だから、いるもの、いらないものを
見分ける機会にしてしまうのがよいのではな
いかと思う。今の時代に必要なのは、アップ
デートだ。「昔はこうやってた」ということ
が全く意味のないものとは思わないけれど、
温故知新、いらないものはすっぱり捨ててい
きたい。残しておきたい大事な要素を、どう
やって残していくのか。今まで軽視されてき
たもので、実は大事だったものをどう大事に
していくのか。Covid-19はいい機会なのかもし
れない。

誰かが、みてるものである。
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! ᮏ✏がアップされる㡭、予定㏻りであれ

ば「᪂∧ !式Ⓨ㐩᳨ᰝ」の᭱᪂∧㸦"#"#∧㸧
が↓事公刊されているはずです。ᨵゞ∧Ⓨ

⾜のィ⏬が❧てられてから $ 年㉸の作ᴗに
区切りがついたわけで、安堵のẼᣢちもあ

るのですが、思いの他やり切った感は小さ

く、少しだけモヤッとした感ぬもあります。%
⌮⏤は多分いくつかあります。ひとつは、

「やりṧしがある」ことです。ᨵゞ∧の作ᡂ

においては、$年前にィ⏬を❧て、&'(年前
からデータ収㞟を始め…と㛗ᮇ㛫の作ᴗを
⾜ってきました。その中で、作ᴗをしながら

Ẽが付いたことや、㛫ⓗな問㢟もあり⥅

⥆ⓗな᳨ウㄢ㢟にṧしたこともいくつかあ

ります。しかし、Ẽづきがある度にデータ収

㞟をやり┤していたのでは、㐣去の古いや

り᪉で収㞟したデータをᤞてなくてはいけ

なくなり、データ収㞟に㏣加ⓗな㛫や予

⟬が必せになります。それは⌧実ⓗではな

いので、その々のẼづきは「今後のㄢ㢟」

として✚されていったわけです。このよ

うな✚みṧしは、ḟのᨵ善につなげていく

ことになりますが、おそらくḟも同じよう

に作ᴗを㐍めながらẼがつくこともあるは

ずで、⤖局のところヨ⾜㘒ㄗとᨵ善の営み

を⥆けていくしかないということなのかな

と思っています。そして、たぶんそれでⰋい

のだろうとも思います。%
%
సり᭰えらࢀていく᳨ᰝとそࢆࢀᏛぶ᳨ᰝ⪅!

!「᪂∧ !式Ⓨ㐩᳨ᰝ」は "##)年以᮶㸦ṇ
☜には "##"年 *᭶以᮶㸧の⣙ "#年りの
ᨵゞであったわけですが、世⏺ⓗにみると

▱⬟᳨ᰝやⓎ㐩᳨ᰝのᨵゞのスパンは以前

よりも⊃まっています。スパンが▷いもの

では )#ᩘ年くらい。つまり、より▷ᮇ㛫で、
より㢖回のᨵゞが⾜われるようになってき

ています。%
これは、⌧代♫会の変化の㏿さを反ᫎし

ているともゝわれています。少し前の価値

ほやᢏ⾡が、&年と待たずに変化したり、㝞
⭉化してしまったりします。▷ᮇ㛫でツー

ルがブラッシュアップされていくことは、

Ⰻいことのようにも思えますが、その㒔度、

᪂しいツールの使い᪉を学⩦し、使い័れ

ていくまでのⱞ労を㔜ねる᳨ᰝ⪅をぢると、

そもそも「何のための」ツールであったのか

というⅬへの意㆑がⷧれているように思え

るもあります。%
%
᳨ᰝのᐇと⾜ືほᐹ!

! これは᳨ᰝ初心⪅であった㡭からの実感

としてありますが、᳨ᰝに不័れなうちは

᳨ᰝを実するために割く心⌮ⓗコストが

ᄇ༥検査と人援助学!
③!ᄇ༥検査・ᄇ༥ະཎの正しさとは!

་༭! 加志!
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大きくなり、子どもの⾜動ほ察を⾜う余地

が乏しくなりがちです。そうすると、᳨ ᰝを

取り⤊えても、᳨ᰝㄢ㢟のᡂ否やᩘ値ⓗな

⤖ᯝくらいしかゝえることがなく、助ゝや

ᨭ᪉㔪を❧てるẁ㝵で困ってしまう…と
いうのも㝗りやすいパターンのひとつであ

るようにも思います。 
K 式Ⓨ㐩᳨ᰝはᨵゞを㔜ねても、᳨ᰝ内

容の多くはそのまま引き⥅がれ、ᨵゞに伴

う᳨ᰝ⪅の㈇Ⲵは᭱小に␃められています。

これまでの実㊶から得た「⮫床の▱」を⏕か

すことや、┠の前の子どものほ察を㔜どす

るという姿勢が⾲れているとゝえるかもし

れません。 
 
Ⓨ㐩ᨭ、≉ูᨭはᮏᙜに㇏かになった

のか㸽 

 「ⓗ☜なアセスメントのもと、᭷効なᨭ

アプローチを㑅ᢥし、子どものᨭにάか

していこう」。2000 年代、このような呼び
かけのもと、アセスメントやᨭ᪉ἲに㛵

するたくさんの◊修が⾜われ、㛵㐃する᭩

⡠もᩘ多く出∧されました。 
 しかし、この⤖ᯝ、Ⓨ㐩ᨭや≉別ᨭᩍ

⫱の⌧場は㇏かになったのでしょうか㸽変

化がなかったということはないでしょう。

しかし、㇏かになったかどうかというⅬに

ついては、⌧場の一➃に㛵わった⪅として、

すぐに「はい」とはゝえない感ぬがありま

す。ケース会㆟や◊修で出てくるᨭ⪅の

悩みは、今も᫇も変わらず「このケースはど

うしたらよいのか…㸽」で、その中㌟が以前
と大きく変化しているようには思えないか

らです。 
 
 

㊊りないものは㸽 

 児❺Ⓨ㐩ᨭ事ᴗᡤなどでは、個別ᨭ

ィ⏬に基づくⓎ㐩ᨭがồめられ、その中

で子どものⓎ㐩についても「フォーマルな

アセスメントツール」でのホ価が奨励され

てきた⤒㐣があります。フォーマルなアセ

スメントツールとは、Ⓨ㐩᳨ᰝなどに代⾲

されるつ᱁化されたアセスメントἲのこと

で、ᨭ⪅の主ほⓗなホ価ではなく、より⥲

合ⓗで客ほ性の㧗いホ価が㔜どされてきた

とゝえると思います。 
 一᪉、実㝿のᨭの⌧場では「多くの子ど

もに᭷効なアプローチ」ではなく、「この子

どもに今必せなアプローチ」を⧞り㏉し⾜

っていくことがồめられます。つまり、多く

の人に᭷効なアプローチであったとしても、

┠の前の子どもに᭷効でなければ意味がな

いのです。 
そのために必せなことは「トライ & エ

ラー」ですが、よりよい形をᶍ⣴するのであ

れば「仮ㄝと᳨ド」とゝう᪉がᮃましいのか

もしれません。㐺⏝の可⬟性が㧗そうなᨭ

仮ㄝに基づいてᨭを実し、子どもの

反応や⤖ᯝを᳨ドして、修ṇしていく…と
いうようなὶれです。そして、このὶれの中

には必ず「エラー」があります。「ちょっと

㐪うかも」「ピタッとこない」というエラー

にẼづき、ᨵ善を⧞り㏉すことこそが㔜せ

で、そういう意味では今のⓎ㐩ホ価は「ṇし

さ」を㏣ồするあまり、「㛫㐪い」にẼづい

たり、ㄆめたりすることが㐜れやすくなっ

ている㠃があるかもしれません。 
 
⚾たちはㄝ᫂ࢆồめすぎている㸽 

 “ṇしい᪉ἲが、うまくいく᪉ἲとは㝈ら
ないµ。᭱ ㏆⪥にして心にṧっているゝⴥで
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す。「ṇしいかどうかとうまくいくかどうか

は別」というのは、当たり前とゝえば当たり

前のことですが、⚾たちはつい「ṇしいかど

うか」にẼを取られがちです。 
 うまくいくかどうかはやってみないとわ

からないですが、「ṇしいかどうか」はㄝ得

力や᰿ᣐなどによる付けが必せになりま

す。つまり、『こうするのがよいとゝわれて

いる』という先⾜例や◊✲⤖ᯝ、には『〇

〇先⏕が□□とゝっていた…』のように≉
定の人が᰿ᣐにされる場合もあります。 
ただ、これらのㄝ᫂はすべて᰿ᣐを⮬分

や子どもの外側にồめています。つまり外

ⓗな基‽や▱㆑、ᶒ威などです。しかしなが

ら、ᮏ当に必せなのは、᳨ ᰝ⪅や子ども⮬㌟

の反応から仮ㄝを導き出すことではないか

と思います。それは、᳨ ᰝ⪅⮬㌟のẼづきや

感じたことに┠を向けることであったり、

子どもの内ⓗ世⏺を想像することであった

り、つまりは⮬分や子どもの内に⌮⏤をồ

めていくことであるとゝえるかもしれませ

ん。 
 
௬ㄝにできること 

 ᳨ᰝ⤖ᯝからぢ❧てた子どものⓎ㐩像は、

そういう意味ではいくらかは主ほⓗなもの

であり、客ほ性がᢸ保できないという意味

で、仮ㄝにとどまるかもしれません。また、

実㝿のところ、仮ㄝが᫂らかに㛫㐪ってい

た場合は何となく後からわかりそうですが、

「合っていたかどうか」は᭱後までわから

ないように思います。子どものᡂ㛗がその

後㡰ㄪであったとして、それがⓎ㐩┦ㄯの

ぢ❧てと助ゝによる⤖ᯝなのか、単に子ど

も⮬㌟のᡂ㛗の力なのかは判別できないか

らです。 

 反対にゝえば、ひょっとすると仮ㄝはṇ

しくなくても、⤖ᯝⓗにうまくいけばそれ

でよいのかもしれません。᳨ᰝ⤖ᯝのㄝ᫂

を受けて、ᨭ⪅と家᪘が「なるほど㸟」と

㸦㛫㐪っていたとしても㸧⪃えを共᭷して

㐃ᦠしながら子どもと㛵わろうとすること

は、子どもにとってもⰋい影㡪をもたらす

可⬟性が十分にあると思います。 
 
『うまくいっていࢀばよい』 

 1 ᭶から、⦅㞟㛗の団先⏕がㅮ師を務め
る家᪘⌮ゎ入㛛のオンライン◊修会㸦「団士

㑻さんと家᪘を学ぼう」全 6 回㸧に参加し
ていて、大いに学び、刺⃭を受けている。 
 その中で「家᪘のᵓ㐀」についても学ぶの

だが、『ᵓ㐀ⓗに、家᪘はこうあるべき、な

んていうことはない』、ゝ いえれば、『他⪅

からぢてどれほど不合⌮で㐪和感があるよ

うに感じられたとしても、その家᪘がそれ

でうまくいっているなら、何でもよい』と㏙

べておられたことが印㇟にṧりました。た

だ、それでうまくいっていないから┦ㄯに

つながるわけで、そのは意地にならずに

何か変化を㉳こしてみませんか、というの

が一つのアプローチとなる、ということで

す。 
 このヰを⪺いていて、これまでにうまく

ᩚ⌮がついていなかったいくつかのことが

すっと⭊にⴠちたように感じました。 
 ひとつが、先㏙した「仮ㄝ」のこと。⚾た

ちは⮬ㄝが「ṇしいか否か」にこだわり、ㄝ

᫂をồめることに夢中になりすぎていなか

ったか。⌮ㄽに付けられた「㐺切な」ㄝ᫂

をした後、ケースの≧ἣが好㌿しなかった

に、それを保ㆤ⪅や㛵係⪅の努力のせい

にしていなかっただろうか。ㄝはṇしくな
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かったとしても、「その子どもや家᪘のこと

をᠱ命に⪃えた」ことが、例えば「⇕意」や

「ㄔ意」が、伝わった⤖ᯝとして、事ែが好

㌿したのであれば、その┦ㄯは᭷⏝だった

とゝえるのではないか。 
 ふたつめは、保ㆤ⪅への助ゝのこと。Ⓨ㐩

┦ㄯに᮶た保ㆤ⪅に対して専㛛家が⾜う助

ゝから、保ㆤ⪅は『子どもの意ḧや㛵心にᩄ

感に、Ⓨ㐩促㐍ⓗな㛵わりを⾜いつつ、一᪉

でぶのᮇ待で㈇ᢸや↓⌮をかけることが厳

にៅまないといけない』とồめられている

ように感じられることが、にあります。つ

まり、㞀害やⓎ㐩の㐜れを▱り、子どもと㛵

わる意ḧを失った保ㆤ⪅には『こんな㢼に

かかわってあげて㸟』と助ゝし、Ⓨ㐩の㐜れ

を取りᡠそうと⩦い事やトレーニング、⒪

⫱などをぎっしり⤌み㎸む保ㆤ⪅には『子

どもの㈇ᢸを⪃えてあげて㸟』と助ゝされ

たりします。これは、☜かに「ṇしい」助ゝ

なのだと思います。 
一᪉で、世の中の⫱児はさまざまです。

『子どもはⰋく㣗べて㐟んで寝るのが仕

事㸟』と、⣲ᮔな⫱児をモットーにする家庭

もあれば、『ῧ加≀の入った㣗ᮦは使わな

い』、『グローバルな世⏺をぢ㉺して家でも

ⱥㄒを使おう㸟』など、それぞれにこだわり

をもった⫱児を㐍める家庭もあります。そ

して、子⫱てᨭの専㛛家と呼ばれる人も、

それらの家庭でとくに困ったことが⏕じて

いなければ㸦うまくいっていれば㸧、取り❧

てて『子どもの㈇ᢸも⪃えて㸟』と、おせっ

かいはゝわないわけです。 
 人のやることが全㒊「ṇしい」なんていう

ことはないのだと⪃えれば、弱さや困りご

とをᢪえた人の⪃えや⾜動の中に「ṇしく

ない」㒊分をぢつけることはそう㞴しくは

ないでしょう。ただ、それをᣦすること

が、何かの役に❧つとは㝈りません。Ⓨ㐩┦

ㄯに᮶られる家᪘は、ただでさえ大変な子

⫱ての中で、少ᩘὴとしての悩みや困りご

とをᢪえた家᪘であるともゝえます。その

家᪘のやり᪉で、今より少しだけ“うまくい

く”᪉向に㐍んでいけるように応したい

と㢪うのであれば、ᨭ⪅にできることは、

᪥々の努力を労いながら、まずは小さな変

化を促し、ᨭえることに尽きるのかもしれ

ません。 
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ᜒ演会＆ライブな日々㉖  

 
 
 
 
 
 

古川 秀明 
 
 
 
帰ってきたトークライブ VOL・３ 
 
型コロナウイルスの影響で、去೧の 2 月２９ೖの講演会＆ライブを最後に、
現在までસての企画がࢯされ、活ಊࣙख़というか、活ಊのଋの根をࢯめられて
いる。 
 
くさくさとつまらないೖを過ごしているところへ、ਫ਼の「帰ってきたトーク
ライブ」のஎらせがく。 
 
これを見ಂすわけにはいかない。 
 
帰ってくるのトークライブはસての回を画させていた。 
 
ঘぶりのஊボールസいっぱいに詰め込まれた画テープは、今でも我が家にฯ
管されており、ࢴの็でもある。 
 
そのトークライブが zoomという形で帰ってきた。 
 
ਫ਼の講演会は会にଏを運び、ਫ਼のをซかせてもらい、会સରでワッと
りがるのが一൬ྒྷいに決まっている。 
 
しかし、「弘๑はජをમばず」のྭえがある。 
 
きっとਫ਼もජをમばないに違いない。 



112 
 

 
今回は VOL・３。 
 
VOL・２の感はਫ਼のツイッターにॽかせてもらった。 
 
今回の VOL・３はここでॽかせてくことにする。 
 
ൔと後ൔで違うだが、項ごとではなく、ࢴがৼにᔏみたਫ਼のお言ཁを
ৼにいろいろとつぶやこうとࢧう。 
 
ଡঙネタバレになるかもஎれませんが、そのあたりはਫ਼、ௗ೧のよしみでど
うぞお許しを（） 
 
と言ってもここにॽかせてもらったのは、講演のほんのৰりの෨だけ。 
 
みなさん、੍ඉ VOL・４にࢂ加しましょう。 
 
 
㸺団先生語録１㸼 

「（のに起こる）あまりいろいろなことに৾り回されたり、ූかれるචགྷは
ない。（のに起こる）ほとんどのことはਕの界で起こりಚる。（༹々なୌ
を）２～3೧いておいても、ࢴは困らなかった」 
 
㸺私のつぶやき㸼 

確かにそうだよなぁ。型コロナウィルスにしても、ਕྪॵର験ではない。 
 
今までのਕྪ࢛のなかで、ペストもコレラもళષもあった。 
 
ୌを２～３೧いても、พに困らないというのはな感覚だ。 
 
、なんぞは、ちょっとのことで右往左往してしまうけど、あとでྮ੫に考えたらࢴ
ࣙのおっちょこちょい加減にってしまう。 
 
オイルショックの࣎はトイレットペーパーをഛうのにดび、2000೧ୌの࣎は
ペットボトルのおਭをഛいだめし、コロナでマスクがമになった࣎は、マスク
のେわりにパンツでもかぶろうかとਇ剣にࢧいೲんだりもした。 
 
しかし、ঃ༽のパンティをかぶってుऄにったら確ࣰにร࣯ंだし、ࣙ の
パンツをかぶる༒気はないし、パンストをかぶったら銀行強౬に間違われる。 
 
この言ཁで、おっちょこちょいなࣙにཚちきをखりさせてもらえた。 
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㸺団先生語録２㸼 

「（ླྀ行やགྷに）ླྀ されず、ࢴがおもしろいとࢧうことをすことにしている。
ླྀ行はऀ会や࣎େの࢘いࣼてにされる。༙໌になることを一൬の価にしたら
ຌのࣙの価がভえる。ブームがভえて、あのਕは今になってはいけない」 
 
㸺私のつぶやき㸼 

ࣙがおもしろいとࢧうことをすことが、結局はซきघも楽しめることにな
る。 
 
経験దにࢴもそうࢧう。 
 
しかし、とてもঘৼंのࢴは、今回はこのテーマのୌをགྷされているのだか
ら、それに沿ったをしないと、࣏のࣆがもらえないかも・・・という臆බ෫
にかれて、ついつい෫見鶏のように、෫にかれるままの๏向でをしてしま
う。 
 
結果దにつまらないになると、結局࣏のࣆがもらえないから、いったい何を
しているのやらからなくなる。 
 
ླྀ行りはすたりというが、その௪りかもஎれない。 
 
昨ೖはౌ校、今ೖはいじめ、ೖはࣉಒ虐ଶ・・・。 
 
マスコミで૿がれるࣆณを௧ॊするかのように、その࣎々のトピックスに迎合
したテーマをགྷ求される。 
 
また、༙໌になることをదにすると、これも確かにろくなことはない。 
 
チューインガムみたいに、ັ のあるうちはチヤホヤされるが、࣎がླྀれ、ັ がໃ
くなると༲ࣽなくゴミസにࣼてられる。 
 
細くௗくକいているものにྙがあると、ਫ਼がしょっちゅう仰っていたが、
ਫ਼のおࣆはસてそうなのだ。（決して細いとはࢧわないが・・・） 
 
 
㸺団先生語録 ３㸼 

「୯かに好かれたがるのは危ない。୯かがࣙにチヤホヤしてくれないから、ࣙ
に価がないとࢧうのは危ない。よくできるࢢだけが（に）๛められるのと
ಋじ」 
 
「おは何もできなくてもそのおસ෨が好きなんだ・・・ࢢ供はそんなが
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できないから、それをࢧわせてやるのがのࣆ」 
 
「～ができるからおはોらしいではいけない。ࣙ のྙが高いから、ࣙ 
はોらしいとࢧうのもྒྷくない。そのままのࣙを好きになることが」 
 
 
㸺私のつぶやき㸼 

う～ん、確かにみんなにチヤホヤされたら、気はྒྷい。 
 
けど、覚せい剤みたいにもっとཋしくなるし、それがないと苦しくなる୦ൕ応
も起きる。 
 
どもはࣙよりよくできるきょうだいや、ಋ級ਫ਼などとർべられるとひどくࢢ
উつく。 
 
ࣙがࢢ供の頃、そんな൷しいࢧいをしたことをれて、ࣙ もまたಋじ過ちを
してしまう。 
 
あるがままのࣙ、あるがままのࢢ供を愛することができたら、どんなにોら
しいだろう。 
 
そんなୱ९なことを、ࡸに考えて、こんがらがってしまうࣙがいる。 
 
 
㸺団先生語録 ４㸼 

「好きで࢟めたࣆをなかなかやめないことこそ、才だ」 
 
㸺私のつぶやき㸼 

これだけは、ࢴは今もࣰભだ。 
 
ギター์えて歌い࢟めて、もう４６೧。 
 
ജれもせず、๛められもせず、ெりもせず、めげもせず、タダタンタントକけて
いる。 
 
なるほど、これはࣧではなくて、才だったのだ。 
 
なんだか救われた（） 
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㸺団先生語録 ５㸼 

「何ࣆにもゴールしない。今も鋭意ྙ！」 
 
㸺私のつぶやき㸼 

この言ཁさえあれば、ਕਫ਼に挫はないな。 
 
しかもひたすらতࢦ向。 
 
いつもৼに໑じておきたい言ཁだ。 
 
ゴールなどઅఈしなければ、いくらでも「࣎間」と「こころ」に༪༡ができる。 
 
 
㸺団先生語録 㸴㸼 

「୯もがࣙの൫೧をしらない。今ೖを൫೧とࢧって、ࣙ のやれることをやる。
ऑいਕでもいつࢰぬかからない（もし 18歳でࢰんだਕがいたとしたら、その
ਕの൫೧は１７～１８歳ということになる）」 
 
「そのਕがいくつでࢰんでも、（そのਕがࢰぬの）あの࣎がそのਕの൫೧。（そ
うࢧうと）今、ࣙ に何ができるか、もしೖਕਫ਼がशわったとしても悔いのな
い今ೖをૻる。（൫೧学）」 
 
 
㸺私のつぶやき㸼 

確かにਕ間、いつྡशの࣎を迎えるかわからない。 
 
だけど、何となくࣙは、ฑ均थໍくらいはਫ਼きるのではないか・・・。あるい
は、今はまだࢰなないだろう・・・なんて高をくくっている。 
 
そうなると、一ೖ一ೖをダラダラとໃ意ັにৱいつぶしてしまう。 
 
それもࣙのਕਫ਼と割りってしまえばそれまでだが、ैࣰ感からは遠ざかる
だろう。 
 
൫೧を考えるということは、ࣙのໍを考えるということかもしれない。 
 
ໍというものは、いつも൫೧を考えることをགྷ求しており、にそのメッセージ
をૻりକけているのかもஎれない。 
 
そのことを考えるࢻ఼が、今のೖຌ、ಝにऑंたちには可欠のようにࢧえる。 
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国のでトップレベルのིࣙࡶをࣖすこの国で、効果がなかなか現れない
ঘघだけのࣙࡶଲࡨを考えるより、ໍの在り๏を根ఊから見つめす൫೧学
の考え๏は、ࣖ唆దだ。 
 
 
㸺最後に・わたしのつぶやき㸼 
2月 25ೖ、ැはࣙౚ国෨会・安સฯ্査会の合ಋ会議で、外国のഭ
が沖ೆ県・ઓ閣ঀౣへのを強行すれば、凶悪൞罪とఈして૮घのఏ抗をཊ
える「危害ࣻ撃」が可になる合があるとઈした。๑は国海警局な
どを೨ಆにいた。 
 
遠い遠いབྷであればよいのだが・・・。 
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教訓 ᶙ 
 

作ࢼ： ྐ 
作曲：加ઔ ྒྷ 

 
 
ໍはひとつ ਕਫ਼は１回 
だから ໍをࣼてないようにネ 
あわてると つい フラフラと 
御国のためなのと 言われるとネ 
 
੪くなって ৴込みなさい 
ಂげなさい 隠れなさい 
 
御国は俺ୣ ࢰんだとて 
ずっと後までりますよネ 
ࣨླしましたでशわるだけ 
ໍのスペアはありませんよ 
 
੪くなって ৴込みなさい 
ಂげなさい 隠れなさい 
ໍをࣼててになれと 
言われた࣎には ਔえましょうよネ 
そうよ ࢴしゃ ঃで結構 
ঃのくさったので かまいませんよ 
 
੪くなって ৴込みなさい 
ಂげなさい 隠れなさい 
 
 んでਈ༹と 言われるよりもࢰ
ਫ਼きててバカだと 言われましょうよネ 
きれいごと ดべられた࣎も 
このໍをࣼてないようにネ 
 
੪くなって ৴込みなさい 
ಂげなさい 隠れなさい 
 
 
 

シンガーソングカウンセラー 
 

ふるかわひであき 
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家ଈと家ଈ幻想 "!
! !

ఘ୵! 伊ဒ!
!
!
!
!
!

! !
शわりが見えないてこない型コロナ禍のೖ
も " ೧になり、気࣍ちがཚちかないままですが

皆さま、お元気でしょうか。会を楽しみながら
ৱ事をするೖがଶち遠しいです。࣑कの仕๏
に৶བがおけないड़པ事が॑なると৶感ばかり
ูります。#$େのと会うのも気が引けますが、
オンライン௪৶機器が使えないとの࿊ཙघஊ
は、ుか会うぐらいしかありません。会わない
のも会うのも気を遣います。高ྺののではで
きるだけマスクを外さないようにと思っている
にྣでがマスク外していたり、コロナ禍での
%&! '& キャンペーンなど、危機感をどこまでฯ࣍
したらいいかわからないことがたくさん起こり、
のસରがಧっ込みどころຮ載だと感じます。!
! 一ਕらしをしている (" 歳のଋ子もコロナ禍
の影響をणけ、ऀ会という荒ഀので、何とかࣙ
のਫ਼活をりཱིたせようともがいています。そ
の༹子は危なっかしく、じっと見ているとハラハ
ラして仕๏がありません。はଋ子を遠で見ग
っていますが、ຌਕは見गられていることにસく
気きません。ふとした࣎に思いड़してもらえる
ように࿊ཙをれ、घঁけをしてもらえるという
サインをૻりକけています。ଋ子は、「帰るわ」と

「嘘はついてはいけません」と൚さ

い、༱もがସわれたことでしょう。!

႘々のภঊのཨで、嘘がない႘は

あるかணえてみた。コミュニケーショ

ンを円ঌにषそうとすれば、൛の

嘘がじる。ତとସいহえてもい

いかもしれない。ະをോつけない

ための嘘もいっぱいある。!
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言いながら、帰らないことがକき、我が家では「兄
ちゃんの帰る帰る詐欺」と呼ばれています。その
ଋ子が、ほんの 。間ఖౕですが帰ってきました࣎1
േをઝめたଋ子を見るのがॵめてだったので、見
慣れないなぁという感じでしたが、向いてਫ਼き
ようとしていることはఽわってきました。とし
て、安はありますがそれを৶じようと思います。 
໊は、ଋ子とタイプがસく違い、何かあると૮
してきたり、घにおねだりもしてきます。い
ろいろなをしてくるのですが、私のซこうとす
るタイミングと合わないと、「ねぇ、ซいてる？」
とよくౘります。しっかりซくことができたなと
いう࣎は、あまり気にならないのか覚えていない
ようで、ซいていないことばかりୌにされ、何
かড়ཀྵだと感じます。ಋじྈに育てられた子
どもୣでもௗのಕはと違うものです。ࣟ
を横にき、その子のয়況に応じていくことが、
繋がっていくඁ訣のようです。れてらしてい
ても家ଔです。ೖのをしているわけではあ
りませんが、見गりକけるଚ在として居କけてい
ることを子どもୣも、わかってくれているのでは
ないかと思います。ৼഓをしたらキリがありませ
んが、何とかबりのਕのघをईりながらਫ਼きてる
ことをབもしく感じます。どの子もཱིࣙを見ੀえ
ながら関わっていくことが、今の私に課せられた
ༀ割のようです。何がਜ਼解かわかりませんが、
子どもとの距感、支える形は一つではないと教
えられています。 

子どもがঘさい頃、家ଔはືなଚ在で、思ॡ
期にって行くと、家ଔから距をこうとしま
す。にも言わないこと、嘘をつくことがありま
す。嘘をつくと言われると、悪いイメージを์く
ਕはଡいでしょう。子どもにも嘘をついてはいけ
ませんとよく言いますが、ೖਫ਼活のでຌ音を
ぶつけあっていたら関係がすさんで仕๏がなくな
ります。私たちはຌ音と建を使いけ、૮घの
ことを思って口にしなかったり、言ཁをમび、そ
してঘさな嘘が混ざっていきます。 
外にड़る࣎、私たちはよそ行きの顔になります。

෴がཱིっても顔でやり過ごすこともあるし、泣
きたい気の࣎でも何も起きていないかのように
ฑષとしています。ଠंからࣙがどう見られる
かはଡঙなりとも気になり、ྒྷく価されたいと
願い、嫌なことを言われてもグッと我ອした経験
は୯にでもあるでしょう。 
一๏家では、そのよそ行きの顔を止めଠंを気

にするモードも緩みます。気が緩んだࣙでいら
れるॶに一ॻにらす家ଔは、ຌ音でき合え
る૮घとしてࣟしてしまう。だから家ଔには嘘
をついたらいけないと思う。あるਕは、家ଔにਜ਼
でないといけないと思い、家ଔの࣯にਜ਼に
えるとࣦられ、അられ、「やっぱり私はダメなの
だ」とউついていていました。家ଔにਜ਼に言う
といつもഅౙされ、何でわかってもらえないのか
とউついて、家ଔにࣰであろうするఖ、悪१環
が起きていました。 



"($!

私たちはໃ意ࣟదに、家ଔだからこそ距が近
く、関係をฯつためにຌ音でぶつかり合わないよ
うにしているのではないでしょうか。子どもが一
ॶ懸ໍ作った工作がさほどघくなくても、घ
にできたねと言ったり、に何か༽事をབまれて、
やりたくなかったらซこえない৾りをしてみたり、
何かトラブルがあってもৼഓをかけたくないから
と言わなかったりします。!
家ଔにਇࣰを言わないと嘘をつくことになると

罪悪感を์いているという๏に、何故そう思うの
かをਚねていきました。ਇࣰを告げた࣎と言わな
かった࣎の家ଔのൕ応はどうなるか、その࣎、家
ଔは何を安に感じていると思うか、安になっ
た࣎にその家ଔはどうなるかをそのਕと一ॻに
考えていきました。その結果、家ଔに言っても
なことと、あえて言わないでおくことがあっ
てもいいのではないかとなりました。家ଔに何を
していたかと࣯され、ࣙの行ಊをਜ਼にๅ告
しない以外のમ肢があることに驚きを隠せない
༹子でした。!
思ॡ期になれば、に隠し事の一つや್つして

たりです。家ଔಋ士だったら、૮घのことを
何でもஎっているわけではなく、ೖを穏やかに
過ごすためにたり্りのないୌをໃ意ࣟにમ
ぶスタイルがઝんでいるかもしれません。改ま
ってをするタイミングを見つけることに苦࿓し
たというもซきます。「家ଔだから」と始まる
のには、家ଔの୯一ਕ幸せにならない಼༲が含
まれています。まるでཚとし穴のようです。!

!
!
!

ऌ໖だからཀྵがፕくてဴたり。!

「ऌ໖なのだから、わかってくれる

はず。」!

「ସわなくてもわるのがऌ໖。」

そんなᆭに౩いながら、ཀྵፕしでい

るために、ଅઅৎなことをᎭさな

いようにしているのがऌ໖なのかも

ཐれない。!

!
!
仕事ので、いろいろな家ଔにड़会ってをし
ていると、家ଔがಝพなଚ在だということと家ଔ
だからࣙをཀྵ解してくれたり、わかりあうこと
はイコールではない現ࣰが見えます。どこかで家
ଔなのだからわかりあえるはずという願はࣼて
られず、わかってもらえないことにউついていま
す。家ଔはຬではないと感じます。!
家ଔંでは、家ଔに఼をててたをซい
ていきます。「どなたからでも結構ですので、ご家
ଔのことを়介してください」とਚね、ジェノグ
ラムをॽきながら、「お子さんの໌はどのように
決めたのですか？」や「それはいつ頃のことです
か？」「その事ณは、〇さんにはఽえているのです
か？」ఽえていれば、「それはどのようにఽえまし
た？」ఽえていなければ「それは何故ですか？」
、家ଔがどう機しているのかを考えながら࣯
をしていきます。そんなॵ回をशえ、( 回に
お会いする࣎、「こんな෫に家ଔのをしたことが
なかったのでྒྷかった」と感を言われる๏がଡ
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いです。あまりしに参加していなかった印েだ
った๏にも言われ、驚くこともあります。 
家ଔでをするとすぐ喧嘩になってし合いに
ならないが、家ଔંのように三ंがること
で、ྮ੫にができるようになり、ଠの家ଔがこ
んなことを考え、言ཁにするのかと意外に感じる
こともଡいようです。ஊは家ଔで会をしても、
肝ৼなことは言わなかったり、一ॻにेんでいて
も顔を合わすことも稀で、会はೖに一言್言あ
るかどうかくらいだとす家ଔもいます。ೖを
共にする家ଔは、関係が近い、しんどい಼༲に
なるとഀ෫がཱིち、穏สなਫ਼活がକけられなくな
るからඈけたくなり、家ଔです಼༲はೖਫ਼活
に差し্りのないものにยりやすくなるようです。 
そので、家ଔの会の影響をきくणけるの
は子どもです。ある家ଔは、子どもが過去の許せ
ないड़པ事をすと、が「それは、〇〇だった」
とえを曲げ、あたかもしたことがなかったよ
うにいながらえると、子どもが「殺意しかड़
てこない。このਕをຌ気でぶん殴っていいですか」
とえてきたことがありました。私は、「૿な言
いまわしですね」と言うと、いつもこんな感じの
コミュニケーションで、ଠの家ଔでも似たような
ものだと思うとศってきました。の๏には「
刻なでもよくっている印েをणけますが、
いつもっていることがଡいのですか？」とਚね
ると、ごຌਕがハッとされたようで、考え込みな
がらࣙにࣙ৶がないからうのかもஎれません
とえられました。 
この家ଔと会を॑ねたश൭、子どもに「の
期ଶを一ਕでഐෝってきたのですね」とఽえると、
「ࣙでഐෝったのではなく、気づいたら肩の
にっていて、どうしようもできなかった」と言
い、その言ཁをྈが噛みしめるようにซいてい
ました。ซいてもらうということは、णけ止めて
もらうということです。この家ଔがお互いのを
ซき、それをणけとめ、そして૮घのことを思い
やりながらをするようになり、その頃には、子

どもの口から૿な言ཁはड़てこなくなっていま
した。家ଔが強くなるというのは、こういう事な
のだろうなと感じました。家ଔからは、三ंと
して私がいるとཚちいてし合いができるから、
ંをକいたいと言われましたが、私はその࣎、
ಋੰする以のༀ割をしていなかったので、何か
ซいてもらいと思うことができたら、࿊ཙをくだ
さいとఽえました。家ଔの皆さんもಚして会
をशえました。 

 
 

 
 
私ୣは、ࣙのことや家ଔのことをどれくらい

ୌにしているのでしょうか。私も໊とをし
ていることについてਇਜ਼からをしてこなかっ
たことに講演のち合わせをして、ॵめて気づき
ました。ࣙのಆのでは、何ౕもೲみ考えてい
ましたが、それを୯かとすことはさほどしてい
なかったです。ࣙの಼にඁめたいを言ཁにす
るࣙ৶も、૮घに誤解がないようにఽえられるࣙ

ಛᇀのこと、ऌ໖のこと。 

それらを༱とりっているだろ

うか。 

ಛᇀのこともऌ໖のことも案॒と

ଣえにくい。ઝथぎるものは、༱か

のをೊりてਰにଣつめてみる

と、意॒な一ኜがଣえてくるようで

す。 
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৶もなかったからだと思います。 
だから何でもし合えるわけでもないよう
に思います。で家ଔがघくいかない෨の
しをしようとしても、喧嘩になるか、喧嘩にな
るぐらいなら何も言わない๏がマシとると、空
気が॑くなっていきます。私からの࣯にはろく
にえないですが、改まったॶで、ಋじこと
をพのཱིのਕにਚねられてすの姿を見たこ
とがあります。はࣙとの距が近いਕほど、
あまり気࣍ちを言わなくなるように見えます。
で会をするのもೋしいものです。 
ࣙを৯にྭえると何৯ですか？とਚねてみる
と、考えたこともなかったと言われ、ଠの家ଔを
৯にྭえる๏がすぐに言えることがଡいです。ࣙ
や家ଔのことを考えてみようとしても、ࣙ一
ਕではୀঘ࿑にはまっていくようでघくいかず、
ࣙにまつわることは、わかっていそうでࣰはわ
かりにくく、言ཁにすることがೋしいようです。 
もちろん家ଔには言えないもあるし、家ଔだ
から言えるもあります。育ってきた環境から見
える෫景をたりだと৶じてௗをしていきま
す。一ਕひとりに個があるように、家ଔもそれ
ぞれのಝがあり、ࣙが感じているたりが
ଠंにとってもたりかどうかはਜ਼、わかり
ません。でも、これがたりなのだとಚして
ਫ਼きていくことはできます。ಚしていたはずが、
を॑ねるで、చめにรわっていたということ࣎
はないでしょうか。私たちは、ࣙのことを一൬
৶じてཋしいと願うのは、家ଔなのでしょう。そ
の家ଔのਫ਼活をगろうとして、উつく結果になっ
ているਕは意外とଡいのではないかと感じます。
だから、ଲਕ援ঁ৮が求められるのでしょう。 
家ଔのことやࣙの気࣍ちをघくఽえること
はೋしいため、三ंがってをすることに意
ັがਫ਼まれます。三ंにすことで、たな視
఼にৰれます。その࣎は、णけれられない気࣍
ちになるかもしれませんが、何かࣙਐので引っ
かかっていれば、いろいろと考える࣎間がਫ਼まれ

ます。そこからたなಕ筋が見えてきます。ୀঘ
࿑からは୦却し、たなಕ筋を行けば、今までと
は違う෫景が見えてきます。そのでも、いろい
ろな事は起きるでしょうが、たなಕ筋を୵すこ
とは経験していますから、どうり越えようかを
考えていけるようになるのではないでしょうか。 

 



!"#$
$

$
$
"%"!೧ " 月 "% ೖ、&''( ではあるが、「౨ೖຌ家ଔ応援プロジェクト "%"%シンポジウ

ム・リモートから興のৄਕとなった ! ೧～く・学ぶ・繋がる」を開催した。今೧は院ਫ਼
たちとシンポ企画委員会をཱིちげ、಼ ༲や๏ਓなど議しながら形作っていった。午の
活ಊๅ告では、現ஏの๏々をডいてのコメントや、修྅ਫ਼たちのๅ告をૌみ込み、「ຯ画ఴ
のಉき」をテーマにしたఠを含め、充実したものとなった。午後には、映画「൩舘ଞに帰
る」の映と、監ಞであるෳ原༖介さんの講演の後、映画のにインタビュアーとしてౌ
するౣ৶子さんにも加わってもらい、修྅ਫ਼、現ༀ院ਫ਼とで、座会「こころの興と
くྙ」、その後、ブレイクアウトルームにかれてのシェアリングやસର౾など、こちら
もかなりりだくさんのものとなった。とてもྒྷいシンポジウムだったと思う。$

౨各ஏから、これまで協ྙいてきた๏々がをしてくれ、また初期の頃からの修྅
ਫ਼たちのもあり、きな時間と空間をഐ景にした今というが開かれ、そこにさまざまな
思いが重ね合わされ、共༙された。අ災と興のৄਕとなる十೧プロジェクトは、初めの頃、
なかなか皆にཀྵ解してもらえなかったが、こんな形で見えてくると୯にとってもわかりや
すいものとなり、その果としてもたらされた繋がりとネットワークのྙによってみなが
エンパワーされ、案者として幸ෳな気持ちになった。$
$ 今後の継କが課ୌだが、ෳ原さんはじめ、若いେがབもしく頑ってくれている。次
େにもっと委ねていけたらと思う。$
$
$
$
$
$
$
$
$

コロかさなるプロジェク$

!

"#$%೧ౕ! むつ・ଡ賀! ! ! ! ! ! ! ! !
!

ଞຌࢢ（ཱིໍָؙ）!
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むつの⇽∓⇞⇍⇕⇮ 

⇽∓⇞⇍⇕⇮ 

 
9 ೧となる「౨ೖຌ・家ଔ応援プロジ

ェクト in むつ」は、８月 9 ೖ(金)～9 月
1 ೖ(ೖ)士家ଔຯ画ఴをむつ市ཱིਦ書
館、8 月 30 ೖ（金）支援者支援セミナー
をむつ市ༀ所、おさん応援セミナーをむ
つ市央公館、8 月 31 ೖ（ౖ）ຯ画ト
ークをむつ市ཱིਦ書館にて開催した。今೧
もまた、むつ市ௗが顔をのぞかせてくれ
た。 

支援者支援セミナーは、昨೧、「ਕ਼が
ଡすぎて見えにくかった、ซこえにくかっ
た」とのがあったため、ਕ਼を 60 ໌に
限ఈしたものの、ೖのඊびり参加者が
結構あった。いつものようにஏ元の事ྭを
出してもらい、グループにかれて検౾し
た。 

繰りศされる居、্害を์えてシング
ルでの子育て、支援の拒൳、DV などさま
ざまな今ೖద課ୌが含まれており、私たち
もଡくを学んだ。アンケートでは、「今回
のセミナーで、ଡ角దな見๏、考え๏を再
識しました。ஏ๏のよさがわずらわしさ
につながる。子どもの安સ・安ৼを一に
考えると、周囲のਕのৼを傷つける。
にྈを意識していかないといけないと実
感しました。そのためにも༹々な機関がつ
ながり、ༀ割୴をしていくことこそが家
ଔみんなの幸せを୕いていくと思いまし
た。ありがとうございました。」「事ྭを
௪してどうしてもୌ఼をৼに考えてし
まう事があります。できることや強みを見

つけ、今後の支援に繋げていければと思い
ます。」などのがいた。 

ཎೖは、いつものように、ຯ画ఴをやっ
ているむつ市ཱིਦ書館でのຯ画トークがあ
った。 
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来さまい館 

 
の෨のおさん応援セミナーはオ

ンリーのため、女たちはのフィールド
ワークに出かけ、པさまい館を案಼しても
らった。「པさまい」とは、下の๏言で
「お越しください」という意ັとのこと
で、１階は、インフォメーションとイベン
ト༽のスペースや会議室、2 階には、下
ஏ域を়介するఴ示室「AGASSE པさま
い」がある。「ช化・観光ゾーン」「エネル
ギーゾーン：むつエネルギープラザ」「ジ
オパークゾーン」「オーシャンゾーン」か
らり、下の観光や産などのๅ৶
もしている。 

 

 
 

 

 
 

 
 
「ช化・観光ゾーン」では、ねぶた祭り

の山車や衣ૹなどのఴ示などがあったが、
とりわけപかったのは、恐山のイタコの
ఴ示だった。イタコとは、死者のྸを呼び
おろし、現にいるਕとのཱིちをする女
で、少女の頃から師匠のもとで厳しい修
行をみ商ജすることを許されるのだそう
だ。 

ಢりཱིちする時に、オラタカの਼珠、
弓、オダイジ（お守り）、袈裟、鑑札、錫
似、、ଢ鼓などのಕ具一式を師匠からৣ
り受ける。死者のྸを呼び出して語らせる
口寄せのときに使う。口寄せは、ਈ寄せ、
ホトケ呼び、口ઈ（死者の語り）、ホトケ
ૻり、ਈૻりの順で行われる。死後ඨヶ
ೖ、または四十九ೖを過ぎたホトケを降ろ



127 
 

すことができ、それ以に降ろすと死者が
໐うそうだ。イタコのਕ形は、恐山で袈裟
をつけྸを降ろしている姿に音がついて
いた。 

 

 
 
「エネルギーゾーン」には、「国のエネル

ギー策に貢献する下ஏ域」というઈ
パネルがあった。安સをに、エネルギ
ーの安ఈ供給を一とし、経済効ིの向
によるఁコストでのエネルギー供給を実
現し、環境へのన合をਦるため最限の取
りૌみをしているが、下ஏ域には、むつ市
の使༽済み೫ྋ間ஹ施અ、ケ所ଞの
再処ཀྵ施અ、౨௪ଞ及び間ௌの原子ྙ
ు施અなど、今ೖの原子 ・ྙ核೫ྋサイク
ル策を支えるଡくの施અがཱིஏし、ଡ
な貢献をしている。資源エネルギーுでは、
こうした下ஏ域において、ஏ域住にエ
ネルギー策に関するๅ供やコミュニ
ケーションの充実をਦるため、ここに広ๅ
拠఼として「むつエネルギープラザ」を開અ
したと書かれていた。 

಼༲は、原子ྙはਐ近なものであり、安સ
が高いこと、ෳౣにおける原事故をಁ
まえて༹々な安સへの取りૌみをされてい
ることが強され、基ຌదに原 PR セン

ターとಋじ಼༲になっていた。 
初め、ໃྋでౖ༷のஙくまでやってお

り（休みなく、ຘೖ 9 時から 9 時まで
オープンしているようである）、インフォメ
ーションにはにこやかな女がいたのに驚
いたが、અ൝のઈからなんだかそれも
ಚした。 
 

 
 

 
 

「ジオパークゾーン」「オーシャンゾーン」
には、下のஏ形や海༺環境などとともに、
「原子ྙむつ」から「海༺ஏ球みらい」
となったઈやໝ型などもఴ示されていた
のも興ັかった。 
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1969 ೧、界で 4 ൬の間༽原子ྙ
として、「原子ྙむつ」がਭした。
しかし、試験運に๎射તれを起こし
たことから、港であったູ港への帰港
ൕଲ運ಊが起きたり、初のఈよりも఼
検ඇ༽などの運༽コストがむことが
したこともあって、1992 ೧ 1 月に原子࿏
をం止し、解ༀ工事が始まった。1997
೧、原子࿏室をభ去したରが海༺科学技
術センター（現・海༺研究開機構）に引
きోされ、「みらい」としてਫ਼まれรわっ
た。 

2011 ೧ 3 月には、ෳౣ一原子ྙ
ు所事故による海༺汚ઝをべるためෳౣ
県沖にഁ遣され、海ਭを採取したらしい。 

 

 
 

 
 

 
 

空をඊぶきなのഐに子どもたちが
った「まさかりのஏ」、海をはねながら
むイルカのഐに子どもたちがった「海と
ਫ਼きる」という小学ਫ਼による൝画がఴ示さ
れており、とてもৼ惹かれた。 
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⇻⇉∞∑⇯∕∞⇕ 

 
終྅後、院ਫ਼たちは、恐山に向い、౨௪

ଞ、ケ所ଞ原೫ PR センターへ行った。
私たち教員は、遠の๏に向かうことにし
た。遠ദ館では、「遠語とਈ々」
のಝพఴをやっており、これはなかなか
പかった。 
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河ಒでは、子がきゅうりをえさに河
ಒりを楽しんでいた。 

それから宮の๏を指し、໒子温ચに
ഩまり、ઍୈに向かった。ຌはദ館に行
こうと思っていたが、休館だったので、ඊ行
機の時間まで、まだ行ったことのない七ヶ
ශに車をૺらせてみた。ここもඅ災のひど
かったところだ。 

現在は、少しずつしい建がཱིてられ
つつあり、海岸近くには「シチノリゾード」
と書かれたᔮཚた建があった。そのなか
のシチノカフェでৱをとったが、丸ごと
蟹のったシーフードパスタと、丸ごとピ
ーチのパンケーキがとてもおいしかった。 

車をૺらせていると、、「国際ଞ」の
看൚が見えたので、どんなところだろうと

思い、寄ってみた。ଢฑ༺を一できる自ષ
のஏ形をਫ਼かし、恵まれた自ષ環境と外国
ਕඈ暑ஏが開かれた国際交ླྀのྼ史をഐ景
として、ช化ଆの拠఼となる施અとのこ
と。コンクリートでできたモダンな建
だが、ਔ災以からあったもののようだ。客
ੰから海が見えるホールやਭにූかぶ外
劇シアターがある。 

ちょうど౨ೖຌਔ災と関࿊づけた漁
旗ఴをやっており、പかった。現在のよう
にળやかな৯でઝめるようになったのは、
ક後、漁業がんになり、化学ઝྋが出回っ
てからで、それまでは紺一৯の旗だった。
漁を祈る漁旗のモチーフには、ੴから縁
起が༽いられ、、็ 、亀、まぐろ、
七ෳਈ、江෨ોなどがඵかれていたという。 

漁旗は、もともと、漁を祈೨するもの
だが、౨ೖຌਔ災後は興を願うものと
しても使われるようになった。たしかに、沿
岸෨のあちこちで漁旗を眼にしてきた。 
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多賀城の⇽∓⇞⇍⇕⇮ 

東北大学災害科学国際研究所≋IRIDeS≌ 

 
2019 ೧ 10 月 4 ೖ（金）、౨学の災害

科学国際研究所 IRIDeS をね、山ਇஎ
子ਫ਼やスタッフのみなさんに案಼しても
らった。IRIDeS は౨ೖຌਔ災 1 ೧後にで
き、ชཀྵ༧合を掲げている。『ഀ The 
TSUNAMI 3.11 າཔへの記憶』という 25 
の映画を観た。これは NHK と協ಋで作
したものであり、80 ൝もあり、ਈ戸のਕ
とາཔ災センターでも見ることができる
そうだ。 

それから、古ช書レスキュー活ಊについ
てのをซいた。ഀなどの災害によって
古ช書や古い資ྋがླྀされ失われていく
で、それらを見つけ修していく活ಊだ。古
ช書からஏਔの記載を拾い出し、どう減災
をਫ਼かしていくのかも研究している。 

もともと奥ଞ弘ਈ戸教授が資ྋฯଚを
していて、阪ਈ࿑の時にช化ுと資ྋネ
ットをཱིちげた。ช化の興には 15～20
೧はかかる。災害によってすべてがなくな
ると、自や自のまわりસରとの関りが
急激に意識化される。アイデンティティが
れてしまうということが༵さぶりをか
け、縁（よすが）を求めるのである。”Build 
back better”の参লが求められ、ਕは、自
と自のまわりを考えし、過去とາཔ
のஇをດめようとする。 

今回の活ಊを௪して、ฑ時からஏ域と
共に活ಊすることが事だとわかったとい
う。今は古ช書の会も਼でき、「્る੶巻
のྼ史」などの講座もあるそうだ。古ช書レ
スキューをしていると、「モノよりもにਕ
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だろう」という൹を受けてきたが、େか
ら引き継がれてきた古ช書を守ることがそ
のౖஏにਫ਼きてきたਕ々の記憶を救う。街
がすっかりรわったので、とくにこういう
ものがචགྷになる。 

ෳౣでもௗ期ඈೋでྼ史やช化がভえて
しまうのではないかという危機感があり、
2012 ೧初めてレスキューにることが可
となった。を助けることはਕを助ける
こと。ෳౣではとくにそうである。 

その後、実際の作業現を見せてもらっ
た。さまざまなサイズのජやซ紙、古ช書
にカビのがൡ৫をぐための－30℃ のྮ
庫や乾૫機などたくさんのものがかれ
てあり、貴重な古ช書が所狭しとฯ管され
ていた。අ災した古ช書を一ທずつ修し
ていくのは、最の技術をしながら
も、ஏಕで気の遠くなるような作業である
ことがよくわかった。 

学とஏ域のボランティアが協ྙする形
で、興の一を୴っている。古ช書の持ち
主にとっても、自たちのૈがஏ域に貢
献していた一をஎる機会となり、ஏ域の
ྙを再識できる活ಊである。ボランティ
アには高ྺ者の๏々がଡ਼参加しており、
ର࿓ಉはできなくても、こういった活ಊ
から自たちの貢献意識が芽ਫ਼える。 
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支援者交流会 

 
は支援者交ླྀ会が༩ఈされていたので、

ଡ賀まで移ಊし、ଡ賀市ཱིਦ書館へ向
かった。ຘ೧会う懐かしいお顔、初めてのお
顔もあった。 
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おおぞらฯ育園からは、いつもおに
なっている黒ઔਫ਼のほか、2012 ೧のセミ
ナーに参加してくださっていたਔ災時お෴
のきかったਫ਼がཔてくださっていた。
今はその子も 8 歳となり、その後、4 歳の
子もいる。ྈ๏ともの子だそうだ。あれか
らླྀれた೧月を思い、何だか感ໃྖである。
初めてトレーラーハウスのฯ育園をねた
時のことなど懐かしく語り合う。 

ଠ๏、「もうඅ災ஏではない」とおっしゃ
った๏のは胸に刺さった。「自はもう
れたい。ਔ災遺構も残してほしくない。次々
と災害は起こる。අ災ஏだとまだ思ってい
るのは、ਐ಼をくしてまだཱིちれない
ਕと経済దにཱིち行かないਕ。自のは
দ 8 ೧のഀですべて失ったが、あの時
は୯も何もしてくれなかったと言っている。
今は何をしてくれなどと言うਕたちがいる。
支援者がཔて、これで頑ってくださいと
お金をోすਕたちがいて、海วでそれをじ
っとଶっているਕもいた。」 

その語りのには、幾重にも重なる雑
な思いが重して感じられ、考えさせられ
るものとなった。 
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10 月 5 ೖ（ౖ）の午は、鵜ਫ਼のコ

ーディネートのもと、ଡ賀の会、おお
ぞらฯ育園のみなさんとのコラボによって、
「うたとおはなしとఽট༣びを楽しもう 
༣びのワークショップ」が開催された。今೧
はおさん࿊れもཱིち、たくさんの子、
家ଔがくからଶってくれていた。たまた
ま௪りがかった子どもたちもれわりཱི
ちわり、計 40 ໌ほどが参加してくれた。 

ଡ賀の会のみなさんは、子どもの
೧ྺに合わせたや手༣びを工して準
ඍしてくれていた。༰い子どもでもわかる
ようないやಊが出てくる、「かっぱ
かっぱかっぱっぱ」の手༣びなど、子どもも
ਕもຳきつけられていた。おおぞらฯ育
園からは、ਫ਼たちがマジックなど楽しい
出し、その後、園のฯ護者による絵ຌのಣ
みซかせが行われた。子どもたちとの関り
がஈかく、ほのぼのした気持ちになる。 

それから、鵜ਫ਼によるびゅんびゅん
ゴマとお手玉などのఽট༣び。子どもたち
はもちろんのこと、おさんやおさんた
ちもかなりਇ剣にチャレンジしていた。お
おぞらฯ育園からは手作りのコースターと
り紙、の会からしおりのおౖ産がഓ
られた。「ஏ元のから手༣び、ಣみซか
せ々。バリエーションがあって楽しかっ
たです。子ども（3 歳）も楽しんでいました。」
（30 େ女）、「お手玉がおもしろかった。
わらべうたもぜんぶ楽しかった。」（10 େ女
）、「や手༣びなどは若い家ଔではఽ
わらないので、こういう会を௪じて子ども
たちに広まってほしいです。」（70 େ女）
などのがいた。 
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ຯ画トークは、今೧も１階のオープンス

ペースで行われた。ຘ೧楽しみに遠๏から
པて下さるਕから、௪りがかりにଏを止め
てซいているਕまで参加の仕๏はいろいろ
で、34 ໌が集まった。 

参加してくださった๏と少し言ཁを交わ
したが、ਔ災でご家ଔとペットをくし、ᓖ

のようになっていたが、༓ୣや家ଔとし
ながら、頑らなくてもいいんだと言いซ
かせつつೖ々過ごしておられるとのこと。
街はすっかりしくなり、ਔ災の影は見え
にくくなってきていても、そっと影を์え
つつਫ਼きているਕ々がいることに思いをச
せることができたらとあらためて思う。 

「いつもਫ਼のトーク楽しみにしてい
ます。キュンとなる、なるほどなるほどの
、ೖからやってみようと思える、とて
もৼの栄になるばかりです。」（50 େ女
）、「今೧もཔてくださり、ਫ਼のおがซ
けることうれしく思いました。“継କ”とい
うことの“重さ”“৶བ”、ৼにとてもཻまり
ました。“見ているよ”のメッセージは
なこと、ৼにしみました。」（50 େ女）、「ໃ
ཀྵ解と個ਕๅの課ୌの盾、௩感してい
ます。ਔ災から 9 ೧。応援をକけていただ
いていることに感謝ਅしげます。」（60 େ
女）などのをいた。 

終྅後のൕ会では、十೧を過ぎた後の
見௪しを含め、関係者で議し、根幹にある
思いまで含めていろいろと語り合うことが
できた。今ೖの༣びイベントでは、今後につ
なげていけるよう、ྼ史郷ౖ史の୴の女
をつけてくれたのだという。ਦ書館でਔ
災をとりあげるかどうかのஇがචགྷで、
ずっとඈけてきたが、ೖ初めて企業の
をとりあげたそうだ。ワークショップでは、
これまで横の拡がりだったが、縦の重གྷ
を感じたのがいちばん印েదだったそうで、
どのようにେや時間をつないでいけるの
か、若いはどうアピールされるのかなど
院ਫ਼たちを交えてした。டしてきた೧
月の重みを実感する。 
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新地町の⇻⇉∞∑⇯∕∞⇕ 

 
 10 月６ೖ（ೖ）、ଡ賀駅からઍୈ駅
を経༟してஏ駅へ。౨学のઔౣ秀一
ਫ਼とその「๏」である漁師の小さんが
出迎えてくれた。お್ਕの車にして、ま
ず戸ශの集会所へ行き、午はઔౣ
ਫ਼のおを伺った。 

ઔౣਫ਼は、ௗく漁࿓ช化を研究してき
た学者だが、ਔ災後、ஏに௪うなか
で、このஏのช化がভえてしまうのではな
いか、「100 ೧後、200 ೧後の子ଛに何が
あったかਜ਼確にఽえたい。そのためにઔౣ
ਫ਼に記として残してほしい」という小
さんの強い思いを受けて、漁師の見習い
を始め、午 1 時ににり込んで漁師の
仕事と記をକけている。 

海にਫ਼きる漁師たちが作りげてきたช
化や৶仰、ഀを含む海ೋとの向き合い๏
など興ັいだった。三沖では、ഀ
も漁も、きな回帰దな時間のなかで౺
པする。ਕ々は海からもたらされる幸も
幸も繰りศしやってくるというଌえかたを
していた。しかし、ਔ災後、漁師という海
のช化に丘のཀྵがてはめられているの
ではないかということだった。 

「海でৼを௩めた者は、海でしか回で
きない」という言ཁが印েに残る。今回の
ਔ災で、ઔౣਫ਼はをくし、小さん
は沖出しをした漁師のさんをくされて
おり、海で慰ྸをされたそうだ。 

おは、鹿山෴の「鹿の౮」で、かき
༴げ蕎ശをৱべ、おはぎをഛった。午後から
再び集会所で小さん（67 才）と若手の漁
師荒さん（47 才）のおを伺った。 
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ஏௌでは、試験業のため、現在でも

ਔ災のൔほどしか漁業を行なうことが
できない。ਔ災以は週 6 回、漁に出てい
たが、ਔ災後は瓦のభ去や๎射のサ
ンプル査に出かけるくらいしかできなか
った。4 ೧以降は試験業が始まり，週 
1 回だけ漁に出かけに行くことができるよ
うになった。しかし、以のように、自
のஇで自༟に漁を行うことはできない。
現在は週 3-4 回漁に出かけているが，ຌ格
దな業に移行することができない。空い
た時間、みなで漁業のห強をしている。 

またෳౣで獲れた魚はଠのஏ域の魚より
が安い。ෳౣだからというཀྵ༟でଠ県よ
り್ഔの厳しい基準をઅけているが、99%
ୌはないのに、ஏ元までも「あまりෳ
ౣのものはৱべたくないし，ましてや子ど
もにはৱべさせたくない」と言って、宮
産の魚を購する。こんなয়況では興は
ありえない。いつまでକくのか見௪しがཱི
たず、次のେが漁業でৱべていけるのか
など安であるということだった。たしか
に、魚が周༣する海に県境はないはずだ。 

現在は若者を育したいと思っているそ
うで、学ਫ਼も੍ඉ漁業に参加してほしい
とのことだった。 
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小さんのさんは、沖出しで少しஙれ、
ໃતのでは、、機械がಊかなくなった
らしく、犠になってしまった。小さんを
はじめ、皆言いఽえられてきたように、沖出
しをしてが助かったが、小さんは、さ
んのことがあってから、「沖出しはするな」
と言っている。でも、荒さんは、「それでも
やっぱり自はすると思う」と言った。は
一㝶 1 億 5000 ຬ円もするという。災害時、
ਜ਼しいમ、間違ったમはないのだろう。
その時々でそれぞれが引き受けていかなけ
ればならない厳しさを思った。 

それから、師ශ港へ案಼してもらっ
た。県ಕバイパスは住ஏにഀがこない
ように高くඍされ、漁師さんたちの家が
あったバイパスを挟むฑஏは災害危険区域
に指ఈされた。市がそのౖஏをഛい取り、 
災ྚஏ化のඍをしていくようだ。現在
は、ਔ災以からྭ祭が行われていたとい
う安ഀਈ社がポツンとあるだけだっ
た。 

པ೧から小学ਫ਼になるという荒さんの໊
さんも午から一緒についてきていたが、
おさんのがとても誇らしいようで、手
を引いて಼を案಼してくれた。そして、
「ヒミツね」と言って縦室の下のਈ୪の
෨屋を見せてくれた。子ども一ਕれるか
位の室にപのਈ୪とおそらく航海の守
りਈのお札(海安સ, 漁祈願)がୖ山
ᜀってあった。苦ೋにຮちていても、海とと
もにਫ਼きようとするਕ々の姿にこれから
も੍ඉ学んでいきたいと思った。 
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! 対人援助学マガジン ""巻 #号㸦##号㸧! !

"#"!

!

!

対人ᨭⅬ描㸦"#㸧!
「㠃接の⤊⤖についての㞧感」!

!

!

小ᯘ! ⱱ㸦⮫床心⌮士$∾師㸧!

!

!

!
はじめに㸬!

! 心理士として㠀常勤で勤めているクリ

ニックで、㛗らく㠃接していた方の㠃接

がようやく⤊⤖した。本来ならば、㸯年前

の今㡭に⤊⤖しているはずの㠃接であっ

た。㛗引いた㠃接の⤒㐣をざっくりとだ

が振り㏉って、㞧感を㏙べてみたい。 !
㸦㸨事例ⓗなものやㄒられたゝⴥなどは、

元がわからないように改変しています㸧 !
!
㸯㸬トラウマ⒪㸽!

! 勤めている先のクリニックは、ㄆ▱

㧗㱋⪅を㝖いた成人を対㇟とした⢭⚄⚄

⤒⛉の病㝔である。そこでは、⚾が $%&'
や ()( などを学んでいることもあり、ト
ラウマ治⒪が必せとされる患⪅が⤂介さ

れてくる。 !
! ある時、テレビで $%&' が⤂介された
こともあり、外来患⪅らが急にデ察時に

「⚾も、あなたもトラウマが原因かもし

れない。」「トラウマがあって、$%&' を
受けたいのです。」とッえるようになった。

元々のデ断名が⤫合失ㄪ、Ⓨ㐩㞀害、う

つなどの気分㞀害など、いろいろな方が

トラウマに原因を当てはめ $%&'を受け
たいと希望を㏙べてきた。 !
! ☜かにトラウマというと、ㄡもが多か

れ少なかれトラウマとなるような出来事

を⤒㦂している。ゝってしまえばトラウ

マが生じないような人生⤒㦂をせずに大

人になることの方が⛥有ではないかと思

われる。それだけに、*(+&㸦や ,+&㸧と
$%&' が大々ⓗに⤂介されると、ㄡもが
どこか⮬分の生きづらさの原因が、そこ

に⤖びついているかのように感じるに㐪

いない。「⚾、トラウマが原因かもしれな

い」現㇟は、パーソナリティ㞀害、アダル

トチルドレン、不㐺切な㣴⫱からの愛╔

㞀害と同じく、⮬分の生きづらさとの⤖

びつきのなかで、どこか便利な原因探し

となりやすいのかもしれない。 !
! また、以前の⫋場の浦河べてるの家で

勤めていた時にも感じたことであるが、

メディアがまるでそこが理想㒓のような

⤂介をした⩣日には、全国の㞀害当事⪅

からの㟁ヰが㬆り、その対応に㏣われる

ような現㇟があった。病気や㞀害を抱え

る当人からすれば、回復への⾜きワまり

から何とか⬺したいと思うのは⮴し方な

いことかもしれない。現状のつらさがつ

らいほど、$%&' や浦河べてるの家が偶
像となって㍤いてぢえるのだろう。 !
! しかし、$%&' を実施し、浦河べてるの
家というブランドを伴った事業所に勤めて
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いた㌟からすれば、あっと㦫くような㨱法

はないことを思う。地味で地㐨な取り⤌み

こそが実を⤖ぶことを思わされる。  
 そんなことから、患⪅と支援⪅との㛫

で㱈㱒が生じ、期待に副えないこともし

ばしばあった。  
 
㸰㸬ㄗった原因帰属 

 今回、⤊⤖した患⪅さんも「トラウマが原

因かもしれない」という理由から、医師から

の“指♧を受け”㠃接を引き受けることにな
った。ここで“指♧を受け”と“”で囲ったのに
は、二つの理由がある。ひとつは、トラウマ

を扱う㠃接に慎㔜でありたいから医師の指

♧がないと困るということである。もうひ

とつは、指♧されてしまうと後に引けない

㞴しさが伴いということにある。  
 実㝿にお会いしてみると、先の理由か

らトラウマがないとはゝわないが、現状

のⱞ労の原因は別のところにあることが

多い。これまで㛵わった患⪅さんのなか

には、「トラウマ治⒪が必せ㸻⚾、㔜な

の」「カウンセリングを受けている㸻⚾、

特別な存在」をアピールする方もいた。医

師に極度のトラウマをッえて㠃接に⮳っ

た末、㠃接では「彼女とデートに⾜って、

Ⰻかった」「㊃味でしているボートが・・・」

「この前は、コンサートで・・・」という

ような、⚾からすれば大変なリア充なヰ

㢟を毎回ㄒられる方もいたりもした。⤖

果、⚾は「トラウマって何だろうか㸽㸽㸽」

と困惑することになったりする。  
 また、EMDR の標準ⓗなプロトコルに
当てはめるのが㞴しい現実もしばしばあ

った。たとえば、広い北海㐨を片㐨㸰㹼㸱

時㛫かけて札幌まで㏻㝔する方、ひと月

かふた月に㸯度だけ㏻㝔する方、㸯回の

㠃接に㸷㸮分の時㛫が取れない方など普

㏻に指♧を受けて㠃接していた。患⪅の

EMDR の希望と現実に心理士が⾜えるこ
との㛫の㱈㱒が、ここでも生じることが

あった。それでもできないならできない

なりに、手❧てを⪃えながら取り⤌んで

きた。  
 こうしたこともありつつ、⥲じて PTSD
や ASD を危惧されるような㔜度のトラ

ウマに悩まされる患⪅と出会うことが少

ない現実を思わされた。  
 では、何が問㢟となるのかというと、昔

のデ断基準でいうような⚄⤒ⓗなとら

われから抜け出せないつらさや、原因を

トラウマとすることで、本来の問㢟でな

いものを問㢟としてしまうㄗった原因帰

属が問㢟であると感じる例が多くあった。 
 今回、⤊⤖した㠃接も、そういったㄗっ

た原因帰属から抜け出すことで⤊えるこ

とができた。㸰年半の㛫、⣛余曲折ありつ

つも、ひとつの取り⤌みが⤊わったこと

に安堵した。  
 
まとめ. 

 人は何かあると理由や原因を求める。

そのこと⮬体は、ごく⮬然な人の思いで

あることを思わされる。しかし、病を含め

た人の営みは理由や原因がわかることば

かりではない。それでも理由や原因をぢ

つけることで⛉学が㐍歩してきたし、医

学もⓎ展してきた。しかし、原因ではない

ところに原因を求めることを始めると⟅

えがないこと⮬体も問㢟であるが、⟅え

がないものを探し⥆ける営みにもⱞしむ

ことになる。ㄗった原因帰属は、原因から

くる問㢟よりも、ない⟅えを探し求める

ⱞしさというⱞ⾜のような営みにⱞしむ

ことになる。そのような状態から如何に

抜け出すのか、そこにはㄆ▱やとらわれ

の問㢟がある。そこからのゎ放のきっか

けは何か。気づきの▐㛫が望まれる。  
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まだまだコロナコロナ。きっちりマスクを着けて、何となく不⮬由なデ察を続けてい

ます。早くちゃんとお㢦をみてデ察したいなぁ。!

で、㸰月なのにとっても暖かいある日、暑いので⿇をまくって散歩に出かけました。

ふと入ったコンビニで、店員のお姉さんの⿇口から手㤳にカサブタの傷がたくさんぢえ

ちゃいました。「おー、いろいろあったんだね」と思いながら、ちらりと「コンビニス

マイル」のお㢦をぢて支払いを終えました。このところ仕事でも「手㤳の傷」に㛵して

相ㄯされる事が何故だか続いたので、今回のテーマは「手㤳の傷」!

!

よく嘱ク勤務をしている機㛵の⫋員から「子どものリストカットをぢたら、どうした

らいいんですか㸽」なーんて㉁問をよく受けます。「⮬分のお子さんならどうしますか㸽」

と問い㏉しても「うーん」と㯲ってしまう、⫋員の方々もいます。いやいや知らんぷり

はいかんと思います。「どうしたんや㸽」「なんかあったんか㸽」と定番の反応からで十

分と思います。!

なぜなら、最初は「ほっといてくれ㸟」と怒り出す子どももいますが、ⴠち着いてか

ら「大人にどんな反応して欲しかった㸽」と⪺くと「ちゃんと気づいて、心㓄して欲し

かった」という子どもが圧倒的に多いからです。手㤳はとっても目立ちますからね。!

そして私は「この傷は、なんていうゝⴥの代わりやと思う㸽」と⪺く事にしています。

㧗校生くらいになると「“しんどい”って感じかなぁ」とゝえる子どもも多いです。う

まくゝⴥに出来ない子どもには「“しんどい”というゝⴥの代わりかなぁ㸽」と声をか

けると、多くの子ども㐩は㯲って㢔きます。!

!

手㤳の傷のサイン、なかなか」㞧な深い⫼景があるケースから、㸯回のデ察で止まっ

てしまうものまで様々なレベルがあります。!

⢭⚄⛉医のᛮうこと⑳!

「手首䛾傷䛃!

!
ᯇᮧ! 奈奈子!
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「しんどかった事」をじっくり⪺いた後、少々元気のある子ども㐩には「将来どんな

バイトをしてみたい㸽」と⪺いてみます。「コンビニとか」「マック㸟」と㏉答があると

すかざず「コンビニやマックの制服は半そでやで。手㤳に傷あるとキビシイで」とゝい

ます。そこで「あっ、そうかぁ」と㏉せる子ども㐩は、㸯回のデ察で止まってしまう事

も多いです。多くの仕事は「半そで」で㐣ごす制服があったりします。その時、上司や

周囲からのど線を乗り㉺えるのは、なかなかパワーのいる事です。将来働く⮬分がイメ

ージできる力を持てることは大切です。 

 

そんな手㤳の傷、忘れられない患⪅さんがいます。 

20 年程前の、夏の暑い日のヰです。30 代の男性が「ちょっと眠れなくて」と受デさ

れました。建築現場で現場監督をしているという彼は、施工主と⫋員のトラブルでスト

レスがある様で「もう少しで現場が終わるし、あとちょっとの我慢なんですが」とヰし

ます。とてもやさしい口ㄪでヰす男性は、さわやかな印㇟でした。ちょっぴりお⸆を出

してデ察も終わろうとした時、ふと男性の日焼けした手㤳の㯤Ⰽいリストバンドが目に

留まりました。「ずっとリストバンドをしてるんですか㸽テニスでも㸽」と何も⪃えず

に⪺いたのですが「実は・・・」と彼はリストバンドをずらして手㤳に残る深い傷をぢ

せてくれました。「あっ、ごめんなさい」と私は思わずゝってしまいました。 

「いえいえいいんです。昔、いろいろあって」と笑いながら男性はヰを始めます。「今

は家族もできて、子どももいるんです」「この㛫、子どもと一緒に㢼呂に入っていた時

‘’この傷、どうしたん㸽“と⪺かれて困ってしまいましたわ。それが一番困った時で

した」「素直に”昔、しんどい事があったんや“とヰしました」と続けます。私はただ

㯲って⪺いていました。「夏の現場で㛗⿇もおかしいしね。リストバンドしてるんは、

⫋場では”汗っかきやからや“というてごまかしてますわ」と最後は笑㢦でヰは終わり

ました。 

ヰし終わった後の、すっきりした男性の⾲情がわすれられません。なんだか⮬然に「ヰ

してくださってありがとう」とゝⴥがでました。 

男性のリストカットは少なく、深い傷㊧がずっと残るケースも珍しいです。本当に死

を⪃えた⾜動だったのかもしれません。だからこそ、いろいろ乗り㉺えて家族を持つま

での経㐣は、大変だったと思います。一方で、そんな「手㤳の傷」と共に生きてきた男

性が、1番困ったのは「子供に手㤳の傷の事を⪺かれた時」というヰが、印㇟に残りま

した。 

 

その後、思春期の手㤳の傷で子ども㐩がデ察室に来ると、時々この男性と子どもの「お

㢼呂での会ヰ」のおヰをします。「手㤳の傷」の事を問われて 1 番困るのは、友㐩や⫋

場の上司などではなく、⮬分の子どもにㄝ明すると時なんだと思います。「将来家族を

持って、子どもを⫱ててみたい」と思えるレベルの子ども㐩は、このヰをじっと⪺いて
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㢔いた後、大きく変化する事もあります。 

⮬分を傷つける時は、将来をイメージする力を持てない時です。一緒に将来をイメー

ジできるようになれば、手㤳に傷が残る事は何ひとついい事がないのに気づきます。だ

から、一緒に未来をイメージして、「手㤳を傷つける」のではなく別の手段で楽になれ

るように、ヰし合っていくのが精神科医の仕事だなぁと思っています。 
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 ᬔ渡ỉ眼 ᾃ 

当事者運動ỉ力 
 

 
 
 
⫋種は異なれど、お互いに「同志」だと

ㄆ㆑していた Y医師を、今年お看㏦りした。 

 今回、①本ㄅへの掲㍕、②文⬦中に、Y

医師と⾲現することについて、ご家族の方

に口㢌にて承ㄆを㡬いた。 

 (承ㄆ日 2021年 2月 2日) 

  

 

<エピソード 1> 

 

 夜明けとともに㉳床する⩦慣の Y 医師は、

毎朝 6 時半には出勤し、各病棟の申し㏦り

時㛫帯前には、全ての担当患⪅さんの回デ

を⤊えていた。そして、各病棟看ㆤ師㛗に

気付きを伝え、指示を出し、外来デ察室に

も一番に席についていた。 

  Y医師に「当直明けでもないのに、何故

早朝に回デをするのか」と、イねたことが

ある。すると、「昨日と同じ病室で、⩣朝を

㏄える患⪅さんの気持ちを慮ってみて。ヒ

ントは、カルテの夜勤帯の看ㆤ師グ㘓にあ

るよ。」と、宿㢟をもらった。横で、病棟看

ㆤ師㛗が、うんうんと㢔いていた。 

 当時、私は、気付きや、医療用ㄒや略ㄒ、

印㇟深いスタッフや患⪅さん・家族のゝⴥ

を書き留めていた「ノート」に、新たに夜

勤帯の患⪅さんのゝⴥを、書き留めてみる

ことにした。すると、日勤帯の患⪅さんの

姿やゝ動からは想定できないような㌟体ゝ

ㄒ知に出㐂えた。 

 一カ月ぐらい⤒った㡭、病棟看ㆤ師㛗が

声をかけてくれた。「Y先生の宿㢟、真㠃目

にやってたんだ。で、どんなことに気付け

た?」とイかれた。私は、「家に帰りたい」

「早くお㏄え来んかな」「なんで、助けてく

れたん?」「寂しい」「不安」「ⱞしい」「カー

テンや看ㆤ師さんの㠐の㡢が気になる」「お

㢪い⾜かないで」「⮯いが㎞い」「眠れな

い」・・・といったネガティブな⾲出ばかり

が目について⬚がⱞしくなった。一方で、

「無ゝで㈇傷していない片手で合掌」「あり

がとう」「また夜勤なのね、子どもさん偉い

ね」「いつも布団をきちんと直してくれてい

て嬉しい」「夜中のゼ問、気が付かなかった。

久しぶりによく寝れた」「もう、㝶分家に帰

っていない。新しい年だけは、家で㏄えた

いな」「喫Ⲕ店のカナリア、どうしてるかな」

「男性看ㆤ師さんが、お㢼呂場で暖⡘をく

ぐる手は、役⪅さんみたいでⰍっぽい

な」・・・といったグ㘓をㄞんで、患⪅さん

の病状だけでなく、療㣴環境や様々な人々

との㛵係性について気付きを㡬きました。

と当時応えたとグ憶している。 

 病棟看ㆤ師㛗のゝⴥ「新人看ㆤ師もね、

夜勤帯の患⪅さんのほ察を、五感を働かせ

て、しっかり把握するように⫱ててるのよ。

『患⪅の患は、心に串が刺さる』と書くよ
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ね。『看ㆤの看という字は、その状態を手と

目でしっかりケアしてㆤる』のが、看ㆤ。

だから、Y 先生は、昨日と同じ朝が来たこ

との両⩏性(悲しみと喜び)に寄り添いたい

と⪃えて、早朝に回デされるのだと思うよ。」 

病棟看ㆤ師㛗さんは、今年十三回忌を㏄え

た。おそらく、先に㏽かれた沢山の患⪅さ

んや家族、先㍮医師やスタッフとともに、Y

医師の水先案内人を務めておられると思う。 

 

 

<エピソード 2> 

  

Y 医師は、とにかく手元や机にものを残

すことが大嫌いだった。指示書、⤂介状、

デ断書等の書㢮作成が、せ点を的確に捉え

て無㥏なグ㏙がなく、㏿いので、患⪅さん

に直ぐに手渡せて、助かった。 

 当㝔は、主として⥔持期のリハビリテー

ション病㝔であり、リウマチ・⭺原病や㞴

病、⬻⾑⟶疾患の方が多く、とりわけ新つ・

定期的に医師意ぢ書・デ断書をグ㍕する機

会が㠀常に多かった。Y医師が医局㛗の㝿、

「依㢗書㢮の㐜延」への医師毎の対処のバ

ラツキとⱞ情への対応が、リスクマネジメ

ント委員会で㆟㢟になった。すると、Y 医

師より、すかさず、各㒊⨫の⫋場㈐任⪅に

対し、①医師がグ㍕すべき書㢮にはどのよ

うなものがあるか、②その期㝈は、㏻常い

つなのか、その期㝈が㑂守できないと、患

⪅さんにどのような不利益が生ずるのか、

③依㢗から患⪅への手渡しルート等の変更

による㐜延を㜵ぐ可⬟性の検ウ、④⣔列他

病㝔・クリニックの仕⤌みのリサーチ、⑤

参⪃にするとⰋい文書例が掲㍕された書⡠

や、⮬病㝔の㐣去文書例のリサーチ、⑥全

医師は、一㐌㛫のうち、書㢮作成に取り⤌

める時㛫を㛤示する。 

 以上の合㆟を⤒た会㆟の最後に、Y 医師

より「MSW は、⮬⤌⧊に患⪅の福利向上に

つながる仕⤌みを創るのも、ソーシャルワ

ークの機⬟の一つやからね。心して。」とゝ

われ、「これは後㍮ MSWとともに取り⤌むべ

きㄢ㢟」だなと姿勢を正した。 

 それぞれの⫋場㈐任⪅が、㔜点の⨨き方

は異なるも、①から⑤のㄢ㢟に真剣に取り

⤌んだ。この取り⤌みにて、他㒊⨫の年・

月・㐌・日単位での業務特性の共㏻理ゎと、

相互の⦾忙時を意㆑してのコミュニケーシ

ョンツール(㟁ヰ・メール・対㠃・文書)を

㐺時㑅択するようになった。「ISOのㄆド機

㛵」であったことも、奏効したと思う。と

りわけ、全㠃的に㟁子カルテ化した時期と

㔜なり、より促㐍した。 

 MSW よりは、②の社会保㞀制度活用のた

めの各種デ断書・意ぢ書には、申ㄳ日・受

理日により、支⤥決定㛤始日に患⪅の福利

に大きく差が出る具体的な事実を明示。そ

のため、⮬治体毎の定期各審査会に、確実

にのせてもらうために必せな、㏫⟬式文書

完成期㝈を明示した。⑤MSW・社会保㝤労務

士・弁ㆤ士・保㝤医協会のネットワークを

活用し、推⸀文献を㉎入し、外来デ察室に

㓄⨨。⮬病㝔の参⪃にするとよい㐣去文書

例は、㐃⤖不可⬟匿名化して、病歴グ㘓⟶

理士とともに作成した。 

  

 

<エピソード 3> 

 

 差㢠ベット代㔠を取らない全国方㔪を持

つ公益社団法人の病㝔にて、個室は 2 㒊屋

あったが、基本的に四人㒊屋だった。個室

㐠用には、患⪅さんの個人因子による療㣴

上の必せ性から、決定していた。従って、

⬟力的にベットから移動不可⬟な患⪅さん

のデ察や㠃接の㝿には、同室の他三人の患

⪅さんに、検査・リハビリ、レクリエーシ

ョン参加を㓄慮し、「患⪅さん⮬㌟の⮬己決

定場㠃に、個別化の場のマネジメント」を、

指し示す医師でもあった。 

 場のマネジメントのせ⣲には、環境因子
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のみならず、「当事⪅抜きに当事⪅の事を決

めない」という揺るがない倫理性が㈏かれ

ていたと思う。 

  

 

<エピソード 4> 

 

  Y 医師より、本気で戒められたことが、

二回ある。 

 一回目は、⤖婚を機に、現在地に移住し

た MSW として㥑け出しの㡭。病㝔のつ模が

全く異なるが、前⫋場にあった社会福祉専

㛛⫋手当はなく、医療事務兼務である。県

内同期の MSW には、⮬分のような兼任⪅も

ぢ当たらず、㈤㔠もかなり差があったので、

正直かなりⴱ⸨していた。そんな時に、「ⱝ

手医師・看ㆤ師対㇟の夜の勉強会に参加し

ないか。医学㒊・看ㆤ学㒊・⸆学㒊の奨学

生も参加するので、石川県ではまだまだ周

知されていない MSW のことを理ゎしてもら

うチャンスにもなるよ。」とㄏわれた。内容

は、基礎医学で、患⪅さんの主ッや家族か

らの情報と検査値から、想定される疾病と

予後予測、心理・社会的な状況をアセスメ

ントすることだった。しばらくして、Y 医

師から「どう? だいぶ、こっちに慣れた? 大

㜰とは病㝔のつ模も地域特性も㐪うので、

戸惑ったよね。でも、君は、この病㝔の初

代 MSW。専任でないことは不満かもしれな

いが、医療事務を兼任するからこそ学べる

事、ルーチンの仕事から得られる患⪅さん

の情報を、MSW としての支援に活かして欲

しい。例えば、レセプト事務。どんな病気

の患⪅さんには、どんな検査や⸆が治療⾜

為としてなされるのか。そして、医療保㝤

から⫋業もわかるし、⮬己㈇担はどのくら

いなのか? とかね。」 

 ハッとした。私は、⮬分を恥じた。⮬分

の⨨かれた環境を嘆いていても、何も変わ

らない。㏫に、異なる環境を活かして、⮬

分の専㛛性を活かし、患⪅さんや地域住民

の福利向上につながることをぢつけ、なけ

れば創ればいいんだ!と、やっと気付いた。 

 それからは、⿕用⪅保㝤の内、協会けん

ぽ(当時は政府⟶掌保㝤)の⿕保㝤⪅番号の

一番は、会㛗・社㛗さんだったので、⫋員

検デの広報とともに、中㏵㞀がいの患⪅さ

んの再就⫋支援をお㢪いしたり、福祉作業

所(現在の就労支援 B 型)への下ㄳけ作業を

㡬けないかと交渉したり、不動産業の方に

は、⾜政の方とともに困㞴ケースの相ㄯを

した。病㝔は、地域の中小企業の出張⫋員

検デもしており、問デ担当として同席する

と、外国の方の㞠用を多くされておられる

会社に㐼㐝することがあった。公益社団法

人にて、外国ㄒが堪⬟の医師が」数いるこ

とから、国㝿交流機㛵の窓口、⮬治体の県

内への移住担当㏻ヂ⫋員からの⤂介も多か

った。⫈ぬゝㄒ機⬟㞀がいのある方の㞠用

に積極的で、手ヰのできる⫋員が」数おら

れる会社、手ヰのできる方のいる㒑便局や

㖟⾜、JA、理・⨾容㝔。どぬ㞀がいのある

方と多く㞠用契⣙をしておられるビジネス

ホテルのリストも作った。㌴椅子でも移動

しやすい公共施タや理・⨾容㝔、ゼ問⨾容

の可⬟な店、㠃倒ぢのⰋい不動産屋さん、

㠃倒ぢのⰋいお店・・・そして、医療福祉

㛵係機㛵の情報(例えば、何曜日の何時に入

㝔・入所受け入れ会㆟とか。⫋場会とか。

この時㛫帯は㐃⤡を㑊けるべきとか)リス

トを作成していった。 

 こうして、レセプトをㄞみ取る力を付け、

公㈝㈇担医療や福祉制度につなげることも

できたし、地域の社会㛵係㈨本マップも創

っていけた。 

 

 二回目は、2008年の事。Y先生は、 

既にセンター病㝔に㌿勤していて、私が 5

年㛫担当させて㡬いていた患⪅さんが、救

急搬㏦された時の事である。 

「君には、がっかりした。患⪅さんの生活

歴を大切に⫈き取り、支援に活かしている

な、後㍮もよく⫱てているな、㡹張ってい
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るなと感心していたし、りに思っていた。

なのに、今日の患⪅さんと、㸳年のお付き

合いがありながら、生活史を⫈きとる信㢗

㛵係を⠏いて来れなかったのか!」 

 Y医師より、①問デの㝿に、『実は、ずっ

とㄡにも内⥴にしてきましたが、 

<公害病>の公㈝㈇担医療の受⤥⪅ドを持っ

ている(毎年更新されていた)』と⮬分から

明かされた事、②その病気が㛵㐃しての急

変だった事、③医師、看ㆤ師、CM(MSW)より

の⤂介状にも、全くそのことが書かれてい

なかった。 

「しかしながら、会ヰをすればその方の特

徴的な方ゝや、生活史・⫋歴を⫈いていれ

ば、推測できたはず。今一度、⮬分の仕事

ぶりに、おごりがないか、真摯に一人一人

の患⪅さんと向き合っているか、振り㏉っ

てみるべき。」と。 

 㢌をガツンと打たれたような気がした。 

   

 それから、改めて一人一人の患⪅さんの

生活史を拝⫈し、その後の支援ィ画に活か

すことを改めて意㆑するようになった。丁

度、㔠沢大学の㠀常勤ㅮ師が始まった時期

でもあり、授業の一コマに手帳の後ろにあ

る「す暦和暦干支年⾲に、日本史年⾲を添

えて、特徴的な出来事と社会保㞀制度の歴

史を並列グ㍕」し、一人一人の患⪅さんが、

どのような時期を、どこでどのように歩ん

で来られたのかに、思いを㥅せることがで

きるものを作成するようにした。中には、

その後も主体的に年⾲を更新し、手元に⨨

いてソーシャルワーク実㊶に活かして下さ

っている後㍮ワーカーもいるので、嬉しい。 

 また、2007 年 3 月に⬟登半島大地㟈、7

月に㔠沢市内の大水害が発生。公益社団法

人である当病㝔は、その年の 2 月にクリニ

ック併タの公益社団法人立の住宅型有料⪁

人ホームに㌿換していたことを活かし、大

つ模災害に㐼㐝された方々を、⮬治体より

のせㄳにより、とりわけ地⦕⾑⦕の⬤弱な

患⪅さんの受け入れ先となった。そのため

に、次第に、権利擁ㆤ事業の利用⪅の割合

が必然的に増加し、権利擁ㆤセンター⫋員

から、「ここに支㒊を創ろうかな」との冗ㄯ

が出るほどになる。こうして、「療㣴生活の

上で、⮬らの意思⾲示が困㞴となった時、

そして最期をどのようにお看㏦りするか」

が、施タㄢ㢟となっていった。 

 その後、①公益社団法人として推㐍して

いた「⮫床倫理の 4 分割法」を活用しての

意思⾲示が困㞴な患⪅さんの今後の療㣴生

活の方向性を患⪅さんの権利擁ㆤ事業担当

⪅も交えた合㆟で決定していく「倫理委員

会」、②当時の⟶理⫋・⫋㈐の提案でヰし合

いを㔜ね、「一人一人のオーダーメイドのひ

だまりⴿ」を、⾜政㛵係⪅、権利擁ㆤ事業

担当⪅、ボランティアさんも交えての実施

を積み㔜ねていった。 

 そのひだまりⴿの様子をほて、「私の時も、

こんながにして欲しい。ぬえとってや。」と、

せ望される患⪅さんが増えていった。 

 次ページは、そのひだまりⴿのために、

私が作成した替え歌だ。段々と積み㔜なっ

て、何人かのエピソードをまとめたものに

なっている。当時のひだまりⴿの㝿には、

その方に㝈定したエピソードを歌わせて㡬

き、ご家族の㑅択にて他のⴿ儀法を㑅ばれ

た折には、印刷してお渡ししてきた。 

  

 Y 医師よりの「最期まで、患⪅さん一人

一人の生活史・時代⫼景を大切に」という

バトンは、これからも、後㍮や学生さんに

引き⥅いで参りますと、Y 医師にㄋいたい

と思う。 

  

合掌。 
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ヨイトマケのᄜ 

 ひだまり(ਁஇ社੮১人立のક୧થમഠ人ホーム)バージョথ 

                                 ந  

∗ちゃんのためなら エンヤコリャ 

ẕちゃんのためなら エンヤコリャ 

子どものためなら エンヤコリャ 

仲㛫のためなら エンヤコリャ 

  

⌧在(いま)も⫈こえる ひだまりの唄 

たくましく⏕きる 㨦のㆭḷ 

ᡓ中ᡓᚋを ⏕きぬいた 

たゆまぬ努力の ≀ㄒ 

 

ᡓⅆを㏨れ 㛤の地(むら)で 

⣡屋に㞃れて ╔の㌟╔のまま 

いつかわが子に 

⭡いっぱいの 㣤を㣗わすと ᫍにㄋう 

 

⮬៏の㧥を ᩓ切りにして 

乳㣧み子ᢪえ ⬚にさらしを 

⏨のなりで ㏨げてきた 

帰国の⯪は あふれかえり 

むせ㏉るよな⯪底の中 

ㅉめまいと 天に♳る 

 

┠㞃しされて ᡓ㌴のⲴ台 

ソ㐃の地で りⴠとされる 

ᬯ㜌の中 さ㏞いṌき 

力尽きて 倒れこむ 

夢か幻か ẕの声 

「⥺㊰を南に⾜け」と 声が⪺こえる 

ᡃに㏉り 一┠ᩓに 

㞴を㏨れて 帰国の⯪に 

㋃みしめた大地、そこは『⯙㭯』 

お㏄えのᥱり㣤にₕ≀、みそỒ、╔᭰えと、その かさにẕをう 

␗国の人々と共に、ᚰより、合ᤸ 

「もう二度と ᡓ争はしてはならない」とᚰにㄋう 
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入居⪅のためなら エンヤコリャ 

仲㛫のためなら エンヤコリャ 

  

⌧在(いま)も⫈こえる ひだまりの唄 

寄りῧう仲㛫の ┿実(まこと)の≀ㄒ 

 

夜中にさまよい ∗ちゃん᥈す 

᫂け᪉㏆くに 子どもを᥈す 

「∗ちゃん ẕちゃん どこ⾜った㸽」 

「うちの大事なもの どこ⾜った㸽」 

 

⒴の③みで ᮊᮋとなり 

「堪ᚸして」と㌟をよじる 

「よう㡹ᙇったよな。もう㏄えに᮶てもらっても、ええよね」 

  

「大丈夫。⚾らここにいるよ」とᡭをᥱる 

「大丈夫。きっとぢつかるよ」と⫪をᢪく 

「大丈夫。もうすぐᴦになるよ」と⫼中をさする 

  

いよいよ᭱ᮇ(わかれ)のが㏆づき 

力が尽きて ╀る場ᡤ 

先㏽く人は、ⓙ スタッフルームの❆のᶓ 

ⓑいソファベットにᢪ(いだ)かれて 

⾜きかう人が 声をかけ 

労いのᾦで 㢦を᧙でる 

「大丈夫。⚾も、もうすぐそちらに⾜くよ」と励まして 

好みの㡢ᴦが 㟼かにὶれ 

季⠇のⰼが 㟼かに㤶る 

「ありがとうございました」 

「⚾に㡰␒がきたら、Ỉ先内人を㢗みましたよ」 

 

人⏕の⤊↉を 伴に㐣ごした先㍮᪉に 

ᚰを㎸めての ┳㏦りの儀式 

ここはひだまり もう一つのふるさと 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

心理ἅὊἙィὊἑὊになるために  

Vol.2 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
山下桂Ọ子 

 
 
 ☆2 度┠のオファー 

8 年ほど前、大学㝔の修士を⤊えて 5 年ほど⤒っていたころ。⚾は

日替わりで教⫱㸦小中学ᰯや幼⛶園、フリースクール㸧、⚟♴㸦保健所㸧、

医⒪㸦心⌮Ⓨ㐩外来のあるクリニック㸧、⏘ᴗ㸦EAP㸧などの⫋場で心

⌮⫋として働いていた。一日に␗なる⫋場をΏりṌくような⏕άで、

ẖ日の⛣動㊥㞳は半➃なく、1 㐌㛫で東京大㜰㛫ぐらいの㊥㞳は㍍く

㐠㌿していたんじゃないかと思う。ちなみにその㡭から⌧役の愛㌴㸦㍍

⮬動㌴㸧は昨年㉮⾜㊥㞳が 20万キロを㉺えた。 

というそんな㡭の年明け。⮫床心⌮士になる前から教⫱┦ㄯや㐺応指導教室で働いて

いる᯾市教⫱委員会の教⫱センターでセンター㛗から呼び出された。来年度の勤務のこ

とかなあとぼんやり思いながら応接室に入ると、センター㛗から「山下さん、来年度㐌

4で働いてくれないかしら。」とゝわれた。 

 

☆1度┠のオファー 

何ゝってんだ㸽と思った。その前年も同じ事をゝわれて断っているからである。アル

バイト情報ㄅをぢるたび㌿⫋を妄想してしまうぐらい⤥料が安すぎるからである。いく

ら㐌 4で保㝤料とか半分払ってくれて、使えない有⤥があるとはゝえ、昇⤥も㈹与もな

い。時⤥換⟬して大┠にぢ✚もってもスクールカウンセラーの 3分の 1以下だし、その

他の心⌮⫋、対人援助⫋の⤥料からみてもあまりにもお安い。おまけにここの教⫱┦ㄯ

は 2年前に㠀⾜や待など⏕徒指導事対応が中心の㒊⨫と合併⛣㌿しており、それま

での教⫱┦ㄯで担ってきたᴗ務以上にᵝ々な対応をしなければならず、世の中の「㐃携、

協働」ブームもあって、ᴗ務内容も多岐にΏるようになってきていた。 

昨年に「ồめられる仕事も増えてきているのに、ここの┦ㄯ員の⤥料は専㛛⫋を㞠う

には失♩なぐらい安すぎます。心⌮士の㈨᱁や⏕άを⥔持するにはここの勤務は㐌 1㹼

2 で㝈⏺です。スクールカウンセラー1 日でここの数日分を✌いでいるからなんとかこ

こにも来れているんです。」などとむちゃくちゃ文句をゝってお断りしたのを忘れてい

るのだろうか㸽 
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☆▱ってるようで▱らない心⌮⫋の⤥料┦場 

「山下さんしかいないと思うのよ」とセンター㛗がゝった。そり

ゃ⤥料が安すぎて心⌮士が⥆かないからでしょうよ。「⤥料は周㎶の

他市と同じぐらいにするから」他市㸽そういえば他市の心⌮士って

どれぐらいの⤥料なの㸽ここ以外の仕事の⤥料をぢる㝈り、今の⤥

料が安いのは㛫㐪いないけれど、他市の⤥料がいくらかとかあまり

⪃えたことなかったなあ。 

「予⟬が㏻りそうなのはこれぐらい」と上司が出してきた一ᯛの

⏝⣬をぢて㦫いた。「心⌮指導員」という名前が入ったその⣬には、

昨年提♧された、㠀常勤⫋員の 1.5倍ぐらいの手取りがありそうな㔠㢠がグ入されてい

る。 

「これなら他市にẚべても低いということはないと思う。⚾は山下さんでとしか⪃え

ていないから」と上司はゝってくれた。それはとてもうれしいゝⴥだったけれど、散々

⤥料の安さに文句をゝっていた割には、⣲┤には喜べなかった。スクールカウンセラー

の時⤥にẚべればまだまだかなわない㔠㢠であったこともあるが、同じ⫋場には教⫱┦

ㄯで、心⌮士ではないものの、㛗きにΏるά㌍をしている┦ㄯ員の先㍮方がいる。その

方々を差し⨨いて⚾だけ⤥料が上がるということはチされないことのように感じたか

らでもある。 

あとでわかったことだが上司が出してきたその⤥料が書かれた⣬は、同じ市の⚟♴㛵

係の他ㄢで働く心⌮⫋の条件㏻▱書のようなものだった。 

 

 

☆今思う当時の上司の思惑 

先にもグしたように、当時の⫋場は数年前に教⫱委員会のᵝ々な㒊⨫が合併⛣㌿した

ことにより、教⫱センターとして㛤タされたばかり。⏕徒指導や教⫱┦ㄯ、≉別支援教

⫱、教⫋員◊修の他、ᵝ々な㒊㛛が同じ事務所内で⥲勢 30 人ほどの⫋員によって㐠営

されていて、指導主事という教⫱委員会で⾜政の仕事を担う教員とと

もに、⚾も教⫱┦ㄯの㒊㛛で働いていた。 

この時期は、教⫱┦ㄯの┦ㄯ件数が増えてきていた時期でもあった

のだが、教⫱┦ㄯ担当の指導主事がおらず、教⫱┦ㄯにおける全体ケ

ースの把握、会㆟の㐠営、┦ㄯ⪅への㐃⤡、学ᰯとの㐃携のᴗ務は、

センター㛗や教⫱┦ㄯ担当というわけではない指導主事が手分けを

して担っていた。とはゝえ、センター㛗も他の指導主事も数年⤒てば

␗動があり、担当が変わる❧場であるので、教⫱┦ㄯに㛗く携わって

いる┦ㄯ員にいろいろと⪺かれることも多く、徐々に⚾が手伝うこと
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も多くなっていた。 

┦ㄯ員のᴗ務としてồめられている仕事ではないのになぜ⚾が手伝っていたのかと

ゝえば、たまたま⚾がそういう仕事がⱞ手ではなかったからである。♫会人㸦大学卒ᴗ

後にẸ㛫で事務⫋をしていた㸧としての⤒㦂や、スクールカウンセラーの⤒㦂、⚟♴、

医⒪、⏘ᴗの▱㆑も多少あったこと、そして何より事務方の仕事㸦㟁ヰを取ることや書

㢮整⌮など㸧が嫌いでなく、むしろ好きだったからである。 

二度┠のオファーでセンター㛗は、ただこれまでと同じ教⫱┦ㄯ員としてのᴗ務で㐌

4働いてほしいとゝっているわけではなかった。増加している教⫱┦ㄯのᴗ務の取りま

とめをする人材が必せと思ったが、指導主事は増やせないし、⚾には去年断られている。

そこで教⫱┦ㄯ員としての予⟬ではなく、教⫱┦ㄯを取りまとめる役⫋として何とか予

⟬を引っ張って来れないかと 1年をかけていろいろと⟬ẁしてくれたのだと思う。 

 

 

☆心⌮コーディネーターになるために 

スクールカウンセラーにẚべればまだまだ⤥料が安い問㢟と、⮬分

だけ⤥料上がるかもしれない問㢟以外で、オファーを受けるか受けな

いかでいえば、やってみたいẼ持ちはあった。昔から┠の前にぶら下

げられた人参は㣗べてみてからおいしいか⭉っているのか判断する

タイプである㸦たいていはおいしくいただく㸧。恥や失敗は大嫌いだ

けれど、やれない⌮⏤をあげるより、すごくやりたいことならやって

みてから工夫を探す方が㠃ⓑいやないかと思うタイプである。 

そんな⤒⦋がきっかけで、⌧在㐌 4 日、「心⌮指導員」として働い

ている。スクールカウンセラーより⤥料が全↛安い問㢟、⮬分だけ⤥

料上がる問㢟、10 か所㏆くある⫋場をῶらす問㢟、その他ᵝ々な問㢟をクリアーして

いく必せがあったのだが、そのことについては、8年⤒ってもヨ⾜㘒ㄗしている。今後

⾜ったり来たりしながらまたグしていこうと思う。 
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$ ゆるゆるコラム$

$ 最近かたい感じのௗฦマガジンばかりだったので、
たまにはゆる～いコラムॄにしてみようと思います。$
$
$
$
$
$

$ ハマるとなぜൊけड़せないのか～と学सཀྵ～$

$ 「、ੴめっちゃ好きたっだけど、最近は興ັないなー」というをซいたことがあり
ません。「ੴは犬ഁだったんだけど、を飼い始めてからハマってしまってൊけड़せない
んですねー」というは山ほど耳にします。なぜ、ਕはに「ハマる」のか。そして、そ
のハマりからは決してൊけड़せないのでしょうか——。$
$ 学ਫ਼の頃に、ৼཀྵ学の授業ので、スキナーദ士の学सཀྵを学びました。スキナーദ
士は、行ಊの「学सとভ去」について研究をしました。その結果、ある行ಊをとった時に
はචずๅृが༫えられるという「࿊କ強化スケジュール」よりも、ある行ಊをとった時に
ๅृが༫えられる時もあるし、༫えられない時もあるという「間欠強化スケジュール」で
行ಊを学सした時の๏が、学सした行ಊの「ভ去」がೋしいことかりました。ここで、
教授が学ਫ਼にいかけます。「間欠強化スケジュールによって学सし、ভ去がೋしい＝依
ଚが高いとされる具ରྭは何でしょう？——」いつๅृがड़るかわからない、どれくら
いのๅृがでるかもわからない・・・・・「パチンコ！」「ギャンブル！」というが教室
からがる、私は一ਕで「だーーーー！！！」とৼので叫んでいました。$
一ॻにらしていても、いつ甘えてくれるのかからない。いつപい行ಊをとってくれ
るのかわからない、そんなの自༟気ままな行ಊは、私たちਕ間に最もভ去がೋしい๏๑

%&'(!$
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$

で喜び（ๅृ）を༫え、強く依ଚさせているのではないでしょうか。にギャンブルとྪ
似したレベルの依ଚがあると考えるとෑいですが、৯々とಚしてしまいますね
（）。$
$
$

$ もはやਕ間に㕔をもってこさせることが現େのの狩りでは。$

$ 「は自ષ界のものだから手をड़してはいけない」という൹が一ఈあります。それは
ノラに減ってほしくないཱིのਕからೝ手ढ़にଲして向けられることもありますが、
ൔは、ノラに㕔をあげているਕを嫌っているਕから給㕔活ಊにଲして向けられること
がଡい言ཁです。$
どこからがਕ間界でどこからが自ષ界なのか。がネズミのみで１ೖにචགྷな栄を取

るためには１のが１ೖに "*+ほどৱべないといけないそうです。そんなにೖຌのे
街にネズミがいるでしょうか。いませんよね、े街にेんでいるノラは９０％以
キャットフードでਫ਼きていると思います。$
作をネズミから守るためにが॑็されていた時େは、狩ྎྙが高い個ରが好ま

れていました。その頃のの狩りは、「ネズミをำりৱべること、その๛ඔにや魚をਕか
らもらうこと」だったのではないかと思います。$ $
そして時はླྀれ、ネズミ൬としてのऩགྷがなくなってきた現େは、可愛がられる顔つき、

フォルム、ଡくのਕの好みに合わせたଡ༹なໝ༹をਐにまとうようにรわることで、รわら
ずਕに好まれています。その結果、ノラであってもそのほとんどのがਕからもらう㕔に
依ଚしてਫ਼きている現য়があります。そうなると、「ਕに好まれ、エサをもってこさせるこ
と」こそが、現େのの狩りだと考えられるのではないでしょうか。この๏๑になっても、
やはりの狩ྎྙは高く、を可愛いがれば火あぶりで死刑になるくらいのଉがあっ
たຒঃ狩りのྼ史をえてきたヨーロッパでさえ、を可愛がるਕとがઊえることはな
かったのです。そう考えると今のೖຌにおいて、「に㕔をやるな」というり紙だけで、
を可愛い、可哀そうだと思い、給仕してくれるਕがいなくなるわけがないのです。それは、
もはやਕの意志ではなく、のકྲྀでもあるからです（言い過ぎ？）。$
このようにॽくとがਕをཤ༽するຒのಊのようにซこえてしまうかもしれません

が、以ある教授から、「ಊの化とは受けਐである」と教えてもらったことがあります。
がಊదにਕに好まれるように化してきたのではなく、ਕにとって好ましい個ରがમ
ばれてきた結果、は今のように化させられてきたわけです。$
ௗいྼ史のでとਕはお互いに自ཱིしながらも、お互いをචགྷとし、ཤ༽しཤ༽されて

きた関係を持っています。したがって、ਕとはਕ間界と自ષ界とをりして考えるこ
とはできないほど混ざり合った界でਫ਼きているのではないでしょうか。と、そんなことを
考えた今ೖこの頃でした。$
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$ ৶楽রを求めて$

$ 以、ノラさんの -%.のお手ఽいをする仕事でお邪ຒした現で、とっても印েに
残るड़པ事がありました。こちらの写ਇをごལください。$

$
$
ྣにとっても飲みやすそうなバケツのおਭがあるのに、めちゃくちゃ飲みにくそうなき
な器からゴクゴクおਭを飲むさん。思議すぎて写ਇを撮っていると、依བ主さんが
「きな器は৶楽রなんです。৶楽রにるとおਭがඔັしくなるみたいで、皆んなこっ
ちから飲むんですよ。」と教えてくれました。ਭのັがรわる৶楽রもすごいし、ັの違
いがわかるさんたちもすごいです。$
$ おਭをୖ山飲んでもらうことはの健康をฯつでなことです。このおをซい
て、どや顔のさんを見てからどうしても自の家のたちのਭ皿に৶楽রがཋしくなり
ました。お休みのೖに、滋賀県৶楽まで৶楽রをഛいに行ってきました！$

$ $
２件のおవを回るで、వ員さんがほどの写ਇを見て教えてくれたのですが、写ਇの
さんが飲んでいる৶楽রは、৶楽রのでも「রగめ」と言って、ᬷ༂というガラスなど
のྋをからかけることをせず、高温でরしたಅ器だそうです。めちゃくちゃঘさい
穴がୖ山空いていて、ビールがඔັしくなったり、ਭがෙഌしにくくなるといったことが
あるそうです。$
$
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$ $ $
$
家のの飲みਭポイントは３カॶあるので、気にったお皿をฅして３つ購しまし
た。確かによく飲んでくれるようになった気がします。気持ちのୌかもしれませんが
（）。৶楽まで行く高ଐେもそこそこかかるし、器もそれ૮応の金額がします。それで
も、ഛってきた৶楽রのお皿でがゴクゴクおਭを飲んでくれている姿を見て、なんとも
いえないຮଏ感と幸ෳ感にใまれている私も、ྭにもれずにハマっているਕ間の一ਕな
んだなぁと実感しました。$
$
$
$
$
$
$ おわり$

ঘஓ英ཨ子$

%/0๑ਕ 123安ৼとつながりのコミュニティづくりネットワーク$

「ਕもねこも一ॻに支援プロジェクト」$ プロジェクトେන$

仕事：のお手ఽい屋さん「ねこからત。」として開業。$
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έ人のჷऔから 

31 
かうࢇせりࢇぐるうむ かかし 

 

Ἑ ᓊ  ⏤ 㔛 Ꮚ 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍の中、疲れがたまってきて頭が

回らない。それでも何とか先に進めておこ

う。今回は次の 8つ。 

 

・ 姑
しゅうとめ

の十七見た者がない 

・十人十色 

・十分はこぼれる 

・柔
じゅう

能
よ

く剛
ごう

を制す 

・出藍
しゅつらん

の誉
ほま

れ 

・朱に交われば赤くなる 

・正直は一生の宝 

・正直者が馬鹿を見る 

 

 

Ჶ姑の十七見た者がないᲸ 

 姑の自慢話はあてにならないことのたと

え。姑は自分の若い時のことを引き合いに 

 

 

 

 

 

出して、自慢したり嫁に小言を言ったりす

るが、そのころを見た者はいないのだから、

真偽のほどはわからないということ。  

 

 嫁姑問題は、最近少なくなった。という

のも、姑との同居が減ったからもあるだろ

う。しかし、二世帯住宅などの方法で、半

同居と言う話はある。その場合大抵が長男

の嫁と言うことになる。姑にとって息子は

殊の外可愛い。となると姑にとって嫁は、

可愛い息子を取られたと感じる相手になっ

てしまうこともある。それが嫁姑の確執に

繋がる場合がある。いわゆる嫁いびりの中

には、酷いものもあるが、やり方の違い、

料理の味付け等家事全般に対する、姑の枠

組みと嫁の枠組みのずれからくる指摘が中

心だったりする。そういう時に嫁が口答え
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でもすれば、喧嘩になる。最近はそういう

ことを見越して姑が大人しく、嫁のやりた

いようにさせることも増えているが、いま

だにお嫁さんの立場からの相談で、「姑

が・・・」ということはある。そういう時

にこの諺を使って、「姑が色々言っても聞き

流していこう。」と言う話をする。日々の生

活の中で色々言われるのはとてもつらいし

大変であることは想像に難くない。しかし、

普通に考えれば先に姑が逝くのである。何

を言われても、気にしないで行ければ、姑

も諦めてくれることも多いし、子どもたち

が大きくなってくるので、嫁の立場も変っ

てくる。姑との関わり方のヒントの一つと

して使えるのではないだろうかᲹ 

 

 

Ჶ十人十色Ჸ 

 人の考え方や好みなどは、みんなそれぞ

れに違っているということ。「十人寄れば十

色」ともいう。 

 

 スマホ情報に左右される母親や子どもた

ちが増える中だからこそ、この諺が光ると

思う。人それぞれなのだから、誰かがスマ

ホで流している情報が一般論かどうかも分

からないし、正しい情報かどうかも分から

ない。捉え方も感じ方も様々であろう。そ

ういう情報に振り回されるのではなく、自

分なりの考え方をしっかり持つことが大切

である。その上で他の意見を聞くようにす

ると、ただ悪戯に振り回されないだろう。

色々な考え方があるということを知ってい

ることは自分にとっての資源にもなり得る

のだが、振り回されるようでは問題である。 

 また、「誰それがこう言っていた、ああい

っていた、自分は大丈夫だろうかᲹこれで

良いのだろうかᲹ」と相談される方にもこ

の諺で対応することが多い。先ず自分はど

う考えるのかからはじめ、しっかりした自

分を確認してもらわないと先に進めない話

である。人それぞれ、何がその人にあって

いるかも異なるのだから。 

               

英語では・・・ 

 So many men, so many minds.Ტ人の

心はそれぞれ違うᲣ 

 

 

Ჶ十分はこぼれるᲸ 

何事もほどほどにして、あまり欲張らな

い方が良いという教え。容器の淵まで入れ

た水は、あとはこぼれるばかりだという意

から。 

                 

 100Ჟを求める人が増えているように感

じる昨今である。100点満点と言うことに

ずっと慣らされてきたせいもあるのだろう

し、歌などにも「100Ჟ元気」など歌詞に

なっているが、100Ჟと言うのは仕事や子

育てではあり得ない。捉え方にもよるし、

上を目指せばきりがない。子育て中の母親

にも完璧を目指す方が増え、それが叶わな

い事でイライラしたり、自責の念に駆られ

たりしている。 

 十分はこぼれるというこの諺は、視覚に

訴えるので伝わりやすい。マス酒ならとも

かく、水でも何でもコップ一杯まで入れて

しまったら口元にもっていく間にこぼれる

し、口を近づけて飲むのは行儀が悪いし、

格好も悪い。少し少なめに入れればコップ

を口に運ぶのも簡単だろうし、こぼれれば
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あとの始末も必要だが、そういう心配もな

い。 

 子育て中の母親たちに対し、自分自身を

追い詰めるだけの 100Ჟとか完璧とか十

分というものから、少し自分を解放し、程々

を目指してもらいたい、そんなことからこ

の諺を使っている。  

 

 

Ჶ柔能く剛を制すᲸ 

 弱い者がかえって強い者に勝つことのた

とえ。柔軟性のある者が、そのしなやかさ

によって、かえって剛強なものを押さえつ

けることが出来るということ。「弱よく強を

制す」ともいう。 

              出典 三略 

 

 この諺は有名なので知っている人が多い

だろう。レジリエンスである。しなやかさ、

柔軟性はどのような場合でも自分を助ける

術になる。体一つをとっても柔らかい方が

怪我をしない。反対に強い、堅いといわれ

ている人の場合、それ故に自分を緩やかに

変えることもしにくく、拘った結果に上手

く行かなくなることがある。強い人が必ず

しも本当に強い、怖いわけではなく、柔軟

に変化できる人の方が本当は強くて怖いの

かもしれない。 

 子どもたちに話す時には、ジャイアンと

のび太君の話を入れたりしながら、この諺

を説明する。強ければよいというものでも

ない。柔らかさ、しなやかさの大切さを今

の子ども達だけではなく、若い親世代にも

持って欲しい。 

 

 

Ჶ出藍の誉れᲸ 

 教えを受けていた弟子が、師よりも勝る

ようになることのたとえ。 

              出典 荀子 

 

 子どもたちにこの諺を使うことがある。

部活動や勉強で、いつかコーチや先生を超

える大人になって欲しいと思って。また保

護者にも、子どもに対して、どんな子にな

るかは分からないということも含めて伝え

ている。 

 

英語では・・・ 

 The scholar may be better than the 

master. Ტ弟子が師匠に勝ることがある。Უ 

 

 

Ჶ朱に交われば赤くなるᲸ 

 人は交際する仲間や環境によって、良く

も悪くもなるというたとえ。良い友人を選

ぶことが大切であるという教え。 

  

 良い友達の基準は何かと言われると、そ

れは中々難しいかもしれないが、時には悪

い仲間と悪戯してみる経験も、決してすべ

てが否定されるべきものではない。ただ、

まだ自分自身がしっかりしていない時に、

飲酒や喫煙などの非行に入り込んでしまう

と大変だと、以前はそんなことで使われて

いた諺ではある。しかし最近ではむしろ、

夜中にゲームに熱中する仲間との関係から、

昼夜逆転になり、学校に行けなくなること

や、LINEや SNSでいじめを行っているグ

ループに加わることへの警告として使うこ

とが増えた。 

 夜中のゲームでしか友人を作れないとい
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う情況についても考えねばならないが、夜

遅くまではやらないというグループもある。

仲間同士で自分たちの生活をしっかりコン

トロールできるような仲間とのゲームは、

敢えて禁止する必要はないだろう。 

 LINEやSNSでいじめを行っているグル

ープに入っていると、自分は何も書き込ん

でいなくても、そうしたいじめを止めよう

ともしなかったことになるので、仲間とみ

られる。LINEや SNSでの「いいね」にも

気をつけねばならない。古い諺も、今の時

代に通じる。 

 

英語では・・・ 

Who keeps company with the wolf will 

learn to howl.Ტオオカミと交わりをする

ものは吠えるようになるᲣ 

 

 

Ჶ正直は一生の宝Ჸ 

正直であるということは一生を通じて大

切に守るべき宝であり、又一生誇りとする

ことのできる財産であるということ。 

 

 嘘をつけば、その嘘がばれないようにま

た嘘を重ねることになる。嘘に嘘を重ねて

いるうちにどのような嘘をついたかも怪し

くなる。最初から正直に話していれば、繕

う必要もない。 

 子どもたちであれば、友達や先生や家族

に嘘をつかないようにと教えられている。

子どもは他愛のない嘘をつくし、それが大

抵バレバレの嘘であるので、しっかり叱ら

れて反省することになる。時には全く騙さ

れて気づかないことも無いわけではない。

ずっと時間が経ってから真実が暴露され、

大人がびっくりすることもある。我が子も

小学生の頃、ジャンパーを破いて帰ってき

たので、どうしたのか聞いたら、「ひっかけ

けた」と言っていた。その時は怪我も無か

ったので、そうかということで終わったが、

最近になって実は犬にかまれたといわれ、

びっくりした経験がある。なぜ黙っていた

のか、嘘をついたのか、きっと叱られると

思ったのだろう。今頃暴露され、共に笑っ

て終わった。もう大人になっているし、大

したことでもないから笑ってすまされる。 

 例えば、家族の中で誰かが秘密を持つと、

何かしら歪みが生じる。しかも、家族と言

うのは敏感にそういうことに気づくもので

ある。嘘は禁物である。 

 子どもたちに正直であれと言う前に、大

人が正直であることを見本として見せて行

くことが大事だろう。世の中嘘が一杯なの

で、子どもたちに正直であれと説得するの

が難しくなっているし、「馬鹿正直」などと

正直すぎるのもという言われ方もある。正

直であることはとても大事なことなのに、

正直すぎるとかえって困ることも起こる。

小さい子が太っている人を見て「あの人太

ってる」と言うと、母親が慌てて「しー」

と言う場面を見ることも度々ある。小さい

子は見たまま、思ったままを口にする。と

ても正直で遠慮がない。歳を重ねるうちに

配慮として真実を言わないことを覚え、叱

られないように嘘をついてごまかすことを

覚えるようになる。そして、大人になると、

更に思ったまま言うことはなくなる。 

 正直であれという諺などは、ワシントン

の桜の話などと共に、小さいころに散々聞

かされるが、こうした配慮の前に、先ずは

子どもたちに正直でいることを勧めるべき



171 
 

だろう。そんな意味で保護者や子どもたち

にこの諺を伝えている。 

 

英語では・・・ 

Honesty is the best policy.Ტ正直は最善

の策Უ 

 

 

<正直者が馬鹿を見るᲸ 

 ずる賢い人は上手く立ち回って得をする

ことが多いのに対して、正直な人は規則や

法律などを良く守るためにかえって不自由

な目に遭ったり、損をしたりすることが多

い。世の中には矛盾が多いものだというこ

と。 

 

 前述の諺とは反対の意味合いになるかも

しれない。正直であれと言う前述の諺は、

大事である。一方この諺が意味する、世の

中の矛盾については、子どもが成長してき

たときに気づいてくることであろう。子ど

もたちは、大人の狡さや汚さに気づき、大

人が嘘をつくことに憤る。そうした子ども

たちの気持ちに合わせるようにこの諺を出

すことがある。世の中の理不尽さに気づく

と子どもたちは大人や社会への不信感にあ

ふれる。正直が一番であることは伝えつつ

も、時にはそうした子どもたちの疑問、不

信に寄り添うことも必要である。世界でも

同様のことがあるというのも、子どもたち

には納得 

 

 

 

 

 

 

 

材料になり得る。ただ、正義感が人一倍強

い子の場合には中々納得できないだろう。

正直者が馬鹿を見る社会であっても、やは

り正直に生きることを勧める。 

 

英語では・・・ 

Honesty is ill for thriving.Ტ正直は繁栄に

とっては不都合である。Უ 

 

出典説明 

三略・・・全三ඕ 

 中国古代の兵法書。周の太公望
たいこうぼう

の著とも、

また、前漢の張
ちょう

良
りょう

が土橋の上で黄石
こうせき

公
こう

か

ら授けられたとも伝えられるが、後世の偽

作と言われる。上略・中略・下略の三巻か

ら成り、老荘
ろうそう

思想
し そ う

を基調とした治国平天下

の大道から政略・戦略の道を論じている。

同じ兵法書の『六韜
りくとう

』と併称され『六韜三

略』ともいう。 

 

ḓ子・・・全二十ඕ三十二編 

中国、戦国時代の思想書。趙
ちょう

の思想家荀
じゅん

況
きょう

Ტ荀子は尊称Უの著。孟子の性善説に対

して性悪説を唱え、人間の性は本来悪であ

るから、礼によってこれを改め、善に導い

て、社会秩序を維持すべきだと主張した。 
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うたとかたりのᑐ人ຓᏛ!

➨ "#ᅇ! ⟄井ᝋᏊの「ㄒりながら⪃えたこと」!

㬼㔝! ♸介!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 昨年Ტ"#"#Უ$月、「現代の語り手」筒井悦子さ

んが享年 %&歳で亡くなられた。岡山市を拠点に、

'# 年以上にわたって昔話を中心とするお話を語る

「ストーリーテリング」の活動をしてこられた方で

ある。!

筒井さんは"#($年)月、「昔話をはじめ様々な

物語や詩を語りながら考えてきたことを、まわりの

人たちに聞いていただきたいと、折に触れ書き留め、

小冊子にしていたもの」をまとめて一冊の本として

出版された。それが今回ご紹介する『昔話とその周

辺! 語りながら考えたこと』Ტみやび出版Უである。

癌を患い、ご自身の死期を予感されていたであろう

筒井さんが病を押して纏められた本書には、私たち

への「ラスト・メッセージ」が綴られている。!

!

筒井悦子さんのプロフィール!

! 本書奥付の「著者紹介」他を元に、筒井さんのプ

ロフィールを紹介する。($)&年山形県生まれ。岡

山大学文学ᢿ英文科卒。($*'年より岡山にて「草

の実文庫」を主宰、($*&年ストーリーテリングの

研修を受け、($*+年数人の仲᧓と岡山ストーリー

テリング研究会を作る。文庫、図書、幼稚園、学

校、地域の公民などでお話を語り、ストーリーテ

リング研修会の講師も務める。!

! 著書に『千びきおおかみ―日本のこわい話』Ტこぐ

ま社Უ、共著に『子どもに語る日本の昔話Ტ全)巻Უ』

Ტこぐま社Უ、『日本昔話ハンドブック』、『世界昔話

ハンドブック』Ტいずれも三省堂Უなど。「アジア民

᧓説話学会」、「岡山昔話研究会」会員。「岡山ストー

リーテリング研究会」代表。!

! 筆者は上述の「岡山昔話研究会」を通じて($$#

年代半ばに初めてお目にかかって以来、ずっと懇意

にさせていただいてきた。筒井さんの理知的かつ誠

実なお人柄、凛とした清々しさを湛え、朗らかで躍

動感のある「昔語り」に᭽了されてきたが、特に、

故稲田浩二先生のごᢶ宅で毎年'月に催されたお

花見会で、筒井さんが語ってくださった「花咲か爺」

や「なら梨とり」、「桃太ᢹ」などの昔語りは、満

の枝垂桜の光景や、岡山特産の「祭り寿司」の味と

ともに、今もᮗやかに思い出される。!

!

「伝承の語り手」と「現代の語り手」! !

! ところで、本稿の冒᪽に記した「現代の語り手」

という言葉に、聞き慣れない印象を持たれた方がい

らっしゃるかもしれない。筒井さんは別の本の中で
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次のように説明しておられる。「伝承の語り手が、子

どものころ親やまわりの大人から語り伝えられた口

承の話を聞き覚えて次の世代に語ったのと違い、現

代の語り手は親から語られた話だけでなく、むしろ

自分で語りたい昔話や物語などを印刷された書物の

中から選び、覚えていのちを吹きこみ、それを肉声

で語る」Ტ筒井悦子「ストーリᲧテリング」、稲田浩

二編『日本昔話ハンドブック』三省堂 2001 年、

p.215Უ。 

 筒井さんご自身は、子どもの᪭にお母様からいく

つかの昔話を語ってもらったが、覚えているのは「ᬔ

方と山姥」や「ももたろう」の中の断片的な言葉だ

けだというᲢ『昔話の周辺』p.67、以下同様Უ。お子

さんの誕生がきっかけで絵本や物語を読んでやるよ

うになり、やがて「ストーリーテリング」に᧙心を

持ち、研修を受けて活動を行うようになった。そん

な筒井さんは典型的な「現代の語り手」である。 

 これまで昔話の研究者の多くは、100話を超える

レパートリーを持つ「伝承の語り手Ტ語りᢿᲣ」に注

目し、取材をねて採話記ᨼや研究成果を発表す

る一方、「現代の語り手」については等᧑視してきた。

けれども、今日では「伝承の語り手」はほんの一握

りしか存在せず、「現代の語り手」が大多数を占めて

いる。そうした中で、「現代の語り手」自身がその活

動を振り返り、今日における「語ること」の意味に

ついて問いかけた本書は、とても意義深い証言で

あり、後に続く人びとへの「かけがえのない贈物」

になるに違いない。 

 

「語る」ということ 

 筒井さんにとって「語る」ということは何よりも

まず、自分の心を解放してくれるものであった。「語

ること、声を出すことは私の心を解放してくれる。

……解放されるというのは、心が空っぽになるとか

いやなことを吐き出したということではなくて、む

しろ心に満ちてくるものがありながら、遥かかなた

にかれているような透明な気持ちである。一種の

ᮂ法にかかったようなといってもよい。これが言葉

のᮂ力というものであろうか。しばらく語らないで

いると、何かしら落ち着かない気分になることがあ

る」Ტp.157Უ。 

 それでは、特に「昔話を語る」ということは、筒

井さんにとってどのようなものだったのだろうか。 

 

「昔話を語る」ということ 

「笠地蔵」についてのコメントの中で、筒井さんは

次のように記す。「昔話を語るということは、自分が

そのおはなしの心を生きることではないだろうか。

私はおばあさんの『かさを持ってきたって こん夜

の たしには ならないもの。おじぞうさまにあげ

てよかったな。そだらば つけものででも としを

とるべ』ということばを口にするとき、いつもひと

りでに涙が出そうになるのだが、せめてその一瞬で

もおばあさんの心をもらった気持ちになるのである。

…私は現代の人᧓として、残念ながら親から聞いて

覚えてしまって語れる話は無い。自分が好きなはな

しを選んで繰り返し繰り返し語り、自分でも自分の

声の中にあるものを聞き取り楽しみながら、子ども

たちに語っているだけである。それでもこの話にあ

る老夫婦の生き方を自分が生きているような気持に

なり、そうなりたいと思うのは不思議である。語る

ことを通じて奇跡はほんとうのこととなる」Ტp.45Უ。 

昔話の登場者たち、それは人᧓のみならず動物や

植物、精ᩙなども含むわけだが、彼らと一心同体と

なること、その心をもらい、そのいのちを生きてい

る気持ちになること、それが筒井さんにとっての「昔

話を語る」ということなのだ。 

 

「聴く」ということ 

 筒井さんは、自身が語っている時に一番気をᣐっ

ているのは「聞くこと」だと記す。それは一体どう

いう意味だろうかᲹ「聞いている子どもの目や᫊や

体全体の表情から私に送られてくる無言のサインを

私が聞き取ることができたとき、子どもの心は解放
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され喜びに満ちているように思います。子どものそ

の喜びは、語り手が語ることによってのみ感じられ

るものです。『語ること』は私にとっての『ききみみ

ずきん』だったのではないかと気がつきました」

Ტp.55Უ。 

ここでは「語り手」と「聞き手」の立場が逆転し、

「語り手」が「聞き手」となり、「聞き手」が「語り

手」となる。「聞くこと」は、自分の外にある᪦や声

をただ「聞く」ことではない。「自分の内から外に向

かって、ときには自分自身の内なる心に向かって意

識的に耳を傾けて『聞く』ことこそ大切なことでは

ないかと思っています」Ტp.59Უ。この時、「きく」

を表す漢字は「聞く」よりも、「耳を傾け、心を傾け

てきく」ことを意味する「聴く」の方が相応しい。 

  

「表現すること」は「聴くこと」 

 先日Ტ2021年2月20日Უ、仙台市を拠点に活

動しておられる映像作家・福原悠介さんの講演をリ

モートでお聞きする機会があった。福原さんは数年

来、みやぎ民話の会の「民話」採訪の映像記化プ

ロジェクトに参加してこられ、2019年には福島県

舘村のᢤᩊ先から帰ᢩされた村民の方々にみやぎ

民話の会代表の島津信子さんがインタビューした記

映画「舘村に帰る」を制作された。  

講演の中で福原さんは、自分にとって「聴く」と

いう行為は、語られた声を᪦するというだけでな

く、その語りが行われている〈場〉の「空気感」を

収し、語り手の表情やしぐさ、〈場〉のたたずまい

を映像として収することでもあり、さらには収

された᪦声や映像を編ᨼし作品化して、これをさま

ざまな手段を用いてᣐ信することまで、つまり自分

の表現活動全体を、広い意味での「聴くこと」だと

考えていると話された。 

 筒井さんがおっしゃる、「聞いている子どもの目や

᫊や体全体の表情から私に送られてくる無言のサイ

ン」を聞き取りながら語ろうとする姿勢もまた、福

原さんと同様の認識を指しているように思われる。

つまり、「語る」という表現活動は、これを届けよう

とする相手Ტすなわち聞き手Უの気持ち、語りの〈場〉

の「空気感」、さらには語り手自身の想いᲢ「内なる

心」Უ等を「聴き」、これを踏まえて臨機応変に行わ

れるべきである。いわば、「ライブとしての語り」を

下支えするのが「聴く」という行為であり、「語る」

ことは「聴く」ことそのものでもある。筒井さんは

そう考えておられたのではなかろうか。 

 

「昔話を聞く」ということ 

 次に、聞き手にとっての、昔話を聞くことの意味

について、筒井さんは次のように記す。「昔話を聞く

ことは知らない森の中に分け入っているようなもの

だ。『むかしむかしあるところに、ひとりのわかもの

がいました。』から始まって、その若者の運命がどう

なるかは語り手の言葉を待つしかない。᧦の世界を

照らしてくれるのは、語り手の言葉だけである。…

…聞いているときそこに何人が一緒にいようとも、

聞き手一人一人の心は孤独であるから、怖いことも

悲しいこともすべて自分の心で耐えしのび、時には

喜びにふるえるわけである。つまり、昔話を聞く体

᬴のつみかさねは、一寸先のわからないあらゆる人

生の局᩿で先を予測したり、主人公がやったと同じ

ように、畏れ悲しみ喜びながら行く末を見届けるこ

とを当たり前とする心の態度を身に付けることにも

なるのではないだろうか」Ტpp.166-167Უ。 

 筒井さんのこの指摘は、大ᩗ災に豪ᩋ災害そして

コロナ禍と、相次ぐ災厄に直᩿する今日の私たちに

とって切実な᪪きを持って実感される。直᩿する困

ᩊな状況を耐えしのび、それでも生き抜いていこう

とする力としての「レジリエンスᲢ復元力Უ」を、「昔

話を聞くこと」はってくれるのだ。 

 

言葉の中の᪦を聞くこと 

 一方で、昔話を聞くことは「意味」を追い求める

だけのものではないと筒井さんはᤂを刺す。特に幼

い子どもにとって、᪦を聞く楽しさはとても大切な
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要素だ。「聞く言葉は᪦声である。意味が分からなく

ても᩿白い。…幼い子どもが、意味は分からなくと

もリズムや表情のある言葉の海のなかに身を委ねて

心をたゆたわせているのは、どんなに心地よいこと

であろうか」Ტp.163Უ。 

「…聞きやすい話、言葉にリズムがあり唱え言葉や

繰り返しが楽しく、歌があるような話で、中身より

聞くことそのことが楽しい経᬴を味合わせてあげる

ことも必要だろう。『こすずめのぼうけん』や『せか

いでいちばんきれいなこえ』などは、ᯚき声がたび

たび出てくることで、幼い子どもはまず聞き耳をた

てる。こういう様子を見ていると、お話を聞くとい

うことはまさに、『言葉の中の᪦を聞くこと』だとつ

くづく思わされる」Ტp.253Უ。 

何よりもまず、語られるお話の᪦の世界を心地よく

感じ、楽しむこと、それが昔話を聞くことの原点だ

と言うのだ。 

 

子どもの体内時計の時᧓軸 

 お話の᪦の世界を楽しんでいる時、子どもは自分

の体内時計の時᧓軸で動いていると筒井さんは指摘

する。「…子どもと付き合っていて感じることは、子

ども自身が一人一人体内時計を持っていてその時᧓

軸で動いているとき、子どもは最もリラックスでき、

心がくのではないかということである。それが、

機械や親の時᧓軸で動かされるとき、きっとストレ

スを感じるのだと思う。……テレビの問᫆点のひと

つは、子どもに自分の時᧓軸を見失わせているとい

うことではないかと思う。つまり、小さいときから、

自分が好きなように楽しんだり、笑ったり悲しむの

でなく、『テレビの作り出す時᧓軸』で心を動かすこ

とを強いられていて、いつの᧓にかそれに慣らされ

当たり前になっているということである。……二度

と再び訪れることのない子ども時代に、子どもの時

᧓軸で行動し考える時᧓を作ってあげることは、現

実を生きていく上でとても大切だ。……お話を楽し

むことは、子どもに無意識のうちに自分の時᧓軸を

とりもどし、自分らしく生きる知恵を与えてくれる

ように思う」Ტpp.219-221Უ。 

 

「共に生きる」という感覚 

 語り手と聞き手がお話の世界を共に楽しみ、時᧓

と空᧓を共有する時、「共に生きる」という感覚Ტ「共

生感」Უが生まれる。そしてその感覚は、語り手と聞

き手との᧓だけでなく、そのお話を語り継いできた

「過去の無数の人々のいのち」との᧓のものでもあ

る。「『語ること』はすでにこの世にいない人々とも、

目の前にいる人ともまた周りにいる様々なものたち

とも『共に生きる』ことである」Ტp.147Უ。 

 筒井さんはこのような「共生感」を、お話を語る

ことで実感するようになったという。「…お話を語る

ようになってみると、蛙も兎もᯓもたにしも、あぶ

や蚊、時には樹木さえもが自分と同じレベルで生き、

しゃべっているではないか。……人᧓と動物・植物

といった上下᧙係ではなく、全く同胞として生きて

いるのである。そして、それぞれがみな自分の物語

を持っている。つまりただそこに『ある』のではな

く、何らかの意味を持って『存在』しているのであ

る。……昔話を語ってみると、この世には何と不思

議なことや楽しいことが満ち満ちているのかと思え

て嬉しくなってくる」Ტp.140Უ。 

 筒井さんのご冥福を心からお祈りしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ტ筒井悦子さん、2014年4月筆者撮影Უ 
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あぁ、 
結࠙！ 
―婚活日ᚡ― 

 

第１䠓回 
 

黒田長宏 

 

 

䠘䠎䠌䠎䠌年月䠍䠍月䠎䠎日䠚 

䠐䠏号の原稿を提出した。いつまでコ

䝻䝘騒動が続くのか。婚活への影響

は。 

䠘䠎䠌䠎䠍年䠍月䠏日䠚 

大晦日の前日の数値だったろうか、

東京では新型コ䝻䝘ウイ䝹ス感染者の

新規者数が千人を突破して最高となり、

関東の知事たちが政府に緊急要請をす

るような事態となってしまっている。一方

で箱根駅伝は行われ、創価大学と駒澤

大学の、逃げ切ることができるかどうか

の歴史的にも面白い䝺䞊ス展開になっ

てしまったが、創価の最終䝷䞁䝘䞊は逆

転されてしまい辛い思いをしただろうが、

駅伝形式なのだから仕方のないことだ

ろう。あれ、婚活の話が出ないままこん

なに書いてしまったが、数日前、それは

昨年のことであるが、同い年の女性が

某䝬ッチ䞁グア䝥䝸で久々にいいねをく

れたのにも関わらず、私が䠑䠏歳であり

ながら実子を諦められず、どう対応して

いいか䝤䝻ックしてしまった。子供の件

がなければ有難いことこの上ないのだ

が、その点で悔いを残す段階ではまだ

ないという残しの段階に思いたいわけで。

依然として女性の多い職場なのに告白

もできず、しかし職場での告白とはなん

らかの危険性もあるのではないかなど

ど思ったりする。もう他者の要る交際と

いうのは難しいので、自分の力でできる

割合の多いであろう、䝴䞊チ䝳䞊䝤での

映画やド䝷䝬をみた後での感想を付け

ての結婚したい人が結婚できる社会へ

のお願いのチ䝱䞁䝛䝹登録者が䠍䠑人

になった。それも人の関わりの数字であ

る。感謝である。しかし、中には私の䝴

䞊チ䝳䞊䝤活動に広告など出すのはも

ったいないなんて漠然とした嫌味のよう

なコ䝯䞁トを出したやつがいて、私は狭

量なので䝤䝻ックした。度量が広い人な

ら敵を味方にできたであろうに。 

䠘䠍月䠎䠐日䠚 

某䝬ッチ䞁グア䝥䝸で䠐䠔歳の人から

いいね䟿をいただいたが、子供が諦め

られない私は残念ながら、その人を䝤䝻



 

177 
 

ックした。そうすれば相手はすぐに私の

ことは忘れてしまえるからだ。ひきずると

だんだん失礼になる。䝤䝻ックが冷たい

ようでも最善だと思う。しかし感謝だし自

信になる。年の差が好みの人もいるは

ずだ。私の YouTubeの登録者数現在䠎
䠒名。 

䠘䠎月䠍䠏日䠚 

令和生まれの人達は何を言ってるの

かわからないだろうが、私は「早いのが

取柄、岡本信人君」なので、今日提出し

てしまいます。YouTube登録者数が最
大䠎䠕名まで行ったが、私の我が発揮さ

れたからか、結婚したい人は結婚できる

社会へというテ䞊䝬に対して、「結婚す

ればいいだけの話じゃん」って書いてき

た男を䝤䝻ックしたので、䠄心理系の先

生方はこんな私を分析してください䠅そ

の人なのかどうか、現在 YouTube登録
者数䠎䠔名。だけど、たしか䠔名が䠓名に

なったところでシ䝵ックを受けていたこと

を思えば、䠎䠔名という人数は有難い。

私の人生でもうこれしか生き延びる道は

ないと思う。䠄登場の頃から思えば、な

んだかかなり文章量が短くなってしもう

た。それだけ再婚のチ䝱䞁スのエ䝢ソ䞊

ドがまるでない。本当に難しい。どうなっ

てるんだ。䠅どうして( )付けしたのかも
わからない。もう何もかもわからない。そ

れでもめげない。おちょやん。森会長か

わいそう。 

 



対人援助学マガジン44号　第11巻4号「PBLの風と土：(16)身体性を重視して異文化対応に身構えを」

　〔PBLの風と土　第16回〕 

　身体性を重視して異文化対応に身構えを 

　　山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授） 

【前回までのおさらい】 
　筆者は2017年度にデンマークのオールボー大学（AAU）で学外研究の機会を得ました。AAUでは1974年の開
学当初から全学でPBL（Problem-Based Learning）を導入していることで知られています。 
　連載1回目から4回目までは現地報告、第5回から8回目まではアイルランドで刊行されたPBLの書籍をもとに
オールボー大学以外の問題解決学習の知見（5回目：AAUの実践の特徴、6回目：学習プロセス、7回目：問題設
定、8回目：指導法）を紐解きました。9回目からはサービス・ラーニングとの比較を重ねてきています。 

1. 災禍の只中で学びの場をつくった1年 
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
世界的流行から1年あまりが過ぎ、「ニュー
ノーマル」また「新しい日常」あるいは「新し
い生活様式」というスローガンも目新しくなく
なってきた。振り返れば、中華人民共和国の武
漢 市 で 肺 炎 の 集 団 発 生 を 世 界 保 健 機 構
（WHO）が発表したのが2020年1月9日、日
本国内で「新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令」が定められたのが
2月1日、WHOによって2019年に発見された
新たなウイルス「SARSコロナウイルス2
（SARS-CoV-2）」を原因とする気道感染症に
対してCOVID（COrona-VIrus Disease）-19

と命名されたのが2月11日である。その間、大
学ではまずは留学生の対応あるいは留学プログ
ラムの方針変更に始まり、卒業式・入学式の中
止、そして春休み明けの授業形態の見直しを経
て、政府の緊急事態宣言を受けて特別休講とい
う流れとなった。その休校期間中に立命館大学
では、まずは自粛の要請という論理矛盾に向き
合わざるを得なくなった学生らに向けてオンラ
インコミュニティ（Beyond COVID-19）を立
ち上げ、一方で教育・研究・課外活動等の大学
運営全般にわたる事業継続計画（Business 
Continuity Plan）を策定して状況に応じた活
動制限のもとで安全で安心できる環境創出に努
める準備が整えられた。（表1） 
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日 事象 部署 付記 授業 BCP

1/31 新型コロナウィルス関連肺炎に関する注意喚起 保健センター 外務省の危険レベルの引き上げに伴い 春休暇
2/4 中国から帰国・入国する場合の注意事項について 保健センター 2週間の健康観察（37.5!以上など） 春休暇
2/7 新型コロナウイルス関連肺炎に関する注意喚起 保健センター 帰国者・接触者相談センターの設置に伴い 春休暇

2/13 中国に在留中および渡航予定の学生への注意喚起 総務課 交通規制、航空便の運休等の状況を踏まえ 春休暇
2/26 卒業式(8,080人/うち留学生472人)及び入学式(約8千人)中止 常任理事会 APUは2/20に、RUは2/25に感染症対策委 春休暇
3/2 新型コロナウイルス感染症対策のための法人危機対策本部設置 理事長決定 3/5開設の特設ページに情報一元化し更新 春休暇
3/2 式典・行事・イベント等に関する対応方針 危機対策本部 2月末～4月初旬、不要不急なものは自粛 春休暇

3/10 Skype for Businessの利用開始 情報基盤課 職員は3/4～、学生は参加のみ 春休暇
3/11 新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応ガイドライン 総務課 学生等、教職員、その他の3ケースを想定 春休暇
3/16 2020 年度春学期開講にともなう授業形態の見直し 教学委員会 3/11学長決定、5/2まで感染拡大防止期間 春休暇
3/30 2020 年度春学期を迎えるにあたっての学長メッセージ  総長・学長 社会や世界になしうる貢献考える機会として 春休暇
3/30 新入生オリエンテーションの実施にあたってのお願い 教学委員会 1日目の日程・時間は変更しない+三密対策 春休暇
4/6 政府による『緊急事態宣言』が発令された場合の対応 常任理事会 入構禁止措置、諸活動自粛、原則在宅勤務等 Web

4/6 春学期における一斉休講の判断および授業再開後の授業形態 教学委員会 春はWeb授業(ICTを広く活用・非対面全般) Web

4/13 式典・行事・イベント等に関する対応方針（改訂） 危機対策本部 第4報・7月末まで延長（直前は5/2まで） 休講
4/16 オンラインコミュニティ Beyond COVID-19立ち上げ SDGs推進本部 社会起業家支援プラットフォームの取り組み 休講
4/20 5月7日の授業再開に向けた先生方へのお願い 教学委員会 シラバス修正、20MB以上ファイルの扱い等 休講
4/21 5月以降のWEBを活用した授業再開 教学部 5/19-22登録修正, 4/22第2報, 4/28第3報 休講
4/27 新型コロナウイルス禍に対する学びの緊急支援 常任理事会 約4.8万人に3万円、3万円x3に3,800人応募  休講
4/27 5月7日以降の対応 危機対策本部 活動制限をBCPにもとづいて決定（5/7～） 休講 Lv4

4/30 Web授業のための特別サイト開設 教学部 www.ritsumei.ac.jp/startup/online2020/ Web Lv4

5/7 5月7日以降の授業再開に向けたFAQ公開 教学部 academic.support.ritsumei.ac.jp Web Lv4

5/25 春学期における対面授業の限定的実施と夏期集中科目の取り扱い  教学委員会 キャンパス入構調整ワーキングで総人数調整 Web Lv4

6/1 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 感染症対策委員会 「新しい生活様式」実践例を踏まえ事業継続 Web Lv3

表1：「立命館大学におけるCOVID-19への対応」（筆者作成、2020年7月14日「京都府生協連緊急企画」で紹介）
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　あれから1年、世界各国でワクチン接種が始ま
りつつあるものの、感染症そのものの収まりに
は見通しが立っていない。そうした中、東京オ
リンピック・パラリンピックと同じく、1年の延
期となったデンマーク・オールボー大学での2つ
のPBLの国際会議（PBL WEEKとしてユネスコ
チェアプログラムによる国際シンポジウムIRSP-
BL2020と国際学会であるPBL2020を連続開
催）は、2月23日付で「完全デジタル（BE 
FULLY DIGITAL）」で開催と発表者に対して正
式に連絡され、本連載の契機となったオール
ボー大学への訪問は当面先の楽しみとなった 。1
とはいえ、本連載の第15回でも紹介したとお
り、開催テーマに「変貌の最中にあるPBL：ハイ
ブリッド学習モデルを経験して（Transforming 
PBL: Through Hybrid Learning Models）」の
副題として「感染爆発（後）の視点とその彼方
にある好機での挑戦とその解決策（Timely 
Challenges and Answers in a (Post-)Pan-
demic Perspective and Beyond）」と付され
たことは、対面の開催にこだわらないことの意
義を予め示していたと捉えられる。あわせて、
前回（連載第15回）の冒頭でも示したとおり、
1年の延期決定後、IRSPBLではウェビナーシ
リーズが展開されており、筆者もまた10月、11
月、2月開催分に参加し、オンラインでの実践報
告の共有とオンラインを通した対話の可能性に
触れてきているところである。 
　去る2月20日、初めてのオンライン開催と
なった公益財団法人大学コンソーシアム京都の
第26回FDフォーラムにおいて、シンポジウム
「大学の教育・研究・社会貢献に新しいモデル
は生まれうるか?：AI時代の大学教育に求めら
れる新しいリテラシー」の企画担当をさせてい
ただいた 。勘の良い方はすぐに気づかれるとお2

り、主題には2005年1月の文部科学省中央教育
審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」で
確認された大学の役割として教育・研究・社会
貢献の3つを並べた。COVID-19という医学
的・政策的な用語よりも、その歴史的・社会的・
文化的な影響の大きさも相まって、災禍の1つ
としてコロナ禍と呼ばれる今、改めて高等教育
機関として果たすべき使命は何かを明らかにし
ようという企図を込めたという具合である。加

えて、続く副題には、コロナ禍以前から高等教
育機関にもまた求められている対応としてAI・
ロボットの時代という大きな物語に改めてどう
向き合うのか、という問いを重ねた。 
　本連載はPBLをテーマにしたものであること
は前提としつつ、今回は、前回の結語で予告し
たとおり、改めてプロジェクト型での問題解決
学習のこれまでとこれからのあり方について検
討を重ねる。そのために、上述のFDフォーラム
のシンポジウムの内容を紹介する。それによ
り、この1年の現場での奮闘とこれからの大学
教育に求められる事柄を整理することとした
い。そして、三密確保の中での濃密なコミュニ
ケーションを重ねる上での知恵を見出していく
ことにしよう。 

2. Facebook上で史上最大のFDの展開 
　第26回の大学コンソーシアム京都FDフォー
ラムのシンポジウムでは、まずFacebookの
「新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきか
について知恵と情報を共有するグループ」の創
設管理人である関西学院大学法学部の岡本仁宏
先生に「Facebookグループ大学教員の相互協
力交流の広場から」と題して話題提供をいただ
いた。岡本先生は西洋政治思想史・政治哲学と
非営利組織論の両面から市民社会論を専門とさ
れていることもあり、2万人を越えるこの
Facebookでの公開グループの動態に対して幅
広い関心を常々寄せており、例えば「これから
の時代は、『知の拠点』だった大学から『知の
結節点』としての大学に変わる」（2020年5月
15日、毎日新聞）という発言が報じられてい
る 。話題提供では、まず2020年3月30日の創3

設当初の動向について紹介がなされた。まず知
り合い20～30人に声かけをしたところ、翌日
31日1,000人を超え、4月6日に10,000人、4
月15日に15,000人、そして7月25日に20,000
人を超えたという。グループは、大学教員を中
心としつつも、職員や学生も含めて大学教育に
関心を持つ方々に開かれている。 
　岡本先生は3月31日に参加者が1,000人を超
えたところで、Facebookグループの機能とし
て投稿に対して「トピック」を付すことができ
ることを知り、緊急対応の中で参加者が自らの
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投稿を整理して提示、共有できるよう工夫する
こととした。翌4月1日には参加者が2,000人を
超える。この時期にモデレーターボランティア
を募集し体制整備に進んだ。モデレーターたち
は、時々刻々と変わる状況の中、運営方針の検
討、メンバー申請の承認、問題投稿の対処、投
稿トピックの拡充、重要な投稿を見やすくする
などの運営作業を担った。グループ参加者は、
それぞれの所属組織や常勤・非常勤、専門等の
差異、遠隔機器やアプリへの習熟度の差異を越
えて、お互いの疑問や状況を共有し、互いに答
え応えられる広場（「知の結節点」）を持つこ
とになった。2021年2月1日現在で岡本先生を
含む4名の管理人と、14名のモデレーターが運
営を支えているが、グループとしては8月に継続
の可否を問う問題提起投稿と9月にZoomでの交
流会が開かれたことで1つの転機を迎えており、
それは以下に示すとおり、グループの名称と説
明文が微妙に改変されたことに表れている。 

「新型コロナ休講で、大学教員は何をすべき
かについて知恵と情報を共有するグループ」 
新型コロナウイルス感染症で、大学の休講・
休校が続いています。この状況への対処につ
いて、ボヤキや情報、取り組み、ノウハウ、
大学ごとの違いなどを共有するためのグルー
プです。大学教員中心ですが、職員や学生の
方、さらには大学教育に関心を持つあらゆる
方々を歓迎いたします。（2020年3月30日） 

「新型コロナのインパクトを受け、大学教員
は何をすべきか、何をしたいかについて知恵
と情報を共有するグループ」 
新型コロナウイルス感染症は、大学の授業や
その他業務に大きな困難をもたらしました。
さらにこの事態が大学に引き起こす中長期的
な影響も見過ごせません。その対応のため
に、所属や専門を越えて、ボヤキや情報、取
り組み、ノウハウ、経験などの知を共有する
ためのグループです。大学教員中心ですが、
職員や学生の方、さらには大学教育に関心を
持つあらゆる方々を歓迎いたします。（2020
年9月22日） 

　3月当初と9月以降のグループ名称と説明文を
比較してみると、管理人の方々が参加者に期待
する思いを読み解くことができる。グループ名
称を比較してみれば、3月当初は休講への緊急
対応が主眼であったのに対してCOVID-19の影
響を受けた中長期的な展望を見出していく必要
があることを「インパクト」の語に、その際の
基本的な姿勢として原理原則だけではなく積極
的・創発的なアイデアや提案等が必要とされる
ことを「すべき」だけでなく「したい」も並記
されたことに、それぞれ見て取ることができ
る。このことは、説明文にも「この事態が大学
に引き起こす中長期的な影響」と端的に反映さ
れている。こうした目的のもとに2万人を越え
る人々が参加していることに加え、ユーザー数
が10,000人を超えた2020年4月以来、閲覧・
コメント等を行っているアクティブユーザー数
もまた10,000人前後の水準が維持されてお
り、シンポジウム当日に岡本先生に続いて話題
提供を行い、かつ、モデレーターから管理人と
なった1人の金沢大学の杉森公一先生が「史上
最大のFDの機会」と評したことも紹介された。 
　改めて創設以来の動きを振り返って、岡本先
生は大学教員は教育に真摯な姿勢を持っている
こと、大学の規模や立地が影響して多様性がも
たらされていること、これらに率直な驚きを抱
くと共に参加者の投稿や反応から学びを得た、
という。そして、伝統的に大学は図書館等によ
り通時的に知を蓄積してきたものの、今回は
SNS上で共時的に知を交流することができ、相
互の学びの場として運営できたのは、それぞれ
が直面とした現場での新しい問題・課題を持ち
寄り「すがる場」となりつつ、それぞれの奮闘
に「いいね！」ボタンで励まされたからだろ
う、と示した。ただし、SNSという場ゆえの構
造的な課題も明らかとなり、具体的には共時的
な知の交流の体系的アーカイブ化はいかにして
可能か、さらには特定目的を持った広場として
メディアリテラシーよりも発信者教育がいるの
ではないか、とりわけコミュニケーション空間
でのヘイトスピーチを回避して分断を促進しな
い広場はどう作れるか、などである。これらは
COVID-19がもたらしたインパクトとして大学
のみにもたらされたものではなく今後の社会像
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を左右するものであろう。他方、新学期が始ま
ると、教員・学生一人ひとりに配慮ある授業形
態の情勢に合わせた選択や、新入生・2年生の
社会的孤立を防ぐ支援、経済的苦境の把握と支
援など、現場での課題は多いとも指摘した。 

3. 異文化に耐えうる「アジリティ」 
　岡本先生に続いての話題提供は、先に触れた
とおり、金沢大学の杉森公一先生であった。ご
所属は国際基幹教育院の高等教育開発・支援部
門であるものの、専門は物理化学・理科教育・
計算量子化学で、2007年以降、学位取得後の
勤務先で授業評価アンケートの分析を担当した
ことを契機にFDに携わるようになり、2013年
からは金沢大学のFDセンター・大学教育開発部
門にて各種の取り組みに従事されている。そし
て日本ではコロナ禍を迎え始めた2020年1月、
100年以上にわたるコーオプ教育の取組で知ら
れるノースイースタン大学のジョセフ・E・ア
ウン学長による『ROBOT-PROOF』を共訳さ
れた。原著は2017年8月にMITプレスから出版
されたものであり、そのタイトルの意味が以下
の部分で明快に示されているので、ここに紹介
しよう。 

私たちはデジタル時代に生きており、学生た
ちはAIを搭載したロボット、ソフトウェ
ア、そして機械が、現在は人間が行っている
仕事をどんどん担うようになる未来に直面し
ている。同じことを日々繰り返すだけの仕事
は少なくなっていくため、教育はそれに対応
すべきである。卒業生が職場で「耐ロボット
性」〔耐水性（ウォーター・プルーフ）を真
似た造語〕をもつことを保証するためには、
高等教育はカリキュラムを再び調整しなくて
はならない。（Aoun, 2017=2020, 訳p.10） 

　したがって、COVID-19の拡大に際して、初
発症例が確認された時点をアフターコロナと呼
ぶのであれば、それ以前（ビフォーコロナ）に
おいて、既に大学に対してはAI化・ロボット化
した社会・経済を闊歩できる「ロボット・プルー
フ（Robot-Proof）」な卒業生をいかに輩出で
きるかを問う議論がなされていたことがわか

る。杉森先生はこの書物の訳出にあたる背景と
なった事柄として、2018年9月から2019年3
月まで米国・ボストンにあるタフツ大学の教育
学習改善センター（CELT: Center for the En-
hancement of Learning and Teaching）に
客員研究員として滞在した経験を挙げた 。その4

際、学生との絆づけを意味するエンゲージメン
トが重視されていること、人種多様性の中でダ
イバーシティとインクルージョンを掲げないFD
センターはないこと、さらに「学問分野別教育
研究」などと訳出されるDBER（Discipline-
Based Education Research）が行われている
ことなど、大学のミッションの多様化・焦点化
に関する大変なダイナミズムに触れたという。
そのため、化学の専門性を持ちながら、大学組
織に新しい文化をつくっていくマージナルパー
ソンになることを決意した、と語った。 
　杉森先生は2020年、COVID-19はテクノロ
ジーと授業づくりが密接になった上、ほぼ全員
が学習管理システム（Learning Management 
System）やZoomなどのオンライン会議シス
テムを使うことを与儀なくされたことから、世
界的に史上空前のFDの機会となった、と位置づ
けた。また、教員と学生との関係においては対
面の価値が希有なものとなると共に、一斉に教
員も学生も孤立したことで、授業、学生生活、
課外活動、教育・研究に関わる全ての課題が顕
在化（actualized）し、可視化（visualized）
された、とも述べた。 
　その上で杉森先生には、原著が2017年に刊
行された『ROBOT-PROOF』での議論は、コ
ロナ禍で我々が直面した課題を予見するもので
あった、と、同書に収められたエピソードを紹
介いただいた。例えば、IBMによる人工知能の
「ワトソン」、オックスフォード大学による「消
える職業」(Frey & Osborne, 2013) などであ5

る。これに対し、杉森先生は19世紀初頭の英国
の織物工業地帯で起きた機械破壊運動「ラッダ
イト運動」（Luddite movement）を引き合い
に出しながら、FDフォーラムの参加者に「恐れ
ずに、ワクワクしたら」と投げかけた。むし
ろ、日本も一部で追いかけていた米国の大学で
のカリキュラムでは、近代化の中で産業社会の
ニーズに対応すべく、数学・語学・科学といっ
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た工場・官僚組織・金融で有用な「ハードスキ
ル」に特化され、それに対するリベラルアーツ
をはじめとする「ソフトスキル」のようなメタ
認知スキルを重視しない傾向があったことに注
意を向けた 。 6

　そして杉森先生は『ROBOT PROOF』の第3
章「未来の学びのモデル」で示された「ヒュー
マニクス（Humanics）」と呼ばれる「人間固
有の心的・知的な特性を育むような、新しい学
習モデル」を紹介した（Aoun, 2017=2020, 
p . 68）。ごく簡単にまとめるなら、この
「ヒューマニクス」とは、これまでの文字や数
字といった記号の読み書きによって他者とのあ
いだでの情報の保存や伝達を行ってきたリテラ
シーに加えて、技術リテラシー、データリテラ
シー、ヒューマンリテラシーの3つの新しいリ
テラシーによって、他者だけでなく機械とも
ネットワークを構築することが可能になる、と
いう概念である。そして、この新しいリテラ
シーを基盤としたカリキュラムにおいて、批判
的思考・システム思考・アントレプレナーシッ
プ・異文化アジリティの4つの能力（書籍
『ROBOT-PROOF』では「認知能力」や「メ
タスキル」）を高める必要がある、と続けた。
このうち、4つめの「異文化アジリティ」は馴
染みのない概念であると捉え、以下、日本語訳
書の該当部分を引用しておくことにしよう。 

経験は（中略）異文化アジリティ（異なる文化に
機敏に対応する力）の本質的な要素でもある。筆
者の同僚のポーラ・カリギウリによると、異文
化アジリティとは「専門家が異文化に置かれた
状況でうまく仕事をこなすための超重要スキル
（メガ・コンピテンシー）」だという。過去に
は、異文化アジリティは、主にジェット旅客
機に乗るビジネスマンや外交官だけのものと
思われてきたかもしれないが、グローバル化
によってこのスキルは皆にとって不可欠なも
のになった。（Aoun, 2017=2020, 訳p.87） 

4. 異文化対応への「レディネス」 
　以上、今回は2021年2月20日開催の大学コ
ンソーシアム京都第26回FDフォーラムのシン
ポジウムの話題提供の内容を紹介し、改めてコ

ロナ禍を経た大学に求められる学びの環境整備
のあり方を検討しようと試みてきた。その結論
を極めて単純に示すなら、前節で示した4つの
スキルのうち、異文化アジリティの向上を図
る、ということになろう。なぜなら、クリティ
カル・シンキングというカタカナ語として定着
してきている批判的思考、「木を見て森を見
ず」とならないようなシステム思考、新たな仕
事を発明するアントレプレナーシップは、それ
ぞれSDGsやVUCAといったキーワードによっ
て世界が語られる以前から、既に重要視されて
きたと捉えられるためである。その一方で、異
文化アジリティへの関心・習得・向上意欲の喚
起は容易なものではないことが想像できる。 
　今回のシンポジウムはZoomのウェビナーで
行い、前半1時間で2名からの話題提供の後に筆
者も含めた鼎談を、その後1時間は参加者（申
込は469名、最大時には我々を除けば397名）
からのQ&Aを紐解くことにしたのだが、振り返
れば最も時間を割いたのは「本当に元に戻らな
いのか？」という短い問いかけだったと思われ
る。もちろん、この「戻らないのか」は、この
約1年のあいだ余儀なくデジタル対応が迫られ
た中で経験したことを、まるで無かったことの
ように葬り去ってしまわないか、という一人ひ
とりの意思確認として受け止められる。別の言
い方をすれば、緊急対応の中で「学生のため
に」と言いながらも実際は教員の（ある種の）
合理性だけが追究された部分はないか、という
批判的思考・システム思考への発露でもある。
特に教員の内省が求められるところと思われる
が、仮に教員の異文化アジリティが低ければ、
コロナ禍は全て消し去りたい過去であり、コロ
ナ禍以前の栄光を取り戻したいというノスタル
ジーに浸りきることになってしまうだろう。 
　岡本先生はQ&Aでの対応の中で「身体性」と
いう言葉を多用された。もちろん、シンポジウ
ム中だけでなく、事例紹介をいただいたFace-
bookグループ内でも対面授業の、転じて学習
環境の本質を問う上で、身体性の存在に着目さ
れている 。そこで筆者は先ほどの異文化アジリ7

ティと関連づけて、心理学でよく言われる「レ
ディネス（readiness）」の語を紹介し、想定
外に対する身構えが大事にされることが、学生

-  　　 -182



対人援助学マガジン44号　第11巻4号「PBLの風と土：(16)身体性を重視して異文化対応に身構えを」

の学びと成長を促す手がかりとなってきた、と
示した。これはアクティブ・ラーニングの議論
においてさえも、その学習環境が教室という空
間における教師̶生徒の2者関係を中心に論じ
られてきた（例えば、溝上, 2018）ものとは一
線を画す観点であり、PBLやサービス・ラーニ
ングなど、教室と現場とを頻繁に往復しなが
ら、多様な関係者とのダイナミックな関係構築
と必然とする取り組みでは常々なされてきた取
り組みでもある。 

　本連載で見てきたように、サービス・ラーニ
ングでは多くのコンフリクトに直面し、その都
度、学習者にはその体験の言語化が促される。
中でも第14回と第15回で取り上げた震災救
援・災害復興・減災教育の活動では、当事者に
はなれない、当事者の心情は計り知れないもど
かしさに対峙せねばならない。そこで次回以
降、より深い学びの場づくりの設計概念を検討
していく。それこそが、コロナ禍での経験を忘
れ去らないための具体的な実践である。 

（gucci@fc.ritsumei.ac.jp） 
【引用文献】 
Arum, R. & Roksa, J. (2011). Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. The University of Chicago Press. 
Aoun, J. E. (2017). Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. MIT Press. (杉森公一・西山宣

昭・中野正俊・河内真美・井上咲希・渡辺達雄共訳. (2020). ROBOT-PROOF：AI時代の大学教育. 森北出版). 
Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?. 

Oxford Martin School Working Paper. 
カール・ベネディクト・フレイ、マイケル A. オズボーン. (2015). 日本におけるコンピューター化と仕事の未来. 野村総合研究所 
苅谷剛彦. (2011). 世界の思潮：漂流する大学教育. サントリー文化財団「アステイオン」 75, 133-144. 
溝上慎一. (2018). アクティブラーニング型授業の基本形と生徒の身体性. 東信堂 
岡本仁宏. (1998). 知的ネットワークの結節点としての大学とポスト生涯学習. 関西学院大学総合教育研究室 総研ジャーナル 73, 22-36. 

【注】

 Facebookでは2月22日に速報として通知されていた。ちなみに東京オリンピック・パラリンピックに関しては、2月28日1

の時点では、2020年9月28日に公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会が発表した内容に基づい
て、2021年3月25日に福島県楢葉町から聖火リレーが行われ、その準備が進められている。スタート地点の楢葉町は、本連載
の第15回で特に取り上げたフィールドである。 
 FDはFaculty Developmentの略語で、教授能力の開発を意味する。教授という職種の人の能力を開発する、という意味に2

止まらず、広く大学関係者の研修会として捉えるのが自然な解釈だろう。実際、その定義は議論の対象となっており、例えば
文部科学省の中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」答申（2005年1月）では「教員が授業内容・方法を改善し向上さ
せるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範にわたるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の
実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる。」とある。
 記事は大阪地方版での中川悠さんによる連載「あしたに、ちゃれんじ」の1つだが、インターネット版にてログイン不要で全3

文が掲載された。記事のタイトルは「「コロナの先」へ、教員結ぶ　SNSに情報ページ」である。なお、ここで示された「知の
結節点」としての大学という観点は、岡本先生がかつて関西学院大学の総合教育研究室の役職に就いたことが影響していると、
シンポジウムの事前打ち合わせにてご自身より紹介いただいた。なお、そのコンセプトは岡本（1998）でまとめられている。
 詳しくは日本語訳書に収められた杉森先生の解説を参照されたい。なお、その文章は刊行元の森北出版のnoteにて、刊行に4

先立ち公開された2019年12月26日のnote「2020年代の大学は何を教えるのか？：『ROBOT-PROOF』（ジョセフ・E・ア
ウン著、1月刊行）訳者解説」で読むことができる。
 その後、日本では2015年10月22日に野村総合研究所によるオックスフォード大学の両名との共同研究「日本におけるコン5

ピューター化と仕事の未来」というレポートが公開されている。
 ここで、アメリカの24校の4年制大学の学生2,322人を対象に行った調査の詳細な分析を通じて大学での学習がいかに軽量6

化しているかを明らかにした研究（Arum & Roksa, 2011）が紹介された。なお同署は邦訳されていないものの、苅谷
（2011）による解説で読むことができる。
 例えば「丁寧な分析に基づく教材の作成と頭を使った手順や方針の確認などが遠隔でされると、対面だけの時よりも、より7

緻密で組織的な授業と教育効果を考えられるのかもしれません」（2021年2月11日22:28）といったコメントなどがある。ま
た、開設当初の2020年3月31日に、「大学の動向」と「オンラインでの授業方法」の2トピックを設置した後、「実習、ワー
クショップ、対人援助等身体性に関わる授業」「何をすべきか」を追加していることからも、遠隔講義・eラーニング・ハイブ
リッド授業・ハイフレックス授業など、新たな授業形態は対面授業の代替になりうるのか、といった関心が寄せられているこ
とがわかる。
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痛みはどのように発生するかというෘ説 

 

ＪＲ木ക近くのம院が、எのல事場です。 
当院では、心理学で学んだブラックボックスという考え方、
ෘହと検証といったఐ学的手続きを、日々の施に活用し

ています。 
前の４３ಀでは、எが立てているෘହの中で、ベースとな
るෘହをງஂしました。 

 
今回は、組௶がಇびすぎたときの൱みやೠみすぎたときの
൱みはどのようにして発生しているのかというෘହを書
いていきたいと思います。 
 
さて、൱みはどのように発生するのでしょうか？ 
 
さまざまなඵౕを受けて൱ಁ神経が௪し、それが౼に
わり、౼が反ૢすることによって൱みは発生すると言われ

ています。 
 
しかし、そういうメカニズム以外でも൱みが発生すること
はあります。 
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えば、ႂ࿔൱や、ตを見て൱みを感じるなど、体がඵౕ
を受けていないのに౼で൱みを感じることがあります。 

 
౼や内ටなど、൱ಁ神経がないと言われる部分に൱みを感
じることもあります。 
౼や化ஓは、切っても൏いても൱みを感じないそうです
が、౼内出ഷや၌᮶ᤄ、Ⴏ൷ኋなどではౕ൱が生じます。 
関තの中のໞや、൙の中の൙ྐには൱ಁ神経が分ഘ
していないのに、ໞがすり減ったり、൙が切れたりす
ると強く൱むことがあります。 
 

物理的なඵౕ（運動、外力、、電気など）、化学的なඵ
（ౕ発൱物ସ、౭ു不ଌなど）、生物的なඵ （ౕウイルス、
୰原༳など）、心理的なඵౕ（心理的ストレスなど）など

で൱みは発生しますが、原がいくらさがしてもわからな
い൱みもあります。 
 

൱みに関しては、いろんな疑問がわいてきます。 
 
ಸするとおが൱くなったり、しいことがあるとが

൱くなったりしますが、どうして౼が൱くならないのでし
ょうか。 
ଌが൱いとき、反ૢしているのは౼なのに、౼が൱くない
のはなぜでしょうか？ 
神経ブロックをすると通は൱みがえますが、神経ブロ
ックをしても൱みがえないことがあるのはなぜでしょ
うか？ 
かゆいところをかく、こった൙をたたく、ヒリヒリする
ようなၞい物を୫べる、ຍධ料をධむ、マゾヒズムなど、

時には、൱みが感になるのはどうしてでしょうか？ 
 
൱みは不思議な現です。 
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さて、話を元にರします。ம院に来られる೩者さんの൱
みの多くは、体の組௶がಇびすぎたり、ೠみすぎたりして

発生していると前の記事で書きました。 
 
もちろん、༇ඪ、発、ഐえすぎ、ഷ૩、神経૩、
感ഉなどで൱みが出ていることもあります。 
 
でも、ಓ的に多いのが、組௶のಇびすぎやೠみすぎで発
生する൱みです。 
 
どうしてそう言できるのかというと、組௶をೠめたりಇ

ばしたりして元にರすと、多くの൱みがえたりൠまった
りするからなのです。 
 

人の体には、組௶のଙを持しようとする௮きがありま
す。ホメオスタシスの一つと言っていいでしょう。 
半面、人は動物なので、あるங度、組௶のଙをえて、

動かなければなりません。 
しかし、ಅ容೧をதえて動くと、組௶がശされてしま
います。 

それをଆぐために、全ମに൱ಁ神経がりらされ、体が
ಅ容೧をதえた動きをしないように、あるいは外部から
௮く力によって組௶がശされないように૰ଳしている
のです。 
また、万一ശされてしまったときは、安ಯを保ったり、
治を受けたりする反ૢをയす૽目を果たします。 
 
൱ಁ神経は、どうやって体の動きを૰ଳしているのでしょ
うか。 

（൱ಁ神経は、体の動き以外のඵౕにも反ૢしますが、
のඵౕに対する反ૢはここでは省かせていただきます） 
人体の所には、൱ಁ神経が分ഘしています。 
൱ಁ神経は、૾କとళばれるたくさんのକをಇばし
て、対となる組௶に付ାします。 
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൱ಁ神経のཝჍには、機༊ඵౕ受容チャネルがあります。 

組௶ശを引きକこす૭能性のある力が、組௶と൱ಁ神経
に加わり、൱ಁ神経のཝჍが引っられたり、ཝ格
がさせられたりすると、機༊ඵౕ受容チャネルが開き
ます。 
ཝ格というのは、ཝの中にあるྐ૾のଡୗで、
ཝのを持する௮きをしています。 
開いたチャネルからཝの中に一定以上の＋イオンが
れ込むことで活動電位が発生し、൱ಁ神経が௪します。 

機༊ඵౕ受容チャネル（水౦）（୳൸） 

൱ಁ神経のཝ外（藤౦側）にはナトリウムイオンが多く、ཝ

内（ျ౦側）はないので、ཝ内は－７０ｍVとなる。ナトリ

ウムポンプの௮きでナトリウムイオンがཝ外にൾ出されるため。 

൱ಁ神経のཝჍにある機༊ඵౕ受容チャネルに、ཝჍが引っ

られる力が加わると、チャネルが開き、＋イオンが神経ཝ内

にれ込むことで － が ＋ に化し（分ா）、この化

が一定以上にକきると活動電位が発生して、൱ಁ神経が௪する。  



! "##!

൱ಁ神経からは、૾କと
は別に、ກดとళばれる１本

の長いକがಇびて、Ꮲᇈに
மします。!
൱ಁ神経の௪はກดを

ってᏢᇈにඍけられます。!
さらにその௪はᏢᇈから
౼へとわり、൱みが感じら

れます。!
൱みを感じると、組௶ശを
回ೂする生体ଆ౪反ૢをକ

こし、それによって組௶の
ଙがஹられます。!
運பく組௶がശされ、൱み
がえないとき、人はఇや治

を求めるといった「൱み行動」をକこします。!
!
൱ಁ神経は、体やஓ官の内部よりも、表面のほうに、すな
わちຜჹや൙Ⴭ、Ⴭ、関තෆなどに多く分ഘしていると
言われます。!

これらの組௶をଡ成しているのはコラーゲンྐです。!
動物の体がฑໞなのは、コラーゲンྐがഩ力に୕んでい
るおかげです。!

൱ಁ神経は、૾କをಇばしてコラーゲンྐなどに付
ାします。!

၂ಂコンディショニングルームさんの治とମ体の情報
サイトに「൙Ⴭの感ಁ神経」というタイトルで上のような

電子ႀྰ真がൗっていました。!
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https://haishi.jimdofree.com/2014/08/25/%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%

81%AE%E6%84%9F%E8%A6%9A%E7%A5%9E%E7%B5%8C/ 

 
これが൱ಁ神経なのかまではわかりませんが、൱ಁ神経も
このようにコラーゲンྐに付ାするのでしょう。 
この真から、൙がಇびすぎると൙Ⴭのコラーゲンྐ
がಇびすぎ、൱ಁ神経も一คにಇばされるだろうというこ
とが容ಔに୳൸できます。 
 
では、൙がೠみすぎるとどうなるのでしょうか？ 

൙Ⴭリリースをされている先生の中には、൙Ⴭにしわがよ
って、あるいは൙ჍがႩାして、それが൱みを発生させる
とお考えの先生もいらっしゃるようです。 

൱みをとるには、൙Ⴭのしわಇばしとか、Ⴉାはがしが必
要だとおっしゃいます。 
எには、൙Ⴭにしわがよるとは思えませんし、しわがよる

ことで൱ಁ神経が௪するとも思えません。 
そうලに൙ჍがႩାするとも思えませんし、Ⴉାしたか
ら൱みが出るとも思えません。 

Ⴉାした൙Ⴭをはがすのは相当かと思いますが、そん
なことはしなくてもたいていの൙Ⴭの൱みはとることが
できます。 
 
எの場合、次のようなෘହを立てています。 

൙（൙ྐ）がೠみすぎると、ೠみすぎた部分で൙が

୬くなり、そのఢ೧をおおっている൙Ⴭがಇびすぎ、൱ಁ
神経もಇびすぎて൱みが出る。 

はじめはೠんだ൙がໂくなることでഷଵや൱ಁ神経が

ഁめ付けられ、ഷもபくなってಞや౭ുが不ଌし、൱

ಁ神経がඵౕされるのではないかと考えていました。 
確かに、そのようなことが原となる場合もあります。で
も、それが最も主要な原ではなかったのです。 
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それが分かったのは、൙のೠみすぎて൱みを発している

場所を、ෆఝやサポーター、テープなどでಓすると൱み
がえるという現を見出したからです。 
サポーターでಓすると、ഷଵや൱ಁ神経はさらにഁめ付
けられ、ഷもいっそうபくなり、ಞや౭ുはもっと不
ଌするはずなのに、൱みがえるのです。 
൱みの主な原が、ഷがபいせいではないと分かったの
です。 
サポーターでಓすることで、ೠみすぎた൙ྐをಇばし、
ಇびすぎた൙Ⴭをೠめることができたから、൱みが減った

のです。 
 
反対に、൙ྐも൙Ⴭもಇびすぎている場合は、サポータ

ーなどでಓすると、൱みがえないばかりか、ப化しま
す。 
൱みが改ఒするのは、൙がೠみすぎている場合だけです

から、ごି意ください。 
 
ಇびすぎた൙も、ೠみすぎた൙も、どちらも主に൙Ⴭ

がಇびすぎて൱みを発しているのです。 
ただし、൙Ⴭのಇびる方向が９０度ୀいます。 

൙Ⴭは不ഘのようにྐがランダムにっている（真ん中の）。

້౦は௪する前に൱ಁ神経。൙Ⴭが引っられるとコラーゲン

ྐがಇびて行がそろってくる。൙Ⴭがອにಇびすぎても（ం

）、૯にಇびすぎても（క）、൱ಁ神経が௪する（）。 
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このෘହのഫ付けとなるものとして、次のような事実があ
ります。 

 
１ ൙の൱ಁ神経は、൙の中の൙ྐには分ഘせず、
表面の൙Ⴭに大部分が分ഘしています。（一部、൙内に
入る動ဿにも分ഘしているようですが、หഷଵまでは
分ഘしません）。 
ೠみすぎた൙の൱みは൙Ⴭ由来のものだと考える理由
になります。 
 
２ ೩者さんには、൙（൙ྐ）がಇびすぎた൱みとೠ

みすぎた൱みを区別することがです。 
区別しにくいのは、ୀうඵౕで、同じ൱ಁ神経に反ૢがକ
きるからだとすると、うまくହ明できます。 

 
３ ൙のໂくなったところを、すと൱いが、つまむと
൱くないということがあります。反対に、つまむと൱いが、

すと൱くないということもあります。 
これは、൙のໂくなったところが൱いのではなく、൙Ⴭ
のಇびすぎたᆽ所をさえると൱いということの証しで

す。 
 
次回は、൙Ⴭのಇびすぎた൱みについて、さらにෘହをன
開していきたいと思います。 
 
ではまた。 
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現େऀ会を『関係』という観఼から考える!

ᶓ! つながりがࢩえるこころ!
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更ਫ਼ฯ護官ॼ৮員（ఈऀ会ෳ࢞ࢳ・ఈਈฯ健ෳ࢞ࢳ）!

!浦ࢀ 恵ࢢ!
!

コロナ⚝による # 度┠の⥭急事態宣ゝの中

で本㐃㍕を執➹しています。$

コロナ感染拡大㜵止対⟇として「ソーシャ

ルディスタンス」が㔜どされていますが㸪⚾⮬

㌟は「≀⌮ⓗ・㌟体ⓗな㊥㞳はとりつつも㸪気

持ちについては意㆑ⓗにつなげていく」㸦ソー

シャルディスタンスではなくフィジカルディ

タンスというゝⴥがより㐺切であろうという

㆑⪅の意ぢもあります㸧ということをより意

㆑していかなければ㸪感染された方や⃰厚接

ゐとなった方㸪医⒪従事⪅➼エッセンシャル

ワーカーと呼ばれる方々への偏ぢを始めとす

る♫会の分断がより㐍⾜するのではないかと

危惧しているところです。$

今回は「つながりが支えるこころ」と㢟して㸪

⚾ぢを㏙べさせていただきます。事例につい

ては≉定されないよう㸪➹⪅が⤒㦂した」数

のものを⤌み合わせています。また㸪冒㢌に掲

㍕する㧗㱋⪅に㛵する事例については㸪当ヱ

㧗㱋⪅の家族の方に本ㄽ文にグ㍕する了ゎを

得ています。$

$

㸯! ♫会ⓗ孤❧が心㌟状態の悪化を招いた㧗

㱋⪅㸦単㌟生活⪅㸧の事例!

これは更⏕保ㆤ官⨫⫋員として㛵わった事

例ではありませんが㸪⚾⮬㌟が様々なかたち

で㛵わっているものです。$

ある女性の㧗㱋⪅の方㸦以後「彼女」とグ㍕

します。㸧は㸪御⮬㌟の思いを㏻すためには「↓

⌮を㏻してでも㐨⌮を引っ㎸める」㸦彼女の子

ども世代ㄯ㸧という⏕き方を㈏いて来られま

した。こうした⏕き方は当↛周囲との㌵㎚を

⏕むことになりましたが㸪┦手が「それは㐪う

んじゃないの」と意ぢをしても⊂⮬の持ㄽを

まくし❧てて┦手をやり㎸めてしまい㸪「もう

ヰが㏻じない」と㊥㞳を⨨くと㸪「⚾が勝った」

とㄆ㆑してそのことを周囲に吹⫈することが

㔜なり㸪他⪅とぶ密な㛵係を⠏くことが㞴し

いまま㧗㱋期を㏄えた方でした。⤖婚し % 名

の実子をもうけましたが㸪子⫱ての㐣⛬では

今でいうところの待⾜Ⅽに㢮することも少

なかくなかったようであり㸪子ども世代の中

には今もこのグ憶にⱞしんでいる方も存在し

ます。しかし彼女はこうした⮬らの⾜Ⅽにつ

いて「子どもは⮬分のモノだから何をしても

いい」「あの時代なら当たり前でしょ」という

⊂⮬の⪃えを曲げることはありませんでした。

子ども世代が成㛗し⮬㌟の家庭を持つに⮳っ

た後も家族㛫境⏺を↓㐀作に㋃み㉺える⾜Ⅽ

が⥆いたため㸪子ども世代とのⴱ⸨はその㓄

偶⪅も巻き㎸んでより深刻化し㸪% 人の実子

㸦⏨ &人㸪女 !人㸧のうち &人までもが彼女
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とは⤯⦕≧態となっています。 

ただ㸪実子のうち 1人だけは㸪「㛗⏨ではな

いが子どもである以上は民法上の扶㣴⩏務が

ある」「ぶをぢ捨てるのは人としての㐨から外

れることであり㸪⮬分はそうしたことはでき

ない」という倫⌮ほのもとに㸪⮬分の㓄偶⪅で

ある妻とともに㧗㱋になった彼女やその夫

㸦子ども世代にとっては∗㸧の支援の場に㋃

みとどまっている≧態が㛗く⥆きました。し

かし唯一㛵わりのある子ども世代に対しても㸪

「だって子どもだからぶは何をしても何をゝ

っても当たり前」「姑がカラスをⓑとゝえばⓑ

と従うのが嫁の㐨」と㐣剰なせ求を⧞り㏉す

ばかりでした。他の 3 人の実子と⤯⦕≧態の

↓念さが㸪唯一支援の場に㋃みとどまってい

る子ども世代への㐣剰なしがみつきや欲求に

つながっているようでもありました。 

彼女の日常⏕活や⢭⚄ⓗな≧況には様々に

ㄢ㢟がありましたが㸪日常⏕活動作は≉に問

㢟がなかったため㸪介ㆤ保㝤制度においては

せ介ㆤ・せ支援のㄆ定はなされず㸪⮬治体が⾜

う介ㆤ保㝤⥲合事業の事業対㇟⪅としてごく

▷い時㛫の⏕活支援とミニデイへの㏻所のみ

でした。当↛それだけでは日常⏕活を⥔持す

ることができず㸪支援に㋃みとどまっている

子ども世代が㈝⏝を㈇担してインターネット

で注文した品≀をㄪ㐩するほか㸪フルタイム

で勤務している子ども世代では手に㈇えない

家㸦これもこの子ども世代が母のせ望に応じ

て建てたもの㸧のメンテナンスは㸪↛るべき業

⪅を依㢗して対応するなどしていました。子

ども世代としては⢭一杯の対応でしたが㸪吟

味を㔜ねた商品や㓄慮して㑅んだ業⪅のサー

ビスにも決して‶㊊するということはなく㸪

┤ぐに不‶をゝい❧てて別の商品を次々せ求

したり㸪対応した業⪅に厳しい≀ゝいをする

ことが㔜なりました。そのうち㸪「業⪅を入れ

て㔠でゎ決するなんて」とゝい出し㸪人伝えに

⪺いた地域のボランティア団体が⾜っている

有償ボランティアサービスを「1時㛫ワンコイ

ンで使い放㢟の便利屋」とㄗㄆし㸪㢖⦾に利⏝

するようになりました。しかし㸪業⪅以上に㎞

㎥な対応をし㸪二ゝ┠には「だからボランティ

アは信⏝できない」という⨬倒を⧞り㏉し㸪ボ

ランティア団体も彼女の家に派㐵するスタッ

フを㑅定できない≧態でした。 

介ㆤ保㝤⥲合事業により⮬宅に入るホーム

ヘルパーの役割は㸪「一⥴に家事をすること」

によって⮬❧促㐍・介ㆤ予㜵を┠指すもので

したが㸪彼女はこの㊃旨を不当だと主張し㸪所

定時㛫では到底こなせないような作業㔞をヘ

ルパーにせ求し㸪ヘルパーや事業⪅が⑂弊し

ている≧況でした。≉にコロナ⚝の時期には㸪

支援に入る事業⪅や⮬分が受デする医⒪㛵係

⪅に対し㸪あたかもコロナの感染※のような

差別ⓗⓎゝをする一方で㸪支⤥された≉別⤥

付㔠や Gotoキャンペーンについては「今がチ

ャンス㸟」「⚾が⤒済を回さなくちゃ㸟」と意

気㎸み㸪感染対⟇や周囲への㓄慮もないまま㸪

ほ光地に⧞り出す≧態が⥆きました。 

元気に㣕び回れる≧態ですから㸪当↛⮬❧

≧態と判断され㸪介ㆤ保㝤⥲合事業によるサ

ービスを⤊了することについて㸪子ども世代

を含め事業⪅の㛫では検ウもなされましたが㸪

彼女は「安価で便利なお手伝い」「安いカルチ

ャースクール」とㄆ㆑しているサービスを既

得権┈として決して手放そうとしませんでし

た。地域のアクティビティへの⛣⾜を検ウさ

れるべき時期がコロナ⚝でそうした活動が⮬

⢔≧態となっていたこともあり㸪支援は手ワ

まりの様┦を呈していました。 

こうした彼女に㸪「2㝵にㄡかいる」という

ッえ㸦いわゆる「幻の同居人」と呼ばれる≧㸧㸪

これまで以上の暴ゝ・暴力⾜Ⅽがぢられるよ

うになったのは㸪コロナ感染拡大による最初

の㠀常事態宣ゝがⓎ令された㡭でした。不㐝
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感や不‶が㌟体ⓗな≧として出る方でもあ

り㸪╧╀⸆➼を服⏝していましたが㸪つ定㔞を

㉸える服⸆やアルコールとの併⏝により危㝤

な≧態もぢ受けられたため㸪子ども世代が従

前から㐃携していた彼女のかかりつけ医に┦

ㄯを⾜い㸪本格ⓗな⢭⚄⛉につなげる旨地域

の㛵係ㅖ機㛵との㐃携をより密にしていた折㸪

地域において㆙察が介入するレベルの事態を

彼女が㉳こしたため㸪最⤊ⓗには⢭⚄⛉への

医⒪保ㆤ入㝔に⮳りました。 

彼女が⢭⚄⛉㝔に入㝔後㸪ケアに㛵わり

⥆けた子ども世代が┤㠃したのは㸪子ども世

代にぢつからないように㈓めこまれたまま⭉

敗していた多㔞の㣗品を含む廃棄≀の処⌮と

㏆㞄の感情の⼥和でした。彼女は常々⮬分が

㏆㞄に大きな影㡪力を持っていること㸪交友

㛵係の広さをㄒっていましたが㸪入㝔後不在

となった彼女の家に入る手⣬や␃守␒㟁ヰは㸪

医学ⓗ根拠に乏しい健康グッズの勧ㄏ⛬度で㸪

安否を尋ねる方もいませんでした。入㝔前に

㆙察の介入という事態もありかなり㦁がせて

しまったことにより㸪不在の事情を㏆㞄に子

ども世代がㄝ明した㝿には㸪「彼女のことは何

十年も我慢してきた」というⱞ情を⪺くにい

たりました。子ども世代は彼女が㏆㞄に㏞惑

をかけることを比㍑ⓗ早い段㝵から危惧して

おり㸪定期ⓗに挨拶に回り㸪平⣲のお♩とおル

びを伝えるとともに「何かあれば仔⣽なこと

でも御㐃⤡ください」と伝えてはいました。し

かし㸪彼女が㏆㞄に実㝿に居住している≧態

では「㏫恨みが怖いから何もいえなかった」と

いうことでした。入㝔している≧態でさえ㸪

「今㏙べたことも⤯対本人の⪥に入れないで

ほしい」と念押しをされたといいます。 

子ども世代は㸪⮬分のぶに当たる彼女の支

援に携わることについては㸪報われない思い

が㔜なっていました。≉にコロナ⚝で⮬分た

ちも大変な≧況にある中で㸪⮬分のことばか

りせ求する彼女の姿をぢるにつけ「◁を噛む

ような思い」であったといいます。しかし㸪彼

女のゝⴥとは┦反し実㝿に尋ねてくる人もな

く㸪㏆㞄との㛵係も㠀常に厳しいものだった

という⌧実を▱り㸪彼女は実㝿には㠀常に深

い孤⊂の中にあったことを改めて実感したと

いいます。 

  

2 ♫会ⓗ処方㸦social prescribing㸧 

彼女とその子ども世代に㛵わっていた⚾が

こうしたヰを⫈いてまず思い浮かんだのが㸪

「♫会ⓗ処方㸦social prescribing㸧」という

概念です。これについては令和 2年 1月 22日

のR1.1.22の毎日新⪺朝刊「くらしの明日 ⚾

の♫会保㞀ㄽ」に「♫会ⓗ処方とは㹼⏕きる希

望がく」と㢟して千ⴥ大学予㜵医学センタ

ー㏆⸨克則教授の文❶が掲㍕されていました。

この文❶の概せは下グのとおりです。 

「♫会ⓗ処方」というゝⴥを⪺いたことが

あるだろうか。Ⓩ場の⫼景には㸪1日たばこを

15本吸うことに┦当するほど㸪孤⊂は健康に

悪いなど㸪♫会参加の大切さを♧す▱ぢの

✚がある。それを根拠に孤⊂担当大⮧がⓏ場

したⱥ国を中心に♫会ⓗ処方というゝⴥは広

がった。健康が損なわれた原因が孤⊂であっ

た患⪅さんの場合㸪孤⊂のままなら⸆を処方

しても効果は乏しい。一時の入㝔で回復して

も孤⊂な⎔境に戻せば気持ちは沈んでしまう。

孤❧している患⪅さんに必せなのは㸪♫会参

加できる機会や♫会㛵係だ。だから⸆に代え

て♫会参加や♫会㛵係を処方する。それが♫

会ⓗ処方だ㸦→以後㸪乗客すべてが㞀害⪅と家

族とボランティアという㈚し切り列㌴を活⏝

して旅⾜を実⌧した⏨性とその家族の事例㸪

家族のゝⴥ「⏕きる希望がいてきました」が

⤂介される㸧。⏕きる希望がく㸪そんな♫会

ⓗ処方があるのだ。 

「♫会ⓗ処方」については㸪令和元年∧㧗㱋
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♫会ⓑ書㸦内㛶府㸧中の「トピックス 4㸸イギ

リスの「♫会ⓗ処方」㹼GP㸦一⯡医㸪家庭医㸧

による♫会参加と地域づくりの促㐍㹼」にも

下グのように掲㍕されています。 

イギリス➼ヨーロッパ各国では住民が地域

の GP㸦一⯡医㸪家庭医㸧にⓏ㘓し㸪そこから

検査への⤂介㸪専㛛医への⤂介㸪⸆の処方➼を

得ることが医⒪の基本ⓗ流れとなっている。

日本と同様に海外でも地域で㧗㱋⪅を支える

取⤌が活Ⓨになっており㸪㧗㱋⪅から┦ㄯを

受けた GP が⸆の処方➼医⒪ⓗな処⨨を⾜う

だけではなく㧗㱋⪅が⏕活を取り戻していく

ための手助けとして地域でのボランティア活

動や㐠動サークルの⤂介➼地域活動への参加

を勧める♫会ⓗ処方の取⤌が活Ⓨになってい

る。グレーター・マンチェスター㸦10の⮬治

体の㞟合体である広域⮬治体。人口⣙ 280 万

人㸧の取⤌の 4 つの柱は①⮬分にとって㔜せ

なことに⪥を傾ける㸦本人の┠標㸪動機㸪㛵心㸪

㈨※➼㸪強みに基づいて支援をまとめること

㸻パーソンセンタード・ケアと支援ィ⏬㸧②㈨

※ベースのアプローチ③♫会ⓗ処方④⮬分の

支援を⮬分でデザイン㸪である。㧗㱋⪅の孤❧

や孤⊂は大きな問㢟である。♫会ⓗなつなが

りを持たないことによって㸪㌟体ⓗな健康に

も影㡪を及ぼしているので『⸆を㉸えたゎ決

⟇㸦♫会ⓗ処方㸧』として GPも医⒪以外の地

域支援との橋渡しをする。イギリスでは㸪㧗㱋

化の㐍⾜に伴いコミュニティケアが㔜せとな

ってきている。最㏆は医⒪と♫会ⓗケアとの

境⏺が徐々にはっきりしなくなり方向として

は⤫合ケアに向かっている。大きな㒔市では

GP が♫会ⓗ処方として対㇟⪅をコミュニテ

ィ・グループに⤂介することがよくある。多く

の地域では GP 事務所の中に地域活動を⤂介

する新しい⫋✀の人がいる。また㸪♫会ⓗ処方

によって対㇟⪅を受け入れる側の団体でも活

動の意⩏を⌮ゎし㸪様々な㞀壁㸦⮬信がないこ

とや㸪⛣動の問㢟➼㸧を 1 つずつゎ決してい

く。オランダの⮬治体では問㢟を抱えている

人のために活動するソーシャルヴァイクチー

ム㸦♫会㏆㞄チーム㸧をつくり㸪チームが♫会

ⓗ活動や医⒪につなげる動きをする㸦処方に

よる⚟♴㸧。  

♫会ⓗ処方のホ価と⌧≧については㸪エビ

デンスの✚がさらに必せであり㸪また全国

つ模のネットワークづくりも㔜せなㄢ㢟とな

っているとされている。 

  

このことを⪃えると㸪冒㢌に㏙べた彼女の

事例でも㸪介ㆤ保㝤㛵係⪅や家族が介ㆤ保㝤

事業⪅による⏕活支援から地域のアクティビ

ティに⛣⾜させていこうという⪃え方をされ

ていたことも㸪「♫会ⓗ処方」の一つであった

のだと思われます。 

 しかし彼女は㸪地域で展㛤されているこう

したアクティビティに参加することについて

は断固拒否ⓗでした。こうしたアクティビテ

ィがボランティアや地域住民が㐠営している

ことを伝えられても㸪「ボランティアなんて偽

善⪅」とののしり㸪「㞟めるなら㏦㏄までしっ

かりやりなさいよ」という彼女の持ㄽを展㛤

するだけでした。彼女の⏕活ぶりから㸪勝手▱

ったる⮬宅内で⮬分が思うように指♧をして

ヘルパーによる⏕活支援を受けたり㸪クロー

ズドの場で専㛛家の支援を受けることはⰋく

ても㸪「地域♫会」において地域住民によって

担われるㅖ活動に参加することに対して㸪ま

ず不安があったのだと⪃えられます。地域で

子⫱てをしている以上㸪子ども会や PTAなど

の活動への参加が求められることが多くあり

ますが㸪彼女は⮬分がは子⫱て世代であった

㡭㸪こうした役割については⤯対に引き受け

ず㸪役割を引き受けるぐらいなら我が子を子

ども会から抜けさせるといった強ㄯ判も厭い

ませんでした。⥲じて地域♫会で様々なボラ
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ンティアをしている方々へのぢ方⮬体が㠀常

に㎞㎥であり㸪「⫪書欲しさでやっている」➼

の批判をしてはばからない方でした。「地域や

他人のために⮬分の時㛫と労力を㈝やすこと

に価値をぢい出せない」だけではなく㸪そうし

た活動に従事する方々の気持ちに思いが⮳る

ことはなく㸪支援の場に␃まっている子ども

世代が仕事の傍らボランティア活動に参加し

ていることについても㸪「その分のエネルギー

も㔠も全㒊⚾にちょうだい」と㑊㞴すること

が常だったようです。 

⤖果ⓗに㸪彼女が支援を必せとする❧場に

なった時㸪介ㆤ保㝤など制度としてのサービ

スが導入されましたが㸪地域♫会の⮬主ⓗな

┦互扶助からは₃れてしまう形になりました。

当初は困ったことはないかと声掛けをしてく

ださる方もおられたようですが㸪「恩╔せがま

しく声をかけるぐらいなら㸪㯲ってやれ。それ

ほど♩がゝわれたいのか」と㏫にねじ㎸まれ

るなどして㸪「あの人はプライドが㧗くて㞴し

い」と周囲が㛵われない≧態になってしまっ

ていました。 

 

 㛗々と事例をグ㍕しましたが㸪介ㆤ保㝤⥲

合事業では「支えられる側が一方ⓗに支えら

れるだけではなく㸪支え手として地域♫会に

参加していく」ということを┠指しているも

のと⚾は⪃えていますが㸪「地域♫会に参加し

ていく」ためには㸪「地域♫会に対する信㢗感」

「地域のために役❧ちたいという気持ち」が

まず必せであり㸪彼女のように㸪「地域♫会に

参加することや役割を引き受けることへの拒

否感」が強い方㸪あるいはその意⩏を⌮ゎする

ことが㞴しい方のような場合は㸪下⥺㒊のよ

うなモデルを当↛のように㐺⏝していくこと

は㞴しいのではないかと⚾は⪃えています。

地域住民によって⮬主ⓗに担われるアクティ

ビティへの⛣⾜がうまくいかなかったのもそ

れゆえだと⪃えます。 

子ども世代の方からヲしくヰを⫈く機会が

ありましたが㸪彼女は成⫱㐣⛬において意の

ままにならないことも多く㸪♫会や他⪅に対

する基本ⓗな信㢗感を⫱むことができないま

ま成人された⤒⦋もあった模様です。これは

⚾の推測ですが㸪地域♫会は⮬分を支えてく

れるものというよりは㸪⮬分を⬣かすものだ

という感ぬがあったのかもしれません。㜵御

する気持ちが先手を打って┦手を攻撃し封じ

㎸めるという対人㛵係パターンとなっていた

のかもしれません。 

 ♫会ⓗ処方という⪃え方は㠀常に⣲晴らし

いものであることだとはゝを待ちません。た

だ㸪それを実㊶していくためには㸪「♫会は信

⏝するに値する」「困った時は支援を求めても

よい」ということを㸪▱㆑ではなく感ぬとして

全ての方が持ち得るような♫会を作っていく

必せがあるのだと⪃えています. 

 

3 ⚾が「♫会ⓗ処方」というゝⴥから思い㉳

こした刑事政⟇㛵係の事例 

㧗㱋㸪㞀害というハンディを有し帰るべき

場所がない受刑⪅➼については㸪受刑中から

様々な⚟♴サービスにつなげ㸪帰る場所を☜

保していくような施⟇が平成 21 年度から実

施されています。この施⟇について⚾は様々

な保ㆤほ察所で㛵わってきましたが㸪その中

でも≉に印㇟に残っているケースがあります。 

 彼は最初のㄪ整によって刑事施タ出所後丁

寧な支援を⾜う団体につながることができ㸪

施タからアパートへの⮬❧を果たし㸪各✀支

援につながって 5 年以上再≢なく✜やかに㐣

ごしていました。⢭⚄㞀害に㛗年ⱞしんでき

た⤒⦋もありましたが㸪支援団体が中心とな

って医⒪や日中活動の場につなぎ㸪しっかり

とした服⸆⟶⌮がなされていたため㸪≧は

ずっとⴠち╔いていました。何よりも支援団
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体の創❧⪅との日々のコミュニケーションが

彼の支えになっていました。しかしある時㸪こ

の支援⪅が急に亡くなってしまい㸪彼は大き

なショックを受け㸪⊂りアパートに㛢じこも

る⏕活になってしまいました。毎日会ヰのな

い⏕活の中で孤⊂に⪏えられず㸪「ㄡかとヰし

たい」「仲㛫のいる刑務所に戻りたい」と思い㸪

再≢に⮳りました。刑務所志㢪による再≢で

あり㸪「ㄡにも㏞惑をかけないよう㸪傷つけな

いよう」な≢⨥形態を㑅んだとヰしていまし

た。 

このケースは㸪これまで支援につながった

ことがなかった彼が支援団体の創❧⪅と出会

い㸪その方を㏻して♫会とのつながりを感じ㸪

それが⏕きがいとなっていたということとと

もに㸬この創❧⪅とのつながりだけに依存す

る形となっていたために㸪創❧⪅の急死とい

う出来事が⏕じた時に㸪他の人に㢗ることが

できなかったのです。 

 この事例を㏻じて⪃え方させられたことは㸪

どんなに優れた支援⪅であったとしても㸪い

え㸪その方が「他をもって代えがたい」ほどの

人望や⬟力に恵まれた方であるほど㸪その方

との㛵係性のみで日常⏕活を支えるのではな

く㸪その方との交流で培われた♫会や他⪅へ

の信㢗感を基┙として㸪更に他⪅とのつなが

りを⠏いていくことの㔜せ性です。 

⚾が地域⚟♴の⌧場に出会った 20 代の㡭㸪

いわゆる「小地域⚟♴活動」の実㊶について㸪

「地域は一枚の布」というゝⴥを⾲⌧したゝ

ⴥに出会いました㸦『小地域⚟♴活動』沢⏣清

方⦅ⴭ ミネルヴァ書房 1991㸧。様々な機㛵

や人が㸪それぞれ役割は␗なっていても㸪同じ

┠標に対する共感や活動に㛵する⇕意を⦪横

の⣒にようにして㸪あたかも⧊≀を⧊りあげ

ていくようにする営みがこうしたゝⴥで➃ⓗ

に⾲⌧されていました。また㸪地域に張り巡ら

されるネットワークはできるだけ⣽かく㸪そ

してその⣒は決してドライなものではなくむ

しろ多少ウエットなものとし㸪支援を必せと

している人を柔らかく受け止めるとともに㸪

ネットワークの⥙┠から㞽れⴠちる人がない

ように㸪ということを業務や実㝿に⮬分が参

加した小地域⚟♴活動➼から㏻じて学びまし

た。 

地域ㄢ㢟も個々の人々の困りごとも㸪今は

かなり」㞧なせ⣲を含んでいるものが少なく

ありません。だからこそ㸪✺出した⬟力を持つ

スーパーマン㸯人にゎ決をゆだねるのではな

く㸪専㛛⫋㸪ボランティア㸪地域住民といった

できるだけ多くの人がそこに参加していくの

が望ましいですし㸪そのためには㸪ゎ決を望む

方もそのゎ決のためにひと⫙⬺ごうとする方

たち双方が㸪地域に対する信㢗感を持って⏕

活できることが大前提だと⪃えています 
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᳸強いられるᐯᇌ᳸ 

 少し前のᛅになるが、᧙ிの児ᇜᜱ

施ᚨで、施ᚨᧈが元入所児ᇜにൈされる

という事件が報ᢊされた。その施ᚨᧈは、

ಮ々な形でᅈ会ႎᜱの子どものᐯᇌを

支援されてきた方だとᎥく。そのᓸも

拝ᛠさせていただいた。 

 ᅈ会ႎᜱのᐯᇌのタイミングは、原

則ᲫᲲബである。入所延ᧈをしたとして

もᲬᲪബ、その後、国が新ᚨした事ಅを

利ဇしたとしてもᲬᲬബという制ᨂがᚨ

けられている。 

 ᅈ会ႎᜱを利ဇするということは、

家庭に何らかの事情があり、家庭では安

心してဃできないと判断されている可

Ꮱ性が᭗い。そのため、ᡚ園後に家庭に

戻るというᢠ択Ꮓはないこともあり、家

族を᫂らずにᐯᇌが強いられるというྵ

実がある。 

 家族を᫂れないということが、ኺฎႎ

なᛢ᫆にႺ᩿化させてしまう。ᅈ会ႎ

ᜱからの大学ᡶ学ྙは、一ᑍのそれとൔ

べてಊᇢに低い。学力の問᫆もあるかも

しれないが、一ဪのྸဌは『お』であ

ろう。家族からኺฎႎな援助を受けられ

ない、保ᚰ人がᙸつからないなどಮ々な

ᙲ件がそうさせているのである。奨学

を利ဇしてᡶ学することも想定できるが、

あくまでも借である。その利ဇはᚘဒ

ႎでなければいけない。 

ᡶ学をしなかったとしても、ᅈ会ႎ

ᜱからᐯᇌしたあとにはಮ々な場᩿で困

ᩊをဃむ。冒᪽にいた、ൈ人をཛした

入所児ᇜもಮ々な困ᩊを抱えており、元

いた施ᚨにႻᛩをしていたともᎥいた。

だからといってൈ人がᚩされるわけでは

ない。 

 ᅈ会ႎᜱからのᐯᇌは、孤・孤ᇌ

との戦いである。今までᨼ団ဃをして

いた児ᇜが、年ᱫが到ᢋし、児ᇜではな

くなったというྸဌだけでᐯᇌを強いら

れ、一人らしをしなければならない。

ある施ᚨ出៲の方は、一人らしを始め

たときに、家に帰ると᩺かで不安である

とᚫえた。施ᚨにはዌえ᧓なく子どもや

大人のᛡかがいる。そのため、ཋ᪦がᎥ

こえなくなることはない。その境に慣

れてきたその方は、一人らしという᩺

かな境が不安をᬝりᇌて、孤を感じ

たのである。 

『余地』᳸Ⴛᛩಅ務をಏしむ方ඥ 1Ჭ᳸ 
Ჶ一のハガキᲸ 

ன൶ 太ஒ 
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 今回は、『ጟがる力』にໜを当ててい

きたい。報ᢊの件について、ཛፕという

形ではなく、ᢘ切な方ඥでጟがっておけ

たらᑣかったのにと心から思う。その施

ᚨで働いておられる方も念でならない

だろう。亡くなられた施ᚨᧈのご冥ᅦを

おᅌりします。 

 

᳸対人援助Ꮀの᭽力᳸ 

 ᲫᲲബをឬえ、施ᚨをᡚ所してしまう

と、その児ᇜと児ᇜႻᛩ所のඥႎな᧙わ

りはኳわってしまう。アフターケアとい

うᚕᓶはあるものの、実ᨥのಅ務にኵみ

ᡂまれることはなく、個人として᧙わる

ということがほとんどである。 

 施ᚨ側はというと、アフターケアとい

う形で、新しいဃがᢊに乗っている

のか、困っていることはないのかなど後

ᡙいをすることはあると思うが、これも

他のಅ務と並ᘍしてᘍわれるものであり、

Ⴛ手に拒否されることがあるとᡲዂがᡦ

ዌえてしまうことも容易に想像がつく。 

 制度として整っておらず、予ምも人も

ないཞ態である。そうなると、個人と個

人の᧙係に委ねられることになるが、人

事ီ動などあるとᡲዂが取れなくなる可

Ꮱ性出てくるし、プライベートの時᧓を

割くことに対して、個人情報などのᚇໜ

からも、批判がဃまれるᙲ因になりかね

ない。 

 公務員というᇌ場上、ಅ務上ჷり得た

情報を・・・というᚕᓶが᪽をよぎる。

また、Ⴘの前の仕事で手がいっぱい・・・。

当事ᎍにこのことが伝わってしまうと余

ᚘにႆ信ができなくなるということにな

ってしまう。施ᚨでᧈくဃしていた当

事ᎍこそが、その境で働くᎰ員の忙し

さをᛡよりもჷっているのである。 

とあるᄂ修で、ᜒ師の方が、子どもが

施ᚨから出るときに、ᐯ៲のᡲዂ先を子

どもに伝え、困ったときは、いつでもᩓ

ᛅをしてくるようにと伝えているという

ᛅをᎥいた。実ᨥに子どもから「困った」

とႻᛩがあり、ಅ務としてᩉれたあとも

「ጟがっている」のである。 

 対人援助Ꮀは、人と人とをጟげる仕事

である。また人と人がጟがっていくこと

に᭽力がある。年ᱫや制度だけをྸဌに

して、今まで培ってきたものを、ᅶは切

ることはできなかった。その「ጟがり」

をዜ持しようとൿ断したときに、そのこ

とがこの仕事をዓけることの原動力とし

て作ဇし始めた。今では、このጟがりを

大切にしている。 

 

᳸孤にさせないためのおራ介᳸ 

 ᅈ会ႎᜱからのᐯᇌは、『孤ᇌ・孤』

との戦いだといた。これは、あくまで

も当事ᎍではないᅶが、外からᙸた想像

である。実ᨥに、そのように感じている

かどうかはわからない。 

 実ᨥに孤ᇌしている人᧓は、『孤ᇌして

いる』とはᚫえにくい。しかし、いつで

も、何かをႆ信できるだけの᧙係やነ口
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はസしておきたい。そんなことをᎋえな

がら、ᐯᇌのサポートをする中で、ᅶが

取り入れたのが「ハガキ」である。ᅶは、

担当している子どもに対して、年ཞや

中ᙸᑈいをくようにしている。 

 年ཞは日ஜの፼の 1 つである。1

年に 1 度、お世ᛅになった方に、新年の

ご挨拶を兼ねて、ハガキをᡛる・・・。

それが年ཞである。きっかけは、以前、

出会った子どもが、年ཞにある「お年

ྚ抽ᢠ」をჷらないということにᭃいた

ことである。ᄩかに、携帯ᩓᛅの普及に

より、年ཞをくという፼慣は廃れて

きているのかもჷれない。しかし、年

ཞをかないにしても、多くの人がჷっ

ているであろうことについては、大人に

なる前に、キチンとჷっておいてഒしい

と思った。「お年ྚ」抽ᢠで、当たるわけ

がないのに、当たったかなᲹと新Ꭵをᙸ

るという体᬴をჷってほしいと思った。 

 後、時を同じくして、担当している

子どもがᣁ便局で働くことになった。ᣁ

便局では、一時問᫆になり、今は、ど

うかわからないが、ᅈ員に対して、年

ཞの「ノルマ」があるのである。少しで

も協力をしようと思い、年ཞをᝰい始

めたこともきっかけの一つである。 

そんなことをきっかけに始めた年ཞ

であるが、ᐯ分ᐯ៲にも大きな変化をឪ

こすことになった。 

 

᳸ᡲዓ性をᄩ保᳸ 

 以前のマガジンで、この世မは、「不ᡲ

ዓのᡲዓ」であるといた。実ᨥに、ル

ーティーンのಅ務があることはあるが、

ほとんどが、ᆳႆႎな事ᝋによるಅ務で

ある。そうなると、ᐯ៲のᡲዓ性を保つ

ことが困ᩊになってしまう。また、普െ

のಅ務にኳわれてしまい、ႆ信のない子

どもや、問᫆のឪこさない子どもが取り

സされてしまうことになる。問᫆をឪこ

す子どもというのは、ある意味、ႆ信す

る力を持っているともᚕえる。問᫆をឪ

こし、大人が᧙わることで、孤になる

ことは回ᢤされやすい。一方で、問᫆を

ឪこさない子どもは、大人の介入がถる

ことにもጟがり、孤になってしまう可

Ꮱ性をᅼめている。 

 年ཞという、1年に 1度、ᡲዂを取

るᘐをᄩ保することで、ᐯ分ᐯ៲にឪき

ている「多忙」をᚕいᚪにせず、担当を

している子どもに思いをはせるきっかけ

になった。そうして、事年ཞが届く

ことで、子どもがまずは変わらない場所

でဃきていることを教えてくれる。一

のハガキかもしれないが、そのことで一

方ႎにጟがっている。これは、ᐯ己ឱ

であることも承ჷしている。なんという

おራ介な援助ᎍなのであろうか。しかし、

ᅶにとっては、ዒዓしてきたことのኽௐ

であり、成ௐであり、何ཋにも代えられ

ない。そしてそのことは、対人援助をዓ

ける原動力になっている。 
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᳸主体ႎに᧙わる᳸ 

 施ᚨでဃをしている᧓は、Ꮀ員もᆢ

ಊႎに᧙わることが出ஹる。しかし、ᐯ

ᇌという名の元でᡚ園をしてしまうと、

その᧙係性は大きく変わってしまう。ア

フターケアというಒ念はあることにはあ

る。そのことを体ኒ化して実施可Ꮱな施

ᚨはどのᆉ度あるのだろうか。仮にあっ

たとしても、᧙係のあるᎰ員がᡚᎰをし

てしまうとᡦᇢにᄊዧしてしまう。 

 実ᨥに数多くの施ᚨをᡚ園する多くの

児ᇜをᙸてきたが、やはり予後がᑣいと

感じるのは、在園中に培われた大人との

᧙係がそのままዜ持されていることであ

る。ᚃを᫂ることは出ஹなかったかもし

れないが、施ᚨᎰ員を᫂りながら、ဃ

をዜ持している。そこには、主体ႎに᧙

わるᎰ員の姿が存在する。ᅶがჷってい

るだけでも、施ᚨをᡚ所した元児ᇜと、

その施ᚨをᡚᎰした元Ꮀ員が個人ႎにጟ

がっているという例がᙐ数ある。お互い

のᝧ任と希ஓのር့で、主体ႎにጟがる

ことが可Ꮱであり、ಮ々な制ኖからはᚐ

放されている。一度ጟがったものは、ቇ

単には放ూできないものであろう。 

 そのこととൔべると、ᅶᐯ៲の᧙わり

は、おራ介であることやᐯ己ឱである。

しかし、何かの役にᇌつときがஹるかも

しれないと思い・・・というよりかは、

ᐯ分がやりたくてしていることなので、

このおራ介はこれからもዓけていくだろ

う。 
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統合失調症を患う母と生きる子どもᲢ番外編③Უ 

夫が専業主夫になりました。 

松岡 園子 

 

※今号はいつものテーマとは違う内容ですが、今、いちばん書きたいことにお付き合いくだ

さい。 

 

ᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤᲤ 

 

 

昨年の年末、急に夫から会社を退職するつもりだという話をききました。 

しばらく働くつもりはないとのこと。 

20年以上務めた会社を辞めるということは、よっぽどのことがあったのでし

ょう。今度は私が家計を支える番ね、と役割交代をすることになりました。 

 

家のことを気にせず仕事だけができるということに、正直ワクワクしました。 

「さて、何をしよう……Ჹ」 

 

正社員のお仕事も考えましたが、続けているオンラインでの塾のお仕事も、趣

味のダンスも続けたいとなると、時間に自由のきくお仕事の方が良さそうです。 

 

せっかくするなら、やってみたかったお仕事をしようと思い、結局、私が選ん

だのは、軽トラックで荷物を運ぶ運送のお仕事です。会社とは業務委託契約で仕

事を請け負う働き方です。 

 

運転が大好きですし、体を動かすこと、接客も大好き。私にはピッタリのお仕

事です。トラックの中からオンラインでの塾もできますし、運転の合間にダンス

レッスンにも行くこともできます。365日働きたいと思えば、それもまた可能

です。 

 

自由で、なんて幸せὣ 
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荷物を届けるということは、荷主さんの思いも一緒に届けることだと思いま

す。時間に追われることも多いですが、「心を込めて届ける」ことをいつも忘れ

ないように、お仕事をしています。 

お店へ商品の納品、宅配、どちらも荷物の大小にかかわらず、それぞれ思いの

こもった大切な荷物です。 

 

荷物を運ぶために、色々な地方へ行くことができᲢ全国どこへでも……Მで

すᲣ、「緊急で届けてほしい」というお客様には、届けることで喜んでいただける

のが嬉しいです。 

宅配は一人一人のお客様と接しながらお届けできるので、それもまた楽しん

でいます。 

 

家の方はというと、ここ 2 カ月前後、夫に任せっぱなしです。私はほとんど

家にいることがありません。 

料理も掃除も子どもたちの用事も、慣れないながらも頑張ってしてくれてい

るようです。 

 

「こんな形の家があっても面白いんじゃないかな」、と夫が思ってくれれば良

いなと思います。働くことに少し疲れた様子の夫ですから、ゆっくり過ごすこと

ができれば、また違った生活スタイルにも慣れてくると思います。 

 

子どもたちも洗濯物を取り込んだり、お風呂掃除をしたりと、家の用事をすす

んでしてくれているようですᲢ直接には見る時間がありませんが、気配でわかり

ますᲣ。 

 

 

私はとにかく今日もトラックで走ります……Მ 
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大小、数に関わらず、運ぶ荷物のご用命がありましたら、ぜひご相談ください

ね。大切に運ばせていただきますὣ 

小さいものは書類 1枚から、「今日の午後着で」という緊急のご要望にも対応

しています。 

 

 

↓ メールをいただきましたら、内容を確認して返信させていただきます。 

 

matsuoka-sonoko@outlook.com 

 

 

 

今号は近況報告になってしまいましたことをお許しください。 
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第㸯㸰回 「生体⫢移植ドナーをめぐる物ㄒ」 

―― ⾡後合併症のため失⫋、あらたな⫋を求めて ―― 

一宮茂子 

はじめに 

本✏では、⮚器を提供する人をドナー、⮚器をもらう人をレシピエントと⾲グしていま

す。対人援助マガジン➨ 34号 337-341㡫の「分析モデル」の図とそのゎㄝで⤂介しました

ように⏕体⫢⛣植⒪は、「ファクター」「アクター」「タイム」が、同時㐍⾜で」㞧に⤡み

合って┦互作⏝を及ぼします㹙一宮 2018.9㹛。分析モデルは本✏の最⤊㡫に再掲していま

すので参↷してください。  

今回の事例は、⛣植前にㄡがドナーになるのかをめぐって患⪅、家族、ぶ族㛫ⴱ⸨があ

り家族ダイナミクスが⏕じました。ドナーは⾡後合併のため㛗期㛫の入㝔となり、⤖果

ⓗにゎ㞠されました。このように家族が、㌟体ⓗ、心⌮ⓗ、♫会ⓗに危機ⓗな≧ἣにあっ

ても、ドナーは常にポジティブに⪃えて対応し、家族が元の⏕άを取り戻した≀ㄒです。 

1 事ງஂ 

妻であるユキさん㸦仮名㸸40歳代㸧は、夫㸦40歳代㸧と未成年の子ども 2人の 4人家族

です。夫婦は共働きでした。夫は B 型⫢⅖の⫢⮚のため地元㝔で定期ⓗに検査や⒪

を受けながら 20年㛫、外来㏻㝔や入㝔⒪を⧞り㏉してきました。その㛫に㣗㐨㟼⬦⒗が

◚して吐⾑したこともありました。さらに⭡Ỉもたまっていました。夫の余命は 1 年半

でした。夫はあるときの検査で、⫢⮚がんが手⾡できないほどに大きくなっていたことが

分かりました。その後セカンドオピニオンで得た情報は、残された⒪ἲとして⫢⛣植を

勧められたのです。この≧ἣで⛣植が可⬟な⌮⏤は、⫢◳変がそれほど㐍んでおらず、⫢

⮚のがん⣽⬊だけが大きいという≧ἣだったためです。 

2 生体ຩの્ඉ 

⏕体⫢⛣植⒪の≉徴は、対人援助マガジンで何度も㌿グしてきましたが、㔜せな内容

ですので本✏でも提♧します。対人援助マガジン➨ 33号 352㡫で⤂介しましたように、⏕

体⫢⛣植⒪には 8つの≉徴があります。それは、(1)代替⒪ἲがない、(2)⛣植をしなけれ

ば患⪅は死亡する、(3)⏕体ドナーが必㡲、(4)⏕きた人㛫の㌟体の一㒊が医⒪㈨※となる㹙安

⸨ 2002㹛、(5)他⪅には依㢗しにくい、(6)ドナーの㈇担や≛≅は㔠㖹や時㛫で分㓄できない、

(7)ドナーはㄡかひとりが全㠃ⓗに担うしかない、(8)時㛫ⓗ制⣙がある、ということです㹙一
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宮 2016㹛。 

このような⏕体ドナーを必㡲とする⏕体⛣植は、患⪅を助けるために、⏕きている人に

本来は必せでない⫢⮚の一㒊を摘出するというドナー手⾡によって≛≅と㈇担を強いるこ

とから残㓞な⒪だともゝえます。かといって何もしなければ患⪅が亡くなるのは☜実で

す。家族によっては、⛣植⒪があることを▱りながら何もしないで弱っていく患⪅をた

だぢまもるだけ、という場合もあると思われます。しかしユキさんは、⏕体⫢⛣植で夫を

救える可⬟性を▱り得たからには、何もしないでぢまもるだけという㑅択⫥は後悔すると

受けとめたのです。 

3 ドナーはどのように決まっていったのか？ 

夫はⱝいころから B 型⫢⅖のキャリアであり、≧が㐍んで慢性⫢⅖から⫢◳変、⫢⮚

がんになっていった事例です。そのため地元㝔で定期ⓗな検査や⒪を受けていたこと

はすでに⤂介しました。当時の夫は半年に 1回の CT検査㸦コンピュータ断層撮影㸧を受け

ていたのです。あるときユキさんは、CTよりも⤖果が早く分かるエコー検査を希望しまし

たが、主医には取り合ってもらえず、従来㏻りの検査となりました。その⤖果、⫢⮚の

「がんが大きくてどうしようもない」≧態になっていたことがわかったのです。当時のユ

キさんは主医と大喧嘩したそうです。その時の心情を❚うと「正┤いって㸦主医に㸧

ムカッとしました。だからゝったじゃないですか㸟と」。ユキさんのこの心情はよく分かり

ます。このような≧態になればㄡでも同じような思いをするのではないでしょうか。しか

し、ユキさんはネガティブな感情を引きずらず、夫の命を助けることを➨一に⪃えてセカ

ンドオピニオンとして他㝔へ┦ㄯに⾜くというポジティブな対応をしたのです。 

3-1 余命告知 

さらにユキさん夫妻は「⫢⮚の友の会」に入っていたことから、医⒪㛵係⪅や⫢⮚

患⪅や家族などの人たちからⰍ々な情報をえる機会がありました。情報収㞟の⤖果、「どこ

の㝔に問い合わせてもこの≧態での⒪ἲは…ない」とゝわれたのです。一方、ある医

師から「どうしようもない≧ἣだけれども⛣植をしている㝔がある」という情報も得た

のです。その当時の夫の余命は 1 年となっていました。ユキさんは夫に余命告▱が必せと

⪃えていましたが、当時の主医は「患⪅はまだⱝい」ため告▱には反対でした。そのた

め夫には 1年くらい名を内密にしていたのです。 

3-2 新たな治療として移植に㉃ける 

しかし、⛣植となると⬻死⛣植は㡰␒も時期も不明なため、⏕体⛣植を㑅択せざるをえ

ず、⏕体ドナーが必㡲となります。その⒪を受けるならば、やはり余命告▱は不可欠で

す。最⤊ⓗに主医はユキさんに同意して夫に余命告▱をしました。ユキさんのㄒりから

えた当時の夫の心情は、周囲の様子からすでに名を察していて「99㸣はっていたけど、

あとの 1㸣に㉃けていた…1年くらい㸦何も㸧ゝわれない時期が㎞かった…㸦最⤊ⓗに㸧ゝ
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ってもらってⰋかった」と夫なりにⱞ悩しながら受けとめていたことがわかりました。 

ユキさん⮬㌟も何の手❧てもなく余命告▱に㈶成したわけではなく、⏕体⫢⛣植という

「前向きな⒪ἲがぢつかったから…⛣植に㉃けよう」とポジティブに受けとめて夫も⮬

分も互いに励ましていることがうかがえました。 

3-3 ドナーの倫理的条件 

ドナーの倫⌮ⓗ条件はこれまでに何度もグ㏙してきましたが、㔜せであることから本✏

でも取り上げておきます。Y㝔は 1990年から⏕体⫢⛣植が始まりました。当初はぶから

⫹㐨㛢㙐の子へ⾑族 1 ぶ➼㛫の⛣植がほとんどでした。その後、成功事例数の増加とと

もにドナーの⠊囲は拡大していきました。成人事例が増加すると成人の子からぶへの⾑族 1

ぶ➼㛫、きょうだい㛫の⾑族 2 ぶ➼㛫、さらに∗ぶ、母ぶ、子ども、きょうだい、おじ、

おば、⏚、姪の⾑族 3 ぶ➼㛫および㓄偶⪅㛫へと拡大しましたが、ここには姻族㸦㓄偶⪅

方のぶ族㸧は含まれていません。 

さらにドナー年㱋は 20 歳以上 60 歳未‶を原則としていました。しかし、当時は⛣植施

タによってドナーの年㱋の⠊囲やぶ➼のつ定⠊囲は␗なっていたのです。 

日本⛣植学会倫⌮指㔪は 1994年より施⾜されていましたが㹙日本⛣植学会 web㹛、その

後必せに応じて改正されています。以下は⏕体⮚器⛣植のドナーについて、その内容を一

㒊抜⢋したものです。 

ドナー対㇟⪅は「ぶ族に㝈定する」とし㸦ὀ1㸧、「ぶ族とは 6ぶ➼内の⾑族、㓄偶⪅と 3ぶ

➼内の姻族である。ぶ族にヱ当しない場合においては㸦他人でもドナーになれるという意

味㸧、当ヱ医⒪機㛵の倫⌮委員会において、例ごとに個別に承ㄆを受けるものとする。そ

の㝿に␃意すべきⅬとしては、有償提供の回㑊⟇、任意性の担保などである。さらに、事

前に日本⛣植学会倫⌮委員会に意ぢをồめなければならない」となっています。そして、

提供は本人の⮬Ⓨⓗ意思であり、報㓘を┠ⓗとしないこと。提供意思が他⪅からの強制で

はないことを⢭⚄⛉医などの➨三⪅が☜ㄆすること。また☜ㄆしたことをデ⒪㘓にグ㘓し

公ⓗド明書の写しをῧ付することになりました。 

当時のY㝔のドナーの倫⌮ⓗ条件からみたユキさんの夫のドナー候⿵⪅は、原則として

⾑族3ぶ➼以内あるいは㓄偶⪅でした。したがって夫のドナー候⿵⪅は、⾑族1ぶ➼の未成

年の子どもを㝖く夫の母ぶ、⾑族2ぶ➼の夫のきょうだいである姉と弟と㓄偶⪅であるユキ

さんの4名となります。 

3-4 ドナーの医学的条件 

医学ⓗ条件とは、ドナーとしての㐺応可否にかんする医学ⓗどⅬからぢた条件です。そ

れは、健康≧態、年㱋、⾑ᾮ型、体格、感染の有↓、⤌⧊㐺合性などです。⾑ᾮ型はレ

シピエントと一⮴しているか、㐺合とよばれる問㢟の少ない⤌み合わせが望ましいとされ

 
㸦ὀ1㸧 ぶ族とは民ἲ➨ 725条に‽じている。 
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ています㸦ὀ2㸧。もちろん⾑ᾮ型が全く␗なる不㐺合⛣植も可⬟です。当時の Y 㝔は≉別

な処⨨や⸆剤を使⏝して⾑ᾮ型不㐺合⛣植も⾜っていました㸦ὀ3㸧。この場合、⛣植後の㉸急

性の拒⤯反応が㉳こる可⬟性があります。その拒⤯反応を抑えるために大㔞の免抑制剤

を使⏝することから感染を合併しやすいといわれています㹙Ụ川・上本 2007㹛。  

ドナーの⫢⮚は、⏬像デ断㸦CT検査㸧によりその大きさが予め把握できるとされており、

成人㛫⛣植の場合は、患⪅と同じくらいの体格の人が提供すると、⛣植⫢⮚の大きさとし

ては㐺しているとされています㹙⏣中┘修㸪2004: 9㹛。 

このような医学ⓗ条件をこの事例に反映すると次のようになります。(1) ドナー年㱋は、

母ぶは㧗㱋のためドナー不㐺応ですが、ユキさんも夫のきょうだいも年㱋ⓗには問㢟あり

ません。(2)ドナー候⿵⪅は体格差による⫢⮚の大きさにも問㢟はありません。(3)⾑ᾮ型は

一⮴している方が⾡後⤒㐣は㡰ㄪなのですが、全く⾑ᾮ型があわない場合でも⛣植は可⬟

です。ただし≉別な処⨨や⸆剤の投与が必せになります。この事例では、ユキさんの⾑ᾮ

型は O型、夫は A型で␗なっています。しかし、O型から A型への⛣植は㐺合⛣植といっ

て問㢟が少ない⤌み合わせのため⛣植は可⬟です。 

3-5 ジェンダーつ範 

 ドナーには倫⌮ⓗ条件や医学ⓗ条件以外にもつ⠊があります。それは対人援助マガジン

➨ 37号 235㡫で⤂介しましたジェンダーつ⠊と 3.4⠇の家族つ⠊です㹙一宮 2019.6㹛。 

ジェンダーつ⠊とは、Ụ原⏤⨾子㹙2001㹛の「ジェンダー⛛序」のㄽ⪃を参⪃にして定

⩏しました。「ジェンダー⛛序」には、「≧ἣ」や「♫会ⓗ場㠃」のいかんを問わず、「性別

カテゴリー」と一定の「⾜動」「ά動」を⤖びつけるパターンがあります。その⛛序の成❧

は「性別分業」と「␗性愛」からなります。「性別分業」とは「⏨はά動の主体」、「女は他

⪅のά動を手助けする存在」という位⨨づけです。「␗性愛」とは「⏨は性ⓗ欲望の主体」、

「女は性ⓗ欲望の対㇟」として両性㛫の㠀対↷ⓗな力が㔜せな構㐀≉性をもつと㏙べてい

ます。このㄝ明を参⪃に、ジェンダーつ⠊とは、女性は他⪅のサポート役、⏨性はά動主

体であり、女性を性ⓗ対㇟とするような権力があることを指しています。具体ⓗには 3.5⠇

のユキさんのㄒりにぢられます。それは「弟さんは⮬営業で、∗ぶが亡くなって早く後を

⥅いでいる…だから弟さんにドナーになってもらうのは悪い」「お婆ちゃんがダメだったら

⚾しかいない」などです。 

3-6 家族つ範 

 家族つ⠊とは、家族としての㈐任を意味しており、家庭内の地位、就労の有↓、収入の

有↓、ライフステージ、⥆柄などがかかわっています。さらに家族つ⠊には優先㡰位があ

 
㸦ὀ2㸧 具体ⓗにはドナーの⾑ᾮ型が O型→レシピエントの⾑ᾮ型が A/B/AB型、A/B/O型→AB型の⛣植です。 
㸦ὀ3㸧 ⾑ᾮ型不㐺合⛣植とは、㍺⾑できない⾑ᾮ型の⤌み合わせの⛣植です。具体ⓗにはドナーからレシピエントへの

⾑ᾮ型が A/B/AB型→O型、A型→B型、B型→A型、AB型→A/B/O型の⛣植です。㏆年の⾑ᾮ型不㐺合⛣植
は、その後の㐍歩により⤒㦂をつんだ施タでの成人例の成功⋡が 80㸣にたっしているので⚗忌にはならない
とされています㹙Ụ川・上本 2007㹛。 
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り、出⏕の㡰位、ぶ➼㛵係上の㏆さ、傍⣔より┤⣔家族が優先するという㡰位があります。 

⫢⮚の一㒊を提供するドナー手⾡は大手⾡であるうえに、ドナーには何のメリットもあ

りません。万が一の事態で亡くなる可⬟性もゼロではありません。だからこそ、家族以外

のㄡかには依㢗しにくい心情であったと推察されます。このようなリスクを承▱でドナー

になるということは、ドナーの⮬Ⓨⓗ意思によって引き受けることがとても㔜せです。さ

らに次⠇のユキさんのㄒりに「家庭のことは家庭でゎỴしたい」「何かあったら一⏕㈇い

┠を感じないといけない」というㄒりからは、家族つ⠊がぢてとれます。 

3-7 否応なく移植問㢟に巻きこまれる患⪅・家族・ぶ族 

2❶の「⏕体⫢⛣植⒪の≉徴」で㏙べましたように、ドナーには何のメリットもない⫢

⮚の一㒊切㝖⾡は、≛≅と㈇担をともないます。万が一の事態となれば取り㏉しがつきま

せん。そのためドナーとしての意思は一⯡ⓗには「余儀なく助けないわけにはいかない」

というᾘ極ⓗな意思になりがちです。 

㸱-㸵-㸯 2つの家族がかかわるとドナー探しは」㞧 

この事例では、残された⒪ἲとして⏕体⫢⛣植が俎上に㍕ったとき、ユキさんは思わ

ず「ドナーは⚾でもいいのでしょうか」と医師に尋ねています。夫を助けたい一心から出

たゝⴥですが、のちに冷㟼になって実の両ぶに┦ㄯしたところ「おまえがならなくても、

婿のほうにもきょうだいがいるじゃないか」とアドバイスを受けたとㄒっています。その

⤖果、⩏姉からは「⚾も弟も⫢⮚が悪いのよ」とドナー検査を受けない前から「それはで

きない」と拒否されたそうです。夫の姉も弟も B 型⫢⅖のキャリアだったのです。キャリ

アでもドナーになる人はいますが、レシピエントの⾡後⤒㐣は悪く⫢⅖が再Ⓨすることも

あります。 

対人援助マガジン 43号で⤂介しました事例は、夫から妻への夫婦㛫⛣植ですが、妻方の

⏚たちから⮬Ⓨⓗなドナーの⏦し出がありました。しかし、このときの夫はすべて断って

います。それは万が一の事態になれば㈐任を㈇えないという家族つ⠊が強く作⏝した⤖果

でした。今回の事例では、以下のようにユキさん⮬㌟が夫方ぶ族にドナーのヰをもちかけ

ています。 

ユキさん㸸「主人の母は『⚾でよかったら』とゝってくれて…㸦夫方㸧ぶ族で検

ウしてもらったけれど、⩏母は㸦㧗㱋で㸧年㱋ⓗに↓⌮…弟さんは⮬営業で、∗

ぶが亡くなって早く後を⥅いでいる…だから弟さんにドナーになってもらうのは

悪いな、というのが⚾⮬㌟にあった…お婆ちゃん㸦⩏母㸧がダメだったら⚾しか

いないな、と⪃えていました。それと家庭のことは家庭でゎỴしたいと思って…

ここで何かあったら一⏕㈇い┠を感じないといけないと思っていました」 

⏕体⫢⛣植について最初に情報を得たのはユキさんでした。ドナーの┦ㄯを夫方ぶ族に

持ちかけたのもユキさんでした。その⤖果、ユキさんは、⩏母と⩏弟のドナーとしての⏦
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し出を「ゝってくれた」と受動ⓗにとらえていました。夫のために⩏母や⩏弟がドナーに

なってくれるということは、ユキさんにとって、いっけん夫方ぶ族で検ウしてもらったよ

うにぢえたとしても、ユキさんがドナーを依㢗した形として⌧れています。 

㸱-㸵-㸰 ドナーをめぐるぶ族㛫ⴱ⸨ 

家族はレシピエントの救命がゼロではないという可⬟性を信じたからこそ「㉃け」とし

て⛣植に⮫んでいますが、ドナーの安全性は100㸣保㞀されているわけではありません。

2003年、国内で初めてドナーが亡くなりました㹙日本⫢⛣植◊✲会ドナー安全対⟇委員会 

2004㹛。それまでは「国内で亡くなったドナーはいない」という⛣植医のゝⴥを、何より

も心の支えにしていた多くのドナーを⚾は⮫床⌧場でぢてきました。 

この事例の⩏母は㧗㱋のため医学ⓗにドナー不㐺応でした。⩏弟は亡∗の㊧を⥅いで家

ィ支持⪅となり、扶㣴している妻子がいました。そのためユキさんの「何かあったら」と

いうㄒりの文⬦には、⩏弟に「ドナーになってもらう」場合、万が一、⩏弟が⾡後合併

によって♫会復帰不⬟とか、あるいは亡くなるという最悪の事態がもたらすὴ⏕ⓗな揉め

事の可⬟性や、その後の⩏弟家族の保㞀や扶㣴までの⪃慮が必せとなります。そうなると

ユキさん家族にはとうてい手に㈇えない≧ἣが予 され、ドナーとなる⩏弟とその家族に

たいして㈐任が㈇えないことを意味していたと思われます。 

さらにㄡがドナーになるのか、ドナーỴ定をめぐって夫の母ぶとユキさんの∗ぶが「ゴ

チャゴチャ」になるほどのㄵいになったときの≧ἣを、ユキさんは次のようにㄒっていま

す。「夫の母ぶがἽいて『ユキさん、ドナーにならなくてもいいから…㑇伝ⓗなものとか、

お⏘のときの感染かもしれないし、⮬分とこの問㢟だから』とゝわれた」そうです。この

ㄒりの意味は、母ぶから⏕まれた子どもたちが全員 B 型⫢⅖のキャリアだったことから、

子どもたちはお⏘のときに母ぶから感染したいがあることを意味しています。さらに、

このときの夫の母ぶは、暗㯲に⛣植はしなくていいとゝっていたのです。⩏母は㧗㱋の

ためドナーになれないし、そうかといって㧗㢠の医⒪㈝の支援もできないため、嫁である

ユキさんにドナーになって息子を助けてほしいとはいえなかったのだと思われます。 

㸱-㸵-㸱 ユキさん⮬㌟がドナーになることにⴱ⸨ 

ユキさんはやりきれないẼ持ちになって夫とよく喧嘩したそうです。夫は「⛣植㸦手⾡㸧

しなくても、このまま⮬↛死でいいよ」と⮬ら⛣植を希望しなかった、とゝうよりも、希

望したくても口外すること⮬体が他⪅への圧力となるため、できなかった、と思われます。

しかし㛗年の夫婦⏕άからユキさんは、できうるものなら夫は⛣植を望んでいることを敏

感に感じ取っていたのです。夫のゝⴥを⪺いたユキさんは以下のように⮬問⮬⟅していた

ことをㄒっています。 

ユキさん㸸「主人が║の前で日に日に弱っていく≧ἣをぢていられないだろうと思

った…その㸦⛣植㸧⒪を▱った以上はそれに㉃けざるを得ないし。主人もそこ

㸦⛣植㸧までしてくれなくてもとゝったけど、どっちをとろうかと☜かに⚾も⪃
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えた時期があったけど後悔すると思うし、最後までよう┳取らないと。もし⛣植

して㸦夫が㸧亡くなっても、⌧時Ⅼで最善のことをしたからと周囲のものも⚾も

主人も⣡得する…」 

こうしてユキさんは毎日、揺れ動く心とⴱ⸨しながら 1 ヶ月㛫㐁巡した⤖果、夫のドナ

ーになることを⮬己⣡得したうえでỴ断したのです。 

㸱-㸵-㸲 ユキさんの父ぶは夫方ぶ族に㔠㖹をせ求 

しかし、ユキさんの∗ぶは「キリスト教の『㋃み⤮』にお前がかけられているようなも

のだ」とドナーになることに反対だったのです。それは、嫁いだ娘をドナーとして傷つけ

たくないという∗ぶの心情の⌧れだと思います。さらにユキさんの∗ぶは「⚾たちは娘を

ドナーとして提供した。だから婿の㌟内からは、はっきりいって㔠を出してほしい」と⏦

し出たのです。2004年まで⫢⮚がんの成人の⛣植には保㝤が㐺⏝されていなかったため⣙

1000万円の㧗㢠の⒪㈝が必せだったのです。 

ユキさん夫妻は家のローンの支払いと㧗㢠の医⒪㈝と息子たちの学㈝にと、⤒῭ⓗにⱞ

しかったのです。しかし、夫の㌟内からは僅かなぢ⯙㔠をもらっただけだったそうです。

ユキさんの❧ち位⨨からぢると、そのぢ⯙㔠は↝け▼にỈのようで心は‶たされなかった

ようです。この事例以外にも「娘はドナーにするために嫁にやったのではない」というぶ

がいました。あるいはドナーになった代償としてドナー名⩏であらたに医⒪保㝤を⏦ㄳし、

契⣙㔠を全㢠㈇担したレシピエント家族もいました。このようにドナーになる対価として

㔠品をせồしたり手Ώしたりすることは明らかに倫⌮㐪反です。しかし、当事⪅家族は医

⒪⪅にはぢえないところで実㝿に⾜っていたのです。このような出来事はị山の一ゅだと

思われます。 

㸱-㸵-㸳 結局、ドナーは㏆ぶ家族から 

ドナーの≛≅と㈇担は大きなものです。そのため最⤊ⓗにドナーとなるのはレシピエン

トにもっとも㏆しい┤⣔の家族員になることが多いといえます。ただし同一家族員なら最

悪の事態になっても㈐任が㈇えるということを意味しているのかというと、そうではない

はずです。一応⮬分たちと共に居住している家族が、ドナーの極めて大きな手⾡侵くを承

▱のうえで意思Ỵ定をした場合、その後に最悪の事態が㉳こったとしても、その家族が大

きなⱞ悩や悲哀をいだいたとしても、その家族内で⮬己完⤖するものとみなしているとい

えます。 

しかし、それ以外のたとえばきょうだいがドナーとなった場合の㓄偶⪅や子どもにたい

しては㈐任を㈇えないとみなし、また、そういったことを承▱のうえで依㢗することは当

事⪅⮬㌟が困㞴とみなしているため、⤖局、傍⣔の⾑⦕の㐲い人は㑅択されず、┤⣔の家

族から㑅択するという家族つ⠊に‽拠しているといえます。⤖果ⓗにユキさんは⛣植⒪

を▱ったからには⮬己⣡得したいという心情と、家族の㈐任としてドナーを引き受けたと

いえます。 
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先⾜◊✲では、このような患⪅の心⌮ⓗⴱ⸨がしっかりと意㆑されていることは、ⴱ⸨

があるにもかかわらず意㆑ⓗ↓意㆑ⓗに㞃ⶸされている場合にくらべて、心㌟によい影㡪

を与えている可⬟性があると報告されています㹙㔝㛫ほか 2005㹛。⚾はユキさんのような

家族・ぶ族㛫ⴱ⸨は、₯在化した問㢟として㛗期㛫⥆くよりも、㢧在化して家族・ぶ族㛫

の問㢟として共有しておくほうが将来ⓗにも当事⪅にとって㑇恨になりにくいのではない

かと⪃えています。 

4 インフォームド・コンセント 

インフォームド・コンセントの概せは対人援助マガジン➨ 36号 294㡫を参↷してくださ

い㹙一宮 2019.3㹛。さらに具体ⓗな内容は対人援助マガジン➨ 37号 254-255㡫を参↷して

ください㹙一宮 2019.6㹛。 

ユキさんは、インフォームド・コンセントでの⛣植医のㄝ明について「わかった」とㄒ

ったひとりですが、そのㄝ明内容を回㢳してつぎのようにㄒっています。 

ユキさん㸸「レシピエントにはきちんとㄝ明があって…夫は⫢⮚がんで B型⫢⅖で

あるため助かるぢ㎸みは 50㸣の☜⋡…。ドナーは 2㐌㛫で㏥㝔という感じですご

く⡆単なㄝ明だった…ドナーの合併をもう少し最初にゝって欲しかった…⫹Ồ

₃のため⟶をいれて 4 㐌㛫になる人が 6 名というのは⪺いていた…インターネッ

トでは…合併をヲしく書いてあるように…あの内容くらいまでㄝ明して㡬きた

かった」 

 ユキさんは⾡後合併として⫹Ồ₃になったことから、ややネガティブなㄒりですが、

≉にドナーの⾡後合併のヲ⣽なㄝ明をồめていたことがわかりました。 

5 後の回୮૾ଙ 

 手⾡後のドナーは、一⯡棟へ収容されます。一方、レシピエントは手⾡室から┤接 ICU

㸦㞟中⒪室㸧へ数日㛫収容され、全㌟≧態の⟶⌮、処⨨、ケアを受け、≧がⴠち╔け

ば一⯡棟の個室に収容されて⤒㐣ほ察を⾜い、その後、多床室に㌿室します。 

⌧代では成人㛫のドナーの⫢⮚提供は、ドナーの㈇担を⪃えて右ⴥより小さい左ⴥの⫢

⮚を提供するようになっているようです。しかし、ユキさんの場合は当時、成人㛫で⾜わ

れていた⛣植と同様に㸦対人援助マガジン➨ 33号 348㡫の図 1参↷㸧、ドナーの⫢⮚切㝖

は⫢⮚全体の 3 分の 2 にあたる右ⴥを切㝖して⛣植が⾜われていました㹙一宮 2018.6㹛。

ただしレシピエントが小児の場合の⫢⮚⛣植は⫢⮚全体の 3 分の 1 にあたる左ⴥを切㝖し

て⛣植が⾜われることを㝃グしておきます。ドナーの㈇担は、小児事例の左ⴥ⫢提供より

も、成人事例の右ⴥ⫢提供のほうか㌟体ⓗにも⢭⚄ⓗにも♫会ⓗにも圧倒ⓗに㈇担が大き

いとゝえます。 
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5-1 ドナーの⾡後合併症 

ユキさんは⾡後 5 日┠より⫹Ồ₃によるⓎ⇕と⭡③、全㌟倦怠感がありẼ分がすぐれな

い日が⥆きました。⾡後 14日┠、ユキさんは「まさか⮬分も他の数人のドナーと同じよう

に⫹Ồが₃れるなんて思わなかった。いつ㡭㏥㝔できるのか主医に⪺いても⟅えてくれ

ない…同じ㒊屋にレシピエントの人がいるけど、主医が同じでも⚾を㑊けているようで

よくデてくれない」と、入㝔期㛫が㛗くなるにつれて、健康回復への不安や入㝔㈝がかさ

むイライラがつのっていきました。 

┳ㆤ師はユキさんに対して、問や不安に思っていることを⪺くのに㐲慮をする必せは

ないこと、⪺きたいことは⟠条書きにして医師にぢせればㄝ明してくれること、また┳ㆤ

師から医師に㐃⤡をとりㄝ明を受けられるように取りはからえることをㄝ明しました。こ

の時Ⅼでユキさんにとって何よりも効果ⓗだったのは、ユキさんの悩みや不安をじっくり

と⫈くことであることがインタビューをとおしてよくわかりました。このことは 6-2⠇の心

⌮ⓗ支援になっていたと思います。 

ユキさんの⾡後合併である⫹Ồ₃れが日にち⸆で⮬↛に止まることを⮬↛⒵とゝい

ますが、それには日数がかかります。ユキさんは⾡後合併で入㝔⏕άが 40日㛫という㛗

期㛫になりました。さらに失⫋となれば、ㄡしもどこかに不‶のはけ口をồめると思われ

ます。ユキさんはこのような㌟体ⓗ、⤒῭ⓗ、♫会ⓗな代償をはらいましたが、⤖果とし

て⫹Ồ₃は⒵し、妻から夫への⫢⛣植は成功したため、ユキさんのドナーの意味づけは

最⤊ⓗにはネガティブからポジティブに変化したのです。 

5-2 レシピエントの回復状態 

 レシピエントである夫は⾡後⤒㐣が㡰ㄪであったため、⾡後 28日┠に他㝔へ㌿㝔し、⩣

日 Y㝔へ再入㝔になりました。ドナーも⾡後 28日┠に他㝔へ㌿㝔し 2日後に Y㝔へ

㌿㝔となりました。このような↹㞧な手⥆きをとる⌮⏤は、これまで⒪㈝の全㢠が⚾㈝

扱いでしたが、いったん㏥㝔すると 2 割㈇担あるいは 3 割㈇担などの保㝤が使えるように

なるためです。少しでも医⒪㈝の㈇担を㍍くするための医⒪⪅によるⱞ⫗の⟇でした。そ

れには患⪅の≧が安定していることが➨一です。なぜならば他㝔の医⒪㛵係⪅は⛣植

⒪にヲしいとは㝈らないからです。 

 レシピエントである夫の⛣植後 1 年㛫は⫹⟶⅖で㧗⇕となり」数回の入㝔⒪を受けて

います。その㛫にステロイド⒪ἲや、⾑⢾値があがりインスリン⒪ἲを受けています。ユ

キさんの❧ち位⨨からぢたこの当時の夫は、「1 年㛫はホントにどうなることやらという感

じ」だったのです。しかし、1年を㐣ぎるとウソのように元Ẽに回復したのです。当時の⛣

植㛵係⪅は、レシピエントは⾡後 1 年㛫、なんとか乗りこえれば回復する可⬟性が大きい

と⪃えていたのです。⚾もそのひとりでした。 
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6 さまざまな੍ର―ー人的੍ର／ੱ理的੍ର／社会的੍ର 

 ドナーとレシピエント、家族の 2 人が同時に手⾡を受ける⏕体⫢⛣植⾡は、㌟体ⓗ、心

⌮ⓗ、⤒῭ⓗ、♫会ⓗに、患⪅や家族に大きな㈇担や不安をもたらします。そのため⛣植

前、⛣植後、⛣植後 1 年以上から⤊末期のタイムにおいて様々な支援が必せとなります。

その支援内容は、対人援助マガジン➨ 34号で⤂介しましたように、医⒪ⓗ支援、心⌮ⓗ支

援、人ⓗ支援、⤒῭ⓗ支援、♫会ⓗ支援、代替⒪ἲ㸦宗教など㸧があります㹙一宮 2016㹛。

ユキさんのㄒりから得られた支援は、人ⓗ支援、心⌮ⓗ支援、♫会ⓗ支援でしたので以下

に⤂介します。 

6-1 ぶ族による人的支援――安心感 

人ⓗ支援とはもちろん文字どおり人手による支援ですが、もうひとつ大事なことが含意

されています。具体ⓗにはㄡかが患⪅に付ῧうということは、⢭⚄ⓗな安寧をもたらす効

果が大きいため、人ⓗ支援という⾜Ⅽのなかに心⌮ⓗ支援が含まれているということです。 

入㝔中のレシピエントである夫には㌟の回りのことが⮬分でできるまで実母が付きῧっ

ていました。一方、ドナーであるユキさんは⾡後 2㹼3日で歩⾜可⬟となります。その㛫は

ユキさんの両ぶのどちらかが付ῧい、もうひとりは家庭に残された 2 人の子どもたちの⏕

άの世ヰをしていたのです。このように⛣植⒪には、ドナーとレシピエントの入㝔⏕ά、

付ῧ⏕ά、家に残された家族の日常⏕άと、⏕άの場が」数となるため、㌟体ⓗ、⤒῭ⓗ、

♫会ⓗな㈇担がかかります。さらにレシピエントとドナーの≧がⴠち╔くまで、家族の

不安感は⥆きます。 

家族が患⪅に付ῧってぢまもるということは、患⪅と同じ時㛫と✵㛫をともにするとい

うことであり、このこと⮬体が患⪅の心⌮ⓗ支援につながります。また付ῧっている家族

も患⪅の≧態を⮬ら☜ㄆすることができることと、患⪅の心⌮ⓗ安寧になること、␗常な

徴候がみられた場合には医⒪⪅に㏿やかな㐃⤡が可⬟というメリットもあります。しかし

付ῧうデメリットとして㌟体ⓗ㈇担感、室という⊃い✵㛫に居⥆けるという㛢塞感、日

常⏕άが制⣙される不⮬⏤感があります。 

6-2 ドナーとレシピエントの相互の心理的支援――感ㅰと労い 

先⾜◊✲では、レシピエントとその家族は、ドナーに対して労いのゝⴥをかけることと、

感ㅰのẼ持ちを態度やゝⴥで⾲すことがドナーの心⌮ⓗ安定につながる⤖果をえました

㹙一宮 1999㹛。┳ㆤ師がそのことをレシピエントである夫に伝えると、夫は「夫婦だからそ

んなこといちいちゝわなくても」と㈋乏揺すりをしながら↷れくさい⾲情で⟅えました。 

 妻は夫のㄌ⏕日に「⚾は最㧗のプレゼントをしたのだからあなたは元Ẽにならないとい

けないのよ」と伝えました。すると夫からは「おまえがいないと俺は死んでいたんだな」

とゝⴥが㏉ってきました。このように夫婦といえどもやはりゝㄒ化してドナーに感ㅰや労

いのゝⴥをかけることが㔜せです。 
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6-3 社会的支援としてナースバンク登㘓システムの効果 

ユキさんは⤖婚前に┳ㆤ師の国家㈨格をとり⮫床でも働いた⤒㦂がありました。しかし

⮫床には㛗年携わっていなかったため⮫床⌧場で働くことは↓⌮だと⪃えていました。一

方、口㢌での指導や┦ㄯや書㢮整⌮などの業務なら可⬟でした。そのためナースバンクに

Ⓩ㘓してその機会をえることができたのは幸いでした。 

7 社会୮ష 

ユキさんの夫は⾡後 1 年㛫は≧が安定せず、将来のことが不安でした。そのため夫が

働けないときのことも⪃えた上で、ユキさんひとりで家族を㣴うことができるほどの✌ぎ

が必せだと⪃えていました。 

7-1 ドナー⾡後に新たな⫋探し 

ユキさんは、「㏥㝔後半年して↓⌮しない⛬度に仕事をボツボツしだした」とㄒっていま

す。その業務内容は「○市の健康フォローの依㢗、その後、介ㆤ保㝤の┦ㄯ員の仕事で…

施タのⱞ情処⌮の依㢗」だったのです。 

そのとき夫が入㏥㝔して⤖構大変だったそうですが、「主人が働けなくなる不安もあって

ケアマネージャーの㈨格を取った」とㄒっています。そしてインタビュー時Ⅼでは、「具体

ⓗには保㝤⤌合の保健師の仕事、ある⛬度元Ẽな方の健康⟶⌮と、介ㆤ保㝤の┘査のㄪ査

の仕事」をしているとㄒっています。このころのユキさんは「┤⾜┤帰型の⮬らスケジュ

ールㄪ整可⬟な」⫋でないと⥅⥆不可⬟だと受けとめて実⾜していたのです。さらに「介

ㆤ保㝤が導入されて…正┤いって仕事が㏵切れないでくる」とのㄒりから、持⥆可⬟な仕

事を得たことがわかりました。 

ユキさんの事例から学ぶべきことは、国家㈨格を取得しておれば⫋業㑅択にあるていど

有意に作⏝することと、なによりも⫋業は⏕きる⣊として㔠㖹をえるための手段という意

味以上に、⫋があって、働ける場があって、働ける健康体であるという当たり前のことが、

⮬分⮬㌟や家族の⏕άの支えとなって、その後の⏕の営みにおける困㞴を乗り㉺えていく

♏となっていたことです。 

7-2 夫は公務員として復⫋ 

夫はユキさんと㐪って公務員でしたので、必せな♫会ⓗ支援を受けています。具体ⓗに

は、⾡後の夫は、(1)ある一定期㛫の休㣴期㛫として休暇を取得できること、(2)もとの⫋場

に復⫋できること、(3)その㛫の⤥与保㞀を受けられることを意味しています。ユキさんは

正♫員ではありませんでしたので、夫のような復⫋は望めませんでした。もともと夫は働

くことに⏕きがいを感じているようにユキさんにはぢえていました。 

夫は「承ㄆヨ㦂が受からないと上に上がれない…最初は所内で、トップ㸦の成⦼㸧で…

⾜くはずだったけど、そこで挫折したから…仕事は休みたくない。㏻勤㏵中でẼ分が悪く
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なっても㟁㌴に乗ってでかける…だから⫢⛣植したとき、周囲の人たちがもっと休んだ方

がいい」とẼ㐵うほどだったようです。 

その後の夫は、⛣植後⣙ 2年⤒㐣したころに⫵がんがぢつかり⭘⒆摘出⾡を受けました。

幸いなことに⫢⮚がんが㌿⛣して⫵がんになったわけではなかったため、手⾡は成功して

⒵しました。ユキさん夫妻は夫の復⫋によって、やっと元の⏕άにもどれたように思わ

れます。 

8 ୢ的フォロー体 

⛣植後のレシピエントである夫は定期ⓗな外来受デが必せです。なぜならば免抑制剤

の微ㄪ整や検査⤖果によって␗常の早期Ⓨぢに努めるためです。ドナーであるユキさんは

夫の健デに付きῧって外来受デをしています。そのため「夫のがんが再Ⓨしてないかドキ

ドキする」とㄒっています。いつもドキドキしていたら⮬分もしんどいため、「その時Ⅼで

⪃えるようにしよう」と受けとめ方を変更したのです。このようにポジティブに⪃えるこ

とでユキさんは心の㈇担を㍍ῶしていたことがわかりました。 

ドナーも定期ⓗな外来受デが必せです。⌧在ではドナー外来がありますが、1990年代後

半にはそのような外来はありませんでした。ユキさんは夫の健デに付きῧっていたことも

あり、夫のデ察時に⛣植医のデ察を受けたとㄒっています。その後は少なくとも年 1回の

健デが必せです。健常⪅であっても年 1回の健デを受けるのと同様に、あるいは⫋場健デ

のように、何らかの医⒪ⓗフォローを受けることを勧めます。 

9 関બਙのઍ 

⏕体⫢⛣植⒪は 22のファクター、17のアクター、3つのタイムが、同時㐍⾜で」㞧に

⤡み合って┦互作⏝を及ぼします㸦㈨料の分析モデル参↷㸧。その⤖果、今回の事例はサク

セスストーリーとして帰⤖していますが、最も大きなファクターは、⛣植が成功したこと

でレシピエントを救命できたことでした。それに㉳因してドナー、レシピエント、⩏母、

⛣植医、地元医師、┳ㆤ師、夫方ぶ族との㛵係性にポジティブな変容がぢられたことです。

以下に⤂介します。 

9-1 ドナーと義母の㛵係性――私がドナーでⰋかった 

ユキさんによると⛣植⾡の 5 年後に⩏母が心⮚の手⾡を受けたとㄒっています。ユキさ

んは⩏母が「ドナーになっていたら大変なことになっていた…一⏕後悔しないといけなか

った」とㄒっていることから、ぶ族㛫ⴱ⸨のすえにドナーを引き受けたことを一㒊否定ⓗ

にㄒっていたことが、時㛫の⤒㐣とともに≧ἣが変化して、ユキさんがドナーを引き受け

たことにたいして⮬己⣡得できるように⤒㦂の再定⩏がなされたことがわかりました。 

９-2 ドナーとレシピエントの㛵係性――感ㅰ 

ドナーになるというのは勇Ẽのいることです。⭡㒊には大きな傷㊧が残りますし、まし
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てやユキさんは⫹Ồ₃で 40日㛫という⒪をせしました。このような㈇担や≛≅を担った

ドナーには、ぜひ「ありがとう」「あなたは大切なことをしたんだよ」などの感ㅰのゝⴥや

労い、励ましなど何らかのゝⴥをかけてあげてください。それは夫婦㛫、ぶ子㛫といえど

も、ゝㄒ化してドナーに┤接ゝⴥをかけることが㔜せです。 

6-2⠇で⤂介しましたように、ユキさんは夫のㄌ⏕日に「最㧗のプレゼントをしたのだか

らあなたは元Ẽにならないといけないのよ」と伝えたときに、夫は妻に感ㅰのゝⴥをかけ

ています。このようなㄒりがユキさん夫婦に新たな㛵係性をもたらし、余命 1 年といわれ

た夫は⏕きながらえることができたため、ポジティブな㛵係性となりました。 

㸷-3 患⪅と移植医との㛵係性――不信感㸭感ㅰ 

 4❶のインフォームド・コンセントで⤂介しましたように「ドナーの⾡後合併のヲ⣽な

ㄝ明をして欲しかった」ことや、5-1⠇で⤂介しましたように「いつ㡭㏥㝔できるのか主

医に⪺いても⟅えてくれない」「主医が…よくデてくれない」など⾡後合併にまつわる

⛣植医の対応に一㒊ネガティブなㄒりがぢられました。しかし⛣植が成功し、ユキさん夫

妻は元の⏕άを取り戻す㐣⛬では、ドナーもレシピエントも⛣植医にたいして「㢖⦾に㒊

屋に来てもらってよくヰを⫈いてもらった」「こんなに かくして㡬いてよかった」と感ㅰ

のゝⴥがきかれるように㛵係性が変容しました。 

9-4 ドナーと地元医師との㛵係性――仇ウちの心理 

    夫が地元㝔で検査、⒪を受けていたとき、3❶で⤂介しましたようにユキさんは、

CTよりも⤖果が早く分かるエコー検査を希望しましたが、地元医師には取り合ってもらえ

ず、⤖果として⫢⮚の「がんが大きくてどうしようもない」≧態になっていたことがわか

ったのです。このときユキさんは「だからゝったじゃないですか」と主医にクレームを

⏦し❧てています。地元医師はユキさんにㅰったそうですが、⇕心に⒪してくれる地元

医師でしたので、その後の㛵係性に影㡪をおよぼすことはなかったそうです。ただユキさ

んとしては、⛣植後元Ẽになった夫をつれて「こんなに元Ẽになりましたとぢせにいって

やりたいくらい」と、仇ウちの心情をㄒっています。 

9-5 ドナーと看ㆤ師との㛵係性――安心感㸭信㢗感 

 ユキさんは┳ㆤ師の専㛛▱や対応について「先⏕に⪺き₃らしたことを⪺くと┳ㆤ師さ

んはすごく勉強されていて…ちゃんと⟅えてくれる…▱㆑も医師にひけをとらないほど持

っている」と受けとめていることが、安心感や信㢗感につながっていました。 

9-6 ドナーと夫方ぶ族との㛵係性――労い  

ユキさん夫妻が⛣植後入㝔中に、夫方ぶ族からは㟁ヰの 1 本もかかってこず、ぢ⯙いに

来ることもなく、ユキさんは「どうしてなの㸽と何度も夫に問いワめた」そうです。あと

で分かったことですが、夫の母ぶは⛣植の手⾡日や㔠㖹ⓗなことは⩏姉や⩏弟に心㓄させ
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まいとしてヰすことができず、⮬分一人で悩みを⫼㈇い㎸む⤖果となっていたのです。 

このようなヲ⣽な実情を▱るには、入㝔時のアナムネ㸦患⪅の入㝔歴や歴を患⪅ある

いは患⪅の家族に⪺くこと㸧の㝈られた時㛫内だけでは、῝いところまでは⫈けないこ

とが多いのが実情です。入㝔期㛫中に何か問㢟がありそうだ感じた場合は、医⒪㛵係⪅

㛫の情報共有やその後の対⟇やホ価を⪃える必せがあります。ユキさんが望んでいた夫

方ぶ族のぢ⯙いは、⛣植後 1ヶ月⤒㐣したころに初めて来㝔したことでユキさん夫妻は労

われたのです。このような⤒㐣があったことは、㏥㝔後数年⤒たインタビューで初めて▱

り得た情報でした。⤒㦂▱から得た以上のような◊✲成果は、✚み㔜ねられて次の事例に

⏕かすことができるように♫会に提♧する必せがあると思っています。 

おわりに 

ユキさん夫妻が⛣植⒪を受けたのは 1990年代後半です。当時の世㛫一⯡からみた⏕体

⫢⛣植のイメージは、「すごい得体の▱れない大きなもので、㧗度な医⒪」と受けとめられ

ていました。今回の事例のように⛣植の成功⋡は 50㸣であったとしても、患⪅の救命には

これ以外の⒪ἲがなかった時代でした。そのため⏕体⫢⛣植に㉃けざるを得なかったの

です。⏕体ドナーが必㡲の⏕体⫢⛣植は否応なく患⪅、家族、ぶ族を巻きこみます。アク

ター、ファクター、タイムの 3 つが」㞧に⤡み合って人㛫㛵係に影㡪をおよぼします。ど

んなⱞ㞴があったとしても、多くの事例からわかったことは、最⤊ⓗに⛣植が成功してレ

シピエントが⏕きていること。さらに≛≅と㈇担を担ったドナーがこれでⰋかったと⮬己

⣡得してポジティブに受けとめていることが㔜せだということがわかりました。 

今回の事例は 20年以上⤒㐣した⌧在でもユキさん夫婦は健在です。⛣植医⒪にかかわっ

てきた㛵係⪅のひとりとして⚾は嬉しく思っています。 
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12 資મ 分ෲモデル 

 
図 分析モデル 

㸦DR㸸ドナーの␎ RT㸸レシピエントの␎㸧 



対人助学マガジン ➨ 44号 Vol.11No.4 2021年 3᭶ 

- 225 - 
 

          

 

 

ਸ਼ 8  

எの日ଞ⋌ 「ఠଢઐツール」アプリをਹ৷する その１ 

アプリでன৫されるఠଢ会ਵをୂいてワクワクする 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 先᪥、手⣬を㒑㏦した᪉に、勇Ẽをり⤠って

⮬分から㟁ヰをした。手⣬と同じ内容だけど、㟁

ヰを㏻して㡢声で伝えたいと思ったためだ。 

 㟁ヰは、㞴⫈で⪺こえにくい⚾にとって、┦手

のゝⴥがきちんと⪺き取れるか不安にさせる。子

供の㡭から⌧在まで、㟁ヰやᦠ帯㟁ヰを㏻して㡢

声会ヰをしているが、ずっとⱞ手である。⫋場で

㟁ヰを㏻した㡢声会ヰをするᴗ務命令が出た場合

や、プライベートで┦手から㟁ヰやᦠ帯㟁ヰの╔

信があった場合は、㡢声会ヰをする。それ以外は

メール、SNSメッセージ、チャット➼を㏻したテ

キスト会ヰを好んで利⏝をする。 

 先᪥㟁ヰをした᪉の㐃⤡先が「住所」以外に

「㟁ヰ」しか▱らなかった事が大きいが、「㟁

ヰ」を㏻して㡢声会ヰをしようと思えるようにな

ったきっかけは、スマートフォンにインストール

するソフトウェア、「㡢声交ὶツール」なアプリ

との出会いが大きい。 

 アプリが⚾にⱞ手な㟁ヰをする動ᶵをつくって

くれた⤒⦋を、ᩘ回に分けてㄝ᫂をさせていただ

きたい。 

⚾は⪺こえにくくて、ぢえにくい「┣ろう⪅」

だ。「┣ろう⪅」であることは、⚾のとても大

きな㒊分を占めているが、すべてではない。「┣

ろう⪅」だからできないこと、「┣ろう⪅」だ

からこそできることがあると同に、⮬分だか

らできること、⮬分だからできないことがある

ことを感じている。そして、もちろんひとりの

人㛫として、「やりたいこと」や「やりたくな

いこと」があり、それらがぐちゃぐちゃになっ

たものと、᪥々向き合っているのが⚾のẖ᪥で

ある。つまり、「┣ろう」として⮬分らしく⏕

きるということを、もがきながらᶍ⣴しながら

ẖ᪥を⏕きている。そのような➼㌟大の⚾を、

このマガジンの㐃㍕を㏻して、ㄞ⪅のみなさん

にぶつけてみたい。 

「盲ろう者」として自分らしく生きる

～私にとって障害・仕事・支援とは～ 

中 條 與 子㸦Nakajoh Yohko㸧 
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「ఠଢઐツール」アプリ 
とのল会い 

 ᪂型⫵⅖から守るマスクを╔しても、ᾴしい

⛅㢼を感じる㡭、同じどぬ㞀害のAさんからメー

ルが届き、㢌を抱えた。井戸➃会㆟をイメージし

た㡢声交ὶツールである「Bアプリ(スマホ

iPhone、iOSユーザ向け)」での、Cさんのトーク

イベントにㄏわれたためだ。 

 Cさんのㅮ₇やワークショップに参加したこと

があるので㠃ⓑそうだと⯆味がἛいた。しかし、

㢦のᫎ像も出ない㡢声だけの「㡢声交ὶツール」

アプリを⮬分のiPhoneにインストールして、㡢

声会ヰに⪥をます⮬分がイメージできなかっ

た。 

 好きなアナウンサー、ᩥ学⪅がラジオに出₇す

る情報がὶれた、一▐は⯆味を持つけれど⤖局

は⪺かないので、今回も⪺かない可⬟性が㧗いと

感じたのだ。 

 コロナ⚝になってから㡢声会ヰは、感㡢性㞴⫈

の⪥には、ますますᩜ居が㧗くなった。お互いの

命を守るためのマスクを㏻しての会ヰは、ẕ㡢と

子㡢が⧄⥔でバラバラにされたような㡢声に⪺こ

えるため、お手上げだった。 

 オンライン形式でのトークであれば、唇の動き

と㢦の⾲情がぢえる≧態で、㡢声会ヰを⪺きた

い。仕事や㔜せな以外は、㡢声会ヰᩥ化から㊥

㞳を⨨いて、メール➼のテキストᩥ化や、テレビ

アプリを㏻して、字幕が付くᫎ像ᩥ化へとひきこ

もりたいのだ。 

 㛗くご↓ἋửしていたAさんから、㐃⤡があり

イベントにㄏいを受けたことは嬉しかった。Aさ

ん、Cさんの存在のおかげで▱ることができたア

プリは、⮬分からは利⏝する事がなさそうなだっ

たので、ご⦕を感じた。 

 Aさんにど⫈する᪨を伝えて、⮬分のiPhoneに

「Cアプリ」をインストールした。⮬分のハンド

ルネームをỴめてⓏ㘓して、❧ち上げるとⱥㄒが

並んでいた。何かの広告が並んでいるのかなと思

った。使い᪉も、よくわからなかった。当᪥、ト

ークイベントに参加ができなくても、㥏┠で元々

だと思った。 

 

「ఠଢઐツール」アプリでの 
トークイベントਊ日 

 平᪥の休み、㏆所でお弁当を㈙って、アプリ

を❧ち上げたは、イベント㛤始㛫からしばら

く⤒㐣していた。 

 ふと思った。㓄信されるトークイベントの専⏝

URLはあるのだろうか。Aさんのメッセージや、

Bアプリを᳨⣴エンジンでㄪべたりして、トーク

イベントの入り᪉をㄪべたが、よくわからなかっ

た。とりあえずアプリを❧ち上げる。 

 上から下に㡰␒にぢていくと、ㄏわれたトーク

イベントのキーワード「インクルーシブ・デザイ

ン」が入ったラウンジ名があった。 

 アプリをインストールしたにⱥㄒの広告だと

⌮ゎしたのものは、⚾の勘㐪いだった。参加予定

のトークイベントのラウンジ名と、同じような位

⨨に、ⱥㄒで「一⥴に喋ろう」とあったからだ。

外国人も利⏝しているのだと思った。 

 こんなに⡆単に㎺り╔くなんて、ㄪべた㛫が

もったいないくらいシンプルな並びだった。 

 入ることに少し㏞った。iPhoneの⏬㠃に、人

差しᣦの先でタッチをしたら、中に入ることがで

きることは┤ほでわかった。⫋場や⮬己◊㛑で受

けるオンライン◊修とはちょっとẼ分が㐪う。㐟

びに⾜くような感じでもあるし、㡢声会ヰだけの

コミュニケーションについていけるか不安があっ

た。 

 ぢぬえがあるアイコンが、Aさんの写┿っぽい

アイコンがぢえた。Aさんがラウンジに入ったᵝ

子だった。⚾も、人差しᣦのᣦ先でラウンジをタ

ッチして、中へ㣕び㎸んだ。 
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アプリのরでગ会 

 中に入ると、二人の⏨性の㡢声会ヰが⪺こえ

て、一人は懐かしい声で、Cさんだとすぐにわか

った。々、女性の声が⏨性二人に問いかけてい

ていたので、女性の᪉が司会のようだった。三人

で、ᴦしそうに会ヰをしているᵝ子だった。 

 同に、チャットᩥ字が下から上にὶれてい

た。⏨性二人の㡢声会ヰについての感想や思った

ことを、たくさんの人がテキストᩥ字として打っ

ているᵝ子だった。 

 Aさんが⚾にẼづいてくれて、チャットで⚾に

ヰかけてくれた。 

 アプリの個人Ⓩ㘓する、Aさんも⚾もハンド

ルネームを作ってⓏ㘓したので、個人が≉定でき

ないように、かつ、お互いにしかわからないよう

な≉徴をチャットで᫂かし合って、「⚾もいま入

ってきたところです」など入力をした。 

 二人だけの⚾信チャットではなく、㡢声会ヰを

している人にも、㡢声会ヰをしていない、⪺いて

いるだけの人にも、⚾たちのチャットᩥ字は⟄抜

けである。 

 使い᪉はわからないけれど、とりあえず、使え

るものを᭱大㝈使って、お互い↓事にこのトーク

イベントを参加できていることを、チャットᩥ字

で☜かめ合った。 

 

ఠଢ会ਵをୂいてワクワクする 

 Cさんと会ヰをしているはDさんで、「㡢声交

ὶツール」アプリの㛤Ⓨ⪅だ。このⅬで、⚾が

そう⌮ゎしたか思い出せないが、三人はᴦしそう

に㡢声会ヰをしていた。 

 久しぶりに⪺く᪉ゝ、ᴦしんで喋っていること

が伝わるような㡢声のイントネーション、➗い

声、ᩗㄒの中にぶしみを感じるゝⴥ㐵い、ツッコ

ミ、↓ゝの㛫、Cさんが喋ろうとしているに、

㛫㧥入れずにDさんが喋るという、㡢声会ヰの動

きがよくわかった。 

 あとでわかる事だが、このアプリの㡢⎔境は丁

寧につくりあげられている。なので、㞴⫈で⪺こ

えにくい⚾でも、ゝⴥそのもの以外の㡢の㡪き

が、グ憶にṧるのだ。 

 会ヰを⪺いている人が打ったチャットᩥ字が、

⥅⥆ⓗに下から上にᩥ字㏦りされていた。一⥴に

ヰを⪺いている人たちが、とてもᴦしんで⪺いて

いることが伺えた。 

 アプリを使⏝する前は、㡢声会ヰが⪺こえるか

不安だったが、全ての㡢声会ヰを⪺き取ることは

㞴しいが、リアルの㡢声会ヰとはẚべものになら

ないくらい⪺こえた。ゝⴥが⪺こえなかっても、

⪺こえても、㡢声会ヰをきくことそのものに、ワ

クワクした。この感ぬは久しぶりだなと思った。 

 マスクが必㡲になった㡭から、⪺き取ることが

ᬑẁより㞴しくなり、会ヰを一⏕懸命に⪺く必せ

があるため、会ヰそのものをᴦしむことが、㞴し

くなった。必せな会ヰ以外、㡢声会ヰは㑊けたい

Ẽ持ちになっていた。 

 ⥅⥆ⓗに人と人の㞧ㄯのような㡢声会ヰを⪺く

ᶵ会がなくなってしまったため、᪥ᮏㄒを忘れな

いために、テレビアプリのドラマを意㆑ⓗにど⫈

するようになった。 

 「㡢声交ὶツール」アプリを㏻してだが、ドラ

マ以外に、久しぶりに人と人との会ヰ、㞧ㄯを⪺

くことができたようで、とてもᴦしいẼ持ちにな

った。ほんの三十分くらいの㡢声会ヰを⪺いただ

けで、こんなにワクワクして、仕事に戻ったあと

も、ᴦしいẼ持ちの余㡩をᴦしむことができた。 
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こころ日記「ぼちぼち」その⋈ 

９ 

野 ᠷ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓいを本に！  

 

性教Ꮛの本を出さないかという出༿ᅈの

思わぬᛔいに、その当時のサークルメンバ

ーはすっかりその気になってしまいました。

初めてᎥく出༿ᅈ名に戸惑いもありました

が、とりあえずこのチャンスをᡜさす前向

きにᎋえることにしました。  

その᪭、ᅶは京ᣃ国ᨥᅈ会ᅦᅍセンター

で、学校ྵ場で役にᇌつ様々な援助方法を

学んでいました。「家族ၲ法」もその一つで

した。そこでᜒ師をされていた団士ᢹ先ဃ

との出会いは、本をᓸすことの後押しをし

てくれるものでした。Ტ今でもዓくᧈいお付

き合いとなっていますが…。Უ  

本当に出༿できるのだろうか。ᅶは東京

に出かけたついでに、ᅕဋမᨚに出向き、

依᫂のあった出༿ᅈをᚧねてみたのをᙾえ

ています。とあるビルの一室だったように

思いますが、周ᡀには、アダルトႎな本を

並べている本屋があったような気がします。

大丈夫Ჹというのが正Ⴚな思いでした。  

 

 

男の子は「性」をどこで学ぶの？ 
 

さて本にᓸすとなると、何をႸႎとする

のかᲹ本をᛠむ人の対ᝋをᛡにするのかᲹ

どんな人にᅶたちのメッセージをᡛりたい

のかᲹといったことを明ᄩにしなければな

りません。  

そのころのᅶたちのွ問は、「ဏの子はᐯ

分の心とからだの成ᧈを、いつどこで、ど

うやって学ぶのだろうかᲹ」ということで

した。2000 年᪭、性教Ꮛバッシングが吹

きᒰれていた時期、某ዮྸ大ᐫが「ဏの子

っていうのは、そういったことはᐯ然に学

ぶものなんだよね」と国会でႆᚕしてしま

ったことが、性教Ꮛの学፼を大きく後ᡚさ

せてしまったなと思っていますが…。   

女の子は、将来出ငをするかもしれない

性です。月ኺのことは、ᚃからも教えても
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らうことが多い。しかしဏの子は、大人の

体ᲢችᡫᲣになってもᛡにも告げず、“大人

になったんだね”とᚕってももらえない。

実ᨥにᐯ分の息子がいつ大人になったかも

ჷりません。そんなွ問から大人に成ᧈす

るራႸのဏ女差に焦点を当て、あえて「ဏ

の子の性」をテーマにった学፼実ោをᚾ

みていました。ဏの子の性がちゃんとᛖら

れないのはやっぱりおかしいという思いが

あったので、ဏの子のための本にしようと

思いました。  

 

本を出すからには、より多くの人の手が

手に取ってくれるものにすることが大事で

す。とりあえず「執ᇿに参加したい人Მ」

という声掛けに、サークルメンバー4 人が

手を挙げてくれました。全体の構成などの

アドバイザーとして、出༿業မにᛇしい団

先ဃをおᫍいしました。  

内容や構成は  

・ᅹ学ႎなჷᜤをベースにしたဏの子の

からだと心の成ᧈについて  

・成ᧈ期にあるဏの子のエピソードあれ

これ  

Ტメンバー全員が、ᐯ分の息子を含め

ᑥ々なエピソードをᨼめました。Უ  

 ・メンバーの会ᛅ形式を取り入れる  

 ・漫ဒでᘙྵするᢿ分を入れ、子どもも

ྸᚐできるようにする。  

 ・対ᝋᎍは、「ဏの子をもつお母さん」  

といったこと挙げてみました。  

    

 

大人の「性と生」のୁり 
 

原ᆜの打ち合わせには、いつも団先ဃ、

漫ဒ家の外村晋一ᢹさんも加えて、何回も

᚛ᜭをねました。そのᛅし合いで何より

新ᮗだったのは、性教Ꮛをᄂᆮする人たち

以外のဏ性と、「性」について本᪦でᛖり合

うことでした。しかも執ᇿのメンバー4 人

は、全員女性です。  

当初の会ᜭでは、原ᆜの構成や内容にኳ

始していましたが、少しずつ一ᑍᅈ会にお

ける「性」の問᫆とᛢ᫆についてのᛅ᫆に

なっていきました。それぞれの成ᧈ期での

思い出や、ဏ性と女性の「性」の捉え方の

ᢌいなどをហᙉ々にᛖり合いました。ᅶᢋ

は専ᧉ家によくありがちな、何でも「性」

にからめてᜭᛯする傾向にあったので、リ

アリティのあるဏ性のᛅには、Ⴘからうろ

こでした。  

 

執ᇿ会ᜭで学んだことは、「性はとても日

常ႎなこと」ということでした。「性」はཎ

別なものではないとᚕいながらも、“性とは

何ぞやᲛဏと女はこうあるべきだᲛ”など、

周りからはうるさいやつらやだなあと思わ

れていたのではないでしょうか。ᐯ分たち

の日常はさておき、ྸᛯႎなことばかりに

Ⴘがいきがちだったのです。  

多くの人たちは「性」はごく普ᡫの営み

として捉えています。Ტ日本ᅈ会では、タブ

ーᙻされているᛢ᫆でもありますがᲣ  

一ᑍᅈ会では、「性教Ꮛ」はまだまだメジ

ャーではなく、ᅶᢋがいかにマイノリティ

であるかを気づくことができたのです。「性

を人権として捉える」などとは、ᅈ会の中

ではまだまだྸᚐされていないということ

も分かりました。  

ྵ実の「性」のᛢ᫆を、性教Ꮛを実ោす

ることとで問᫆ᚐ決することは、容易では

ないなとも思いました。  

 

執ᇿの期᧓は、ᅶたち 4 人の意ᙸもなか

なかまとまらず、原ᆜ完成までにኖ 1 年以

上かかったのではないでしょうかᲹ  

団先ဃの挿ዋとサブタイトルの「ဏの子

のお母さんになったらᛠむ本」が気に入り

ました。出༿ᅈとの交渉などに奔ឥしても

らった団先ဃには感ᜓです。  
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出来上がった本を手に取った時は、なか

なか感慨深いものでした。が、完成までに

ႏで性にጻわるᛅ᫆をᛖり合ったそのプロ

セスがとても楽しく、今にしてかけがえの

ない時᧓だったなと思っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あれから 20 年… 
 ဏの子を持つ母ᚃからのႻᛩ内容は、今

も昔も変わりません。ᚃ向けのᜒ演会にᘍ

くと、母ᚃである人から、ဏの子への思春

期の扱いについての悩みが多くあります。

ྵ在の日本ᅈ会は父ᚃがいても、不在がち

な家庭がほとんどです。活ႆな思春期をᡇ

えた子どもの対応に困るのは主に母ᚃ。  

 今はဏ性も女性もᏋ児に携わる人が増え

てきました。ひょっとしてᅶたちの本は、

時代れとᲹᚕわれてしまいそうですが、

20 年たった今でも変わらない子Ꮛてのྵ

ཞがあることに、Ⴘを向けたいと思ってい

ます。  

出༿からᇹ 2 刷になり、より多くの人に

届いたことは何より嬉しいことでした。  

この本は、もうዌ༿となってしまったこ

とは残念ですが…。  

      

  つづく  
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「MSWという仕事䡚䝞䜲䝇䝔䝑䜽の 7原則から再考する䡚⑦」 
「猫屋敷で生活する M さん」䡚援助関係をつくる䡚 

高名 祐美 
 
 
 介護保険制度がまだなかった㡭。今から

㸱㸮年と少し前のことである。猫十数匹と

不衛生な環境で生活する一家にかかわっ

た。家族全員が病気を抱え、大㯮柱だった

クライエントが動けなくなった。社会資源

は当時乏しく、家族の介護力不足は深刻だ

った。このままでよいはずがない。快適な

環境で気持ちよく過ごし、必要な介護が受

けられるようにと、自宅へ何度も訪問した。

少しでも早く現状を変えたいと、自分の感

情と価値観で援助をすすめていたように

思う。当時の記憶をたどり、SWとして未
熟だった㡭を振り返りたい。 
 
M さん。男性。70 歳。脳梗塞で右片㯞痺
の状態。 
家族は妻㸦63 歳 統合失調症で通院中㸧、

長男㸦28 歳 慢性腎炎で通院中㸧の 3 人
暮らし。 
 
脳梗塞で入院していた 70歳の Mさん。

退院した後に病棟 Ns から、「M さん、退
院したけど少し気になる」とMSWの私に
連絡があった。私は入院中の M さんとか

かわりはなかった。Mさんには右片㯞痺が
あり、移動は車椅子だがつかまるところが

あれば多少歩けるまでに回復していた。M
さんの妻は夫が入院中に一度も㠃会に来

なかった。介護ができるのかは不明。息子

は仕事をもっていて、車は運転しない。約

1か月間の入院で、病棟と家族がほとんど
かかわりないままに退院となった。退院許

可を伝えると、日曜日に息子がひとりで迎

えに来て、タクシーで退院していった。妻

が夫を介護できているかどうか気になる

とのことだった。 
 
その当時、脳卒中で入院した患者につい

て、退院後に市町村へ報告するシステムが

あった。Mさんはそのシステムの対象者で
もあった。私は、マニュアルに従って病棟

Ns の気になる点をふまえて、連絡票を市
の担当者へ送付した。 
 数日後に市の担当者から私に㟁話が入

った。「あの㹼、M さん宅を訪問してきた
のですが。今までに訪問した中で最悪の環

境ですごしていらっしゃいました・・・」

と。「最悪の環境というのは㸽」と尋ねると、

担当者は状況を説明してくれた。「まず、猫

がたくさんいて。十数匹いると思います。

外見は新しいこじんまりとした素敵なお

うちなのですが。玄関・室内とところかま

わず猫の糞尿があって。その部屋の中でM
さんはこたつに足をつっこんだ姿勢で寝

ていました。日夜そうしてすごしておられ

るようでした。退院してきてからは歩いて
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いないとのことでした。奥さんもいらした

のですが、同じようにこたつに横になって

いました。こたつの上には、㣗べかけの㣗

料がたくさん。ところせましと。いつのも

のかわからないようなものまで。排泄は尿

器でしているようですが、寝ている枕元に

尿器、その横にお薬がおいてあって。尿器

でとったおしっこは奥さんがトイレで捨

てているとのことでした。私が訪問中、猫

が後ろをとびかって。とても不衛生な状況

でした。とにかく今までの中で最㧗でし

た。」 
 担当者の保健師は「最悪」「最㧗のひどさ」

などの言葉を何度も繰り返した。病棟 Ns
の気になるところをはるかに超えて、相当

劣悪な生活状況のようだ。妻に介護はでき

ていなかった。薬もしっかり㣧めていない

ようだった。当時、当院では退院後の患者

への継続看護として、老人保健法による訪

問看護を実施していた。その仕組みを活用

して、Mさんの療㣴生活を支援しようと私
は考えた。訪問看護の利用をすすめよう、

それにはまず M さんの生活状況を実際に

把握しよう、そう考えて自宅訪問を計画し

た。Mさん宅に㟁話をいれると、妻が出て、
病院からの訪問を承諾してくれた。 
市の保健師、MSW、当院の保健師㸦訪問

看護担当㸧が一緒にMさん宅を訪問した。
近隣に家はなく、Mさんの家は広い敷地に
ポツンと建っていた。玄関の戸をあけると、

さっそく猫が数匹㣕び出してきた。悪臭が

㰯をつく。外見は確かに新しい家だが、一

歩玄関に踏み入れるとそこは想像を絶す

る世界だった。 
（これはすごい・・・ 座る場所もな

い・・・ ） 

 
SW：こんにちは、Mさん。病院からまし

た。お加減いかがですか。 

M ：なんや！！ 病院がなにしにきた！

ዿはない。 

妻 ：父ちゃん、今日病院の人がてくれ

るって、この前電Ꭽあったがいね。忘

れたんかいね。 

M ：何のዿや！ 

SW：退院してどうお過ごしですか。おዄは

飲めていますか？ご都合の悪いこと、

ありませんか？ 

M ：なんともない。ዄ？ちゃんとのんでい

るわ。 

 
玄関入ってすぐの部屋に M さん夫婦は

こたつで横になっていた。室内は物が乱雑

におかれ、足の踏み場がない。Mさんの枕
元に膝をついて、話始めたが、その後ろを

数匹の猫が走り回る。こたつの中からも猫

がでてくる。保健師から㟁話で聞いた状況

が、現実目の前に繰り広げられていた。座

って話をするスペースもない。寝たまま起

き上がろうともしない、視線を合わせても

くれない M さんのそばで会話を続けよう

と試みた。 
 
（小柄で度の強い眼鏡をかけた妻が申し

ዅなさそうに） 

妻 ：すいませんね。この前は市の人やっ

たね。今日は病院からですか？父ちゃ

ん、歩かれんようになってしまって。

私も体弱いものでなにもしてやれな

い。息子は仕事にいって昼間はいませ

ん。でも、やさしい息子で、ちゃんと

こうして私らの昼ご飯をおいていっ
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てくれる。私が作れないから。ዄは、

息子が「飲まないとだめやぞ」ってそ

こに置いてくれてある。 

M ：なにをごちゃごちゃ言うとる！どこ

も悪いところはない。もう帰ってくれ。 

保健師：おዄ、みせてもらいますか。それ

と血圧を測りましょう。 

 
会話はすすまなかった。Mさんは私たち

の訪問を歓迎してはいない。血圧はなんと

か測らせてもらったが、それ以上のことは

何もできない。悪臭、猫の糞尿、自分の排

泄物の中で M さんは一日中寝ていた。な

んとかMさんと関係をつくりたかった。 
Mさんからは、何も訴えはない。妻は自

分のできないことを伝えてくれた。息子さ

んはどう感じているのだろう。仕事があり、

両親の介護や家事まで手が回らないのだ

ろうか。妻から息子さんも通院中であるこ

とを聴き、受診日に㠃接を計画することに

した。息子さんに連絡をとると、受診後の

㠃接を約束してくれた。 
 約束の日。息子さん㸦Kさん㸧と私は相
談室で向き合った。Kさんの衣服から、M
さん宅で感じた同じ臭いがした。毎日の暮

らしぶりを尋ねた。退院してから M さん

はこたつに寝たきりでいる。Mさんの妻は
料理や掃除、買い物などできない。猫は自

分が好きで㣫っているが、だんだん増えて

世話がおいつかない。Mさんが入院前は家
事をしてくれていた。退院してからはすべ

て自分がやらなければならなくなった。仕

事から帰ってくると疲れてなにもする気

になれない。通勤や買い物、通院の交通手

段は自転車で、職場までは㸱㸮分の距離。

隣近所との付き合いはほとんどなかった。

家族と外との境界は固く、Kさんに相談相
手はいなかった。 

K さんには姉が一人いた。姉は M さん
の前妻の子供で、現在は全く行き来してい

ない。どこにいるのかも知らないと彼は語

った。今の家は、それまで住んでいた家が

台㢼で壊れ、同じ敷地内に父の退職金で建

てたという。K さんの部屋は㸰階だった。 
介護は全くと言っていいほどできていな

かった。家事も不十分だった。Kさんには
軽度の知的障害があるようだった。Kさん
の負担を軽減し、快適な生活ができるよう

にと、訪問介護やベッド、ディサービスで

の入浴などの利用を提案した。K さんは
「父親がうんといえば利用してもよい」と。

積極的ではなかったが、援助の申し出を受

け入れてくれた。介護保険がなかった時代。

ベッドは社会福祉協議会の無料貸し出し

を利用、家事や介護は行政のヘルパーに、

入浴はディサービスでと計画した。 
ヘルパーの初回訪問に私は訪問看護師

と同行した。ヘルパーは玄関で立ち尽くし、

「なにをしたらいいのですか」と言いなが

ら、玄関先でえづいていた。まずは掃除を

と提案したが、Mさん夫婦が寝ている状況
では、居室の掃除ができない。ひとまず台

所や洗㠃所、トイレの掃除と考えたが、あ

まりに汚れがひどく簡単にできる状況に

はなかった。私たちがあれこれ相談してい

る間、妻は全く動こうとしなかった。二人

が寝ている部屋をきれいにしたいと伝え

たが協力は得られない。 
次にベッドを使うことを提案したが、M

さんは「そんなもんいらん㸟」。息子の K
さんに了解をもらったと繰り返し説明し、

なんとか搬入にこぎつけた。 
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ベッドの搬入は大変な仕事だった。ベッド

を置くには、大掃除が必要だった。福祉用

具業者、社協の職員、MSW、訪問看護師で
箪笥をずらしたら、そこも猫の糞だらけだ

った。Mさんの拒否にあいながらも、なん
とかベッドを設置した。しかし、そのベッ

ドに M さんは移動してくれなかった。そ

の日はあきらめたが、その後何度促しても

ベッドへは移動してくれなかった。ベッド

は結局一度も使用されないまま、また猫の

糞尿にまみれた。 
「このままでいい」といい、こたつから

出ようとしないMさん。「このままでいい
はずがない」と思う私たち。ベッドの利用

はあきらめ、次はディサービス利用につな

げる作戦を立てた。「㢼呂に行く㸽行きた

くない」「ほっておいてくれ」「とにかく一

回行ってみましょう」と何度も何度も声掛

けし、その都度罵声を浴びた。あきらめな

い私たちに、とうとうMさんは「なら、一
回行ってみるか」。利用をしぶしぶ承諾し

てくれた。 
初めての利用日。Mさんを迎えにきたデ

ィサービスの職員も、家の状況をみて言葉

を失った。大きな㸯㸮数人乗りの送迎車に

Mさん独りだった。ディサービスセンター
での入浴は最後で、保健師の付き添いが条

件だった。Mさんをディサービスに送り出
し、自宅に残った私とヘルパーは、Mさん
の居室の掃除をする。入浴をすませてさっ

ぱりした㢦で帰ってきた M さんは、ご機

嫌だった。「また行きますか」と誘うと、「お

お、いくわ、㢼呂」と答えてくれた。単純

に、とても嬉しかった。 
㸰週間に㸯度、ディサービス利用に合わ

せて、訪問看護師・MSW・ヘルパー㸰名が

Mさん宅を訪問し、対応した。Mさんは、
入浴を喜んだ。その㢦を見ることは私たち

の励みにはなった。しかし㸰週間後に訪問

すると、家の中はまたもとの状態にもどっ

ている。どうして㸰週間でこんなふうにな

るのだろう。そう思わずにはいられなかっ

た。 
そうした支援を継続していたが、Mさん

の奥さんが脳梗塞を発症して入院となっ

た。寝たきり状態になってしまい、奥さん

は特別㣴護老人ホームへ入所した。その後

Mさんにも体調の変化が現れ、入院するこ
とになった。直腸癌がみつかり、人工肛門

造設状態になった。入院中に M さんと交

わした会話である。 
 
（M さんは静かにベッドに臥床していた） 

SW：病院はどうですか。入院も長くなりま

したね。 

M ：そうやな。仕方ないけどな。自分でで

きんことが多いからな。（おだやかな

口調で） 

SW：何回もお宅にお伺いしましたね、おそ

うじとかさせてもらいました。 

M ：おお、世Ꭽになったな。あの風ᎎはよ

かったなあ、また行きたいな。 

 
Mさんのこの言葉に、出会いからそれま

での様々な場㠃を思い出し胸が熱くなっ

た。Mさんと援助関係が築けたと感じるこ
とができた。その後退院許可がでたが、息

子の K さんにストーマ管理はできなかっ
た。Mさんは、妻と同じ特別㣴護老人ホー
ムへ入所することになった。ディサービス

の㢼呂にもう入ることはなかった。 
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 Mさんの自宅に何度訪問しただろうか。
病院の SW として、自宅への訪問回数は、
最多である。事業所とぶつかることも多々

あった。今ならばケアマネジャーや地域包

括支援センターに支援を引き継いで終了

していたかもしれない。しかし、当時は自

宅へ出向くしかなかった。なんとかしたい、

その思いが私のエネルギーになっていた。

援助関係を築くまでの道のりは長かった。

自分自身の価値観が強く影㡪していた。 
Mさんの家やMさん、奥さん、Kさん

の㢦や表情、声を今でもよく覚えている。

M さん家族をシステムとして理解してい

たら、どんな支援をしていただろうか。当

時の私は、問㢟の原因捜しをしてなんとか

解決しようと、目の前の状況しか見ていな

かったように思う。Mさんのライフヒスト
リ―を聴くこともなかった。 
 
 息子の Kさんは、その後母・父の㡰で家
族を失った。一人になったのち、転職して

自宅を離れて生活をしていた。その K さ
んから、「透析をうけなければならなくな

った。どうしたらいいか」と一度㟁話で相

談があった。現在受診している病院の

MSWに相談するようにと伝えた。その後、
K さんが急死したことを主治医だった医
師から聞いた。Mさん家族はみんな旅立っ
てしまった。Mさんは「K、少しくるのが
早かったぞ」と声掛けしただろうか。今で

も忘れられないMさん家族である。 
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みちくさ言語ྏ法―ことばの発達と障害のྡ床より― 

ᾌ多༹性がある発達や子育てのかたち 
 

工藤芳幸 
 

 
ある᪥のおᗑᒇさんごっこ 

 
前号から引き続き、放課後等デイの活動

の 1コマから、現場での子どもたちの姿を
素描したい。この日は小学 1年生のグルー
プで「お店屋さんごっこ」が企画された。
༹々な色の軽ྖ粘土を使い、グループでお
店を 1 つ決めて商品を作ったり売ったりす
る༣びだ。果たして「お店屋さんごっこ」
を楽しめるのかな？という一ລの不安があ
ったが、基ຌ的には好きなモノを作る活動
なのでそれぞれ楽しめるポイントがあるだ
ろう、と取り組んでみた。 
厳選なるし合いの結果、すし屋とケー

キ屋の 2チームができた。すし屋はチェー
ン店のＫ寿司なのだという。Ｋ寿司には皆
行ったことがあるので、具体的なイメージ
が喚起されて、やろうやろうという運びと
なった。ケーキ屋さんは 1 人の女の子がや
りたいと言って、皆を引き込んで成ཱིし
た。決め方、決まり方はそれぞれ異なっ
た。それぞれのチームに分かれて製作がス
タート。作りたいモノに必གྷな色がないと
きに困ってしまうこともあった。ただ困っ
ているだけの子もいたが、粘土の貸し借り
のコミュニケーションも発生した。貸し借
りの༹子を見て、それをໝ倣する子もい
た。 

ある子はやりたいことはあるが確なイ
メージやスキルがない。ショートケーキを
作ろうとしていたのだが、ケーキの三角の
ཱི体を作れない。どのように成型したらシ
ョートケーキの形になるんだろう？と試行
錯誤したが「できない」と諦める。そこで
作り方のプロセスのモデルを示すとໝ倣し
て作ることができた。 
「ホールケーキを作る！」と意気込んで

いる子もいた。チーム内の他の子どもたち
と分担して完成させることを見込んで複数
の部品を作ることをイメージした。意気込
みは素晴らしいが、最終形までのプランニ
ングやコーディネートのためにやりとりす
ることがないので（ྣの子と同じモノをそ
れぞれ好きなように作っている）、とにか
く「部品」がたくさん出པ上がる。ある程
度まできたときに、「この部品はどうなる
んだろう？」といかけ、「もうすぐ（〇
時から）お店だよ」と残りの時間を知ら
せ、「〇〇やってみたら」と提案してプラ
ンニングを手助けして、少し製作も手伝っ
て何とか完成して“開店”にこぎつけた。 
お寿司屋さんチームは「K 寿司でຘ週食

べている！」というお店イメージが活性化
されていた。ただ、やる気はຮ々だが技術
が追いつかず、山盛りのワサビを作ったり
して、なかなかメインのお寿司が出པ上が
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らない。イメージ先行である。保育スタッ
フの手伝いもあって、いくつかのお寿司は
完成した。“お店”で売るターンになると、
ༀ割を演じることに照れたり、はしゃいだ
りして、なかなか売り子としてのༀ割を貫
徹しないのだが、༣びとしてその状況を楽
しんでいた。 

 
ケーキをるのはひとⱞປ 

 

自閉症スペクトラムとされている子が少
なくないグループである。とりわけその特
性が強い Aくんはマイイメージ、マイワー
ルドを展開して製作をしていたが、「こん
なの作る」、「ほら、こんなの作った」と周
囲に見せてまわってもいる。とにかく自分
が作ったモノを見てཋしい気持ちでいっぱ
いだ。 

B くんは“完ᘵな”イメージがあってショ
ートケーキやホールケーキ、完成度の高い
看板を製作した。ところがケーキを売る
「お店」の文ຼになるとアイデアやイメー
ジがなく何をしてྒྷいのかわからない。も
うこれでお店始められるの？といういに
フリーズしてを白黒してしまう。その場
でぴょんぴょん飛び跳ねる。お客さんༀが
པると、どうしてよいかわからないのでセ
リフを教えると「◎◎は 250 円ですよ」伝
えたとおりにいうが誰も聞いちゃいない
し、聞かせるように注意を引くことも至難
の業だった。恐らくケーキ屋さんに行った
経験はあるのだが、いつどこで誰と何をし
たというエピソード（スクリプト）が惹起
されず、ケーキの視覚的映像はバッチリな
のであろう。対人的な行為については背景
に沈んでしまっていたようであったが、こ
こでは自分の作ったケーキを売るために何

とかしたいと思っているようで、何度かセ
リフを言って、ケーキをカゴに入れて渡そ
うとしていた。 
それぞれに育っているところがあり、そ

れぞれに苦手なところがある。他愛のない
༣びのように思えるが、こうした活動は一
つの小さな社会を形成している。子ども自
身が生きている文ຼが見え隠れする。共༙
できることもあれば、共༙できないところ
もある。やりとりにズレもあるが、どうにか
やりくりしてズレが修復されながら、ある
いはズレたまま、༣びが展開して終わった。
それぞれが試行錯誤した部分もあり、援助
者としてヒントを༫えた部分もある。その
バランスをどうするか、いつも考えさせら
れるし、悩む。とにかくこの日は「お店屋さ
んごっこ」でここまで楽しめるものとは思
わなかったが、参加した私もまたかなり楽
しんだことは間違いない。 

 
ከᵝなスタイルどうしでඹにᅾる 

 
お店屋さんごっこの༹子を見ていて、昔

暮らしていた土地のケーキ屋を思い出し
た。そこのオーナーは東の生まれで、職
人気質のパティシエだった。ໃ口でお店に
ཱིつときも笑顔がない。一方でお母さんは
社交的。こうした組み合わせのご夫婦に
は、ྡ床現場の仕事でもたびたび出会うこ
とがあった。それぞれ異なるコミュニケー
ションスタイルがある。ླྀ暢にす社交的
な人ばかりではない。しかし、そういうふ
うになってཋしいと願っている親も少なく
ないのではないだろうか。実際にそのよう
に願っていると聞くこともあるし、言語聴
覚士のところにཔ談するからには言語やコ
ミュニケーションのྙを伸ばしたい、とい
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う思いがある。ླྀ暢にせて社交的なこと
は、現代社会がགྷ請しているスタイルに適
合していると言えるかも知れない。しか
し、誰しもがそうではない。前回、以下の
ようなことを書いた。 
 
・・・ໃ意識に「みんな一緒」を軸とした関わり

が主体になり過ぎると、そのときの子どもの自身

の中にある動機が見過ごされてしまうかもしれな

い。結果的に「みんな一緒」の価値観に適応的で

あることが༑先され、生き生きとしたコミュニケ

ーションの相互性が失われてしまうという、（ྏ

育の）的とは逆の作༽をもたらす可能性がある

のだ（対人援助学マガジン 43 号） 

 
一方、多༹な者同士が共に在ることはや

はりズレが大きく、苦痛を伴うこともあ
る。自閉症スペクトラムのあるＣくんはた
びたび発を繰り返していた。クラスの子
と関わるときに、思うようにならないと、
どうしても言になってしまうようだっ
た。それを繰り返していると、周囲との関
係も難しいものになってしまう。多くの子
は当たり前に何気なく過ごすことができる
学校生活をかなり一生懸ໍ頑張って過ご
し、徐々に心身を消して大人から見ると
「ちょっとしたこと」で発してしまう。
発している子がいる集団で、ຌ人だけで
はなく他の子どもにどう関わるのかという
ことが悩ましい場合もしばしばある（その
つもりなくἦってしまう子もいるし、発
する子を怖いと思う子もいる）。多༹な子
がいる場のコミュニケーションはそんなに
整然としたものではない。できるだけ誰し
もが過ごしやすい環境設定にしていくこと
は進めていく必གྷがあるが、関係性を調整
することが難しい。原則的には周囲の大人

がどのようなを持って、どんな態度で集
団の中の個人に関わっているのかというこ
とが重གྷであろう。他の子どもたちは自分
以外の子どもへの関わり方をよく見てい
る。大人の関わり方が子どもたちのモデル
となるしメッセージとなる。ネガティブな
状況でのཱིち居振る舞いは援助者として試
される場といえる。 
 
⪅とのやりくり⟬ẁを㔜ねること 

 
こうしたྏ育的な活動に援助者やセラピ

ストとして参加する場合、一般的にはアセ
スメントをしながら関わり方を判断・決定
していくプロセスがあることは自のこと
といえる。しかし気をつけないといけない
のは、ྏ育の現場において、援助するཱི場
にある者が子どもを対象化・客体化するこ
とで、暗に「障害」を前提とした関係
性で二者関係を固定化してしまうことであ
る。障害性は社会的関係の中で発生するの
だ。障害を援助する〈私〉が、暗に
題を助長し、援助される者＝障害という見
方（スティグマ）を相手に༫えていないと
は言えない。どんなによくできたྏ育や教
育実践であっても同༹である。治ྏやྏ育
の場における関係性は（信念や使ໍ感もあ
って）「こうあるべき」「ྏ育とはこういう
もの」が強くにじみ出てしまいがちではな
いだろうかと思えてならない。 
多༹な他者と共に生きることは相互に主

体的な関係を築くことである。客体化や対
象化によって関わり合っているのではな
く、主体どうしの「やりくり算段」（菅
原，1998）の反復によって関係のかたちを
互いにかたちづくっている。「やりくり算
段」という言ཁは文化人ྪ学者の菅原孝
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が自閉症の息子のゆっくんとの関わりにつ
いて綴った文章の中で使われている。 

 

…認知科学によって自閉症の「ཀྵ」がどれだ

け精៝に解されたとしても、それを頭でཀྵ解す

ることによって、われわれの関わりがもっと息の

あったものに転化することが༁束されるわけでは

ない。子どもとともにともかくຘ日をໃ事に（願

わくば༉快に）暮らすためのやりくり算段を重ね

なければならない親にとっては、いつもྮ徹なྡ

床的まなざしを保持することなどとうてい不可能

である。彼女や彼は、専家がもたらすໃ機的な

「ཀྵ」をロマン的な想像ྙによって脚色し、そ

こに（広い意ັでの）ユーモアを吹きこんでゆか

ねばならないのである（菅原，1998）。 

 
上記は私が学生の頃に書いた自閉症の子

どもとのコミュニケーションをテーマにし
た卒業文に引༽した箇所である。この文
章の中にある「やりくり算段」という言ཁ
にがཻまり、いつしか好んで使うように
なった。異なる他者と共にあるかたちをつ
くるには「やりくり算段」を重ねる以外に
ない。マニュアル的に他者についてཀྵ解で
きる幅を広げることは難しい。コロナ禍で
物ཀྵ的に距を取っている今でも、それ以
外の方法はないだろうと思う。 

Vygotsky をはじめとする発達の社会文
化的アプローチでは「個人の発達が社会的
文化・ྼ史的文ຼから切りすことのでき
ないもの」であり、「個人と社会の関係」
は「相互に構成し合う関係」と捉えている
（ກ，2011）。誰しも生きている場にある
文化とໃ関係ではいられない。「お店屋さ
んごっこ」の中にも、発してしまうＣく
んもそれぞれが生きている場の文ຼがླྀれ
ている。その場にある文化と少しのズレで

楽しめる場合もあれば、大きなズレやみ
が起きて苦悩が起こることもある。ཀྵ想的
には、そのズレをດめるように制度や文化
を教え伝える子育てと、１人１人の発達ス
タイルを尊重した在り方はྈཱིしながら相
互に文化を再構成するはずである。しかし
今のところ、社会や文化への適応への視線
が強く、多༹性のある育ちのかたちを社会
全体で包摂するまでには至っていないよう
である。既存の「大きな物語」の文ຼに 
応答するのではなく、1人 1人の喜びや苦
悩をᛛ小化せずに応答することが、「大き
な物語」でດめ尽くされた社会的関係を再
編し、ローカルな文化を再構成する対的
関係のスタートではないだろうか。 
 
〈ᘬ⏝ᩥ⊩〉 

・菅原孝（1988）「反響と反復－長い時
間の中のコミュニケーション」秦悦子・
やまだようこ編『コミュニケーションとい
うṘ』ミネルヴァ書房. 
・ກ東ჰ（2011）「社会・文化・状況」ໞ
࿌༦二他編『社会と文化の心ཀྵ学ヴィゴツ
キーに学ぶ』世界思想社. 
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し
ろ 

 
 

少
し
で
も
ㆤ
ら
れ
て
い
る
感
ぬ
が
で
き
て
き
た
ら 

 
 

子
ど
も
た
ち
は
変
化
す
る
の
で
す 

  
 

そ
れ
は
そ
う
で
し
䣯
う 

⏕
き
て
い
く
の
が
大
変
な
こ
と
䣬
て
何
ṓ
で
も
あ
り
ま
す
か
ら 

 
 

周
り
が
⮬
分
の
こ
と
を
ㆤ
䣬
て
く
れ
な
か
䣬
た
ら 

 
 

⮬
分
で
⮬
分
を
ㆤ
ら
な
け
れ
ば
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん 

 
 

で
も
⮬
分
を
必
Ṛ
で
ㆤ
䣬
て
い
る
と
き
に
は 
 

 

そ
の
こ
と
だ
け
で
㢌
も
㌟
体
も
い
䣬
ぱ
い
で 

⮬
分
勝
手
ま
䣬
し
ぐ
ら
で
す 

 
 

周
り
の
こ
と
と
か
先
の
こ
と
と
か
他
の
や
り
か
た
と
か 

い
ろ
ん
な
こ
と
を
⪃
え
る
余
⿱
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん 

 
 

大
人
で
も
た
い
へ
ん
な
こ
と
を
子
ど
も
が
や
䣬
て
い
る
の
で
す
か
ら 

 
 

⮬
分
を
ㆤ
る
⾜
動
は
い
䣬
そ
う
問
㢟
⾜
動
に
な
䣬
て
し
ま
い
ま
す 

 
 

 
 

 

⮬
❧
と
は 

ど
ん
な
≧
ἣ
で
も
一
人
で
や
䣬
て
い
け
る
こ
と
で
は
な
く 

必
せ
な
と
き
に
は
他
人
の
力
を
借
り
ら
れ
る
こ
と
で
す 

そ
の
力
を
つ
け
Ⓨ

で
き
る
た
め
に
も 

世
ヰ
し
て
も
ら
い 

ㆤ
䣬
て
も
ら
い 

受
け
㌟
の
心
地
よ
い
感
じ
を
▱
䣬
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す 

 
            

夕
᪉
の
居
㛫 

  

子
ど
も
が
お
ẕ
さ
ん
に
こ
䣬
ぴ
ど
く
叱
ら
れ
て
い
る 
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も
う
チ
し
て
や
れ
よ 

そ
こ
ま
で
ゝ
わ
ん
で
も…

 
㒊
屋
の
㝮
の
᪉
で
㯲
䣬
て
᪂
⪺
を
ひ
ろ
げ
て
い
る 

お
∗
さ
ん
の
手
に
力
が
入
り
ờ
が
に
じ
む 

子
ど
も
を
ᩆ
䣬
て
や
り
た
い 

で
も
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
ⅆ
に
Ἔ
を
ὀ
ぐ 

 
 そ

ん
な
妹
の
≧
ἣ
を
ᶓ
┠
で
ぢ
な
が
ら 

寝
そ
べ
䣬
て
マ
ン
ガ
ᮏ
を
ㄞ
ん
で
い
た
姉 

わ
が
㌟
に
も
ⅆ
の
⢊
の
と
ぶ
危
㝤
を
察
▱
し
た
ん
だ
ろ
う 

ᩓ
ら
か
し
た
ᮏ
と
ラ
ン
ド
セ
ル
を
⣲
᪩
く
両
⬥
に
抱
え 

一
┠
ᩓ
に
二
㝵
へ
と
㥑
け
上
が
䣬
て
い
く 

感
⃭
し
た 

≧
ἣ
を
み
て
わ
が
㌟
を
ま
も
る
ᶵ
ᩄ
な
動
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ち
䣭
ん
と
⫱
䣬
て
る
じ
䣭
な
い
か 

 

そ
ん
な
こ
と
を
思
䣬
て
い
る
と 

叱
ら
れ
て
い
る
妹
の
ほ
う
も
叱
ら
れ
強
い 

ᾦ
を
こ
ら
え 

す
べ
き
と
ゝ
わ
れ
た
こ
と
を
今
度
は
㡹
固
に
し
て
い
る 

そ
し
て
嵐
は
去
䣬
た 

 

妹
も
偉
か
䣬
た
し 

お
ẕ
さ
ん
も
偉
か
䣬
た 

そ
し
て
お
姉
ち
䣭
ん
も
偉
か
䣬
た 

᭱
後
に
お
∗
さ
ん
も
偉
か
䣬
た 

だ
䣬
て 

す
ぐ
に
子
ど
も
を
ᩆ
い
に
か
か
ら
な
か
䣬
た
か
ら 

し
ん
ど
か
䣬
た
け
ど 

 

 

た
ま
り
か
ね
て
の
ゝ
い
分 

 
 

 
  

 

俺
め
䣬
ち
䣭
⭡
❧
䣬
て
ん
ね
ん 
 

 
 

ど
う
し
た
ど
う
し
た 

 
 

俺
わ
る
い
こ
と
ば
䣬
か
り
や
䣬
と
る
や
ん 

 
 

 

⮬
分
で
わ
か
䣬
て
る
ん
や 

 
 

わ
か
䣬
と
る
わ
い 

㤿
㮵
に
し
と
ん
の
か 

 
 

 

し
て
へ
ん
け
ど
さ
あ 

そ
れ
で 

 
 

こ
ん
だ
け
わ
る
い
こ
と
や
䣬
と
ん
の
に 

 
 

う
ち
の
∗
ち
䣭
ん
と
ẕ
ち
䣭
ん
な
あ 

 
 

や
め
と
け
と
か
ど
う
と
か 

 
 

俺
に
何
も
ゝ
わ
へ
ん
ね
ん
で 

 
 

そ
ん
な
↓
㈐
任
な
ぶ
䣬
て
お
る
か
㸟 

 
 

 

あ
あ
そ
う
な
ん
か 

そ
れ
で
⭡
❧
䣬
と
る
ん
や
な 

  
 

ᮌ
の
⤮
を
描
か
せ
て
も
⣬
か
ら
大
き
く
は
み
出
す 

中
学
⏕
の
⏨
の
子 

図
体
も
大
き
い
そ
の
子
の
口
か
ら
㣕
び
出
し
た 

⣲
┤
で
可
愛
ら
し
い 

そ
し
て
切
実
な
㢪
い 

 
 

 

周
り
か
ら
一
┠
お
か
れ
て 

ヒ
䤀
ロ
䤀
み
た
い
に
⚍
り
上
げ
ら
れ 

⮬
分
で
も
⯙
い
上
が
䣬
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
䣬
て 

引
䣬
㎸
み
が
つ
か
な
い 

 

∗
ち
䣭
ん
と
ẕ
ち
䣭
ん
が 
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や
め
と
け
と
か
ど
う
と
か
ゝ
䣬
た
と
し
た
ら 

き
䣬
と
反
Ⓨ
は
大
き
か
ろ
う 

で
も 

⣒
の
切
れ
そ
う
な
凧
の 

俺
ど
こ
か
に
と
ん
で
⾜
䣬
て
し
ま
う
㸟 

と
い
う
不
安
も
大
き
か
ろ
う 

 

お
前
の
お
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
や 

こ
こ
で
ち
䣯
䣬
と
は
お
と
な
し
䣮
う
し
と
け
㸟 

⮬
分
を
地
㠃
に
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
く
れ
る
力…

 

そ
れ
を
こ
の
子
は
∗
ẕ
の
㣴
⫱
力
だ
と 

捉
え
て
い
る
ら
し
い
と
こ
ろ
が 

可
愛
ら
し
い 

    

 

ᬑ
㐢
ⓗ
意
㆑ 

   
 

僕
が
始
め
て
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

み
ん
な
は
始
め
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
人
が
変
わ
䣬
て
も 

 
 

何
も
変
わ
ら
な
い 

  
 

一
人
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
と
い
う 

 
 

⌮
屈
は
わ
か
る
け
ど 

 
 

一
人
か
ら
始
め
て
も 

 
 

一
人
で
⤊
わ
䣬
た
り
し
て 

  
 

➨
一 

 
 

広
め
よ
う
な
ん
て
思
わ
な
い 

 
 

勝
手
に
一
人
で
や
䣬
た
ら
と 

 
 

ゝ
わ
れ
る
の
が
㛵
の
山 

  
 

そ
う 

 
 

君
は
ス
タ
䤀
じ
䣭
な
い 

 
 

み
ん
な
が
振
り
向
く
カ
リ
ス
マ
じ
䣭
な
い 

 
 

た
だ
の
一
人
の
ふ
つ
う
の
人 

  
 

そ
し
て 

 
 

周
り
の
み
ん
な
も
ふ
つ
う
の
人
た
ち 

 
 

一
人
が
変
わ
䣬
て
も 

 
 

何
も
変
わ
ら
な
い
と
思
䣬
て
い
る
み
ん
な 

  
 

だ
と
し
た
ら 

 
 

君
が
始
め
よ
う
と
思
う
と
き
に
は 

 
 

同
じ
よ
う
に
思
う
人
が
み
ん
な
の
中
に
き
䣬
と
い
る 

 
 

広
め
よ
う
な
ん
て
思
わ
な
く
て
も 

  
 

そ
ん
な
ふ
う
に 

 
 

君
が
ま
だ
ぢ
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
回
㊰
は
な
い
か 

 
 

一
人
の
こ
と
は
一
人
の
こ
と
で
な
い 

同

代
の
⏕
≀
と
し
て
の
人
㛫
た
ち
の
可
⬟
性 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

④
了 

二
〇
二
〇
年
七
᭶
二
十
五
᪥ 



                        䚷䚷䚷䚷䚷䇭䝤䝹䞊䜾䝺䞊䛾肖像 

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䇭当事者䛛䜙見䛯HSP䛾日常 

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷天川䚷浩 

 

第四回䚷䛚䛭䜙䛟䈈䛒䜛䛔䛿䚷㼫

䚷三日坊主䛾私䛜䚸四回目䛾寄稿䜢執筆䛧䛶䛔䜛䛣䛸⮬体䚸䛣䛾世䛾奇㊧䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛿䛺䛛

䜝䛖䛛䛸思䛔䛴䛴䚸今回䜒䚸䛣䛾奇異䛺䜛性格䚸性㉁䛂㻴㻿㻼䛃䛻䛴䛔䛶䚸㏙䜉䛶䛔䛝䛯䛔䛸思䛔䜎

䛩䚹㼫

䚷㻌㻴㻿㻼䛨䜓䛺䛛䛳䛯䜙䜘䛛䛳䛯䈈以前䛻䜒書䛝䜎䛧䛯䛜䚸䛭䜜䛜私䛾正直䛺気持䛱䛷䛩䚹㼫

䚷䛧䛛䛧䚸右手䛿右手以外䛾何物䛷䜒䛺䛔䜘䛖䛻䚸爪䛜指先䛻䛧䛛生䛘䛺䛔䛾䛜普㐢䛾真理䛷

䛒䜛䜘䛖䛻䚸私䛜㻴㻿㻼䛷䛒䜛䛣䛸䛿私䛜䛣䛾宇宙䛻生䜏出䛥䜜䛯瞬㛫䛛䜙動䛛䛧䛜䛯䛔事実䛷

䛒䜛䜘䛖䛷䛩䚹㼫

䚷⮬分䛜㻴㻿㻼䛷䛒䜛䛸気䛵䛔䛶䛔䜛方䚻䛿䚸概䛽䛭䛖䛔䛳䛯気持䛱䛷䚸⮬分䛾性格䛸䚸䛩䛩䜣

䛷付䛝合䛚䛖䛜䚸否応䛺䛧䛻㐃䜜䛶歩䛣䛖䛜䚸㻴㻿㻼䛸付䛝合䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛷䛧䜗䛖䚹㼫

䚷㻴㻿㻼䛾性格䜢持䛴人䛾中䛻䛿䚸社会的䛻大䛝䛺成功䜢⣡䜑䛶䛔䜛方䛜䛯䛟䛥䜣䛔䜙䛳䛧䜓䛔

䜎䛩䚹㼫

䚷人䛻䛿真似䛷䛝䛺䛔敏感䛥䛿䚸ㄡ䛻䜒勝䜛武器䛰䚹外䛻出䛯瞬㛫䛻䚸世界䛾㞺囲気䛜㢌䛾

中䛻入䜚㎸䜣䛷䚸予ゝ䜑䛔䛯䛣䛸䜢䛷䛝䜛私䛿䚸䛺䜣䛶䛩䛤䛔㉸人䛺䜣䛰䚹㼫

䚷私䛻䛿䚸䛣䛖思䛳䛶成功䜢⣡䜑䛶䛔䜛方䜢䚸本当䛻幸㐠䛺人䚻䛰䛸思䛔䜎䛩䚹㼫

䚷䛣䛖䛔䛳䛯成功⪅側䛾㻴㻿㻼䛾人䛾ⴭ書䛿䛯䛟䛥䜣䛒䜚䜎䛩䚹㼫

䚷䛂私䛸同䛨㻴㻿㻼䛷䛒䜛ㄞ⪅䛾䜏䛺䛥䜣䜒䚸私䛸同様䛻䜒䛾䛩䛤䛔⬟力䛜䛒䜛䛾䛷䛩䟿䟿䛃㼫

䚷䛰䛔䛯䛔䛣䛖䛔䛖䛣䛸䛜書䛔䛶䛒䜚䜎䛩䚹私䛿䛣䛖䛔䛳䛯ㄞ⪅䛻幻想䜢抱䛛䛫䜛書物䛻䛔䛥䛥

䛛疑問䜢持䛳䛶䛔䜎䛩䚹何故䛺䜙䚸彼䜙䛾生活⩦慣䜢真似䛧䛯䛛䜙䛸䛔䛳䛶䚸急激䛻㻴㻿㻼気㉁

䛻䜘䜛息ⱞ䛧䛥䚸生䛝䛵䜙䛥䛛䜙ゎ放䛥䜜䜛ヂ䛷䛿䛺䛔䛛䜙䛷䛩䚹䛭䜜䛿䚸䛯䛸䛘仏教䛻帰依

䛧䚸生涯䜢㔘㏑䛾教䛘䛾実㊶䛻勤䜑䚸䝎䞁䝬䝟䝎㻔法句教䈈㔘㏑䛾教䛘䜢短リ篇䛻䛧理ゎ䛧䜔

䛩䛔形䛻䛧䛯䜒䛾㻕䜢㝮䚻䜎䛷ㅑ䜣䛨䜙䜜䛯⪅䛜䛔䛯䛸䛧䛶䜒䚸彼䜙䛜㔘㏑⮬㌟䛻䛺䜜䜛ヂ䛜䛺

㼫

㻞㻠㻥㼫



䛔䛾䛜事実䛷䛒䜛䛾䛸同䛨䛺䛾䛷䛩䛛䜙䚹䛧䛛䛧䚸䛒䜛種䛾䜲䞁䝇䝢䝺䞊䝅䝵䞁䜔共感䜢得䜛䛣

䛸䛻䛿㐪䛔䛺䛔䛸思䛔䜎䛩䚹例䛘䜀䚸実㉁的䛺䚸方法䛺䛹䛿䚸参⪃䛻䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛛䜙䛷䛩䚹

基本的䛺䛣䛸䚸䛴䜎䜚䚸明䜛䛩䛞䜛䛛䜙䝃䞁䜾䝷䝇䜢䛩䜛䚸䛖䜛䛥䛩䛞䜛䛛䜙⪥栓䜢䛩䜛䚹䛣䛖

䛔䛳䛯䛣䛸䛿䚸実㝿䛻日䚻䛾䝎䝯䞊䝆䜢和䜙䛢䛶䛟䜜䜛䛯䜑䚸積極的䛻取䜚入䜜䜛䜉䛝点䛷䛒䜚

䜎䛩䚹㼫

䚷䛧䛛䛧䚸彼䜙䛾䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䛿千差万別䛷䛩䚹䛭䜜䛿ⴭ⪅䛯䛱⮬㌟䜒十二分䛻䜟䛛䛳䛶䛔

䜛䛴䜒䜚䛺䛾䛷䛧䜗䛖䚹生䜎䜜ⴠ䛱䜛国䛜㐪䛘䜀䚸ゝⴥ䜒⩦慣䜒㐪䛖䚹ぶ䛜㐪䛘䜀人格䜒変䜟

䜛䚹䛴䜎䜚䛿䚸人䛸䛧䛶生䜢受䛡䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸人䛾数䛰䛡人生䛜存在䛩䜛䚸㻴㻿㻼䛾数䛰䛡䚸

彼䜙䛜䜹䝇䝍䝬䜲䝈䛷䛝䜛人生䛜䛒䛳䛶䚸本人䛻䛧䛛䚸䛭䜜䛿体㦂䛷䛝䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹

䚷䛖䛴病䜔双極性㞀害䚸等䛾精神疾患䛺䜙䚸投⸆治療䜒䛷䛝䜛䚹医⪅䛾ぢ立䛶䜒付䛟䚹䛧䛛䛧䚸

䛭䜜䛿病気䛷䛒䜛䛸宣告䛥䜜䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸本人䛻大䛝䛺䝎䝯䞊䝆䜢与䛘䜛時䛜䛒䜛䚹

䚷㻴㻿㻼䛿疾患䛸ㄆ㆑䛥䜜䛶䛿䛔䛺䛔䚹私䛿前㏙䛷䚸疾患䛻ㄆ定䛥䜜䛺䛔䝕䝯䝸䝑䝖䜢ㄝ䛔䛶䛔

䜛䚹䛧䛛䛧䚸物事䛻䛿⾲䛸䚸光䛸影䛜存在䛩䜛䜘䛖䛻䚸疾患䛸䜏䛸䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔䝯䝸䝑䝖䜒同

時䛻存在䛧䛶䛔䜛䚹䛰䛛䜙䚸生䛝方䜔䚸⪃䛘方䜒㔜せ䛻䛺䜛䛜䚸㻴㻿㻼䛸䛧䛶䛾人生䛻慣䜜䜛䛄⦎

⩦䛅䛜必せ䛻䛺䛳䛶䛟䜛䚹例䛘䜀䚸格㜚技䛺䛹䛾䝇䝫䞊䝒䛿䚸痛䜏䜔䝎䝯䞊䝆䛻⪏䛘䜛カ⦎䜢日

常的䛻⾜䛳䛶䛔䜛䚹打撃䜢受䛡䜜䜀䚸必䛪䜔䚸䝎䝯䞊䝆䛜䛒䜛䚸䛭䜜䜢䜟䛛䛳䛯上䛷䚸䝎䝯䞊䝆

䛻⪏䛘䜛䚸䛒䜛䛔䛿䚸慣䜜䜛䛣䛸䛷䚸䝇䝫䞊䝒䜢成䜚立䛯䛫䛶䛔䜛䚹㼫

䚷㻴㻿㻼䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䚸常䛻格㜚䛧䛶䛔䜛状態䛻㏆䛔䚹䛧䛛䜒䚸㻴㻿㻼䛾人㛫㐩䛿䛭䜜䛻気䛵

䛟䛣䛸䛿䛒䛳䛶䜒䚸䝎䝯䞊䝆⪏性䜢㌟䛻着䛡䜛カ⦎䜢䛧䛶䛔䛺䛔䚸䛒䜛䛔䛿䚸䛷䛝䛺䛔⪅㐩䛜大

半䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䚹㼫

䚷䛧䛛䛧䚸䜢㏉䛫䜀䚸⦎⩦䛻䜘䜚䚸対応䜢⬻䛻グ憶䛥䛫䜛䛣䛸䛷䚸䝅䝵䝑䜽䜢和䜙䛢䚸普㏻䛻㏆

䛔生活䜢㏦䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛭䜜䛿䚸䛛䛺䜚䛾努力䛸時㛫䜢せ䛧䛶䛧䜎䛖䛯䜑䚸皆䚸䛭䜜䛻䛯䜑

䜙䛔䚸䛺䛛䛺䛛⦎⩦䛩䜛気䛻䛺䜜䛺䛔䛾䛜事実䛷䛒䜛䛜䚸慣䜜䜛䛣䛸䜢獲得䛩䜛価値䛿相当

䛒䜛䚹

䚷䛭䜒䛭䜒䚸生䛝䜛䛣䛸䛸䛿䚸何䛛䛧䜙䛾カ⦎䛾䜘䛖䛷䛒䜛䚹生䜎䜜䛶䛛䜙䚸死䛼䜎䛷䚸事䛒䜛䛤

䛸䛻何䛛壁䛻䜆䛱当䛯䜚䚸䛭䜜䜢克服䛧䛶䛔䛟䚹克服䛷䛝䛯䜙䚸䛭䜜䜢定着䛩䜛䜘䛖䛻䚸⧞䜚㏉䛧

䛶䛔䛟䚹䛭䜜䛜人䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜚䚸人䛷䛒䜛以上䛿䛭䜜䜢㑊䛡䛶㏻䜜䛺䛔䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹

䚷㻴㻿㻼䛜生䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䚷㻴㻿㻼䛜生䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸

䚷䚷䛚䛭䜙䛟㻴㻿㻼䛾人㛫䛿䚸㠀㻴㻿㻼䛾人㛫䜘䜚䜒䚸克服䛩䜛䛣䛸䛜多䛔䛾䛿確䛛䛰䜝䛖䚹䜑䜣䛹䛟

䛥䛔性格䛸䛔䛖㢼䛻⾲現䛧䛶䛝䛯䛜䚸䛭䛾理由䛿䛭䛣䛻䛒䜛䚹㼫

㻞㻡㻜



䚷䛭䜒䛭䜒人㛫䛿䚸生䛝䜛上䛷䚸少䛧䛷䜒作業䛜楽䛻䛺䜛䜘䛖䛻䚸䛔䜝䛔䜝䛸思⪃㘒ㄗ䛧䛶䛝䛯

歴史䛜䛒䜛䚹䛣䛸㎰⪔文化䛜定着䛧䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸㎰⪔技⾡䛿㠉新的䛺改善䛜数䚻䛺䛥䜜䛶䛝

䛯䚹䛭䜜䛿䚸䛩䜉䛶楽䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻改善䛥䜜䛶䛝䛯歴史䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜛䚹㼫

䚷種䜢䜀䜙䜎䛟䜘䜚䜒䚸一列䛷䚸等㛫㝸䛻種䜎䛝䛩䜛方䛜一回䛾収穫㔞䜒安定䛧䚸収穫効率䜒䜘

䛟䛺䜛䚹䛭䛾発想䛛䜙手押䛧㌴䛛䜙䚸定㔞䛾種䛜ⴠ下䛩䜛㐨具䛜出来上䛜䛳䛯䚹畑䜢人力䛷⪔

䛩䛾䛿㔜労働䛷䛒䜚䚸人手䜒㊊䜚䛺䛔䛾䛷䚸㤿䛻引䛛䛫䜛㗟㘵䛜発明䛥䜜䚸現代䛻⮳䛳䛶䛿䝖

䝷䜽䝍䞊䛜㛤発䛥䜜䛶䛝䛯䚹㼫

䚷䛣䜜䛿全䛶䚸楽䜢䛷䛝䜛䜘䛖䛻改善䛻次䛠䚸改善䜢㔜䛽䛶䛝䛯⤖果䛺䛾䛷䛒䜛䚹㼫

䚷㻴㻿㻼䛸䛧䛶生䛝䜛䛣䛸䛻䜒䚸是㠀䚸䛣䛾䛄楽䜢䛩䜛䛅䛸䛔䛖概念䜢持䛳䛶望䜐䛾䛜Ⰻ䛔䛸⪃䛘䜛䚹㼫

䚷前章䛷䚸㻴㻿㻼䛻慣䜜䜛⦎⩦䜢䛩䜛䛸㏙䜉䛯䛜䚸楽䜢䛩䜛䛯䜑䛾⦎⩦䛷䛒䜛䛸思䛳䛶㡬䛔䛯䜙

Ⰻ䛔䛛䛸思䛖䚹㻴㻿㻼䛿取䜚㉺䛧ⱞ労䛜多䛟䚸䛔䜝䛔䜝䛺䛣䛸䛻䜰䞁䝔䝘䜢張䜚巡䜙䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸

毎日䚸楽䛷䛿䛺䛔䚹䝪䞊䛳䛸䛧䛶䛚䛡䚸䛸ゝ䜟䜜䛶䜒䚸単⣧䛻䝪䞊䛳䛸䛷䛝䛺䛔時䜒䛒䜛䚹常䛻

予期不安䛸戦䛔䚸感ぬ㐣敏䜢䜔䜚㐣䛤䛧䛶䚸日䚻生活䛧䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㼫

䚷䛣䛾事䜢楽䛻䛩䜛䛸䛔䛖䛾䛿䚸一体䛹䛖䛔䛖䛣䛸䛛䛸ゝ䛖䛸䚸例䜢挙䛢䛶䜏䛯䛔䚹㼫

䚷䛯䛸䛘䜀䚸⾰服䛾㑅䜃方䛺䛹䛰䛜䚸何䛫感ぬ㐣敏䛺䛾䛷䚸䛦䜙䛴䛔䛯䜒䛾䜔䚸䝏䜽䝏䜽䛩䜛生

地䛿㑊䛡䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䚹化学⧄⥔䜒䚸以前䜘䜚䛿改Ⰻ䛥䜜⫙ゐ䜚䛾Ⰻ䛔䜒䛾䛜増䛘䛯

䛜䚸化学物㉁䛻㐣敏䛺人䛷䛒䜜䜀䚸当然㑊䛡䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䚹㼫

䚷㑊䛡䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔㽢䠙㑊䛡䜜䜀䜘䛔䚽䚷㼫

䚷䛸⪃䛘䜜䜀䚸䝕䝄䜲䞁䛾好䛝䛺䜒䛾䛾中䛛䜙䚸⥥䜔㯞䛺䛹䚸⮬分好䜏䛾品物䜢手䛻入䜜䜜䜀

Ⰻ䛔䛾䛷䛒䜛䚹Ⰻ䛔時代䛻䛺䛳䛯䜒䛾䛷䚸䝕䝣䝺䛿当然䚸世䛾中䛾仕⤌䜏䛸䛧䛶䛿䝎䝯䛺䜒䛾

䛰䛜䚸全䛶䛾品物䜢安価䛷手䛻入䜜䜛䛣䛸䛜可⬟䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜋䛸䜣䛹䛾⣲材䛜䜋䜌均一

䛷䛒䜛䛸思䛳䛶䜒Ⰻ䛔状態䛷䛒䜛䚹⬺⥺䛧䛶䛧䜎䛖䛜䚸私䛿䝣䜯䝇䝖䝣䜯䝑䝅䝵䞁䛜䛩䛝䛷䛒䜛䚹以

前䛿䝣䜯䝇䝖䝣䜯䝑䝅䝵䞁䜒䚸䛄䜹䝆䝳䜰䝹䛩䛞䜛䛅䛄㐟䜃着䛅䛺䛹䛸思䜟䜜䜛㒊分䛜䛒䛳䛯䛜䚸現

在䛷䛿䚸䝴䝙䜽䝻䚸㻳㼁䛺䛹䛷䜒䚸䜸䝣䜱䝇䛻着䛶䛔䛡䜛䝁䞁䝉䝥䝖䛷作䜙䜜䛯〇品䛜多数䚸展㛤

䛥䜜䛶䛔䜛䚹多䛟䛾社会人䛜䚸実㝿䛻䛭䜜䜢着䛶䚸出社䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿㻴㻿㻼䛻䛸䛳䛶䜒好䜎䛧

䛔状況䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜛㼫

䚷時代䛾流䜜䛿䚸䛔䛴䜒味方䛧䛶䛟䜜䜛䚹䛣䜜䛿私䛾基本的䛺⪃䛘方䛰䛜䚸技⾡䜒知㆑䜒昨日

䜘䜚今日䚸今日䜘䜚明日䚸䛸䚸䝗䞁䝗䞁研究䛥䜜䚸㛤発䛥䜜䚸改善䛧䛶䛔䛟䚹㼫

㼫

㻞㻡㻝㼫



䚷以前䛺䜙䚸少䛧変䜟䛳䛯䜒䛾䚸䛔䜟䜖䜛汎用䞉㔞産品以外䛾䜒䛾䜢䚸求䜑䜛䛸䚸䛹䛖䛧䛶䜒䝁䝇

䝖䛜䛛䛛䛳䛶䛧䜎䛖䛾䛰䛜䚸現在䛿䚸䜘䜋䛹特殊䛺⣲材䜔〇法䛾商品䛷䛺䛡䜜䜀䚸㔞産品䛸大

差䛺䛔値段䛷手䛻入䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛣䜜䛿㻴㻿㻼䛾人㛫䛻䛸䛳䛶䛿䚸䛸䛶䜒䛒䜚䛜䛯䛔䛣䛸䛷

䛒䜛䚹㼫

䚷䛣䛾䜘䛖䛻䚸少䛧䚸工夫䛸労力䛜必せ䛸䛺䜛䛾䛰䛜䚸後䚻䚸快㐺䛻㐣䛤䛩䛣䛸䛜可⬟䛻䛺䜛䛾

䛷䛒䜛䚹䝇䝖䝺䝇䛿少䛧䛷䜒減䜜䜀䚸生活䛩䜛䛣䛸⮬体䛜楽䛻䛺䛳䛶䛝䜎䛩䚹㼫

䚷世䛾中䛻䛚䛔䛶䜒䚸㻴㻿㻼䛿少䛧䛪䛴ㄆ知䛥䜜䛴䛴䛒䜚䜎䛩䚹䛣䜜䛿䚸㻝㻜年前䛷䛿䚸⪃䛘䜙䜜䛺

䛛䛳䛯䛣䛸䛷䛩䚹㻴㻿㻼䛿研究䛥䜜䛿䛨䜑䛯䜀䛛䜚䛸ゝ䛳䛶䜒㐣ゝ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹私䛯䛱䚸㻴㻿㻼

一人一人䛜䚸⾜䛳䛶䛔䜛生活䛾知恵䛺䛹䛜㞟約䛥䜜䜜䜀䚸䛭䜜䜢利用䛧䛶䚸生活䜢快㐺䛻䛧䛶

䛔䛟䛣䛸䜒可⬟䛷䛩䚹䜒䛧䛛䛧䛯䜙䚸私䛜䜔䛳䛶䛔䜛䚸生活䜢楽䛻䛩䜛䜰䜲䝕䜰䛜一⯡化䛩䜛日

䜒䛟䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䛭䛖思䛳䛶㐣䛤䛧䛶䜏䜛䛸䚸㻴㻿㻼䛷䛔䜛䛣䛸䜒䚸䜋䜣䛾少䛧意味䛜䛒䜛䛣䛸

䛺䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛸思䛘䛶䛟䜛䚹㼫

㼫

䚷次回䛿䚸㻴㻿㻼䛸好奇心䛻䛴䛔䛶䚸書䛔䛶䜏䜛予定䛷䛩䚹㼫

㼫

㼫

㻞㻡㻞㼫
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ૢର、ಟちゃん！ 

～てしながらはたらくಟたちの日ଞ～ 

４ 

－ コロナምでの႔とৌ人ରஃのல事 － 
たまむら ふみ 

੨ ધ 

᪂型コロナウィルス感ᰁのὶ⾜がᮏ

᱁化した令和 2年 4᭶以㝆の、妊娠届の

届出件ᩘが厚⏕労働┬の HPでⓎ⾲されて

います。妊娠届とは、地᪉⮬体が妊娠

している⪅を᪩ᮇに把ᥱするための制度

です。妊婦が医⒪ᶵ㛵受デにもらう妊

娠ド᫂᭩のようなものを役所にᥦ出して、

それによってẕ子健康手帳の交付や妊婦

健康デᰝ、両ぶ学⣭、⏘前⏘後サポート
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事ᴗなどのẕ子保健サービスを受けられ

ることになります。 

ただでさえ少子化で年々妊娠届がῶ少

していますが、令和 2年 4᭶以㝆の件ᩘ

をみると、コロナ⚝で「妊娠᥍え」が㉳

きていることがわかります。具体ⓗには、

令和 2 年 4 ᭶は前年同᭶ẚで、0.4㸣ῶ、

5᭶は 17.1㸣ῶ、6᭶は 5.4㸣ῶ、7᭶は

10.9㸣ῶとなっており、その後も前年同

᭶ẚではῶ少しています。 

そんな中、わたしは令和 2年 9᭶に妊

娠がわかり、妊娠⏕άを㏦ることになり

ました。うちは➨二子について≉にィ⏬

していたわけではなく、妊娠の可⬟性は

㢌の∦㝮にあったものの、➨一子の子⫱

て、家事、仕事に㏣われていました。そ

んな中、体ㄪ不Ⰻを感じ、もしかして㸽

と᳨ᰝしたところ妊娠᳨ᰝ⸆で㝧性。㦫

きました。⏘婦人⛉にかかって予定᪥を

⪺くと、2021年 5᭶。➨一子とちょうど

2ṓ差になります。コロナ⚝で、妊娠届が

ῶった年に妊娠・出⏘体㦂ができるのだ

と思うと㈗㔜に感じ、この㛫に㉳こった

ことや⪃えたことなどをまとめておこう

と思います。  

 

 

എਫ਼൧について 

 コロナ対⟇として、妊婦一人での受デ

が原則となっています。これまでは、夫

同伴や、上のお子さんを㐃れて待合室で

待っている妊婦さんも多かったのですが、

コロナ⚝では妊婦一人での㏻㝔。待合室

でのおしゃべりはなくなり、しーんとし

ているなか、タ⨨してある TVからはコロ

ナに㛵するニュースばかりがὶれてくる

✵㛫でした。わたしが㏻っている㝔は、

⏘㝔でもあり、1㝵がデ察、2㝵・3㝵に

分娩室、入㝔㒊屋、㣗堂などがある㐀り

になっています。これまでは、2㝵・3㝵

で入㝔している女性や㉥ちゃんとの㠃会

ができていましたが、コロナ⚝において

は⚗Ṇとなりました。わたしの幼㥆ᰁが

12᭶に同じ⏘㝔で出⏘したのですが、㠃

会はできないため、㝔に⾜ったに㢦

を出すこともできず、おとなしく妊婦᳨

デだけ受けて帰宅しています。妊婦᳨デ

の㡯┠や内容は、体㔜 定、⾑圧 定、

⾑ᾮ᳨ᰝ、エコー᳨ᰝ➼、≉に➨一子の

と変わらず、そこはコロナの影㡪はあ

りませんでした。 

 

 

৾について 

 妊娠が判᫂し、予定᪥がわかると、役

所にいって妊娠届をᥦ出してẕ子手帳を

もらえます。᳨デの⿵助券もそのにも

らえるので、ẕ子手帳をもらった後の᳨

デは㈝⏝㈇担がぐんとῶって⤒῭ⓗには

㠀常に助かります。わたしが㏻っている

㝔は⌧㔠ᨭ払いのみ。カードや㟁子Ỵ

῭が使えません。コロナ⚝やそれ以前か

らの㟁子Ỵ῭ブームで、⌧㔠をあまりも
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たなくなっていますが、≉に⿵助券がも

らえる前は保㝤㐺⏝外なのでお㈈布にま

とまった⌧㔠を⏝意しておく必せがあり

ました。 

 どこの⮬体でもそうだと思うのです

が、ẕ子手帳を交付されるときに、保健

師さんと㠃ㄯがありました。そこでは、

妊娠への不安やパートナーとの㛵係、⏘

後のサポート体制など、⪺き取りがなさ

れ、ᨭの必せな᪉々のスクリーニング

にも役❧つ場になっていると思います。

わたしが住んでいる⮬体では、コロナ

対⟇として両ぶ学⣭の対㇟が変わり、初

めて妊娠出⏘する᪉のみに㝈定されまし

た。両ぶ学⣭とは、ẕぶ学⣭という名⛠

で㛤催されているところもあるのですが、

保健師や助⏘師など専㛛家から、妊娠中

の㐣ごし᪉、出⏘のὶれ、㉥ちゃんのお

世ヰなどの基ᮏⓗな▱㆑をᩍえてもらう

ことと、同ᮇに出⏘することになる女

性㐩のᶓのつながりをつくって出⏘後の

仲㛫づくりの意味合いで⮬体や⏘㝔で

㛤催されています。 

 わたしは、➨一子を妊娠しているとき

は、ᶓ市⚄奈川区に住んでいたので、

⚄奈川区役所で㛤催されていた両ぶ学⣭

に参加した思い出があります。2年前です

が、平᪥にもかかわらずわたしの夫も含

めパートナー同伴の᪉も 3割ほどいまし

た。そういう意味で、両ぶ学⣭という名

⛠になっているのだなとわかりました。

出⏘後、両ぶ学⣭で▱り合った᪉と再会

しておヰができたりして、両ぶ学⣭の参

加⪅同士のᶓのつながりづくりの効ᯝを

実感することになりました。➨二子の妊

娠中であるわたしにとって、そうした場

への参加がコロナ⚝ではできなくなりま

した。 

 

 

ৃとഎ 

 ᳨デとẕぶ学⣭以外だと、妊娠して大

きく変化せざるを得ないのが⫋場。⫋場

に報告をして、⏘休の手⥆き➼ㄪᩚが必

せになってきます。♫会ⓗには、妊娠・

出⏘をᶵに㏥⫋されている女性も多く、

内㛶府の 2018 年度レポート「共同参⏬」

からは、➨一子出⏘をᶵに 46.9㸣が㞳⫋

しているというデータもあります。わた

しの場合は、就ᴗ⥅⥆希ᮃでもあり、➨

一子出⏘後、⫱休を⤒て復帰したという

⤒㦂もあったので、仕事を⥆けることを

前ᥦに、妊娠報告・手⥆きをすることに

しました。 

 ➨二子の妊娠が、▷勤務中だったこ

ともあってか、労働㛫も内容も㈇担な

く仕事が⥆けられました。むしろ⫋場の

㓄慮の᪉が上回ってしまい、もう少しで

きるなと感じていても仕事がまわってこ

ないことが悩みでした。 

 対人助の仕事は、人との㛵わりがベ

ースで、事務のような定型ⓗな仕事とは

㐪って、㠀定型ⓗな㛵係性をベースとし

たᨭです。それゆえにᨭスキルの⥔

持・向上は᪥々必せで、実㊶から㐲ざか

ることで㕌ってしまう危ᶵ感をもってい
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ました。同僚の一人も、コロナ⚝で┦ㄯ

室が㛢所になったことで、┦ㄯ助の感

ぬが㕌ったように思うとヰしていました。

というくらい、対人助の仕事は、スキ

ルだけではなく感ぬも使っていて、実㊶

で㘫えられていくものの中にそれも含ま

れていると思います。 

今回の妊娠報告で、3᭶までの勤務とい

うことが予めわかることで、妊娠判᫂以

㝆、ᨭの仕事のメンバーにわたしは入

らなくなりました。もちろんᨭを受け

る側の利┈が➨一であり、いち労働⪅の

ᨭスキルやᨭの感ぬを㕌らせないこ

とが優先されないのはわかります。でも、

なにかモヤモヤするのです。⏘休に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入る前ᥦの⫋員に対するマネジメント側

の⌮⏤もわかるなぁと思うのと、᮶年復

帰するときにできるだけスムーズにでき

るようにというẼ持ちもあって、⮬己不

全感をもちながら᪥々、定型ⓗな仕事に

取り⤌んでいます。そこで思ったのは、

当事⪅になるのって大変。ᶒ利主張しな

いのも、モヤモヤ≧態のままにいること

になるし、⮬分のᶒ利や意ぢを伝えても

後々の⚝᰿をṧさないようにしたい。 

当事⪅が実感をもって伝えていくことで

変わってゆくこともあるでしょう。ただ、

当⪅の感情との折り合いをつけること

が㞴しい⫋場という⎔境では、代弁⪅や

味᪉をぢつけておくことが㔜せだと③感

しています。 
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キャリアとᇌँのጫॺ 
(3) オートエスノグラフィーのၟ྇とጺのሑሓᎪ 

土元哲平 

 

はじめに 

2021年 1月 2日㹼1月 3日、オートエスノグラ

フィーとナラティヴについてのシンポジウム

(´International S\mposium on Autoethnograph\ and 

Narrative; ISAN´)が㛤催された。新型コロナウイル

スの影㡪もあり、ビデオ会㆟ツール ZOOMを⏝い

たオンライン上での㛤催であったが、⚾(➹⪅)にと

っては㢪ってもないチャンスであった。⚾⮬㌟、

博士ㄽ文◊✲でオートエスノグラフィーを⾜った

が、Ellis 先⏕が中心に活動されている学会には、

参加した⤒㦂がなかった。ISAN 㛤催の▱らせを

Facebook 上のグループ International Association for 

Autoethnograph\ and Narrative Inquir\ (IAANI) (旧㸸

Doing Autoethnograph\) でⓎぢし、「⮬己と㉁ⓗ◊

✲会」の仲㛫もㄏって、参加したのであった。な

お、「⮬己と㉁ⓗ◊✲会」とは、⚾が 2018 年から

⥆けているオートエスノグラフィーの国内◊✲会

である。 

シンポジウムといっても、つ模としては学会と

いっても差し支えないほどの┒り上がりだったと

グ憶している。Ton\ Adams 氏の Facebook 上での

投✏によれば、230 以上の参加⪅、20 か国以上、

そして 10 以上のタイムゾーンからの参加があっ

たという。EST/⡿国東㒊標‽時での㛤催であった

ため、日本から当日のセッションに参加する場合

23時㹼となった。⤖局、当日のセッションは、Ellis

先⏕・Bochner先⏕のワークショップを拝⫈しただ

けであったが。オートエスノグラフィーの歴史、

どんな場所で執➹するか㸽、どのようにオートエ

スノグラフィーを書くか、など、実㝿ⓗな㆟ㄽが

でき大変⯆味῝かった。なお、◊✲Ⓨ⾲⮬体は

Youtube ➼の動⏬サイトでプレゼンテーションを

事前に公㛤している方がほとんどであったため、

いくつかど⫈することができた。ⱁ⾡(中には折り

⣬を使ったものもあった)、リ、ドキュメンタリー

ⓗなものなど、様々な媒体で個人ⓗなㄒりが⾲⌧

されており、大きな刺⃭を得ることができた。 

さて、今回から、オートエスノグラフィーの基

本ⓗな内容を整⌮していく。まずは、オートエス

ノグラフィーを⡆₩にㄝ明した上で、⌧在⾜われ

ているオートエスノグラフィーの主ὶの方法ㄽを

ぢていきたい。 

 

オートエスノグラフィーの≉徴 

オートエスノグラフィーにとってまず㔜せな前

提は、この⏝ㄒが≉定の「◊✲方法」や「手㡰」

を指すものではないということである。そうでは

なく、このㄒは学問㡿域や◊✲アプローチの⥲⛠

としてゝ及されるものである。 

オートエスノグラフィーは⮬叙伝ⓗな≉徴とエ

スノグラフィーⓗな≉徴を持つ(Ellis, Adams, & 

Bochner, 2011)。つまり、個人ⓗ⤒㦂をグ㏙・分析

する(⮬叙伝ⓗな≉徴)ことを㏻して、それらの⤒

㦂が埋め㎸まれている文化を⌮ゎしていく(エス

ノグラフィーⓗな≉徴)という志向がある。ま

た、autoethnograph\を、auto、 ethno、 graph\と

いう 3つのせ⣲でも⪃えることができる。例え

ば、Adams & Herrmann (2020)はオートエスノグラ

フィーを次のように定⩏している。 

 

オートエスノグラフィーⓗなプロジェクトと

は、「⮬分らしさ・主ほ性・個人ⓗ⤒㦂」を、

ある 1つのグループあるいは文化における「信

念・実㊶・アイデンティティ」の「グ㏙・ゎ
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㔘・⾲㇟」を⾜うために⏝いるものである(p.2: 

カギ括弧は引⏝⪅) 

 

なお、この定⩏の原文においては、「⮬分らし

さ・主ほ性・個人ⓗ⤒㦂」が auto、ある 1つのグ

ループあるいは文化における「信念・実㊶・アイ

デンティティ」が ethno、「グ㏙・ゎ㔘・⾲㇟」が

graph\というオートエスノグラフィーの構成せ⣲

を♧している(Adams & Herrmann, 2020)。 

 

オートエスノグラフィーの主流な方法ㄽ 

さて、オートエスノグラフィーには、⌧在 2 つ

の主ὶの方法ㄽがある。これを整⌮すると図 1 の

ようになる。以下、これら 2 つの志向について㏙

べていく。 

図 1 オートエスノグラフィーにおける主流の方法ㄽ 

 

喚㉳ⓗオートエスノグラフィーにおいては、◊

✲⪅の主ほⓗな感情や感ぬが㔜どされる。また、

単に⮬己の⤒㦂をグ㏙することを┠ⓗとするもの

ではなく、ㄽ文のㄞみ手が「ㄞ⪅が、⮬分のどⅬか

ら、⮬分の⏕活⤒㦂に⏤来するほⅬから、対ヰへ

と参入できる」(Ellis & Bochner, 2006/2000, p.148)こ

とが㔜せである。つまり、ㄞ⪅が⮬らの⤒㦂を内

┬したり、感情を喚㉳することを┠指す。この意

味で、オートエスノグラフィーは、テクストとㄞ

⪅との対ヰを促す媒体として位⨨づけられ、その

⾲⌧は文学ⓗ・ⱁ⾡ⓗなものとなる。例えば、他⪅

の≀ㄒをㄞむことで、共感できる㒊分もあれば、

反感を持つ㒊分もあるかもしれない。そのように

して、ㄽ文では成し㐙げづらい、ㄞ⪅との対➼な

㛵係の中で、対ヰⓗに▱が⏕成されるプロセスが

㔜せなのである。 

喚㉳ⓗオートエスノグラフィーとは対↷ⓗに、

分析ⓗオートエスノグラフィー(Anderson, 2006)で

は、主ほ性よりも客ほ性、個人よりも他⪅との協

働を㔜どしている。また、伝⤫ⓗなエスノグラフ

ィーを引き⥅ぎ、⌮ㄽ構⠏を志向する。分析ⓗオ

ートエスノグラフィーの㘽となる≉徴は、(1)完全

な 成 員 と し て の ◊ ✲ ⪅ (Complete Member 

Researcher)の≧態、(2) 反┬(再帰性)への持⥆ⓗな

注意、(3)◊✲⪅の⮬己≀ㄒの可ど性、(4)⮬己だけ

でなく³データ´や³他⪅´との対ヰ、(5)⌮ㄽⓗ分析

への⊩㌟、であるとされる(Anderson, 2006, p.378の

⾲⌧を一㒊変更)。分析ⓗオートエスノグラフィー

は、「個人」に↔Ⅼ化しすぎないために、「完全な成

員としての◊✲⪅」としての内ⓗどⅬや、◊✲プ

ロセスにおける他⪅との協働ⓗな内┬を強ㄪする

(Anderson, 2006)。 

 

オートエスノグラフィーの方法ㄽの広がり 

喚㉳ⓗオートエスノグラフィーと、分析ⓗオー

トエスノグラフィーの両⪅は排他ⓗで分㞳された

ものというより、㐃⥆体(スペクトラム)とみなされ

ている(Allen-Collinson, 2013; Chang et al., 2013)。し

たがって、⌧在では、ほとんどのオートエスノグ

ラフィーが「喚㉳㸫分析」という㐃⥆体のどこか

に位⨨づくと⪃えられている。 

一方、2000年以㝆、様々な志向を持ったオート

エスノグラフィーの方法ㄽがⓏ場している。例え

ば、2 人の◊✲⪅が対ヰⓗにオートエスノグラフ

ィーをグ㏙するデュオエスノグラフィー(Norris et 

al., 2012; Saw\er & Norris, 2013)や、」数人でオート

エスノグラフィーに取り⤌む協同ⓗオートエスノ

グラフィー(Chang et al., 2013)などがある。これら

の新しい方法ㄽは、それぞれが␗なる志向を持つ

ため、「喚㉳ⓗ」か「分析ⓗ」と単⣧に整⌮するこ

とが㞴しくなりつつある。したがって、今後はそ

のような方法ㄽの広がりを㋃まえたオートエスノ

グラフィーの展㛤可⬟性を⪃えていく必せがある
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といえる。 

 

まとめ 

 本✏では、オートエスノグラフィーの主ὶの方

法ㄽである、喚㉳ⓗオートエスノグラフィーと、

分析ⓗオートエスノグラフィーについて整⌮して

きた。それぞれの方法ㄽが、オートエスノグラフ

ィーにとって㔜せな側㠃を♧しているが、⌧代に

おいては、この 2つに㝈らず様々な方法ㄽがヨみ

られるようになっている。 
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1 CASF Art. L.112-3 :�La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à 
soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, 
dans le respect de ses droits.� 

� S’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant.  
� Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de 

leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise 
en charge partielle ou totale de l’enfant.  

Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent. 
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2 CASF Art. L.112-4 :�L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 
affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.  
3 Loi 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance. 
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�� ¾T¸ßæéT¬T����&&��295L6.�-�G=*=�-��<<2<=*7=�-.�&.;?2,.�&8,2*5�PǸĦȺŁN̑ ņ˼Ǝ�ͯrçÖæ�ǲǨ˼
ƎǕ ·ř Цs�Nаѓ� ���� ȿřMƿɞ� ���
 ȿřMǴƬ �Ǎɷ�ƿɞ˓e�ǴŁ ����k��˼Ǝs�m
�f�g�aN�
�� Le décret n°2017-877 dans le Code de l’Action Sociale et des Famille du 6 mai 2017, une définition officielle du travail social : 
vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine 
citoyenneté (...). Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Il 
se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette 
dernière.�
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7 ǅ�ϥгPhttps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000206894 
ɞʿPhttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000206894/2021-02-09/  
8 Loi n98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : La lutte contre les exclusions est un impératif 
national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la 
nation. 
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de 
l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la 
famille et de l'enfance. 
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les 
organismes de sécurité sociale ainsi que les institution sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes. 
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. 
9 1==9<�		@@@�?2.�9>+52:>.�/;	<2=.<	-./*>5=	/25.<	;*998;=	9-/	
��


�
��9-/�
10 Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :  
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, 
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement 
leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt 
et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;  
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 
121-2 ;  
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;  
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou 
leur représentant légal ;  
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des 
mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues 
à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou 
risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;  
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire 
développés, dans son intérêt supérieur.  
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de 
l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, 
L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.  
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Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et 
morales de leur placement. 



X̅ʮėɻņÛ¹êY̒ �� ǳ �
�� ·  ƴ�
� VÓäêº�¾T¸ßæéT°��� Óäêº�ȼͱχȴ�ȡˡ�W�

�
�

�
�

����

ņǨ�Ʊˆ�|a~�Ɖąϥ�;=� �������Ѓŭo�~a�NƴΛͿ �ĴŶ�
�abm�fšɲ��{~d�Mv� ̿c�ʔǴ�ņǨf���gɕ˻g�
|a~ɺe�~a�N�
ɌĲĦ˺ϥ�̰��ņǨ�Ʊˆ�|a~ȼͱ˫̧ɷ�ŚЛ�ʩ�Џň�|a~
ɺe�~a�N�
�

Ʊˆf˻iȎ�ņǨ�Ħ˺�ȼͱ˫̧ɷ���&���;=� �����������
Ǩ̀�ʩ�q~�ˋ�Śs�ƤАɺ Ƴ�eMʘƊ�Ǵ{xȯė ȼͱ
˫̧ɷfdm�bNƤАɺ��ʩƽɍ�ˋ�|a~ɺe�MʘƊ Ķ˛
s�x��`���ȯėf͍òo��N�
�qʩfˋ ʵǭq�aMƤАɺ�¶¥êq�a���ʔǴ�Mȩ��
�|a~ɬo�~a�ɕͥ�͈ȱMƢȻˢ̈́ͦfdm����N�

 
ΰɍf̾Ȃqx̰ņǨ��Mͬͅ���аЖ�Ŷ���M̰ņˁfƴ�ĢĴ�
ͬͅ�����deqa��sj�Ɖą˫̧ćfʘƊ ΌïMȩ��f˘¡y
Ɖą£¸º¿êÆ�Ɖȫ�ÁàT¿TƤА Ƴ¡�ǍϒȮͰs��b�s�N
аЖ�Ģ�`�Ǩ̀�ƴΛͿ �ĴŶ�ˁ͜�|a~�ǀ�̞ͥςɹ�ϡǷMа
Ж ̾�~ȯė ͍òqMv�Ǖ�Тȩ�ϡǷųϿf`��abm�y{xN�
�xMɃϋfˁgˁg�g��ȭc�ʔɷ�a�m�f̑Ȼ���MǴ��a
ʔǴ�˿Ǩ�ǁņ�͗Ǩ��g��b�q~axN�
�
Ǌȏ�Óäêº�ȼͱχȴ�Ͷ̹�
�

˖ЋĦ ΐ̬q~M˝~�ȩ���ʩ ̅ʏ�ȯės��
ŵ̇���iåº°�abľΈ�Κ̤s�m��ЙϬ͑�ȯė dm�b�
ȩ���ùȭ ˾ɩ�g��bȤϥ ŊФ�
χȴ�VĹ�Ƅ͆�ƽЯW�

�

                                                
11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901903/ 
12 CASF Art L222-4-1 En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au 
fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil 
général, (…) propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure 
d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte 
toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est 
procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe 
aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un 
contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. 
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, 
sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut : 
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des 
prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ; 
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; 
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil. 
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13 Code Civil Art 375 
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 
14 Art. L.226-3 CRIP :�Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment 
et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le 
représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.�Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du 
conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire 
en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces 
informations.�L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au 
domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.�Après évaluation, les informations 
individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.�Les services publics, ainsi que les établissements 
publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif 
départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de 
l’enfance.�Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les 
missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. 
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15 Art. L.226-2-2 IP informations préoccupantes :�Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret 
professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ou qui lui apportent leur 
concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de 
déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage 
des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la 
mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction 
de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à 
l’intérêt de l’enfant.  
16 La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce 
mineur et sa famille peuvent bénéficier.  
17 Art. L.221-2 al.1 Médecin référent de Protection de l’enfance: Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du 
président du conseil départe- mental.�Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein 
d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les 
services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les 
médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies 
par décret.  
18 Code penal 226-13 les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance 
définie à l’article L.112-3 ou qui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret 
afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et 
leur famille peuvent bénéficier. 
19 CASF Art.L.226-6 SNATED Service d’accueil téléphonique de l’enfance en danger : Le service d’accueil téléphonique répond, à 
tout moment, aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés d’être. Il 
transmet immédiatement au président du conseil départemental. 
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20 CASF Art. L.226-6 ONPE Observatoire National de la Protection de l’Enfance : L’observatoire national de la protection de 
l’enfance exerce, à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de 
protection des mineurs en danger prévues au pré- sent chapitre.�L’Observatoire national de la protection de l’enfance contribue au 
recueil et à l’analyse des données et des études concernant la protection de l’enfance, en provenance de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des fondations et des associa- tions œuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en 
cohérence des différentes données et informations, à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des 
mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs 
en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des fondavtions et des associations œuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement 
et au Parle- ment un rapport annuel rendu public. 
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21 https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article419 
22 CASF Art. D. 223-26.-La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée 
commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés. (Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016 relatif à la 
commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d'examen de la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance prévue à 
l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles) 
23 CASF Art. L. 147-1 CNAOP Conseil National pour l’Accès aux origines personnelles : Un Conseil national, placé auprès du 
ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux 
origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.( LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux 
origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat ) 
24 LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits 
Le Défenseur des droits est chargé : 
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les 
établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; 
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement 
ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ; 
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. 
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25 CASF Art. L223-1 (Θʴ): L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la 
situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son 
environnement. 
26 CASF Art. L223-4: Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. 
27 Loi n° 84-422 du 6 juin 1984. Loi relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services charges de la protection de la 
famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'Etat : Prendre en compte ces parents dans leurs droits et principalement dans le 
respect de leur autorité parentale c'est aussi associer les enfants aux décisions qui les concernent. 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/s83840194.html 
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ʡΐ�ʖϡ�̾Ȃ�|a~��%��� �abÞ¾ÂÇ ЯФq~d�MÏåȪ�
̾Ȃ�`x�ʙć�˝ćƿɞ ɘk~a�Nʽν�ØTÝ×T¹��ʎȋfȍ
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vm��M���b�´ê¼ÕÆ�š}a~a��eM���b�Њ̓f`�
                                                
28 CASF Art. L227-2 : Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 
375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants. 
29 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Construction_d_un_referentiel_d_evaluation_d.pdf 
30 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-na
tional-de-reference 
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̾Ȃ�ʎȋ�|a~�̒ �� ǳ�ŭȻ�ŭȍq~a�N�
https://www.humanservices.jp/wp/wp-content/uploads/magazine/vol42/52.pdf 
�
�
ʲPʡΐ�ʖϡ�̾Ȃ�ɉȰ�

�
�ÏåȪʡΐ�ʖϡͨŉςɹ��Ð£åê± ���ñљȒʼ��

�
 ìƴřek~Ħ˺˝ć�v�w��Ή� ώgMǴ{xȯė ´TÅ¤ËTÆ
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31 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cadre_national_de_reference_-_livret_3.pdf 
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�ͧc�m��`��sW�
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ĆȿϚǘɷ��ΰɍ�ŗȗ��MͶ�ȇɶ�Ģ���ύƗf`{~ʮ�ua�
s�ȩ��fʡаȦfǫc�ʾа ɻk�bz�Ƀϋ�ǫcùǁfǋc��b
���̀iЈ�qxN�
�xM©Åà²T¿T��ЧʼņǨ��Ǯų�£¿ÂÁÞêÆ�|a~óĠ�a
�b�ņ¡yN�
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�ƹyWVɃϋfagaga���ʔɷ�mmr��aW�ǋc��b�
����aNɃϋ�Κ̤qɒ̸qɃϋ�ʫ ɔ���b����fȼͱϚ
ǘϋЍ��ȯė�]|�µTæ�`�N�
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�Ħ˺�žΣ�ƅфfʹ��tɌĲ͑ȯėf�g�e{x�
�ʡΐfȠ���ʘƊ�|a~̾Ȃqg��aʔǴ�
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�
                                                
�˖Ћ͑©Åà²T¿T�J->,*=.>;�<9J,2*52<J�PǸĦȺŁN·ř˖ЋņǨ�ņ�Nаѓ� ���
 ȿřMƿɞ� ��

 ȿřM
ǴƬ � Ǎɷ�ƿɞ˓e�ǴŁ ����k��˼Ǝs�m�f�g�aNȼͱϚǘMʐĽM£æ´Tæõ˽�яʑˁŊ
ɍ�ȯė ņ¡�a�NȼͱЧǘȰːMяʑ©Åà²T¿TMȏ̕Ɖąȯė��ȼͱχȴ�Ǌʔ�̑g�Џň ̞bN
ɌĲ͑Ɖąɍ�q~Mι͒Ĝ Ůmq~a�ȩ���Ä¤Tê©¥¹ßT�Ɖą ˖Ћ�s�Nʫ̄͑˂ʧ͑Ǽͽ Ϣ
c~a�ʼʮ�Ƀеȯė�dm�bN�
33 Art. L.226-4 :�I. - Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du 
juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :� 
1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, 
et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;� 
2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du 
refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve 
de collaborer avec ce service ; 
3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.�Il avise également sans délai le procureur 
de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est 
impossible d’évaluer cette situation.  
Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès 
du mineur et de la famille intéressés.� 
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34 Code Civil 375-1 : Le juge des enfants doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se 
prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. 
35 Code Civil 388-1 : Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions 
prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne 
désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été 
informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. 
36https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006142836/#LEGISCTA00000614283
6 
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37 Code Civil Art. 375-2 al.1 :�Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le 
juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de ré-éducation en milieu ouvert, en lui 
donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. 
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��ʩȩ���ЯФ�g�χȴf`�N�

                                                
38 CASF L.223-5: Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour 
une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.  
Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant 
accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.  
Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à 
la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge 
et de sa maturité. 
39 Loi du 11 avril 1908 : De donner aux mineurs qui leur sont confiés par l’autorité judiciaire un enseignement suffisant pour les 
mettre en état d’exercer à leur sortie une profession ou un métier. 
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40 CASF Art L223-2 72h (Θʴ): En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant 
abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de 
soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité 
parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu 
être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une 
saisine de l'autorité judiciaire est engagée.  

�
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41 Code de la santé publique L1111-5 : le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires 
de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou 
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la 
consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la 
sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur 
maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le 
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. 
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42 Code pénal Art 434-3: Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou 
atteintes sexuelles infligés à un mineur trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
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43 http://www.departements.fr/reaction-de-ladf-suite-a-diffusion-de-lemission-zone-interdite-protection-de-lenfance/ 
44 CASF Art L222-5-1 : Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 
Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps 
complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés 
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particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article 
L. 312-1  
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les 
majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial 
suffisants. 
45 ROMANET Emmanuelle, 2013, « La mise en nourrice, une pratique répandue en France au XIXe siècle », Transtext(e)s 
Transculture. 
46 DAVID Myriam, 2004, Le placement familial, Dunod. 
47 République Française Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, “61 000 enfants, adolescents et 



X̅ʮėɻņÛ¹êY̒ �� ǳ �
�� ·  ƴ�
� VÓäêº�¾T¸ßæéT°��� Óäêº�ȼͱχȴ�ȡˡ�W�

�
�

�
�

����

˘̖o���b��{xN�
 ·̏óǰ�ϚǘЂш��ȩ�� ɒ�ɉĦ�˞̬
q˖Ћʙfvm�͆b�abVĦ��˞̬W�$���$5*,.6.7=����862,25.��ǭ
����b��� �
�� ·ȿ͘�Ϛǘ� �
� ˕�~a�Nʩȩ³ê¬��f
ŮgxȎ� �� ȿř̅Ĝ�Ħ͊ļ��ȩ���άͽ�ĥ�qxȯė�`�
��*?2-���

��N�
�
Ϟ�sʔɷ�ȩ��fšϮ͑�Ǵb�m� ˘�NͶ�Ȱː�mm �
 ·�;Α
�˰c~a�fMv�� ����� ȉ�Ϛǘ ŢϪs�ɐɍf˰cxe��`��
ǋ��~a��(.;-2.;���
���Nΰɍ�̪Ϥ͟Ȫ��̾Ȃ��MɉĦf͚Ɋ�ɝʙ
Ŋͮ�ιЯMǭgxaǲǨfěa���аЖ�ɷs�ɐɍ��̀iɬĲ{xN�
�
Óäêº��ǊȏȇГ˓�ȏ̕ƉąȯėM˞̬s��q~� � ·n��ȌΚŎ
�ǧʣ���V̠Ŧ˞̬Wqe�a�abm���{~a�N�

�
бʩfĆΠ͑�ЯФo�~ax�
� � \�
˖Ћʻ�ǲaʃŬЇȰː����
 ·óǰNͶ� ���
��

� ·�Ȱːʷf� � Α
�˰c���
� \�
ȏ̕Ɖąȯė����� ·óǰM�

� ·��ƇġMǻ��ÓªèTȼͱ�Λϋ��
Ħ��˞̬����
 ·óǰM�

� ·��ƇġMǻ��˞̬� �
���
� \�
ʂЩ�ʩ�`�m��ȯė�ɦɉ��{~˝ćŢϪs�ǌ�Ƀ̕�Ϟ�u
�m� ЈȮq~a��

�
ʂЩ˯�q~�ʩ�`�m��ȯė ɧϋs�m���{~Ħ˺�ϋв ˝i
�ism�Mō˝�Ȱː�бʩ�a�ȩ�� �ism�fϺЩ˯�o�~a
�Nv�x��ʩfʩ���˚�Ä¤Tê©¥¹ßTe�ņǨ�Ä¤Tê©¥
¹ßTǠk�ŨŚ�ϩф̄Ǆ ǁ|kɬq²£ q~a�N�
�
�
�
�
�

                                                                                                                                          
jeunes majeurs hébergés fin 2017 dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance”�
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD55.pdf,� 2020 · 2 ƴ 6 ͿĔЮN 
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48 Art. 375-3 al.1 :�Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :�1° À l’autre parent ;�2° À un 
autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;�3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;�4° À un 
service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;�5° 
À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.  
49 375-7 Code civil : Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit 
de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5. 
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Ȋ´ê¶æ¿êÆfȤϥƲ͉�|im��`�MĦ˺�ȯėfͯȿϐǭ�ĺȧ
o��NĦ˺�v���ɓ�ˡ��ȯė qxʑ�MĦ˺����ȩ��fɢ
ϴ ĮnqMɀ�;ɢř�Î¬êº Įns�a{x�b�ʬ�~aiNȇɶ
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50 CASF Art.223-1 (Θʴ): Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé " 
projet pour l'enfant " qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des 
parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence 
et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur 
ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du 
mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.  
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la 
continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. 
51 CASF L223-3-1: Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 
du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions 
d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1 du 
présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. 
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52 CASF Art L222-5-4 :Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 
Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et 
psychologique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des 
dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. 
53 CASFL221-1-6: Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient 
maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. 
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� � ʩf ȉϺϷ�ȩ�� З�u�f�˫̧�g�ʔɷ�

�
ǴƬ���ğĕNbzƶǤϚǃ�
�MǸ���M
�ǀ�ɃɁ̄�`�N����&���
���
΄ȞμНȼϚƶ¼ê¿T�ņǨ�̪Ą��ʩ ȯės�˖Ћʙ�xio¡a�
fMv�˿��ai|�ʩ ȯės�m� ˖Ћ�s�ŨŚ ФùqMʩxz
f˖Ћʙ�ȯc���f�ȩą~s�ǩʲ��{~a�Nȩ����{~�ʩ
ykfɃ�ąȼ�Śs�Κ̤ s�����iMͿʕ͑�Ĳb̑ʮfψʷa
~Τ��ѕsm�f�g�N�
�
Ͷ�ɌĲ͑Чǘ�ȩ��xz��{~Mњ}i��˞̬ĳɿ��{x`�ȩ�
�fǐеq�ax��ɩЦ�ɌĲ͑Ⱥǉ�ǫc��~a���MˉƐ͑�њ 
ą�m�fʙćxz��{~ʬ���~a�N�
� |�VĦƨʲȒ�W�ǋaMʩȩv�w��ʡаІ̧�ʩ̞ͥ©Åà²T¿T
�І̧��g�Ħƨʲ ɺgv� ���Ħ˺�ьȥ x��Nv�̰�ȩ�
�f��ɓ��gvb�ʮ�юЫ qMΕ���ǭ{x�Ćɸ�кǭ�ǭ{x
�ȩ��f˫̧�g�ʮ ˰�sN`��Ǚзf̀i�aĦ͊f̀afMȩ�
���{~ɩЦ�`�m� ͙c��ɘk�~i�ĺa~i��Ħ˺f�g
��b�s�N�
�b]|�V͛ѕ̶Ȓ�W�ǋaMʃņǨȿ̏�Ū�ek~i�x˓ˁMɥ¡
�ax̪ǅ�ʩqiq~ax̑ʮ�˓ΏMɠaȻ�ϝ{~ax˓ˁ���Ĉē
q�Ȱːɷ���ˍ�~q�aMʩ�ĲbŨĲ ːk�a��˟ě��{~
ax̑ʮ�Ȇ͠юЫ ɓ{~ɢϴĆɸ�Įnqx��g�x��`�Nvq~M
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o��ʣqiɠaȻ�ÙäêÄ¤£�ȜĤs���q~vba{xʔɷ ˰�
q~aiN�
ϱБ�ΓΒ��ΜɌĲ͑�ä¥Óº¿¥æ ˘̖s�ɐɍ��{~�
̏ǕΛǺ
��Ħ˺ ̮iŨĲ���v�Ϟ�qe�ΘkɬqxaȿfЩ��ǋ��~a
��-J<2<=*7,.�Nv��g��i̩{~a�ʮfa��Mф���m�f�g�
fMv�x��t{�˚e�ŚƠʻ ̮a~diίЦf`���ǋ��~a�N�
�
�
�
� *���9��-�3�#8�+���(6 �+��
�
ȏ̕Ɖąȯė�ʩƽɍ�ͯùf`�ʔǴ�������2-.��->,*=2?.�H��862,25.�M
ȌΚŎΚ̤�ʔǴ���!#���,=287��->,*=2?.�.7�!252.>�#>?.;=��ǋbŃ В�
Ħ͊ͼƉą͑ȯė�ĺϣƛř�dk�Ɖą͑ȯė�`�N�
�
ϥг�ȼͱ˫̧ɷ�ȩ���ͯrykʩ��˿�ƣ͌��ȯės�m� Ź�
~a�N�

ȩ���ɌĲ͑ȯė� ��&���;=�� ���������
ȩ���ɌĲ͑ȯė�óĠ ÜÂ¸âê�s��
ϊа͑MƉą͑M˂ʧ͑ȯė Ϻʼ·�v�Ħ˺�͍Ƃs��

� �
�

ȏ̕Ɖąȯė�ͼО� ���&���;=� �������N�
��Ħ˺ȯėÄ°É¸ßê���x�ĦȻȯėć�ǂ�
� ©Åà²T¿T���ȏ̕Ɖąȯė�
�Ɩ˙͑ȯė�
��� Ħ͊ƩȊ¾T¸ßæéT¬T�����ȯė�

�

                                                
54 CASF Art. L.221-1-1 : Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des 
missions suivantes : Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille. 
55 L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; 
- un accompagnement en économie sociale et familiale ; 
- l'intervention d'un service d'action éducative ; 
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou 
sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. 
��Ħ˺ȯėÄ°É¸ßê�'�&�� .�'.,172,2.7�-.�5D�7=.;?.7=287�&8,2*5.�.=��*6252*5.�PǸĦȺŁN�·Λe� �·�аѓ
��
 ȿřMƿɞ ���� ȿřNǲǨ˼Ǝ͎͠NĦ͊ Ͷ͉�Ј̙͑ʼ�x�ϳɢψʷȿřϦ��NЈ͑��MˁŊå»Ý 
ʾc�m��ȩ���·ы�ĜrxίЦ�²£�ɠő ʫ�|k���m����Mʩȩ����ɓ�ˡ�N��
��Ħ͊ƩȊ¾T¸ßæéT¬T���&���87<.255.;�.7��,87862:>.�&8,2*5.��*6252*5.�PǸĦȺŁNĦƬ���i�f�g�
�bȯės�NȪčɥ̕e�ǓФo�~̋Ίɍ�ȯė s�ʮ�a�N�
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Ħ͊ƩȊ¾T¸ßæéT¬T�|a~�ȌΚŎЂш�Ȯɂfɬ~˖Ћ�s�Ũ
ŚfĦ˺�ȏ̕Ɖąȯė��ϒ�dm�bm��`��6.<>;.� 3>-2,2*2;.� -D*2-.�
H�5*�0.<=287�->�+>-0.=�/*6252*5��8-.�,2?25�*;=����������N�
�
ÏåȪ�ʔǴMȏ̕Ɖąȯė�ļς÷̗���ȼͱ˫̧ɷʙćfɉȎĦ͊ϦЊ
 s��k���aN¼TÊO¶êOÇÉǀ��ȇɶ�Λ·��ȼͱ˫̧ɷ�
©Åà²T¿Tf̞ͥs�m��`�N�
ȌΚŎfϏͿȇ͇ � Ϳ � ȿř��Ʋ�~Me|ίЦ�Ĝr~Ȱː�ǭgЩq�
f���8-.� ,2?25� �;=��������ȯės�Ƈġo�xȏ̕Ɖąȯė��!#� ;.7/8;,J
 s�Nvq~Ħ��˞̬�`�N�
Ħ˺ȯėÄ°É¸ßêfɢ �Ĵ̼ ��� ȿ�ǭ{~MĆɸ�̼Ůg~e�̼ʜ 
ʜ�ņǨ�ˮ�Mv�ǕMϟʩ�ʄqѕs�abŨĲ Ⱦ~�v�ř�ʩȩ�
����Mv�w��ΜĜ�|a~Ɖą͑ȮͰ s�m�f�g�N�x�M
v�Ħ͊�ɢ �ĴИϤ ����� ȿ�ǭgĆɸ�ɪ̓ qMИʜ�ȯ͠ s�m�
�v�Ħ˺� �Ϳ�з��Ï¿Tê Ȓ�m� ЈȮsNʩȩŚƠ�ιƚǴ�
ɞʿq~amb�s�N�
Ȱː˞̬�ͯr�b�Λ·�ĆĴϡǷɺ ˞̬ǅ�`�ȼͱ˫̧ɷ�MȌΚɷ
ƩЖ�ʔǴ�ȌΚɷ�͍ɬs�N�
�
ÏåȪ��ȩ�� �ʮ� �Ϳ�Ȱː˞̬Ϋ �ϵ 


 ĕM̅ q~ȏ̕Ɖąȯė�
�Ϳ �ȿř� ��

 ĕ�Ħ˺˝ć�Ś��m�f�g�sNϏƒ͑�ȯėŦř�
Ƭȟs��ȏ̕Ɖąȯė�ȩ�� �ʮ`x�А �� ϵĕMȰː�бʩ�ɷ���
� � ʮϏƒА ��

 ϵĕee�m�����Ǹ�ϡǷɺ�ɺe�~a�
����&��
��N�
ȩ���Њ̓f̀k��̀a��MͶϒ�˖Ћʙ xio¡ѝcxȰː��
�k�����ax�M��ǲi|im����M˚�{~²£ s�m�f
ɌĲ͑�´ºÆ�І��ЙϬ����ǫc��~a�N�
� �
Ϳ̰ɷ� ��8-.��2?25��;=��������������������&���;=� ������� �����
ȩ��fʩȩϋв Ϫ��aʔǴ�M̛˭q~Љ{~q�bʔǴ���ϩфf
�aǌ�ȏ̕�s�fMv�ʔǴ�Ϳ̰ɷf˘���m�f`�N�

                                                
58 Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du 
code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à 
l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action 
sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une 
personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".  
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de 
l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il 
exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.  
59  Il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit 
spécifiquement habilité à cet effet.  
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¶ÚTÆ�|a~Ίʹ�gаĳ�g�m�fɃϋ е~́sº¿TÆ̪͘��
�Mv���bq~�ʩ�в��m��Ίʹ�g�aȩ���Ɖą͑ȯė s
�Ϥϥ�]|�o�~a�N�� Ϳĺa~a�Ȱː�ņǨũ��ǭgMvm�ɪ
̓ qx�£°Ä¤ÑÄ¤�ȜĤqx�s�Nȩ���m� ȿřɆ�ƛřɆ
�мϤ�ȩ�� ǁɔ�ЏЈ ʙćxzf̞bNȩ��xz�ϳͿĲaMąz
 Ǎϒ���̑ʮxzN͡Ϳ�̀ŦŶ�Ŧř�Ƈʹ���a��MϳͿЩ�ȩ
��f̑Λ�`�Nΰɍ�Ϳ̰ɷ�]|Vι͞ǨȯėǨW�;·ř͆a̾Ȃ
qxm�f`�fMȇɶ�ņǨ�̏���m�ʔɷ�ϳͿ͆aMТR�£°Ä
¤ÑÄ¤�̰e�Śʡ�`��� ˘¡�ɓ�ˡ�M�g�am�f�g��
b���̄Ǆ Ɯ�ϖs̰�Ƀʝ |kMʣqam��̻˗s�ŪȾz ą~
~axNv�bzȩ���Ϥe�VϘƇq~�xaW�ǋb�b��{x�Ć
̅Ć�̭� ɓ�ЉqM͆ʝʹ�̰ņǨ�ǲǨ�ϘƇ ʬ�~ĆΠ�ņǨ�ϕ
�g��b�s�NĆΠ�ņǨ�Љ{~e��ņǨũ��ι͞ǨȯėǨ�ǭ
g˓ˁ�Ćɸ�ɪ̓ qMɢϴ�ŶĨŦř̰�ºÚTÃ�dɬek�кǭ ʙ
ć�q~axNɠaȻ�ʙć�Ćɸ�ʥqǹ¡�Ćɸ�ɠaMњ ʤ�MVȩ
����{~Ďƌф�ƇȃʮW Фùq~Ɖą�|�l~axN�
�
�
��� бʩ�Чʩ�
бʩ�Чʩ�|a~��xϒ�ŨĲ�ʎȋ ŭɮqxa��ǻĴ�Ŗ̝�ͼО
�ȱ��N�
ͿϮ�̑giāb��Mбʩ�ʙƎ�q~łеq~d�Mбʩ�Чʩ��ǟ
�˝iϒ�`��abm�yN�
бʩ�Ħ˺£¸º¿êÆf́В� assistant familial �abЁʊ�`�NȺŁ Ⱦ
{x˖Ћʙ�a�Ħ͊�ɥ�²£ ɘk�m��ȩ���ǌ�tMʐĽ�ǲы
�ϋЍ��ǭ��~a�ȯėº¿¥æ�`�60N 
ĆΠ�Ϛą�ϚąĖMϚą£¸º¿êÆ(assistant maternel)MÖÑT¸Â¿Te�
˘̖qżо� 1 ň�ƖŇ�ɘk�m�f�g�NϚą£¸º¿êÆ�ȺŁ Ⱦ
{xɍ�Ƀ̕�ƕц�ȩ��  2-3 ʮМe����`�NɃϋ�ȩ��fʃoa
ȿŦ��Ϛą£¸º¿êÆ qMɃϋ�ȩ��f̑gi�{x�бʩ�͗ʙ�
ab²TºfÏåȪ��̀iǁ��xNбʩ�Ƀʫ�ȩ���ЧąʘƊ�ȩ�
��ˎs�ȡȻ�Ʃьfɩȷo��NΰɍfͯǭqxбʩȬϪɍ�І̧�da
~�Mą~xȩ��xz��І̧qMʼʮq~a�ȩ���|a~�ʎȋ�d
m�bN���b�ȩ���ą{xeMΤ�fбȩ Ʈc�m� �bȭ{~
a�eώgɓ� q~axN�

                                                
60 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15240 
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бʩ� 60 ȿř�Ǯɠ ɘkMȩ�� ɘk�~e�� 240 ȿř�Ǯɠ ɘk
�Nżо�ȩ��Ćʮ�ƴ 17 ϵĕ(1384euro)M;ʮ� 28 ϵĕ�`�Nv��Ĥ
cMƔŸɘk�MʐĽ�εŪ�ȩ���ĤȟMƑ˻·ʷ�ĜrxĤȟ��f
`�Nv�˿�УφMͿФηMņǨ�ίЦ����ǯ̏MȩƂ�dm}eaM
°åºÛºÕç½êÆ̏��fȯω���Nȩ��f÷̗o�~a�aŦř�
ƴ 6 ϵĕ�Ǐ͉żfɬ�f 4 ìƴř÷̗f�a�ƤАĳɿ���x�ϒ�ɃɁ
̄�Ͻṛ̌̄�͗ʙq�k�����aN 

ÏåȪ�ȩ���ʔǴ�бʩfÏåȪ�ļ�a�m�f̀iMe��ěŅ̪�
`�x�M̑gaȩ���ͯrņǨ�͆a˻k����аЖ�ŢϪq�am�
f̀aNÏåȪ�бʩȻϿɷ�qi�Ͻṛ̌̄ƩЖ�бʩ̕�÷̗o��fM
v�w�щc�Vm�ȻϿɷ�SSǀSSȪ�бʩ  �
 ʮȾ{~a�W�a
{xϤϥ�ÏåȪ�ȩ�� ̪Ϥ�÷̗qMȻϿɷ�ʙćfɢĢ͠�ǭgЩq
~Ččq~a�N¼TÊO¶êOÇÉǀ�ʔǴ��� �

�ϭ£Óå¬ƨ�ʮx
zfбʩ q~a~MΤ��ύġ�����ϋkŅ~�iʩˍ�ɘk��Ȩ
ʺfȼͱχȴʙ���~�δģo�~a�N�
·ы�ǲaȩ����Ȱːy�ϘƇ�ɤ̰�g�aM̩͑фf͇iɃϋ�m
� Ƀϋ�s�m�fͽqaʔǴ��бʩ ˘�ȩ����z�¡a�fMʃ
oaȩ���Ϥfбʩ ˘�m��̀aN 

ȻϿɷ���fMɉʩȯė�©Åà²T¿T�ȩ���бʩȯė©Åà²T¿
T ϋk~ΐ̬q~a��m��`�N 

ȩ����{~�Mɉʩ�ĲbƽЯ�v�ϤϥMǅaxбʩĦ͊�Ǚзs�ƽ
Я��æTæfƲ�{~d�Mбʩ�m��Vdro¡WVd�o¡W�ǎ�
�b��{~a�N 

ͿϮ��бʩ ˰�sͮg�`�fMȩ���̩�ƽЯ�ʦɉǷ̩��æTæ
fιЃр�`�Mбʩ˲�ȩ����ŚƠ�da~�æTæfιЃр�`�x
�Mιñ Őr~a�N 

ͿϮ�Ǌʔʙće�ΰɍfώaxѕ�Mбʩ�ĦƎ ƪjx��Ƀϋ�ǭgx
aͲ�ɝʙou~��c�e{xMar�����Ƌo�~ζȽ Ħ˺���
�ϓcou��xMЧʩfεŪ qx¿¥Üê±�ЧȩĚˡ Ź���~v�
Ǖıǘ Ŧ̇o���b��{x���ѕ ώi�MVȩ���χȴ�x��
бʩW�ab̑˚͍fɔ��~a�eŲЊ Ńc�N 

 



X̅ʮėɻņÛ¹êY̒ �� ǳ �
�� ·  ƴ�
� VÓäêº�¾T¸ßæéT°��� Óäêº�ȼͱχȴ�ȡˡ�W�

�
�

�
�


��

ЧȩĚˡ���&���;= ����� e� �
� 
ЧȩĚˡ�|a~�ͿϮ�dm���~a��b�ɬȞǕ̌ĉȿ�÷̗���
iM�t�ȼͱχȴ�˖ЋĦfa�ȼĉ�ͳЁɬȞ˖Ћбʩ��m�� � ì
ƴřŗȗ dm�bNȩ��fϪ���Mȩ�� ̩{~e�ȩ���ĲbЧ
ʩ ˘�Nv�Õè¼º�ȋei͉���~a�N 

ÏåȪЧȩĚˡˬǟ��ЊaǴ�u����MЧʩ�q~Ȫ�͞ђs���ƿ
ɞĲ�͠R�Іˎ� � ìƴ�ee�Nȇɶ�ˑЃĲe�ȇǕ�Õè¼º��ʬ
���Λʷqea�aNĆ͠͞ђs�� � ·řЕǝ�`�MĆ·ř�˝Ǹ� �
ϵ 


 ʮ͞ђq~a�̰�Чȩ Ʈc����� ��

 ʮ�`�N�� ȉ ̿c
��ȩ�� Ʈc�m��ͽqavb�`�N�
ÏåȪ�ØTÝ×T¹����ЧȩĚˡfVλμ�ȩ���̏��W���am�
�Ѓŭo�~d�VЧȩ���ȩ���ȩ��Ƀʫ�ψȚ�ơǠ�`�ьȥ 
ȾzMǁɋ~��xÆä§Û Ϣc~a�NЧʩ�ȇГ˓�ȣЂ�ȩ��fɃ
ϋ�ьȥ�ǠgǴb� ȯc�m��`�W�ɺe�~a�Nȩ�� Ʈc~
e��ȼͱ˫̧ɷ�̴Ά�ÓªèT ɘk�N 

 
ͳЁɬȞ�Ȏ�Mʩƽɍ�a�aȩ���VǸ�ȩ��W$>9255.<�-.�5D�=*=����&��
�;=� ����������ʗƵ� ��&���;=� �������q~�t͞ђo��NÓäêº��
Ǒˊ��afMɬˁʍЃɺf|i���Nvm�ʩ�VǸW�abm����N
ЁȽ�Mˁ��ʩ�x�εĉ�ˌz�¡ Ʈcxʙćxzf  ||k�Ё˚�
bz�]| ЁȽ�s�Nщc�̦�ȩ�ÚTæOë¢ê¶êOÆÛ�  |�
Ё˚fɬ~MÆÛ ЁȽ�s��a{xϤϥ�`�N 

 
Τ��ʘƊ�ϳ·ĆĴĦ˺δŴĲ�87<.25�-.�/*6255. fÁ¨Â°s�NЧȩĚˡ
�Ȏ�Чʩ�˘͉�Τ�fdm�b���&���;=� �������N 

                                                
61 https://www.paris.fr/pages/adopter-un-enfant-les-demarches-131 
62 CASF Art L224-1 : Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de 
l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la 
tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.  
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit 
commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision 
du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de 
famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de 
discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par 
lui à cet effet.  
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence 
que l'intérêt de celui-ci exige. 
63 CASF Art L224-2 : Chaque conseil de famille comprend : 
-des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; 
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-des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, 
d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans 
le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; 
-des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.  
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres 
assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.  
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal.  
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie 
réglementaire. 
64 Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un 
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître 
ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines 
de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de 
lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues 
à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les 
renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils 
l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces 
formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de 
santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.  
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé 
conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 
département siège de l'établissement.  
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et 
social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.  
Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.  
Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le 
secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance 
du département, siège de l'établissement. 
65 CASF L223-7: Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de 
ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, 
d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de 
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recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à 
l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux 
raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles 
s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.  
Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée 
par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier 
de ces personnes. 
66 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, 
pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. 



X̅ʮėɻņÛ¹êY̒ �� ǳ �
�� ·  ƴ�
� VÓäêº�¾T¸ßæéT°��� Óäêº�ȼͱχȴ�ȡˡ�W�

�
�

�
�

���

вǽ�Ȏ�ȩ��� ��8-.��2?25��;=�����F������
вǽ�ίtȌΚɷ ͆s��Mȩ���ʘƊ�ǻǕ ł΅s�ŨĲf`�Nʩ
ƽ�мʩfȾ|��ϩф���Šǃʻf�aǌ�ȩ���мʩˤϤ�Įnsm
����N�
����·�вǽ�Śs�ϥг����ȉóʑ�ȩ���ίtȌΚŎ�Ĳaπϟ�z
�����ǻǕϞ�se�|a~ùǁfώe��Mʩ�ȩ���ùǁ ǋbƽ
Яf`�m� ͙c�ųϿf`�Mȩ���Ƀϋ˖Ф�ϙǘȦeɃϋf˘¡y
ʮ�κg͖aȌΚŎ�Ĳb���͉���xN�
�

вǽ�ȩ��� �8-.��2?25��;=�����F������� �
вǽq~�πʩ�ϟʩ�ȩ���̅s�ƽЯ�ųϿ�ɇ���a�
ȌΚŎ�ȩ���Чą�ІĲƽ�|a~Ʋ��x��̾Ȃ Ȯɂs�m�
f�g�N̾ȂƳĩ вǽ�аЖ�|a~�Ŵѓ�ЯФq~����aN
ȌΚŎ�ȩ��fγǊqxŪȾz ͪ�cxΚ̤ s�N�

�
вǽǕ������ȼͱɕͥ ̞ͥq~a�Ħ˺ɕͥšƖf̞bN�
�tMȩ��fο̥Ćɸ�ɥ¡�a�aĦ˺�Ĳbʔɷ�.<9*,.�-.�;.7,87=;.�f
`�N˖Ћʙ�a����ñ˝�ȆĲ�ŨĲ ɉǊq~d�Mȩ���ʘ̉�
ͯȿ�Á¨Â°o�~a�N�
vq~MЧąΫ�Ħ˺ɕͥšƖf̱ıs�NЧąΫfȯω��~a�aЖ ϔ
ʩfĦ˺ɕͥšƖ�Ččs�ŨŚ�%�$� �ʥ˅s��MĆςƺ~̊c�ȯω�
�Me|�bϔʩ˲�Ǚʇ q~i��Nω��e{xʩ�Mv����q~
ǓФɒ�юЫo�żоe�͔Ĉgo���b���m��Ϫ¡�a�a��M
��¡�ȯωa ĺȧs��ǋbN�%�$� �ØTÝ×T¹�ʩ�ЧąΫ���
�� Ħ˺ɕͥšƖ ͆r~s�m�f�g�N�
�%�$� ØTÝ×T¹�
1==9<�		@@@�9.7<287�*526.7=*2;.�,*/�/;	@.+	0>.<=�
�
ͿϮ�ǽļȩf ���`���̅qÓäêº� �
��`�MƳǽq�a¬ÂÕ
æ�̀aN΄ʟf�e{x�ge�ƘЏɷ�΅̩ͻk ɬsm�f�g���M
v�ǕɬȞ���ř�ϒ�x�q~�ЧąΫ ˅Ź�g�N�

                                                
67Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0169 du 24/07/1987 
68 Code Civil Art 286: Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des 
règles qui suivent. 
Code Civil Art 287-1 : Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut donner 
mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation 
matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de 
prendre dans leur intérêt. 
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. 
Code Civil Art 290: Le juge tient compte des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et 
qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux. 
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69 CASF Art L221-9 : Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales. 
70 Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’en- fance, chargé de proposer au Gouvernement 
les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en 
évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre 
administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par 
décret. 
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71 CASF Art L224-11 : L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort 
d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut 
notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur. 
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les 
dons et legs. 
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat. 
72 https://fnadepape.org/la-federation/les-textes-de-base/ 
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「⃪਼コথプレックス」ગઅ 

 本間 ဧ 

新ඎ市 院支ରଢ଼会 

（taiinshien@ozzio.jp HP:http://tsk2017.com/） 

 

【はじめに】 

学派によって呼称や境界は異なると思いますが、例えばユングが唱えた「意識」と「無

意識」、その「無意識」の構成要素である「㞟合的無意識」と「個人的無意識」、「外交的」

あるいは「内向的」という心の態度、「思考・感覚・感情・直感」という心のタイプ論 1㸧な

ど、心の㟼的な構造と動的な機能の仕方だけでなく、「理解」と「心や気持ちの受け入れ㸦受

容、腑に落ちる㸧」の違いなどの基本的な知識㸰㸧㸱㸧を整理しておくことは、クライエントや

仲㛫の葛藤を理解する時に役立つと私は考えます。 

対人援助学マガジン第 43号で述べたように、クライエントの心の動揺に耳を傾けている

と「心㓄」のように聞こえる「不安」やその逆も少なくありません。そして、「老いや死」

ですらもない、文字通り「漠然とした不安」を「特定の臓器㸦㛵節㸧に㛵する心㓄」と誤

解していることに気付いていない医療者により、大変な事態が引き起こされることがあり

ます。医療者自身が、何よりも患者さんの回復とご家族の心の安寧を㢪った結果が、よく

て受療の自己中止か喧嘩別れ、下手をすると医療過誤に至ることも珍しいことではないの

です。 

その後の方向性を示さずに、期日が来たからと退㝔を迫るようなことがあってはならな

い。そして効率だけでなく、クライエントが家庭と社会に参加することを喜んでくれる退

㝔支援を目指したい。そのためには、共感的な理解の先にある、根拠が希薄かも知れない

が、おそらく相手のためになるだろうという確信に近い「心を妄想する力」が必要になる

ことがあります。まあ、「熱意」は「押しつけ」と表裏一体であるという自戒が前提になり

ますが。 

普段は、意識と無意識の狭㛫にただよい、現実の言動に影㡪を及ぼす、さまざまな心理

的要素が複㞧に絡み合った観念の複合体「コンプレックス」の中でも、「それとは知らずに

父を殺し、母と結ばれた後で全てを知り、悲嘆のあげく両目を傷つけ放浪の旅にでる息子」

という、ギリシャ神話の『エディプス』の物語に㢟材を得た、フロイトの「エディプス・

コンプレックス」は広く知られています。私はこれまで、親と子のアンビバレンス㸦同一
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の対象に相反する感情を抱いた状態㸧により㞴渋していたクライエントの退㝔支援の糸口

を、「エディプス・コンプレックス」と、これから述べる「㜿㜒世コンプレックス」に見出

し、支援を進める上で㢌とこころの整理がついたことが何度かあります。この経㦂を少し

でも世の役に立てたいと考え、整形外科やリハビリテーション科のみならず、精神科、地

域の医師会報等に何度か学術論文の体裁を整え投稿しましたが結果は全て「不採用」でし

た。唯一、精神分析家と思われる査読委員から「あなたの論旨が極めて稚拙であることは

さておき、精神分析的な知見が如何にして退㝔支援の実践に有用であったか、そのアウト

カムも明らかではない」というコメントをもらいました。確かに精神分析の素人である私

の論旨が稚拙で㣕躍しすぎていると指摘されるのは腑に落ちます。そして、昨今の「科学

的な根拠に基づく医学」と、ギリシャ神話や仏教の経典や説話が相容れないだろうという

ことも想定はしていました。でも、日㡭は科学的根拠に基づく言動を心がけている人でも、

例えば肉親の死のような、覆すことができない事象に直㠃した時、おのずと生ずる無力感

と、この時ばかりは絶対的な存在に帰依したいと思う気持ちが生じることもあるでしょう。

だからといって私は、特定の神話や宗派を擁護し合理的な科学性を否定しようとは考えて

いません。圧政や人種差別に基づく悲惨な事件が生じる度に、被害者を悼む㞟会を呼びか

ける宗教者がいます。しかし帰らぬ人はやはり帰りませんし、主催者の教義や宗派による

㞟会に科学的なエビデンスがあるとも思えません。また、その悼みの㞟会によって引き起

こされるムーブメントに統計学的な有意差を求めてもかいは無いでしょう。でも、そのよ

うな行動はしばしば個人と社会にとって価値ある変化をもたらすきっかけになります。「多

死社会」と言われる現代だからこそ、医療・介護・福祉のフィールドに携わる人達の近代

的で合理的な科学が、人々の宗教観や宗教心を価値のないものと否定し、人㛫の死がモノ

の減少や消滅のように認識されることがあってはならないと私は考えます。 

 

【と子のアンビバレンス】 

病気や怪我のために入㝔した㧗㱋の親の病状を医師に聞き、「私の親が病気になった理由

はよく理解できたが、親自身の注意や努力も足りなかった」と応じ、病の最中にある親を

叱咤する子がいます。また、いい年をした息子が病気や怪我をした途端に「待っていまし

た」とばかりに、幼子をあやすような口調で息子の世話を焼き始め、お嫁さんに眉をひそ

めさせる母もいます。親、特に自らの腹を痛めた母と子の葛藤は、妊娠の㐭か前、パート

ナーとの㛵係が成就した㡭から始まり、実㝿に子を授かってからは、それ以前には思いも

よらなかった感情が芽生え、時には子への攻撃や、第三者による攻撃の傍観という形すら

とることがあります。子の側からも、自身の誕生の由来など、許しがたいエピソードを伝

え聞けば、たとえそれが事実であっても聞き捨てならないと思い、親への怒りが燃え盛る

ことがあり、支援者が目の前で繰り広げられている「親と子の悲劇」を読み取る力㔞を㣴

わないと、単なる「逸脱行動」と見做され、「ダメな親子」と決めつけられることすらあり
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ます。 

 

【エディプス・コンプレックスଓଌ】 

フロイトがギリシャ神話『エディプス』から着想を得た「エディプス・コンプレックス」

を皆さんはよくご存知でしょう。私から少しだけ補足をさせていただきます。小林㸲㸧によ

れば、子供は成㛗とともに自分の中にある母親への性愛衝動を徐々に断念し、母を妻とす

る父親への嫉妬や憎しみを心の傷として自分の中に仕舞い込み、仕舞い込まれて自分でも

意識できない原初の㸦3㹼6 歳の男根期㸧こころの傷を負います。フロイトはこのこころの

傷を「エディプス・コンプレックス」と名付けました。この課程で、子は父親に攻撃㸦去

勢㸧されることを恐怖し、愛憎半ばする父を一種の権威として取り入れ、同一化しながら

モラルや倫理感㸦超自我㸧を形成します。ひと組の男女と、そのふたりから生まれる子供

から成り立つ家族の中で、子供時代のリビドー㸦libido 性的な衝動㸧をいつまでも許容し

続けることは望ましいことではありません。夫の愛を得て、妃の立場を保つために身籠も

ったヨーカスタが、夫ライオス王と共謀し死をもくろんだ子捨てを行なう時の、身を焦が

すほど望んだ子を殺そうとするアンビバレンス㸦Ambivalence㸹相反する感情㸧。さらに「暴

走する女性性㸦膣括約筋 vaginal sphincter㸧の象徴としてのスフィンクス㸦Sphinx㸧」の、

解けぬものには死すらもたらす謎かけと退散、エディプスが「ふたつの目」をえぐり出す

行為は去勢の象徴であり、神託をただのお告げとして聞き流すことができず、真実を知ろ

うとすればするほど悲劇に身を投じることになるエディプスの一連の行動は幼児期の外傷

的体㦂をこれでもかと繰り返す「反復強迫」㸳㸧と解㔘できます。フロイトは人㛫がこの心

理複合(コンプレックス)を㐺切な時期に克服し、精算できるか否かが神経症発症の分水嶺

になると考えました。 

『エディプス』の作者ソフォクレスは、佐藤㸴㸧によれば『エディプス』の続編『コロノ

スのエディプス』の中で、老いたエディプスに明快な反撃の言葉を語らせました。即ち、「た

った今、誰かがお前に近づいてお前を殺そうとしたときに、お前はその者に、自分の父親

かどうか尋ねるか?」、「反対におれに対する加害者である父母は、おれを殺すつもりで足を

貫き山中に捨てさせた。何もかも知っていて、おれを殺そうとした」、「おれは結婚に㛵し

ても、父親殺しに㛵しても罪人呼ばわりはさせない」と。私はさらに、夫の㠃影を残す息

子と同年代の、息子とよく似た足の傷がある若者を新たな夫として迎えるヨーカスタの性

愛衝動に些か疑問を感じます。 

「○○コンプレックス」もそうですが、診断基準やガイドラインから自分に㒔合が良い

解㔘を㑅び出し、「この患者さんの疾病の原因はこれに違いない。だからこの家族にこう働

きかければ病も治るし、家族㛵係は修復に向かい社会生活にも復帰できる」と医療者が判

断することは、それが正㭀を射ていれば、結果として患者さんや家族にとって救いになる

場合もあるでしょう。でもそのような稀有な場合でさえ、「ちょっと待って、私の場合はこ
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の点が少し違うので気をつけて欲しい」というクライエントの声を聞き取れないと、致命

的な過ちを犯しかねません。神々の神託が下される聖なる場所デルフォイには「汝自身を

知れ」、「㝈度を超えるな」というふたつの格言が記されているそうです。神託はただのお

告げにすぎません。そのお告げを聞き、よく吟味したうえで実行する㝿にも㝈度を超えな

いよう節度を守っていればエディプス親子の悲劇は起こらなかったでしょう。過去の私自

身を振り返ってみても、節度をわきまえることが㞴しかったのは「追い詰められていた時」

だったと思います。数多いる人々の中で、不運にも病気や怪我という不条理にみまわれた

クライエントは、例外なく追い詰められています。多くの神託を下す神アポロンは、「医術

と道徳および光明」の象徴です。エディプスが神託によって両親から捨てられそこなった

のは、「㓖㓁と豊穣、㞟団の狂㦁と暗㯮」を象徴する神ディオニソスが祀られるキタイロン

の山です。そして、エディプスを救ったのは弱きものを眼差す、父ライオスの名も無き従

者と羊㣫いであり、賢者コリントスのポリュボス王と妃メロペー夫妻でした。若き日の私

がニーチェやショーペンハウアーから学んだことは、アポロンは理性の、ディオニソスは

意志や情念の神で、ディオニソスは人㸦特に貧しきもの㸧の世の空しさを知りながら、葡

萄の収穫という刹㑣の狂㦁とやり場の無い㓖㓁をもたらすが、決してアポロンに劣るもの

ではないということです。合理的なものだけではない、㠀合理的なものにも価値があると

私が考えるようになった理由のひとつです。我々が良かれと思い提案したことが、「変更不

能な神託」に変わりうる可能性を忘れずに支援の方策を練るべきです。 

 

【⃪世コンプレックス】 

我が国における精神分析の草分けである古澤平作 7㸧は、1931 年㸦昭和 6 年㸧に自らの論

文「罪悪意識の二種」を東北大学の機㛵紙『艮稜』に掲載、翌 1932年には留学先のウイー

ン精神分析研究所で出会ったフロイトに、「㜿㜒世コンプレックス」と言う副㢟をつけてこ

の論文の独訳を提出しました。その後、古澤の指導を受けた小此木啓吾は、父母と息子の

三者㛵係を息子の側から論じるフロイトのエディプス・コンプレックスとは異なる、母親

が子供を持つことの葛藤と、子供における未生怨(自分の出生の由来そのものに対して抱く

怨み㸹小此木)という母と息子の二者㛵係に注目し、自己の成立に㛵する㜿㜒世コンプレッ

クス論㸶㸧を発展させました。「㜿㜒世物語」いわゆる「王舎城の悲劇」は、浄土真宗の三大

経典である『無㔞寿経』、『観無㔞寿経』、『㜿弥㝀経』のひとつ『観無㔞寿経』㸷)で説かれる、

「女人凡夫の往生」㸦功徳を積んだ㧗貴な男性だけではなく、身分の低い庶民、特に女性で

も極楽往生ができるという浄土信仰㸧の一節や㔘迦晩年の説話の㢟材として扱われ、国宝

の「当㯞曼荼羅㸦奈良県当㯞寺所有㸧」にも描かれています。 

紀元前 1500年㡭に遊牧民であるアーリア人がパンジャーブ地方に移住、トラヴィダ人は

じめ先住の民を支㓄し、10を超える国家に分かれていた古代のインド地方は、紀元前 600

年㡭にはコーサラ・ヴァンサ・アヴァンティ・マガダの 4カ国に統合されました。そのマ
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ガダ国で、㔘迦入滅の少し前に㜿㜒世王とその両親に起こったのが「王舎城の悲劇」です。

この悲劇は、後に親㮭の「悪人正機説」の主㢟にもなります。 

 

『古代インドの摩伽㝀国㸦マガダ国㸧王舎城の国王㢖婆娑羅㸦ビンビサラ㸧の妃㡋提

希㸦イダイケ㸧は、容色の衰えとともに夫の愛が薄れ、世継ぎを産めずにいると妃の立

場が危うくなるのではという不安を抱き㡸言者に相談した。㡸言者は、森に住む仙人が

三年後に亡くなり、イダイケの胎内に宿り世継ぎに生まれ変わると予言したが、妃イダ

イケは三年を待つことができずに仙人を殺した。仙人はいまわの㝿に「生まれ変わった

ら必ず国王ビンビサラを殺す」と呪いの言葉を残し、直後に妃は身籠もった。イダイケ

は日ごとに仙人の怨みを怖れるようになり、せっかく授かった王子㜿㜒世㸦アジャセ㸧

を、王ビンビサラにも事情を打ち明けて、ともに㧗楼から産み落とした。しかし王子は

小指を㦵折しただけで無事に成㛗し、㺀指折れ(婆羅留枝バラルシ)㺁と仇名されるように

なった。本来、「㜿㜒世」とは、「不生怨フジョウオン㸦恨みを買う敵が存在しないほど

無敵の㸧」という、一国の王にふさわしい猛々しい男子になるように㢪いを込めてつけら

れた名前である。 

  16歳になったアジャセは、かねてから教団転覆を狙い、幻術を㥑使してアジャセに取

り入る㔘迦の従兄弟でもある提婆達多㸦ダイバダッタ㸧から、自分の出生と名前の由来

を「未生怨ミジョウオン㸦仙人を殺してまで生まれたアジャセは㸪父を殺す運命にある

ため㧗楼から投げ落とされた。転じて、生まれる前からの親と、その親から生を受けた

自分の成り立ちへの怨み㸧」と聞き、怒りに任せて父を幽㛢した。それからしばらくして

㛛番に確認したところ父は衰弱するどころか健康で、何故ならば母が体や衣に蜜を塗り

装身具に果汁を入れて父に与えていたからと聞き、王子は怒りにまかせ父を殺した。母

イダイケをも短剣で刺し殺そうとしたが、大臣耆婆㸦ギバ㸧と月光に㺀王位を奪うため父

を殺す王子はあっても、母を殺すことは許されない㺁と懇ろに諫められ、アジャセは母の

殺害を思いとどまる。イダイケから、父王ビンビサラがアジャセを溺愛していた逸話(化

膿した指の膿を吸い出し㣧み込んだ)を聞き、殺父と殺母未遂の罪悪感がつのり、アジャ

セには誰も近づけない程の悪臭を放つ瘡が全身を覆う「流注㸦ルチュウ㸧」と言う皮膚病

が生じた。「これは我の悪しき心がもとになる病である」と言う㜿㜒世のもとへ、他の大

臣たちが連れてきた当時のインドを代表する賢者達㸦六師外道㸧は慇懃で外見も立派だ

が、アジャセが父を殺したことを是認し、王たるものの体裁だけを問㢟にするので、ア

ジャセの苦悩はさらに深まった。さまざまな治療を試す母イダイケの努力の甲斐も無く、

息子アジャセの病状は悪化する一方だった。だが、イダイケが自らの葛藤を㔘迦に懺悔

してからアジャセの皮膚病は徐々に快方に向かった。医師でもあるギバ大臣はアジャセ

が「慚愧の念㸦心の内に自らを恥ずかしく思い、他人に対しても恥じること、人に羞じ、

天に羞じる心㸧」を持っていたことは幸いではあるが、さらに㔘迦に救いを求めるよう勧

めた。天上からの亡き父の勧めの声もあり、㔘迦を訪ねたアジャセは、「自分は悪臭を放
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つ伊蘭樹㸦イランジュ㸹信心のない、卑しい樹木㸧のような卑しい存在にすぎない。で

も、今はその伊蘭樹から㤶り立つ栴檀㸦センダン㸹信心が厚い、尊い樹木㸧が実ったよ

うな心境です」と言い、㔘迦は「あなたの父ビンビサラに竹林精舎など寄進を受け、彼

を国王と認めた自分たちにこそ国王の死に対する責任がある。そのためにあなたが地獄

へ落ちるならば、自分たちも地獄へ落ちるであろう。」と諭した。かつては、「その性、

弊悪にして殺戮を喜び、口に四悪を具し、貧・恚・愚痴もて其のこころ熾盛たり」つま

り懺悔せず悔悛することがない「一㜢提」㸦イッセンダイ㸹悪事に㝿し謝罪や後悔など一

切しない、㜿弥㝀仏ですら救いようがないもの㸧と言われたアジャセは、㔘迦に帰依し

てから仏教最㧗の知恵「㜿耨多羅三藐三菩提㸦アノクタラサンミャクサンボダイ㸧」を得

て名君とうたわれるようになり、マガダ国は大いに栄えた。』 

 

【⃪世コンプレックスのテーマ】 

 小此木10㸧が「㜿㜒世コンプレックス」のテーマとして挙げた三㡯目に私見を加え紹介し 

ます。以下、㔜要と思われる㒊位にアンダーラインを施します。 

 

1. 「ಟにおける子を得たいൢと子௨しのൢの⌨藤」 

 現代の女性に比べ、古代インド王族の妃ともなれば世継ぎを産むこと自体に個人の枠を

超えた極めて㔜要な意味があることは想像に㞴くありません。また、終戦前後の日本のよ

うに、出産時の母子の死亡が国民の平均寿命を左右していた時代であれば、体力と気力が

充実している「容色が衰える以前」の世代で子を持つことは、母子の健康に㛵わる大事な

要件だったでしょう。ならば、そうして子を授かった母が全て幸せ一杯かというと、必ず

しもことは容易ではありません。今、この時期に子を産んで果たして生活が成り立つのだ

ろうか、せっかく身につけた仕事を諦めざるをえないような事態に㝗らないだろうか、逆

に子を持つことで夫の気持ちが自分から㞳れないか、とさまざまな不安が母になる女性の

心をよぎります。熱を出した孫を救急外来に連れてきた祖母が、娘さんやお嫁さんを「子

供は熱を出すもの」と諭すことがあったとしても、子の発熱という経㦂を㔜ねる度に「い

つものこと」と冷㟼になる母を私は見たことがありません。子のことでは取り乱すのが母

の性なのでしょう。周囲からは育児にまつわるさまざまな情報が押し寄せ、若い女性が母

になる前から「私は本当に母になっても大丈夫なのか」という気持ちになるのも当然です。

そして殆どの男性パートナーや女性の父は、手をこまねいて見守る以外に手立てはありま

せん。このような問㢟の解消を目指すフィンランドの「ネウボラ(neubola アドバイスをす

る場所)」は、妊娠の可能性がある若いカップルへのアドバイスに始まり、産後の育児スト

レスの解消まで産科医療・保健と対人援助の㧗度なトレーニングを受けた保健師が活躍す

るシステムです。このような、妊産婦とその予備軍特有の物心両㠃の不安を払拭するため
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のユニークな取り組みを紹介する㧘橋の著書 11㸧は、そのシステムで保健師(看護師)が果た

す㔜要な役割の詳細と、オープン・ダイアローグとの位置づけまで明らかにした名著です。 

 

2. 「子における生ፁとಟ௨し(ᄒしみ)のൢ」 

 自分はどこから来てどのように生まれたのかという、自己の成り立ちに㛵する根源的な

問いかけは、母子分㞳の㐭か以前から起こります。私が育った昭和中期の㛤業医㝔㸦有床

診療所㸧という環境は、事業主である父とそれを支える看護師でもある母を中心に、兄や

若い看護師達に囲まれた、時には患者さんやそのご家族が自宅にも侵入してくるゲマイン

シャフト㸦地縁・血縁でつながる㞟団㸧とゲゼルシャフト㸦機能体組織や利益共同体㸧が

渾然一体となった、かまどや井戸が残る前近代的な空㛫でした。近くにいる男達㸦家族だ

けに㝈りません㸧が㠃白半分に、「子供はコウノトリが運んで来る」、「いや橋の下に捨てら

れていたのを拾ってきただけだから、あまり言うことを聞かないともう一度橋の下に置い

てくる」などとからかうと、子供の疑問はさらに深まり、不安を呼び起こすことさえあり

ます。偶然、目撃した自分の知らない両親の姿㸦結合両親像 combined parent figure 㸧

に対し、昭和 30年・40年代に当地で行なわれていた「性教育」は、子供達を納得させる解

答を与えませんでした。詳細や具体ではない、そのことが持つ意味を知らせることが教育

の役割であるように私は思います。 

『王舎城の悲劇』の中で、仙人が死の直前に放った言葉を怖れた母イダイケが㧗い塔か

らアジャセを産み落とすのを父ビンビサラが手伝ったと㔘迦の従兄弟ダイバダッタから聞

き、両親への憎悪の心をたぎらせたアジャセの怨みとともに、私はアジャセに幻術で取り

入り教団転覆まで画策したダイバダッタの動機にも興味を憶えます。出家する前の㔘迦の

妃耶輸㝀羅㸦ヤシュダラ㸧の婿取りを巡る、若き日の㔘迦とダイバダッタの愛欲の争いが

尾を引いていたという説もありますが、いずれにしても人が自己の成り立ちについて㢌と

心を悩ませるとき、悪しき意図の有無に㛵わらず、予想もしていなかった情報が耳に入る

と、例えそれが、㜿㜒世出生時のエピソードのように事実であったとしても怨みの感情が

発生することは十分に考えられます。その反応としてアジャセのように何かしらの行動に

出るものもあれば、敢えて言動には出さず自分の殻に㛢じこもるものがいても不思議では

ありません。世㛫の評判が㧗い仕事熱心な父に㛵し、良妻賢母と呼ばれる母から子へ夫と

しての不満や怨みの言葉がタイミング悪く伝わると、思いもよらぬ悲劇が起こり得ます。

仮に夫や子への褒め言葉や不平不満はほどほどにと母が心掛けていても、子の感受性が㧗

ければ悲劇を呼ぶこともあるでしょう。 

余談ですが、我々の時代は幾つかの例外的な研修施設を㝖き㺀当直明け㺁という概念はな

く、研修医は無給にひとしい条件で週 7 日、15 時㛫前後の勤務をすることも珍しくありま

せんでした。周囲からは、㺀大変だろうが、必ず自分の財産になるから体に気をつけて㡹張

りなさい㺁という励ましだけではなく、ダイバダッタのように、㺀お前の時給がいくらか考
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えてみろ。研修医ほど救いようのない仕事はないぞ㺁とささやく声も聞かれました。そのダ

イバダッタは、愚かではあるが㡹張れる若さに嫉妬していたのかも知れません。医療・介

護・福祉職のみならず、㺀心の㜌㺁をもつと言われる若者に注目が㞟まる度、私は「言葉」

で人は㨣にも仏にもなり得るという思いを新たにしています。 

 

3. 「ப意の二ர」 

古澤はフロイトに提出した論文「㜿㜒世コンプレックス」の副㢟を、「罪悪意識の二種」

としました。その中で古澤は、つい皿を割ってしまった息子が親の前に引き出され、畏怖

のためにおののき、再三「悪ウ御座いました」と詫びたときの意識が「ひとつめの罪悪意

識」。それを咎める老爺を尻目に、「お前がしたことは確かに悪いが、人㛫は人㛫、皿は破

損すべきもの、どうしたって仕方がない。今後を戒めて働くように。」と父に言われ、従㡰

な子供はわっと泣き出したとする意識が「もうひとつの罪悪意識」です。古澤はこの感情

を㺀親に許された子は、心をとろかされ㺁と表現しています。「懺悔」と書いて「ざんげ」と

読むときは処罰されても仕方がない「悪い事」を告白し、「さんげ」の時はもう一歩進んで

「悪い事をしてしまったのに大目に見てもらい申し訳ない」と思う。つまり、「エディプス・

コンプレックス」で神や父による処罰的意識を強調するフロイトに対し、古澤が「㜿㜒世

コンプレックス」で示したのは母と父による東洋的、仏教的な許しです。横山 12㸧は㸪この

二つの物語の差は㔘迦の存在にあるとし㸪「母の罪、子供の怨み、父を殺し母をも殺そうと

した罪、それら全てを許す大いなる存在、全てを超えた超越的な力こそ心の病を癒すもの

で、自己治癒力として自己に内包されるものとして㔜視した。その力は死に㝈りなく近い、

ぎりぎりの苦悩の中で初めて機能し始める」とも述べています。ユダヤ・キリスト教の一

神論的な因果㛵係とは異なる、人㛫同士の㛫主観的な縁の中から生じる許しを、土居 13㸧は

「いけないことをしたのですまない」と端的に表現しましたが、フロイト自身は古澤が引

用した論文「トーテムとタブー」の中で、父を殺した子達の中に生じた強迫自責と呼ぶ、「父

を殺してすまなかった。今となって改めて父が偉大であることが分かったので、二度とこ

のようなタブーを犯してはならない」という感情について触れています。14」 

フロイトは、とにかく勤勉で礼儀正しい古澤を㧗く評価し、「日本から来た古澤君に素敵

な富士山の絵をもらった」と周囲に自慢していたそうです。でも、自分の論文の独訳を師

に早速提出できるほどの語学力がある古澤が(語学力とコミュニケーション力は別物です)、

留学先の街角に立った時、ふと孤独を感じたとしても不思議ではありません。そんな古澤

は、熱心な浄土真宗の㛛徒で、その宗教観に基づく心理複合㸦コンプレックス㸧への自分

の気づきをフロイトに認めてもらいたいという自己承認欲求があったのかも知れません。 

  

【第 43ಀで検ୈしたMさんಟ子の関બを「⃪世コンプレックス」と言うଳ点で見直す】 
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以下に、Mさんの経過に沿った検討を加えます。前号からの繰り返しをご容赦下さい。 

お母さんの疲れを心㓄して、母でもある看護師が、「お母さんが倒れたら Mさんが寂しが

るので、その前に休みを取りましょう」と勧めても、お母さんは、「ありがとう。でも今さ

ら言っても仕方がないけど、全ては㸦子供の異変に気付かなかった㸧私の責任だから」と

応え、50年経ってもお母さんは強い自責の念にかられているようでした。「Mが熱を出して、

N 病㝔に連れて行ったときから私の時㛫は止まってしまったの」。M さんのお母さんにとっ

てお父さんや Mさんのお兄さん達との時㛫は普通に流れても、Mさんとの時㛫の流れはあの

時から完全に㐽断され、再び動き出すことは無かったのでしょう。『王舎城の悲劇』の中で、

息子アジャセに「流注」という悪臭を放つ瘡が生じ、いろいろな薬を試しても効果がみら

れず㔘迦にアジャセ生誕の経緯を説明した妃イダイケも同じ心境だったかも知れません。

その時、㔘迦はイダイケに対しひと言も語らず、後に「無言の説法」と言われる時㛫が流

れました。沈㯲は、思考が狭窄し、罪悪感を呼び起こす記憶が繰り返し侵入する外傷性ス

トレス㞀害 15㸧のクライエントに対し、少なくとも害にはならないアプローチです。 

健康に育っていた乳児が㧊膜炎のような感染症に罹患した責任をその母親に求めるのは、

根拠がなく㣕躍しすぎた考えです。でも、Mさんのお母さんに㝈らず、母は子の病気や怪我

の医学的な説明を理解できても、心でそれを受け入れることができないことがよくありま

す。その後の水㢌症の再発と再手術の大変さ、他のお子さん達より不自由な生活を過ごす M

さんの姿は、お母さんにとって「思い出」には昇華できない、塗り替え不能な「外傷性の

記憶」16㸧であり、㺀生き残ったものの罪悪感㺁17㸧とも考えられます。 

実は、緊急性はあるが治療のリスクも㧗かった症例で、リハビリテーションが始まる㡭

になって「最初の医師の説明など、全く分からないうちに治療が始まった」と言う患者さ

んや家族は少なくありません。㔘迦は、相手の能力 (機根) や性格に応じ、その場にふさ

わしいやり方を㑅び説法をした㸦対機説法㸧ことが知られていますが、医療㑅択に必要な

説明をする場合でも、緊急性が㧗いときほど対機的対応を心掛けるべきでしょう。「手術を

受けないともっと大変なことになると言われて、それで何度も手術を受けました。手術は

うまくいったと言われて安心できたのは有り㞴いのですが、結局は良くならなかったです。

手術がうまくゆくのと、M が良くなるのは別なことなのでしょうか」。そんなお母さんとお

兄さん達の言葉と、アジャセの逸話を照らし合わせると、私を含む医療者が「殺父と殺母

未遂」に悩み苦しむアジャセに、道理を諭すだけの「六師外道」にすぎなかったような気

がします。そして、ふたりのお兄さん達こそがイダイケとアジャセを正しく導く大臣「耆

婆」と「月光」だったのでは、と思います。医師でもあるギバ大臣は、アジャセが「慚愧

の念」を持っていたことが幸いであったと言いましたが、Mさん自身は自分の気持ちを言葉

にすることはできず、㺀㜿㜒世コンプレックス㺁として、アジャセの心を投影した私の見解

が正しかったのかご本人には確かめようがありません。でも、日々を楽しげに過ごしてい

た Mさんは、子供の㡭から双葉より芳しい「栴檀㸦信心が厚い、尊い樹木㸧」の志で、ご家

族や療育スタッフ達と接していたことは確かです。そして M さんを看取ることを決意した
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ときに、お母さんは心の内なる仏から真の許しを得たのだとも思います。 

最後に、仮に例え㞵や大㞷が㝆ろうが脳外科に 50 年㛫受診し続け、㢌㒊や肺の CT を定

期的に撮影し、細菌検査の結果に合わせた抗生物質の投与を行なっていたら M さんは㛗生

きできたかと言えば、けしてそんなことはなかっただろうというのが私の見解です。人㛫

は、病気は無くとも体を壊すと言うことがあるのです。古澤平作はクライエントの自己洞

察が深まる度に「貴方は仏になった」と大いに賞賛し、治療が終了すると自宅の夕㣗に招

くこともあったと言われています。私には到底、真似ができないことですが、改めて医療

は誰のためにあるのか考えさせられる逸話だと思います。 
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⑄⑴⑶人⏤住␘場所␚⏚␢␖⏯⏷⏯、␚␀␚␀⑷⑄人⏤住⏿⏜⏷建物␃、⑄⑴⑶人

⏤来⏾占拠⏯⏾⏯␖⏻⏷⏫␀␚⏚␢␖⏯⏷。最␚驚⏜⏷␆␇、④②⑸⑾旧市街⏿⏱。⏫⏫⏿␇、同⏰建

物␆下␆階␃⑷⑄人、上␆階␃⑄⑴⑶人⏤住⏿⏜␣␀⏫␥⏤⏚␢␖⏯⏷。⑄⑴⑶人

⏷⏹␇、階下歩⏧⑷⑄人目⏤⏩⏾、⏬␗␜⑾⑵ー②⑸␂␁落␀⏯␖⏱。⏵␆⏷␙、

建物␀建物␆間␃␇頑丈␂⏤張␡␤⏾⏜␖⏯⏷␅。 

               

⏫␆世界⏿生⏥␣⏚␂⏷␐ 

～国境␂⏥医師団␆活動␍␢⏣⏠⏻⏾～ 

河野暁子 

⑄⑴⑶入植地␀⑷⑄人居住区 ④②⑸⑾旧市街 
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④②⑸⑾␃住␘⑄⑴⑶人␇銃⏿武装⏯⏾⏜␖⏯⏷。⑄⑴⑶人⏤⑷⑄自治区⏿暮␡

⏱␀⏜⏞⏫␀␇、武力⏿␚⏻⏾押⏯入␢、⑷⑄人追⏜出⏱⏷␙␃暴力␍␣⏜、居続⏩␠⏞␀

⏱␣⏫␀⏸⏻⏷␆⏿⏯␟⏞。通学途中␆⑷⑄␆子␁␚⏷⏹⏤、猛⑄ー␆⑄⑴⑶人␆車␃

追⏜⏣⏩␡␤␣、後␥⏣␡鉄␆棒⏿殴␡␤␣␂␁、子␁␚␃␀⏻⏾␇␀⏾␚恐␥⏯⏜環境⏿⏯⏷␅。 

④②⑸⑾␃␇⑄⑴⑶軍␃␠␣監視塔␜検問所⏤⏜⏧⏼␚⏚␢、銃構⏠⏾監視⏯⏾⏜␣⑄⑴

⑶兵␆姿⏤目␃⏼⏥␖⏯⏷。子␁␚⏷⏹⏤検問所通過⏯␠⏞␀⏱␣␀、⑄⑴⑶兵␃␠␣暴力

␜嫌⏤␡⏳⏤⏚␢␖⏯⏷␅。⑾␆中␆持⏹物一日中調␑␡␤、検問所通過⏿⏥⏲␃学校

休␖⏮␣得␂⏜␀、私␇␠⏧耳␃⏯␖⏯⏷。 

 

B ⏭、⏚␂⏷␇私␆前任␆心理士␀会⏻⏾、心理受⏩⏾⏜⏷⏫␀⏤⏚␢␖⏯⏷␅。␀⏾␚元

気␃␂␢、心理␇⏢⏯␖⏜␃␂⏻⏾⏜⏷␆⏿⏱⏤、数月⏯⏾症状⏤出始␙⏷⏷␙、␖⏷心理士

␃来⏾␓⏯⏜␀⏜⏞依頼⏤⏚␢␖⏯⏷。 

私⏤⏚␂⏷␆家訪␅␣␀、⏚␂⏷␇部屋⏣␡③⏻␀出⏾⏜⏻⏾⏯␖⏜␖⏯⏷。␁⏞⏯⏷␆⏣、⏚

␂⏷␆⏢母⏭␃⏷⏲␅␣␀、⏚␂⏷␇⏫␂⏫␀言⏻⏾⏜⏷⏵⏞⏿⏱。⌽前␃心理士␀会⏻⏾⏱⏬

⏧␠⏣⏻⏷␠。一緒␃遊␑⏾楽⏯⏣⏻⏷⏯明␣⏧␂⏻⏷⏯。⏿␚心理受⏩⏷⏣␡⏻⏾何␂␆？ 心

理受⏩⏾元気␃␂⏻⏷⏻⏾、⑄⑴⑶兵␇僕殴␣␆止␙␂⏜⏰␛␂⏜⏣⌾。 

私␃␇返⏱言葉⏤⏚␢␖⏳⏿⏯⏷。⏚␂⏷␆言⏞␀⏢␢⏿⏱。心理提供⏱␣␊␀␢␆心理

士␃、紛争␇止␙␡␤␖⏳。私␇⑷⑄⏿、⏵␆⏫␀十二分␃感⏰␖⏯⏷。私⏤家庭訪問⏯

⏷⏵␆晩␃、⑄⑴⑶軍␃襲撃⏭␤⏷⏢宅␚⏚␢␖⏯⏷⏯、継続的␃会⏻⏾⏜⏷方⏤、⑄⑴⑶軍

␃連␤⏾⏜⏣␤⏾⏯␖⏻⏷⏫␀␚⏚␢␖⏯⏷。当時␆私␇、⏵␤␡␆暴力␃対⏯⏾、⌽私␃␇␁⏞⏯␠⏞

␚␂⏜⏫␀⏸⌾⌽私␇私␃⏿⏥␣精⏜⏻␉⏜␜␣⏯⏣␂⏜␆⏸⌾␀言⏜聞⏣⏳⏾⏜␖⏯⏷。 

 

⏵␆後␚私␇、紛争␜武力衝突␃␠␣⏷⏧⏭␆暴力目␆当⏷␢␃⏯⏾⏥␖⏯⏷。␁␆現場⏿␚、

私⏤心理士␀⏯⏾関␣⏫␀␇、⏷␀⏠⏵␤⏤微力⏿⏚⏻⏷␀⏯⏾␚、誰⏣␆支⏠␃␂⏻⏾⏜␣␀信⏰

⏾活動⏯␖⏯⏷。⏩␤␁␚、⏚␂⏷⏣␡␚␡⏻⏷言葉␇、池␃投⏪␡␤⏷小石␆␠⏞␃、私␆中␃⏲⏻

␀居続⏩⏾⏜␖⏯⏷。 

 

今、私␇国境␂⏥医師団␆⑬⑾ー␀⏯⏾海外␐␇派遣⏭␤⏾⏜␖⏳。私⏤④②⑸⑾␐派遣⏭

␤⏾⏣␡ 10 年以上経⏹␖⏯⏷⏤、⑷⑄␇依然␀⏯⏾紛争下␃⏚␢␖⏱␅。世界見渡⏳␈、

新⏷␂争⏜␚起⏥⏾⏜␖⏱。日本国内⏿␇⏜⏧⏼␚␆自然災害␀原発事故⏤起⏥␖⏯⏷。残念␂⏤

␡、⏚␂⏷␀会⏻⏷時␠␢␚、世界␇平和␃␂⏻⏷␀␇言⏠␖⏳。誰␚⏤安全⏿安心⏯⏾暮␡⏳␣⏫

␀␃対⏯⏾、私␇以前␠␢␚渇望⏯、⏵␤␇人生␆ー⑩␀␂␢␖⏯⏷。 

私⏤⏫␆␠⏞␃考⏠␣␃至⏻⏷⏫␀⏤、B ⏭、⏚␂⏷⏣␡␚␡⏻⏷言葉␃対⏱␣⏢返⏯⏿⏱。⏚␂

⏷␃届⏧⏫␀␆␂⏜⏢便␢⏿⏱⏤、⏜⏼⏣世界⏤平和␃␂␢、誰␚⏤自由␃行⏥来⏿⏥␣␠⏞␃␂⏻

⏷␡、私␀⏚␂⏷␇␁⏫⏣⏿⏱␤違⏞⏫␀␚⏚␣⏿⏯␟⏞。⏵␆時␆⏷␙␃努力⏯⏾⏜⏥␖⏱。 

 

⍝個人⏤特定⏭␤␂⏜␠⏞、B ⏭␃⏼⏜⏾␇省略、改変⏯⏾⏚␢␖⏱。 
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川下↝風景 

① 

⊡人生↞川↝流↻↝↷ⅵ↚⊡ 

米津 達也 

【はじめに】 
映画作りにಎれていた学ਫ਼の頃からドラマをඵきたいと思っていました。フィクションかどう

かをわず、࿂や愛やଂしみ、喜び、ౘり、༹々なਕの思いをඵくことにಎれていました。 
芸ढ़学にみ、４೧映画について学び、一ౕはマスコミ関係にम৮したもののཚち。 
高ྺෳ祉をਫ਼業として１０਼೧が経ちます。施અ૮員から始まり、ケアマネージャーに至る
まで、༹々な家ଔやい、死とड़会いました。しかし、それらをୱなるドラマとしてඵく気にはな
れなかったのです。私は何をదとしてඵきたいのか、それがᐕ気であったようです。 
児ಒෳ祉、্害ෳ祉など、ॐ割り化されたෳ祉社会で、そのの支援者とड़会い、支援
者を௪じて༹々なਫ਼活にৰれました。そこで感じたことは、児ಒෳ祉で์えているୌは、２
０೧後、３０೧後の高ྺෳ祉のୌにଠならない、ということです。時にୌは持ち越され、
ྙを৾るっていたの介護へとร༲し、子がにくあたってしまったり、社会にన応できずに
ௗ೧引きこもってしまった高೧が、今ౕはの介護を୴うようになったり、ઔからઔ下へ、
にひとつのླྀれとしてਫ਼活はଚ在することをのたりにしてきました。これは、逆を言えば、「ઔ
下の෫景」はླྀのਫ਼活にଲして、何らかのヒントや意をଇすことにならないだろうか、と思い
至ったのがಊ機に繋がります。 
 
ઔ下は海に繋がる河口近で、山を下るླྀにർべるとླྀれは穏やかで、それは高ྺ期のਫ਼活と

ಋじ෫景にも写ります。そして、ਕはචず死を迎え、残った家ଔや支援者は、ླྀれゆくਭが海にか
える༹子を見ૻります。私は４０େですが、兼ねて思うのは、８０େの介護のさは８０େになっ
てॵめてかる。ຌの意ັでクライエントの支援をཀྵ解できるのは、８０େになったときだろう、
と。高ྺ者はそこに苦しみだけでなく、強さや喜びも家ଔと共に育んできました。そんな「ઔ下の
෫景」をドラマとしてඵくことで、児ಒෳ祉や্害ෳ祉など༹々なਕ々のਫ਼活に強さのヒ
ントを介できることが、このਫ਼業のもうひとつのༀ割かと思っています。 

 
【ౖஏと共に】 
私がらすඒം湖ೈ෨から、遠くർྒྷの山༲が
見える。の寒さが厳しいは、冠ઉした山༲

の༦々しさがඔしく、ໂやಎれかららしの
を々としてきた私にはない貫であるよう
に映る。ౖஏはそこにらすਕ々のਫ਼活やช化



 

333 
 

を語る。Ⴄదなものではなく、༖久ので引
き継がれてきた語。時にਕをളり、時にそれ
はらしのかさ、強さに映る෫景を私は்め
ている。 
 
「いなぁ」と今೧ 100歳になるがᄃいた。 
それがྣに座る 98 歳の妻にซこえたかどうか
からない。೧૮応、ௗथのは耳も遠い。 
「あぁ、いなぁ」 
耳は遠くても、ௗ೧࿊れశったが何かす

る気ഓを感じるのか、共にᖶᗚでうつらうつら
としていた妻が、ふと૯の外にをやってそう
ᄃいた。 
ふたりはそう言ったきりで、会はକかない。
共にᖶᗚに座り、૯から見える෫景を見ている。 
垣根越しに公園の々が見える。वもまり、
々が৯づいている。その向こうはీ園෫景が
広がり、遠くにർྒྷの山༲が見える。空はಹ৯
で॑々しく、雨こそは降らないが、ඒം湖の
を෫が௪り過ぎてくる。෫をअるものがなく、
湖岸沿いに位するॄཚはいつもこの෫と移
り気のいళ気に晒される。 
෫ঈけという意ັがあるのだろうか、山間෨

のॄཚよりも、湖岸沿いのॄཚは家々の間が狭
い。ືॄしている感じをणける。ずっと空か
ら見れば、湖岸沿いのీ園෫景のにॄཚの
ౣ々が఼在している感覚である。ඒം湖にླྀれ
るଡ਼の河ઔは、ਭྖもで、業にはうっ
てつけの環境だ。ૈେ々このஏを開୕し、ઔ
やీീをगりぬいてきた原෫景が、この 100
೧以と言われる家の૯からもうかがいし
れる。 
 
後ೖ、家ଔからいとしてซいた。 

「おじいさんは、公園の紅ཁを見て、いなぁ

とᄃいた。その時、見回りのভऄが௪り過ぎ
て、おばあさんはそれを見て、いなぁと言っ
てた」 
そうやって家ଔの解ઈがっても、のຌਕ

たちは何のことかからない。は何ॉ೧とร
わらないఈ位の座椅子に座り、ᖶᗚにりな
がらซをಣむೖ課をକける。妻もそのྣに座
り、テレビを்めながら寄りశっている。ੴは
やかだった家も、今は್ਕらし。ৱ事
の支ౕは家ଔがしてくれるが、は್ਕでজを
ดべてເる。೧૮応、ଏ腰も自༟になって互
いにघঁけがචགྷなこともଁえてきたが、ঋ気
な妻に急かされて、にが妻のഋᔖ介ঁを
することもあるらしい。 
かつてౖ間だったというୈॶには、家ଔの写

ਇがଡく২られている。ଛେができてからの
写ਇがଡく、三େの家ଔ写ਇはଛたちの૧ཱི
ちをきっかけに更が止まっている。ౖ間があ
る家では、ఏ佄戸があり、ళ井は高く、ௗ
೧煙でᗋされた෫を残す。ਫ਼活༹式のร化と
共に、ౖ間を൚の間に改するとಋ時に、ళ井
も作りつけてしまい、ੴの影は見えない。そ
こにの為にघすりをけたり、ஊ差解ভの
工事を施すと、ਕのร化と共にらしのร化は
家のဥまいもรえていく。よくਕがらさなく
なった家は朽ちるのがい、と言うが、家とਕ
のらしは一ରదなものだと実感する。 
 

100 歳のは້子で家ௗとなった。ૈ
େ々のౖஏ、家、ీീをगってくれよ、という
期ଶの元に、今もຌਕはその使ໍ感をれては
いない。 
「おഄさんと一ॻにデイサービスに行った

ら？と言うけど、お佈さんはઊଲに行くとは言
わない。ཻगは自がगるもんやと思ってる」 
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100 歳の高ྺ者がཻग൬をしてるなんて、と
家ଔもไれ顔だ。 
妻もそんな愚なに感ःし、家ௗである

を何に敬うべきଚ在であるかを、々、子ど
もたちに言ってซかせてきた。そんな子どもた
ちも、高ౕ経済ௗ期のഀにって、このౖஏ
をれて、สཤなౖஏに移りेんだ。時େのླྀ
れ、仕๏がない、こんなీ舎ではらしにくい、
ଛたちも可哀そうだから…かつては公園で༣
ぶ子どもたちの姿はしくもなかったが、今は
ॄཚ自ରがひっそりとしている。 
「あそこにおஏさんがあるやろ。あれはな」 
「あの公園の桜は、ੴ、〇〇さんのお佈さんが
৪えたもんで」 
「ཬの○○さんのおഄさんは、うちの遠縁にあ
たってな」 
ᖶᗚにଏをಧっ込みながらซく語は、ૈ

େ々とは一言で言えないものだ。ౖஏのྼ史や
ช化にৰれると、の価観やਫ਼き๏を学
ぶ。子どもたちもໃཀྵにಋ居しようとは言わな
い。ৼഓしながらも、高ྺののਫ਼き๏を見ग
っている。私もໃཀྵにデイサービスに行きまし
ょう、とは言わない。สながらもいでいる

ਫ਼活がそこにある。ਫ਼活にଲする姿はรわら
ない。それは山々の貫とಋじものを感じる。
このౖஏと共にਫ਼きる、という覚悟だ。 
 

2021.1.10 ธୣ 
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助産師ᶗあᶺ臨床心理学博士ᶗあᶻ私ᶟ、性教育ᶴ母子保健指導、ɲ た対人援助専門職

ᶞ学生ᶨᶞ心理学ᶞ講義ᶚᶙ᷂通じᶖ、人ᶞ誕生だけᶗᶟᶚく、人ᶘ人ᶘᶞ関係ᶴそᶼ

ぞᶼᶞ発達段階ᶛあᶻ人ᶞ生き方、ᶮた「生きᶻᶘᶟ」・「死ᶜᶘᶟ」・「しあᶿせᶘᶟ」

ᶘいったこᶘ᷂日々考え、触ᶼ続けᶖいᶻᶸうᶛ思う。!

そᶞᶸうᶚ中ᶗ気ᶕいたこᶘᶴ、保健指導ᶞ現場ᶗᶞᶢᶘᷖḁ、こᶼᶮᶗᶛ書いた文章

ᶴ発表した論文ᶞ要約ᶚᶙ、“心”ᶘ“いᶞち”ᶛ纏ᶿᶻ短い᷂᷋ᷦᷞ᷇ここᶛ記す。!

そしᶖ“挿絵”ᶘしᶖ、小さᶚ絵（画、写真 "#$%）᷂一枚ᶘ。!

!

!

!

!

今回ᶟ、&年前ᶛ亡くᶚった父ᶞ前夜式（仏式ᶗいう通夜）ᶗᶞ参列者ᶨᶞあいさつᶞ

文章ᶘ、亡くᶚっᶖ &週間ᶞ頃ᶛ書いた詩᷂一編。!

!

【第１話! 父ᶞ死ᶛ】!

!

こᶞ原稿᷂、長く、読ᶯ返すこᶘᶲᶚく過ごした。!

父が逝った冬ᶞ日、穏ᶴかᶚ晴ᶼᶞ、病室かᶹᶟ父ᶞ好きᶚ虹ᶲ見えたそᶞ日ᶞこᶘ!

ᶟ、ᶟっきᶺᶘ覚えᶖいᶻ。!

読ᶯ返すこᶘがあᶻᶘᶲᶚいᶘᶲ、考えたこᶘᶲᶚかった。!

ᶗᶲ、ᶥᶘ。!

こᶞ文章᷂書いᶖいᶻ“今”ᶞこᶞ瞬間、“喪ᶞ作業ᶞ一ᷖḁ”ᶛ在ᶻこᶘ᷂思う。!

!"#$%&'(')'*'+%

''(!
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喪主ᶞ母・○子ᶛ代ᶿᶺᶮしᶖ、私・長女ᶞ美穂がごあいさつ申し上げᶮす。 

本日ᶟお寒い中お越しいただきᶮしᶖあᶺがᶘうございᶮす。 

こᶞᶸうᶛ多くᶞ皆様ᶛお別ᶼᶞ時᷂ᶘᶲᶛ過ごしᶖいただきᶮしᶖ、父ᶲ喜᷃ᶗいᶻ 

こᶘᶘ存じᶮす。 

 

1月○日○曜日、○時○分、母ᶘ私たち子、そしᶖ孫がそᶽい傍ᶛいᶻ中、父・○ᶟ、 

最後ᶞ一呼吸᷂静かᶛ吸い終えᶮした。 

そᶼᶟ悲しい瞬間ᶛᶟ違いᶚかったᶞᶗすが、不思議ᶘ穏ᶴかᶗ、そᶞ場ᶛいᶻ誰ᶲが 

充分ᶛ父ᶞ死᷂受け入ᶼᶻこᶘᶞᶗきᶻ時間ᶗした。そᶞᶸうᶚ時᷂与えᶖくᶼた父ᶛ、 

心かᶹ感謝しᶖいᶮす。こᶼかᶹ先ᶟ、母そしᶖ家族ᶞこᶘ᷂見守っᶖくᶼᶻこᶘᶘ 

思いᶮす。 

 

私事ᶗ恐縮ᶗすが、私ᶟ助産師ᶘしᶖ人ᶞ誕生ᶛ携ᶿᶻ機会がございᶮす。ここ数日ᶞ 

父ᶟ、陣痛ᶞ痛ᶯᶛ耐えᶻかᶞᶸうᶛ、苦痛ᶘ穏ᶴかᶚ眠ᶺ᷂交互ᶛ繰ᶺ返しᶖいᶮした。 

ᶮたそᶞ姿ᶟ、だ᷃だ᷃ᶘ赤᷃坊ᶛ還っᶖいくᶸうᶗᶲあᶺᶮした。 

 

人が産ᶮᶼᶻᶘきᶛᶟ赤᷃坊ᶛᶟ必ず母親がいᶖ、ᶢᶘᶺᶬっちᶗいᶻᶘいうこᶘᶟ 

あᶺᶮせ᷃。しかし死ᶘいうᶞᶟ、ᶢᶘᶺᶗ迎えᶻこᶘᶲあᶻᶘ思うᶞᶗす。そᶞこᶘ᷂ 

思うᶘ、父ᶟここ数日、母᷂ᶟじᶱ最ᶲ身近ᶚ者たち᷂ᶯᶚ傍ᶛ集ᶱ、一人ᶛᶚᶻこᶘ 

ᶚく死᷂迎えᶹᶼ、娘ᶘしᶖᶟ救ᶿᶼᶻ思いᶗす。私かᶹいたしᶮすᶘ、口うᶻさく 

ᶿがᶮᶮᶚ父ᶗᶟあᶺᶮしたが、そᶞᶿがᶮᶮさᶗ、上手ᶛ人ᶛ甘えᶻこᶘᶞᶗきᶻ、 

幸せᶚ人ᶗあったᶞかᶲしᶼᶚいᶘ思いᶮす。ᶿがᶮᶮᶲ、あᶻ意味ᶗᶟᶲっᶖ生ᶮᶼた 

才能ᶗᶟᶚいかᶘいうこᶘさえ思ったᶺしᶮす。 

本日ここᶛお越しいただきᶮした皆様ᶛᶟ、父ᶟ特ᶛ多くᶞお力᷂いただき、ᶿがᶮᶮᶲ 

叶えᶖいただいᶖきたᶞᶗᶟᶚいかᶘ思い、心苦しい思いᶲいたしᶮすが、父ᶛ代ᶿᶺ 

ᶮしᶖ、深くお礼᷂申し上げᶮす。 

 

長期間患っᶖおᶺᶮしたᶞᶗ、皆様ᶛᶟ随分ご心配᷂おかけいたしᶮした。 

しかし、最期ᶛ笑ᶯ᷂浮かᶩ、すᶩᶖ᷂委ᶝᶖᶯ᷃ᶚ᷂安心させᶻᶸうᶛ息᷂引き取った 

様子᷂見ᶻᶘ、苦しいだけᶞ闘病期間ᶗᶟᶚかったᶞᶗᶟᶚいかᶘ思いᶮす。 

弱く生きた人ᶗᶟᶚく、生きᶻこᶘᶛ対しᶖ強い思い᷂持った人ᶗあったこᶘ᷂感じᶮす。 

皆様ᶞ温かいお気持ちが、父ᶛᶲ、ᶮた私たち家族ᶛᶲ、ᶙᶼᶫᶙ大きᶚ励ᶯᶛᶚったか 

知ᶼᶮせ᷃。 

ここᶛ改ᶱᶖお礼申し上げᶮす。 

本日ᶟ本当ᶛあᶺがᶘうございᶮした。 
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【父ᶞうた】 

 

 

「お父さ᷃」 

 

ᶘ、 

言っᶖᶯた。 

ᶫ᷃ᶞ 2週間前、私ᶟᶮだ、父ᶛ「お父さ᷃」ᶘ呼ᶣかけᶖいたᶞだ。 

だかᶹ、同じᶸうᶛ。 

 

ᶗᶲ。 

 

「お父さ᷃」ᶘ呼ᶦ人ᶟ、 

私ᶛᶟᶲう、いᶚくᶚった。 

 

父が亡くᶚᶻᶘᶟ、 

こういうこᶘᶚᶞだ。 

 

そᶞこᶘ᷂初ᶱᶖ知っᶖ、 

私ᶟ涙が出た。 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenpai 
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ෳ祉教育への挑戦(1) 

高等専修学校の授業風景かỤ 

髙井裕二 

 

㧗➼専修学ᰯで「⚟♴」をᩍえる 

みなさんは「㧗➼専修学ᰯ」をご存じでしょうか。こう尋ねると「㧗➼専㛛学

ᰯ」と勘㐪いされる᪉も多いので、㐃㍕を㏻じて㧗➼専修学ᰯの性㉁についても㝶

⤂介しながらヰを㐍めていきます。学ᰯᩍ⫱ἲ上、㧗➼専㛛学ᰯは小学ᰯ、中学

ᰯや㧗➼学ᰯと同ᵝに、いわゆる「1᮲ᰯ」に属しています。 

今回のテーマである㧗➼専修学ᰯは学ᰯᩍ⫱ἲでは 124᮲につ定され、中学ᰯ卒

ᴗ⪅を対㇟とした「専修学ᰯ」に位⨨づけられ、全国に⣙ 400ᰯ、⣙ 34,000人の⏕

徒が学んでいます。就ᴗ年㝈が 3年以上で、授ᴗᩘや履修⛉┠➼のせ件を‶た

し、ᩥ㒊⛉学┬が指定するㄢ⛬を修了した場合は、㧗➼学ᰯ卒ᴗ⪅と同ᵝに大学入

学㈨᱁が与えられます。 

また、小学ᰯ、中学ᰯに不Ⓩᰯを⤒㦂した⏕徒のセーフティネットとしてのᶵ

⬟やⓎ㐩㞀害のある⏕徒を✚ᴟⓗに受け入れる学ᰯも多く、中学ᰯ卒ᴗ後の多ᵝな

㑅択⫥の一つとしてὀ┠されています。主な分㔝は以下の㏻りです(⾲ 1)。⚾は⌧

在、⚟♴⣔大学で助ᩍとして勤務をしながら、⚟♴コースをタ⨨している㧗➼専修

学ᰯで㠀常勤ㅮ師として勤務しています。  

この専㛛分㔝の授ᴗは実務⤒㦂のある専㛛家が担当しており、⏕徒たちは᪩ᮇに

専㛛ᩍ⫱を受けることができます。⚾は㛗年、地域包括ᨭセンターの♫会⚟♴

士・⟶⌮⪅として⤒㦂した┦ㄯ事例などを授ᴗに┒り㎸みながら、㧗㱋⪅やその家

᪘の困り事を具体ⓗにイメージしてもらえるような授ᴗができるように努めていま

す。➨ 1回┠は㧗➼専修学ᰯでの⏕徒との㛵わりについてゝⴥにしていきます。 
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表 1 専修学校の 8分野 

分㔝 主なタ⨨学⛉ 

1.工ᴗ 
情報処⌮、コンピュータグラフィックス、⮬動㌴ᩚ備、土ᮌ・建⠏ 㟁Ẽ・㟁子、 

ᨺ㏦技⾡、↓⥺・㏻信 など 

2.㎰ᴗ ㎰ᴗ、園ⱁ、␆⏘、㐀園、バイオテクノロジー、動≀⟶⌮ など 

3.医⒪ 
┳ㆤ、ṑ⛉⾨⏕、ṑ⛉技工、⮫床᳨ᰝ、デ⒪ᨺ射⥺、⌮学⒪ἲ、作ᴗ⒪ἲ、 

ゝㄒ⫈ぬ⒪ἲ、はり・きゅう・あんまマッサージ指圧、ᰂ㐨ᩚ復 など 

4.⾨⏕ ᰤ㣴、ㄪ⌮師、〇Ⳬ、〇パン、⌮容、⨾容、エステ など 

5.ᩍ⫱・ 

♫会⚟♴ 
保⫱、幼児ᩍ⫱、♫会⚟♴、医⒪⚟♴、介ㆤ⚟♴、⪁人⚟♴、⢭⚄保健⚟♴ など 

6.商ᴗ 

実務 

⤒⌮・⡙グ、᪑⾜・ほ光・ホテル、会ィ、⤒営、医⒪⛎᭩、ὶ㏻ビジネス OA、 

ビジネス、⚟♴ビジネス など 

7.᭹㣭・ 

家ᨻ 

ファッションデザイン、ファッションビジネス、アパレルマーチャンダイジング、 

和ὒ、⦅≀・手ⱁ、スタイリスト など 

8.ᩥ化・ 

ᩍ㣴 

デザイン、インテリアデザイン、㡢ᴦ、外国ㄒ、₇劇・ᫎ⏬、写┿、㏻ヂ・ガイド、 

公務員、♫会体⫱ など 

 

「わからない」に向き合って 

 㐣度に一⯡化することはできませんが、㧗➼専㛛学ᰯに㐍学する⏕徒は多ᵝな⫼

ᬒを持っています。例えば、ぶが⚟♴の仕事をしていて幼い㡭から⚟♴に⯆味を持

って入学した⏕徒、不Ⓩᰯやいじめ⤒㦂によって⏕徒㛫の㊥㞳感が掴めずⱞ労して

いる⏕徒、基♏学力が定╔していない⏕徒、Ⓨ㐩㞀害のある⏕徒、≉別なᨭを必

せとする⏕徒、中学ᰯの㐍㊰指導に「ここしか⾜くことができない」とゝわれて

不ᮏ意入学して心に傷を抱えている⏕徒など、ᯛ挙にいとまがありません。 
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 ᩍ師(大人)に対して不信感を抱く⏕徒に対しては、ヰを丁寧に受容して信㢗㛵係

を⠏いていくことがồめられ、これまでの┦ㄯᴗ務⤒㦂をάかすことができていま

す。「人㛫㛵係や㞟団で傷ついた人たちを人㛫㛵係や㞟団ά動を㏻して⒵していく」

ことは、㧗➼専修学ᰯの㨩力の一つだと思います。しかし、㠀常勤ㅮ師のᴗ務はあ

くまで授ᴗがメインであり、一対一の個別ᨭをしに学ᰯに᮶ているわけではあり

ませんので、ᩍ師としての㞴しさを③感しています。 

 代⾲ⓗなものが授ᴗ中に寄せられる 3つの「わからない」です。1つ┠は、授ᴗで

ヰしている内容が分からないというものです。「QOLとは何を指すのか、具体ⓗにど

ういうことか」のように、授ᴗでヰしている内容そのものの⌮ゎがしづらいにⓎ

せられるもので、⚾⮬㌟のⱝ年層に届く⾲⌧力にḞけているところが大きいです。2

つ┠は、今何のヰをしているのかわからないというものです。授ᴗ中に取りṧして

しまうともゝえます。感ᰁ対⟇のために❆を㛤けているとⰍんな㡢が⪺こえてき

ますので、⫈ぬ㐣ᩄな⏕徒にとってはὀ意力を⥔持するのが大変なようです。それ

以外にも友㐩同士の⚾ㄒによって㞟中力をḞき、授ᴗごとにᩍ⛉᭩のページᩘをᯈ

᭩していても、「今、どこのヰをしているの㸽」と何度も尋ねられます。㞟中できる

⎔境や伝え᪉の工夫をこれからも㔜ねていきたいと思います。そして 3つ┠は、「た

だただᩍ師とヰがしたい」ためにⓎせられるものです。「わからない」とゝわれて⏕

徒に㏆づいていくと、凄くうれしそうに他愛のないヰを⪺かせてくれます。「授ᴗの

どこがわからなかったの㸽」と尋ねると「わからない」と➗㢦で⟅えてくれます。 

 この 3つの「わからない」が授ᴗの中で何度も寄せられると、今の⚾の力では十

分に応えることができていないと感じています。授ᴗが᭱優先ですから授ᴗ内容に

㛵する㉁問に「⟅え」ますが、3つ┠のヰがしたいという声に「応え」なければ「↓

どされた」とのⓎヰも出て、クラスの㞺囲Ẽにも影㡪が出ます。今は授ᴗのㄝ᫂の

中に⏕徒との会ヰを⧊り交ぜたり、授ᴗ後にフォローしたりして⏕徒との㛵係づく

りに向き合っています。 

 これからもに♫会⚟♴士としての⮬分も含ませながら、⏕徒たちの⚟♴ᩍ⫱に

向き合っていきます。 
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編集後記 

 

編㞟㛗䠄䝎䞁 䝅䝻䜴䠅 

今号䜒又䚸新㐃㍕䛜三本䛒䜚䜎䛩䚹六䚽人䛻䜒

䛺䜝䛖䛛䛸䛔䛖㐃㍕㝕䛷䛩䛛䜙䚸様䚻䛺事情䛷休㍕

䛻䛺䜛方䜒䛒䜚䜎䛩䚹大所帯䛻䛺䜜䜀䚸䛭䜜䜒仕方

䛾䛺䛔䛣䛸䛷䛩䛜䚸皆䛥䜣元気䛷㐃㍕䛧䛶䛔䛯䛰䛡

䜜䜀䛸㢪䛳䛶䛔䜎䛩䚹 

䝁䝻䝘禍䛿一年経䛳䛶䛧䜎䛔䜎䛧䛯䚹昨年䛾今㡭

䛿䜎䛰䜽䝹䞊䝈船䜔中国䛾䞉䞉䞉䛺䜣䛶思䛳䛶䛔䛯

䜘䛖䛺気䜒䛧䜎䛩䛜䚹䛭䛾後䛾世界中䛾大㦁動䛛

䜙緊急事態宣言䜔自粛㆙察䛺䛹䛸䚸䛖䜝䛯䛘䜛䜀

䛛䜚䛷䜾䝈䜾䝈䚹䝽䜽䝏䞁䛾話䜒䚸䛔䛴䛻䛺䜛䛾䜔

䜙䜾䝎䜾䝎䚹 

䛣䜜䛷大㔞死者䜢出䛥䛪䛻済䜣䛷䛔䜛䛾䛿䚸㏫

䛻大䛧䛯国䛰䛸思䛖䛧䛛䛺䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹 

䛭䜣䛺中䚸一年四冊䛜䠍䠍年目䜒刊行完了䛻䛺

䜚䜎䛩䚹最㏆䛷䛿䛒䛱䛣䛱䛷䛱䜗䛳䛸自慢気味䛻䝬

䜺䝆䞁䛾䛣䛸䜢話䛧䜎䛩䚹䠏䠌䠌㡫㉸䛘䛾㞧ㄅ䜢年

四回䚸㐜䜜䜛䛣䛸䛺䛟発行䛧䛶䛔䜛䛺䜣䛶䚸䛺䛛䛺

䛛䛺䛔事䛰䛸思䛖䛛䜙䛷䛩䚹 

䛫䛳䛛䛟䛺䛾䛷ㄞ者䛾拡大䜒積極的䛻䛸䛿思䛔

䜎䛩䛜䚸䜰䜽䝉䝇数䛰䛡増䜔䛧䛶䜒意味䛿䛒䜚䜎䛫

䜣䚹必要䛺方䛻䚸必要䛺䛸䛝䛻届䛟䛾䛜本意䛷䛩䚹

䛭䛾䛯䜑䛻䝞䝑䜽䝘䞁䝞䞊䜒揃䛘䛶䛔䜎䛩䚹 

一昨年䚸䠎䠌䠍䠕年䛾年末䛻䛿執筆者䛾㞟䛔䜢䚸

琵琶湖北㒊䛾宿䛷行䛔䜎䛧䛯䚹䝁䝻䝘䛷二回目䠄䠎

䠌䠎䠌䠅䛿㞴䛧䛛䛳䛯䛾䛷䛩䛜䚸䛣䛾㛫䛻zoom䛜普

及䛧䜎䛧䛯䚹 

時䚻話㢟䛻䛧䛶䛝䛯䛂対人援助学䝬䜺䝆䞁ㄞ書

会䛃䜢zoom㛤催䛺䜙可能䛷䛿䛺䛔䛛䛸思䛔䜎䛩䚹䜎

䛯䚸書店䜲䝧䞁䝖䛸䛧䛶外国映画䛺䛹䛷見䛛䛡䜛䚸

執筆者䛾䝖䞊䜽䜲䝧䞁䝖䜢zoom䛷㛤催䜒可能䛛䛸

思䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛔䛪䜜䛻䛧䛶䜒䚸䜔䛳䛶䜏䛯䛔䛸思

䛖人䛜動䛛䛺䛔䛸㥏目䛷䛩䛡䛹䚹 

䛸䛻䛛䛟䛣䛾世界䛻䚸䜎䛰䛺䛔䜒䛾䜢一䛴付䛡加

䛘䜛䛣䛸䛿䚸確実䛻社会変化䛾一歩䛷䛩䚹䛭䜒䛭䜒

䛣䛾䝬䜺䝆䞁䛰䛳䛶䠍䠎年前䛻䛿䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛷

䛩䚹 

䛭䛾背景䛻䛿社会䜲䞁䝣䝷䛾整備状況䛜䛒䜛䛣

䛸䜢十分知䛳䛶䛔䜎䛩䚹私㐩䛜㡹張䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸

䛭䜜䛮䜜䛾人㐩䛜自分䛾持䛱場䛷尽力䛧䛶䛟䜜䛶

䛔䜛䛣䛸䛻感ㅰ䜢㎸䜑䛶䚹思䛔上䛜䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸

世䛾中䛻自慢䛷䛝䜛䛣䛸䜢一䛴䛷䜒多䛟増䜔䛧䛶䛔

䛝䛯䛔䛸思䛔䜎䛩䚹 

 

編㞟員䠄䝏䝞 䜰䜻䜸䠅 

充分㓄慮䛧䛯上䛷䚸秋田䛾実家䛻行䛳䛯䚹約 2

年䜆䜚䚹䝣䝸䞊䝷䞁䝇䛻䛺䜛䜎䛷䛿多忙䛷䚸䛒䜎䜚行

䛡䛺䛛䛳䛯䚹䝣䝸䞊以㝆䛿䜒䛳䛸秋田䛻行䛡䜛䛿䛪

䛰䛳䛯䚹 

約 2 年䜆䜚䛰䛜䚸䛺䛛䛺䛛気㍍䛻䛿親戚䛾方䚻

䛻䜒会䛘䛺䛔䚹秋田弁䛜恋䛧䛟䛺䜚䚸䜿䞊䝤䝹䝔䝺

䝡䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝏䝱䞁䝛䝹䜢䜘䛟䛴䛡䛶䛔䛯䚹䛚国

言葉䛿今䜎䛷意㆑䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛡䜜䛹䜒䚸結構

好䛝䛺䛣䛸䛻最㏆気䛵䛔䛯䚹 

䛝䛳䛛䛡䛾一䛴䛿䚸村本先生䛜㐃㍕䛧䛶䛔䜛東

日本家族応援䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻参加䛥䛫䛶䛔䛔䛯䛰䛔

䛯䛣䛸䛰䛳䛯䚹䛭䜜䜢䛝䛳䛛䛡䛻自分䛾䝹䞊䝒䜢㉳

点䛻東北䛻目䜢向䛡䜛機会䜒増䛘䛯䚹東北䛾各地

䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛻深䛔歴史䜢持䛱䚸䛭䛧䛶繁栄䜢㢪

䛔䚸汗䜢流䛧䛯先人䛯䛱䛾䛯䛟䛥䜣䛾䜶䝢䝋䞊䝗䛻䜒

触䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䝬䜺䝆䞁執筆㝕䜒䜘䛝時㛫䜢䚸

䜘䛝未来䜢作䜛䛣䛸䜢㢪䛳䛶汗䜢䛛䛔䛶䛔䜛䛸䛣䜝

䛷䛿同䛨䛷䛒䜛䚹時代䛻䜘䛳䛶䚸䛹䜣䛺立場䛷䛹䜣

䛺幅䛾䛣䛸䜢ㄒ䜛䛛䛾㐪䛔䛰䛡䛷䛒䜛䚹 

今年䛿祖父䛸同䛨仕事䜢経㦂䛧䛯1年䛰䛳䛯䚹来

年䛿䜒䛖一人䛾祖父䛜䛧䛶䛔䛯仕事䜢䛩䜛䛣䛸䛻䛺

䜛䚹人生 100 年時代䛻䛺䜛䛸䛣䛖䛧䛯一致䜒増䛘䜛

䛰䜝䛖䚹䝹䞊䝒䛜今䜢精神的䛻支䛘䜛䛣䛸䜒増䛘䜛

䛰䜝䛖䚹 

私䛾䝹䞊䝒䛾人䛯䛱䛻䛿自分史䜢残䛧䛶䛔䜛人

䜒䛔䜛䚹私䛾祖母䛿自分䛾人生䜢書㠃䛷残䛧䚸䛔䛸

䛣䛜䝽䞊䝗䛷冊子䛻䛧䛶䚸親族䛻㓄䛳䛶䛟䜜䛯䚹䛭

䛾祖母䛾義母䛻䛒䛯䜛私䛾曾祖母䜒残䛧䛶䛔䜛䚹

自㌟䛿学校䛾先生䜢䛧䛶䚸䛭䛣䛛䜙結婚䛧䛯自分

䛾歩䜏䜢記䛧䛯䚹更䛻䛭䛾旦㑣䛾一代記䜒残䛧䛶

䛔䜛䚹䛭䜜䜙䜢䜏䛶䛔䜛䛸市民䛾視点䛛䜙䛾明治䚸

大正䚸昭和䚸平成䛜描䛛䜜䚸興味深䛔䚹䛭䛾時代

䛾ㄢ㢟䛻向䛝合䛔䚸努力䜢䛧䛶䛔䜛姿䛜見䛘䛶䛟䜛䚹
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$

䝬䜺䝆䞁䜢後世䛾人䛜見䛶思䛖䛣䛸䜒䛒䜛䛰䜝䛖䚹

自分䛿子孫䛯䛱䛾励䜏䛻䛺䜛人生䜢歩䜣䛷䛔䜛䛰

䜝䛖䛛䠛䛭䜣䛺問䛔䛛䛡䜢自分䛻突䛝䛴䛡䜛䛣䛸䜒

増䛘䛯䜘䛖䛻思䛖䚹$
!

編㞟員(䜸䜸䝍䝙! 䝍䜹䝅)!

! ! 䛣䛾䛸䛣䜝䚸対人援助学䝬䜺䝆䞁䛾䝞䝑䜽䝘䞁䝞

䞊䛻目䜢㏻䛩機会䛜増䛘䜎䛧䛯䚹䛭䛖䛔䛘䜀編㞟

員䛻䛺䛳䛯䛾䛿 &' 号䛛䜙䛷䚸䛭䜜䜎䛷䛿単䛺䜛熱

心䛺ㄞ者䛷䛒䛳䛯䛣䛸䜢思䛔出䛧䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛰䛡

夢中䛻ㄞ䜑䜛䜒䛾䛻次䚻巡䜚合䛘䜛䛾䛿䚸編㞟者

䛾役得䛰䛺䛒䛸思䛔䜎䛩䚹!

今号䛾総䝨䞊䝆数䛿 *''䝨䞊䝆䜢優䛻㉸䛘䛶䛔

䜎䛩䛜䚸実䛿目次䜒䛭䛖㐲䛟䛺䛔䛖䛱䛻 % 䝨䞊䝆䛻

収䜎䜙䛺䛔状況䛻䛺䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹目次䛜 &䝨

䞊䝆䛻収䜎䜙䛺䛟䛺䛳䛶㦫䛔䛯䛾䛜䛴䛔先日䛾䜘䛖

䛺䛾䛻䚹拡大䜢目標䛻䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛾䛻䚸

結果的䛻拡大䛧䛶䛔䛳䛶䛔䜛䛾䛜㠃白䛔䛷䛩䚹!

! 今号䛛䜙䚸䛂䝬䜺䝆䞁執筆者訪問記䛃䛸称䛧䛶䚸機

会䜢見䛴䛡䛶執筆者䜢訪䛽䚸䛭䛾記㘓䜢残䛩䛣䛸

䛻䛧䜎䛧䛯䚹機会䛜䛒䛳䛯䜙䚸䛸䛔䛖前提䛰䛛䜙䚸不

定期㐃㍕䛷䛸考䛘䛶䛔䜎䛩䚹執筆者䛜増䛘䜛䝨䞊

䝇䛜今䛾䜘䛖䛻続䛟䛸䛧䛯䜙䚸䛔䛴䜎䛷䜒終䜟䜛䛣䛸

䛜䛺䛔㐃㍕䛺䛾䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹執筆者䛾方䛻䛿䚸

日常的䛻䛚会䛔䛧䛶䛔䜛方䛛䜙䚸何度䛛㠃㆑䛜䛒

䜛方䚸䜎䛳䛯䛟㠃㆑䛾䛺䛔方䜎䛷幅広䛟䛚䜙䜜䜎䛩

䛜䚸訪問記䛷䛚目䛻䛛䛛䜜䜛機会䛜得䜙䜜䜛䛸䛔

䛔䛺䛸㢪䛳䛶䛔䜎䛩䚹!

!

䕔䛤意見䞉䛤感想䕔!

マガジンに対するご意ぢごឤ想は!

"#$%&%&%'()*+,-./+$.+01!

マガジン編集部!

234536,,京㒔市中京区山ᮏ⏫㸲㸱㸶!

ランブラス二᮲御幸⏫㸲㸮㸰! 仕事場 7・8・9!

$

ഒ人援助学マガジン!

㏻巻䠐䠐号!
第䠍䠍巻! 第䠐号!

２０２１年Ჭ月１Ჯ日発行!

!""#$%%!&'()*+,-./+*01#%2

!

第䠐䠑号䛿䠎䠌䠎䠍年䠒月䠍䠑日

発刊䛾予定䛷䛩䚹!

原稿締切䠎䠌䠎䠍年䠑月䠎䠑日䟿!

!

本ㄅ䛿常䛻書䛝手䛻㛛戸䜢㛤䛔䛶䛔䜎䛩䚹新䛯䛺䝆䝱䞁䝹

䛛䜙䛾䚸執筆者䛾登場䛻期待䛧䜎䛩䚹!

自㌟䛾生活䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻本ㄅ䛂㐃㍕䛃䜢持䛱䚸継続的䛻䚸

自分䛰䛛䜙䛣䛭描䛡䜛分㔝䛾記㘓䜢発信䛧䛯䛔䛸䛔䛖方䛛䜙

䛾䜶䞁䝖䝸䞊䜢待䛳䛶䛔䜎䛩䚹!

䝨䞊䝆制㝈䛺䛧䛾㐃㍕ㄅ䛷䛩䚹必要䛺回数䜒䚸心置䛝䛺䛟書

䛔䛶䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹䛤希望䛾方䚸編㞟㛗䜎䛷執筆企画䜢䛚知

䜙䛫下䛥䛔䚹!

執筆㈨格䛿学会員䛷䛒䜛䛣䛸䚹! 現在㠀会員䛷書䛔䛶䛔䛯

䛰䛟事䛻䛺䛳䛯方䛻䛿䚸対人援助学会䜈䛾入会䜢䛚㢪䛔䛧䛶

䛔䜎䛩䚹!

対人援助学会事務局!

:43533;<!

大㜰市中央区大ᡭ㏻;545<!

リファレンス内!

=>?@&8A学会専⏝! 32526<353<3,!

!

⾲⣬のゝⴥ!
このₔ⏬のキャプションは!

「ゴロゴロしないでよ㸟」。!

ㄒ呂合わせだ。それ以上に῝い意味はない。

㸦㸰㸮㸰㸯㸭㸮㸱㸭㸯㸳㸧!

$




